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※日程が変更される可能性がありますので，掲示板・時間割表等も合わせて確認してください。

1日 前期開始 1日 前期開始 1日 前期開始

3日 【経済学、学術(経済学系)】
博士論文提出資格試験申請期間(～10日）

3日 【9月修了者】
博士論文提出期間 (～6月20日)

3日 履修登録期間 (～21日) 3日 履修登録期間 (～21日) 3日 履修登録期間 (～21日)

3日 入学式・新入生ガイダンス・
オリエンテーション (GSICS)

3日 入学式・新入生ガイダンス・
オリエンテーション (GSICS)

10日 前期授業開始 (日本語・英語コース) 10日 前期授業開始 (日本語・英語コース) 10日 前期授業開始 (日本語・英語コース)

17日  【9月修了者】
修士論文題目届提出期限

24日 【前期・1Q】　履修取消期間 (～30日) 24日 【前期・1Q】　履修取消期間 (～30日) 24日 【前期・1Q】　履修取消期間 (～30日)

1日 木曜日の授業実施日 5 1日 木曜日の授業実施日 5 1日 木曜日の授業実施日

2日 金曜日の授業実施日 2日 金曜日の授業実施日 2日 金曜日の授業実施日

15日 本学創立記念日 15日 本学創立記念日 15日 本学創立記念日

17日 【経済学、学術(経済学系)】
　博士論文提出資格試験

31日 研究計画書提出期限 31日 研究計画書提出期限 31日 研究計画書提出期限

8日 授業の予備日 8日 授業の予備日 8日 授業の予備日

20日 【9月修了者】
博士論文提出期限

23日 【2Q】　履修取消期間 (～29日) 23日 【2Q】　履修取消期間 (～29日) 23日 【2Q】　履修取消期間 (～29日)

14日 月曜日の授業実施日 14日 月曜日の授業実施日 14日 月曜日の授業実施日

 18日  【9月修了者】　修士論文提出期限

28日 前期授業終了(日本語・英語コース)
　2Q授業は8月4日まで

28日 前期授業終了(日本語・英語コース)
　2Q授業は8月4日まで

28日 前期授業終了(日本語・英語コース)
　2Q授業は8月4日まで

31日 期末試験期間 (～4日) 31日 期末試験期間 (～4日) 31日 期末試験期間 (～4日)

7日 授業の予備日 7日 授業の予備日 7日 授業の予備日

8日 夏季休業期間(～9月30日) 8日 夏季休業期間(～9月30日) 8日 夏季休業期間(～9月30日)

8日 集中講義期間 (～9月30日) 8日 集中講義期間 (～9月30日) 8日 集中講義期間 (～9月30日)

22日 【9月修了者】 修士論文最終試験

29日  【最終試験から１週間以内】
　修士論文差し替え期限

25日 修士学位記授与式 (GSICS) 25日 博士学位記授与式 (全学・GSICS)

28日 履修登録期間 (～10月16日) 28日 履修登録期間 (～10月16日) 28日 履修登録期間 (～10月16日)

30日 前期終了 30日 前期終了 30日 前期終了

1日 後期開始 1日 後期開始 1日 後期開始

2日 後期授業開始 (日本語コース) 2日 後期授業開始 (日本語コース) 2日 後期授業開始 (日本語コース)

2日 【経済学、学術(経済学系)】
博士論文提出資格試験申請期間(～10日)

2日  【3月修了者】博士論文提出期間
　 (～12月20日)

3日 入学式・新入生ガイダンス
（英語コース)

3日 入学式・新入生ガイダンス
（英語コース)

5日 後期授業開始 (英語コース) 5日 後期授業開始 (英語コース) 5日 後期授業開始 (英語コース)

17日 【後期・3Q】履修取消期間（～23日） 17日 【後期・3Q】履修取消期間（～23日） 17日 【後期・3Q】履修取消期間（～23日）

31日
【3月修了者】
修士論文題目届提出期限

14日 金曜日の授業実施日 14日 金曜日の授業実施日 14日 金曜日の授業実施日

15日 【経済学、学術(経済学系)】
博士論文提出資格試験

22日 授業の予備日 22日 授業の予備日 22日 授業の予備日

1日 授業の予備日 1日 授業の予備日 1日 授業の予備日

18日 【4Q】履修取消期間（～24日） 18日 【4Q】履修取消期間（～24日） 18日 【4Q】履修取消期間（～24日）

20日 【3月修了者】博士論文提出期限

25日 冬季休業期間 (～1月7日) 25日 冬季休業期間 (～1月7日) 25日 冬季休業期間 (～1月7日)

12日 休講 12日 休講 12日 休講

16日 金曜日の授業日 16日 金曜日の授業日 16日 金曜日の授業日

17日 授業の予備日 17日 授業の予備日 17日 授業の予備日

31日 【3月修了者】
修士論文提出期限

1日 後期授業終了(日本語コース)
　4Q授業は2月8日まで

1日 後期授業終了(日本語コース)
　4Q授業は2月8日まで

1日 後期授業終了(日本語コース)
　4Q授業は2月8日まで

2日 期末試験期間 (～8日)(日本語コース) 2日 期末試験期間 (～8日)(日本語コース) 2日 期末試験期間 (～8日)(日本語コース)

2日 期末試験期間(8日,9日,13日,14日)(英語コース) 2日 期末試験期間(8日,9日,13日,14日)(英語コース) 2日 期末試験期間(8日,9日,13日,14日)(英語コース)

7日 後期授業終了(英語コース) 7日 後期授業終了(英語コース) 7日 後期授業終了(英語コース)

15日 集中講義期間 (～3月15日) 15日 集中講義期間 (～3月15日) 15日 集中講義期間 (～3月15日)

22日 【3月修了者】
修士論文最終試験

29日  【最終試験から１週間以内】
修士論文差し替え期限

25日 博士学位記授与式 (全学・GSICS)

26日 修士学位記授与式 (全学・GSICS)

31日 後期終了 31日 後期終了 31日 後期終了

7
月

12
月

8
月

1
月

9
月

12
月

10
月

10
月

4
月

4
月

4
月

5
月

9
月

2
月

6
月

8
月

12
月

8
月

6
月

3
月

1
月

1
月

2
月

3
月

2
月

3
月

7
月

7
月

6
月

11
月

11
月

11
月

2023年度　予定表

博士課程前期課程　１年

10
月

博士課程前期課程　２年

9
月

博士課程後期課程　１～３年　



 

 

目目        次次  

神神戸戸大大学学大大学学院院国国際際協協力力研研究究科科のの沿沿革革……………………………………………………………………  １  

ⅠⅠ  教教学学規規則則等等  

神戸大学教学規則………………………………………………………………………………………  ３ 

神戸大学共通細則……………………………………………………………………………………… ２７ 

ⅡⅡ  研研究究科科規規則則等等  

神戸大学大学院国際協力研究科規則………………………………………………………………… ３１ 

神戸大学大学院国際協力研究科研究生規程………………………………………………………… ４３ 

特別研究学生内規……………………………………………………………………………………… ４５ 

特別聴講学生内規……………………………………………………………………………………… ４６ 

ⅢⅢ  履履修修関関係係  

国際協力研究科(日本語コース)博士課程履修マニュアル………………………………………… ４７ 

国際協力研究科における研究指導について………………………………………………………… ５９ 

神戸大学大学院国際協力研究科における成績評価基準等に関する内規………………………… ６０  

成績認定に関わるガイドライン……………………………………………………………………… ６１  

神戸大学大学院国際協力研究科「学生からの成績評価に対する申し立て手続き」についての 

申合せ…………………………………………………………………………………………………… ６２ 

神戸大学大学院国際協力研究科追試験に関する内規……………………………………………… ６３ 

神戸大学大学院国際協力研究科試験等における不正行為に対する措置に関する申合せ……… ６５ 

神戸大学大学院国際協力研究科不正行為防止ガイドライン……………………………………… ６６ 

神戸大学大学院国際協力研究科海外実習実施要項………………………………………………… ７１ 

神戸大学大学院国際協力研究科インターンシップ実施要項……………………………………… ７２ 

神戸大学大学院国際協力研究科研究報告実施要項………………………………………………… ７４ 

神戸大学大学院国際協力研究科高度海外研究実施要項…………………………………………… ７５ 

国際協力研究科学生の留学に関する申合せ………………………………………………………… ７７ 

神戸大学大学院国際協力研究科と大阪大学大学院国際公共政策研究科との間における 

単位の相互認定に関する協定書……………………………………………………………………… ７８ 

神戸大学大学院国際協力研究科と名古屋大学大学院国際開発研究科との間における 

単位の相互認定に関する協定書……………………………………………………………………… ７９ 

神戸大学大学院国際協力研究科と広島大学大学院国際協力研究科との間における 

単位の相互認定に関する協定書……………………………………………………………………… ８０ 

ⅣⅣ  学学位位関関係係  

神戸大学学位規程……………………………………………………………………………………… ８１ 

神戸大学学位規程国際協力研究科細則……………………………………………………………… ８６ 

神戸大学学位規程国際協力研究科細則に関わる内規……………………………………………… ８８ 

神戸大学学位規程第１４条第２項に関する内規…………………………………………………… ８９ 

研究科規則第２８条第２項に関する内規…………………………………………………………… ８９ 

国際協力研究科 学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）…………………………… ９０ 

神戸大学大学院国際協力研究科学位論文等の評価基準…………………………………………… ９４ 

神戸大学大学院国際協力研究科修士論文提出要領………………………………………………… ９５ 



ಟኈㄽᩥ関ಀ等のᡭ続きにࡘいての申ྜ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ࡏ……… 㸷㸵

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科「༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝ」実施⣽則…………………… 㸷㸶

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科「༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝ」実施要項͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸮㸰

༤ኈㄽᩥస成࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ㸦ᣦ㔪㸧͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸮㸵

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科༤ኈㄽᩥᣦᑟ要㡿͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸮㸶

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科༤ኈㄽᩥᑂᰝ要㡿͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸮㸷

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科༤ኈㄽᩥᥦฟ要㡿͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸯㸮

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科༤ኈ前期ㄢ程における᪩期ಟに関するෆ規͐͐͐͐͐͐͐㸯㸯㸱

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ࣭ࣝࣈࢲ協定学のὶ学生にಀる

᪩期ಟに関する申ྜ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ࡏ…………͐͐͐͐㸯㸯㸲

‶期㏥学㸭༢ಟ得㏥学後㸳年以ෆの༤ኈㄽᩥᥦฟᡭ続きにࡘいて͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸯㸳

䊤 Ꮫ⏕㛵ಀ

䠄䠍䠅Ꮫ⏕㛵ಀつ⛬

⚄ᡞ学における授業料，ධ学料，᳨定料及びᐤᐟ料の額に関する規程͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸯㸵

⚄ᡞ学授業料免除及び徴収猶予取扱規程͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸯㸷

⚄ᡞ学学生ᗣデ᩿規程͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸰㸰

⚄ᡞ学学生⾲ᙲ規程͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸰㸲

⚄ᡞ学学生⾲ᙲに関する申ྜ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ࡏ㸯㸰㸳

⚄ᡞ学学生懲戒規則͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸰㸵

⚄ᡞ学学生懲戒規則に関する申ྜ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ࡏ㸯㸰㸶

䠄䠎䠅ᾏእΏ⯟䛻㛵䛩䜛䛣䛸

海እΏ⯟Ᏻᑐ策ࣝࣗࢽ࣐…………………………………………………………………………㸯㸰㸷

␃学生༴ᶵ⟶理ไᗘ㸦OSSMA P l u s 㸧に基づく海እΏ⯟ ………͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸱㸰

䠄䠏䠅Ꮫ⏕のᚰᚓ

学生のᚰ得͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸱㸵

ᑵ⫋に関する相ㄯ࣭ሗ収㞟にࡘいて͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸲㸰

䠄䠐䠅⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉㝔⏕༠㆟➼䛻㛵䛩䜛䛣䛸

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㝔生協議会規⣙͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸲㸱

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科◊✲会会則͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸲㸶

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科学㝔生◊✲ᐊ୍ぴ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸲㸷

䊥 䛭䛾

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科ඹྠ㈨料ᐊ⏝要項………………………………………………㸯㸳㸯

୍⯡♫ᅋἲே㟖会定Ḱ㸦ᢒ㸧͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸳㸰

භ⏥ྎ第㸯ࢫࣃࣥࣕ࢟ 学⯋平㠃ᅗ………͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸳㸲

ᕤ学◊✲科࣭㒔ᕷᏳ◊✲࣮ࢱࣥࢭ ᘓ≀㓄⨨ᅗ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐㸯㸴㸯

����年��月 ᅜ㝿協ຊ◊✲科タ⨨࣭ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ㸦༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸧タ⨨

ึ௦◊✲科長にᮧୖᩔ教授がᑵ௵

���� 年 � 月 ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ㸦༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸧タ⨨

ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ㸭ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ㸦༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸧第㸯期生ධ学

���� 年 � 月 ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ㸦༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸧タ⨨࣭第㸯期生ධ学

���� 年 � 月 ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ࣭ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ㸦༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸧タ⨨࣭第㸯期生

ධ学

���� 年 � 月 ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ㸦༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸧タ⨨࣭第㸯期生ධ学

����年��月 㛤Ⓨ協ຊ≉別ࢫ࣮ࢥ㸦༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸧タ⨨࣭第㸯期生ධ学

���� 年 � 月 භ⏥ྎ第学⯋㸦ᅜ㝿協ຊ◊✲科Ჷ㸧❹ᕤ

���� 年 � 月 ேᮦ⫱成ዡ学計⏬㸦㹈㹂㹑㸧㛤ጞ

����年��月 ᅜ㝿協ຊⱥㄒࢫ࣮ࢥ㸦༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸧タ⨨࣭第㸯期生ධ学

����年��月 �タ⨨�㸦㹼����年ࢫ࣮ࢥᆅ᪉行政࣒ࣛࢢࣟࣉࢬ࣮ࢲ࣮ࣜࢢࣥࣖ月㸧

���� 年 � 月 ᅜ❧学ἲேἲの施行にకい「ᅜ❧学ἲே⚄ᡞ学」に⛣行

����年��月 ᅜ㝿協ຊⱥㄒࢫ࣮ࢥと㛤Ⓨ協ຊ≉別ࢫ࣮ࢥを㛤Ⓨ政策≉別ࢫ࣮ࢥ㸦前期࣭

後期ㄢ程୍㈏㸧に改⛠

���� 年 � 月 ไᑟධ࣒ࣛࢢࣟࣉ
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⚄ᡞᏛᩍᏛつ則

㸦平成㸯㸴年㸲月㸯日ไ定㸧

改正    平成㸯㸵年㸱月㸯㸵日 平成㸯㸵年㸯㸯月㸰㸰日 平成㸯㸵年㸯㸰月㸰㸮日

  平成㸯㸶年㸱月㸰㸰日   平成㸯㸶年㸯㸰月㸰㸴日 平成㸯㸷年㸱月㸰㸮日

平成㸯㸷年㸱月㸰㸮日 平成㸯㸷年㸱月㸰㸵日    平成㸯㸷年㸯㸰月㸰㸳日

平成㸰㸮年㸱月㸯㸶日   平成㸰㸯年㸱月㸯㸶日 平成㸰㸰年㸱月㸰㸱日

平成㸰㸰年㸯㸮月㸰㸴日 平成㸰㸱年㸱月㸰㸰日    平成㸰㸲年㸱月㸰㸯日

平成㸰㸲年㸷月㸰㸴日   平成㸰㸳年㸱月㸰㸵日 平成㸰㸳年㸯㸮月㸰㸷日

平成㸰㸴年㸱月㸰㸴日 平成㸰㸴年㸳月㸰㸮日    平成㸰㸵年㸱月㸰㸱日

平成㸰㸵年㸷月㸰㸷日   平成㸰㸶年㸱月㸰㸰日 平成㸰㸶年㸴月㸰㸯日

平成㸰㸷年㸱月㸰㸯日 平成㸱㸮年㸱月㸱㸮日    平成㸱㸯年㸰月㸰㸴日

令和 㸰 年㸱月㸰㸲日   令和 㸰 年㸵月㸰㸶日 令和 㸰 年㸷月㸰㸷日

令和 㸰 年㸯㸰月㸯日 令和 㸱 年㸱月㸱㸮日    令和 㸲 年㸱月㸰㸷日

令和 㸲 年㸳月㸰㸲日   令和 㸳 年㸱月㸰㸶日

┠ ḟ

第 1章 ⥲則(第 1条㸫第 9条)

第 2章 Ꮫ㒊

第 1⠇ ධᏛ(第 10条㸫第 21条)

第 2⠇ ಟ業年㝈㸪ᩍ⫱ㄢ⛬㸪ㄢ⛬のᒚಟ➼(第 22条㸫第39条)

第 3⠇ ␃ᏛཬࡧఇᏛ(第40条㸫第 44条)

第 4⠇ ㏥Ꮫཬࡧ㝖⡠(第45条㸫第 47条)

第 5⠇ ༞業せ௳ཬࡧᏛኈのᏛ(第 48条࣭第49条)

第 6⠇ 授業料(第 50条㸫第54条)

第 7⠇ ㈹⨩(第 55条࣭第 55条の 2)

第 3章 Ꮫ㝔

第 1⠇ ධᏛ(第 56条㸫第 62条)

第 2⠇ ಟ業年㝈㸪ᩍ⫱᪉ἲ㸪ಟせ௳➼(第 63条㸫第 71条)

第 3⠇ ‽⏝つᐃ(第 72条㸫第 77条)

第 4章 Ꮫ࣒ࣛࢢࣟࣉ(第 77条の 2)

第 5章 ≉ู⫈ㅮᏛ⏕㸪≉ู◊✲Ꮫ⏕㸪⛉┠➼ᒚಟ⏕㸪⫈ㅮ⏕㸪◊✲⏕㸪ᑓᨷ⏕ཬࡧእᅜே≉ูᏛ⏕(第 78条㸫第 83条)

第 6章 ≉ูのㄢ⛬(第 83条の 2)

第 7章 授業料㸪ධᏛ料ཬ᳨ࡧᐃ料の㢠(第 84条࣭第 84条の 2)

第 8章 ᩍ⫱⫋ဨච許≧(第 85条)

附則

第 1章 ⥲ 則

(㊃ ᪨)

第 1条 この規則は，ᅜ❧学ἲே⚄ᡞ学学則(平成16年4月1日ไ定。以下「学則」という。)第29条の規定に基づき，

学生のಟ学に関し必要な事項を定めるものとする。

(ᩍ ⫱ ᠇ 章)

第 2条 本学の教⫱は，⚄ᡞ学教⫱᠇❶(平成14年5月16日ไ定)に則り，行うものとする。
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改正    平成㸯㸵年㸱月㸯㸵日 平成㸯㸵年㸯㸯月㸰㸰日 平成㸯㸵年㸯㸰月㸰㸮日
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平成㸰㸲年㸷月㸰㸴日   平成㸰㸳年㸱月㸰㸵日 平成㸰㸳年㸯㸮月㸰㸷日

平成㸰㸴年㸱月㸰㸴日 平成㸰㸴年㸳月㸰㸮日    平成㸰㸵年㸱月㸰㸱日

平成㸰㸵年㸷月㸰㸷日   平成㸰㸶年㸱月㸰㸰日 平成㸰㸶年㸴月㸰㸯日

平成㸰㸷年㸱月㸰㸯日 平成㸱㸮年㸱月㸱㸮日    平成㸱㸯年㸰月㸰㸴日

令和 㸰 年㸱月㸰㸲日   令和 㸰 年㸵月㸰㸶日 令和 㸰 年㸷月㸰㸷日

令和 㸰 年㸯㸰月㸯日 令和 㸱 年㸱月㸱㸮日    令和 㸲 年㸱月㸰㸷日

令和 㸲 年㸳月㸰㸲日   令和 㸳 年㸱月㸰㸶日

┠ ḟ

第 1章 ⥲則(第 1条㸫第 9条)

第 2章 Ꮫ㒊

第 1⠇ ධᏛ(第 10条㸫第 21条)

第 2⠇ ಟ業年㝈㸪ᩍ⫱ㄢ⛬㸪ㄢ⛬のᒚಟ➼(第 22条㸫第39条)

第 3⠇ ␃ᏛཬࡧఇᏛ(第40条㸫第 44条)

第 4⠇ ㏥Ꮫཬࡧ㝖⡠(第45条㸫第 47条)

第 5⠇ ༞業せ௳ཬࡧᏛኈのᏛ(第 48条࣭第49条)

第 6⠇ 授業料(第 50条㸫第54条)

第 7⠇ ㈹⨩(第 55条࣭第 55条の 2)

第 3章 Ꮫ㝔

第 1⠇ ධᏛ(第 56条㸫第 62条)

第 2⠇ ಟ業年㝈㸪ᩍ⫱᪉ἲ㸪ಟせ௳➼(第 63条㸫第 71条)

第 3⠇ ‽⏝つᐃ(第 72条㸫第 77条)

第 4章 Ꮫ࣒ࣛࢢࣟࣉ(第 77条の 2)

第 5章 ≉ู⫈ㅮᏛ⏕㸪≉ู◊✲Ꮫ⏕㸪⛉┠➼ᒚಟ⏕㸪⫈ㅮ⏕㸪◊✲⏕㸪ᑓᨷ⏕ཬࡧእᅜே≉ูᏛ⏕(第 78条㸫第 83条)

第 6章 ≉ูのㄢ⛬(第 83条の 2)

第 7章 授業料㸪ධᏛ料ཬ᳨ࡧᐃ料の㢠(第 84条࣭第 84条の 2)

第 8章 ᩍ⫱⫋ဨච許≧(第 85条)

附則

第 1章 ⥲ 則

(㊃ ᪨)

第 1条 この規則は，ᅜ❧学ἲே⚄ᡞ学学則(平成16年4月1日ไ定。以下「学則」という。)第29条の規定に基づき，

学生のಟ学に関し必要な事項を定めるものとする。

(ᩍ ⫱ ᠇ 章)

第 2条 本学の教⫱は，⚄ᡞ学教⫱᠇❶(平成14年5月16日ไ定)に則り，行うものとする。
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(Ꮫ 㒊)

第 3条 本学の学部に⨨く学科は，次のとおりとする。

ᩥ学部 ேᩥ学科

ᅜ㝿ே間科学部 も教⫱学科学科，⎔ቃඹ生学科，Ꮚࢸࢽ࣑ࣗࢥ学科，Ⓨ㐩ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ

ἲ学部 ἲᚊ学科

経῭学部 経῭学科

経Ⴀ学部 経Ⴀ学科

理学部 数学科，≀理学科，学科，生≀学科，ᝨᫍ学科

་学部 ་学科，ಖ学科

ᕤ学部 ᘓ⠏学科，ᕷẸᕤ学科，㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ学科，ᶵᲔᕤ学科，ᛂ⏝学科，ሗ▱⬟ᕤ学科

㎰学部 㣗料⎔ቃ࣒ࢸࢫࢩ学科，㈨※生科学科，生ᶵ⬟科学科

海洋政策科学部 海洋政策科学科

( Ꮫ 㝔)

第 4条 本学の学㝔◊✲科に⨨くᑓᨷ及びそのㄢ程は，次の⾲にᥖࡆるとおりとする。

◊✲科ྡ ᑓᨷྡ ㄢ程の別

ேᩥ学◊✲科 ᩥᵓ㐀ᑓᨷ，♫会ືែᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ᅜ㝿ᩥ学◊✲科 ᩥ相関ᑓᨷ，ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科 ே間Ⓨ㐩ᑓᨷ，ே間⎔ቃ学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ἲ学◊✲科 ἲ学政学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

実ົἲᚊᑓᨷ ᑓ㛛⫋学ㄢ程

経῭学◊✲科 経῭学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

経Ⴀ学◊✲科 経Ⴀ学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

⌧௦経Ⴀ学ᑓᨷ ᑓ㛛⫋学ㄢ程

理学◊✲科 数学ᑓᨷ，≀理学ᑓᨷ，学ᑓᨷ，生≀学ᑓᨷ，

ᝨᫍ学ᑓᨷ

༤ኈㄢ程

་学◊✲科 ᑓᨷࢫ࢚ࣥࢧࣝ࢝ࢹ࣓࢜ࣂ ಟኈㄢ程

་科学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

་⒪成ᕤ学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ಖ学◊✲科 ಖ学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ᕤ学◊✲科 ᘓ⠏学ᑓᨷ，ᕷẸᕤ学ᑓᨷ，㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ学ᑓᨷ，

ᶵᲔᕤ学ᑓᨷ，ᛂ⏝学ᑓᨷ

༤ኈㄢ程

ሗ学◊✲科࣒ࢸࢫࢩ ሗ学ᑓᨷ࣒ࢸࢫࢩ ༤ኈㄢ程

㎰学◊✲科 㣗料ඹ生࣒ࢸࢫࢩ学ᑓᨷ，㈨※生科学ᑓᨷ，生

ᶵ⬟科学ᑓᨷ

༤ኈㄢ程

海事科学◊✲科 海事科学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ᅜ㝿協ຊ◊✲科 ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ，ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ，ᆅᇦ協ຊ政

策ᑓᨷ

༤ኈㄢ程

科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ◊✲科 科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀᑓᨷ ༤ኈㄢ程

2 ேᩥ学◊✲科，ᅜ㝿ᩥ学◊✲科，ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科，ἲ学◊✲科，経῭学◊✲科，経Ⴀ学◊✲科，理学◊✲科，་

学◊✲科་⒪成ᕤ学ᑓᨷ，ಖ学◊✲科，ᕤ学◊✲科，࣒ࢸࢫࢩሗ学◊✲科，㎰学◊✲科，海事科学◊✲科，ᅜ㝿協

ຊ◊✲科及び科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ◊✲科の༤ኈㄢ程は，これを前期2年のㄢ程(以下「前期ㄢ程」という。)及び後期

3年のㄢ程(以下「後期ㄢ程」という。)に༊分し，前期ㄢ程は，これをಟኈㄢ程として取り扱うものとする。

3 ἲ学◊✲科実ົἲᚊᑓᨷ及び経Ⴀ学◊✲科⌧௦経Ⴀ学ᑓᨷのᑓ㛛⫋学ㄢ程は，学ᰯ教⫱ἲ(和22年ἲᚊ第26号。以

下「ἲ」という。)第99条第2項に規定するᑓ㛛⫋学㝔のㄢ程とし，ἲ学◊✲科のᑓ㛛⫋学ㄢ程は，ᑓ㛛⫋学㝔タ

⨨基‽(平成15年ᩥ部科学┬令第16号)第18条第1項に規定するἲ科学㝔とする。

(⯪ᐇ⩦⛉)

第 5条 本学に⨨く乗⯪実⩦科に関することは，⚄ᡞ学乗⯪実⩦科規則(平成16年4月1日ไ定)で定める。

( ᐜ ᐃ ဨ)

第 6条 本学の収ᐜ定員は，別⾲のとおりとする。

(Ꮫ 年)

第 7条 学年は，4月1日にጞまり，⩣年3月31日に⤊る。

(Ꮫᮇ࣭ࢱ࣮࢛ࢡ )࣮

第 8条 学年を分けて，次の2期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から⩣年3月31日まで

2 前項に定める各学期にࡘの期間㸦以下「࣮ࢱ࣮࢛ࢡ」という。㸧を⨨くことができる。

3 各࣮ࢱ࣮࢛ࢡのጞ期及び⤊期にࡘいては，別に定める。

(ఇ 業 日)

第 9条 定期のఇ業日は，次のとおりとする。

日᭙日及びᅵ᭙日

ᅜẸの⚃日に関するἲᚊ(和23年ἲᚊ第178号)に規定するఇ日

ኟᏘఇ業 8月8日から9月30日まで

Ꮨఇ業 12月 25日から⩣年1月7日まで

2 ⮫のఇ業日は，学長が定める。

3 教⫱ୖ必要と認めるときは，第1項の規定にかかࢃらず，ኟᏘ及びᏘఇ業の期間は，各学部及び各◊✲科において学長

のᢎ認を得てኚ᭦することができる。

4 教⫱ୖ必要と認めるときは，第1項から前項までの規定にかかࢃらず，ఇ業日において授業等を行うことができる。

第 2章 Ꮫ 㒊

第 1⠇ ධ Ꮫ

(ධ Ꮫ 許 可)

第 10条 学長は，次の各号のいずれかに該当し，ධ学ヨ㦂にྜ᱁した者で，第17条に規定するධ学ᡭ続をした者(第1

8条の規定によりධ学料の免除を申請している者及び第19条の規定によりධ学料の徴収猶予を申請している者をྵࡴ。)

にᑐし，ධ学を許可する。

(1) 㧗等学ᰯཪは中等教⫱学ᰯを༞業した者

(2) ㏻ᖖのㄢ程による12年の学ᰯ教⫱をಟした者ཪは㏻ᖖのㄢ程以እのㄢ程により，前号に相当する学ᰯ教⫱をಟし

た者

(3) እᅜにおいて学ᰯ教⫱における12年のㄢ程をಟした者ཪはこれに‽ずる者でᩥ部科学⮧のᣦ定したもの

(4) ᩥ部科学⮧が㧗等学ᰯのㄢ程とྠ等のㄢ程を᭷するものとして認定したᅾእ教⫱施タの当該ㄢ程をಟした者

(5) ᑓಟ学ᰯの㧗等ㄢ程(ಟ業年㝈が3年以ୖであることその他のᩥ部科学⮧が定める基‽を‶たすものに㝈る。)でᩥ部

科学⮧が別にᣦ定するものをᩥ部科学⮧が定める日以後にಟした者
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(Ꮫ 㒊)

第 3条 本学の学部に⨨く学科は，次のとおりとする。

ᩥ学部 ேᩥ学科

ᅜ㝿ே間科学部 も教⫱学科学科，⎔ቃඹ生学科，Ꮚࢸࢽ࣑ࣗࢥ学科，Ⓨ㐩ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ

ἲ学部 ἲᚊ学科

経῭学部 経῭学科

経Ⴀ学部 経Ⴀ学科

理学部 数学科，≀理学科，学科，生≀学科，ᝨᫍ学科

་学部 ་学科，ಖ学科

ᕤ学部 ᘓ⠏学科，ᕷẸᕤ学科，㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ学科，ᶵᲔᕤ学科，ᛂ⏝学科，ሗ▱⬟ᕤ学科

㎰学部 㣗料⎔ቃ࣒ࢸࢫࢩ学科，㈨※生科学科，生ᶵ⬟科学科

海洋政策科学部 海洋政策科学科

( Ꮫ 㝔)

第 4条 本学の学㝔◊✲科に⨨くᑓᨷ及びそのㄢ程は，次の⾲にᥖࡆるとおりとする。

◊✲科ྡ ᑓᨷྡ ㄢ程の別

ேᩥ学◊✲科 ᩥᵓ㐀ᑓᨷ，♫会ືែᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ᅜ㝿ᩥ学◊✲科 ᩥ相関ᑓᨷ，ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科 ே間Ⓨ㐩ᑓᨷ，ே間⎔ቃ学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ἲ学◊✲科 ἲ学政学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

実ົἲᚊᑓᨷ ᑓ㛛⫋学ㄢ程

経῭学◊✲科 経῭学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

経Ⴀ学◊✲科 経Ⴀ学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

⌧௦経Ⴀ学ᑓᨷ ᑓ㛛⫋学ㄢ程

理学◊✲科 数学ᑓᨷ，≀理学ᑓᨷ，学ᑓᨷ，生≀学ᑓᨷ，

ᝨᫍ学ᑓᨷ

༤ኈㄢ程

་学◊✲科 ᑓᨷࢫ࢚ࣥࢧࣝ࢝ࢹ࣓࢜ࣂ ಟኈㄢ程

་科学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

་⒪成ᕤ学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ಖ学◊✲科 ಖ学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ᕤ学◊✲科 ᘓ⠏学ᑓᨷ，ᕷẸᕤ学ᑓᨷ，㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ学ᑓᨷ，

ᶵᲔᕤ学ᑓᨷ，ᛂ⏝学ᑓᨷ

༤ኈㄢ程

ሗ学◊✲科࣒ࢸࢫࢩ ሗ学ᑓᨷ࣒ࢸࢫࢩ ༤ኈㄢ程

㎰学◊✲科 㣗料ඹ生࣒ࢸࢫࢩ学ᑓᨷ，㈨※生科学ᑓᨷ，生

ᶵ⬟科学ᑓᨷ

༤ኈㄢ程

海事科学◊✲科 海事科学ᑓᨷ ༤ኈㄢ程

ᅜ㝿協ຊ◊✲科 ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ，ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ，ᆅᇦ協ຊ政

策ᑓᨷ

༤ኈㄢ程

科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ◊✲科 科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀᑓᨷ ༤ኈㄢ程

2 ேᩥ学◊✲科，ᅜ㝿ᩥ学◊✲科，ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科，ἲ学◊✲科，経῭学◊✲科，経Ⴀ学◊✲科，理学◊✲科，་

学◊✲科་⒪成ᕤ学ᑓᨷ，ಖ学◊✲科，ᕤ学◊✲科，࣒ࢸࢫࢩሗ学◊✲科，㎰学◊✲科，海事科学◊✲科，ᅜ㝿協

ຊ◊✲科及び科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ◊✲科の༤ኈㄢ程は，これを前期2年のㄢ程(以下「前期ㄢ程」という。)及び後期

3年のㄢ程(以下「後期ㄢ程」という。)に༊分し，前期ㄢ程は，これをಟኈㄢ程として取り扱うものとする。

3 ἲ学◊✲科実ົἲᚊᑓᨷ及び経Ⴀ学◊✲科⌧௦経Ⴀ学ᑓᨷのᑓ㛛⫋学ㄢ程は，学ᰯ教⫱ἲ(和22年ἲᚊ第26号。以

下「ἲ」という。)第99条第2項に規定するᑓ㛛⫋学㝔のㄢ程とし，ἲ学◊✲科のᑓ㛛⫋学ㄢ程は，ᑓ㛛⫋学㝔タ

⨨基‽(平成15年ᩥ部科学┬令第16号)第18条第1項に規定するἲ科学㝔とする。

(⯪ᐇ⩦⛉)

第 5条 本学に⨨く乗⯪実⩦科に関することは，⚄ᡞ学乗⯪実⩦科規則(平成16年4月1日ไ定)で定める。

( ᐜ ᐃ ဨ)

第 6条 本学の収ᐜ定員は，別⾲のとおりとする。

(Ꮫ 年)

第 7条 学年は，4月1日にጞまり，⩣年3月31日に⤊る。

(Ꮫᮇ࣭ࢱ࣮࢛ࢡ )࣮

第 8条 学年を分けて，次の2期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から⩣年3月31日まで

2 前項に定める各学期にࡘの期間㸦以下「࣮ࢱ࣮࢛ࢡ」という。㸧を⨨くことができる。

3 各࣮ࢱ࣮࢛ࢡのጞ期及び⤊期にࡘいては，別に定める。

(ఇ 業 日)

第 9条 定期のఇ業日は，次のとおりとする。

日᭙日及びᅵ᭙日

ᅜẸの⚃日に関するἲᚊ(和23年ἲᚊ第178号)に規定するఇ日

ኟᏘఇ業 8月8日から9月30日まで

Ꮨఇ業 12月 25日から⩣年1月7日まで

2 ⮫のఇ業日は，学長が定める。

3 教⫱ୖ必要と認めるときは，第1項の規定にかかࢃらず，ኟᏘ及びᏘఇ業の期間は，各学部及び各◊✲科において学長

のᢎ認を得てኚ᭦することができる。

4 教⫱ୖ必要と認めるときは，第1項から前項までの規定にかかࢃらず，ఇ業日において授業等を行うことができる。

第 2章 Ꮫ 㒊

第 1⠇ ධ Ꮫ

(ධ Ꮫ 許 可)

第 10条 学長は，次の各号のいずれかに該当し，ධ学ヨ㦂にྜ᱁した者で，第17条に規定するධ学ᡭ続をした者(第1

8条の規定によりධ学料の免除を申請している者及び第19条の規定によりධ学料の徴収猶予を申請している者をྵࡴ。)

にᑐし，ධ学を許可する。

(1) 㧗等学ᰯཪは中等教⫱学ᰯを༞業した者

(2) ㏻ᖖのㄢ程による12年の学ᰯ教⫱をಟした者ཪは㏻ᖖのㄢ程以እのㄢ程により，前号に相当する学ᰯ教⫱をಟし

た者

(3) እᅜにおいて学ᰯ教⫱における12年のㄢ程をಟした者ཪはこれに‽ずる者でᩥ部科学⮧のᣦ定したもの

(4) ᩥ部科学⮧が㧗等学ᰯのㄢ程とྠ等のㄢ程を᭷するものとして認定したᅾእ教⫱施タの当該ㄢ程をಟした者

(5) ᑓಟ学ᰯの㧗等ㄢ程(ಟ業年㝈が3年以ୖであることその他のᩥ部科学⮧が定める基‽を‶たすものに㝈る。)でᩥ部

科学⮧が別にᣦ定するものをᩥ部科学⮧が定める日以後にಟした者
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(6) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(和23年ᩥ部┬࿌♧第47号)

(7) 㧗等学ᰯ༞業程ᗘ認定ヨ㦂規則(平成17年ᩥ部科学┬令第1号)による㧗等学ᰯ༞業程ᗘ認定ヨ㦂にྜ᱁した者(ྠ規則

㝃則第2条の規定によるᗫṆ前の学ධ学㈨᱁᳨定規程(和26年ᩥ部┬令第13号。以下「ᪧ規程」という。)による

学ධ学㈨᱁᳨定(以下「ᪧ᳨定」という。)にྜ᱁した者をྵࡴ。)

(8) ἲ第90条第2項の規定により学にධ学した者であࡗて，本学において，学における教⫱を受けさࡏるにࡩさࢃし

い学ຊがあると認めたもの

(9) 本学において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，㧗等学ᰯを༞業した者とྠ等以ୖの学ຊがあると認めた者で，18ṓに㐩

したもの

(᪩ ᮇ ධ Ꮫ)

第 11条 前条の規定にかかࢃらず，次の各号のいずれかに該当する者であࡗて，本学の定める分㔝において≉にඃれた㈨㉁

を᭷すると認めるものを，教授会の議を経て，ධ学さࡏることができる。

(1) 㧗等学ᰯに2年以ୖᅾ学した者

(2) 中等教⫱学ᰯの後期ㄢ程，㧗等ᑓ㛛学ᰯཪは≉別ᨭ学ᰯの㧗等部に2年以ୖᅾ学した者

(3) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における9年のㄢ程にᘬき続く学ᰯ教⫱のㄢ程に2年以ୖᅾ学した者

(4) ᩥ部科学⮧が㧗等学ᰯのㄢ程とྠ等のㄢ程を᭷するものとして認定したᅾእ教⫱施タ(㧗等学ᰯのㄢ程に相当するㄢ

程を᭷する者としてᣦ定したものをྵࡴ。)の当該ㄢ程に2年以ୖᅾ学した者

(5) 学ᰯ教⫱ἲ施行規則(和22年ᩥ部┬令第11号。以下「施行規則」という。)第150条第3号の規定によりᩥ部科学

⮧が別にᣦ定するᑓಟ学ᰯの㧗等ㄢ程にྠ号に規定するᩥ部科学⮧が定める日以後において2年以ୖᅾ学した者

(6) ᩥ部科学⮧がᣦ定した者(平成13年ᩥ部科学┬࿌♧第167号)

(7) 㧗等学ᰯ༞業程ᗘ認定ヨ㦂規則第4条に定めるヨ㦂科┠の部(ヨ㦂の免除を受けたヨ㦂科┠を除く。)にࡘいてྜ᱁Ⅼ

を得た者(ᪧ規程第4条に規定する受᳨科┠の部(ᪧ᳨定の୍部免除を受けた者にࡘいては，その免除を受けた科┠を除

く。)にࡘいてྜ᱁Ⅼを得た者をྵࡴ。)で，17ṓに㐩したもの

2 前項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(ධ Ꮫ ᮇ)

第 12条 ධ学の期は，学年のึめとする。ただし，学年の㏵中においても，学期の༊分にᚑい，学生をධ学さࡏることが

できる。

(⦅ ධ Ꮫ)

第 13条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に⦅ධ学をᚿᮃする者があるときは，第10条の規定にかかࢃらず，学

期のึめにおいて，教授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

(1) 学を༞業した者

(2) ἲ第104条第7項の規定により学ኈの学を授された者

(3) 施行規則㝃則第7条に規定した者

2 前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者でᩥ学部，ἲ学部，経῭学部，経Ⴀ学部ཪはᕤ学部に⦅ධ学

をᚿᮃする者があるときは，教授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

(1) 学に2年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得した者

(2) ▷期学を༞業した者

(3) 㧗等ᑓ㛛学ᰯを༞業した者

(4) እᅜにおいて，前3号とྠ程ᗘのㄢ程をಟした者

3 第1項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者でᅜ㝿ே間科学部，理学部，㎰学部ཪは海事科学部に⦅ධ

学をᚿᮃする者があるときは，教授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

(1) 学に2年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得した者

(2) ▷期学を༞業した者

(3) 㧗等ᑓ㛛学ᰯを༞業した者

(4) እᅜにおいて，前3号とྠ程ᗘのㄢ程をಟした者

(5) ᑓಟ学ᰯのᑓ㛛ㄢ程(ಟ業年㝈が2年以ୖであることその他のᩥ部科学⮧の定める基‽を‶たすものに㝈る。)をಟ

した者(第10条各号のいずれかに該当する者に㝈る。)

4 第1項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で་学部ಖ学科に⦅ධ学をᚿᮃする者があるときは，教

授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

(1) 学に2年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得した者

(2) ▷期学を༞業した者

(3) እᅜにおいて，前2号とྠ程ᗘのㄢ程をಟした者

(4) ᑓಟ学ᰯのᑓ㛛ㄢ程(ಟ業年㝈が2年以ୖであることその他のᩥ部科学⮧の定める基‽を‶たすものに㝈る。)をಟ

した者(第10条各号のいずれかに該当する者に㝈る。)

(㌿ ධ Ꮫ)

第 14条 他の学に⌧にᅾ学する者で，本学に㌿ධ学をᚿᮃする者があるときは，第10条の規定にかかࢃらず，学期のึ

めにおいて，教授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

( ධ Ꮫ)

第 15条 本学を第45条の規定により中㏵㏥学した者ཪは除⡠された者で，びྠ୍の学部にධ学をᚿᮃする者があるとき

は，第10条の規定にかかࢃらず，学期のึめにおいて，教授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

(ධ Ꮫ ᚿ 㢪)

第 16条 ධ学をᚿ㢪する者は，ᡤ定の日までに，᳨ 定料を納付したうえ，ධ学㢪書，᳨ 定料ᡶ㎸ド明書及び別にᣦ定する書

類をᥦฟしなければならない。

2 ᪤納の᳨定料は，㑏付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当する額を㑏付するものとす

る。

(1) 学部のධ学ヨ㦂においてฟ㢪書類等により第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤを行い，そのྜ᱁者に㝈り学ຊ᳨ᰝその他により第ẁ㝵

┠の㑅ᢤを行うሙྜにおいて，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤでྜ᱁となࡗた者が第ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額の㏉㑏を申しฟたとき。

(2) 学部のධ学ヨ㦂においてධ学のฟ㢪を受理した後に本学が学ධヨ࣮ࢱࣥࢭヨ㦂において受㦂することをㄢした教

科࣭科┠を受㦂していないことにより，ฟ㢪の㈨᱁がないことが判明した者が第ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額の㏉㑏を申しฟ

たとき。

(3) ᳨定料を納付した者が，ᡤ定の日までにධ学㢪書をᥦฟしなかࡗたሙྜにおいて，㏉㑏を申しฟたとき。

(4) ᳨定料を納付し，ධ学㢪書をᥦฟした者が，受㦂を認められなかࡗたሙྜにおいて，㏉㑏を申しฟたとき。

(ධᏛ者㑅ᢤ)

第 16条の 2 ධ学者の㑅ᢤは，学則第27条の2第3号の規定により定める᪉㔪に基づき，බ正かࡘጇ当な᪉ἲにより，㐺

ษなయไをᩚえて行うものとする。

(ධ Ꮫ ᡭ ⥆)

第 17条 ධ学ヨ㦂にྜ᱁した者は，ᡤ定の期日までに，ධ学料をῧえてධ学ᡭ続を行ࢃなければならない。

2 ᪤納のධ学料は，㑏付しない。

(ධᏛ料のච㝖)

第 18条 ධ学料の納付がᅔ㞴な者にᑐしては，本ேの申請によりධ学料の額ཪは୍部を免除することがある。

2 ධ学料の免除の取扱いにࡘいては，別に定める。

(ධᏛ料のᚩ⊰ண➼)

第 19条 ධ学料の納付期㝈までに納付がᅔ㞴な者にᑐしては，本ேの申請によりධ学料の徴収を猶予することがある。
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(6) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(和23年ᩥ部┬࿌♧第47号)

(7) 㧗等学ᰯ༞業程ᗘ認定ヨ㦂規則(平成17年ᩥ部科学┬令第1号)による㧗等学ᰯ༞業程ᗘ認定ヨ㦂にྜ᱁した者(ྠ規則

㝃則第2条の規定によるᗫṆ前の学ධ学㈨᱁᳨定規程(和26年ᩥ部┬令第13号。以下「ᪧ規程」という。)による

学ධ学㈨᱁᳨定(以下「ᪧ᳨定」という。)にྜ᱁した者をྵࡴ。)

(8) ἲ第90条第2項の規定により学にධ学した者であࡗて，本学において，学における教⫱を受けさࡏるにࡩさࢃし

い学ຊがあると認めたもの

(9) 本学において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，㧗等学ᰯを༞業した者とྠ等以ୖの学ຊがあると認めた者で，18ṓに㐩

したもの

(᪩ ᮇ ධ Ꮫ)

第 11条 前条の規定にかかࢃらず，次の各号のいずれかに該当する者であࡗて，本学の定める分㔝において≉にඃれた㈨㉁

を᭷すると認めるものを，教授会の議を経て，ධ学さࡏることができる。

(1) 㧗等学ᰯに2年以ୖᅾ学した者

(2) 中等教⫱学ᰯの後期ㄢ程，㧗等ᑓ㛛学ᰯཪは≉別ᨭ学ᰯの㧗等部に2年以ୖᅾ学した者

(3) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における9年のㄢ程にᘬき続く学ᰯ教⫱のㄢ程に2年以ୖᅾ学した者

(4) ᩥ部科学⮧が㧗等学ᰯのㄢ程とྠ等のㄢ程を᭷するものとして認定したᅾእ教⫱施タ(㧗等学ᰯのㄢ程に相当するㄢ

程を᭷する者としてᣦ定したものをྵࡴ。)の当該ㄢ程に2年以ୖᅾ学した者

(5) 学ᰯ教⫱ἲ施行規則(和22年ᩥ部┬令第11号。以下「施行規則」という。)第150条第3号の規定によりᩥ部科学

⮧が別にᣦ定するᑓಟ学ᰯの㧗等ㄢ程にྠ号に規定するᩥ部科学⮧が定める日以後において2年以ୖᅾ学した者

(6) ᩥ部科学⮧がᣦ定した者(平成13年ᩥ部科学┬࿌♧第167号)

(7) 㧗等学ᰯ༞業程ᗘ認定ヨ㦂規則第4条に定めるヨ㦂科┠の部(ヨ㦂の免除を受けたヨ㦂科┠を除く。)にࡘいてྜ᱁Ⅼ

を得た者(ᪧ規程第4条に規定する受᳨科┠の部(ᪧ᳨定の୍部免除を受けた者にࡘいては，その免除を受けた科┠を除

く。)にࡘいてྜ᱁Ⅼを得た者をྵࡴ。)で，17ṓに㐩したもの

2 前項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(ධ Ꮫ ᮇ)

第 12条 ධ学の期は，学年のึめとする。ただし，学年の㏵中においても，学期の༊分にᚑい，学生をධ学さࡏることが

できる。

(⦅ ධ Ꮫ)

第 13条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に⦅ධ学をᚿᮃする者があるときは，第10条の規定にかかࢃらず，学

期のึめにおいて，教授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

(1) 学を༞業した者

(2) ἲ第104条第7項の規定により学ኈの学を授された者

(3) 施行規則㝃則第7条に規定した者

2 前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者でᩥ学部，ἲ学部，経῭学部，経Ⴀ学部ཪはᕤ学部に⦅ධ学

をᚿᮃする者があるときは，教授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

(1) 学に2年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得した者

(2) ▷期学を༞業した者

(3) 㧗等ᑓ㛛学ᰯを༞業した者

(4) እᅜにおいて，前3号とྠ程ᗘのㄢ程をಟした者

3 第1項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者でᅜ㝿ே間科学部，理学部，㎰学部ཪは海事科学部に⦅ධ

学をᚿᮃする者があるときは，教授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

(1) 学に2年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得した者

(2) ▷期学を༞業した者

(3) 㧗等ᑓ㛛学ᰯを༞業した者

(4) እᅜにおいて，前3号とྠ程ᗘのㄢ程をಟした者

(5) ᑓಟ学ᰯのᑓ㛛ㄢ程(ಟ業年㝈が2年以ୖであることその他のᩥ部科学⮧の定める基‽を‶たすものに㝈る。)をಟ

した者(第10条各号のいずれかに該当する者に㝈る。)

4 第1項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で་学部ಖ学科に⦅ධ学をᚿᮃする者があるときは，教

授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

(1) 学に2年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得した者

(2) ▷期学を༞業した者

(3) እᅜにおいて，前2号とྠ程ᗘのㄢ程をಟした者

(4) ᑓಟ学ᰯのᑓ㛛ㄢ程(ಟ業年㝈が2年以ୖであることその他のᩥ部科学⮧の定める基‽を‶たすものに㝈る。)をಟ

した者(第10条各号のいずれかに該当する者に㝈る。)

(㌿ ධ Ꮫ)

第 14条 他の学に⌧にᅾ学する者で，本学に㌿ධ学をᚿᮃする者があるときは，第10条の規定にかかࢃらず，学期のึ

めにおいて，教授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

( ධ Ꮫ)

第 15条 本学を第45条の規定により中㏵㏥学した者ཪは除⡠された者で，びྠ୍の学部にධ学をᚿᮃする者があるとき

は，第10条の規定にかかࢃらず，学期のึめにおいて，教授会の議を経て，ධ学を許可することがある。

(ධ Ꮫ ᚿ 㢪)

第 16条 ධ学をᚿ㢪する者は，ᡤ定の日までに，᳨ 定料を納付したうえ，ධ学㢪書，᳨ 定料ᡶ㎸ド明書及び別にᣦ定する書

類をᥦฟしなければならない。

2 ᪤納の᳨定料は，㑏付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当する額を㑏付するものとす

る。

(1) 学部のධ学ヨ㦂においてฟ㢪書類等により第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤを行い，そのྜ᱁者に㝈り学ຊ᳨ᰝその他により第ẁ㝵

┠の㑅ᢤを行うሙྜにおいて，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤでྜ᱁となࡗた者が第ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額の㏉㑏を申しฟたとき。

(2) 学部のධ学ヨ㦂においてධ学のฟ㢪を受理した後に本学が学ධヨ࣮ࢱࣥࢭヨ㦂において受㦂することをㄢした教

科࣭科┠を受㦂していないことにより，ฟ㢪の㈨᱁がないことが判明した者が第ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額の㏉㑏を申しฟ

たとき。

(3) ᳨定料を納付した者が，ᡤ定の日までにධ学㢪書をᥦฟしなかࡗたሙྜにおいて，㏉㑏を申しฟたとき。

(4) ᳨定料を納付し，ධ学㢪書をᥦฟした者が，受㦂を認められなかࡗたሙྜにおいて，㏉㑏を申しฟたとき。

(ධᏛ者㑅ᢤ)

第 16条の 2 ධ学者の㑅ᢤは，学則第27条の2第3号の規定により定める᪉㔪に基づき，බ正かࡘጇ当な᪉ἲにより，㐺

ษなయไをᩚえて行うものとする。

(ධ Ꮫ ᡭ ⥆)

第 17条 ධ学ヨ㦂にྜ᱁した者は，ᡤ定の期日までに，ධ学料をῧえてධ学ᡭ続を行ࢃなければならない。

2 ᪤納のධ学料は，㑏付しない。

(ධᏛ料のච㝖)

第 18条 ධ学料の納付がᅔ㞴な者にᑐしては，本ேの申請によりධ学料の額ཪは୍部を免除することがある。

2 ධ学料の免除の取扱いにࡘいては，別に定める。

(ධᏛ料のᚩ⊰ண➼)

第 19条 ධ学料の納付期㝈までに納付がᅔ㞴な者にᑐしては，本ேの申請によりධ学料の徴収を猶予することがある。
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2 前条第1項のධ学料の免除ཪは前項のධ学料の徴収猶予を申請した者にಀるධ学料は，免除ཪは徴収猶予を許可し，ཪは

許可とするまでの間は，徴収を猶予する。

3 ධ学料の免除ⱝしくは徴収猶予を許可とされた者ཪは୍部免除の許可をされた者(次項により徴収猶予の申請をした者

を除く。)は，免除ⱝしくは徴収猶予の許可ཪは୍部免除の許可を࿌▱した日から㉳算して14日以ෆに納付すきධ学

料を納付しなければならない。

4 ධ学料の免除を許可とされた者ཪは୍部免除の許可をされた者が，第1項に規定する徴収猶予を受けようとするሙྜは，

免除の許可ཪは୍部免除の許可を࿌▱した日から㉳算して14日以ෆに徴収猶予の申請を行ࢃなければならない。

5 学等におけるಟ学のᨭに関するἲᚊ(令和ඖ年ἲᚊ第8 号。以下「ಟ学ᨭἲ」という。)第12 条第1項の規定によ

りධ学料ῶ免の認定を取り消された者は，取消しを࿌▱した日から㉳算して14 日以ෆに納付すきධ学料を納付しなけ

ればならない。

6 ධ学料の徴収猶予の取扱いにࡘいては，別に定める。

(Ṛஸ➼にࡼるධᏛ料のච㝖)

第 20条 前条第1項ཪは前条第2項の規定によりධ学料の徴収を猶予されている者が，その期間ෆにおいてṚஸしたことに

より除⡠されたሙྜは，未納のධ学料の額を免除する。

2 ධ学料の免除ⱝしくは徴収猶予を許可とされた者ཪは୍部免除を許可された者が，前条第3項に規定するධ学料の納付

期間ෆにおいてṚஸしたことにより除⡠されたሙྜཪは第47条第1項第1号の規定により除⡠されたሙྜは，その者に

ಀる未納のධ学料の額を免除する。

3 ಟ学ᨭἲ第12条第1項の規定によりධ学料ῶ免の認定を取り消された者が，前条第5項に規定するධ学料の納付期間

ෆにおいてṚஸしたことにより除⡠されたሙྜཪは第47条第2項の規定により除⡠されたሙྜは，その者にಀる未納の

ධ学料の部を免除する。

(ᐉ ㄋ)

第 21条 ධ学者は，ᡤ定の᪉ἲによりᐉㄋを行ࢃなければならない。

第 2⠇ ಟ業年㝈㸪ᩍ⫱ㄢ⛬㸪ㄢ⛬のᒚಟ➼

(ಟ 業 年 㝈)

第 22条 学部のಟ業年㝈は，4年とする。ただし，本学に3年以ୖᅾ学した者(施行規則第149条に規定する者をྵࡴ。)が，

༞業の要௳として学部規則に定める༢をඃ⚽な成⦼でಟ得したものと認められ，かࡘ，学生が༞業をᕼᮃするሙྜには

༞業することができる。

2 前項ただし書に規定する༞業の認定の基‽は，学部規則において定め，බ⾲するものとする。

3 ་学部་学科にࡘいては，第1項の規定にかかࢃらず，そのಟ業年㝈は6年とする。

4 学生が，⫋業を᭷している等の事により，ಟ業年㝈を㉸えて୍定の期間にࢃたり計⏬ⓗに教⫱ㄢ程をᒚಟし༞業するこ

とをᕼᮃする᪨を申しฟたときは，教授会の議を経て，その計⏬ⓗなᒚಟを認めることができる。

5 前項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(ಟ業年㝈の㏻⟬)

第23条 学の学生以እの者のうࡕ科┠等ᒚಟ生ཪは第83条の2に規定する≉別のㄢ程のᒚಟ生(以下「≉別のㄢ程ᒚಟ生」

という。)として本学において୍定の༢をಟ得した者が本学にධ学するሙྜにおいては，当該༢のಟ得により本学の

教⫱ㄢ程の୍部をᒚಟしたと認められるときは，教授会の議を経て，ಟ得した༢数その他の事項を຺して前条のಟ業

年㝈の2分の1を㉸えない期間をಟ業年㝈に㏻算することができる。

(ᅾ Ꮫ 年 㝈)

第 24条 学生は，ಟ業年㝈の2ಸを㉸えてᅾ学することはできない。

2 第22条第4項の規定によりᒚಟを認められた学生(以下「長期ᒚಟ学生」という。)のᅾ学年㝈にࡘいては，関ಀの学部

規則で定める。

(ᩍ ⫱ ㄢ ⛬)

第 25条 学部は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める᪉㔪に基づき，必要な授業科┠を次条第1項に定

める༊分にᚑࡗて㛤タし，య⣔ⓗに教⫱ㄢ程を⦅成するものとする。

(授業⛉┠の༊ศ)

第 26条 授業科┠の༊分は，次のとおりとする。

基♏教㣴科┠

⥲ྜ教㣴科┠

እᅜㄒ科┠

ሗ科┠

ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ科学

㧗ᗘ教㣴科┠

ᑓ㛛科┠(ᑓ㛛基♏科┠及びඹ㏻ᑓ㛛基♏科┠をྵࡴ。)

関㐃科┠

㈨᱁免許のための科┠

その他必要と認める科┠

2 前項に規定するもののほか，እᅜே␃学生のための授業科┠として，日本ㄒ及び日本事に関する科┠を⨨くことができ

る。

(授業の᪉ἲ)

第 27条 授業は，ㅮ⩏，₇⩦，実㦂，実⩦ⱝしくは実ᢏのいずれかによりཪはこれらのే⏝により行うものとする。

2 前項に規定する授業は，ᩥ 部科学⮧が別に定めるとこࢁにより，ከᵝな࣓ࢹを㧗ᗘに⏝して，当該授業を行う教

ᐊ等以እのሙᡤでᒚಟさࡏることができる。

3 第1項に規定する授業は，እᅜにおいてᒚಟさࡏることができる。前項の規定により，ከᵝな࣓ࢹを㧗ᗘに⏝して，

当該授業を行う教ᐊ等以እのሙᡤでᒚಟさࡏるሙྜにࡘいても，ྠᵝとする。

4 第1項に規定する授業の୍部は，ᩥ 部科学⮧が別に定めるとこࢁにより，ᰯ ⯋及び㝃ᒓ施タ以እのሙᡤで行うことがで

きる。

5 前4項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(ᒚಟ᪉ἲཬࡧヨ㦂)

第 28条 第26条第1項の༊分にᚑࡗて㛤タされる授業科┠及びそのᒚಟ᪉ἲ୪びにヨ㦂に関することは，各学部規則，⚄

ᡞ学学ඹ㏻授業科┠ᒚಟ規則(平成16年4月1日ไ定。以下「ᒚಟ規則」という。)及び⚄ᡞ学学教⫱᥎㐍ᶵᵓ

教㣴教⫱㝔㧗ᗘ教㣴科┠ᒚಟ規程(平成28年3月22日ไ定)で定める。

2 第26条第2項の規定により㛤タされる授業科┠(以下「日本ㄒ等授業科┠」という。)及びそのᒚಟ᪉ἲ୪びにヨ㦂に関

することは，各学部規則及び⚄ᡞ学日本ㄒ等授業科┠ᒚಟ規則(平成16年4月1日ไ定)で定める。

(ᒚಟ⛉┠のⓏ㘓のୖ㝈)

第 29条 学生が各年次にࢃたࡗて㐺ษに授業科┠をᒚಟするため，༞業の要௳として学生がಟ得すき༢数にࡘいて，学

生が1年間にᒚಟ科┠としてⓏ㘓することができる༢数のୖ㝈は各学部規則において定めるものとする。

2 各学部規則の定めるとこࢁにより，ᡤ定の༢をඃれた成⦼をもࡗてಟ得した学生にࡘいては，前項に定めるୖ㝈を㉸え

てᒚಟ科┠のⓏ㘓を認めることができる。

(成⦼ホ౯ᇶ‽)

第 30条 各学部は，各授業における学ಟ┠ᶆࡸ┠ᶆ㐩成のための授業の᪉ἲ及び計⏬を明♧するとともに，学生の授業の

取⤌≧ἣ等を⪃៖したከඖⓗな成⦼ホ౯基‽を定め，බ⾲するものとする。
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2 前条第1項のධ学料の免除ཪは前項のධ学料の徴収猶予を申請した者にಀるධ学料は，免除ཪは徴収猶予を許可し，ཪは

許可とするまでの間は，徴収を猶予する。

3 ධ学料の免除ⱝしくは徴収猶予を許可とされた者ཪは୍部免除の許可をされた者(次項により徴収猶予の申請をした者

を除く。)は，免除ⱝしくは徴収猶予の許可ཪは୍部免除の許可を࿌▱した日から㉳算して14日以ෆに納付すきධ学

料を納付しなければならない。

4 ධ学料の免除を許可とされた者ཪは୍部免除の許可をされた者が，第1項に規定する徴収猶予を受けようとするሙྜは，

免除の許可ཪは୍部免除の許可を࿌▱した日から㉳算して14日以ෆに徴収猶予の申請を行ࢃなければならない。

5 学等におけるಟ学のᨭに関するἲᚊ(令和ඖ年ἲᚊ第8 号。以下「ಟ学ᨭἲ」という。)第12 条第1項の規定によ

りධ学料ῶ免の認定を取り消された者は，取消しを࿌▱した日から㉳算して14 日以ෆに納付すきධ学料を納付しなけ

ればならない。

6 ධ学料の徴収猶予の取扱いにࡘいては，別に定める。

(Ṛஸ➼にࡼるධᏛ料のච㝖)

第 20条 前条第1項ཪは前条第2項の規定によりධ学料の徴収を猶予されている者が，その期間ෆにおいてṚஸしたことに

より除⡠されたሙྜは，未納のධ学料の額を免除する。

2 ධ学料の免除ⱝしくは徴収猶予を許可とされた者ཪは୍部免除を許可された者が，前条第3項に規定するධ学料の納付

期間ෆにおいてṚஸしたことにより除⡠されたሙྜཪは第47条第1項第1号の規定により除⡠されたሙྜは，その者に

ಀる未納のධ学料の額を免除する。

3 ಟ学ᨭἲ第12条第1項の規定によりධ学料ῶ免の認定を取り消された者が，前条第5項に規定するධ学料の納付期間

ෆにおいてṚஸしたことにより除⡠されたሙྜཪは第47条第2項の規定により除⡠されたሙྜは，その者にಀる未納の

ධ学料の部を免除する。

(ᐉ ㄋ)

第 21条 ධ学者は，ᡤ定の᪉ἲによりᐉㄋを行ࢃなければならない。

第 2⠇ ಟ業年㝈㸪ᩍ⫱ㄢ⛬㸪ㄢ⛬のᒚಟ➼

(ಟ 業 年 㝈)

第 22条 学部のಟ業年㝈は，4年とする。ただし，本学に3年以ୖᅾ学した者(施行規則第149条に規定する者をྵࡴ。)が，

༞業の要௳として学部規則に定める༢をඃ⚽な成⦼でಟ得したものと認められ，かࡘ，学生が༞業をᕼᮃするሙྜには

༞業することができる。

2 前項ただし書に規定する༞業の認定の基‽は，学部規則において定め，බ⾲するものとする。

3 ་学部་学科にࡘいては，第1項の規定にかかࢃらず，そのಟ業年㝈は6年とする。

4 学生が，⫋業を᭷している等の事により，ಟ業年㝈を㉸えて୍定の期間にࢃたり計⏬ⓗに教⫱ㄢ程をᒚಟし༞業するこ

とをᕼᮃする᪨を申しฟたときは，教授会の議を経て，その計⏬ⓗなᒚಟを認めることができる。

5 前項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(ಟ業年㝈の㏻⟬)

第23条 学の学生以እの者のうࡕ科┠等ᒚಟ生ཪは第83条の2に規定する≉別のㄢ程のᒚಟ生(以下「≉別のㄢ程ᒚಟ生」

という。)として本学において୍定の༢をಟ得した者が本学にධ学するሙྜにおいては，当該༢のಟ得により本学の

教⫱ㄢ程の୍部をᒚಟしたと認められるときは，教授会の議を経て，ಟ得した༢数その他の事項を຺して前条のಟ業

年㝈の2分の1を㉸えない期間をಟ業年㝈に㏻算することができる。

(ᅾ Ꮫ 年 㝈)

第 24条 学生は，ಟ業年㝈の2ಸを㉸えてᅾ学することはできない。

2 第22条第4項の規定によりᒚಟを認められた学生(以下「長期ᒚಟ学生」という。)のᅾ学年㝈にࡘいては，関ಀの学部

規則で定める。

(ᩍ ⫱ ㄢ ⛬)

第 25条 学部は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める᪉㔪に基づき，必要な授業科┠を次条第1項に定

める༊分にᚑࡗて㛤タし，య⣔ⓗに教⫱ㄢ程を⦅成するものとする。

(授業⛉┠の༊ศ)

第 26条 授業科┠の༊分は，次のとおりとする。

基♏教㣴科┠

⥲ྜ教㣴科┠

እᅜㄒ科┠

ሗ科┠

ᗣ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ科学

㧗ᗘ教㣴科┠

ᑓ㛛科┠(ᑓ㛛基♏科┠及びඹ㏻ᑓ㛛基♏科┠をྵࡴ。)

関㐃科┠

㈨᱁免許のための科┠

その他必要と認める科┠

2 前項に規定するもののほか，እᅜே␃学生のための授業科┠として，日本ㄒ及び日本事に関する科┠を⨨くことができ

る。

(授業の᪉ἲ)

第 27条 授業は，ㅮ⩏，₇⩦，実㦂，実⩦ⱝしくは実ᢏのいずれかによりཪはこれらのే⏝により行うものとする。

2 前項に規定する授業は，ᩥ 部科学⮧が別に定めるとこࢁにより，ከᵝな࣓ࢹを㧗ᗘに⏝して，当該授業を行う教

ᐊ等以እのሙᡤでᒚಟさࡏることができる。

3 第1項に規定する授業は，እᅜにおいてᒚಟさࡏることができる。前項の規定により，ከᵝな࣓ࢹを㧗ᗘに⏝して，

当該授業を行う教ᐊ等以እのሙᡤでᒚಟさࡏるሙྜにࡘいても，ྠᵝとする。

4 第1項に規定する授業の୍部は，ᩥ 部科学⮧が別に定めるとこࢁにより，ᰯ ⯋及び㝃ᒓ施タ以እのሙᡤで行うことがで

きる。

5 前4項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(ᒚಟ᪉ἲཬࡧヨ㦂)

第 28条 第26条第1項の༊分にᚑࡗて㛤タされる授業科┠及びそのᒚಟ᪉ἲ୪びにヨ㦂に関することは，各学部規則，⚄

ᡞ学学ඹ㏻授業科┠ᒚಟ規則(平成16年4月1日ไ定。以下「ᒚಟ規則」という。)及び⚄ᡞ学学教⫱᥎㐍ᶵᵓ

教㣴教⫱㝔㧗ᗘ教㣴科┠ᒚಟ規程(平成28年3月22日ไ定)で定める。

2 第26条第2項の規定により㛤タされる授業科┠(以下「日本ㄒ等授業科┠」という。)及びそのᒚಟ᪉ἲ୪びにヨ㦂に関

することは，各学部規則及び⚄ᡞ学日本ㄒ等授業科┠ᒚಟ規則(平成16年4月1日ไ定)で定める。

(ᒚಟ⛉┠のⓏ㘓のୖ㝈)

第 29条 学生が各年次にࢃたࡗて㐺ษに授業科┠をᒚಟするため，༞業の要௳として学生がಟ得すき༢数にࡘいて，学

生が1年間にᒚಟ科┠としてⓏ㘓することができる༢数のୖ㝈は各学部規則において定めるものとする。

2 各学部規則の定めるとこࢁにより，ᡤ定の༢をඃれた成⦼をもࡗてಟ得した学生にࡘいては，前項に定めるୖ㝈を㉸え

てᒚಟ科┠のⓏ㘓を認めることができる。

(成⦼ホ౯ᇶ‽)

第 30条 各学部は，各授業における学ಟ┠ᶆࡸ┠ᶆ㐩成のための授業の᪉ἲ及び計⏬を明♧するとともに，学生の授業の

取⤌≧ἣ等を⪃៖したከඖⓗな成⦼ホ౯基‽を定め，බ⾲するものとする。
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(༢の授)

第 31条 ୍の授業科┠をᒚಟした者にᑐしては，ヨ㦂その他の㐺ษな᪉ἲにより学ಟの成ᯝをホ౯して，༢をえる。

(༢のᇶ‽)

第 32条 各授業科┠の༢数を定めるに当たࡗては，1༢の授業科┠を45間の学ಟを必要とするෆᐜをもࡗてᵓ成す

ることをᶆ‽とし，第27条第1項に規定する授業の᪉ἲにᛂじ，当該授業による教⫱ຠᯝ，授業間እに必要な学ಟ等

を⪃៖して，おお15ࡡࡴ間から45間までの⠊ᅖで各学部規則で定める間の授業をもࡗて1༢として༢数を計

算するものとする。ただし，ⱁ⾡等の分㔝におけるಶேᣦᑟによる実ᢏの授業にࡘいては，当該学部規則で定める間の

授業をもࡗて1༢とすることができる。

2 学ඹ㏻授業科┠(ᒚಟ規則で定める学にඹ㏻する授業科┠をいう。)にࡘいては，次の基‽により༢数を計算するも

のとする。

(1) ㅮ⩏にࡘいては，15間の授業をもࡗて1༢とする。

(2) ₇⩦，実㦂，実⩦及び実ᢏにࡘいては，30間の授業をもࡗて1༢とする。

(3) ୍の授業にࡘいて，ㅮ⩏，₇⩦，実㦂，実⩦ཪは実ᢏのう2ࡕ以ୖの᪉ἲのే⏝により行うሙྜにࡘいては，その⤌み

。て1༢とするࡗにᛂじ，前2号に規定する基‽を⪃៖して別に定める間の授業をもࡏࢃྜ

3 日本ㄒ等授業科┠にࡘいては，30間の授業をもࡗて1༢とする。

4 第1項の規定にかかࢃらず，༞業ㄽᩥ，༞業◊✲，༞業ไస等の授業科┠にࡘいては，これらの学ಟの成ᯝをホ౯して༢

を授することが㐺当と認められるሙྜには，これらに必要な学ಟ等を⪃៖して，༢数を各学部規則で定めることが

できる。

(Ꮫ㒊の授業⛉┠のᒚಟ)

第 33条 学生は，他の学部の授業科┠をᒚಟすることができる。このሙྜは，ᡤᒓ学部長を経て，当該学部長の許可を受け

なければならない。

(のᏛཪࡣ▷ᮇᏛにࡅ࠾る授業⛉┠のᒚಟ)

第 34条 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，他の学ཪは▷期学(እᅜの学ཪは▷期学をྵࡴ。)との協定に基づき，学生に

当該学ཪは▷期学の授業科┠をᒚಟさࡏることがある。

2 前項の規定にかかࢃらず，ࡴࡸを得ない事があるときは，教授会の議を経て，協定に基づかずに学生にእᅜの学ཪは

▷期学の授業科┠をᒚಟさࡏることがある。

3 前2項の規定によりᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢は，60༢を㉸えない⠊ᅖで本学においてಟ得したものと

みなすことがある。

4 前3項の規定は，እᅜの学ཪは▷期学が行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟさࡏるሙྜ及びእᅜの

学ཪは▷期学の教⫱ㄢ程を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて，ᩥ

部科学⮧が別にᣦ定するものの当該教⫱ㄢ程における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟさࡏるሙྜにࡘいて‽⏝する。

5 前4項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関ಀの学部規則で定める。

(ఇᏛᮇ㛫୰にእᅜのᏛཪࡣ▷ᮇᏛに࡚࠸࠾ᒚಟした授業⛉┠の༢の取ᢅ࠸)

第 34条の 2 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，学生がఇ学期間中に本学と協定を⥾⤖しているእᅜの学ཪは▷期学において

ᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢を，本学においてಟ得したものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかࢃらず，ࡴࡸを得ない事があるときは，教授会の議を経て，学生がఇ学期間中に協定に基づかずにእ

ᅜの学ཪは▷期学においてᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢を，本学においてಟ得したものとみなすことがで

きる。

3 前2項によりಟ得したものとみなすことができる༢数は，前条第3項及び第4項により本学においてಟ得したものとみ

なす༢数とྜࡏࢃて60༢を㉸えないものとする。

4 前3項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(Ꮫ௨እのᩍ⫱タ➼にࡅ࠾るᏛಟ)

第 35条 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，学生が行う▷期学ཪは㧗等ᑓ㛛学ᰯのᑓᨷ科における学ಟその他ᩥ部科学⮧が別

に定める学ಟを，本学における授業科┠のᒚಟとみなし，༢をえることができる。

2 前項によりえることができる༢数は，第34条第3項及び第4項୪びに前条第1項及び第2項により本学においてಟ

得したものとみなす༢数とྜࡏࢃて60༢を㉸えないものとする。

3 前2項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(ධᏛ๓の᪤ಟᚓ༢➼のㄆᐃ)

第 36条 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，学生が本学にධ学する前に学ཪは▷期学(እᅜの学ཪは▷期学をྵࡴ。)にお

いてᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢(科┠等ᒚಟ生ཪは≉別のㄢ程ᒚಟ生としてಟ得した༢をྵࡴ。以下「᪤

ಟ得༢」という。)を，本学にධ学した後の本学における授業科┠のᒚಟによりಟ得したものとみなすことができる。

2 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，学生が本学にධ学する前に行ࡗた前条第1項に規定する学ಟを，本学における授業科┠のᒚ

ಟとみなし，༢をえることができる。

3 前2項によりಟ得したものとみなし，ཪはえることのできる༢数は，⦅ධ学，㌿ධ学及びධ学のሙྜを除き，本学

においてಟ得した༢以እのものにࡘいては，第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項୪びに前条第1

項により本学においてಟ得したものとみなし，ཪはえることのできる༢数とྜࡏࢃて60༢を㉸えないものとする。

4 前3項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(⦅ධᏛ㸪㌿ධᏛ㸪ධᏛ者のಟ業年ᩘ➼)

第 37条 第13条から第15条までの規定によりධ学する者のಟ業すき年数，ᒚಟすき科┠及びその༢にࡘいては，教

授会の議を経て，これを定める。

(㌿Ꮫ㒊)

第 38条 学長は，学生でᡤᒓ学部長のᢎ認を得て㌿学部をᕼᮃする者があるときは，ᚿᮃ学部の教授会の議を経て，許可す

ることがある。

(㌿Ꮫ⛉)

第 39条 学長は，学生で㌿学科をᕼᮃする者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。

第 3⠇ ␃ Ꮫ ཬ ࡧ ఇ Ꮫ

(␃ Ꮫ)

第 40条 第34条第1項ཪは第2項の規定に基づき，እᅜの学ཪは▷期学に␃学しようとする者は，ᡤᒓ学部長の許可

を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて␃学した期間は，第22条のಟ業年㝈に算ධするものとする。

(ఇᏛの許可)

第 41条 学生が，その他の理由により，3か月以ୖಟ学をఇṆしようとするときは，ᡤᒓ学部長の許可を得てఇ学する

ことができる。

2 前項のఇ学期間は，1年以ෆとする。ただし，≉別の理由があると認めるときは，学部長は，᭦に㸯年を㉸えない⠊ᅖෆ

においてఇ学期間のᘏ長を認めることができる。当該ᘏ長にಀる期間が‶したሙྜにおいて，これを᭦にᘏ長しようと

するときも，ྠᵝとする。

第 41条の 2 前条の規定にかかࢃらず，་学部་学科の学生であࡗて，第60条第1項の規定により་学◊✲科་科学ᑓᨷ

の༤ኈㄢ程に᪩期ධ学するときは，་学部長の許可を得て，ఇ学することができる。

2 前項のఇ学期間は，4年以ෆとする。ただし，≉別の理由があると認めるときは，་学部長は，᭦に1年を㉸えない⠊ᅖ

ෆにおいてఇ学期間のᘏ長を認めることができる。当該ᘏ長にಀる期間が‶したሙྜにおいて，これを᭦にᘏ長しよう

とするときも，ྠᵝとする。
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(༢の授)

第 31条 ୍の授業科┠をᒚಟした者にᑐしては，ヨ㦂その他の㐺ษな᪉ἲにより学ಟの成ᯝをホ౯して，༢をえる。

(༢のᇶ‽)

第 32条 各授業科┠の༢数を定めるに当たࡗては，1༢の授業科┠を45間の学ಟを必要とするෆᐜをもࡗてᵓ成す

ることをᶆ‽とし，第27条第1項に規定する授業の᪉ἲにᛂじ，当該授業による教⫱ຠᯝ，授業間እに必要な学ಟ等

を⪃៖して，おお15ࡡࡴ間から45間までの⠊ᅖで各学部規則で定める間の授業をもࡗて1༢として༢数を計

算するものとする。ただし，ⱁ⾡等の分㔝におけるಶேᣦᑟによる実ᢏの授業にࡘいては，当該学部規則で定める間の

授業をもࡗて1༢とすることができる。

2 学ඹ㏻授業科┠(ᒚಟ規則で定める学にඹ㏻する授業科┠をいう。)にࡘいては，次の基‽により༢数を計算するも

のとする。

(1) ㅮ⩏にࡘいては，15間の授業をもࡗて1༢とする。

(2) ₇⩦，実㦂，実⩦及び実ᢏにࡘいては，30間の授業をもࡗて1༢とする。

(3) ୍の授業にࡘいて，ㅮ⩏，₇⩦，実㦂，実⩦ཪは実ᢏのう2ࡕ以ୖの᪉ἲのే⏝により行うሙྜにࡘいては，その⤌み

。て1༢とするࡗにᛂじ，前2号に規定する基‽を⪃៖して別に定める間の授業をもࡏࢃྜ

3 日本ㄒ等授業科┠にࡘいては，30間の授業をもࡗて1༢とする。

4 第1項の規定にかかࢃらず，༞業ㄽᩥ，༞業◊✲，༞業ไస等の授業科┠にࡘいては，これらの学ಟの成ᯝをホ౯して༢

を授することが㐺当と認められるሙྜには，これらに必要な学ಟ等を⪃៖して，༢数を各学部規則で定めることが

できる。

(Ꮫ㒊の授業⛉┠のᒚಟ)

第 33条 学生は，他の学部の授業科┠をᒚಟすることができる。このሙྜは，ᡤᒓ学部長を経て，当該学部長の許可を受け

なければならない。

(のᏛཪࡣ▷ᮇᏛにࡅ࠾る授業⛉┠のᒚಟ)

第 34条 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，他の学ཪは▷期学(እᅜの学ཪは▷期学をྵࡴ。)との協定に基づき，学生に

当該学ཪは▷期学の授業科┠をᒚಟさࡏることがある。

2 前項の規定にかかࢃらず，ࡴࡸを得ない事があるときは，教授会の議を経て，協定に基づかずに学生にእᅜの学ཪは

▷期学の授業科┠をᒚಟさࡏることがある。

3 前2項の規定によりᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢は，60༢を㉸えない⠊ᅖで本学においてಟ得したものと

みなすことがある。

4 前3項の規定は，እᅜの学ཪは▷期学が行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟさࡏるሙྜ及びእᅜの

学ཪは▷期学の教⫱ㄢ程を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて，ᩥ

部科学⮧が別にᣦ定するものの当該教⫱ㄢ程における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟさࡏるሙྜにࡘいて‽⏝する。

5 前4項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関ಀの学部規則で定める。

(ఇᏛᮇ㛫୰にእᅜのᏛཪࡣ▷ᮇᏛに࡚࠸࠾ᒚಟした授業⛉┠の༢の取ᢅ࠸)

第 34条の 2 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，学生がఇ学期間中に本学と協定を⥾⤖しているእᅜの学ཪは▷期学において

ᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢を，本学においてಟ得したものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかࢃらず，ࡴࡸを得ない事があるときは，教授会の議を経て，学生がఇ学期間中に協定に基づかずにእ

ᅜの学ཪは▷期学においてᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢を，本学においてಟ得したものとみなすことがで

きる。

3 前2項によりಟ得したものとみなすことができる༢数は，前条第3項及び第4項により本学においてಟ得したものとみ

なす༢数とྜࡏࢃて60༢を㉸えないものとする。

4 前3項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(Ꮫ௨እのᩍ⫱タ➼にࡅ࠾るᏛಟ)

第 35条 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，学生が行う▷期学ཪは㧗等ᑓ㛛学ᰯのᑓᨷ科における学ಟその他ᩥ部科学⮧が別

に定める学ಟを，本学における授業科┠のᒚಟとみなし，༢をえることができる。

2 前項によりえることができる༢数は，第34条第3項及び第4項୪びに前条第1項及び第2項により本学においてಟ

得したものとみなす༢数とྜࡏࢃて60༢を㉸えないものとする。

3 前2項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(ධᏛ๓の᪤ಟᚓ༢➼のㄆᐃ)

第 36条 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，学生が本学にධ学する前に学ཪは▷期学(እᅜの学ཪは▷期学をྵࡴ。)にお

いてᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢(科┠等ᒚಟ生ཪは≉別のㄢ程ᒚಟ生としてಟ得した༢をྵࡴ。以下「᪤

ಟ得༢」という。)を，本学にධ学した後の本学における授業科┠のᒚಟによりಟ得したものとみなすことができる。

2 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，学生が本学にධ学する前に行ࡗた前条第1項に規定する学ಟを，本学における授業科┠のᒚ

ಟとみなし，༢をえることができる。

3 前2項によりಟ得したものとみなし，ཪはえることのできる༢数は，⦅ධ学，㌿ධ学及びධ学のሙྜを除き，本学

においてಟ得した༢以እのものにࡘいては，第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項୪びに前条第1

項により本学においてಟ得したものとみなし，ཪはえることのできる༢数とྜࡏࢃて60༢を㉸えないものとする。

4 前3項に関して必要な事項は，関ಀの学部規則で定める。

(⦅ධᏛ㸪㌿ධᏛ㸪ධᏛ者のಟ業年ᩘ➼)

第 37条 第13条から第15条までの規定によりධ学する者のಟ業すき年数，ᒚಟすき科┠及びその༢にࡘいては，教

授会の議を経て，これを定める。

(㌿Ꮫ㒊)

第 38条 学長は，学生でᡤᒓ学部長のᢎ認を得て㌿学部をᕼᮃする者があるときは，ᚿᮃ学部の教授会の議を経て，許可す

ることがある。

(㌿Ꮫ⛉)

第 39条 学長は，学生で㌿学科をᕼᮃする者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。

第 3⠇ ␃ Ꮫ ཬ ࡧ ఇ Ꮫ

(␃ Ꮫ)

第 40条 第34条第1項ཪは第2項の規定に基づき，እᅜの学ཪは▷期学に␃学しようとする者は，ᡤᒓ学部長の許可

を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて␃学した期間は，第22条のಟ業年㝈に算ධするものとする。

(ఇᏛの許可)

第 41条 学生が，その他の理由により，3か月以ୖಟ学をఇṆしようとするときは，ᡤᒓ学部長の許可を得てఇ学する

ことができる。

2 前項のఇ学期間は，1年以ෆとする。ただし，≉別の理由があると認めるときは，学部長は，᭦に㸯年を㉸えない⠊ᅖෆ

においてఇ学期間のᘏ長を認めることができる。当該ᘏ長にಀる期間が‶したሙྜにおいて，これを᭦にᘏ長しようと

するときも，ྠᵝとする。

第 41条の 2 前条の規定にかかࢃらず，་学部་学科の学生であࡗて，第60条第1項の規定により་学◊✲科་科学ᑓᨷ

の༤ኈㄢ程に᪩期ධ学するときは，་学部長の許可を得て，ఇ学することができる。

2 前項のఇ学期間は，4年以ෆとする。ただし，≉別の理由があると認めるときは，་学部長は，᭦に1年を㉸えない⠊ᅖ

ෆにおいてఇ学期間のᘏ長を認めることができる。当該ᘏ長にಀる期間が‶したሙྜにおいて，これを᭦にᘏ長しよう

とするときも，ྠᵝとする。
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(ఇᏛのゎ㝖)

第 42条 前条のఇ学期間中にその理由が消滅したときは，ᡤᒓ学部長の許可を得て，学することができる。

(ఇᏛの令)

第 43条 学生で，により3か月以ୖಟ学をఇṆさࡏることが㐺当と認められる者があるときは，学部長の申請により，

学長がఇ学をずる。

(ఇᏛᮇ㛫の取ᢅ࠸)

第 44条 ఇ学の期間は，㏻算して3年を㉸えることはできない。ただし，第41条の2に規定する学生のఇ学期間の㏻算に

。いては，8年を㝈ᗘとして，་学部において別に定めるࡘ

2 ఇ学期間は，ᅾ学年数に算ධしない。

第 4⠇ ㏥ Ꮫ ཬ ࡧ 㝖 ⡠

(㏥ Ꮫ)

第 45条 学生が，㏥学しようとするときは，その理由をලし，ᡤᒓ学部長に㢪いฟて許可を受けなければならない。

(➼にࡼる㝖⡠)

第 46条 学生が，その他の理由により，成業のぢ㎸みがないと認められるときは，学部長の申請により，学長がこれを

除⡠する。

(ධᏛ料➼ᮍ⣡にࡼる㝖⡠)

第 47条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除⡠する。

(1) 第18条ཪは第19条の規定によりධ学料の免除ཪは徴収猶予を申請した者で，免除ⱝしくは徴収猶予が許可になࡗた

ものཪは୍部免除ⱝしくは徴収猶予が許可になࡗたものが，その者にಀる納付すきධ学料を納付期㝈ෆに納付しないと

き。

(2) 授業料の納付をᛰり，╩ಁを受けても，納付期㝈のᒓする学期の末日までに納付しないとき。

2 ಟ学ᨭἲ第12 条第1 項の規定によりධ学料ཪは授業料のῶ免の認定を取り消された者が，その者にಀる納付すきධ

学料ཪは授業料を納付期㝈ෆに納付しないときは，当該認定にಀる年ᗘ末をもࡗて学部長がこれを除⡠するものとする。

第 5⠇ ༞業せ௳ཬࡧᏛኈのᏛ

(༞ 業 せ ௳)

第 48条 ༞業の要௳は，第22条に定める期間ᅾ学し，124༢(་学部་学科にあࡗては，188༢。以下ྠじ。)以ୖを各

学部規則の定めるとこࢁによりಟ得することとする。

2 前項の規定により༞業の要௳としてಟ得すき124༢のうࡕ，第27条第2項の授業の᪉ἲによりಟ得する༢数は60

༢を㉸えないものとする。ただし，124༢を㉸える༢数を༞業の要௳としているሙྜにおいては，ྠ条第1項に規

定する授業により64༢(་学部་学科にあࡗては，128༢)以ୖをಟ得しているときは，60༢を㉸えることができ

ることとする。

(ᏛኈのᏛ授)

第 49条 前条の規定により，学部ᡤ定のㄢ程をಟめて本学を༞業した者にᑐしては，学ኈの学を授する。

第 6⠇ 授 業 料

(授業料の⣡ᮇ)

第 50条 授業料は，次の2期に分け，年額の2分の1に相当する額をそれࡒれその納付期間中に納付しなければならない。

期別 納付期間

前期(4月から9月まで) 4月1日から4月30日まで

後期(10月から3月まで) 10月1日から10月31日まで

2 前項の規定にかかࢃらず，前期にಀる授業料を納付するときに，当該年ᗘの後期にಀる授業料をేࡏて納付することがで

きる。

3 ධ学年ᗘの前期ཪは前期及び後期にಀる授業料にࡘいては，第1項の規定にかかࢃらず，ධ学を許可されるときに納付す

ることができる。

4 第1項の納付期間を経㐣した後においてධ学した者のその期の授業料は，ධ学の日のᒓする月に納付しなければならない。

5 学年の中㏵において༞業する者の授業料は，その༞業の月までの分を，月割をもࡗてᅾ学する期の納付期間ෆに納付しな

ければならない。

6 ಟ学ᨭἲ第12 条第1 項の規定により授業料ῶ免の認定を取り消された者の授業料は，取消しを࿌▱した日から㉳算し

て14 日以ෆに納付しなければならない。

7 ᪤納の授業料は，㑏付しない。ただし，第2項ཪは第3項の規定により授業料を納付した者が，次の各号のいずれかに該

当するሙྜは，納付した者の申ฟにより当該各号に定める授業料相当額を㑏付するものとする。

(1) 第2項の規定により授業料を納付した者が，後期にಀる授業料の納付期間前にఇ学ཪは第45条の規定により㏥学した

ሙྜ 後期分の授業料に相当する額

(2) 第3項の規定により授業料を納付した者が，ධ学年ᗘの前年ᗘの末日までにධ学を㎡㏥したሙྜ ධ学年ᗘの前期分ཪ

は前期分及び後期分の授業料に相当する額

(3) 第3項の規定により授業料を納付した者が，ධ学年ᗘの前年ᗘの末日までにධ学年ᗘのึ日からのఇ学を申しฟ，第4

1条第1項の規定によりఇ学を許可されたሙྜ ධ学年ᗘの前期分ཪは前期分及び後期分の授業料に相当する額

(授業料のච㝖)

第 51条 経῭ⓗ理由により授業料を納付することがᅔ㞴であり，かࡘ，学業がඃ⚽である者その他≉別な事がある者にᑐ

しては，本ேの申請により授業料の額ཪは୍部を免除することがある。

2 前項に規定する授業料の免除の取扱いにࡘいては，別に定める。

(授業料のᚩ⊰ணཬࡧ月ศ⣡)

第 52条 経῭ⓗ理由により授業料の納付期㝈までに授業料を納付することがᅔ㞴であり，かࡘ，学業がඃ⚽である者その他

≉別な事がある者にᑐしては，本ேの申請により授業料の徴収猶予ཪは月割分納を許可することがある。

2 前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いにࡘいては，別に定める。

(ఇᏛ者の授業料)

第 53条 学生が授業料の納付期㝈までにఇ学を許可されたሙྜཪは授業料の徴収猶予を受けていた者がఇ学を許可された

ሙྜは，月割計算によりఇ学当月の⩣月(ఇ学を㛤ጞする日が月のึ日に当たるሙྜは，その月)から学当月の前月まで

の授業料を免除する。

2 ఇ学中の者が学したሙྜは，学当月以後のその期の授業料を月割をもࡗて学の㝿に納付しなければならない。

(㏥Ꮫ者➼の授業料)

第 54条 第50条に定める期の中㏵において，第45条の規定により㏥学し，第55条の2第1項の規定により学ⱝしくは

懲戒㏥学をࡐられ，ཪは除⡠された者は，その期の授業料を納付しなければならない。ただし，Ṛஸし，ⱝしくは行᪉

明となࡗたことにより除⡠されたሙྜཪは第47条の規定により除⡠されたሙྜは，その者にಀる未納の授業料の額

を免除することがある。

2 授業料の徴収猶予ཪは月割分納を許可されている者が㏥学を許可されたሙྜは，月割計算により㏥学の⩣月以後に納付す

。き授業料の額を免除することがある

第 7⠇ ㈹ ⨩

(⾲ ᙲ)

第 55条 学生として⾲ᙲに್する行Ⅽがあࡗたときは，ᡤᒓ学部長等の᥎⸀により，学長は，これを⾲ᙲすることがある。

2 前項に関し必要な事項は，⚄ᡞ学学生⾲ᙲ規程(平成17年 2月17日ไ定)で定める。

(ᠬ ᡄ)

第 55条の 2 本学の規定に㐪⫼し，学生の本分をᏲらない者があるときは，ᡤ定のᡭ続により学長が懲戒する。
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(ఇᏛのゎ㝖)

第 42条 前条のఇ学期間中にその理由が消滅したときは，ᡤᒓ学部長の許可を得て，学することができる。

(ఇᏛの令)

第 43条 学生で，により3か月以ୖಟ学をఇṆさࡏることが㐺当と認められる者があるときは，学部長の申請により，

学長がఇ学をずる。

(ఇᏛᮇ㛫の取ᢅ࠸)

第 44条 ఇ学の期間は，㏻算して3年を㉸えることはできない。ただし，第41条の2に規定する学生のఇ学期間の㏻算に

。いては，8年を㝈ᗘとして，་学部において別に定めるࡘ

2 ఇ学期間は，ᅾ学年数に算ධしない。

第 4⠇ ㏥ Ꮫ ཬ ࡧ 㝖 ⡠

(㏥ Ꮫ)

第 45条 学生が，㏥学しようとするときは，その理由をලし，ᡤᒓ学部長に㢪いฟて許可を受けなければならない。

(➼にࡼる㝖⡠)

第 46条 学生が，その他の理由により，成業のぢ㎸みがないと認められるときは，学部長の申請により，学長がこれを

除⡠する。

(ධᏛ料➼ᮍ⣡にࡼる㝖⡠)

第 47条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除⡠する。

(1) 第18条ཪは第19条の規定によりධ学料の免除ཪは徴収猶予を申請した者で，免除ⱝしくは徴収猶予が許可になࡗた

ものཪは୍部免除ⱝしくは徴収猶予が許可になࡗたものが，その者にಀる納付すきධ学料を納付期㝈ෆに納付しないと

き。

(2) 授業料の納付をᛰり，╩ಁを受けても，納付期㝈のᒓする学期の末日までに納付しないとき。

2 ಟ学ᨭἲ第12 条第1 項の規定によりධ学料ཪは授業料のῶ免の認定を取り消された者が，その者にಀる納付すきධ

学料ཪは授業料を納付期㝈ෆに納付しないときは，当該認定にಀる年ᗘ末をもࡗて学部長がこれを除⡠するものとする。

第 5⠇ ༞業せ௳ཬࡧᏛኈのᏛ

(༞ 業 せ ௳)

第 48条 ༞業の要௳は，第22条に定める期間ᅾ学し，124༢(་学部་学科にあࡗては，188༢。以下ྠじ。)以ୖを各

学部規則の定めるとこࢁによりಟ得することとする。

2 前項の規定により༞業の要௳としてಟ得すき124༢のうࡕ，第27条第2項の授業の᪉ἲによりಟ得する༢数は60

༢を㉸えないものとする。ただし，124༢を㉸える༢数を༞業の要௳としているሙྜにおいては，ྠ条第1項に規

定する授業により64༢(་学部་学科にあࡗては，128༢)以ୖをಟ得しているときは，60༢を㉸えることができ

ることとする。

(ᏛኈのᏛ授)

第 49条 前条の規定により，学部ᡤ定のㄢ程をಟめて本学を༞業した者にᑐしては，学ኈの学を授する。

第 6⠇ 授 業 料

(授業料の⣡ᮇ)

第 50条 授業料は，次の2期に分け，年額の2分の1に相当する額をそれࡒれその納付期間中に納付しなければならない。

期別 納付期間

前期(4月から9月まで) 4月1日から4月30日まで

後期(10月から3月まで) 10月1日から10月31日まで

2 前項の規定にかかࢃらず，前期にಀる授業料を納付するときに，当該年ᗘの後期にಀる授業料をేࡏて納付することがで

きる。

3 ධ学年ᗘの前期ཪは前期及び後期にಀる授業料にࡘいては，第1項の規定にかかࢃらず，ධ学を許可されるときに納付す

ることができる。

4 第1項の納付期間を経㐣した後においてධ学した者のその期の授業料は，ධ学の日のᒓする月に納付しなければならない。

5 学年の中㏵において༞業する者の授業料は，その༞業の月までの分を，月割をもࡗてᅾ学する期の納付期間ෆに納付しな

ければならない。

6 ಟ学ᨭἲ第12 条第1 項の規定により授業料ῶ免の認定を取り消された者の授業料は，取消しを࿌▱した日から㉳算し

て14 日以ෆに納付しなければならない。

7 ᪤納の授業料は，㑏付しない。ただし，第2項ཪは第3項の規定により授業料を納付した者が，次の各号のいずれかに該

当するሙྜは，納付した者の申ฟにより当該各号に定める授業料相当額を㑏付するものとする。

(1) 第2項の規定により授業料を納付した者が，後期にಀる授業料の納付期間前にఇ学ཪは第45条の規定により㏥学した

ሙྜ 後期分の授業料に相当する額

(2) 第3項の規定により授業料を納付した者が，ධ学年ᗘの前年ᗘの末日までにධ学を㎡㏥したሙྜ ධ学年ᗘの前期分ཪ

は前期分及び後期分の授業料に相当する額

(3) 第3項の規定により授業料を納付した者が，ධ学年ᗘの前年ᗘの末日までにධ学年ᗘのึ日からのఇ学を申しฟ，第4

1条第1項の規定によりఇ学を許可されたሙྜ ධ学年ᗘの前期分ཪは前期分及び後期分の授業料に相当する額

(授業料のච㝖)

第 51条 経῭ⓗ理由により授業料を納付することがᅔ㞴であり，かࡘ，学業がඃ⚽である者その他≉別な事がある者にᑐ

しては，本ேの申請により授業料の額ཪは୍部を免除することがある。

2 前項に規定する授業料の免除の取扱いにࡘいては，別に定める。

(授業料のᚩ⊰ணཬࡧ月ศ⣡)

第 52条 経῭ⓗ理由により授業料の納付期㝈までに授業料を納付することがᅔ㞴であり，かࡘ，学業がඃ⚽である者その他

≉別な事がある者にᑐしては，本ேの申請により授業料の徴収猶予ཪは月割分納を許可することがある。

2 前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いにࡘいては，別に定める。

(ఇᏛ者の授業料)

第 53条 学生が授業料の納付期㝈までにఇ学を許可されたሙྜཪは授業料の徴収猶予を受けていた者がఇ学を許可された

ሙྜは，月割計算によりఇ学当月の⩣月(ఇ学を㛤ጞする日が月のึ日に当たるሙྜは，その月)から学当月の前月まで

の授業料を免除する。

2 ఇ学中の者が学したሙྜは，学当月以後のその期の授業料を月割をもࡗて学の㝿に納付しなければならない。

(㏥Ꮫ者➼の授業料)

第 54条 第50条に定める期の中㏵において，第45条の規定により㏥学し，第55条の2第1項の規定により学ⱝしくは

懲戒㏥学をࡐられ，ཪは除⡠された者は，その期の授業料を納付しなければならない。ただし，Ṛஸし，ⱝしくは行᪉

明となࡗたことにより除⡠されたሙྜཪは第47条の規定により除⡠されたሙྜは，その者にಀる未納の授業料の額

を免除することがある。

2 授業料の徴収猶予ཪは月割分納を許可されている者が㏥学を許可されたሙྜは，月割計算により㏥学の⩣月以後に納付す

。き授業料の額を免除することがある

第 7⠇ ㈹ ⨩

(⾲ ᙲ)

第 55条 学生として⾲ᙲに್する行Ⅽがあࡗたときは，ᡤᒓ学部長等の᥎⸀により，学長は，これを⾲ᙲすることがある。

2 前項に関し必要な事項は，⚄ᡞ学学生⾲ᙲ規程(平成17年 2月17日ไ定)で定める。

(ᠬ ᡄ)

第 55条の 2 本学の規定に㐪⫼し，学生の本分をᏲらない者があるときは，ᡤ定のᡭ続により学長が懲戒する。
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2 懲戒は，カ࿌，学及び懲戒㏥学とする。

3 学3か月以ୖにࢃたるときは，その期間は，第22条のಟ業年㝈に算ධしない。

4 前3項に関し必要な事項は，⚄ᡞ学学生懲戒規則(平成16年4月1日ไ定)で定める。

第 3章  Ꮫ 㝔

第 1⠇ ධ Ꮫ

(ಟኈㄢ⛬㸪๓ᮇㄢ⛬ཬࡧᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬のධᏛ㈨᱁)

第 56条 ಟኈㄢ程，前期ㄢ程及びᑓ㛛⫋学ㄢ程にධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を༞業した者

(2) ἲ第104条第7項の規定により学ኈの学を授された者

(3) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における16年のㄢ程をಟした者

(4) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教⫱における16年

のㄢ程をಟした者

(5) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における16年のㄢ程をಟしたとされるものに

㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ

定するものの当該ㄢ程をಟした者

(6) እᅜの学その他のእᅜの学 㸦ᰯその教⫱◊✲άື等の⥲ྜⓗな≧ἣにࡘいて，当該እᅜの政ᗓཪは関ಀᶵ関の認ドを

受けた者によるホ౯を受けたものཪはこれに‽ずるものとしてᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものに㝈る。㸧において，ಟ

業年㝈が3年以ୖであるㄢ程をಟすること㸦当該እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟす

ることにより当該ㄢ程をಟすること及び当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて前号のᣦ

定を受けたものにおいてㄢ程をಟすることをྵࡴ。㸧により，学ኈの学に相当する学を授された者

(7) ᑓಟ学ᰯのᑓ㛛ㄢ程(ಟ業年㝈が4年以ୖであることその他のᩥ部科学⮧が定める基‽を‶たすものに㝈る。)でᩥ部

科学⮧が別にᣦ定するものをᩥ部科学⮧が定める日以後にಟした者

(8) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(和28年ᩥ部┬࿌♧第5号)

(9) ἲ第102条第2項の規定により学㝔にධ学した者であࡗて，本学において，学㝔における教⫱を受けるにࡩさࢃし

い学ຊがあると認めたもの

(10) 本学において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，学を༞業した者とྠ等以ୖの学ຊがあると認めた者で，22ṓに㐩した

もの

(ಟኈㄢ⛬㸪๓ᮇㄢ⛬ཬࡧᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬の᪩ᮇධᏛ)

第 57条 前条の規定にかかࢃらず，次の各号のいずれかに該当する者であࡗて，本学の定める༢をඃ⚽な成⦼でಟ得した

と認めるものを，教授会の議を経て，ධ学さࡏることができる。

(1) 学に3年以ୖᅾ学した者

(2) እᅜにおいて学ᰯ教⫱における15年のㄢ程をಟした者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教⫱における15年

のㄢ程をಟした者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における15年のㄢ程をಟしたとされるものに

㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ

定するものの当該ㄢ程をಟした者

2 前項に関して必要な事項は，関ಀの◊✲科規則で定める。

(ᚋᮇㄢ⛬のධᏛ㈨᱁)

第 58条 後期ㄢ程にධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学(ἲ第104条第3項の規定に基づき学規則(和28年ᩥ部┬令第9号)第5条の2に規定す

るᑓ㛛⫋学をいう。以下ྠじ。)を᭷する者

(2) እᅜにおいてಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学に相当する学を授された者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟし，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学に相当する学を授

された者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学㝔のㄢ程を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タで

あࡗて，ᩥ 部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟし，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学に相当する学を授された

者

(5) ᅜ㝿㐃ྜ学本部に関するᅜ㝿㐃ྜと日本ᅜとの間の協定の実施にకう≉別ᥐ⨨ἲ㸦和51年ἲᚊ第72号㸧第1条第

2項に規定する1972年 12月11日のᅜ㝿㐃ྜ⥲会Ỵ議に基づきタ❧されたᅜ㝿㐃ྜ学㸦第74条において「ᅜ㝿㐃ྜ

学」という。㸧のㄢ程をಟし，ಟኈの学に相当する学を授された者

(6) እᅜの学ᰯ，第4号のᣦ定を受けた教⫱施タཪはᅜ㝿㐃ྜ学の教⫱ㄢ程をᒚಟし，学㝔タ⨨基‽(和49年ᩥ部┬

令第28号)第16条の2に規定するヨ㦂及びᑂᰝに相当するものにྜ᱁し，ಟኈの学を᭷する者とྠ等以ୖの学ຊがあ

ると認められた者

(7) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(平成ඖ年ᩥ部┬࿌♧第118号)

(8) 本学において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を᭷する者とྠ等以ୖの学ຊがあると認めた者

で，24ṓに㐩したもの

(་Ꮫ◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷの༤ኈㄢ⛬のධᏛ㈨᱁)

第 59条 ་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程にධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学の་学，ṑ学，⸆学㸦ಟ業年㝈が6年であるものに㝈る。以下ྠじ。㸧ཪは⋇་学㸦ಟ業年㝈が6年であるものに

㝈る。以下ྠじ。㸧をᒚಟするㄢ程を༞業した者

(2) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における18年のㄢ程(᭱⤊のㄢ程は་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学)をಟした者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教⫱における18年

のㄢ程(᭱⤊のㄢ程は་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学)をಟした者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における18年のㄢ程(᭱⤊のㄢ程は，་学，ṑ

学，⸆学ཪは⋇་学)をಟしたとされるものに㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けら

れた教⫱施タであࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟした者

(5) እᅜの学その他のእᅜの学 㸦ᰯその教⫱◊✲άື等の⥲ྜⓗな≧ἣにࡘいて，当該እᅜの政ᗓཪは関ಀᶵ関の認ドを

受けた者によるホ౯を受けたものཪはこれに‽ずるものとしてᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものに㝈る。㸧において，ಟ

業年㝈が5年以ୖであるㄢ程(་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学をᒚಟするㄢ程に㝈る。)をಟすること㸦当該እᅜの学ᰯが

行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該ㄢ程をಟすること及び当該እᅜの学ᰯ教⫱

ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて前号のᣦ定を受けたものにおいてㄢ程をಟすることをྵࡴ。㸧により，

学ኈの学に相当する学を授された者

(6) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(和30年ᩥ部┬࿌♧第39号)

(7) ἲ第102条第2項の規定により学㝔にධ学した者であࡗて，本学において，学㝔における教⫱を受けるにࡩさࢃし

い学ຊがあると認めたもの

(8) 本学において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，学の་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学をᒚಟするㄢ程を༞業した者とྠ等以

ୖの学ຊがあると認めた者で，24ṓに㐩したもの

(་Ꮫ◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷの༤ኈㄢ⛬の᪩ᮇධᏛ)

第 60条 前条の規定にかかࢃらず，次の各号のいずれかに該当する者であࡗて，本学の定める༢をඃ⚽な成⦼でಟ得した

と認めるものを，教授会の議を経て，ධ学さࡏることができる。
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2 懲戒は，カ࿌，学及び懲戒㏥学とする。

3 学3か月以ୖにࢃたるときは，その期間は，第22条のಟ業年㝈に算ධしない。

4 前3項に関し必要な事項は，⚄ᡞ学学生懲戒規則(平成16年4月1日ไ定)で定める。

第 3章  Ꮫ 㝔

第 1⠇ ධ Ꮫ

(ಟኈㄢ⛬㸪๓ᮇㄢ⛬ཬࡧᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬のධᏛ㈨᱁)

第 56条 ಟኈㄢ程，前期ㄢ程及びᑓ㛛⫋学ㄢ程にධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を༞業した者

(2) ἲ第104条第7項の規定により学ኈの学を授された者

(3) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における16年のㄢ程をಟした者

(4) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教⫱における16年

のㄢ程をಟした者

(5) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における16年のㄢ程をಟしたとされるものに

㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ

定するものの当該ㄢ程をಟした者

(6) እᅜの学その他のእᅜの学 㸦ᰯその教⫱◊✲άື等の⥲ྜⓗな≧ἣにࡘいて，当該እᅜの政ᗓཪは関ಀᶵ関の認ドを

受けた者によるホ౯を受けたものཪはこれに‽ずるものとしてᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものに㝈る。㸧において，ಟ

業年㝈が3年以ୖであるㄢ程をಟすること㸦当該እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟす

ることにより当該ㄢ程をಟすること及び当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて前号のᣦ

定を受けたものにおいてㄢ程をಟすることをྵࡴ。㸧により，学ኈの学に相当する学を授された者

(7) ᑓಟ学ᰯのᑓ㛛ㄢ程(ಟ業年㝈が4年以ୖであることその他のᩥ部科学⮧が定める基‽を‶たすものに㝈る。)でᩥ部

科学⮧が別にᣦ定するものをᩥ部科学⮧が定める日以後にಟした者

(8) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(和28年ᩥ部┬࿌♧第5号)

(9) ἲ第102条第2項の規定により学㝔にධ学した者であࡗて，本学において，学㝔における教⫱を受けるにࡩさࢃし

い学ຊがあると認めたもの

(10) 本学において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，学を༞業した者とྠ等以ୖの学ຊがあると認めた者で，22ṓに㐩した

もの

(ಟኈㄢ⛬㸪๓ᮇㄢ⛬ཬࡧᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬の᪩ᮇධᏛ)

第 57条 前条の規定にかかࢃらず，次の各号のいずれかに該当する者であࡗて，本学の定める༢をඃ⚽な成⦼でಟ得した

と認めるものを，教授会の議を経て，ධ学さࡏることができる。

(1) 学に3年以ୖᅾ学した者

(2) እᅜにおいて学ᰯ教⫱における15年のㄢ程をಟした者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教⫱における15年

のㄢ程をಟした者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における15年のㄢ程をಟしたとされるものに

㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ

定するものの当該ㄢ程をಟした者

2 前項に関して必要な事項は，関ಀの◊✲科規則で定める。

(ᚋᮇㄢ⛬のධᏛ㈨᱁)

第 58条 後期ㄢ程にධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学(ἲ第104条第3項の規定に基づき学規則(和28年ᩥ部┬令第9号)第5条の2に規定す

るᑓ㛛⫋学をいう。以下ྠじ。)を᭷する者

(2) እᅜにおいてಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学に相当する学を授された者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟし，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学に相当する学を授

された者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学㝔のㄢ程を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タで

あࡗて，ᩥ 部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟし，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学に相当する学を授された

者

(5) ᅜ㝿㐃ྜ学本部に関するᅜ㝿㐃ྜと日本ᅜとの間の協定の実施にకう≉別ᥐ⨨ἲ㸦和51年ἲᚊ第72号㸧第1条第

2項に規定する1972年 12月11日のᅜ㝿㐃ྜ⥲会Ỵ議に基づきタ❧されたᅜ㝿㐃ྜ学㸦第74条において「ᅜ㝿㐃ྜ

学」という。㸧のㄢ程をಟし，ಟኈの学に相当する学を授された者

(6) እᅜの学ᰯ，第4号のᣦ定を受けた教⫱施タཪはᅜ㝿㐃ྜ学の教⫱ㄢ程をᒚಟし，学㝔タ⨨基‽(和49年ᩥ部┬

令第28号)第16条の2に規定するヨ㦂及びᑂᰝに相当するものにྜ᱁し，ಟኈの学を᭷する者とྠ等以ୖの学ຊがあ

ると認められた者

(7) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(平成ඖ年ᩥ部┬࿌♧第118号)

(8) 本学において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を᭷する者とྠ等以ୖの学ຊがあると認めた者

で，24ṓに㐩したもの

(་Ꮫ◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷの༤ኈㄢ⛬のධᏛ㈨᱁)

第 59条 ་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程にධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学の་学，ṑ学，⸆学㸦ಟ業年㝈が6年であるものに㝈る。以下ྠじ。㸧ཪは⋇་学㸦ಟ業年㝈が6年であるものに

㝈る。以下ྠじ。㸧をᒚಟするㄢ程を༞業した者

(2) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における18年のㄢ程(᭱⤊のㄢ程は་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学)をಟした者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教⫱における18年

のㄢ程(᭱⤊のㄢ程は་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学)をಟした者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における18年のㄢ程(᭱⤊のㄢ程は，་学，ṑ

学，⸆学ཪは⋇་学)をಟしたとされるものに㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けら

れた教⫱施タであࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟした者

(5) እᅜの学その他のእᅜの学 㸦ᰯその教⫱◊✲άື等の⥲ྜⓗな≧ἣにࡘいて，当該እᅜの政ᗓཪは関ಀᶵ関の認ドを

受けた者によるホ౯を受けたものཪはこれに‽ずるものとしてᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものに㝈る。㸧において，ಟ

業年㝈が5年以ୖであるㄢ程(་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学をᒚಟするㄢ程に㝈る。)をಟすること㸦当該እᅜの学ᰯが

行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該ㄢ程をಟすること及び当該እᅜの学ᰯ教⫱

ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて前号のᣦ定を受けたものにおいてㄢ程をಟすることをྵࡴ。㸧により，

学ኈの学に相当する学を授された者

(6) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(和30年ᩥ部┬࿌♧第39号)

(7) ἲ第102条第2項の規定により学㝔にධ学した者であࡗて，本学において，学㝔における教⫱を受けるにࡩさࢃし

い学ຊがあると認めたもの

(8) 本学において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，学の་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学をᒚಟするㄢ程を༞業した者とྠ等以

ୖの学ຊがあると認めた者で，24ṓに㐩したもの

(་Ꮫ◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷの༤ኈㄢ⛬の᪩ᮇධᏛ)

第 60条 前条の規定にかかࢃらず，次の各号のいずれかに該当する者であࡗて，本学の定める༢をඃ⚽な成⦼でಟ得した

と認めるものを，教授会の議を経て，ධ学さࡏることができる。
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(1) 学(་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学をᒚಟするㄢ程に㝈る。)に4年以ୖᅾ学した者

(2) እᅜにおいて学ᰯ教⫱における16年のㄢ程(་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学をᒚಟするㄢ程をྵࡴものに㝈る。)をಟ

した者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教⫱における16年

のㄢ程(་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学をᒚಟするㄢ程をྵࡴものに㝈る。)をಟした者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における16年のㄢ程(᭱⤊のㄢ程は，་学，ṑ

学，⸆学ཪは⋇་学)をಟしたとされるものに㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けら

れた教⫱施タであࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟした者

2 前項に関して必要な事項は，関ಀの◊✲科規則で定める。

(㐍 Ꮫ)

第 61条 本学学㝔のಟኈㄢ程，前期ㄢ程ཪはᑓ㛛⫋学ㄢ程をಟし，ᘬき続き後期ㄢ程ཪは་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤

ኈㄢ程に㐍学をᚿᮃする者にࡘいては，当該◊✲科の定めるとこࢁにより，㑅⪃のୖ，㐍学を許可する。

(ධᏛ者㑅ᢤ)

第 62条 学㝔のධ学者の㑅ᢤは，学則第27条の2第3号の規定により定める᪉㔪に基づき，බ正かࡘጇ当な᪉ἲにより，

㐺ษなయไをᩚえて行うものとする。

2 学㝔のධ学ᚿ㢪者にᑐする㑅⪃᪉ἲは，各◊✲科において別に定める。

第2⠇ ಟ業年㝈㸪ᩍ⫱᪉ἲ㸪ಟせ௳➼

(ᶆ‽ಟ業年㝈)

第 63条 ಟኈㄢ程のᶆ‽ಟ業年㝈は，2年とする。

2 前項の規定にかかࢃらず，ಟኈㄢ程においては，として実ົの経㦂を᭷する者にᑐして教⫱を行うሙྜであࡗて，教⫱

◊✲ୖの必要があり，かࡘ，間とేࡏてኪ間その他≉定の間ཪは期において授業ཪは◊✲ᣦᑟを行う等の㐺ษな᪉

ἲにより教⫱ୖᨭ㞀を生じないときは，各◊✲科の定めるとこࢁにより，ᑓᨷཪは学生のᒚಟୖの༊分にᛂじ，ᶆ‽ಟ業

年㝈を1年以ୖ2年未‶の期間とすることができる。

3 前項に規定するಟኈㄢ程を⨨く◊✲科，ᑓᨷཪは学生のᒚಟୖの༊分及びそのᶆ‽ಟ業年㝈は，次のとおりとする。

ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科 ே間Ⓨ㐩ᑓᨷ(1年ᒚಟࢫ࣮ࢥ)1年

4 ேᩥ学◊✲科，ᅜ㝿ᩥ学◊✲科，ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科，ἲ学◊✲科，経῭学◊✲科，経Ⴀ学◊✲科，理学◊✲科，་

学◊✲科་⒪成ᕤ学ᑓᨷ，ಖ学◊✲科，ᕤ学◊✲科，࣒ࢸࢫࢩሗ学◊✲科，㎰学◊✲科，海事科学◊✲科，ᅜ㝿協

ຊ◊✲科及び科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ◊✲科の༤ኈㄢ程のᶆ‽ಟ業年㝈は，前期ㄢ程 2年，後期ㄢ程 3年の 5年とする。

5 ་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程のᶆ‽ಟ業年㝈は，4年とする。

6 経Ⴀ学◊✲科⌧௦経Ⴀ学ᑓᨷのᑓ㛛⫋学ㄢ程のᶆ‽ಟ業年㝈は，2年とする。ただし，教⫱◊✲ୖの必要があると認め

られるときは，◊✲科の定めるとこࢁにより，学生のᒚಟୖの༊分にᛂじ，ᶆ‽ಟ業年㝈を1年以ୖ2年未‶の期間とす

ることができる。

7 ἲ学◊✲科実ົἲᚊᑓᨷのᑓ㛛⫋学ㄢ程(以下「ἲ科学㝔」という。)のᶆ‽ಟ業年㝈は，3年とする。

(ᩍ ⫱ ㄢ ⛬)

第 63条の 2 学㝔(ᑓ㛛⫋学㝔を除く。)は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める᪉㔪に基づき，必

要な授業科┠を⮬ら㛤タするとともに学ㄽᩥのస成等にᑐするᣦᑟ(以下「◊✲ᣦᑟ」という。)の計⏬を策定し，య⣔

ⓗに教⫱ㄢ程を⦅成するものとする。

2 ᑓ㛛⫋学㝔は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める᪉㔪に基づき，必要な授業科┠を，⏘業⏺等と

㐃ᦠしࡘࡘ，⮬ら㛤タし，య⣔ⓗに教⫱ㄢ程を⦅成するものとする。

(ᩍ⫱᪉ἲ➼)

第 64条 学㝔の教⫱は，授業科┠の授業及び◊✲ᣦᑟによࡗて行うものとする。

2 ᑓ㛛⫋学㝔においては，その┠ⓗを㐩成し得る実㊶ⓗな教⫱を行うようᑓᨷ分㔝にᛂじ事◊✲，⌧ᆅㄪᰝ，᪉ྥཪ

はከ᪉ྥに行ࢃれるウㄽཪは㉁ᛂ⟅その他の㐺ษな᪉ἲにより授業を行うものとする。

3 ◊✲科において教⫱ୖ≉別の必要があると認められるሙྜには，ኪ間その他≉定の間ཪは期において授業ཪは◊✲ᣦ

ᑟを行う等の㐺当な᪉ἲにより教⫱を行うことができる。

4 各◊✲科における授業科┠，その༢数及び◊✲ᣦᑟ୪びにそれらのᒚಟ᪉ἲにࡘいては，当該◊✲科規則で定める。

(ᏛᏛ㝔➼の◊✲ᣦᑟ)

第 65条 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，他学(እᅜの学をྵࡴ。)の学㝔ཪは◊✲ᡤ等(እᅜの◊✲ᶵ関をྵࡴ。)との協

定に基づき，学生に当該学の学㝔ཪは当該◊✲ᡤ等において必要な◊✲ᣦᑟを受けさࡏることがある。ただし，ಟኈ

ㄢ程及び前期ㄢ程の学生にࡘいては，当該◊✲ᣦᑟを受けさࡏる期間は，1年を㉸えないものとする。

2 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，እᅜの学㝔ཪは◊✲ᡤ等との協定に基づき，後期ㄢ程の学生に，本学と当該እᅜの学㝔

ཪは◊✲ᡤ等において，ඹྠの◊✲ᣦᑟを受けさࡏることがある。

(◊✲ᣦᑟのたࡵの␃Ꮫ)

第 66条 前条の規定に基づき，እᅜの学ཪは◊✲ᶵ関に␃学しようとする者は，ᡤᒓ◊✲科長の許可を受けなければなら

ない。

2 前項の許可を受けて␃学した期間は，第63条のᶆ‽ಟ業年㝈に算ධする。

(ಟኈㄢ⛬ཬࡧ๓ᮇㄢ⛬のಟせ௳)

第 67条 ಟኈㄢ程及び前期ㄢ程のಟ要௳は，当該ㄢ程に2年(ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科ே間Ⓨ㐩ᑓᨷ(1年ᒚಟࢫ࣮ࢥ)にあ

必要な◊✲ᣦᑟを受けたୖ，当該ㄢ程の┠ⓗにᛂじಟኈㄽᩥཪは，ࡘては，1年)以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得し，かࡗ

≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関しては，ඃれた業⦼

をୖࡆた者にࡘいては，当該ㄢ程に1年以ୖᅾ学すれば㊊りるものとする。

2 第75条において読み替えて‽⏝する第36条㸦第2項を除く。㸧の規定により本学にධ学する前にಟ得した༢㸦第56

条ཪは第57条の規定によりධ学㈨᱁を᭷した後，ಟ得したものに㝈る。㸧を本学においてಟ得したものとみなすሙྜで

あࡗて，当該༢のಟ得により本学のಟኈㄢ程ཪは前期ㄢ程の教⫱ㄢ程の୍部をᒚಟしたと認めるときは，当該༢数，

そのಟ得に要した期間その他を຺して1年を㉸えない⠊ᅖで◊✲科が定める期間ᅾ学したものとみなすことができる。

ただし，このሙྜにおいても，当該ㄢ程にᑡなくとも1年以ୖᅾ学するものとする。

(༤ኈㄢ⛬のಟせ௳)

第 68条 ༤ኈㄢ程(་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程を除く。)のಟ要௳は，後期ㄢ程に3年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ

得し，かࡘ，必要な◊✲ᣦᑟを受けたୖ，༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関し

ては，ඃれた◊✲業⦼をୖࡆた者にࡘいては，当該ㄢ程に1年(2年未‶のᅾ学期間をもࡗてಟኈㄢ程ཪは前期ㄢ程をಟ

した者にあࡗては，当該ᅾ学期間をྵめて3年)以ୖᅾ学すれば㊊りるものとする。

2 前項の規定にかかࢃらず，施行規則第156条の規定により学㝔のධ学㈨᱁に関しಟኈの学ⱝしくはᑓ㛛⫋学を᭷

する者とྠ等以ୖの学ຊがあると認められた者ཪはᑓ㛛⫋学ㄢ程をಟした者が，༤ኈㄢ程の後期3年のㄢ程にධ学し

たሙྜの༤ኈㄢ程のಟの要௳は，学㝔(ᑓ㛛⫋学㝔を除く。以下この項においてྠじ。)に3年(ᑓ㛛⫋学㝔タ⨨

基‽第18条第1項のἲ科学㝔のㄢ程をಟした者にあࡗては，2年)以ୖᅾ学し，必要な◊✲ᣦᑟを受けたୖ，当該

学㝔の行う༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及びヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関しては，ඃれた◊✲業⦼をୖࡆた者に

ては，3年から当該1ࡗいては，学㝔に1年(ᶆ‽ಟ業年㝈が1年以ୖ2年未‶のᑓ㛛⫋学ㄢ程をಟした者にあࡘ

年以ୖ2年未‶の期間をῶじた期間)以ୖᅾ学すれば㊊りるものとする。

3 ་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程のಟ要௳は，当該ㄢ程に4年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得し，かࡘ，必要な◊✲ᣦ

ᑟを受けたୖ，༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関しては，ඃれた◊✲業⦼をୖ

。いては，当該ㄢ程に3年以ୖᅾ学すれば㊊りるものとするࡘた者にࡆ
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(1) 学(་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学をᒚಟするㄢ程に㝈る。)に4年以ୖᅾ学した者

(2) እᅜにおいて学ᰯ教⫱における16年のㄢ程(་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学をᒚಟするㄢ程をྵࡴものに㝈る。)をಟ

した者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教⫱における16年

のㄢ程(་学，ṑ学，⸆学ཪは⋇་学をᒚಟするㄢ程をྵࡴものに㝈る。)をಟした者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における16年のㄢ程(᭱⤊のㄢ程は，་学，ṑ

学，⸆学ཪは⋇་学)をಟしたとされるものに㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けら

れた教⫱施タであࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟした者

2 前項に関して必要な事項は，関ಀの◊✲科規則で定める。

(㐍 Ꮫ)

第 61条 本学学㝔のಟኈㄢ程，前期ㄢ程ཪはᑓ㛛⫋学ㄢ程をಟし，ᘬき続き後期ㄢ程ཪは་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤

ኈㄢ程に㐍学をᚿᮃする者にࡘいては，当該◊✲科の定めるとこࢁにより，㑅⪃のୖ，㐍学を許可する。

(ධᏛ者㑅ᢤ)

第 62条 学㝔のධ学者の㑅ᢤは，学則第27条の2第3号の規定により定める᪉㔪に基づき，බ正かࡘጇ当な᪉ἲにより，

㐺ษなయไをᩚえて行うものとする。

2 学㝔のධ学ᚿ㢪者にᑐする㑅⪃᪉ἲは，各◊✲科において別に定める。

第2⠇ ಟ業年㝈㸪ᩍ⫱᪉ἲ㸪ಟせ௳➼

(ᶆ‽ಟ業年㝈)

第 63条 ಟኈㄢ程のᶆ‽ಟ業年㝈は，2年とする。

2 前項の規定にかかࢃらず，ಟኈㄢ程においては，として実ົの経㦂を᭷する者にᑐして教⫱を行うሙྜであࡗて，教⫱

◊✲ୖの必要があり，かࡘ，間とేࡏてኪ間その他≉定の間ཪは期において授業ཪは◊✲ᣦᑟを行う等の㐺ษな᪉

ἲにより教⫱ୖᨭ㞀を生じないときは，各◊✲科の定めるとこࢁにより，ᑓᨷཪは学生のᒚಟୖの༊分にᛂじ，ᶆ‽ಟ業

年㝈を1年以ୖ2年未‶の期間とすることができる。

3 前項に規定するಟኈㄢ程を⨨く◊✲科，ᑓᨷཪは学生のᒚಟୖの༊分及びそのᶆ‽ಟ業年㝈は，次のとおりとする。

ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科 ே間Ⓨ㐩ᑓᨷ(1年ᒚಟࢫ࣮ࢥ)1年

4 ேᩥ学◊✲科，ᅜ㝿ᩥ学◊✲科，ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科，ἲ学◊✲科，経῭学◊✲科，経Ⴀ学◊✲科，理学◊✲科，་

学◊✲科་⒪成ᕤ学ᑓᨷ，ಖ学◊✲科，ᕤ学◊✲科，࣒ࢸࢫࢩሗ学◊✲科，㎰学◊✲科，海事科学◊✲科，ᅜ㝿協

ຊ◊✲科及び科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ◊✲科の༤ኈㄢ程のᶆ‽ಟ業年㝈は，前期ㄢ程 2年，後期ㄢ程 3年の 5年とする。

5 ་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程のᶆ‽ಟ業年㝈は，4年とする。

6 経Ⴀ学◊✲科⌧௦経Ⴀ学ᑓᨷのᑓ㛛⫋学ㄢ程のᶆ‽ಟ業年㝈は，2年とする。ただし，教⫱◊✲ୖの必要があると認め

られるときは，◊✲科の定めるとこࢁにより，学生のᒚಟୖの༊分にᛂじ，ᶆ‽ಟ業年㝈を1年以ୖ2年未‶の期間とす

ることができる。

7 ἲ学◊✲科実ົἲᚊᑓᨷのᑓ㛛⫋学ㄢ程(以下「ἲ科学㝔」という。)のᶆ‽ಟ業年㝈は，3年とする。

(ᩍ ⫱ ㄢ ⛬)

第 63条の 2 学㝔(ᑓ㛛⫋学㝔を除く。)は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める᪉㔪に基づき，必

要な授業科┠を⮬ら㛤タするとともに学ㄽᩥのస成等にᑐするᣦᑟ(以下「◊✲ᣦᑟ」という。)の計⏬を策定し，య⣔

ⓗに教⫱ㄢ程を⦅成するものとする。

2 ᑓ㛛⫋学㝔は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める᪉㔪に基づき，必要な授業科┠を，⏘業⏺等と

㐃ᦠしࡘࡘ，⮬ら㛤タし，య⣔ⓗに教⫱ㄢ程を⦅成するものとする。

(ᩍ⫱᪉ἲ➼)

第 64条 学㝔の教⫱は，授業科┠の授業及び◊✲ᣦᑟによࡗて行うものとする。

2 ᑓ㛛⫋学㝔においては，その┠ⓗを㐩成し得る実㊶ⓗな教⫱を行うようᑓᨷ分㔝にᛂじ事◊✲，⌧ᆅㄪᰝ，᪉ྥཪ

はከ᪉ྥに行ࢃれるウㄽཪは㉁ᛂ⟅その他の㐺ษな᪉ἲにより授業を行うものとする。

3 ◊✲科において教⫱ୖ≉別の必要があると認められるሙྜには，ኪ間その他≉定の間ཪは期において授業ཪは◊✲ᣦ

ᑟを行う等の㐺当な᪉ἲにより教⫱を行うことができる。

4 各◊✲科における授業科┠，その༢数及び◊✲ᣦᑟ୪びにそれらのᒚಟ᪉ἲにࡘいては，当該◊✲科規則で定める。

(ᏛᏛ㝔➼の◊✲ᣦᑟ)

第 65条 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，他学(እᅜの学をྵࡴ。)の学㝔ཪは◊✲ᡤ等(እᅜの◊✲ᶵ関をྵࡴ。)との協

定に基づき，学生に当該学の学㝔ཪは当該◊✲ᡤ等において必要な◊✲ᣦᑟを受けさࡏることがある。ただし，ಟኈ

ㄢ程及び前期ㄢ程の学生にࡘいては，当該◊✲ᣦᑟを受けさࡏる期間は，1年を㉸えないものとする。

2 教⫱ୖ᭷┈と認めるときは，እᅜの学㝔ཪは◊✲ᡤ等との協定に基づき，後期ㄢ程の学生に，本学と当該እᅜの学㝔

ཪは◊✲ᡤ等において，ඹྠの◊✲ᣦᑟを受けさࡏることがある。

(◊✲ᣦᑟのたࡵの␃Ꮫ)

第 66条 前条の規定に基づき，እᅜの学ཪは◊✲ᶵ関に␃学しようとする者は，ᡤᒓ◊✲科長の許可を受けなければなら

ない。

2 前項の許可を受けて␃学した期間は，第63条のᶆ‽ಟ業年㝈に算ධする。

(ಟኈㄢ⛬ཬࡧ๓ᮇㄢ⛬のಟせ௳)

第 67条 ಟኈㄢ程及び前期ㄢ程のಟ要௳は，当該ㄢ程に2年(ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科ே間Ⓨ㐩ᑓᨷ(1年ᒚಟࢫ࣮ࢥ)にあ

必要な◊✲ᣦᑟを受けたୖ，当該ㄢ程の┠ⓗにᛂじಟኈㄽᩥཪは，ࡘては，1年)以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得し，かࡗ

≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関しては，ඃれた業⦼

をୖࡆた者にࡘいては，当該ㄢ程に1年以ୖᅾ学すれば㊊りるものとする。

2 第75条において読み替えて‽⏝する第36条㸦第2項を除く。㸧の規定により本学にධ学する前にಟ得した༢㸦第56

条ཪは第57条の規定によりධ学㈨᱁を᭷した後，ಟ得したものに㝈る。㸧を本学においてಟ得したものとみなすሙྜで

あࡗて，当該༢のಟ得により本学のಟኈㄢ程ཪは前期ㄢ程の教⫱ㄢ程の୍部をᒚಟしたと認めるときは，当該༢数，

そのಟ得に要した期間その他を຺して1年を㉸えない⠊ᅖで◊✲科が定める期間ᅾ学したものとみなすことができる。

ただし，このሙྜにおいても，当該ㄢ程にᑡなくとも1年以ୖᅾ学するものとする。

(༤ኈㄢ⛬のಟせ௳)

第 68条 ༤ኈㄢ程(་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程を除く。)のಟ要௳は，後期ㄢ程に3年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ

得し，かࡘ，必要な◊✲ᣦᑟを受けたୖ，༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関し

ては，ඃれた◊✲業⦼をୖࡆた者にࡘいては，当該ㄢ程に1年(2年未‶のᅾ学期間をもࡗてಟኈㄢ程ཪは前期ㄢ程をಟ

した者にあࡗては，当該ᅾ学期間をྵめて3年)以ୖᅾ学すれば㊊りるものとする。

2 前項の規定にかかࢃらず，施行規則第156条の規定により学㝔のධ学㈨᱁に関しಟኈの学ⱝしくはᑓ㛛⫋学を᭷

する者とྠ等以ୖの学ຊがあると認められた者ཪはᑓ㛛⫋学ㄢ程をಟした者が，༤ኈㄢ程の後期3年のㄢ程にධ学し

たሙྜの༤ኈㄢ程のಟの要௳は，学㝔(ᑓ㛛⫋学㝔を除く。以下この項においてྠじ。)に3年(ᑓ㛛⫋学㝔タ⨨

基‽第18条第1項のἲ科学㝔のㄢ程をಟした者にあࡗては，2年)以ୖᅾ学し，必要な◊✲ᣦᑟを受けたୖ，当該

学㝔の行う༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及びヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関しては，ඃれた◊✲業⦼をୖࡆた者に

ては，3年から当該1ࡗいては，学㝔に1年(ᶆ‽ಟ業年㝈が1年以ୖ2年未‶のᑓ㛛⫋学ㄢ程をಟした者にあࡘ

年以ୖ2年未‶の期間をῶじた期間)以ୖᅾ学すれば㊊りるものとする。

3 ་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程のಟ要௳は，当該ㄢ程に4年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得し，かࡘ，必要な◊✲ᣦ

ᑟを受けたୖ，༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関しては，ඃれた◊✲業⦼をୖ

。いては，当該ㄢ程に3年以ୖᅾ学すれば㊊りるものとするࡘた者にࡆ
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4 第75条において読み替えて‽⏝する第36条㸦第2項を除く。㸧の規定により་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程にධ学す

る前にಟ得した༢㸦第59条ཪは第60条の規定によりධ学㈨᱁を᭷した後，ಟ得したものに㝈る。㸧を本学においてಟ

得したものとみなすሙྜであࡗて，当該༢のಟ得により་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程の教⫱ㄢ程の୍部をᒚಟした

と認めるときは，当該༢数，そのಟ得に要した期間その他を຺して1年を㉸えない⠊ᅖで◊✲科が定める期間ᅾ学し

たものとみなすことができる。

(ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬のಟせ௳)

第 69条 ᑓ㛛⫋学ㄢ程(ἲ科学㝔を除く。以下この条においてྠじ。)のಟ要௳は，当該ㄢ程に2年(2年以እのᶆ‽

ಟ業年㝈を定める◊✲科，ᑓᨷཪは学生のᒚಟୖの༊分にあࡗては，当該ᶆ‽ಟ業年㝈)以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得

することとする。

2 ᑓ㛛⫋学ㄢ程のᅾ学期間に関しては，第75条の規定により認定されたධ学前の᪤ಟ得༢(ἲ第102条第1項の規定に

よりධ学㈨᱁を᭷した後，ಟ得したものに㝈る。)を，当該༢数，そのಟ得に要した期間その他を຺して当該ㄢ程の

ᶆ‽ಟ業年㝈の2分の1を㉸えない⠊ᅖで◊✲科が定める期間ᅾ学したものとみなすことができる。ただし，このሙྜに

おいても，当該ㄢ程にᑡなくとも1年以ୖᅾ学するものとする。

3 ἲ科学㝔のಟ要௳は，当該ㄢ程に3年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得することとする。

4 ἲ科学㝔のᅾ学期間にࡘいては，第75条の規定により認定されたධ学前の᪤ಟ得༢(ἲ第102条第1項の規定により

ධ学㈨᱁を᭷した後，ಟ得したものに㝈る。)を，当該༢数，そのಟ得に要した期間その他を຺して1年を㉸えない

⠊ᅖで◊✲科が定める期間ᅾ学したものとみなすことができる。

5 ἲ科学㝔は，ἲ学の基♏ⓗな学㆑を᭷すると認める者に関しては，第3項に規定するᅾ学期間にࡘいては，前項の規定

によりᅾ学したものとみなす期間とྜࡏࢃて1年を㉸えない⠊ᅖで◊✲科が認める期間ᅾ学したものと，第3項に規定す

る༢にࡘいては，第74条, 第74条の2及び第75条の規定によりಟ得したものとみなす༢数とྜࡏࢃて30༢を

㉸えない⠊ᅖで◊✲科が認める༢をಟ得したものとみなすことができる。ただし，93༢を㉸える༢のಟ得をಟ要

௳とするሙྜは，その㉸える部分の༢数に㝈り，◊✲科が認める⠊ᅖで，30༢を㉸えてみなすことができる。

6 認定㐃ᦠἲ᭪基♏ㄢ程(本学ἲ科学㝔以እのἲ科学㝔のみと認定ἲ᭪㣴成㐃ᦠ協定を⥾⤖している学のㄢ程をྵ

をಟしてἲ科学㝔にධ学した者ཪはこれらの者とྠ等の学㆑を᭷すると◊✲科が認める者に関する前項，第74(。ࡴ
条，第74条の2及び第75条の規定の㐺⏝にࡘいては，「30༢」とあるのは, 「46༢」とする。

(Ꮫㄽᩥཬ᭱ࡧ⤊ヨ㦂)

第 70条 学ㄽᩥ及び᭱⤊ヨ㦂に関することは，学規程に定めるとこࢁによる。

(ಟኈཬࡧ༤ኈのᏛ୪ࡧにᑓ㛛⫋Ꮫの授)

第 71条 各◊✲科において，ᡤ定のㄢ程をಟした者にᑐしては，そのㄢ程にᛂじてಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学

を授する。

2 前項の学に関することは，学規程に定めるとこࢁによる。

第 3⠇ ‽ ⏝ つ ᐃ

(‽⏝つᐃ)

第 72条 第12条(ධ学期)，第14条(㌿ධ学)，第15条(ධ学)，第16条(ධ学ᚿ㢪)，第17条(ධ学ᡭ続)，第18条(ධ学

料の免除)(第2項を除く。)，第19条(ධ学料の徴収猶予等)，第20条(Ṛஸ等によるධ学料の免除)，第21条(ᐉㄋ)，第

22条(ಟ業年㝈)(第1項，第2項及び第3項を除く。)，第24条(ᅾ学年㝈)，第27条(授業の᪉ἲ)，第31条(༢の授)，

第32条(༢の基‽)(第2項及び第3項を除く。)，第33条(他学部の授業科┠のᒚಟ)，第38条(㌿学部)，第39条(㌿

学科)，第45条(㏥学)，第46条(等による除⡠)，第47条(ධ学料等未納による除⡠)，第50条から第54条まで(授

業料)，第55条(⾲ᙲ)及び第55条の2(懲戒)の規定は，学㝔に‽⏝する。ただし，第24条を‽⏝するሙྜにおいて，

་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程以እの༤ኈㄢ程にあࡗては，ᶆ‽ಟ業年㝈を前期ㄢ程と後期ㄢ程に分ける。

(ᒚಟ⛉┠のⓏ㘓のୖ㝈)

第 73条 ᑓ㛛⫋学㝔学生のᒚಟ科┠のⓏ㘓のୖ㝈に関しては，第29条第1項を‽⏝する。このሙྜにおいて，「学部規

則」とあるのは「◊✲科規則」と読み替えるものとする。

(成⦼ホ౯ᇶ‽)

第 73条の 2 学㝔(ᑓ㛛⫋学㝔を除く。)の成⦼ホ౯基‽に関しては，第30条を‽⏝する。このሙྜにおいて，「各学

部」とあるのは「各◊✲科」と，「授業の᪉ἲ及び計⏬」とあるのは「授業及び◊✲ᣦᑟの᪉ἲ及び計⏬」と読み替える

ものとする。

2 ᑓ㛛⫋学㝔の成⦼ホ౯基‽に関しては，第30条を‽⏝する。このሙྜにおいて，「各学部」とあるのは「ᑓ㛛⫋学

㝔」と読み替えるものとする。

(ᏛᏛ㝔の授業⛉┠のᒚಟ)

第 74条 学㝔学生の他学(እᅜの学をྵࡴ。)の学㝔の授業科┠のᒚಟに関しては，第34条を‽⏝する。このሙྜ

において，ྠ条第3項中「60༢」とあるのは，「15༢(ただし，ἲ科学㝔学生にあࡗては30༢)」と，ྠ条第4

項中「及びእᅜの」とあるのは「，እᅜの」と，「当該教⫱ㄢ程における授業科┠をᡃがᅜにおいて」とあるのは「当該

教⫱ㄢ程における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟさࡏるሙྜ及びᅜ㝿㐃ྜ学の教⫱ㄢ程における授業科┠を」と，ྠ 条

第5項中「学部規則」とあるのは「◊✲科規則」と読み替えるものとする。

(ఇᏛᮇ㛫୰にእᅜのᏛのᏛ㝔に࡚࠸࠾ᒚಟした授業⛉┠の༢の取ᢅ࠸)

第 74条の 2 学㝔学生がఇ学期間中にእᅜの学においてᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢に関しては，第34条

の2を‽⏝する。このሙྜにおいて，ྠ条第1項及び第2項中「እᅜの学ཪは▷期学」とあるのは「እᅜの学の

学㝔」と，ྠ条第3項中「60༢」とあるのは，「15༢(ただし，ἲ科学㝔学生にあࡗては30༢)」と，ྠ条第4

項中「学部規則」とあるのは「◊✲科規則」と読み替えるものとする。

(Ꮫ㝔ࡀ⦅成ࡍる≉ูのㄢ⛬にࡅ࠾るᏛಟ)

第 74条の 3 第83条の2の規定により学㝔が⦅成する≉別のㄢ程における学ಟにࡘいては，第35条を‽⏝する。このሙ

ྜにおいて，ྠ条第1項中「▷期学ཪは㧗等ᑓ㛛学ᰯのᑓᨷ科における学ಟその他ᩥ部科学⮧が別に定める学ಟ」と

あるのは「第83条の2の規定により学㝔が⦅成する≉別のㄢ程(ᒚಟ㈨᱁を᭷する者が，第56条の規定により学㝔

にධ学することができる者であるものに㝈る。)における学ಟ」と，ྠ条第2項中「第34条第3項及び第4項୪びに前条

第1項及び第2項」とあるのは「第74条の3において読み替えて‽⏝する第34条第3項及び第4項୪びに前条第1項及

び第2項」と，「60༢」とあるのは「15༢」と，ྠ条第3項中「学部規則」とあるのは「◊✲科規則」と読み替え

るものとする。

(ධᏛ๓の᪤ಟᚓ༢のㄆᐃ)

第 75条 学㝔学生のධ学前の᪤ಟ得༢の認定に関しては，第36条(第2項を除く。)を‽⏝する。このሙྜにおいて，

ྠ条第1項中「学ཪは▷期学」とあるのは「学㝔」と，ྠ条第3項中「前2項」とあるのは「第75条において読

み替えて‽⏝する第1項」と，「第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項୪びに前条第1項により本学

においてಟ得したものとみなし，ཪはえることのできる༢数とྜࡏࢃて60༢」とあるのは，「15༢を㉸えない

ものとし，かࡘ，第75条において読み替えて‽⏝する第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項୪びに

前条第1項の規定により本学においてಟ得したものとみなす༢数とྜࡏࢃて20༢(ただし，ᑓ㛛⫋学㝔学生(ἲ科

学㝔学生を除く。)にあࡗては15༢，ἲ科学㝔学生にあࡗては30༢)」と，ྠ条第4項中「前3項」とあるのは

「第75条において読み替えて‽⏝する第1項及び前項」と，「学部規則」とあるのは「◊✲科規則」と読み替えるもの

とする。

(␃ Ꮫ)

第 76条 学㝔学生のእᅜの学の␃学に関しては，第40条を‽⏝する。このሙྜにおいて，ྠ条第1項中「第34
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4 第75条において読み替えて‽⏝する第36条㸦第2項を除く。㸧の規定により་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程にධ学す

る前にಟ得した༢㸦第59条ཪは第60条の規定によりධ学㈨᱁を᭷した後，ಟ得したものに㝈る。㸧を本学においてಟ

得したものとみなすሙྜであࡗて，当該༢のಟ得により་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程の教⫱ㄢ程の୍部をᒚಟした

と認めるときは，当該༢数，そのಟ得に要した期間その他を຺して1年を㉸えない⠊ᅖで◊✲科が定める期間ᅾ学し

たものとみなすことができる。

(ᑓ㛛⫋Ꮫㄢ⛬のಟせ௳)

第 69条 ᑓ㛛⫋学ㄢ程(ἲ科学㝔を除く。以下この条においてྠじ。)のಟ要௳は，当該ㄢ程に2年(2年以እのᶆ‽

ಟ業年㝈を定める◊✲科，ᑓᨷཪは学生のᒚಟୖの༊分にあࡗては，当該ᶆ‽ಟ業年㝈)以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得

することとする。

2 ᑓ㛛⫋学ㄢ程のᅾ学期間に関しては，第75条の規定により認定されたධ学前の᪤ಟ得༢(ἲ第102条第1項の規定に

よりධ学㈨᱁を᭷した後，ಟ得したものに㝈る。)を，当該༢数，そのಟ得に要した期間その他を຺して当該ㄢ程の

ᶆ‽ಟ業年㝈の2分の1を㉸えない⠊ᅖで◊✲科が定める期間ᅾ学したものとみなすことができる。ただし，このሙྜに

おいても，当該ㄢ程にᑡなくとも1年以ୖᅾ学するものとする。

3 ἲ科学㝔のಟ要௳は，当該ㄢ程に3年以ୖᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得することとする。

4 ἲ科学㝔のᅾ学期間にࡘいては，第75条の規定により認定されたධ学前の᪤ಟ得༢(ἲ第102条第1項の規定により

ධ学㈨᱁を᭷した後，ಟ得したものに㝈る。)を，当該༢数，そのಟ得に要した期間その他を຺して1年を㉸えない

⠊ᅖで◊✲科が定める期間ᅾ学したものとみなすことができる。

5 ἲ科学㝔は，ἲ学の基♏ⓗな学㆑を᭷すると認める者に関しては，第3項に規定するᅾ学期間にࡘいては，前項の規定

によりᅾ学したものとみなす期間とྜࡏࢃて1年を㉸えない⠊ᅖで◊✲科が認める期間ᅾ学したものと，第3項に規定す

る༢にࡘいては，第74条, 第74条の2及び第75条の規定によりಟ得したものとみなす༢数とྜࡏࢃて30༢を

㉸えない⠊ᅖで◊✲科が認める༢をಟ得したものとみなすことができる。ただし，93༢を㉸える༢のಟ得をಟ要

௳とするሙྜは，その㉸える部分の༢数に㝈り，◊✲科が認める⠊ᅖで，30༢を㉸えてみなすことができる。

6 認定㐃ᦠἲ᭪基♏ㄢ程(本学ἲ科学㝔以እのἲ科学㝔のみと認定ἲ᭪㣴成㐃ᦠ協定を⥾⤖している学のㄢ程をྵ

をಟしてἲ科学㝔にධ学した者ཪはこれらの者とྠ等の学㆑を᭷すると◊✲科が認める者に関する前項，第74(。ࡴ
条，第74条の2及び第75条の規定の㐺⏝にࡘいては，「30༢」とあるのは, 「46༢」とする。

(Ꮫㄽᩥཬ᭱ࡧ⤊ヨ㦂)

第 70条 学ㄽᩥ及び᭱⤊ヨ㦂に関することは，学規程に定めるとこࢁによる。

(ಟኈཬࡧ༤ኈのᏛ୪ࡧにᑓ㛛⫋Ꮫの授)

第 71条 各◊✲科において，ᡤ定のㄢ程をಟした者にᑐしては，そのㄢ程にᛂじてಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学

を授する。

2 前項の学に関することは，学規程に定めるとこࢁによる。

第 3⠇ ‽ ⏝ つ ᐃ

(‽⏝つᐃ)

第 72条 第12条(ධ学期)，第14条(㌿ධ学)，第15条(ධ学)，第16条(ධ学ᚿ㢪)，第17条(ධ学ᡭ続)，第18条(ධ学

料の免除)(第2項を除く。)，第19条(ධ学料の徴収猶予等)，第20条(Ṛஸ等によるධ学料の免除)，第21条(ᐉㄋ)，第

22条(ಟ業年㝈)(第1項，第2項及び第3項を除く。)，第24条(ᅾ学年㝈)，第27条(授業の᪉ἲ)，第31条(༢の授)，

第32条(༢の基‽)(第2項及び第3項を除く。)，第33条(他学部の授業科┠のᒚಟ)，第38条(㌿学部)，第39条(㌿

学科)，第45条(㏥学)，第46条(等による除⡠)，第47条(ධ学料等未納による除⡠)，第50条から第54条まで(授

業料)，第55条(⾲ᙲ)及び第55条の2(懲戒)の規定は，学㝔に‽⏝する。ただし，第24条を‽⏝するሙྜにおいて，

་学◊✲科་科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程以እの༤ኈㄢ程にあࡗては，ᶆ‽ಟ業年㝈を前期ㄢ程と後期ㄢ程に分ける。

(ᒚಟ⛉┠のⓏ㘓のୖ㝈)

第 73条 ᑓ㛛⫋学㝔学生のᒚಟ科┠のⓏ㘓のୖ㝈に関しては，第29条第1項を‽⏝する。このሙྜにおいて，「学部規

則」とあるのは「◊✲科規則」と読み替えるものとする。

(成⦼ホ౯ᇶ‽)

第 73条の 2 学㝔(ᑓ㛛⫋学㝔を除く。)の成⦼ホ౯基‽に関しては，第30条を‽⏝する。このሙྜにおいて，「各学

部」とあるのは「各◊✲科」と，「授業の᪉ἲ及び計⏬」とあるのは「授業及び◊✲ᣦᑟの᪉ἲ及び計⏬」と読み替える

ものとする。

2 ᑓ㛛⫋学㝔の成⦼ホ౯基‽に関しては，第30条を‽⏝する。このሙྜにおいて，「各学部」とあるのは「ᑓ㛛⫋学

㝔」と読み替えるものとする。

(ᏛᏛ㝔の授業⛉┠のᒚಟ)

第 74条 学㝔学生の他学(እᅜの学をྵࡴ。)の学㝔の授業科┠のᒚಟに関しては，第34条を‽⏝する。このሙྜ

において，ྠ条第3項中「60༢」とあるのは，「15༢(ただし，ἲ科学㝔学生にあࡗては30༢)」と，ྠ条第4

項中「及びእᅜの」とあるのは「，እᅜの」と，「当該教⫱ㄢ程における授業科┠をᡃがᅜにおいて」とあるのは「当該

教⫱ㄢ程における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟさࡏるሙྜ及びᅜ㝿㐃ྜ学の教⫱ㄢ程における授業科┠を」と，ྠ 条

第5項中「学部規則」とあるのは「◊✲科規則」と読み替えるものとする。

(ఇᏛᮇ㛫୰にእᅜのᏛのᏛ㝔に࡚࠸࠾ᒚಟした授業⛉┠の༢の取ᢅ࠸)

第 74条の 2 学㝔学生がఇ学期間中にእᅜの学においてᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢に関しては，第34条

の2を‽⏝する。このሙྜにおいて，ྠ条第1項及び第2項中「እᅜの学ཪは▷期学」とあるのは「እᅜの学の

学㝔」と，ྠ条第3項中「60༢」とあるのは，「15༢(ただし，ἲ科学㝔学生にあࡗては30༢)」と，ྠ条第4

項中「学部規則」とあるのは「◊✲科規則」と読み替えるものとする。

(Ꮫ㝔ࡀ⦅成ࡍる≉ูのㄢ⛬にࡅ࠾るᏛಟ)

第 74条の 3 第83条の2の規定により学㝔が⦅成する≉別のㄢ程における学ಟにࡘいては，第35条を‽⏝する。このሙ

ྜにおいて，ྠ条第1項中「▷期学ཪは㧗等ᑓ㛛学ᰯのᑓᨷ科における学ಟその他ᩥ部科学⮧が別に定める学ಟ」と

あるのは「第83条の2の規定により学㝔が⦅成する≉別のㄢ程(ᒚಟ㈨᱁を᭷する者が，第56条の規定により学㝔

にධ学することができる者であるものに㝈る。)における学ಟ」と，ྠ条第2項中「第34条第3項及び第4項୪びに前条

第1項及び第2項」とあるのは「第74条の3において読み替えて‽⏝する第34条第3項及び第4項୪びに前条第1項及

び第2項」と，「60༢」とあるのは「15༢」と，ྠ条第3項中「学部規則」とあるのは「◊✲科規則」と読み替え

るものとする。

(ධᏛ๓の᪤ಟᚓ༢のㄆᐃ)

第 75条 学㝔学生のධ学前の᪤ಟ得༢の認定に関しては，第36条(第2項を除く。)を‽⏝する。このሙྜにおいて，

ྠ条第1項中「学ཪは▷期学」とあるのは「学㝔」と，ྠ条第3項中「前2項」とあるのは「第75条において読

み替えて‽⏝する第1項」と，「第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項୪びに前条第1項により本学

においてಟ得したものとみなし，ཪはえることのできる༢数とྜࡏࢃて60༢」とあるのは，「15༢を㉸えない

ものとし，かࡘ，第75条において読み替えて‽⏝する第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項୪びに

前条第1項の規定により本学においてಟ得したものとみなす༢数とྜࡏࢃて20༢(ただし，ᑓ㛛⫋学㝔学生(ἲ科

学㝔学生を除く。)にあࡗては15༢，ἲ科学㝔学生にあࡗては30༢)」と，ྠ条第4項中「前3項」とあるのは

「第75条において読み替えて‽⏝する第1項及び前項」と，「学部規則」とあるのは「◊✲科規則」と読み替えるもの

とする。

(␃ Ꮫ)

第 76条 学㝔学生のእᅜの学の␃学に関しては，第40条を‽⏝する。このሙྜにおいて，ྠ条第1項中「第34
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条第1項ཪは第2項」とあるのは「第74条」と，「ᡤᒓ学部長」とあるのは「ᡤᒓ◊✲科長」と，ྠ条第2項中「第22

条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。

(ఇ Ꮫ)

第 77条 学㝔学生のఇ学に関しては，第41条第1項，第42条，第43条及び第44条第2項を‽⏝するほか，各◊✲科規

則で定める。

第 4章 Ꮫ࣒ࣛࢢࣟࣉ

(Ꮫ࣒ࣛࢢࣟࣉ)

第 77条の 2 各学部及び各◊✲科において⦅成する教⫱ㄢ程のほか，明☜なேᮦ㣴成┠ⓗに基づき，学部ཪは◊✲科のᯟを

㉸えた⤌⧊ⓗなᣦᑟయไでᒎ㛤されるయ⣔ᛶ୍࣭㈏ᛶある教⫱を実施するため，学の取得を┠ⓗとする学࣒ࣛࢢࣟࣉ

を⨨くことができる。

2 学࣒ࣛࢢࣟࣉの実施に関し必要な事項は，別に定める。

第 5章 ≉ู⫈ㅮᏛ⏕㸪≉ู◊✲Ꮫ⏕㸪⛉┠➼ᒚಟ⏕㸪⫈ㅮ⏕㸪◊✲⏕㸪ᑓᨷ⏕ཬࡧእᅜே≉ูᏛ⏕

(≉ู⫈ㅮᏛ⏕)

第 78条 他の学，▷期学(እᅜの学ཪは▷期学をྵࡴ。)ཪは㧗等ᑓ㛛学ᰯとの協定に基づき，当該学(学㝔を

をᒚಟしようとする者が࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱期学ཪは㧗等ᑓ㛛学ᰯの学生で，本学の授業科┠ཪは別に定める教▷，(。ࡴྵ

あるときは，≉別⫈ㅮ学生として許可することがある。

2 ≉別⫈ㅮ学生にࡘいては，協定に定めるもののほか，関ಀの学部規則, ◊✲科規則等で定める。

(≉ู◊✲Ꮫ⏕)

第 79条 他学(እᅜの学をྵࡴ。)の学㝔との協定に基づき，当該学㝔の学生で，本学において◊✲ᣦᑟを受けよう

とする者があるときは，≉別◊✲学生として許可することがある。

2 ≉別◊✲学生にࡘいては，協定に定めるもののほか，関ಀの◊✲科規則で定める。

(⛉┠➼ᒚಟ⏕)

第 80条 本学が㛤タする1ཪは」数の授業科┠をᒚಟしようとする者があるときは，科┠等ᒚಟ生として許可することがあ

る。

2 科┠等ᒚಟ生にᑐしては，༢をえることができる。

3 科┠等ᒚಟ生にࡘいては，関ಀの学部規則及び◊✲科規則で定める。

(⫈ㅮ⏕㸪◊✲⏕ཬࡧᑓᨷ⏕)

第 81条 本学が㛤タする1ཪは」数の授業科┠を⫈ㅮしようとする者があるときは，⫈ㅮ生として許可することがある。

2 ≉定の事項にࡘいて◊✲しようとする者があるときは，◊✲生として許可することがある。

3 本学学部༞業者で，≉定のᑓ㛛事項にࡘいてᨷ✲しようとする者があるときは，ᑓᨷ生として許可することがある。

4 ⫈ㅮ生，◊✲生及びᑓᨷ生にࡘいては，それࡒれ関ಀの学部規則，◊✲科規則及びᑓᨷ生規則で定める。

(授業料の⣡ᮇ)

第 82条 ≉別⫈ㅮ学生，≉別◊✲学生，科┠等ᒚಟ生，⫈ㅮ生，◊✲生及びᑓᨷ生の授業料にࡘいては，それࡒれのᅾ学予

定期間にᛂじ，3か月分ཪは6か月分に相当する額を当該期間における当ึの月に納付するものとし，ᅾ学予定期間が3

か月未‶ཪは6か月未‶であるときは，その期間分に相当する額を当該期間における当ึの月に納付しなければならない。

(እᅜே≉ูᏛ⏕)

第 83条 እᅜேで，第10条，第56条，第58条ཪは第59条の規定によらないで，እᅜே≉別学生として本学の学部ཪは

学㝔にධ学をᚿ㢪する者があるときは，教授会の議を経て許可する。

2 前項の学生で，学部ཪは学㝔のㄢ程をಟした者には，第49条ཪは第71条に定める学を授する。

第 6章 ≉ูのㄢ⛬

(≉ูのㄢ⛬)

第 83条の 2 本学の学生以እの者をᑐ㇟として，ἲ第105条に規定する≉別のㄢ程㸦以下「≉別のㄢ程」という。㸧を⦅成

することができる。

2 ≉別のㄢ程の⦅成及び実施に関し必要な事項は，別に定める。

第 7章 授業料㸪ධᏛ料ཬ᳨ࡧᐃ料の㢠

(授業料㸪ධᏛ料ཬ᳨ࡧᐃ料の㢠)

第 84条 本学の授業料，ධ学料及び᳨定料(以下「授業料等」という。)の額は，⚄ᡞ学における授業料，ධ学料，᳨定料

及びᐤᐟ料の額に関する規程(平成16年4月1日ไ定)に定められた額とする。

(授業料➼のᚩ)

第84条の2 ᅜ㈝እᅜே␃学生ไᗘ実施要項(和29年3月31日ᩥ部⮧定)に基づくᅜ㈝እᅜே␃学生の授業料等にࡘ

いては，前条の規定にかかࢃらず，徴収とする。

2 ≉別⫈ㅮ学生及び≉別◊✲学生の授業料等にࡘいては，第82条及び前条の規定にかかࢃらず，第78条第1項ཪは第79

条第1項の協定に基づき，徴収とすることができる。

3 科┠等ᒚಟ生のうࡕ，教⫱බົ員≉ἲ(和24年ἲᚊ第1号)第22条第2項ཪは第3項の規定に基づき本学にὴ㐵され

た教⫱⫋員(以下「⌧⫋教⫱⫋員」という。)のධ学料及び᳨定料にࡘいては，前条の規定にかかࢃらず，徴収とするこ

とができる。

4 ⫈ㅮ生及び◊✲生のうࡕ，⌧⫋教⫱⫋員の授業料等にࡘいては，第82条及び前条の規定にかかࢃらず，徴収とするこ

とができる。

5 学長のᢎ認に基づき⌧⫋のままで科┠等ᒚಟ生，⫈ㅮ生ཪは◊✲生としてධ学した本学の㝃ᒓ学ᰯ教員の授業料等は，第

82条及び前条の規定にかかࢃらず，徴収とする。

6 እᅜே≉別学生の授業料等にࡘいては，学長が認めたときは，前条の規定にかかࢃらず，徴収とすることができる。

第 8章 ᩍ⫱⫋ဨච許≧

(ᩍဨのච許≧授のᡤせ㈨᱁の取ᚓ)

第 85条 教員の免許≧授のᡤ要㈨᱁を取得しようとする者は，教⫱⫋員免許ἲ(和24年ἲᚊ第147号)及び教⫱⫋員免

許ἲ施行規則(和29年ᩥ部┬令第26号)に定めるᡤ要の༢をಟ得しなければならない。

2 前項の規定によりᡤ要㈨᱁を取得できる教員の免許≧の✀類等にࡘいては，関ಀの学部規則及び◊✲科規則の定めるとこ

。によるࢁ

附 則

1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。ただし，別⾲第1学部の⾲の規定中海事科学部の第3年次⦅ධ学定員にಀる部分は，平成18年4月1

日から施行する。

2 ⚄ᡞ学学則等をᗫṆする規則(平成16年4月1日ไ定)第1条の規定によるᗫṆ前の⚄ᡞ学学則(以下「ᪧ学則」という。)第2条第2項に規定する

ἲ学◊✲科経῭関ಀἲᑓᨷ，බඹ関ಀἲᑓᨷ及び政♫会科学ᑓᨷは，改正後の⚄ᡞ学教学規則(以下「᪂規則」という。)第4条第1項の規定にかかࢃ

らず，平成16年3月31日に当該ᑓᨷの前期ㄢ程ཪは後期ㄢ程にᅾ学する者が当該ㄢ程にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 ᪧ学則の規定により存続するものとされた学部の学科及び◊✲科のᑓᨷのうࡕ，平成16年3月31日において⌧に学生がᅾ学する学科ཪはᑓᨷは，᪂規

則第3条及び第4条第1項の規定にかかࢃらず，平成16年3月31日に当該学科ⱝしくは当該ᑓᨷの前期ㄢ程ཪは後期ㄢ程にᅾ学する者が当該学科ཪは当

該ㄢ程にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 ᅜ❧学ἲேἲ(平成15年ἲᚊ第112号)㝃則第17条の規定に基づき，⚄ᡞၟ⯪学においてྠ学を༞業するためཪはྠ学の学㝔のㄢ程をಟす

るため必要であࡗた教⫱ㄢ程のᒚಟをᘬき続き本学において行うため，平成16年3月31日において⌧に⚄ᡞၟ⯪学にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)

がᅾ学しなくなるまでの間，海事科学部及び⮬↛科学◊✲科に次にᥖࡆるㄢ程及びᑓᨷを⨨く。

海事科学部 ᕤ学ㄢ程࣒ࢸࢫࢩᕤ学ㄢ程，海洋㟁ᏊᶵᲔᕤ学ㄢ程，ືຊ࣒ࢸࢫࢩ学ㄢ程，㍺㏦ሗ࣒ࢸࢫࢩ⯪ၟ

⮬↛科学◊✲科

前期2年のㄢ程 ᕤ学ᑓᨷ࣒ࢸࢫࢩᕤ学ᑓᨷ，海洋㟁ᏊᶵᲔᕤ学ᑓᨷ，ືຊ࣒ࢸࢫࢩ学ᑓᨷ，㍺㏦ሗ࣒ࢸࢫࢩ⯪ၟ

後期3年のㄢ程 海ୖ㍺㏦࣒ࢸࢫࢩ科学ᑓᨷ，海洋ᶵᲔ࣮ࢠࣝࢿ࢚ᕤ学ᑓᨷ
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条第1項ཪは第2項」とあるのは「第74条」と，「ᡤᒓ学部長」とあるのは「ᡤᒓ◊✲科長」と，ྠ条第2項中「第22

条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。

(ఇ Ꮫ)

第 77条 学㝔学生のఇ学に関しては，第41条第1項，第42条，第43条及び第44条第2項を‽⏝するほか，各◊✲科規

則で定める。

第 4章 Ꮫ࣒ࣛࢢࣟࣉ

(Ꮫ࣒ࣛࢢࣟࣉ)

第 77条の 2 各学部及び各◊✲科において⦅成する教⫱ㄢ程のほか，明☜なேᮦ㣴成┠ⓗに基づき，学部ཪは◊✲科のᯟを

㉸えた⤌⧊ⓗなᣦᑟయไでᒎ㛤されるయ⣔ᛶ୍࣭㈏ᛶある教⫱を実施するため，学の取得を┠ⓗとする学࣒ࣛࢢࣟࣉ

を⨨くことができる。

2 学࣒ࣛࢢࣟࣉの実施に関し必要な事項は，別に定める。

第 5章 ≉ู⫈ㅮᏛ⏕㸪≉ู◊✲Ꮫ⏕㸪⛉┠➼ᒚಟ⏕㸪⫈ㅮ⏕㸪◊✲⏕㸪ᑓᨷ⏕ཬࡧእᅜே≉ูᏛ⏕

(≉ู⫈ㅮᏛ⏕)

第 78条 他の学，▷期学(እᅜの学ཪは▷期学をྵࡴ。)ཪは㧗等ᑓ㛛学ᰯとの協定に基づき，当該学(学㝔を

をᒚಟしようとする者が࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱期学ཪは㧗等ᑓ㛛学ᰯの学生で，本学の授業科┠ཪは別に定める教▷，(。ࡴྵ

あるときは，≉別⫈ㅮ学生として許可することがある。

2 ≉別⫈ㅮ学生にࡘいては，協定に定めるもののほか，関ಀの学部規則, ◊✲科規則等で定める。

(≉ู◊✲Ꮫ⏕)

第 79条 他学(እᅜの学をྵࡴ。)の学㝔との協定に基づき，当該学㝔の学生で，本学において◊✲ᣦᑟを受けよう

とする者があるときは，≉別◊✲学生として許可することがある。

2 ≉別◊✲学生にࡘいては，協定に定めるもののほか，関ಀの◊✲科規則で定める。

(⛉┠➼ᒚಟ⏕)

第 80条 本学が㛤タする1ཪは」数の授業科┠をᒚಟしようとする者があるときは，科┠等ᒚಟ生として許可することがあ

る。

2 科┠等ᒚಟ生にᑐしては，༢をえることができる。

3 科┠等ᒚಟ生にࡘいては，関ಀの学部規則及び◊✲科規則で定める。

(⫈ㅮ⏕㸪◊✲⏕ཬࡧᑓᨷ⏕)

第 81条 本学が㛤タする1ཪは」数の授業科┠を⫈ㅮしようとする者があるときは，⫈ㅮ生として許可することがある。

2 ≉定の事項にࡘいて◊✲しようとする者があるときは，◊✲生として許可することがある。

3 本学学部༞業者で，≉定のᑓ㛛事項にࡘいてᨷ✲しようとする者があるときは，ᑓᨷ生として許可することがある。

4 ⫈ㅮ生，◊✲生及びᑓᨷ生にࡘいては，それࡒれ関ಀの学部規則，◊✲科規則及びᑓᨷ生規則で定める。

(授業料の⣡ᮇ)

第 82条 ≉別⫈ㅮ学生，≉別◊✲学生，科┠等ᒚಟ生，⫈ㅮ生，◊✲生及びᑓᨷ生の授業料にࡘいては，それࡒれのᅾ学予

定期間にᛂじ，3か月分ཪは6か月分に相当する額を当該期間における当ึの月に納付するものとし，ᅾ学予定期間が3

か月未‶ཪは6か月未‶であるときは，その期間分に相当する額を当該期間における当ึの月に納付しなければならない。

(እᅜே≉ูᏛ⏕)

第 83条 እᅜேで，第10条，第56条，第58条ཪは第59条の規定によらないで，እᅜே≉別学生として本学の学部ཪは

学㝔にධ学をᚿ㢪する者があるときは，教授会の議を経て許可する。

2 前項の学生で，学部ཪは学㝔のㄢ程をಟした者には，第49条ཪは第71条に定める学を授する。

第 6章 ≉ูのㄢ⛬

(≉ูのㄢ⛬)

第 83条の 2 本学の学生以እの者をᑐ㇟として，ἲ第105条に規定する≉別のㄢ程㸦以下「≉別のㄢ程」という。㸧を⦅成

することができる。

2 ≉別のㄢ程の⦅成及び実施に関し必要な事項は，別に定める。

第 7章 授業料㸪ධᏛ料ཬ᳨ࡧᐃ料の㢠

(授業料㸪ධᏛ料ཬ᳨ࡧᐃ料の㢠)

第 84条 本学の授業料，ධ学料及び᳨定料(以下「授業料等」という。)の額は，⚄ᡞ学における授業料，ධ学料，᳨定料

及びᐤᐟ料の額に関する規程(平成16年4月1日ไ定)に定められた額とする。

(授業料➼のᚩ)

第84条の2 ᅜ㈝እᅜே␃学生ไᗘ実施要項(和29年3月31日ᩥ部⮧定)に基づくᅜ㈝እᅜே␃学生の授業料等にࡘ

いては，前条の規定にかかࢃらず，徴収とする。

2 ≉別⫈ㅮ学生及び≉別◊✲学生の授業料等にࡘいては，第82条及び前条の規定にかかࢃらず，第78条第1項ཪは第79

条第1項の協定に基づき，徴収とすることができる。

3 科┠等ᒚಟ生のうࡕ，教⫱බົ員≉ἲ(和24年ἲᚊ第1号)第22条第2項ཪは第3項の規定に基づき本学にὴ㐵され

た教⫱⫋員(以下「⌧⫋教⫱⫋員」という。)のධ学料及び᳨定料にࡘいては，前条の規定にかかࢃらず，徴収とするこ

とができる。

4 ⫈ㅮ生及び◊✲生のうࡕ，⌧⫋教⫱⫋員の授業料等にࡘいては，第82条及び前条の規定にかかࢃらず，徴収とするこ

とができる。

5 学長のᢎ認に基づき⌧⫋のままで科┠等ᒚಟ生，⫈ㅮ生ཪは◊✲生としてධ学した本学の㝃ᒓ学ᰯ教員の授業料等は，第

82条及び前条の規定にかかࢃらず，徴収とする。

6 እᅜே≉別学生の授業料等にࡘいては，学長が認めたときは，前条の規定にかかࢃらず，徴収とすることができる。

第 8章 ᩍ⫱⫋ဨච許≧

(ᩍဨのච許≧授のᡤせ㈨᱁の取ᚓ)

第 85条 教員の免許≧授のᡤ要㈨᱁を取得しようとする者は，教⫱⫋員免許ἲ(和24年ἲᚊ第147号)及び教⫱⫋員免

許ἲ施行規則(和29年ᩥ部┬令第26号)に定めるᡤ要の༢をಟ得しなければならない。

2 前項の規定によりᡤ要㈨᱁を取得できる教員の免許≧の✀類等にࡘいては，関ಀの学部規則及び◊✲科規則の定めるとこ

。によるࢁ

附 則

1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。ただし，別⾲第1学部の⾲の規定中海事科学部の第3年次⦅ධ学定員にಀる部分は，平成18年4月1

日から施行する。

2 ⚄ᡞ学学則等をᗫṆする規則(平成16年4月1日ไ定)第1条の規定によるᗫṆ前の⚄ᡞ学学則(以下「ᪧ学則」という。)第2条第2項に規定する

ἲ学◊✲科経῭関ಀἲᑓᨷ，බඹ関ಀἲᑓᨷ及び政♫会科学ᑓᨷは，改正後の⚄ᡞ学教学規則(以下「᪂規則」という。)第4条第1項の規定にかかࢃ

らず，平成16年3月31日に当該ᑓᨷの前期ㄢ程ཪは後期ㄢ程にᅾ学する者が当該ㄢ程にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 ᪧ学則の規定により存続するものとされた学部の学科及び◊✲科のᑓᨷのうࡕ，平成16年3月31日において⌧に学生がᅾ学する学科ཪはᑓᨷは，᪂規

則第3条及び第4条第1項の規定にかかࢃらず，平成16年3月31日に当該学科ⱝしくは当該ᑓᨷの前期ㄢ程ཪは後期ㄢ程にᅾ学する者が当該学科ཪは当

該ㄢ程にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 ᅜ❧学ἲேἲ(平成15年ἲᚊ第112号)㝃則第17条の規定に基づき，⚄ᡞၟ⯪学においてྠ学を༞業するためཪはྠ学の学㝔のㄢ程をಟす

るため必要であࡗた教⫱ㄢ程のᒚಟをᘬき続き本学において行うため，平成16年3月31日において⌧に⚄ᡞၟ⯪学にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)

がᅾ学しなくなるまでの間，海事科学部及び⮬↛科学◊✲科に次にᥖࡆるㄢ程及びᑓᨷを⨨く。

海事科学部 ᕤ学ㄢ程࣒ࢸࢫࢩᕤ学ㄢ程，海洋㟁ᏊᶵᲔᕤ学ㄢ程，ືຊ࣒ࢸࢫࢩ学ㄢ程，㍺㏦ሗ࣒ࢸࢫࢩ⯪ၟ

⮬↛科学◊✲科

前期2年のㄢ程 ᕤ学ᑓᨷ࣒ࢸࢫࢩᕤ学ᑓᨷ，海洋㟁ᏊᶵᲔᕤ学ᑓᨷ，ືຊ࣒ࢸࢫࢩ学ᑓᨷ，㍺㏦ሗ࣒ࢸࢫࢩ⯪ၟ

後期3年のㄢ程 海ୖ㍺㏦࣒ࢸࢫࢩ科学ᑓᨷ，海洋ᶵᲔ࣮ࢠࣝࢿ࢚ᕤ学ᑓᨷ

－ 20 － － 21 －



5 前項に規定するㄢ程及びᑓᨷにおける教⫱ㄢ程のᒚಟその他ᅾ学者の教⫱に関し必要な事項は，海事科学部教授会及び⮬↛科学◊✲科教授会が定めるも

のとする。

附 則(平成17年3月17日)

1 この規則は，平成17年4月1日から施行する。ただし，別⾲第1学部の⾲の規定中Ⓨ㐩科学部の第3年次⦅ධ学定員にಀる部分は，平成19年4月1

日から施行する。

2 第34条第3項，第56条，第58条及び第59条の改正規定は，平成16年12月13日から㐺⏝する。

3 ᅜ㝿ᩥ学部ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ学科及びᆅᇦᩥ学科୪びにⓎ㐩科学部ே間Ⓨ㐩科学科，ே間⎔ቃ科学科及びே間行ື࣭⾲⌧学科は，改正後の第3

条の規定にかかࢃらず，平成17年3月31日に当該学科にᅾ学する者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 ᩥ学◊✲科ဴ学ᑓᨷ，ⱁ⾡学ⱁ⾡ྐᑓᨷ，♫会学ᑓᨷ，ྐ学ᑓᨷ，ᅜᩥ学ᑓᨷ及びⱥ⡿ᩥ学ᑓᨷは，改正後の第4条の規定にかかࢃらず，平成17年3

月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成17年11月22日)

この規則は，平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成17年12月20日)

1 この規則は，平成18年4月1日から施行し，改正後の第13条第1項第2号及び第56条第2号の規定にࡘいては，平成17年10月1日から㐺⏝する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成18年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する

者は，改正後の第26条の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成18年3月22日)

1 この規則は，平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成18年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する

者は，改正後の第47条の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成18年12月26日)

この規則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日)

この規則は，平成19年3月20日から施行し，改正後の⚄ᡞ学教学規則の規定は，平成19年3月1日から㐺⏝する。

附 則(平成19年3月20日)

1 この規則は，平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成19年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する

者にࡘいては，改正後の第67条の規定を除き，なおᚑ前のによる。

3 ᕤ学部ᘓタ学科は，改正後の第3条の規定にかかࢃらず，平成19年3月31日に当該学科にᅾ学する者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続す

るものとする。

4 ᩥ学◊✲科ᩥ基♏ᑓᨷ及びᩥືែᑓᨷ，⥲ྜே間科学◊✲科ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ学ᑓᨷ，ᆅᇦᩥ学ᑓᨷ，ே間Ⓨ㐩科学ᑓᨷ，ே間⎔ቃ科学ᑓᨷ，

ே間行ື࣭⾲⌧学ᑓᨷ，ே間ᙧ成科学ᑓᨷ，ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ科学ᑓᨷ及びே間ᩥ科学ᑓᨷ，ᩥ学◊✲科ᩥᵓ㐀ᑓᨷ及び♫会ᩥᑓᨷ୪びに⮬↛

科学◊✲科数学ᑓᨷ，≀理学ᑓᨷ，学ᑓᨷ，生≀学ᑓᨷ，ᆅ⌫ᝨᫍ科学ᑓᨷ，ᘓタ学ᑓᨷ，㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ学ᑓᨷ，ᶵᲔᕤ学ᑓᨷ，ᛂ⏝学ᑓᨷ，ሗ▱⬟

ᕤ学ᑓᨷ，ᛂ⏝ື≀学ᑓᨷ，᳜≀㈨※学ᑓᨷ，生≀⎔ቃไᚚ学ᑓᨷ，生≀ᶵ⬟学ᑓᨷ，㣗料生⏘⎔ቃᕤ学ᑓᨷ，海事ᢏ⾡ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐学ᑓᨷ，海ୖ㍺㏦

科࣒ࢸࢫࢩ科学ᑓᨷ，ሗ࣭㟁Ꮚ科学ᑓᨷ，ᶵᲔ࣭࣒ࢸࢫࢩᑓᨷ，数≀科学ᑓᨷ，分Ꮚ≀㉁科学ᑓᨷ，ᆅ⌫ᝨᫍࢢࣥࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜ，学ᑓᨷ࣒ࢸࢫࢩ

学ᑓᨷ，ᆅᇦ✵間生科学ᑓᨷ，㣗料ࢻ࣮ࣝࣇ科学ᑓᨷ，海事科学ᑓᨷ，生ᶵᵓ科学ᑓᨷ及び㈨※生科学ᑓᨷは，改正後の第4条の規定にかかࢃら

ず，平成19年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成19年3月27日)

この規則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日)

この規則は，平成19年12月25日から施行する。

附 則(平成20年3月18日)

1 こ の規則は，平成20年4月1日から施行し，改正後の第4条第3項，第10条第8号，第11条第1項第5号，第13条第1項第2号及び第3号，第22

条第1 項，第56条第2号及び第8号，第58条第1号，第59条第6号，第68条第2項୪びに第69条第2項及び第4項の規定は，平成19年12月26日か

ら㐺⏝する。ただし，別⾲第1学部の⾲の規定中㎰学部及び海事科学部の第3年次⦅ධ学定員にಀる部分は，平成22年4月1日から施行する。

2 ㎰学部ᛂ⏝ື≀学科，᳜ ≀㈨※学科，生≀⎔ቃไᚚ学科，生≀ᶵ⬟学科及び㣗料生⏘⎔ቃᕤ学科୪びに海事科学部海事ᢏ⾡ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐学ㄢ程，海ୖ

㍺㏦࣒ࢸࢫࢩ学ㄢ程及びࢢࣥࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜㄢ程は，改正後の第3条の規定にかかࢃらず，平成20年3月31日に当該学科ཪはㄢ程にᅾ学する者が当

該学科ཪはㄢ程にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 経῭学◊✲科経῭࣒ࢸࢫࢩ分ᯒᑓᨷ及び⥲ྜ経῭政策ᑓᨷ୪びに་学⣔◊✲科ࢫ࢚ࣥࢧࣝ࢝ࢹ࣓࢜ࣂᑓᨷ，་科学ᑓᨷ及びಖ学ᑓᨷは，改正後

の第4条の規定にかかࢃらず，平成20年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成21年3月18日)

この規則は，平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日)

1 この規則は，平成22年4月1日から施行する。

2 ᕤ学◊✲科ሗ▱⬟学ᑓᨷは，改正後の第4条第1項の規定にかかࢃらず，平成22年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日

までの間，存続するものとする。

附 則(平成22年10月26日)

この規則は，平成22年10月26日から施行する。

附 則(平成23年3月22日)

この規則は，平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月21日)

1 この規則は，平成24年4月1日から施行する。

2 経Ⴀ学◊✲科༤ኈㄢ程ࢺ࣭࣓ࣥࢪࢿ࣐ らࢃᑓᨷ，ᕷሙ科学ᑓᨷ及び⌧௦経Ⴀ学ᑓᨷは，改正後の第4条第1項の規定にかか࣒ࢸࢫࢩᑓᨷ，会計࣒ࢸࢫࢩ

ず，平成24年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成24年9月26日)

この規則は，平成24年9月26日から施行する。

附 則(平成25年3月27日)

1 この規則は，平成25年4月1日から施行する。

2 海事科学部海事ᢏ⾡ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐学科及び海洋ࣟࢫࢡࢸࢫࢪ科学科は，改正後の⚄ᡞ学教学規則(以下「᪂規則」という。)第3条の規定にかかࢃら

ず，平成25年3月31日に当該学科にᅾ学する者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科ᚰ㌟Ⓨ㐩ᑓᨷ，教⫱࣭学⩦ᑓᨷ，ே間行ືᑓᨷ及びே間⾲⌧ᑓᨷは，改正後の᪂規則第4条第1項の規定にかかࢃらず，平成25

年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成25年10月29日)

この規則は，平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成26年3月26日)

この規則は，平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年5月20日)

この規則は，平成26年5月20日から施行し，改正後の⚄ᡞ学教学規則の規定は，平成26年4月1日から㐺⏝する。

附 則㸦平成27年3月23日㸧

1 この規則は，平成27年4月1日から施行する。

2 理学部ᆅ⌫ᝨᫍ科学科は，改正後の⚄ᡞ学教学規則(以下「᪂規則」という。)第3条の規定にかかࢃらず，平成27年3月31日に当該学科にᅾ学する

者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 理学◊✲科༤ኈㄢ程ᆅ⌫ᝨᫍ科学ᑓᨷは，᪂規則第4条第1項の規定にかかࢃらず，平成27年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しな

くなる日までの間，存続するものとする。

4 平成27年ᗘから平成29年ᗘまでの理学部のᝨᫍ学科及びᆅ⌫ᝨᫍ科学科の⥲定員，平成27年ᗘから平成31年ᗘまでの་学部及び་学部་学科୪びに学

部のධ学定員，平成27年ᗘから平成36年ᗘまでのこれらの⥲定員୪びに平成27年ᗘの海事科学部ࣝࣂ࣮ࣟࢢ㍺㏦科学科，海洋Ᏻ࣒ࢸࢫࢩ科学科，࣐ࣜ

らず，㝃則別⾲第1のとおりࢃ科学科の⥲定員は，᪂規則別⾲の規定にかかࢫࢡࢸࢫࢪ学科及び海洋ࣟࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐⾡学科，海事ᢏࢢࣥࣜࢽࢪ࢚ࣥࣥ

とする。㸦㝃則別⾲第1⾲グ␎㸧

5 平成27年ᗘから平成28年ᗘまでの理学◊✲科のᝨᫍ学ᑓᨷ及びᆅ⌫ᝨᫍ科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程のᑓᨷ別の⥲定員は，᪂規則別⾲の規定にかかࢃらず，㝃則

別⾲第2にᥖࡆるとおりとする。㸦㝃則別⾲第2⾲グ␎㸧

附 則(平成28年3月22日)

1 この規則は，平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成28年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学,㌿ධ学ཪはධ学する者

にࡘいては,改正後の第26条の規定にかかࢃらず,なおᚑ前のによる。

3 科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ◊✲科科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀᑓᨷ及び別⾲の改正規定によりධ学定員を改める༤ኈㄢ程前期ㄢ程のᑓᨷの平成28年ᗘの⥲定

員は，改正後の別⾲の規定にかかࢃらず，㝃則別⾲にᥖࡆるとおりとする。㸦㝃則別⾲⾲グ␎㸧

附 則(平成28年6月21日)

この規則は，平成28年6月21日から施行し，改正後の⚄ᡞ学教学規則の規定は，平成28年4月1日から㐺⏝する。

附 則(平成29年3月21日)

1 この規則は，平成29年4月1日から施行する。

2 ᅜ㝿ᩥ学部ᅜ㝿ᩥ学科୪びにⓎ㐩科学部ே間ᙧ成学科，ே間行ື学科，ே間⾲⌧学科及びே間⎔ቃ学科は，改正後の第3条の規定にかかࢃらず，平

成29年3月31日に当該学科にᅾ学する者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 ᅜ㝿ே間科学部及び別⾲の改正規定によりධ学定員を改める学科の平成29年ᗘから平成31年ᗘまでの⥲定員୪びに学部の⥲定員のྜ計は，改正後の別

⾲の規定にかかࢃらず，㝃則別⾲第1のとおりとする。㸦㝃則別⾲第1⾲グ␎㸧

4 別⾲の改正規定によりධ学定員を改めるᑓᨷの平成29年ᗘから平成31年ᗘまでの⥲定員及び༤ኈㄢ程の⥲定員のྜ計は，改正後の別⾲の規定にかかࢃ

らず，㝃則別⾲第2のとおりとする。㸦㝃則別⾲第2⾲グ␎㸧

附 則(平成30年3月30日)

1 この規則は，平成30年4月1日から施行する。

2 ἲ学◊✲科理ㄽἲ学ᑓᨷ及び政学ᑓᨷは，改正後の⚄ᡞ学教学規則㸦以下「᪂規則」という。㸧第 4条第 1項の規定にかかࢃらず，平成 30年 3月

31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 平成30年ᗘの་学部及び་学部ಖ学科の⥲定員୪びに学部⥲定員は，᪂規則別⾲の規定にかかࢃらず，㝃則別⾲第1にᥖࡆるとおりとする。

4 平成30年ᗘから平成31年ᗘまでの別⾲の改正規定によりධ学定員を改めるᑓᨷの⥲定員及び༤ኈㄢ程の⥲定員のྜ計は，᪂規則別⾲の規定にかかࢃ

らず，㝃則別⾲第2にᥖࡆるとおりとする。

附 則(平成31年2月26日)

この規則は，平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月24日)

この規則は，令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年7月28日)

この規則は，令和2年7月28日から施行する。

附 則(令和2年9月29日)

この規則は，令和2年9月29日から施行し，改正後の⚄ᡞ学教学規則の規定は，令和2年6月30日から㐺⏝する。

附 則(令和2年12月1日)

この規則は，令和2年12月1日から施行し，改正後の⚄ᡞ学教学規則の規定は，平成31年4月1日から㐺⏝する。

附 則(令和3年3月30日)

1 この規則は，令和3年4月1日から施行する。ただし，第13条の改正規定中，ᕤ学部にಀる部分は令和4年4月1日から，海洋政策科学部にಀる部分

は令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第19条，第20条，第47条及び第50条の規定は，令和3年3月30日から㐺⏝する。

3 海事科学部ࣝࣂ࣮ࣟࢢ㍺㏦科学科，海洋Ᏻ࣒ࢸࢫࢩ科学科及びࢢࣥࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜ学科は，改正後の第3 条の規定にかかࢃらず，令和3 年3 月

31 日に当該学科にᅾ学する者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 令和3 年ᗘから令和5 年ᗘまでの海洋政策科学部海洋政策科学科，海事科学部ࣝࣂ࣮ࣟࢢ㍺㏦科学科，海洋Ᏻ࣒ࢸࢫࢩ科学科及びࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜ

。らず，㝃則別⾲のとおりとするࢃ学科の⥲定員及び学部の⥲定員のྜ計は，改正後の別⾲の規定にかかࢢࣥࣜ

附 則(令和4年3月29日)

1 この規則は，令和4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にEUࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ேᮦ㣴成࣒ࣛࢢࣟࣉをᒚಟしている者にࡘいては，改正後の第77条の2の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによ
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5 前項に規定するㄢ程及びᑓᨷにおける教⫱ㄢ程のᒚಟその他ᅾ学者の教⫱に関し必要な事項は，海事科学部教授会及び⮬↛科学◊✲科教授会が定めるも

のとする。

附 則(平成17年3月17日)

1 この規則は，平成17年4月1日から施行する。ただし，別⾲第1学部の⾲の規定中Ⓨ㐩科学部の第3年次⦅ධ学定員にಀる部分は，平成19年4月1

日から施行する。

2 第34条第3項，第56条，第58条及び第59条の改正規定は，平成16年12月13日から㐺⏝する。

3 ᅜ㝿ᩥ学部ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ学科及びᆅᇦᩥ学科୪びにⓎ㐩科学部ே間Ⓨ㐩科学科，ே間⎔ቃ科学科及びே間行ື࣭⾲⌧学科は，改正後の第3

条の規定にかかࢃらず，平成17年3月31日に当該学科にᅾ学する者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 ᩥ学◊✲科ဴ学ᑓᨷ，ⱁ⾡学ⱁ⾡ྐᑓᨷ，♫会学ᑓᨷ，ྐ学ᑓᨷ，ᅜᩥ学ᑓᨷ及びⱥ⡿ᩥ学ᑓᨷは，改正後の第4条の規定にかかࢃらず，平成17年3

月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成17年11月22日)

この規則は，平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成17年12月20日)

1 この規則は，平成18年4月1日から施行し，改正後の第13条第1項第2号及び第56条第2号の規定にࡘいては，平成17年10月1日から㐺⏝する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成18年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する

者は，改正後の第26条の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成18年3月22日)

1 この規則は，平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成18年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する

者は，改正後の第47条の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成18年12月26日)

この規則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日)

この規則は，平成19年3月20日から施行し，改正後の⚄ᡞ学教学規則の規定は，平成19年3月1日から㐺⏝する。

附 則(平成19年3月20日)

1 この規則は，平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成19年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する

者にࡘいては，改正後の第67条の規定を除き，なおᚑ前のによる。

3 ᕤ学部ᘓタ学科は，改正後の第3条の規定にかかࢃらず，平成19年3月31日に当該学科にᅾ学する者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続す

るものとする。

4 ᩥ学◊✲科ᩥ基♏ᑓᨷ及びᩥືែᑓᨷ，⥲ྜே間科学◊✲科ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ学ᑓᨷ，ᆅᇦᩥ学ᑓᨷ，ே間Ⓨ㐩科学ᑓᨷ，ே間⎔ቃ科学ᑓᨷ，

ே間行ື࣭⾲⌧学ᑓᨷ，ே間ᙧ成科学ᑓᨷ，ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ科学ᑓᨷ及びே間ᩥ科学ᑓᨷ，ᩥ学◊✲科ᩥᵓ㐀ᑓᨷ及び♫会ᩥᑓᨷ୪びに⮬↛

科学◊✲科数学ᑓᨷ，≀理学ᑓᨷ，学ᑓᨷ，生≀学ᑓᨷ，ᆅ⌫ᝨᫍ科学ᑓᨷ，ᘓタ学ᑓᨷ，㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ学ᑓᨷ，ᶵᲔᕤ学ᑓᨷ，ᛂ⏝学ᑓᨷ，ሗ▱⬟

ᕤ学ᑓᨷ，ᛂ⏝ື≀学ᑓᨷ，᳜≀㈨※学ᑓᨷ，生≀⎔ቃไᚚ学ᑓᨷ，生≀ᶵ⬟学ᑓᨷ，㣗料生⏘⎔ቃᕤ学ᑓᨷ，海事ᢏ⾡ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐学ᑓᨷ，海ୖ㍺㏦

科࣒ࢸࢫࢩ科学ᑓᨷ，ሗ࣭㟁Ꮚ科学ᑓᨷ，ᶵᲔ࣭࣒ࢸࢫࢩᑓᨷ，数≀科学ᑓᨷ，分Ꮚ≀㉁科学ᑓᨷ，ᆅ⌫ᝨᫍࢢࣥࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜ，学ᑓᨷ࣒ࢸࢫࢩ

学ᑓᨷ，ᆅᇦ✵間生科学ᑓᨷ，㣗料ࢻ࣮ࣝࣇ科学ᑓᨷ，海事科学ᑓᨷ，生ᶵᵓ科学ᑓᨷ及び㈨※生科学ᑓᨷは，改正後の第4条の規定にかかࢃら

ず，平成19年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成19年3月27日)

この規則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日)

この規則は，平成19年12月25日から施行する。

附 則(平成20年3月18日)

1 こ の規則は，平成20年4月1日から施行し，改正後の第4条第3項，第10条第8号，第11条第1項第5号，第13条第1項第2号及び第3号，第22

条第1 項，第56条第2号及び第8号，第58条第1号，第59条第6号，第68条第2項୪びに第69条第2項及び第4項の規定は，平成19年12月26日か

ら㐺⏝する。ただし，別⾲第1学部の⾲の規定中㎰学部及び海事科学部の第3年次⦅ධ学定員にಀる部分は，平成22年4月1日から施行する。

2 ㎰学部ᛂ⏝ື≀学科，᳜ ≀㈨※学科，生≀⎔ቃไᚚ学科，生≀ᶵ⬟学科及び㣗料生⏘⎔ቃᕤ学科୪びに海事科学部海事ᢏ⾡ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐学ㄢ程，海ୖ

㍺㏦࣒ࢸࢫࢩ学ㄢ程及びࢢࣥࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜㄢ程は，改正後の第3条の規定にかかࢃらず，平成20年3月31日に当該学科ཪはㄢ程にᅾ学する者が当

該学科ཪはㄢ程にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 経῭学◊✲科経῭࣒ࢸࢫࢩ分ᯒᑓᨷ及び⥲ྜ経῭政策ᑓᨷ୪びに་学⣔◊✲科ࢫ࢚ࣥࢧࣝ࢝ࢹ࣓࢜ࣂᑓᨷ，་科学ᑓᨷ及びಖ学ᑓᨷは，改正後

の第4条の規定にかかࢃらず，平成20年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成21年3月18日)

この規則は，平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日)

1 この規則は，平成22年4月1日から施行する。

2 ᕤ学◊✲科ሗ▱⬟学ᑓᨷは，改正後の第4条第1項の規定にかかࢃらず，平成22年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日

までの間，存続するものとする。

附 則(平成22年10月26日)

この規則は，平成22年10月26日から施行する。

附 則(平成23年3月22日)

この規則は，平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月21日)

1 この規則は，平成24年4月1日から施行する。

2 経Ⴀ学◊✲科༤ኈㄢ程ࢺ࣭࣓ࣥࢪࢿ࣐ らࢃᑓᨷ，ᕷሙ科学ᑓᨷ及び⌧௦経Ⴀ学ᑓᨷは，改正後の第4条第1項の規定にかか࣒ࢸࢫࢩᑓᨷ，会計࣒ࢸࢫࢩ

ず，平成24年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成24年9月26日)

この規則は，平成24年9月26日から施行する。

附 則(平成25年3月27日)

1 この規則は，平成25年4月1日から施行する。

2 海事科学部海事ᢏ⾡ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐学科及び海洋ࣟࢫࢡࢸࢫࢪ科学科は，改正後の⚄ᡞ学教学規則(以下「᪂規則」という。)第3条の規定にかかࢃら

ず，平成25年3月31日に当該学科にᅾ学する者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科ᚰ㌟Ⓨ㐩ᑓᨷ，教⫱࣭学⩦ᑓᨷ，ே間行ືᑓᨷ及びே間⾲⌧ᑓᨷは，改正後の᪂規則第4条第1項の規定にかかࢃらず，平成25

年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成25年10月29日)

この規則は，平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成26年3月26日)

この規則は，平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年5月20日)

この規則は，平成26年5月20日から施行し，改正後の⚄ᡞ学教学規則の規定は，平成26年4月1日から㐺⏝する。

附 則㸦平成27年3月23日㸧

1 この規則は，平成27年4月1日から施行する。

2 理学部ᆅ⌫ᝨᫍ科学科は，改正後の⚄ᡞ学教学規則(以下「᪂規則」という。)第3条の規定にかかࢃらず，平成27年3月31日に当該学科にᅾ学する

者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 理学◊✲科༤ኈㄢ程ᆅ⌫ᝨᫍ科学ᑓᨷは，᪂規則第4条第1項の規定にかかࢃらず，平成27年3月31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しな

くなる日までの間，存続するものとする。

4 平成27年ᗘから平成29年ᗘまでの理学部のᝨᫍ学科及びᆅ⌫ᝨᫍ科学科の⥲定員，平成27年ᗘから平成31年ᗘまでの་学部及び་学部་学科୪びに学

部のධ学定員，平成27年ᗘから平成36年ᗘまでのこれらの⥲定員୪びに平成27年ᗘの海事科学部ࣝࣂ࣮ࣟࢢ㍺㏦科学科，海洋Ᏻ࣒ࢸࢫࢩ科学科，࣐ࣜ

らず，㝃則別⾲第1のとおりࢃ科学科の⥲定員は，᪂規則別⾲の規定にかかࢫࢡࢸࢫࢪ学科及び海洋ࣟࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐⾡学科，海事ᢏࢢࣥࣜࢽࢪ࢚ࣥࣥ

とする。㸦㝃則別⾲第1⾲グ␎㸧

5 平成27年ᗘから平成28年ᗘまでの理学◊✲科のᝨᫍ学ᑓᨷ及びᆅ⌫ᝨᫍ科学ᑓᨷの༤ኈㄢ程のᑓᨷ別の⥲定員は，᪂規則別⾲の規定にかかࢃらず，㝃則

別⾲第2にᥖࡆるとおりとする。㸦㝃則別⾲第2⾲グ␎㸧

附 則(平成28年3月22日)

1 この規則は，平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成28年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学,㌿ධ学ཪはධ学する者

にࡘいては,改正後の第26条の規定にかかࢃらず,なおᚑ前のによる。

3 科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ◊✲科科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀᑓᨷ及び別⾲の改正規定によりධ学定員を改める༤ኈㄢ程前期ㄢ程のᑓᨷの平成28年ᗘの⥲定

員は，改正後の別⾲の規定にかかࢃらず，㝃則別⾲にᥖࡆるとおりとする。㸦㝃則別⾲⾲グ␎㸧

附 則(平成28年6月21日)

この規則は，平成28年6月21日から施行し，改正後の⚄ᡞ学教学規則の規定は，平成28年4月1日から㐺⏝する。

附 則(平成29年3月21日)

1 この規則は，平成29年4月1日から施行する。

2 ᅜ㝿ᩥ学部ᅜ㝿ᩥ学科୪びにⓎ㐩科学部ே間ᙧ成学科，ே間行ື学科，ே間⾲⌧学科及びே間⎔ቃ学科は，改正後の第3条の規定にかかࢃらず，平

成29年3月31日に当該学科にᅾ学する者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 ᅜ㝿ே間科学部及び別⾲の改正規定によりධ学定員を改める学科の平成29年ᗘから平成31年ᗘまでの⥲定員୪びに学部の⥲定員のྜ計は，改正後の別

⾲の規定にかかࢃらず，㝃則別⾲第1のとおりとする。㸦㝃則別⾲第1⾲グ␎㸧

4 別⾲の改正規定によりධ学定員を改めるᑓᨷの平成29年ᗘから平成31年ᗘまでの⥲定員及び༤ኈㄢ程の⥲定員のྜ計は，改正後の別⾲の規定にかかࢃ

らず，㝃則別⾲第2のとおりとする。㸦㝃則別⾲第2⾲グ␎㸧

附 則(平成30年3月30日)

1 この規則は，平成30年4月1日から施行する。

2 ἲ学◊✲科理ㄽἲ学ᑓᨷ及び政学ᑓᨷは，改正後の⚄ᡞ学教学規則㸦以下「᪂規則」という。㸧第 4条第 1項の規定にかかࢃらず，平成 30年 3月

31日に当該ᑓᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 平成30年ᗘの་学部及び་学部ಖ学科の⥲定員୪びに学部⥲定員は，᪂規則別⾲の規定にかかࢃらず，㝃則別⾲第1にᥖࡆるとおりとする。

4 平成30年ᗘから平成31年ᗘまでの別⾲の改正規定によりධ学定員を改めるᑓᨷの⥲定員及び༤ኈㄢ程の⥲定員のྜ計は，᪂規則別⾲の規定にかかࢃ

らず，㝃則別⾲第2にᥖࡆるとおりとする。

附 則(平成31年2月26日)

この規則は，平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月24日)

この規則は，令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年7月28日)

この規則は，令和2年7月28日から施行する。

附 則(令和2年9月29日)

この規則は，令和2年9月29日から施行し，改正後の⚄ᡞ学教学規則の規定は，令和2年6月30日から㐺⏝する。

附 則(令和2年12月1日)

この規則は，令和2年12月1日から施行し，改正後の⚄ᡞ学教学規則の規定は，平成31年4月1日から㐺⏝する。

附 則(令和3年3月30日)

1 この規則は，令和3年4月1日から施行する。ただし，第13条の改正規定中，ᕤ学部にಀる部分は令和4年4月1日から，海洋政策科学部にಀる部分

は令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第19条，第20条，第47条及び第50条の規定は，令和3年3月30日から㐺⏝する。

3 海事科学部ࣝࣂ࣮ࣟࢢ㍺㏦科学科，海洋Ᏻ࣒ࢸࢫࢩ科学科及びࢢࣥࣜࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜ学科は，改正後の第3 条の規定にかかࢃらず，令和3 年3 月

31 日に当該学科にᅾ学する者が当該学科にᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 令和3 年ᗘから令和5 年ᗘまでの海洋政策科学部海洋政策科学科，海事科学部ࣝࣂ࣮ࣟࢢ㍺㏦科学科，海洋Ᏻ࣒ࢸࢫࢩ科学科及びࢽࢪ࢚࣐ࣥࣥࣜ

。らず，㝃則別⾲のとおりとするࢃ学科の⥲定員及び学部の⥲定員のྜ計は，改正後の別⾲の規定にかかࢢࣥࣜ

附 則(令和4年3月29日)

1 この規則は，令和4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にEUࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ேᮦ㣴成࣒ࣛࢢࣟࣉをᒚಟしている者にࡘいては，改正後の第77条の2の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによ
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る。

3 令和4年ᗘから令和9年ᗘまでの་学部及び་学部་学科୪びに学部のධ学定員及び⥲定員は，別⾲の規定にかかࢃらず，㝃則別⾲のとおりとする

附 則(令和4年5月24日)

この規則は，令和4年5月29日から施行する。

附 則(令和5年3月28日)

1 この規則は，令和5年4月1日から施行する。

2 らず，令和5年3月31日に当該ᑓࢃ科学ᑓᨷ，ሗ科学ᑓᨷ及び計算科学ᑓᨷは，改正後の第4条第1項の規定にかか࣒ࢸࢫࢩሗ学◊✲科࣒ࢸࢫࢩ

ᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 令和5年ᗘから令和10年ᗘまでの་学部及び་学部་学科୪びに学部のධ学定員及び⥲定員は，別⾲の規定にかかࢃらず，㝃則別⾲のとおりとする

学部ࠉ�

学科別 計 学科別 計 学科別 計 学科別 計

ᩥ 学 部 ��� ��� ��� ���

��� ���

��� � � ���

�� � � ���

�� � � ���

ἲ 学 部 ��� ��� �� �� ��� ���

経 ῭ 学 部 ��� ��� �� �� ����� �����

経 Ⴀ 学 部 ��� ��� �� �� ����� �����

�� ���

�� 学科ඹ㏻ ���

�� �� ���

�� ���

�� ���

��� � ���

┳ㆤ学ᑓᨷ ��

᳨ᰝᢏ⾡科学ᑓᨷ �� ���

理学⒪ἲ学ᑓᨷ ��

స業⒪ἲ学ᑓᨷ ��

�� ���

�� ���

�� 学科ඹ㏻ ���

��� �� ���

��� ���

��� ���

�� 学科ඹ㏻ ���

�� �� ���

�� ���

海洋政策科学部 ��� ��� �� �� ��� ���

����� � ��� ������

ู⾲ ᐜᐃဨ

���

��� �� �����

�����

数学科

⥲定員

��

ேᩥ学科

�

་学科

ᝨᫍ学科

Ꮚも教⫱学科

経῭学科ࠉ

≀理学科�

学科

�年次⦅ධ学定員

⎔ቃඹ生学科

�年次⦅ධ学定員

学科ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ

Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥ学科

༊ࠉࠉࠉࠉࠉ分��

経Ⴀ学科

生≀学科

ධ学定員

ᶵᲔᕤ学科

㣗料⎔ቃ࣒ࢸࢫࢩ学科

ᛂ⏝学科

ἲᚊ学科

ᕷẸᕤ学科

ᘓ⠏学科

���

㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ学科

計ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉྜ

་ 学 部
ಖ学科

���

㈨※生科学科

生ᶵ⬟科学科

ᕤ 学 部

海洋政策科学科

ሗ▱⬟ᕤ学科

㎰ 学 部

ᅜ㝿ே間科学部 �����

��� �� ���

理 学 部 ���
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る。

3 令和4年ᗘから令和9年ᗘまでの་学部及び་学部་学科୪びに学部のධ学定員及び⥲定員は，別⾲の規定にかかࢃらず，㝃則別⾲のとおりとする

附 則(令和4年5月24日)

この規則は，令和4年5月29日から施行する。

附 則(令和5年3月28日)

1 この規則は，令和5年4月1日から施行する。

2 らず，令和5年3月31日に当該ᑓࢃ科学ᑓᨷ，ሗ科学ᑓᨷ及び計算科学ᑓᨷは，改正後の第4条第1項の規定にかか࣒ࢸࢫࢩሗ学◊✲科࣒ࢸࢫࢩ

ᨷにᅾ学する者が当該ᑓᨷにᅾ学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 令和5年ᗘから令和10年ᗘまでの་学部及び་学部་学科୪びに学部のධ学定員及び⥲定員は，別⾲の規定にかかࢃらず，㝃則別⾲のとおりとする

学部ࠉ�

学科別 計 学科別 計 学科別 計 学科別 計

ᩥ 学 部 ��� ��� ��� ���

��� ���

��� � � ���

�� � � ���

�� � � ���

ἲ 学 部 ��� ��� �� �� ��� ���

経 ῭ 学 部 ��� ��� �� �� ����� �����

経 Ⴀ 学 部 ��� ��� �� �� ����� �����

�� ���

�� 学科ඹ㏻ ���

�� �� ���

�� ���

�� ���

��� � ���

┳ㆤ学ᑓᨷ ��

᳨ᰝᢏ⾡科学ᑓᨷ �� ���

理学⒪ἲ学ᑓᨷ ��

స業⒪ἲ学ᑓᨷ ��

�� ���

�� ���

�� 学科ඹ㏻ ���

��� �� ���

��� ���

��� ���

�� 学科ඹ㏻ ���

�� �� ���

�� ���

海洋政策科学部 ��� ��� �� �� ��� ���

����� � ��� ������

ู⾲ ᐜᐃဨ

���

��� �� �����

�����

数学科

⥲定員

��

ேᩥ学科

�

་学科

ᝨᫍ学科

Ꮚも教⫱学科

経῭学科ࠉ

≀理学科�

学科

�年次⦅ධ学定員

⎔ቃඹ生学科

�年次⦅ධ学定員

学科ᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ

Ⓨ㐩ࢸࢽ࣑ࣗࢥ学科

༊ࠉࠉࠉࠉࠉ分��

経Ⴀ学科

生≀学科

ධ学定員

ᶵᲔᕤ学科

㣗料⎔ቃ࣒ࢸࢫࢩ学科

ᛂ⏝学科

ἲᚊ学科

ᕷẸᕤ学科

ᘓ⠏学科

���

㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ学科

計ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉྜ

་ 学 部
ಖ学科

���

㈨※生科学科

生ᶵ⬟科学科

ᕤ 学 部

海洋政策科学科

ሗ▱⬟ᕤ学科

㎰ 学 部

ᅜ㝿ே間科学部 �����

��� �� ���

理 学 部 ���
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ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計

ᩥᵓ㐀ᑓᨷ �� � �� ��

♫会ືែᑓᨷ �� �� �� ��

ᩥ相関ᑓᨷ �� � �� ��

ᑓᨷᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ �� � �� ��

ே間Ⓨ㐩ᑓᨷ �� �� ��� ��

��年ᒚಟࢫ࣮ࢥ� � �

ே間⎔ቃ学ᑓᨷ �� � �� ��

ἲ学政学ᑓᨷ �� �� �� �� �� �� �� ��

実ົἲᚊᑓᨷ �� �� ��� ���

経῭学◊✲科 経῭学ᑓᨷ �� �� �� �� ��� ��� �� ��

経Ⴀ学ᑓᨷ �� �� �� �� ��� ��� �� ��

⌧௦経Ⴀ学ᑓᨷ �� �� ��� ���

数学ᑓᨷ �� � �� ��

≀理学ᑓᨷ �� � �� ��

学ᑓᨷ �� � �� ��

生≀学ᑓᨷ �� � �� ��

ᝨᫍ学ᑓᨷ �� � �� ��

࢚ࣥࢧࣝ࢝ࢹ࣓࢜ࣂ
ᑓᨷࢫ �� �� �� ��

་科学ᑓᨷ ��� ��� ��� ���

་⒪成ᕤ学ᑓᨷ �� �� � � �� �� �� ��

ಖ学◊✲科 ಖ学ᑓᨷ �� �� �� �� ��� ��� �� ��

ᘓ⠏学ᑓᨷ �� � ��� ��

ᕷẸᕤ学ᑓᨷ �� � �� ��

㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ学ᑓᨷ �� � ��� ��

ᶵᲔᕤ学ᑓᨷ �� �� ��� ��

ᛂ⏝学ᑓᨷ �� �� ��� ��

ሗ࣒ࢸࢫࢩ
学◊✲科

ሗ学ᑓᨷ࣒ࢸࢫࢩ �� �� �� �� ��� ��� �� ��

㣗料ඹ生࣒ࢸࢫࢩ学ᑓᨷ �� � �� ��

㈨※生科学ᑓᨷ �� � �� ��

生ᶵ⬟科学ᑓᨷ �� �� ��� ��

海事科学◊✲科 海事科学ᑓᨷ �� �� �� �� ��� ��� �� ��

ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ �� � �� ��

ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ �� � �� ��

ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ �� � �� ��

科学ᢏ⾡࣮࣋ࣀ
科✲◊ࣥࣙࢩ

科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀᑓ
ᨷ �� �� �� �� �� �� �� ��

学㝔ࠉ�

ᑓ�㛛�⫋

�学ㄢ程�

ேᩥ学◊✲科

༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ分

����������������定���������������員ධ����������学����������定����������員⥲ࠉ

ಟኈㄢ程
༤�������ኈ�������ㄢ�������程 ᑓ�㛛�⫋

��

༤�������ኈ�������ㄢ�������程
ಟኈㄢ程

前ࠉࠉ期 後ࠉࠉ期 前ࠉࠉ期 後ࠉࠉ期

ᅜ㝿ᩥ学◊✲科

ἲ学◊✲科

ே間Ⓨ㐩⎔ቃ
学◊✲科

་学◊✲科

経Ⴀ学◊✲科

�学ㄢ程�

����� ����� ��� ���

理学◊✲科

㎰学◊✲科

ᕤ学◊✲科

ᅜ㝿協ຊ◊✲科

ྜ��������������計

�����

����� ��� ��� ���

�����������

��

��

���

���

����

����������

������

��

��

��

��

���

��

��

��

��

⚄ᡞᏛඹ㏻⣽則

(平成16年4月1日ไ定)

改正 平成16年7月29日 平成16年12月21日

平成17年6月30日 平成17年12月28日

平成19年3月30日 平成20年3月18日

平成21年12月8日 平成23年3月31日

平成24年3月14日 平成25年3月27日

平成26年3月26日 平成26年9月30日

平成27年3月31日 平成28年3月31日

平成31年3月 5 日 令和 3年 3月 1 日

令和 3年9月 15 日

(ධ Ꮫ ᚿ 㢪)

第 1条 ධ学ᚿ㢪者は，ᡤ定の期日までに次の書類をᥦฟしなければならない。

ධ学㢪書

ฟ㌟学ᰯ長のㄪᰝ書ཪはこれに௦ࢃる書類

┿

その他の書類

(ྜྰのุᐃ)

第 2条 ධ学ヨ㦂のྜྰの判定は，学ຊヨ㦂及びฟ㌟学ᰯ長のㄪᰝ書ཪはこれに௦ࢃる書類の成⦼等を⥲ྜして行う。

(ᐉ ㄋ)

第 3条 ධ学者は，次のㄋモにより学長にᑐしᐉㄋ書をᥦฟしなければならない。

⚾は，⚄ᡞ学の学生として学業にບみ，本学の規ᚊをᏲることをㄋいます。

(成 ⦼)

第 4条 授業科┠の成⦼は，100Ⅼを‶Ⅼとして次の༊分によりホ౯し，⚽，ඃ，Ⰻ及び可をྜ᱁，可をྜ᱁とする。

⚽㸦90Ⅼ以ୖ㸧

ඃ㸦80Ⅼ以ୖ90Ⅼ未‶㸧

Ⰻ㸦70Ⅼ以ୖ80Ⅼ未‶㸧

可㸦60Ⅼ以ୖ70Ⅼ未‶㸧

可㸦60Ⅼ未‶㸧

2 ⚽，ඃ，Ⰻ，可及び可のホ౯基‽は，次の各号のとおりとする。

(1) ⚽ 学ಟの┠ᶆを㐩成し，≉にඃれた成ᯝを収めている。

(2) ඃ 学ಟの┠ᶆを㐩成し，ඃれた成ᯝを収めている。

(3) Ⰻ 学ಟの┠ᶆを㐩成し，Ⰻዲな成ᯝを収めている。

(4) 可 学ಟの┠ᶆを㐩成している。

(5) 可 学ಟの┠ᶆを㐩成していない。

(Ꮫ⏕ド)

第 5条 学生は，学生ドの付を受け，これをᦠ行し本学⫋員の請ồがあࡗたときは，いࡘでも，これをᥦ♧しなければ

ならない。
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ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計 ᑓᨷ別 計

ᩥᵓ㐀ᑓᨷ �� � �� ��

♫会ືែᑓᨷ �� �� �� ��

ᩥ相関ᑓᨷ �� � �� ��

ᑓᨷᩥࣝࣂ࣮ࣟࢢ �� � �� ��

ே間Ⓨ㐩ᑓᨷ �� �� ��� ��

��年ᒚಟࢫ࣮ࢥ� � �

ே間⎔ቃ学ᑓᨷ �� � �� ��

ἲ学政学ᑓᨷ �� �� �� �� �� �� �� ��

実ົἲᚊᑓᨷ �� �� ��� ���

経῭学◊✲科 経῭学ᑓᨷ �� �� �� �� ��� ��� �� ��

経Ⴀ学ᑓᨷ �� �� �� �� ��� ��� �� ��

⌧௦経Ⴀ学ᑓᨷ �� �� ��� ���

数学ᑓᨷ �� � �� ��

≀理学ᑓᨷ �� � �� ��

学ᑓᨷ �� � �� ��

生≀学ᑓᨷ �� � �� ��

ᝨᫍ学ᑓᨷ �� � �� ��

࢚ࣥࢧࣝ࢝ࢹ࣓࢜ࣂ
ᑓᨷࢫ �� �� �� ��

་科学ᑓᨷ ��� ��� ��� ���

་⒪成ᕤ学ᑓᨷ �� �� � � �� �� �� ��

ಖ学◊✲科 ಖ学ᑓᨷ �� �� �� �� ��� ��� �� ��

ᘓ⠏学ᑓᨷ �� � ��� ��

ᕷẸᕤ学ᑓᨷ �� � �� ��

㟁Ẽ㟁Ꮚᕤ学ᑓᨷ �� � ��� ��

ᶵᲔᕤ学ᑓᨷ �� �� ��� ��

ᛂ⏝学ᑓᨷ �� �� ��� ��

ሗ࣒ࢸࢫࢩ
学◊✲科

ሗ学ᑓᨷ࣒ࢸࢫࢩ �� �� �� �� ��� ��� �� ��

㣗料ඹ生࣒ࢸࢫࢩ学ᑓᨷ �� � �� ��

㈨※生科学ᑓᨷ �� � �� ��

生ᶵ⬟科学ᑓᨷ �� �� ��� ��

海事科学◊✲科 海事科学ᑓᨷ �� �� �� �� ��� ��� �� ��

ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ �� � �� ��

ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ �� � �� ��

ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ �� � �� ��

科学ᢏ⾡࣮࣋ࣀ
科✲◊ࣥࣙࢩ

科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀᑓ
ᨷ �� �� �� �� �� �� �� ��

学㝔ࠉ�

ᑓ�㛛�⫋

�学ㄢ程�

ேᩥ学◊✲科

༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ分

����������������定���������������員ධ����������学����������定����������員⥲ࠉ

ಟኈㄢ程
༤�������ኈ�������ㄢ�������程 ᑓ�㛛�⫋

��

༤�������ኈ�������ㄢ�������程
ಟኈㄢ程

前ࠉࠉ期 後ࠉࠉ期 前ࠉࠉ期 後ࠉࠉ期

ᅜ㝿ᩥ学◊✲科

ἲ学◊✲科

ே間Ⓨ㐩⎔ቃ
学◊✲科

་学◊✲科

経Ⴀ学◊✲科

�学ㄢ程�

����� ����� ��� ���

理学◊✲科

㎰学◊✲科

ᕤ学◊✲科

ᅜ㝿協ຊ◊✲科

ྜ��������������計

�����

����� ��� ��� ���

�����������

��

��

���

���

����

����������

������

��

��

��

��

���

��

��

��

��

⚄ᡞᏛඹ㏻⣽則

(平成16年4月1日ไ定)

改正 平成16年7月29日 平成16年12月21日

平成17年6月30日 平成17年12月28日

平成19年3月30日 平成20年3月18日

平成21年12月8日 平成23年3月31日

平成24年3月14日 平成25年3月27日

平成26年3月26日 平成26年9月30日

平成27年3月31日 平成28年3月31日

平成31年3月 5 日 令和 3年 3月 1 日

令和 3年9月 15 日

(ධ Ꮫ ᚿ 㢪)

第 1条 ධ学ᚿ㢪者は，ᡤ定の期日までに次の書類をᥦฟしなければならない。

ධ学㢪書

ฟ㌟学ᰯ長のㄪᰝ書ཪはこれに௦ࢃる書類

┿

その他の書類

(ྜྰのุᐃ)

第 2条 ධ学ヨ㦂のྜྰの判定は，学ຊヨ㦂及びฟ㌟学ᰯ長のㄪᰝ書ཪはこれに௦ࢃる書類の成⦼等を⥲ྜして行う。

(ᐉ ㄋ)

第 3条 ධ学者は，次のㄋモにより学長にᑐしᐉㄋ書をᥦฟしなければならない。

⚾は，⚄ᡞ学の学生として学業にບみ，本学の規ᚊをᏲることをㄋいます。

(成 ⦼)

第 4条 授業科┠の成⦼は，100Ⅼを‶Ⅼとして次の༊分によりホ౯し，⚽，ඃ，Ⰻ及び可をྜ᱁，可をྜ᱁とする。

⚽㸦90Ⅼ以ୖ㸧

ඃ㸦80Ⅼ以ୖ90Ⅼ未‶㸧

Ⰻ㸦70Ⅼ以ୖ80Ⅼ未‶㸧

可㸦60Ⅼ以ୖ70Ⅼ未‶㸧

可㸦60Ⅼ未‶㸧

2 ⚽，ඃ，Ⰻ，可及び可のホ౯基‽は，次の各号のとおりとする。

(1) ⚽ 学ಟの┠ᶆを㐩成し，≉にඃれた成ᯝを収めている。

(2) ඃ 学ಟの┠ᶆを㐩成し，ඃれた成ᯝを収めている。

(3) Ⰻ 学ಟの┠ᶆを㐩成し，Ⰻዲな成ᯝを収めている。

(4) 可 学ಟの┠ᶆを㐩成している。

(5) 可 学ಟの┠ᶆを㐩成していない。

(Ꮫ⏕ド)

第 5条 学生は，学生ドの付を受け，これをᦠ行し本学⫋員の請ồがあࡗたときは，いࡘでも，これをᥦ♧しなければ

ならない。
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2 学生ドは，ධ学したときに学長がⓎ行する。

3 学生ドをᦠᖏしないሙྜには，教ᐊ，◊✲ᐊ，ᅗ書㤋その他学ෆ施タの⏝を許さないことがある。

4 学生ドを⣮ኻしたときⱝしくは⏝に⪏えなくなࡗたとき，ཪはఇ学等によりその᭷ຠ期間が経㐣したときは，㏿ࡸか

にⓎ行者にᒆけฟて付を受けなければならない。

5 学生は，༞業，㏥学等により学⡠を㞳れたሙྜは，㏿ࡸかに学生ドをⓎ行者に㏉納しなければならない。

6 学生ドの付ᡭ続き及び㏉納は，学生のᡤᒓ学部ཪは◊✲科において行うものとする。

(Ḟ ᖍ ᒆ)

第 6条 学生が，3㐌間以ୖḞᖍするときは，理由をලし，Ḟᖍᒆを学部長ཪは◊✲科長にᥦฟしなければならない。

(Ꮫ⏕Ⓩ㘓⚊)

第 7条 学生は，ධ学したときは，㏿ࡸかに学生Ⓩ㘓⚊を学部長ཪは◊✲科長にᥦฟしなければならない。

(㌟ୖ␗ື࣭ఫᡤኚ᭦ᒆ)

第 8条 学生は，改ጣ，改ྡ等，㌟ୖに␗ືがあࡗたとき，ཪはఫᡤ(ಖㆤ者等のఫᡤ等をྵࡴ。)をኚ᭦したときは，㏿

。かに㌟ୖ␗ື࣭ఫᡤኚ᭦ᒆを学部長ཪは◊✲科長にᥦฟしなければならないࡸ

第 9条 学㝔におけるධ学ᚿ㢪及びྜྰの判定にࡘいては，第1条及び第2条の規定にかかࢃらず，各◊✲科において

定めるものとする。

2 学㝔における授業科┠の成⦼にࡘいては，第4条に定めるもののほか，必要があると認めるときは，各◊✲科におい

て定めることができる。

( ᗣ デ ᩿)

第 10条 学生は，毎年本学で行うᗣデ᩿を受けなければならない。

(ᵝ ᘧ)

第 11条 ㅖ㢪ᒆ等のᵝᘧは，別⣬のとおりとする。

附 則

この⣽則は，平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年7月29日)

この⣽則は，平成16年7月29日から施行する。

附 則(平成16年12月21日)

この⣽則は，平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月30日)

この⣽則は，平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成17年12月28日)

この⣽則は，平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日)

この⣽則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月18日)

この⣽則は，平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月8日)

この⣽則は，平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日)

1 この⣽則は，平成23年4月1日から施行する。

2 この⣽則施行の㝿⌧にᅾ学する者㸦以下「ᅾ学者」という。㸧及び平成23年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿

ධ学ཪはධ学する者にࡘいては，改正後の第4条の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成24年3月14日)

1 この⣽則は，平成24年4月1日から施行する。

2 この⣽則施行の㝿⌧にᅾ学する者㸦以下「ᅾ学者」という。㸧及び平成24年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿

ධ学ཪはධ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成25年3月27日)

この⣽則は，平成25年4月1日から施行し，改正後の別⣬ᵝᘧ第9号の改正規定(「እᅜேⓏ㘓ཎ⚊グ㍕事項ド明書」を「ఫẸ⚊」

に改める部分に㝈る。)は，平成24年7月9日から㐺⏝する。

附 則(平成26年3月26日)

1 この⣽則は，平成26年4月1日から施行する。

2 この⣽則施行の㝿⌧にᅾ学する者で⚄ᡞ学ඹ㏻⣽則の୍部を改正する⣽則(平成24年3月14日ไ定)㝃則第2項の規定により，な

おᚑ前のによるとされた者にಀるこの⣽則による改正後の⚄ᡞ学ඹ㏻⣽則の規定の㐺⏝にࡘいては，第4条の規定にかかࢃらず，

なおᚑ前のによる。

附 則(平成26年9月30日)

この⣽則は，平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日)

この⣽則は，平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日)

この⣽則は，平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月 5 日)

この⣽則は，平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年 3月 1 日)

この⣽則は，令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年 9月 15日)

この⣽則は，令和4年4月1日から施行し，ᵝᘧ8号の改正規定中生年月日にಀる部分は，平成30年4月1日から㐺⏝する。

㸦ᵝᘧ1号㹼9号 ⾲グ␎㸧
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2 学生ドは，ධ学したときに学長がⓎ行する。

3 学生ドをᦠᖏしないሙྜには，教ᐊ，◊✲ᐊ，ᅗ書㤋その他学ෆ施タの⏝を許さないことがある。

4 学生ドを⣮ኻしたときⱝしくは⏝に⪏えなくなࡗたとき，ཪはఇ学等によりその᭷ຠ期間が経㐣したときは，㏿ࡸか

にⓎ行者にᒆけฟて付を受けなければならない。

5 学生は，༞業，㏥学等により学⡠を㞳れたሙྜは，㏿ࡸかに学生ドをⓎ行者に㏉納しなければならない。

6 学生ドの付ᡭ続き及び㏉納は，学生のᡤᒓ学部ཪは◊✲科において行うものとする。

(Ḟ ᖍ ᒆ)

第 6条 学生が，3㐌間以ୖḞᖍするときは，理由をලし，Ḟᖍᒆを学部長ཪは◊✲科長にᥦฟしなければならない。

(Ꮫ⏕Ⓩ㘓⚊)

第 7条 学生は，ධ学したときは，㏿ࡸかに学生Ⓩ㘓⚊を学部長ཪは◊✲科長にᥦฟしなければならない。

(㌟ୖ␗ື࣭ఫᡤኚ᭦ᒆ)

第 8条 学生は，改ጣ，改ྡ等，㌟ୖに␗ືがあࡗたとき，ཪはఫᡤ(ಖㆤ者等のఫᡤ等をྵࡴ。)をኚ᭦したときは，㏿

。かに㌟ୖ␗ື࣭ఫᡤኚ᭦ᒆを学部長ཪは◊✲科長にᥦฟしなければならないࡸ

第 9条 学㝔におけるධ学ᚿ㢪及びྜྰの判定にࡘいては，第1条及び第2条の規定にかかࢃらず，各◊✲科において

定めるものとする。

2 学㝔における授業科┠の成⦼にࡘいては，第4条に定めるもののほか，必要があると認めるときは，各◊✲科におい

て定めることができる。

( ᗣ デ ᩿)

第 10条 学生は，毎年本学で行うᗣデ᩿を受けなければならない。

(ᵝ ᘧ)

第 11条 ㅖ㢪ᒆ等のᵝᘧは，別⣬のとおりとする。

附 則

この⣽則は，平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年7月29日)

この⣽則は，平成16年7月29日から施行する。

附 則(平成16年12月21日)

この⣽則は，平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月30日)

この⣽則は，平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成17年12月28日)

この⣽則は，平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日)

この⣽則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月18日)

この⣽則は，平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月8日)

この⣽則は，平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日)

1 この⣽則は，平成23年4月1日から施行する。

2 この⣽則施行の㝿⌧にᅾ学する者㸦以下「ᅾ学者」という。㸧及び平成23年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿

ධ学ཪはධ学する者にࡘいては，改正後の第4条の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成24年3月14日)

1 この⣽則は，平成24年4月1日から施行する。

2 この⣽則施行の㝿⌧にᅾ学する者㸦以下「ᅾ学者」という。㸧及び平成24年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿

ධ学ཪはධ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成25年3月27日)

この⣽則は，平成25年4月1日から施行し，改正後の別⣬ᵝᘧ第9号の改正規定(「እᅜேⓏ㘓ཎ⚊グ㍕事項ド明書」を「ఫẸ⚊」

に改める部分に㝈る。)は，平成24年7月9日から㐺⏝する。

附 則(平成26年3月26日)

1 この⣽則は，平成26年4月1日から施行する。

2 この⣽則施行の㝿⌧にᅾ学する者で⚄ᡞ学ඹ㏻⣽則の୍部を改正する⣽則(平成24年3月14日ไ定)㝃則第2項の規定により，な

おᚑ前のによるとされた者にಀるこの⣽則による改正後の⚄ᡞ学ඹ㏻⣽則の規定の㐺⏝にࡘいては，第4条の規定にかかࢃらず，

なおᚑ前のによる。

附 則(平成26年9月30日)

この⣽則は，平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日)

この⣽則は，平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日)

この⣽則は，平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月 5 日)

この⣽則は，平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年 3月 1 日)

この⣽則は，令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年 9月 15日)

この⣽則は，令和4年4月1日から施行し，ᵝᘧ8号の改正規定中生年月日にಀる部分は，平成30年4月1日から㐺⏝する。

㸦ᵝᘧ1号㹼9号 ⾲グ␎㸧

－ 28 － － 29 －



 
 
 
 
 

Ⅱ 

研
究
科
規
則
等



 
 
 
 
 

Ⅱ 

研
究
科
規
則
等



⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉つ則

(ᖹᡂ 16 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ไᐃ)

改正 平成 16 年 7 月 29 日 平成 17 年 3 月 31 日

平成 18 年 2 月 17 日 平成 18 年 9 月 22 日
平成 19 年 3 月 30 日 平成 20 年 1 月 21 日
平成 20 年 3 月 31 日 平成 21 年 2 月 12 日

平成 21 年 3 月 11 日 平成 23 年 3 月 29 日
平成 23 年 9 月 27 日 平成 24 年 3 月 21 日
平成 25 年 3 月 27 日 平成 26 年 3 月 26 日
平成 26 年 6 月 9 日
平成 28 年 3 月 31 日
平成 29 年 3 月 31 日

平成 27 年 3 月 31 日
平成 28 年 11 月 30 日
平成 29 年 5 月 23 日

平成 29 年 9 月 22 日 平成 30 年 9 月 26 日
令和 2 年 2 月 25 日
令和 2 年 12 月 1 日
令和 3 年 3 月 30 日
令和 4 年 3 月 31 日

令和 2 年 3 月 31 日
令和 3 年 1 月 19 日
令和 3 年 9 月 27 日
令和 5 年 3 月 31 日

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規則は，ᅜ❧学ἲே⚄ᡞ学学則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)及び⚄ᡞ学教学規則(平成 16

年 4 月 1 日ไ定)に基づき，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科(以下「◊✲科」という。)に関し必要な事項

を定めるものとする。

(◊✲⛉にࡅ࠾るᩍ⫱◊✲ୖの┠ⓗ)

第 1 条の 2 ◊✲科は，ᅜ㝿♫会のⓎᒎに㈉⊩しうるඃ⚽なேᮦを㣴成するため，ᑓ㛛ᛶ，学㝿ᛶ及び実㊶

ᛶを㔜どした教⫱◊✲を行うことを┠ⓗとする。

(ㄢ ⛬)

第 2 条 ◊✲科のㄢ程は，༤ኈㄢ程とする。

2 ༤ኈㄢ程はこれを前期 2 年のㄢ程(以下「前期ㄢ程」という。)及び後期 3 年のㄢ程(以下「後期ㄢ程」と

いう。)に༊分し，前期ㄢ程は，これをಟኈㄢ程として取り扱うものとする。

(ᑓᨷཬࡧㅮᗙ)

第 3 条 ◊✲科に⨨くᑓᨷ及びㅮᗙは，次の⾲にᥖࡆるとおりとする。

ᑓᨷྡ ㅮᗙྡ

ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ

㛤Ⓨ経῭ㄽ

㛤Ⓨ政策ㄽ

㛤Ⓨ計⏬ㄽ

ᅜ㝿ᵓ㐀ㄪᩚㄽ

ẚ㍑経῭Ⓨᒎㄽ

ᆅᇦ経῭ㄽ

日本経῭ㄽ

ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ

ᅜ㝿協ຊἲ

関ಀㄽࣝࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺ

政♫会Ⓨᒎㄽ

ᅜ㝿ẚ㍑ἲไ

ᅜ㝿ኚືㄽ

⌧௦政ㄽ

ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ

㛤Ⓨ㐠Ⴀㄽ

ไᗘᵓ⠏ㄽ

ᅜ㝿㜵⅏ㄽ

ಖ་⒪ㄽ

教⫱協ຊㄽ

－ 31 －



⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉つ則

(ᖹᡂ 16 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ไᐃ)

改正 平成 16 年 7 月 29 日 平成 17 年 3 月 31 日

平成 18 年 2 月 17 日 平成 18 年 9 月 22 日
平成 19 年 3 月 30 日 平成 20 年 1 月 21 日
平成 20 年 3 月 31 日 平成 21 年 2 月 12 日

平成 21 年 3 月 11 日 平成 23 年 3 月 29 日
平成 23 年 9 月 27 日 平成 24 年 3 月 21 日
平成 25 年 3 月 27 日 平成 26 年 3 月 26 日
平成 26 年 6 月 9 日
平成 28 年 3 月 31 日
平成 29 年 3 月 31 日

平成 27 年 3 月 31 日
平成 28 年 11 月 30 日
平成 29 年 5 月 23 日

平成 29 年 9 月 22 日 平成 30 年 9 月 26 日
令和 2 年 2 月 25 日
令和 2 年 12 月 1 日
令和 3 年 3 月 30 日
令和 4 年 3 月 31 日

令和 2 年 3 月 31 日
令和 3 年 1 月 19 日
令和 3 年 9 月 27 日
令和 5 年 3 月 31 日

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規則は，ᅜ❧学ἲே⚄ᡞ学学則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)及び⚄ᡞ学教学規則(平成 16

年 4 月 1 日ไ定)に基づき，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科(以下「◊✲科」という。)に関し必要な事項

を定めるものとする。

(◊✲⛉にࡅ࠾るᩍ⫱◊✲ୖの┠ⓗ)

第 1 条の 2 ◊✲科は，ᅜ㝿♫会のⓎᒎに㈉⊩しうるඃ⚽なேᮦを㣴成するため，ᑓ㛛ᛶ，学㝿ᛶ及び実㊶

ᛶを㔜どした教⫱◊✲を行うことを┠ⓗとする。

(ㄢ ⛬)

第 2 条 ◊✲科のㄢ程は，༤ኈㄢ程とする。

2 ༤ኈㄢ程はこれを前期 2 年のㄢ程(以下「前期ㄢ程」という。)及び後期 3 年のㄢ程(以下「後期ㄢ程」と

いう。)に༊分し，前期ㄢ程は，これをಟኈㄢ程として取り扱うものとする。

(ᑓᨷཬࡧㅮᗙ)

第 3 条 ◊✲科に⨨くᑓᨷ及びㅮᗙは，次の⾲にᥖࡆるとおりとする。

ᑓᨷྡ ㅮᗙྡ

ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ

㛤Ⓨ経῭ㄽ

㛤Ⓨ政策ㄽ

㛤Ⓨ計⏬ㄽ

ᅜ㝿ᵓ㐀ㄪᩚㄽ

ẚ㍑経῭Ⓨᒎㄽ

ᆅᇦ経῭ㄽ

日本経῭ㄽ

ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ

ᅜ㝿協ຊἲ

関ಀㄽࣝࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺ

政♫会Ⓨᒎㄽ

ᅜ㝿ẚ㍑ἲไ

ᅜ㝿ኚືㄽ

⌧௦政ㄽ

ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ

㛤Ⓨ㐠Ⴀㄽ

ไᗘᵓ⠏ㄽ

ᅜ㝿㜵⅏ㄽ

ಖ་⒪ㄽ

教⫱協ຊㄽ
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(ྛᑓᨷにࡅ࠾るᩍ⫱◊✲ୖの┠ⓗ)

第 3 条の 2 各ᑓᨷにおけるேᮦ㣴成に関する┠ⓗその他の教⫱◊✲ୖの┠ⓗは，次のとおりとする。

(1) ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ

前期ㄢ程においては，経῭学に基づき㛤Ⓨຓに関ࢃるㅖၥ㢟をయ⣔ⓗに教⫱◊✲し，ከᵝな▱㆑及び⬟

ຊをもࡗて経῭㛤Ⓨにᦠࢃるேᮦを㣴成することを┠ⓗとし，後期ㄢ程においては，㛤Ⓨ経῭学を中ᚰとし

てᅜ㝿協ຊに関する政策の❧及び理ㄽの᙮⌶にࡘいて教⫱◊✲し，㧗ᗘな◊✲࣭実ົのᑓ㛛ᐙ及び教⫱者

を㣴成することを┠ⓗとする。

(2) ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ

前期ㄢ程においては，ᅜ㝿ⓗなᯟ⤌み及び㛤Ⓨ㏵ୖᅜの政♫会の実ែを㋃まえ，ከ㠃ⓗなᅜ㝿協ຊに関

る政策及び理ㄽを教⫱◊✲し，ᅜ㝿♫会のⓎᒎに㈉⊩するேᮦを㣴成することを┠ⓗとし，後期ㄢ程におࢃ

いては，♫会科学の理ㄽ及びᛂ⏝ⓗ▱㆑を教⫱◊✲し，㧗ᗘな◊✲࣭実ົのᑓ㛛ᐙ及び教⫱者を㣴成するこ

とを┠ⓗとする。

(3) ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ

前期ㄢ程においては，㛤Ⓨ㏵ୖᅜのㅖ♫会の≉徴及び分㔝別協ຊを教⫱◊✲し，ᛂ⏝ⓗ࣭実㊶ⓗな政策学

にᦠࢃるᅜ㝿ⓗேᮦを㣴成することを┠ⓗとし，後期ㄢ程 においては，㛤Ⓨ㏵ୖᅜをᩥ別࣭ᆅᇦ別に取

りୖࡆ，≉定の協ຊ分㔝に関するᆅᇦ協ຊ政策を教⫱◊✲し，㧗ᗘな◊✲࣭実ົのᑓ㛛ᐙ及び教⫱者を㣴成

することを┠ⓗとする。

(㛤Ⓨᨻ⟇≉ูࢫ࣮ࢥ)

第 4 条 ◊✲科に㛤Ⓨ政策≉別ࢫ࣮ࢥを⨨く。

第 5 条 ๐除

(◊ ✲ ⛉ 㛗)

第 6 条 ◊✲科に，◊✲科長を⨨く。

2 ◊✲科長は，◊✲科に関する事項を⥲ᣓする。

3 ◊✲科長の௵期は，2 年とする。

(◊✲⛉㛗)

第 7 条 ◊✲科に，◊✲科長を⨨く。

2 ◊✲科長は，◊✲科長の⫋ົを⿵బする。

3 ◊✲科長の௵期は，2 年とする。ただし，Ḟ員が生じたሙྜの後௵者の௵期は，前௵者のṧ௵期間とす

る。

4 ◊✲科長の㑅⪃に関し必要な事項は，別に定める。

(ᑓ ᨷ 㛗)

第 8 条 ᑓᨷに，ᑓᨷ長を⨨く。

2 ᑓᨷ長は，ᑓᨷに関する事項を⥲ᣓする。

3 ᑓᨷ長の௵期は，2 年とする。ただし，Ḟ員が生じたሙྜの後௵者の௵期は，前௵者のṧ௵期間とする。

4 ᑓᨷ長の㑅⪃に関し必要な事項は，別に定める。

(๓ᮇㄢ⛬のධᏛ㈨᱁)

第 9 条 ◊✲科の前期ㄢ程にධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を༞業した者

(2) 学ᰯ教⫱ἲ(和 22 年ἲᚊ第 26 号)第 104 条第 7 項の規定により学ኈの学を授された者

(3) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における 16 年のㄢ程をಟした者

(4) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教

⫱における 16 年のㄢ程をಟした者

(5) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における 16 年のㄢ程をಟし

たとされるものに㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タ

であࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟした者

(6) እᅜの学その他のእᅜの学ᰯ㸦その教⫱◊✲άື等の⥲ྜⓗな≧ἣにࡘいて，当該እᅜの政ᗓཪは

関ಀᶵ関の認ドを受けた者によるホ౯を受けたものཪはこれに‽ずるものとしてᩥ部科学⮧が別にᣦ定

するものに㝈る。㸧において，ಟ業年㝈が 3 年以ୖであるㄢ程をಟすること㸦当該እᅜの学ᰯが行う㏻

ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該ㄢ程をಟすること及び当該እᅜの学

ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて前号のᣦ定を受けたものにおいてㄢ程をಟするこ

とをྵࡴ。㸧により，学ኈの学に相当する学を授された者

(7) ᑓಟ学ᰯのᑓ㛛ㄢ程(ಟ業年㝈が 4 年以ୖであることその他のᩥ部科学⮧が定める基‽を‶たすもの

に㝈る。)でᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものをᩥ部科学⮧が定める日以後にಟした者

(8) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(和 28 年ᩥ部┬࿌♧第 5 号)

(9) ◊✲科において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，学を༞業した者とྠ等以ୖの学ຊがあると認めた者

で，22 ṓに㐩したもの

2 前項の規定にかかࢃらず，次の各号のいずれかに該当する者であࡗて，◊✲科の定める༢をඃ⚽な成

⦼でಟ得したと認めるものを，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科教授会(以下「教授会」という。)の議を経

て，◊✲科の前期ㄢ程にධ学さࡏることができる。

(1) 学に 3 年以ୖᅾ学した者

(2) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における 15 年のㄢ程をಟした者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教

⫱における 15 年のㄢ程をಟした者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における 15 年のㄢ程をಟし

たとされるものに㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タ

であࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟした者

(ᚋᮇㄢ⛬のධᏛ㈨᱁)

第 10 条 ◊✲科の後期ㄢ程にධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を᭷する者

(2) እᅜにおいてಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学に相当する学を授された者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟし，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学に

相当する学を授された者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学㝔のㄢ程を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付け

られた教⫱施タであࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟし，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋

学に相当する学を授された者

(5) ᅜ㝿㐃ྜ学本部に関するᅜ㝿㐃ྜと日本ᅜとの間の協定の実施にకう≉別ᥐ⨨ἲ㸦和 51 年ἲᚊ第

72 号㸧第 1 条第 2 項に規定する 1972 年 12 月 11 日のᅜ㝿㐃ྜ⥲会Ỵ議に基づきタ❧されたᅜ㝿㐃ྜ学

のㄢ程をಟし，ಟኈの学に相当する学を授された者

(6) እᅜの学ᰯ，第 4 号のᣦ定を受けた教⫱施タཪはᅜ㝿㐃ྜ学の教⫱ㄢ程をᒚಟし，学㝔タ⨨基‽

(和 49 年ᩥ部┬令第 28 号)第 16 条の 2 に規定するヨ㦂及びᑂᰝに相当するものにྜ᱁し，ಟኈの学

を᭷する者とྠ等以ୖの学ຊがあると認められた者

(7) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(平成ඖ年ᩥ部┬࿌♧ 118 号)

(8) ◊✲科において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を᭷する者とྠ等以ୖの学

ຊがあると認めた者で，24 ṓに㐩したもの

(㐍 Ꮫ)

第 11 条 本学学㝔のಟኈㄢ程，前期ㄢ程ཪはᑓ㛛⫋学ㄢ程をಟし，ᘬき続き後期ㄢ程に㐍学をᕼᮃ

する者にࡘいては，㑅⪃のୖ，㐍学さࡏる。

( ධ Ꮫ)

第 11 条の 2 ◊✲科を中㏵㏥学した者ཪは除⡠された者が，ධ学をᚿ㢪するときは，教授会の議を経て，ධ学

を許可することがある。
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(ྛᑓᨷにࡅ࠾るᩍ⫱◊✲ୖの┠ⓗ)

第 3 条の 2 各ᑓᨷにおけるேᮦ㣴成に関する┠ⓗその他の教⫱◊✲ୖの┠ⓗは，次のとおりとする。

(1) ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ

前期ㄢ程においては，経῭学に基づき㛤Ⓨຓに関ࢃるㅖၥ㢟をయ⣔ⓗに教⫱◊✲し，ከᵝな▱㆑及び⬟

ຊをもࡗて経῭㛤Ⓨにᦠࢃるேᮦを㣴成することを┠ⓗとし，後期ㄢ程においては，㛤Ⓨ経῭学を中ᚰとし

てᅜ㝿協ຊに関する政策の❧及び理ㄽの᙮⌶にࡘいて教⫱◊✲し，㧗ᗘな◊✲࣭実ົのᑓ㛛ᐙ及び教⫱者

を㣴成することを┠ⓗとする。

(2) ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ

前期ㄢ程においては，ᅜ㝿ⓗなᯟ⤌み及び㛤Ⓨ㏵ୖᅜの政♫会の実ែを㋃まえ，ከ㠃ⓗなᅜ㝿協ຊに関

る政策及び理ㄽを教⫱◊✲し，ᅜ㝿♫会のⓎᒎに㈉⊩するேᮦを㣴成することを┠ⓗとし，後期ㄢ程におࢃ

いては，♫会科学の理ㄽ及びᛂ⏝ⓗ▱㆑を教⫱◊✲し，㧗ᗘな◊✲࣭実ົのᑓ㛛ᐙ及び教⫱者を㣴成するこ

とを┠ⓗとする。

(3) ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ

前期ㄢ程においては，㛤Ⓨ㏵ୖᅜのㅖ♫会の≉徴及び分㔝別協ຊを教⫱◊✲し，ᛂ⏝ⓗ࣭実㊶ⓗな政策学

にᦠࢃるᅜ㝿ⓗேᮦを㣴成することを┠ⓗとし，後期ㄢ程 においては，㛤Ⓨ㏵ୖᅜをᩥ別࣭ᆅᇦ別に取

りୖࡆ，≉定の協ຊ分㔝に関するᆅᇦ協ຊ政策を教⫱◊✲し，㧗ᗘな◊✲࣭実ົのᑓ㛛ᐙ及び教⫱者を㣴成

することを┠ⓗとする。

(㛤Ⓨᨻ⟇≉ูࢫ࣮ࢥ)

第 4 条 ◊✲科に㛤Ⓨ政策≉別ࢫ࣮ࢥを⨨く。

第 5 条 ๐除

(◊ ✲ ⛉ 㛗)

第 6 条 ◊✲科に，◊✲科長を⨨く。

2 ◊✲科長は，◊✲科に関する事項を⥲ᣓする。

3 ◊✲科長の௵期は，2 年とする。

(◊✲⛉㛗)

第 7 条 ◊✲科に，◊✲科長を⨨く。

2 ◊✲科長は，◊✲科長の⫋ົを⿵బする。

3 ◊✲科長の௵期は，2 年とする。ただし，Ḟ員が生じたሙྜの後௵者の௵期は，前௵者のṧ௵期間とす

る。

4 ◊✲科長の㑅⪃に関し必要な事項は，別に定める。

(ᑓ ᨷ 㛗)

第 8 条 ᑓᨷに，ᑓᨷ長を⨨く。

2 ᑓᨷ長は，ᑓᨷに関する事項を⥲ᣓする。

3 ᑓᨷ長の௵期は，2 年とする。ただし，Ḟ員が生じたሙྜの後௵者の௵期は，前௵者のṧ௵期間とする。

4 ᑓᨷ長の㑅⪃に関し必要な事項は，別に定める。

(๓ᮇㄢ⛬のධᏛ㈨᱁)

第 9 条 ◊✲科の前期ㄢ程にධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を༞業した者

(2) 学ᰯ教⫱ἲ(和 22 年ἲᚊ第 26 号)第 104 条第 7 項の規定により学ኈの学を授された者

(3) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における 16 年のㄢ程をಟした者

(4) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教

⫱における 16 年のㄢ程をಟした者

(5) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における 16 年のㄢ程をಟし

たとされるものに㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タ

であࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟした者

(6) እᅜの学その他のእᅜの学ᰯ㸦その教⫱◊✲άື等の⥲ྜⓗな≧ἣにࡘいて，当該እᅜの政ᗓཪは

関ಀᶵ関の認ドを受けた者によるホ౯を受けたものཪはこれに‽ずるものとしてᩥ部科学⮧が別にᣦ定

するものに㝈る。㸧において，ಟ業年㝈が 3 年以ୖであるㄢ程をಟすること㸦当該እᅜの学ᰯが行う㏻

ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該ㄢ程をಟすること及び当該እᅜの学

ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タであࡗて前号のᣦ定を受けたものにおいてㄢ程をಟするこ

とをྵࡴ。㸧により，学ኈの学に相当する学を授された者

(7) ᑓಟ学ᰯのᑓ㛛ㄢ程(ಟ業年㝈が 4 年以ୖであることその他のᩥ部科学⮧が定める基‽を‶たすもの

に㝈る。)でᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものをᩥ部科学⮧が定める日以後にಟした者

(8) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(和 28 年ᩥ部┬࿌♧第 5 号)

(9) ◊✲科において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，学を༞業した者とྠ等以ୖの学ຊがあると認めた者

で，22 ṓに㐩したもの

2 前項の規定にかかࢃらず，次の各号のいずれかに該当する者であࡗて，◊✲科の定める༢をඃ⚽な成

⦼でಟ得したと認めるものを，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科教授会(以下「教授会」という。)の議を経

て，◊✲科の前期ㄢ程にධ学さࡏることができる。

(1) 学に 3 年以ୖᅾ学した者

(2) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における 15 年のㄢ程をಟした者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟすることにより当該እᅜの学ᰯ教

⫱における 15 年のㄢ程をಟした者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学のㄢ程(そのಟ者が当該እᅜの学ᰯ教⫱における 15 年のㄢ程をಟし

たとされるものに㝈る。)を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付けられた教⫱施タ

であࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟした者

(ᚋᮇㄢ⛬のධᏛ㈨᱁)

第 10 条 ◊✲科の後期ㄢ程にධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を᭷する者

(2) እᅜにおいてಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学に相当する学を授された者

(3) እᅜの学ᰯが行う㏻ಙ教⫱における授業科┠をᡃがᅜにおいてᒚಟし，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学に

相当する学を授された者

(4) ᡃがᅜにおいて，እᅜの学㝔のㄢ程を᭷するものとして当該እᅜの学ᰯ教⫱ไᗘにおいて⨨付け

られた教⫱施タであࡗて，ᩥ部科学⮧が別にᣦ定するものの当該ㄢ程をಟし，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋

学に相当する学を授された者

(5) ᅜ㝿㐃ྜ学本部に関するᅜ㝿㐃ྜと日本ᅜとの間の協定の実施にకう≉別ᥐ⨨ἲ㸦和 51 年ἲᚊ第

72 号㸧第 1 条第 2 項に規定する 1972 年 12 月 11 日のᅜ㝿㐃ྜ⥲会Ỵ議に基づきタ❧されたᅜ㝿㐃ྜ学

のㄢ程をಟし，ಟኈの学に相当する学を授された者

(6) እᅜの学ᰯ，第 4 号のᣦ定を受けた教⫱施タཪはᅜ㝿㐃ྜ学の教⫱ㄢ程をᒚಟし，学㝔タ⨨基‽

(和 49 年ᩥ部┬令第 28 号)第 16 条の 2 に規定するヨ㦂及びᑂᰝに相当するものにྜ᱁し，ಟኈの学

を᭷する者とྠ等以ୖの学ຊがあると認められた者

(7) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(平成ඖ年ᩥ部┬࿌♧ 118 号)

(8) ◊✲科において，ಶ別のධ学㈨᱁ᑂᰝにより，ಟኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を᭷する者とྠ等以ୖの学

ຊがあると認めた者で，24 ṓに㐩したもの

(㐍 Ꮫ)

第 11 条 本学学㝔のಟኈㄢ程，前期ㄢ程ཪはᑓ㛛⫋学ㄢ程をಟし，ᘬき続き後期ㄢ程に㐍学をᕼᮃ

する者にࡘいては，㑅⪃のୖ，㐍学さࡏる。

( ධ Ꮫ)

第 11 条の 2 ◊✲科を中㏵㏥学した者ཪは除⡠された者が，ධ学をᚿ㢪するときは，教授会の議を経て，ධ学

を許可することがある。
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2 ධ学に関し必要な事項は，別に定める。

(㑅⪃᪉ἲ➼)

第 12 条 ධ学ᚿ㢪者にᑐする㑅⪃᪉ἲ，ᚿ㢪ᡭ続等は，教授会の議を経て，◊✲科長が定める。

(ᶆ‽ಟ業年㝈)

第 13 条 ◊✲科のᶆ‽ಟ業年㝈は，前期ㄢ程 2 年，後期ㄢ程 3 年の 5 年とする。

(ᅾ Ꮫ 年 㝈)

第 14 条 学生は，前期ㄢ程にあࡗては 4 年，後期ㄢ程にあࡗては 6 年を㉸えてᅾ学することはできない。

(ᩍ⫱᪉ἲ➼)

第 15 条 ◊✲科における教⫱は，授業科┠の授業及び学ㄽᩥのస成等にᑐするᣦᑟ(以下「◊✲ᣦᑟ」と

いう。)によࡗて行う。

2 ◊✲科において教⫱ୖ≉別の必要があると認められるሙྜには，ኪ間その他≉定の間ཪは期におい

て授業ཪは◊✲ᣦᑟを行う等の㐺当な᪉ἲにより教⫱を行うことができる。

(授業⛉┠➼)

第 16 条 ◊✲科の授業科┠，༢数等は，別⾲第 1 及び別⾲第 2 のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか，⮫に授業科┠を㛤タすることがあり，その授業科┠及び༢数等は，㛤

タの㒔ᗘ定める。

(༢のィ⟬ᇶ‽)

第 17 条 各授業科┠の༢の計算は，次の基‽による。

(1) ㅮ⩏及び₇⩦にࡘいては，15 間の授業をもࡗて 1 ༢とする。

(2) 実⩦等にࡘいては，30 間の授業をもࡗて 1 ༢とする。

(ᣦᑟᩍဨ)

第 18 条 ◊✲ᣦᑟをᢸ当する教員(以下「ᣦᑟ教員」という。)は，教授会の議を経て，◊✲科長が定める。

(◊✲ᣦᑟጤဨ)

第 19 条 第 29 条に規定する㈨᱁ᑂᰝにྜ᱁した学生ࡈとに，◊✲ᣦᑟ委員を⨨くことができる。

2 ◊✲ᣦᑟ委員は，ᣦᑟ教員を⿵బする。

(Ꮫ ಟ ィ ⏬)

第 20 条 学生は，ᣦᑟ教員のᢎ認を得て，ධ学後ᡤ定の期日までに学ಟ計⏬を◊✲科長にᥦฟし，許可を

受けなければならない。

(授業⛉┠のᒚಟ)

第 21 条 学生は，ᒚಟしようとする授業科┠(他のࢫ࣮ࢥの授業科┠をྵࡴ。)をᣦ定の期日までに，◊✲

科長にᒆけฟなければならない。

2 学生は，他の◊✲科の授業科┠ཪは学部のᑓ㛛科┠(ᑓ㛛基♏科┠を除く。以下ྠじ。)をᒚಟしようと

するときは，ᣦᑟ教員のᢎ認を得たୖ，◊✲科長を経て，当該◊✲科長ཪは当該学部長の許可を受けなけ

ればならない。

3 前 2 項の規定によりᒚಟした他のࢫ࣮ࢥཪは他の◊✲科の授業科┠にࡘいてಟ得した༢は，教授会の

議を経て，ྜࡏࢃて 12 ༢を㝈ᗘとして，第 31 条に規定する༢として認めることができる。

(ᏛᏛ㝔の授業⛉┠のᒚಟ)

第 22 条 学生は，教授会の議を経て，◊✲科と協定を⥾⤖している他学(እᅜの学をྵࡴ。以下ྠ

じ。)の学㝔の授業科┠をᒚಟすることができる。

2 前項の規定にかかࢃらず，ࡴࡸを得ない事があるときは，学生は，教授会の議を経て，協定に基づか

ずにእᅜの学の学㝔の授業科┠をᒚಟすることができる。

3 前 2 項の規定によりᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢は，教授会の議を経て，8 ༢(࣭ࣝࣈࢲ

ては，10ࡗによりእᅜの学の学㝔においてಟ得した༢にあ࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ ༢)を㝈ᗘと

して第 31 条に規定する༢として認めることができる。

(ఇᏛᮇ㛫୰にእᅜのᏛのᏛ㝔に࡚࠸࠾ᒚಟした授業⛉┠の༢の取ᢅ࠸)

第 22 条の 2 学生が教授会の議を経て，ఇ学期間中に◊✲科と協定を⥾⤖しているእᅜの学の学㝔にお

いてᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢を，◊✲科においてಟ得したものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかࢃらず，ࡴࡸを得ない事があるときは，学生がఇ学期間中に協定に基づかずにእᅜ

の学の学㝔においてᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢を，教授会の議を経て，◊✲科において

ಟ得したものとみなすことができる。

3 前 2 項の規定によりಟ得したものとみなすことができる༢数は，前条第 3 項により◊✲科においてಟ

得したものとみなす༢数とྜࡏࢃて，8 ༢(࣭ࣝࣈࢲ によりእᅜの学の࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ

学㝔においてಟ得した༢にあࡗては，10 ༢)を㝈ᗘとして，第 31 条に規定する༢として認めること

ができる。

(ධᏛ๓の᪤ಟᚓ༢のㄆᐃ)

第 23 条 教学規則第 75 条の規定に基づく᪤ಟ得༢の認定は，教授会の議を経て行う。

2 ᪤ಟ得༢の認定を受けようとする者は，ᣦ定の期日までに必要な書類を◊✲科長にᥦฟしなければな

らない。

3 第 1 項の規定により認定された༢数は，㌿ධ学及びධ学のሙྜを除き，本学においてಟ得した༢

以እのものにࡘいては，10 ༢を㝈ᗘとして第 31 条に規定する༢として認めることができる。

(授業⛉┠のㄆᐃไ㝈)

第 23 条の 2 第 21 条第 3 項，第 22 条第 3 項，第 22 条の 2 第 3 項及び前条第 3 項に規定する༢の認定で

きるྜ計༢数は，第 21 条から前条までの規定にかかࢃらず 12 ༢を㝈ᗘとする。

(◊✲⛉㸪ᏛᏛ㝔➼の◊✲ᣦᑟ)

第 24 条 学生は，教授会の議を経て，本学の他の◊✲科ཪは◊✲科と協定している他学の学㝔ⱝしく

は◊✲ᡤ等(እᅜの◊✲ᶵ関をྵࡴ。)において◊✲ᣦᑟを受けることができる。このሙྜにおいて，当該

◊✲ᣦᑟを受けることができる期間は，1 年を㉸えないものとする。

(␃ Ꮫ)

第 25 条 学生は，第 22 条及び前条の規定に基づき，እᅜの学㝔ཪは◊✲ᶵ関に␃学しようとするときは，

◊✲科長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により␃学した期間は，第 13 条に規定するᶆ‽ಟ業年㝈に算ධする。

(ఇ Ꮫ)

第 26 条 ఇ学期間は，1 年以ෆとする。ただし，≉別の理由があると認めるときは，◊✲科長は，᭦に㸯年

を㉸えない⠊ᅖෆにおいてఇ学期間のᘏ長を認めることができる。当該ᘏ長にಀる期間が‶したሙྜに

おいて，これを᭦にᘏ長しようとするときも，ྠᵝとする。

2 ఇ学期間は，㏻算して前期ㄢ程にあࡗては 2 年，後期ㄢ程にあࡗては 3 年を㉸えることはできない。

3 ఇ学期間は，ᅾ学年数に算ධしない。

第 27 条 ๐除

(༢の授)

第 28 条 授業科┠をᒚಟし，ヨ㦂にྜ᱁した者には，ᡤ定の༢をえる。

2 ヨ㦂は，➹グヨ㦂，ཱྀ㢌ヨ㦂ⱝしくは◊✲ሗ࿌等により，ཪはこれらのే⏝により行う。

(༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝཬࡧᏛຊの฿㐩ᗘの☜ㄆ)

第 29 条 ༤ኈㄽᩥ㢟┠の関㐃分㔝に関する理ゎ等を判定するため，༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝ及び学ຊの฿㐩

ᗘの☜認を行う。

2 前項の㈨᱁ᑂᰝにྜ᱁しなければ，༤ኈㄽᩥをᥦฟすることができない。

(Ꮫㄽᩥのᑂᰝཬ᭱ࡧ⤊ヨ㦂)

第 30 条 学ㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂にࡘいては，⚄ᡞ学学規程(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)及び⚄ᡞ

学学規程ᅜ㝿協ຊ◊✲科⣽則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)の定めるとこࢁによる。
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2 ධ学に関し必要な事項は，別に定める。

(㑅⪃᪉ἲ➼)

第 12 条 ධ学ᚿ㢪者にᑐする㑅⪃᪉ἲ，ᚿ㢪ᡭ続等は，教授会の議を経て，◊✲科長が定める。

(ᶆ‽ಟ業年㝈)

第 13 条 ◊✲科のᶆ‽ಟ業年㝈は，前期ㄢ程 2 年，後期ㄢ程 3 年の 5 年とする。

(ᅾ Ꮫ 年 㝈)

第 14 条 学生は，前期ㄢ程にあࡗては 4 年，後期ㄢ程にあࡗては 6 年を㉸えてᅾ学することはできない。

(ᩍ⫱᪉ἲ➼)

第 15 条 ◊✲科における教⫱は，授業科┠の授業及び学ㄽᩥのస成等にᑐするᣦᑟ(以下「◊✲ᣦᑟ」と

いう。)によࡗて行う。

2 ◊✲科において教⫱ୖ≉別の必要があると認められるሙྜには，ኪ間その他≉定の間ཪは期におい

て授業ཪは◊✲ᣦᑟを行う等の㐺当な᪉ἲにより教⫱を行うことができる。

(授業⛉┠➼)

第 16 条 ◊✲科の授業科┠，༢数等は，別⾲第 1 及び別⾲第 2 のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか，⮫に授業科┠を㛤タすることがあり，その授業科┠及び༢数等は，㛤

タの㒔ᗘ定める。

(༢のィ⟬ᇶ‽)

第 17 条 各授業科┠の༢の計算は，次の基‽による。

(1) ㅮ⩏及び₇⩦にࡘいては，15 間の授業をもࡗて 1 ༢とする。

(2) 実⩦等にࡘいては，30 間の授業をもࡗて 1 ༢とする。

(ᣦᑟᩍဨ)

第 18 条 ◊✲ᣦᑟをᢸ当する教員(以下「ᣦᑟ教員」という。)は，教授会の議を経て，◊✲科長が定める。

(◊✲ᣦᑟጤဨ)

第 19 条 第 29 条に規定する㈨᱁ᑂᰝにྜ᱁した学生ࡈとに，◊✲ᣦᑟ委員を⨨くことができる。

2 ◊✲ᣦᑟ委員は，ᣦᑟ教員を⿵బする。

(Ꮫ ಟ ィ ⏬)

第 20 条 学生は，ᣦᑟ教員のᢎ認を得て，ධ学後ᡤ定の期日までに学ಟ計⏬を◊✲科長にᥦฟし，許可を

受けなければならない。

(授業⛉┠のᒚಟ)

第 21 条 学生は，ᒚಟしようとする授業科┠(他のࢫ࣮ࢥの授業科┠をྵࡴ。)をᣦ定の期日までに，◊✲

科長にᒆけฟなければならない。

2 学生は，他の◊✲科の授業科┠ཪは学部のᑓ㛛科┠(ᑓ㛛基♏科┠を除く。以下ྠじ。)をᒚಟしようと

するときは，ᣦᑟ教員のᢎ認を得たୖ，◊✲科長を経て，当該◊✲科長ཪは当該学部長の許可を受けなけ

ればならない。

3 前 2 項の規定によりᒚಟした他のࢫ࣮ࢥཪは他の◊✲科の授業科┠にࡘいてಟ得した༢は，教授会の

議を経て，ྜࡏࢃて 12 ༢を㝈ᗘとして，第 31 条に規定する༢として認めることができる。

(ᏛᏛ㝔の授業⛉┠のᒚಟ)

第 22 条 学生は，教授会の議を経て，◊✲科と協定を⥾⤖している他学(እᅜの学をྵࡴ。以下ྠ

じ。)の学㝔の授業科┠をᒚಟすることができる。

2 前項の規定にかかࢃらず，ࡴࡸを得ない事があるときは，学生は，教授会の議を経て，協定に基づか

ずにእᅜの学の学㝔の授業科┠をᒚಟすることができる。

3 前 2 項の規定によりᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢は，教授会の議を経て，8 ༢(࣭ࣝࣈࢲ

ては，10ࡗによりእᅜの学の学㝔においてಟ得した༢にあ࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ ༢)を㝈ᗘと

して第 31 条に規定する༢として認めることができる。

(ఇᏛᮇ㛫୰にእᅜのᏛのᏛ㝔に࡚࠸࠾ᒚಟした授業⛉┠の༢の取ᢅ࠸)

第 22 条の 2 学生が教授会の議を経て，ఇ学期間中に◊✲科と協定を⥾⤖しているእᅜの学の学㝔にお

いてᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢を，◊✲科においてಟ得したものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかࢃらず，ࡴࡸを得ない事があるときは，学生がఇ学期間中に協定に基づかずにእᅜ

の学の学㝔においてᒚಟした授業科┠にࡘいてಟ得した༢を，教授会の議を経て，◊✲科において

ಟ得したものとみなすことができる。

3 前 2 項の規定によりಟ得したものとみなすことができる༢数は，前条第 3 項により◊✲科においてಟ

得したものとみなす༢数とྜࡏࢃて，8 ༢(࣭ࣝࣈࢲ によりእᅜの学の࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ

学㝔においてಟ得した༢にあࡗては，10 ༢)を㝈ᗘとして，第 31 条に規定する༢として認めること

ができる。

(ධᏛ๓の᪤ಟᚓ༢のㄆᐃ)

第 23 条 教学規則第 75 条の規定に基づく᪤ಟ得༢の認定は，教授会の議を経て行う。

2 ᪤ಟ得༢の認定を受けようとする者は，ᣦ定の期日までに必要な書類を◊✲科長にᥦฟしなければな

らない。

3 第 1 項の規定により認定された༢数は，㌿ධ学及びධ学のሙྜを除き，本学においてಟ得した༢

以እのものにࡘいては，10 ༢を㝈ᗘとして第 31 条に規定する༢として認めることができる。

(授業⛉┠のㄆᐃไ㝈)

第 23 条の 2 第 21 条第 3 項，第 22 条第 3 項，第 22 条の 2 第 3 項及び前条第 3 項に規定する༢の認定で

きるྜ計༢数は，第 21 条から前条までの規定にかかࢃらず 12 ༢を㝈ᗘとする。

(◊✲⛉㸪ᏛᏛ㝔➼の◊✲ᣦᑟ)

第 24 条 学生は，教授会の議を経て，本学の他の◊✲科ཪは◊✲科と協定している他学の学㝔ⱝしく

は◊✲ᡤ等(እᅜの◊✲ᶵ関をྵࡴ。)において◊✲ᣦᑟを受けることができる。このሙྜにおいて，当該

◊✲ᣦᑟを受けることができる期間は，1 年を㉸えないものとする。

(␃ Ꮫ)

第 25 条 学生は，第 22 条及び前条の規定に基づき，እᅜの学㝔ཪは◊✲ᶵ関に␃学しようとするときは，

◊✲科長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により␃学した期間は，第 13 条に規定するᶆ‽ಟ業年㝈に算ධする。

(ఇ Ꮫ)

第 26 条 ఇ学期間は，1 年以ෆとする。ただし，≉別の理由があると認めるときは，◊✲科長は，᭦に㸯年

を㉸えない⠊ᅖෆにおいてఇ学期間のᘏ長を認めることができる。当該ᘏ長にಀる期間が‶したሙྜに

おいて，これを᭦にᘏ長しようとするときも，ྠᵝとする。

2 ఇ学期間は，㏻算して前期ㄢ程にあࡗては 2 年，後期ㄢ程にあࡗては 3 年を㉸えることはできない。

3 ఇ学期間は，ᅾ学年数に算ධしない。

第 27 条 ๐除

(༢の授)

第 28 条 授業科┠をᒚಟし，ヨ㦂にྜ᱁した者には，ᡤ定の༢をえる。

2 ヨ㦂は，➹グヨ㦂，ཱྀ㢌ヨ㦂ⱝしくは◊✲ሗ࿌等により，ཪはこれらのే⏝により行う。

(༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝཬࡧᏛຊの฿㐩ᗘの☜ㄆ)

第 29 条 ༤ኈㄽᩥ㢟┠の関㐃分㔝に関する理ゎ等を判定するため，༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝ及び学ຊの฿㐩

ᗘの☜認を行う。

2 前項の㈨᱁ᑂᰝにྜ᱁しなければ，༤ኈㄽᩥをᥦฟすることができない。

(Ꮫㄽᩥのᑂᰝཬ᭱ࡧ⤊ヨ㦂)

第 30 条 学ㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂にࡘいては，⚄ᡞ学学規程(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)及び⚄ᡞ

学学規程ᅜ㝿協ຊ◊✲科⣽則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)の定めるとこࢁによる。
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(成⦼ホ౯ᇶ‽)

第 30 条の 2 教学規則第 73 条の 2 に規定する成⦼ホ౯基‽にࡘいては，別に定める。

(๓ᮇㄢ⛬のಟせ௳)

第 31 条 前期ㄢ程のಟ要௳は，前期ㄢ程に 2 年以ୖᅾ学し，別⾲第 1 の定めるとこࢁにᚑࡗて 30 ༢以

ୖをಟ得し，かࡘ，必要な◊✲ᣦᑟを受けたୖ，ಟኈㄽᩥཪは≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝのᑂᰝ及

び᭱⤊ヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関しては，ඃれた業⦼をୖࡆた者にࡘいては，前

期ㄢ程に 1 年以ୖᅾ学すれば㊊りるものとする。

(༤ኈㄢ⛬のಟせ௳)

第 32 条 ༤ኈㄢ程のಟ要௳は，前期ㄢ程ཪはಟኈㄢ程ಟ後，後期ㄢ程に 3 年以ୖᅾ学し，別⾲第 2 の

定めるとこࢁにᚑࡗて 8 ༢以ୖをಟ得し，かࡘ，必要な◊✲ᣦᑟを受けたୖ，༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊

ヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関しては，ඃれた◊✲業⦼をୖࡆた者にࡘいては，後期

ㄢ程に 1 年(2 年未‶のᅾ学期間をもࡗてಟኈㄢ程，前期ㄢ程ཪはᑓ㛛⫋学ㄢ程をಟした者にあࡗては，

当該ᅾ学期間をྵめて 3 年)以ୖᅾ学すれば㊊りるものとする。

(㛗ᮇにࢃたるᩍ⫱ㄢ⛬のᒚಟ)

第 32 条の 2 学生は，⫋業を᭷している等の事により，ᶆ‽ಟ業年㝈を㉸えて୍定の期間にࢃたり計⏬ⓗ

に教⫱ㄢ程をᒚಟしಟすることをᕼᮃするときは，◊✲科長の許可を得て，その計⏬ⓗなᒚಟ㸦以下

「長期ᒚಟ」という。㸧を行うことができる。

2 長期ᒚಟに関し必要な事項は，別に定める。

(Ꮫの授)

第 33 条 ᡤ定のㄢ程をಟした者には，そのㄢ程にᛂじಟኈཪは༤ኈの学を授する。

2 前項の学を授するに当たࡗては，次の༊分にᚑい，ᑓᨷ分㔝のྡ⛠を付グするものとする。

ಟኈの学を授するሙྜ

ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ ᅜ㝿学ཪは経῭学

ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ ᅜ㝿学，ἲ学ཪは政学

ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ ᅜ㝿学，ἲ学ཪは経῭学

༤ኈの学を授するሙྜ

ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ 学⾡ཪは経῭学

ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ 学⾡，ἲ学ཪは政学

ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ 学⾡，ἲ学ཪは経῭学

(≉ู⫈ㅮᏛ⏕)

第 34 条 ◊✲科と協定している他学学㝔の学生で，◊✲科の≉別⫈ㅮ学生をᚿ㢪する者は，別に定め

るとこࢁにより，ᡤᒓ学㝔を経由して，◊✲科長に㢪いฟるものとする。

2 ≉別⫈ㅮ学生の受ධれの期は，そのᒚಟしようとする授業科┠が㛤ㅮされる学期のึめとし，⫈ㅮ期

間は，当該授業科┠の㛤ㅮ期間とする。

(≉ู◊✲Ꮫ⏕)

第 35 条 ◊✲科と協定している他学学㝔の学生で，◊✲科において≉別◊✲学生として◊✲ᣦᑟを受

けようとする者は，別に定めるとこࢁにより，ᡤᒓ学㝔を経由して◊✲科長に㢪いฟるものとする。

2 ≉別◊✲学生に関し必要な事項は，別に定める。

(◊ ✲ ⏕)

第 36 条 ◊✲科において，≉定のᑓ㛛事項にࡘいて◊✲することをᚿ㢪する者があるときは，教授会の議

を経て，◊✲生としてධ学を許可することがある。

2 ◊✲生は，◊✲科ᢸ当の教員のᣦᑟの下に◊✲を行うものとする。

3 ◊✲生に関し必要な事項は，別に定める。

(雑 則)

第 37 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，◊✲科

長が定める。

附 則

1 この規則は，平成 16 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則の規定にかかࢃらず，⚄ᡞ学学則等

をᗫṆする規則(平成 16 年 4 月 1日ไ定)第 2 条の規定によるᗫṆ前の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則の規定のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 16 年 7 月 29 日)

1 この規則は，平成 16 年 10 月 1 日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 17 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 17 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 18 年 2 月 17 日)

1 この規則は，平成 18 年 4 月 1日から施行し，改正後の第 10 条第 2 号の規定は平成 17 年 10 月 1日から，ྠ条第 6 号の規定は平成

17 年 12 月 1 日から㐺⏝する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 18 年 9 月 22 日)

1 この規則は，平成 18 年 10 月 1 日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 19 年 3 月 30 日)

1 この規則は，平成 19 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 20 年 1 月 21 日)

この規則は，平成 20 年 3 月 31 日から施行し，改正後の第 9 条第 2 号の規定は，平成 19 年 12 月 26日から㐺⏝する。

附 則(平成 20 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 20 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 21 年 2 月 12 日)

この規則は，平成 21 年 2 月 16 日から施行する。

附 則(平成 21 年 3 月 11 日)

1 この規則は，平成 21 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 23 年 3 月 29 日)

1 この規則は，平成 23 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，改正後の別⾲第 1 の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 23 年 9 月 27 日)

1 この規則は，平成 24 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 24 年 3 月 21 日)

この規則は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年 3 月 27 日)

この規則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 26 年 3 月 26 日)

1 この規則は，平成 26 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 26 年 6 月 9 日)

この規則は，平成 26 年 6 月 9 日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則の規定は，平成 26 年 4 月 1 日から㐺⏝す

る。

附 則(平成 27 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 27 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 28 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 28 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 28 年 11 月 30 日)

1 この規則は，平成 28 年 11 月 30 日から施行する。

2 この規則の規定による改正前の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 6 条第 3 項の規定にかかࢃらず，この規則施行の㝿⌧に◊✲
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(成⦼ホ౯ᇶ‽)

第 30 条の 2 教学規則第 73 条の 2 に規定する成⦼ホ౯基‽にࡘいては，別に定める。

(๓ᮇㄢ⛬のಟせ௳)

第 31 条 前期ㄢ程のಟ要௳は，前期ㄢ程に 2 年以ୖᅾ学し，別⾲第 1 の定めるとこࢁにᚑࡗて 30 ༢以

ୖをಟ得し，かࡘ，必要な◊✲ᣦᑟを受けたୖ，ಟኈㄽᩥཪは≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝのᑂᰝ及

び᭱⤊ヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関しては，ඃれた業⦼をୖࡆた者にࡘいては，前

期ㄢ程に 1 年以ୖᅾ学すれば㊊りるものとする。

(༤ኈㄢ⛬のಟせ௳)

第 32 条 ༤ኈㄢ程のಟ要௳は，前期ㄢ程ཪはಟኈㄢ程ಟ後，後期ㄢ程に 3 年以ୖᅾ学し，別⾲第 2 の

定めるとこࢁにᚑࡗて 8 ༢以ୖをಟ得し，かࡘ，必要な◊✲ᣦᑟを受けたୖ，༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊

ヨ㦂にྜ᱁することとする。ただし，ᅾ学期間に関しては，ඃれた◊✲業⦼をୖࡆた者にࡘいては，後期

ㄢ程に 1 年(2 年未‶のᅾ学期間をもࡗてಟኈㄢ程，前期ㄢ程ཪはᑓ㛛⫋学ㄢ程をಟした者にあࡗては，

当該ᅾ学期間をྵめて 3 年)以ୖᅾ学すれば㊊りるものとする。

(㛗ᮇにࢃたるᩍ⫱ㄢ⛬のᒚಟ)

第 32 条の 2 学生は，⫋業を᭷している等の事により，ᶆ‽ಟ業年㝈を㉸えて୍定の期間にࢃたり計⏬ⓗ

に教⫱ㄢ程をᒚಟしಟすることをᕼᮃするときは，◊✲科長の許可を得て，その計⏬ⓗなᒚಟ㸦以下

「長期ᒚಟ」という。㸧を行うことができる。

2 長期ᒚಟに関し必要な事項は，別に定める。

(Ꮫの授)

第 33 条 ᡤ定のㄢ程をಟした者には，そのㄢ程にᛂじಟኈཪは༤ኈの学を授する。

2 前項の学を授するに当たࡗては，次の༊分にᚑい，ᑓᨷ分㔝のྡ⛠を付グするものとする。

ಟኈの学を授するሙྜ

ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ ᅜ㝿学ཪは経῭学

ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ ᅜ㝿学，ἲ学ཪは政学

ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ ᅜ㝿学，ἲ学ཪは経῭学

༤ኈの学を授するሙྜ

ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ 学⾡ཪは経῭学

ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ 学⾡，ἲ学ཪは政学

ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ 学⾡，ἲ学ཪは経῭学

(≉ู⫈ㅮᏛ⏕)

第 34 条 ◊✲科と協定している他学学㝔の学生で，◊✲科の≉別⫈ㅮ学生をᚿ㢪する者は，別に定め

るとこࢁにより，ᡤᒓ学㝔を経由して，◊✲科長に㢪いฟるものとする。

2 ≉別⫈ㅮ学生の受ධれの期は，そのᒚಟしようとする授業科┠が㛤ㅮされる学期のึめとし，⫈ㅮ期

間は，当該授業科┠の㛤ㅮ期間とする。

(≉ู◊✲Ꮫ⏕)

第 35 条 ◊✲科と協定している他学学㝔の学生で，◊✲科において≉別◊✲学生として◊✲ᣦᑟを受

けようとする者は，別に定めるとこࢁにより，ᡤᒓ学㝔を経由して◊✲科長に㢪いฟるものとする。

2 ≉別◊✲学生に関し必要な事項は，別に定める。

(◊ ✲ ⏕)

第 36 条 ◊✲科において，≉定のᑓ㛛事項にࡘいて◊✲することをᚿ㢪する者があるときは，教授会の議

を経て，◊✲生としてධ学を許可することがある。

2 ◊✲生は，◊✲科ᢸ当の教員のᣦᑟの下に◊✲を行うものとする。

3 ◊✲生に関し必要な事項は，別に定める。

(雑 則)

第 37 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，◊✲科

長が定める。

附 則

1 この規則は，平成 16 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則の規定にかかࢃらず，⚄ᡞ学学則等

をᗫṆする規則(平成 16 年 4 月 1日ไ定)第 2 条の規定によるᗫṆ前の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則の規定のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 16 年 7 月 29 日)

1 この規則は，平成 16 年 10 月 1 日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 17 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 17 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 18 年 2 月 17 日)

1 この規則は，平成 18 年 4 月 1日から施行し，改正後の第 10 条第 2 号の規定は平成 17 年 10 月 1日から，ྠ条第 6 号の規定は平成

17 年 12 月 1 日から㐺⏝する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 18 年 9 月 22 日)

1 この規則は，平成 18 年 10 月 1 日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 19 年 3 月 30 日)

1 この規則は，平成 19 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 20 年 1 月 21 日)

この規則は，平成 20 年 3 月 31 日から施行し，改正後の第 9 条第 2 号の規定は，平成 19 年 12 月 26日から㐺⏝する。

附 則(平成 20 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 20 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 21 年 2 月 12 日)

この規則は，平成 21 年 2 月 16 日から施行する。

附 則(平成 21 年 3 月 11 日)

1 この規則は，平成 21 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 前項に規定する者にᑐして，改正後の授業科┠をᒚಟさࡏる必要が生じたሙྜの取扱いにࡘいては，教授会が定める。

附 則(平成 23 年 3 月 29 日)

1 この規則は，平成 23 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，改正後の別⾲第 1 の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 23 年 9 月 27 日)

1 この規則は，平成 24 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 24 年 3 月 21 日)

この規則は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年 3 月 27 日)

この規則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 26 年 3 月 26 日)

1 この規則は，平成 26 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 26 年 6 月 9 日)

この規則は，平成 26 年 6 月 9 日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則の規定は，平成 26 年 4 月 1 日から㐺⏝す

る。

附 則(平成 27 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 27 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 28 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 28 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 28 年 11 月 30 日)

1 この規則は，平成 28 年 11 月 30 日から施行する。

2 この規則の規定による改正前の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 6 条第 3 項の規定にかかࢃらず，この規則施行の㝿⌧に◊✲
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科長である者の௵期の⤊期は，平成 29 年 3 月 31 日とする。

附 則(平成 29 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 29 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 29 年 5 月 23 日)

この規則は，平成 29 年 5 月 23 日から施行し，改正後の第 9 条第 1 項第 6 号の規定は，平成 28 年 4月 1 日から㐺⏝する。

附 則(平成 29 年 9 月 22 日)

この規則は，平成 29 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成 30 年 9 月 26 日)

この規則は，平成 30 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 2 月 25 日)

1 この規則は，令和 2 年 2 月 25 日から施行しࠊ改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科の規定はࠊ平成 31 年 4 月 1 日から㐺⏝する。

2 平成 31 年 3 月 31 日に⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 2 年 3 月 31 日)

1 この規則は，令和 2 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 2 年 12 月 1 日)

この規則は，令和 2 年 12 月 1日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則の規定は，平成 31 年 4 月 1 日から㐺⏝す

る。

附 則(令和 3 年 1 月 19 日)

1 この規則は，令和 3 年 2 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᑓᨷ長である者の௵期の⤊期は，令和 3 年 3 月 31 日とする。

附 則(令和 3 年 3 月 30 日)

1 この規則は，令和 3 年 4 月 1日から施行する。

附 則(令和 3 年 9 月 27 日)

1 この規則は，令和 3 年 9 月 27日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則の規定は，令和 3 年 4 月 1 日から㐺⏝す

る。

2 令和 3 年 3月 31 日に⌧にᅾ学する者㸦以下「ᅾ学者」という。㸧及び令和 3 年 4 月 1 日以後においてᅾ学者のᒓする年次にධ学

する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 4 年 3 月 31 日)

1 この規則は, 令和 4 年 4 月 1日から施行する。

2 令和 4 年 3月 31 日に⌧にᅾ学する者㸦以下「ᅾ学者」という。㸧及び令和 4 年 4 月 1 日以後においてᅾ学者のᒓする年次にධ学

する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 5 年 3 月 31 日)

この規則は，令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
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科長である者の௵期の⤊期は，平成 29 年 3 月 31 日とする。

附 則(平成 29 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 29 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 29 年 5 月 23 日)

この規則は，平成 29 年 5 月 23 日から施行し，改正後の第 9 条第 1 項第 6 号の規定は，平成 28 年 4月 1 日から㐺⏝する。

附 則(平成 29 年 9 月 22 日)

この規則は，平成 29 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成 30 年 9 月 26 日)

この規則は，平成 30 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 2 月 25 日)

1 この規則は，令和 2 年 2 月 25 日から施行しࠊ改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科の規定はࠊ平成 31 年 4 月 1 日から㐺⏝する。

2 平成 31 年 3 月 31 日に⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 2 年 3 月 31 日)

1 この規則は，令和 2 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 2 年 12 月 1 日)

この規則は，令和 2 年 12 月 1日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則の規定は，平成 31 年 4 月 1 日から㐺⏝す

る。

附 則(令和 3 年 1 月 19 日)

1 この規則は，令和 3 年 2 月 1日から施行する。

2 この規則施行の㝿⌧にᑓᨷ長である者の௵期の⤊期は，令和 3 年 3 月 31 日とする。

附 則(令和 3 年 3 月 30 日)

1 この規則は，令和 3 年 4 月 1日から施行する。

附 則(令和 3 年 9 月 27 日)

1 この規則は，令和 3 年 9 月 27日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則の規定は，令和 3 年 4 月 1 日から㐺⏝す

る。

2 令和 3 年 3月 31 日に⌧にᅾ学する者㸦以下「ᅾ学者」という。㸧及び令和 3 年 4 月 1 日以後においてᅾ学者のᒓする年次にධ学

する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 4 年 3 月 31 日)

1 この規則は, 令和 4 年 4 月 1日から施行する。

2 令和 4 年 3月 31 日に⌧にᅾ学する者㸦以下「ᅾ学者」という。㸧及び令和 4 年 4 月 1 日以後においてᅾ学者のᒓする年次にධ学

する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 5 年 3 月 31 日)

この規則は，令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
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(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)
改正 平成 17 年 3 月 3 1 日 平成 18 年 2 月 17 日

平成 19 年 3 月 3 0 日 平成 20 年 3 月 3 1 日

平成 21 年 3 月 3 1 日 平成 24 年 12 月 6 日

平成 27 年 3 月 3 1 日 平成 29 年 5 月 23 日

令和 2 年 12 月 1 日

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規程は，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)第 3 6 条第 3 項の規定

に基づき，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科(以下「◊✲科」という。)の◊✲生に関する必要な事項を定め

るものとする。

(ධ Ꮫ ㈨ ᱁)

第 2 条 ◊✲生としてධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を༞業した者

(2) 学ᰯ教⫱ἲ(和 22 年ἲᚊ第 26 号)第 104 条第 7 項の規定により学ኈの学が授された者

(3 ) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における 16 年のㄢ程をಟした者

(4) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(和 28 年ᩥ部┬࿌♧第 5 号)
(5) ◊✲科において，学を༞業した者とྠ等以ୖの学ຊがあると認めた者

(ධᏛのᮇ)

第 3 条 ◊✲生のධ学の期は，4 月 1 日及び 10 月 1 日とする。ただし，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科

教授会(以下「教授会」という。)の議を経て，≉に必要と認めたときは，この㝈りでない。

(ฟ 㢪 ᡭ ⥆)

第 4 条 ◊✲生としてධ学をᚿ㢪する者は，ᡤ定の期日までに，᳨定料を納付したୖ，次の各号にᥖࡆる

書類を⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長(以下「◊✲科長」という。)にᥦฟしなければならない。

(1) ◊✲生㢪書(ᡤ定の⏝⣬)
(2) ◊✲計⏬書

(3 ) ᒚṔ書(ᡤ定の⏝⣬)
(4) ᭱⤊ฟ㌟学ᰯの成⦼ド明書及び༞業ド明書ཪはಟド明書

(5) ┿(ฟ㢪前 3 月以ෆにᙳしたもの)
(6 ) 替ᡶ㎸受付ド明書(ᡤ定の⏝⣬)
(7) その他◊✲科において必要と認める書類

2 会♫等(ᐁබᗇをྵࡴ。以下ྠじ。)にᅾ⫋している者は，前項各号にᥖࡆる書類のほか，次の各号にᥖ

。る書類をᥦฟしなければならないࡆ

(1) ಶேⓗ◊✲のための◊✲生をᚿ㢪するものであることをグ㍕した本ேの☜⣙書

(2) 会♫等の事業┠ⓗの㏣ồのためにその者をὴ㐵するものでないことをグ㍕したᡤᒓ長の☜⣙書

(3 ) ᅾ⫋のまま◊✲生としてධ学することにࡘいてのᡤᒓ長のᢎㅙ書

3 日本にᒃఫしているእᅜேにあࡗては，第1項各号及び前項各号にᥖࡆる書類のほか，ఫẸ⚊のし

㸦ᥦฟ日前 3 0日以ෆにస成されたものに㝈る。㸧ཪはこれに௦ࢃる書類をᥦฟしなければならない。

(㑅 ⪃ ᪉ ἲ)

第 5 条 ධ学ᚿ㢪者にᑐする㑅⪃は，書類ᑂᰝ及び㠃᥋により行う。

2 前項の規定にかかࢃらず，必要と認めたときは，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科教授会(以下「教授会」

という。)の議を経て，㠃᥋を┬␎することができる。
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(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)
改正 平成 17 年 3 月 3 1 日 平成 18 年 2 月 17 日

平成 19 年 3 月 3 0 日 平成 20 年 3 月 3 1 日

平成 21 年 3 月 3 1 日 平成 24 年 12 月 6 日

平成 27 年 3 月 3 1 日 平成 29 年 5 月 23 日

令和 2 年 12 月 1 日

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規程は，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)第 3 6 条第 3 項の規定

に基づき，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科(以下「◊✲科」という。)の◊✲生に関する必要な事項を定め

るものとする。

(ධ Ꮫ ㈨ ᱁)

第 2 条 ◊✲生としてධ学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を༞業した者

(2) 学ᰯ教⫱ἲ(和 22 年ἲᚊ第 26 号)第 104 条第 7 項の規定により学ኈの学が授された者

(3 ) እᅜにおいて，学ᰯ教⫱における 16 年のㄢ程をಟした者

(4) ᩥ部科学⮧のᣦ定した者(和 28 年ᩥ部┬࿌♧第 5 号)
(5) ◊✲科において，学を༞業した者とྠ等以ୖの学ຊがあると認めた者

(ධᏛのᮇ)

第 3 条 ◊✲生のධ学の期は，4 月 1 日及び 10 月 1 日とする。ただし，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科

教授会(以下「教授会」という。)の議を経て，≉に必要と認めたときは，この㝈りでない。

(ฟ 㢪 ᡭ ⥆)

第 4 条 ◊✲生としてධ学をᚿ㢪する者は，ᡤ定の期日までに，᳨定料を納付したୖ，次の各号にᥖࡆる

書類を⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長(以下「◊✲科長」という。)にᥦฟしなければならない。

(1) ◊✲生㢪書(ᡤ定の⏝⣬)
(2) ◊✲計⏬書

(3 ) ᒚṔ書(ᡤ定の⏝⣬)
(4) ᭱⤊ฟ㌟学ᰯの成⦼ド明書及び༞業ド明書ཪはಟド明書

(5) ┿(ฟ㢪前 3 月以ෆにᙳしたもの)
(6 ) 替ᡶ㎸受付ド明書(ᡤ定の⏝⣬)
(7) その他◊✲科において必要と認める書類

2 会♫等(ᐁබᗇをྵࡴ。以下ྠじ。)にᅾ⫋している者は，前項各号にᥖࡆる書類のほか，次の各号にᥖ

。る書類をᥦฟしなければならないࡆ

(1) ಶேⓗ◊✲のための◊✲生をᚿ㢪するものであることをグ㍕した本ேの☜⣙書

(2) 会♫等の事業┠ⓗの㏣ồのためにその者をὴ㐵するものでないことをグ㍕したᡤᒓ長の☜⣙書

(3 ) ᅾ⫋のまま◊✲生としてධ学することにࡘいてのᡤᒓ長のᢎㅙ書

3 日本にᒃఫしているእᅜேにあࡗては，第1項各号及び前項各号にᥖࡆる書類のほか，ఫẸ⚊のし

㸦ᥦฟ日前 3 0日以ෆにస成されたものに㝈る。㸧ཪはこれに௦ࢃる書類をᥦฟしなければならない。

(㑅 ⪃ ᪉ ἲ)

第 5 条 ධ学ᚿ㢪者にᑐする㑅⪃は，書類ᑂᰝ及び㠃᥋により行う。

2 前項の規定にかかࢃらず，必要と認めたときは，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科教授会(以下「教授会」

という。)の議を経て，㠃᥋を┬␎することができる。
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(ධᏛ料ཬࡧ授業料)

第 6 条 㑅⪃にྜ᱁した者は，ᡤ定の期日までにධ学料及び授業料を納付しなければならない。

(◊ ✲ ᮇ 㛫)

第 7 条 ◊✲生の◊✲期間は，1 年以ෆとする。ただし，≉別の理由によりᘬき続き◊✲を㢪いฟた者に

いては，教授会の議を経て，1ࡘ 年を㝈ᗘとして◊✲期間のᘏ長を許可することがある。このሙྜにお

ける◊✲期間は，当ึの◊✲期間と㐃続して᭱長 2 年までとする。

(◊ ✲)

第 8 条 ◊✲生は，ᣦᑟ教員のᣦᑟの下で◊✲を行うものとする。

2 ◊✲生は，ᣦᑟ教員のᢎ認を得て，◊✲に関㐃のある授業を⫈ㅮすることができる。ただし，⫈ㅮに

㝿しては，当該授業科┠のᢸ当教員の許可を受けなければならない。

(◊✲ド᫂᭩の)

第 9 条 ◊✲事項にࡘいてド明を㢪いฟた者には，◊✲ド明書を付する。

(㏥ Ꮫ)

第 10 条 ◊✲生が㏥学しようとするときは，ᣦᑟ教員を経て，◊✲科長に㢪いฟて許可を受けなければな

らない。

(㝖 ⡠)

第 11 条 ◊✲生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て，◊✲科長がこれを除⡠す

る。

(1) その他の理由により成業のぢ㎸みがないと認められるとき。

(2) 授業料納付の⩏ົをᛰࡗたとき。

(雑 則)

第 12 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会が定める。

附 則

この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

附 則㸦平成 17 年 3 月 31 日㸧

この規程は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則㸦平成 18 年 2 月 17 日㸧

この規程は，平成 18 年 2 月 17 日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科◊✲生規程の規定は，平成

17 年 10 月 1 日から㐺⏝する。

附 則㸦平成 19 年 3 月 30 日㸧

この規程は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則㸦平成 20 年 3 月 31 日㸧

この規程は，平成 20 年 3 月 3 1 日から施行し，改正後の第 2 条第 2 号の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から㐺⏝す

る。

附 則㸦平成 21 年 3 月 31 日㸧

この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

附 則㸦平成24年12月6日㸧

この規程は，平成 24 年 12 月 6 日から施行し，改正後の第㸲条第㸱項の規定は，平成 24 年 7 月 9 日から㐺⏝する。

附 則㸦平成 27 年 3 月 31 日㸧

この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附 則㸦平成 29 年 5 月 23 日㸧

この規程は，平成 29 年 5 月 23 日から施行する。

附 則㸦令和 2 年 12 月 1 日㸧

この規程は，令和 2 年 12 月 1 日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科◊✲生規程の規定は，平成

3 1 年 4 月 1 日から㐺⏝する。

≉ู◊✲Ꮫ⏕ෆつ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 3 5 条の規定に基づき，他学学㝔から≉別◊✲学生の受ධれ

の౫㢗があࡗたときは，他学学㝔との協定に基づき，教授会の議を経て，当該学生が学㝔ᅜ㝿協ຊ

◊✲科において◊✲ᣦᑟを受けることを許可する。

ձ 受ධれの期及び◊✲期間

≉別◊✲学生の受ධれの期は，4 月及び 10 月とする。期間はཎ則として 1 年以ෆとする。ただし，

必要と認めたときは，教授会の議を経て期間を᭦᪂することができる。

ղ 授業料等の免除

他学学㝔との協定に基づき，授業料，ධ学料及び᳨定料を徴収とすることができる。

ճ 授業科┠の⫈ㅮ

≉別◊✲学生は，ᣦᑟ教員及び授業科┠ᢸ当教員のᢎ認を得て，◊✲に関㐃のある授業科┠を⫈ㅮす

ることができる。

մ 許可の取消し

≉別◊✲学生が次のいずれかに該当するときは，受ධれの許可を取り消すことがある。

 成業のぢ㎸みがないと認められるとき。

 本学のㅖ規則に㐪し，ཪは学生の本分にする行Ⅽがあると認められるとき。

附 則

このෆ規は，2004 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

このෆ規は，2007 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

このෆ規は，2015 年 4 月 1 日から施行する。
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(ධᏛ料ཬࡧ授業料)

第 6 条 㑅⪃にྜ᱁した者は，ᡤ定の期日までにධ学料及び授業料を納付しなければならない。

(◊ ✲ ᮇ 㛫)

第 7 条 ◊✲生の◊✲期間は，1 年以ෆとする。ただし，≉別の理由によりᘬき続き◊✲を㢪いฟた者に

いては，教授会の議を経て，1ࡘ 年を㝈ᗘとして◊✲期間のᘏ長を許可することがある。このሙྜにお

ける◊✲期間は，当ึの◊✲期間と㐃続して᭱長 2 年までとする。

(◊ ✲)

第 8 条 ◊✲生は，ᣦᑟ教員のᣦᑟの下で◊✲を行うものとする。

2 ◊✲生は，ᣦᑟ教員のᢎ認を得て，◊✲に関㐃のある授業を⫈ㅮすることができる。ただし，⫈ㅮに

㝿しては，当該授業科┠のᢸ当教員の許可を受けなければならない。

(◊✲ド᫂᭩の)

第 9 条 ◊✲事項にࡘいてド明を㢪いฟた者には，◊✲ド明書を付する。

(㏥ Ꮫ)

第 10 条 ◊✲生が㏥学しようとするときは，ᣦᑟ教員を経て，◊✲科長に㢪いฟて許可を受けなければな

らない。

(㝖 ⡠)

第 11 条 ◊✲生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て，◊✲科長がこれを除⡠す

る。

(1) その他の理由により成業のぢ㎸みがないと認められるとき。

(2) 授業料納付の⩏ົをᛰࡗたとき。

(雑 則)

第 12 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会が定める。

附 則

この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

附 則㸦平成 17 年 3 月 31 日㸧

この規程は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則㸦平成 18 年 2 月 17 日㸧

この規程は，平成 18 年 2 月 17 日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科◊✲生規程の規定は，平成

17 年 10 月 1 日から㐺⏝する。

附 則㸦平成 19 年 3 月 30 日㸧

この規程は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則㸦平成 20 年 3 月 31 日㸧

この規程は，平成 20 年 3 月 3 1 日から施行し，改正後の第 2 条第 2 号の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から㐺⏝す

る。

附 則㸦平成 21 年 3 月 31 日㸧

この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

附 則㸦平成24年12月6日㸧

この規程は，平成 24 年 12 月 6 日から施行し，改正後の第㸲条第㸱項の規定は，平成 24 年 7 月 9 日から㐺⏝する。

附 則㸦平成 27 年 3 月 31 日㸧

この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附 則㸦平成 29 年 5 月 23 日㸧

この規程は，平成 29 年 5 月 23 日から施行する。

附 則㸦令和 2 年 12 月 1 日㸧

この規程は，令和 2 年 12 月 1 日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科◊✲生規程の規定は，平成

3 1 年 4 月 1 日から㐺⏝する。

≉ู◊✲Ꮫ⏕ෆつ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 3 5 条の規定に基づき，他学学㝔から≉別◊✲学生の受ධれ

の౫㢗があࡗたときは，他学学㝔との協定に基づき，教授会の議を経て，当該学生が学㝔ᅜ㝿協ຊ

◊✲科において◊✲ᣦᑟを受けることを許可する。

ձ 受ධれの期及び◊✲期間

≉別◊✲学生の受ධれの期は，4 月及び 10 月とする。期間はཎ則として 1 年以ෆとする。ただし，

必要と認めたときは，教授会の議を経て期間を᭦᪂することができる。

ղ 授業料等の免除

他学学㝔との協定に基づき，授業料，ධ学料及び᳨定料を徴収とすることができる。

ճ 授業科┠の⫈ㅮ

≉別◊✲学生は，ᣦᑟ教員及び授業科┠ᢸ当教員のᢎ認を得て，◊✲に関㐃のある授業科┠を⫈ㅮす

ることができる。

մ 許可の取消し

≉別◊✲学生が次のいずれかに該当するときは，受ධれの許可を取り消すことがある。

 成業のぢ㎸みがないと認められるとき。

 本学のㅖ規則に㐪し，ཪは学生の本分にする行Ⅽがあると認められるとき。

附 則

このෆ規は，2004 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

このෆ規は，2007 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

このෆ規は，2015 年 4 月 1 日から施行する。
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≉ู⫈ㅮᏛ⏕ෆつ

2010 年 12 月 1 日ไ定

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 3 4 条の規定に基づき，学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「◊✲科」と

いう。㸧と協定している他学学㝔㸦እᅜの学をྵࡴ。以下ྠじ。㸧から≉別⫈ㅮ学生の受ධれ౫㢗が

あࡗたときは，教授会の議を経て，≉別⫈ㅮ学生として受ධれを許可する。

ձ 受ධ期及び⫈ㅮ期間

≉別⫈ㅮ学生の受ධ期は，学期のึめとする。期間はཎ則として 1 年以ෆとする。ただし，必要と認め

るときは，教授会の議を経て期間を᭦᪂することができる。

ղ 授業料等の免除

他学学㝔との協定に基づき，授業料，ධ学料及び᳨定料を徴収とすることができる。

ճ 許可の取消し

≉別⫈ㅮ学生が次のいずれかに該当すると認められるሙྜは，許可を取り消すことがある。

 成業のぢ㎸みがないと認められるとき。

 本学のㅖ規則に㐪し，ཪは学生の本分にする行Ⅽがあると認められるとき。

附 則

このෆ規は，2011 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

このෆ規は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

Ⅲ
履
修
関  

係
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≉ู⫈ㅮᏛ⏕ෆつ

2010 年 12 月 1 日ไ定

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 3 4 条の規定に基づき，学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「◊✲科」と

いう。㸧と協定している他学学㝔㸦እᅜの学をྵࡴ。以下ྠじ。㸧から≉別⫈ㅮ学生の受ධれ౫㢗が

あࡗたときは，教授会の議を経て，≉別⫈ㅮ学生として受ධれを許可する。

ձ 受ධ期及び⫈ㅮ期間

≉別⫈ㅮ学生の受ධ期は，学期のึめとする。期間はཎ則として 1 年以ෆとする。ただし，必要と認め

るときは，教授会の議を経て期間を᭦᪂することができる。

ղ 授業料等の免除

他学学㝔との協定に基づき，授業料，ධ学料及び᳨定料を徴収とすることができる。

ճ 許可の取消し

≉別⫈ㅮ学生が次のいずれかに該当すると認められるሙྜは，許可を取り消すことがある。

 成業のぢ㎸みがないと認められるとき。

 本学のㅖ規則に㐪し，ཪは学生の本分にする行Ⅽがあると認められるとき。

附 則

このෆ規は，2011 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

このෆ規は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

Ⅲ
履
修
関  

係
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ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉(日ᮏㄒࢫ࣮ࢥ)༤ኈㄢ⛬ᒚಟࣝࣗࢽ࣐

Ϩ㸬༤ኈㄢ⛬๓ᮇㄢ⛬

1. Ꮫ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科 ( 日本ㄒࢫ࣮ࢥ ) ༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸦以下ࠊ「前期ㄢ程」と

いう㸧で取得することのできる学の⛠号は次のとおりである。

 ಟኈ㸦ᅜ㝿学㸧

 ಟኈ㸦経῭学㸧

 ಟኈ㸦ἲ学㸧

 ಟኈ㸦政学㸧

各教員のもとで取得可⬟な学にࡘいてはࠊ「別⾲㸿」をཧ↷

2. ๓ᮇㄢ⛬のಟせ௳

( 1)  基本ⓗ要௳

前期ㄢ程においてಟኈの学を取得するためにはࠊ次の基本ⓗ要௳を‶たさなければな

らない。

 2 年間以ୖのᅾ学

 ₇⩦ 8 ༢以ୖのಟ得

 ㅮ⩏ 22 ༢以ୖのಟ得

 ಟኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂のྜ᱁㸦ཎ則として᭱⤊ヨ㦂までにಟに必要な 30
༢をಟ得しておかなければいけない。㸧

なお₇ࠊ⩦及びㅮ⩏にࡘいてはࠊ◊✲科規則の別⾲第 1 にิᣲされているのでࠊこれを

ཧ↷のこと。

₇⩦はಟኈㄽᩥస成ྥけたᑓ㛛ⓗ◊✲ᣦᑟのሙでありࠊ必ಟ 8 ༢の₇⩦はࠊᣦᑟ教

員の日本ㄒࢫ࣮ࢥの₇⩦をᒚಟする。ᘬき続きᣦᑟ教員の₇⩦をᒚಟすることをཎ則とす

る。この他₇ࠊ⩦ᢸ当教員が認めるሙྜにୖࠊグ以እの₇⩦をᒚಟすることができるがࠊ

ಟ要௳にはཧධされない。

ࠊ㛤Ⓨ政策ㄽ≉ㄽࠊ㛤Ⓨ経῭ㄽ≉ㄽࠊ㛤Ⓨ㐠Ⴀㄽ≉ㄽࠊ関ಀㄽ≉ㄽࣝࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺ

㛤Ⓨ計⏬ㄽ≉ㄽࠊᅜ㝿協ຊἲ≉ㄽࠊไᗘᵓ⠏ㄽ≉ㄽࠊ政♫会Ⓨᒎㄽ≉ㄽࠊᅜ㝿ἲእ実

ົㄽࠊ各 Special Lecture にࡘいてはࠊᢸ当教員がྠ୍でなければྠ୍ྡ⛠であࡗても㔜」

ᒚಟできる。

海እ実⩦ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥࠊにࡘいては୍ྠࠊ教員࣭ྠ୍ྡ⛠であࡗても㔜」ᒚಟでき

るがࠊಟ要௳にはそれࡒれ 2 ༢のみ算ධできる。

( 2)  2 年未‶でのಟにࡘいてはࠊ「᪩期ಟに関するෆ規」ཧ↷のこと。

3. ಟኈ㸦ᅜ㝿Ꮫ㸧ཬࡧಟኈ㸦⤒῭Ꮫ㸧のせ௳

ಟኈ㸦ᅜ㝿学㸧を取得しようとするሙྜୖࠊグ 2 のㅮ⩏ 22༢の中に㛤Ⓨ政策≉別࣮ࢥ

┠という。㸧のⱥㄒ科ࢫ࣮ࢥⱥㄒࠊ㸦以下ࢫ 4༢㸦ただしࠊAcademic Writing は除く㸧を

ྵめなければならない。

ಟኈ㸦経῭学㸧を取得しようとするሙྜୖࠊグ 2 のㅮ⩏ 22 ༢の中にࠊ「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経

῭学Ϩ」及び「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ」の 2 科┠ 4 ༢をྵめなければならない。ただしࠊ

♫会ே≉別ධヨによりධ学した者はࠊ経῭学◊✲科が㛤ㅮしている「基♏ࣟࢡ࣑経῭学」ࠊ

「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」の༢ಟ得によりࠊそれࡒれ「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ」ࠊ「㛤Ⓨࣟࢡ࣐

経῭学Ϩ」をಟ得したものとみなす。

ⱥㄒࢫ࣮ࢥの「Microeconomics」ࠊ「Macroeconomics」の༢ಟ得による読み替えはで

きない。
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ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉(日ᮏㄒࢫ࣮ࢥ)༤ኈㄢ⛬ᒚಟࣝࣗࢽ࣐

Ϩ㸬༤ኈㄢ⛬๓ᮇㄢ⛬

1. Ꮫ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科 ( 日本ㄒࢫ࣮ࢥ ) ༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸦以下ࠊ「前期ㄢ程」と

いう㸧で取得することのできる学の⛠号は次のとおりである。

 ಟኈ㸦ᅜ㝿学㸧

 ಟኈ㸦経῭学㸧

 ಟኈ㸦ἲ学㸧

 ಟኈ㸦政学㸧

各教員のもとで取得可⬟な学にࡘいてはࠊ「別⾲㸿」をཧ↷

2. ๓ᮇㄢ⛬のಟせ௳

( 1)  基本ⓗ要௳

前期ㄢ程においてಟኈの学を取得するためにはࠊ次の基本ⓗ要௳を‶たさなければな

らない。

 2 年間以ୖのᅾ学

 ₇⩦ 8 ༢以ୖのಟ得

 ㅮ⩏ 22 ༢以ୖのಟ得

 ಟኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂のྜ᱁㸦ཎ則として᭱⤊ヨ㦂までにಟに必要な 30
༢をಟ得しておかなければいけない。㸧

なお₇ࠊ⩦及びㅮ⩏にࡘいてはࠊ◊✲科規則の別⾲第 1 にิᣲされているのでࠊこれを

ཧ↷のこと。

₇⩦はಟኈㄽᩥస成ྥけたᑓ㛛ⓗ◊✲ᣦᑟのሙでありࠊ必ಟ 8 ༢の₇⩦はࠊᣦᑟ教

員の日本ㄒࢫ࣮ࢥの₇⩦をᒚಟする。ᘬき続きᣦᑟ教員の₇⩦をᒚಟすることをཎ則とす

る。この他₇ࠊ⩦ᢸ当教員が認めるሙྜにୖࠊグ以እの₇⩦をᒚಟすることができるがࠊ

ಟ要௳にはཧධされない。

ࠊ㛤Ⓨ政策ㄽ≉ㄽࠊ㛤Ⓨ経῭ㄽ≉ㄽࠊ㛤Ⓨ㐠Ⴀㄽ≉ㄽࠊ関ಀㄽ≉ㄽࣝࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺ

㛤Ⓨ計⏬ㄽ≉ㄽࠊᅜ㝿協ຊἲ≉ㄽࠊไᗘᵓ⠏ㄽ≉ㄽࠊ政♫会Ⓨᒎㄽ≉ㄽࠊᅜ㝿ἲእ実

ົㄽࠊ各 Special Lecture にࡘいてはࠊᢸ当教員がྠ୍でなければྠ୍ྡ⛠であࡗても㔜」

ᒚಟできる。

海እ実⩦ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥࠊにࡘいては୍ྠࠊ教員࣭ྠ୍ྡ⛠であࡗても㔜」ᒚಟでき

るがࠊಟ要௳にはそれࡒれ 2 ༢のみ算ධできる。

( 2)  2 年未‶でのಟにࡘいてはࠊ「᪩期ಟに関するෆ規」ཧ↷のこと。

3. ಟኈ㸦ᅜ㝿Ꮫ㸧ཬࡧಟኈ㸦⤒῭Ꮫ㸧のせ௳

ಟኈ㸦ᅜ㝿学㸧を取得しようとするሙྜୖࠊグ 2 のㅮ⩏ 22༢の中に㛤Ⓨ政策≉別࣮ࢥ

┠という。㸧のⱥㄒ科ࢫ࣮ࢥⱥㄒࠊ㸦以下ࢫ 4༢㸦ただしࠊAcademic Writing は除く㸧を

ྵめなければならない。

ಟኈ㸦経῭学㸧を取得しようとするሙྜୖࠊグ 2 のㅮ⩏ 22 ༢の中にࠊ「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経

῭学Ϩ」及び「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ」の 2 科┠ 4 ༢をྵめなければならない。ただしࠊ

♫会ே≉別ධヨによりධ学した者はࠊ経῭学◊✲科が㛤ㅮしている「基♏ࣟࢡ࣑経῭学」ࠊ

「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」の༢ಟ得によりࠊそれࡒれ「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ」ࠊ「㛤Ⓨࣟࢡ࣐

経῭学Ϩ」をಟ得したものとみなす。

ⱥㄒࢫ࣮ࢥの「Microeconomics」ࠊ「Macroeconomics」の༢ಟ得による読み替えはで

きない。
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4. ⱥㄒࠊࢫ࣮ࢥᏛෆ◊✲⛉࣭Ꮫ㒊ཬࡧᏛ㸦እᅜのᏛをྵࠋࡴ㸧にࡅ࠾るㅮ⩏のᒚ

ಟ➼に࡚࠸ࡘ

( 1)  ಟ要௳༢数の算ධにࡘいて

ಟ得したᅜ㝿協ຊ◊✲科前期ㄢ程以እのㅮ⩏の༢をಟ要௳༢数に算ධするሙྜは

次の規定にᚑࢃなければならない。

ᒚಟୖ㝈及びಟ要௳༢数算ධୖ㝈にࡘいては「別⾲㹀」をཧ↷のこと。

A㸬 本◊✲科がᥦ౪するⱥㄒࢫ࣮ࢥのㅮ⩏及び本学他◊✲科のㅮ⩏㸸ྜࡏࢃて 12 ༢

をୖ㝈として算ධできる。

B 㸬 ᥦᦠ協定のある別⾲㹀にᥖ㍕されている他学学㝔◊✲科のㅮ⩏㸸ྜ てࡏࢃ 8
༢をୖ㝈として算ධできる。㸦࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹࣝࣈࢲによりእᅜの

学の学㝔においてಟ得した༢にあࡗては10ࠊ ༢㸧

C 㸬 ୖグの A㸬B 㸬をྜࡏࢃて 12 ༢を算ධのୖ㝈とする。

D 㸬 別⾲㹁の日本ㄒࢫ࣮ࢥとⱥㄒࢫ࣮ࢥのᑐᛂする科┠は㸰科┠とも༢をಟ得し

てもࡕらかの科┠しかಟ要௳とならない。またࠊ読み替えもできない。

( 2)  学部の科┠のᒚಟ

  ᒚಟできる学部の科┠はࠊᑓ㛛科┠㸦ᑓ㛛基♏科┠を除く㸧に㝈る。

  学部の科┠をಟ要௳に算ධすることはできない。

( 3)  他の◊✲科࣭学部ࠊ他学の学㝔◊✲科における授業科┠のᒚಟ

他の◊✲科࣭学部ࠊ他学の学㝔◊✲科のㅮ⩏₇ࡸ⩦をᒚಟしようとするሙྜはࠊ

本◊✲科及びඛ᪉の◊✲科࣭学部の許可を得なければならない。

  本◊✲科㛤ㅮ授業科┠とྠྡの他◊✲科㛤ㅮ授業科┠をᒚಟ࣭༢ಟ得してもࠊཎ則

としてಟ要௳に算ධすることはできない。またྡྠࠊの本◊✲科㛤ㅮ授業科┠に読み

替えることもできない。

  ⱥㄒで㛤ㅮされる科┠であࡗてもࠊಟኈ㸦ᅜ㝿学㸧を取得するために必要なⱥㄒ࣮ࢥ

科┠㸦4ࢫ ༢㸧に算ධすることはできない。

  本◊✲科の「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ」と経῭学◊✲科の「基♏ࣟࢡ࣑経῭学」を༢取

得しているሙྜࠊ「基♏ࣟࢡ࣑経῭学」の༢はಟ要௳に算ධできない。

  本◊✲科の「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ」と経῭学◊✲科の「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」を༢取

得しているሙྜࠊ「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」の༢はಟ要௳に算ධできない。

( 4)  ᅜ㝿協ຊ◊✲科前期ㄢ程以እの₇⩦をಟ要௳༢に算ධすることはできない。

5. ᣦᑟᩍဨのỴᐃ

ᣦᑟ教員のᯝたすなᙺ割は次のとおりである。

A㸬 前期ㄢ程学生の授業科┠ᒚಟにࡘいてのᣦᑟ

B 㸬 ಟኈㄽᩥのᇳ➹ࠊそれに関ࢃる◊✲のᣦᑟࠊ及びᑂᰝ

C 㸬 その他ࠊዡ学㔠の申請なࠊ学生の◊✲のᨭに関ࢃる⯡ⓗ業ົ

ᣦᑟ教員は本◊✲科学生の◊✲⯡をᣦᑟする㔜要な存ᅾでありࠊៅ㔜に㑅ࡪ必要があ

る。᭱⤊ⓗには教授会が各学生のᣦᑟ教員をỴ定するがࠊ学生はᣦᑟ教員にࡘきࠊᕼᮃを

㏙ることができる。あらかじめ各教員と㠃ㄯのୖ2023ࠊ 年 4 月 17 日までにᣦᑟを受ける

ことをᕼᮃする教員にࡘきࠊ第 3 ᚿᮃまでをỴめࠊ教ົಀにᥦฟすること。

ᣦᑟ教員のኚ᭦は1ࠊ 年生の後期㛤ጞⅬで認められている。ᣦᑟ教員のኚ᭦をᕼᮃする

ሙྜにはࠊ可⬟な㝈りᣦᑟ教員に相ㄯしࠊ受ධ予定教員のྠពを得たୖで2023ࠊ 年 8 月 25
日までに教ົಀに「ᣦᑟ教員ኚ᭦㢪」をᥦฟすること。

なおࠊᣦᑟ教員のኚ᭦の相ㄯにࡘき必要があればࠊ「なࢇでも相ㄯᐊ」をά⏝してくださ

い。

6. ᒚಟⓏ㘓ཬࡧ◊✲ィ⏬᭩のᥦฟ

( 1)  ᒚಟⓏ㘓のしかた

授業科┠( (⩦ㅮ⩏及び実ࠊ⩦₇ はࠊᒚಟⓏ㘓をしていなければࠊその༢の認定を受ける

ことができない。授業のᒚಟは㔜要なものなのでࠊ各授業科┠のࢫࣂࣛࢩを☜認しࠊ毎学

期᭱ึの授業にཧຍしࠊៅ㔜にᒚಟする授業をỴめること。またࠊᣦᑟ教員に༑分相ㄯし

☜認したୖでࠊ毎学期 4 月10ࠊ 月中᪪ࢁࡈに授業科┠のᒚಟⓏ㘓を行ࢃなければならない。

またࠊᒚಟⓏ㘓した科┠のᒚಟ取消はࠊᒚಟ取消期間中に W e b ୖで行ࢃなければならな

い。㞟中ㅮ⩏のᒚಟ取消はࠊ毎学期の間割にᥖ㍕する期㝈までに教ົಀで行ࢃなければ

ならない。

( 2)  ◊✲ᣦᑟ計⏬書࣭◊✲計⏬書࣭◊✲㐍ᤖሗ࿌書のస成

「ᅜ㝿協ຊ◊✲科における◊✲ᣦᑟに関する申ྜࡏ」に定めるとおりࠊ各年次の 4 月末

までにᣦᑟ教員がస成する◊✲ᣦᑟ計⏬書を☜認のୖࠊ◊✲計⏬書をస成しࠊ⩣年 4 月に

◊✲㐍ᤖሗ࿌書をᣦᑟ教員にᥦฟする。

ᒚಟࣔࣝࢹ

ᒚಟࣔࣝࢹのは別⾲㹂をཧ↷のこと。

7. ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ✲◊

。は別⾲㹃をཧ↷のこと࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ✲◊

8. ඹ㏻୰᰾⛉┠に࡚࠸ࡘ

ඹ㏻中᰾科┠はࠊ学㝿ⓗにᅜ㝿協ຊを◊✲するための基♏科┠である。中᰾科┠としてࠊ

ࠊ経῭学Ϩࣟࢡ࣐㛤Ⓨࠊ経῭学Ϩࣟࢡ࣑㛤Ⓨࠊ㛤Ⓨ♫会ㄪᰝㄽࠊ関ಀㄽࣝࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺ

⤫計ⓗ᪉ἲࠊᅜ㝿協ຊἲࠊ㛤Ⓨேᶒἲࠊ政学◊✲ධ㛛の 8 科┠をᥦ౪している。㸯年生

の前期に受ㅮできるようにて前期に㛤ㅮされている。⮬分のᑓᨷ以እの科┠もいくࡘ

か受ㅮすることを᥎ዡする。

9. ಟኈㄽᩥのᥦฟに࡚࠸ࡘ

「ಟኈㄽᩥᥦฟ要㡿」にᚑいᥦฟすること。

10.༤ኈㄢ⛬ᚋᮇㄢ⛬の㐍Ꮫに࡚࠸ࡘ

前期ㄢ程にᅾ⡠する学生はࠊ次の要௳のもとでࠊ本◊✲科༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸦以下ࠊ「後

期ㄢ程」という㸧に㐍学することができる。

ە ಟኈㄽᩥをᥦฟすること㸦࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧは可㸧

ە ಟኈㄽᩥᑂᰝで「ඃ」ཪは「⚽」の成⦼をあࡆること

ە 前期ㄢ程のಟ要௳をて‶たしていること

ە 後期ㄢ程の受ධᣦᑟ教員がᢎ認すること      

᪩期ಟ࣭␃学࣭ఇ学等の理由により9ࠊ 月にಟしたሙྜもୖࠊグの要௳を‶たࡏばࠊ

10 月に後期ㄢ程㸦日本ㄒࢫ࣮ࢥ㸧に㐍学することができる。

ただしࠊ前期ㄢ程を᪩期ಟ後ࠊ༤ኈㄢ程後期ㄢ程に㐍学するためにはࠊಟኈㄽᩥのホ

Ⅼが 9 0 Ⅼ以ୖあることを要する。ヲしくはࠊ「༤ኈㄢ程前期ㄢ程における᪩期ಟに関す

るෆ規」をཧ↷すること。

ᑵ業しࡘࡘ後期ㄢ程の㐍学をᕼᮃする者でࠊ長期ᒚಟをᕼᮃするሙྜは本◊✲科࣮࣍

。をཧ↷のୖ申請することࢪ࣮࣒࣌
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4. ⱥㄒࠊࢫ࣮ࢥᏛෆ◊✲⛉࣭Ꮫ㒊ཬࡧᏛ㸦እᅜのᏛをྵࠋࡴ㸧にࡅ࠾るㅮ⩏のᒚ

ಟ➼に࡚࠸ࡘ

( 1)  ಟ要௳༢数の算ධにࡘいて

ಟ得したᅜ㝿協ຊ◊✲科前期ㄢ程以እのㅮ⩏の༢をಟ要௳༢数に算ධするሙྜは

次の規定にᚑࢃなければならない。

ᒚಟୖ㝈及びಟ要௳༢数算ධୖ㝈にࡘいては「別⾲㹀」をཧ↷のこと。

A㸬 本◊✲科がᥦ౪するⱥㄒࢫ࣮ࢥのㅮ⩏及び本学他◊✲科のㅮ⩏㸸ྜࡏࢃて 12 ༢

をୖ㝈として算ධできる。

B 㸬 ᥦᦠ協定のある別⾲㹀にᥖ㍕されている他学学㝔◊✲科のㅮ⩏㸸ྜ てࡏࢃ 8
༢をୖ㝈として算ධできる。㸦࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹࣝࣈࢲによりእᅜの

学の学㝔においてಟ得した༢にあࡗては10ࠊ ༢㸧

C 㸬 ୖグの A㸬B 㸬をྜࡏࢃて 12 ༢を算ධのୖ㝈とする。

D 㸬 別⾲㹁の日本ㄒࢫ࣮ࢥとⱥㄒࢫ࣮ࢥのᑐᛂする科┠は㸰科┠とも༢をಟ得し

てもࡕらかの科┠しかಟ要௳とならない。またࠊ読み替えもできない。

( 2)  学部の科┠のᒚಟ

  ᒚಟできる学部の科┠はࠊᑓ㛛科┠㸦ᑓ㛛基♏科┠を除く㸧に㝈る。

  学部の科┠をಟ要௳に算ධすることはできない。

( 3)  他の◊✲科࣭学部ࠊ他学の学㝔◊✲科における授業科┠のᒚಟ

他の◊✲科࣭学部ࠊ他学の学㝔◊✲科のㅮ⩏₇ࡸ⩦をᒚಟしようとするሙྜはࠊ

本◊✲科及びඛ᪉の◊✲科࣭学部の許可を得なければならない。

  本◊✲科㛤ㅮ授業科┠とྠྡの他◊✲科㛤ㅮ授業科┠をᒚಟ࣭༢ಟ得してもࠊཎ則

としてಟ要௳に算ධすることはできない。またྡྠࠊの本◊✲科㛤ㅮ授業科┠に読み

替えることもできない。

  ⱥㄒで㛤ㅮされる科┠であࡗてもࠊಟኈ㸦ᅜ㝿学㸧を取得するために必要なⱥㄒ࣮ࢥ

科┠㸦4ࢫ ༢㸧に算ධすることはできない。

  本◊✲科の「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ」と経῭学◊✲科の「基♏ࣟࢡ࣑経῭学」を༢取

得しているሙྜࠊ「基♏ࣟࢡ࣑経῭学」の༢はಟ要௳に算ධできない。

  本◊✲科の「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ」と経῭学◊✲科の「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」を༢取

得しているሙྜࠊ「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」の༢はಟ要௳に算ධできない。

( 4)  ᅜ㝿協ຊ◊✲科前期ㄢ程以እの₇⩦をಟ要௳༢に算ධすることはできない。

5. ᣦᑟᩍဨのỴᐃ

ᣦᑟ教員のᯝたすなᙺ割は次のとおりである。

A㸬 前期ㄢ程学生の授業科┠ᒚಟにࡘいてのᣦᑟ

B 㸬 ಟኈㄽᩥのᇳ➹ࠊそれに関ࢃる◊✲のᣦᑟࠊ及びᑂᰝ

C 㸬 その他ࠊዡ学㔠の申請なࠊ学生の◊✲のᨭに関ࢃる⯡ⓗ業ົ

ᣦᑟ教員は本◊✲科学生の◊✲⯡をᣦᑟする㔜要な存ᅾでありࠊៅ㔜に㑅ࡪ必要があ

る。᭱⤊ⓗには教授会が各学生のᣦᑟ教員をỴ定するがࠊ学生はᣦᑟ教員にࡘきࠊᕼᮃを

㏙ることができる。あらかじめ各教員と㠃ㄯのୖ2023ࠊ 年 4 月 17 日までにᣦᑟを受ける

ことをᕼᮃする教員にࡘきࠊ第 3 ᚿᮃまでをỴめࠊ教ົಀにᥦฟすること。

ᣦᑟ教員のኚ᭦は1ࠊ 年生の後期㛤ጞⅬで認められている。ᣦᑟ教員のኚ᭦をᕼᮃする

ሙྜにはࠊ可⬟な㝈りᣦᑟ教員に相ㄯしࠊ受ධ予定教員のྠពを得たୖで2023ࠊ 年 8 月 25
日までに教ົಀに「ᣦᑟ教員ኚ᭦㢪」をᥦฟすること。

なおࠊᣦᑟ教員のኚ᭦の相ㄯにࡘき必要があればࠊ「なࢇでも相ㄯᐊ」をά⏝してくださ

い。

6. ᒚಟⓏ㘓ཬࡧ◊✲ィ⏬᭩のᥦฟ

( 1)  ᒚಟⓏ㘓のしかた

授業科┠( (⩦ㅮ⩏及び実ࠊ⩦₇ はࠊᒚಟⓏ㘓をしていなければࠊその༢の認定を受ける

ことができない。授業のᒚಟは㔜要なものなのでࠊ各授業科┠のࢫࣂࣛࢩを☜認しࠊ毎学

期᭱ึの授業にཧຍしࠊៅ㔜にᒚಟする授業をỴめること。またࠊᣦᑟ教員に༑分相ㄯし

☜認したୖでࠊ毎学期 4 月10ࠊ 月中᪪ࢁࡈに授業科┠のᒚಟⓏ㘓を行ࢃなければならない。

またࠊᒚಟⓏ㘓した科┠のᒚಟ取消はࠊᒚಟ取消期間中に W e b ୖで行ࢃなければならな

い。㞟中ㅮ⩏のᒚಟ取消はࠊ毎学期の間割にᥖ㍕する期㝈までに教ົಀで行ࢃなければ

ならない。

( 2)  ◊✲ᣦᑟ計⏬書࣭◊✲計⏬書࣭◊✲㐍ᤖሗ࿌書のస成

「ᅜ㝿協ຊ◊✲科における◊✲ᣦᑟに関する申ྜࡏ」に定めるとおりࠊ各年次の 4 月末

までにᣦᑟ教員がస成する◊✲ᣦᑟ計⏬書を☜認のୖࠊ◊✲計⏬書をస成しࠊ⩣年 4 月に

◊✲㐍ᤖሗ࿌書をᣦᑟ教員にᥦฟする。

ᒚಟࣔࣝࢹ

ᒚಟࣔࣝࢹのは別⾲㹂をཧ↷のこと。

7. ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ✲◊

。は別⾲㹃をཧ↷のこと࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ✲◊

8. ඹ㏻୰᰾⛉┠に࡚࠸ࡘ

ඹ㏻中᰾科┠はࠊ学㝿ⓗにᅜ㝿協ຊを◊✲するための基♏科┠である。中᰾科┠としてࠊ

ࠊ経῭学Ϩࣟࢡ࣐㛤Ⓨࠊ経῭学Ϩࣟࢡ࣑㛤Ⓨࠊ㛤Ⓨ♫会ㄪᰝㄽࠊ関ಀㄽࣝࢼࣙࢩࢼࢫࣥࣛࢺ

⤫計ⓗ᪉ἲࠊᅜ㝿協ຊἲࠊ㛤Ⓨேᶒἲࠊ政学◊✲ධ㛛の 8 科┠をᥦ౪している。㸯年生

の前期に受ㅮできるようにて前期に㛤ㅮされている。⮬分のᑓᨷ以እの科┠もいくࡘ

か受ㅮすることを᥎ዡする。

9. ಟኈㄽᩥのᥦฟに࡚࠸ࡘ

「ಟኈㄽᩥᥦฟ要㡿」にᚑいᥦฟすること。

10.༤ኈㄢ⛬ᚋᮇㄢ⛬の㐍Ꮫに࡚࠸ࡘ

前期ㄢ程にᅾ⡠する学生はࠊ次の要௳のもとでࠊ本◊✲科༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸦以下ࠊ「後

期ㄢ程」という㸧に㐍学することができる。

ە ಟኈㄽᩥをᥦฟすること㸦࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧは可㸧

ە ಟኈㄽᩥᑂᰝで「ඃ」ཪは「⚽」の成⦼をあࡆること

ە 前期ㄢ程のಟ要௳をて‶たしていること

ە 後期ㄢ程の受ධᣦᑟ教員がᢎ認すること      

᪩期ಟ࣭␃学࣭ఇ学等の理由により9ࠊ 月にಟしたሙྜもୖࠊグの要௳を‶たࡏばࠊ

10 月に後期ㄢ程㸦日本ㄒࢫ࣮ࢥ㸧に㐍学することができる。

ただしࠊ前期ㄢ程を᪩期ಟ後ࠊ༤ኈㄢ程後期ㄢ程に㐍学するためにはࠊಟኈㄽᩥのホ

Ⅼが 9 0 Ⅼ以ୖあることを要する。ヲしくはࠊ「༤ኈㄢ程前期ㄢ程における᪩期ಟに関す

るෆ規」をཧ↷すること。

ᑵ業しࡘࡘ後期ㄢ程の㐍学をᕼᮃする者でࠊ長期ᒚಟをᕼᮃするሙྜは本◊✲科࣮࣍

。をཧ↷のୖ申請することࢪ࣮࣒࣌
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ἲ学及びᅜ㝿学

ᰘ⏣ࠊᯘࠊᒸ⏣ࠊ㔠Ꮚࠊᅄ本ᩧࠊ⸨

政学及びᅜ㝿学

ᅵబࠊす㇂ࠊ㉥ᫍࠊᯇ୪ࠊᮌᮧࠊ⠼ཎ

ᅜ㝿学

㏆⸨ࠊ中⃝ࠊடᒸࠊ㏆⏣

ู⾲㹀 ᑓᨷ࣭◊✲⛉࣭Ꮫ㝔㸦እᅜのᏛ㝔をྵࠋࡴ㸧の⛉┠のᒚಟୖ㝈ཬࡧಟせ௳༢ᩘ⟬ධ

ୖ㝈㸦₇⩦科┠は算ධできない。㸧

他ᑓᨷ࣭他◊✲科࣭他学㝔㸦እᅜの学㝔をྵࡴ。㸧 ᒚಟୖ㝈 ಟ要௳༢数算ධୖ㝈

㸿

ⱥㄒࢫ࣮ࢥ ↓ไ㝈
ྜ計 12 ༢

ྜ計で

12 ༢

ἲ学࣭経῭学◊✲科等 学ෆ他◊✲科 ↓ไ㝈

㹀

協定学㝔

ཪは␃学と

して認めら

れた学㝔

࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ࣭ࣝࣈࢲ ↓ไ㝈 ྜ計 10 ༢

␃学࣭␃学等 ↓ไ㝈 ྜ計 8 ༢

㜰学ᅜ㝿බඹ政策◊✲科 10 ༢

ྜ計 8 ༢ྡྂᒇ学ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲科 10 ༢

ᗈᓥ学ᅜ㝿協ຊ◊✲科 10 ༢

ู⾲㹁 日ᮏㄒࢫ࣮ࢥⱥㄒࢫ࣮ࢥの⛉┠ᑐᛂ⾲㸦p . 46 の 4. の D をཧ↷すること。㸧

日本ㄒࢫ࣮ࢥ ⱥㄒࢫ࣮ࢥ

㛤Ⓨ♫会ㄪᰝㄽ Social Research Methods for Development

㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ
Microeconomics

㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学ϩ

㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ
Macroeconomics

㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学ϩ

計㔞経῭分ᯒ Econometrics

⤫計ⓗ᪉ἲ Statistics

㛤Ⓨ㔠⼥ㄽ Monetary Theory

⎔ቃ㈨※経῭ㄽ Environmental Economics

♫会㛤Ⓨㄽ Socio-Economic Development Theory

㛤Ⓨ経῭ㄽ Economic Development Studies

政学◊✲ධ㛛 Introduction to Political Analysis
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ᅜ㝿༠ຊᶵ㛵

䞉NGO

䠄ຓ䜔㛤Ⓨ䛾䛯

䜑䛾ᅜ㝿༠ຊ䜢◊

✲䛩䜛ሙྜ䠅

䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ

䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ≉ㄽ
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䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽ II

ᅜ㝿⎔ቃἲ

ᅜ㝿ேᶒἲ

ᅜ㝿㔠⼥ㄽ

㛤Ⓨ⤒῭ㄽ

㛤Ⓨ㐠Ⴀ䞉ホ౯ㄽ

䜰䝣䝸䜹ᨻ䞉⤒῭ㄽ

ேⓗ㈨※㛤Ⓨㄽ

㛤Ⓨ♫ㄪᰝㄽ

ẚ㍑ᩍ⫱Ⓨᒎㄽ

⅏ᐖ⯆ㄽ

Issues in Peace and Development I
Issues in Peace and Development II
International Relations
Introduction to International Human Rights 
Law 
Japanese ODA  
Introduction to International Environmental 
Law
Introduction to International Cooperation Law
Development Management
Human Capital Development
International Development Cooperation
Social Research Methods for Development
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ᅜ㝿බົဨ

䠄ᅜ㝿༠ຊ䛾ᯟ⤌

䛸䛺䜛ไᗘ䛾◊✲

䛾ሙྜ䠅

ᅜ㝿༠ຊἲ

ᅜ㝿ἲእᐇົㄽ

䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ

䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ≉ㄽ

䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽ I

䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽ II

㛤Ⓨ㐠Ⴀ䞉ホ౯ㄽ

䜰䝣䝸䜹ᨻ䞉⤒῭ㄽ

ேⓗ㈨※㛤Ⓨㄽ
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Introduction to International Cooperation Law
Law of the International Civil Service 
Issues in Peace and Development I
Issues in Peace and Development II
International Relations
Law and Economic Development
Development Management
Human Capital Development
International Development Cooperation
Social Research Methods for Development
Political Development

ィ 22 ༢ ➼䛛䜙 5 ⛉┠ ➼䛛䜙 6 ⛉┠

ᅜᐙබົဨ

ᆅ᪉බົဨ

䠄䛸䛧䛶

ᅜ㝿༠ຊ䛻ᦠ䜟䜛

බົဨ䛾ሙྜ䠅

ẚ㍑⾜ᨻ

ẚ㍑ᨻ

ẚ㍑ᨻᩥ

䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ

䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ≉ㄽ

ἲᩚഛᨭㄽ

㛤Ⓨேᶒἲ

㛤Ⓨ⤒῭ἲ

ᅜ㝿༠ຊἲ

⾜ᨻἲ㐣⛬ㄽ≉Ṧㅮ⩏䠄ἲᏛ◊✲⛉䠅

⅏ᐖ⯆ㄽ

Local Government  
International Relations
Japanese Politics
Introduction to Political Analysis

ィ 22 ༢ ➼䛛䜙 8 ⛉┠ ➼䛛䜙 3 ⛉┠
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㸿
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ྜ計 12 ༢

ྜ計で
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ἲ学࣭経῭学◊✲科等 学ෆ他◊✲科 ↓ไ㝈

㹀

協定学㝔

ཪは␃学と

して認めら

れた学㝔

࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ࣭ࣝࣈࢲ ↓ไ㝈 ྜ計 10 ༢

␃学࣭␃学等 ↓ไ㝈 ྜ計 8 ༢
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ᨻ࣭ᆅᇦ◊✲࣒ࣛࢢࣟࣉ ಟኈ㸦ᨻᏛ㸧取ᚓのሙྜのᒚಟࣔࣝࢹ

ᕼᮃ㐍㊰➼
1 ᖺḟ 2 ᖺḟ

๓ᮇ 16 ༢⛬ᗘ ᚋᮇ 14 ༢⛬ᗘ ㏻ᖺ 2- 6 ༢

䛂ᚲಟ䛃 ₇⩦        4 ₇⩦       4 ◊✲ᣦᑟ䠄ಟኈㄽᩥᇳ➹䠅

䝥䝻䜾䝷䝮᥎ዡ⛉┠ ᨻᏛ◊✲ධ㛛 2

ẚ㍑ᨻ     2

ᨻⓎᒎㄽ* *   2

ẚ㍑⾜ᨻ* *   2

ᨻᏛ᪉ἲㄽ* *   2

ẚ㍑ᨻᩥ* *   2

ẚ㍑Ẹ⩏ㄽ* *   2

ᑐእᨻ⟇ㄽ* *   2

P o l i t i c a l  D e v e l o p m e n t * *    2

J a p a n e s e  P o l i t i c s * *   2

L o c a l  G o v e r n m e n t   2

Sp e c i a l  L e c t u r e  o n  P o l i t i c a l  a n d  So c i a l  D e v e l o p m e n t   2

䠍ᖺḟ䛻㛤ㅮ䛥䜜䛺䛛䛳䛯㝸ᖺ

㛤ㅮ⛉┠䜢୰ᚰ䛻䛂㑅ᢥ䛃⛉┠

䜒ྵ䜑䛶 1- 3 ⛉┠  2- 6

䛂㑅ᢥ䛃⛉┠䠄ୗグཧ↷䠅 䠄5 ⛉┠⛬ᗘ䠅   10

ᕼᮃ㐍㊰ู䛂㑅ᢥ䛃⛉┠䛾ᒚಟ䝰䝕䝹

ᆅᇦ◊✲䞉䠪䠣䠫 䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅠ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅡ * 䚸ᅜ㝿ኚືㄽ * 䚸ᅜ㝿

ຓᨻ⟇* 䚸䜰䝣䝸䜹ᨻ䞉⤒῭ㄽ* 䚸⎔ኴᖹὒ㏆⌧௦ྐ* 䚸ⱥㄒ䝁䞊䝇⛉┠䛛䜙 5- 7 ⛉┠

ᅜᐙබົဨ䞉ᆅ᪉බ

ົဨ

䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅠ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅡ * 䚸ᅜ㝿ኚືㄽ * 䚸ᅜ㝿

ຓᨻ⟇* 䚸㛤Ⓨேᶒἲ* 䚸ἲᩚഛᨭㄽ* 䚸ⱥㄒ䝁䞊䝇⛉┠䛛䜙 5- 7 ⛉┠

䝬䝇䝁䝭 䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅠ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅡ * 䚸ᅜ㝿ኚືㄽ * 䚸ᅜ㝿

ຓᨻ⟇* 䚸ⱥㄒ䝁䞊䝇⛉┠䚸䝆䝱䞊䝘䝸䝈䝮ㅮᗙ䠄ἲᏛ◊✲⛉䠅⛉┠䛛䜙 5- 7 ⛉┠

࣭⛉┠ྡᮎᑿ䛾* ༳䛿䝥䝻䜾䝷䝮ᥦ౪⛉┠䜢䚸* * ༳䛿㝸ᖺ㛤ㅮ⛉┠䜢♧䛩䚹

࣭ಟᚲせ༢ᩘ䛿 30 ༢䛷䛒䜛䛜䚸ୖグ䝰䝕䝹䛾䜘䛖䛻 32 ༢௨ୖ䜢ಟᚓ䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹

－ 54 － － 55 －



ᅜ㝿ἲ࣭㛤ⓎἲᏛ࣒ࣛࢢࣟࣉ ಟኈ㸦ἲᏛ㸧取ᚓのሙྜのᒚಟࣔࣝࢹ

1 ᖺḟ 2 ᖺḟ

๓ᮇ 14 ༢⛬ᗘ ᚋᮇ 12 ༢⛬ᗘ ๓ᮇ୰ᚰ䛻 4- 8 ༢⛬ᗘ

䛂ᚲಟ䛃⛉┠

ᅜ㝿༠ຊἲ₇⩦  4

    ཪ䛿

ไᗘᵓ⠏ㄽ₇⩦  4

ᅜ㝿༠ຊἲ₇⩦  4

  ཪ䛿

ไᗘᵓ⠏ㄽ₇⩦  4

◊✲ᣦᑟ䠄ಟኈㄽᩥᇳ➹䠅

䝥䝻䜾䝷䝮

୰᰾⛉┠

ᅜ㝿༠ຊἲ  2

㛤Ⓨேᶒἲ  2

䝥䝻䜾䝷䝮

᥎ዡ⛉┠

ᅜ㝿ἲእᐇົㄽ 2

ᅜ㝿ᴟᇦἲ I 䠄㝸ᖺ䠅 2

ἲ䛸ᣢ⥆ⓗ㛤Ⓨ  2

䜲䝇䝷䝮ἲ♫ㄽ( 㞟୰)   2

I n t r o d u c t i o n  t o  L a w  o f  

I n t e r n a t i o n a l  Or g a n i z a t i o n s 䠄㝸

ᖺ䠅 2

I n t e r n a t i o n a l  C r i m i n a l L a w 䠄㝸

ᖺ䠅  2

Law and Social Development 
䠄㝸ᖺ䠅 2

ᾏእᐇ⩦䠄㝶䠅 2

䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠄㝶䠅  2

ᅜ㝿ேᶒἲ䠄㝸ᖺ䠅 2

㛤Ⓨ♫ἲ 2

I n t r o d u c t i o n  t o International 

Cooperation Law 2

I n t r o d u c t i o n  t o  I n t e r n a t i o n a l  

E n v i r o n m e n t a l L a w 䠄㝸ᖺ䠅 2

ᅜ㝿ᶵᵓἲ䠄㝸ᖺ䠅 2

ᅜ㝿⎔ቃἲ䠄㝸ᖺ䠅 2

ᅜ㝿ἲእᐇົㄽ 2

ᅜ㝿⤒῭ἲ䠄㝸ᖺ䠅䠄㞟୰䠅 2

I n t r o d u c t i o n  t o  I n t e r n a t i o n a l  H u m a n  

R i g h t s  L a w 䠄㝸ᖺ䠅 2

I n t e r n a t i o n a l  P o l a r L a w I I 䠄㝸ᖺ䠅  2

Law and State Building ( 㝸ᖺ )

2

Law & Economic Development
( 㝸ᖺ) 2

C r i m i n a l  P r o c e d u r e  a n d  J u s t i c e  i n  

J a p a n  2 䠄㞟୰䠅

Special Lecture on Institution 
Building 䠄㞟୰䠅 2

Special Lecture on Institution
B u i l d i n g 䠄ᐈဨ䠅 2

䛂㑅ᢥ䛃⛉┠

䠄ୗグཧ↷䠅

䠄2 ⛉┠⛬ᗘ䠅  4

ᕼᮃ㐍㊰ู䛂㑅ᢥ䛃⛉┠䛾ᒚಟ䝰䝕䝹

ᅜ㝿ᶵ㛵⫋ဨ

䠄ᅜ㝿ἲᑓ㛛䠅

䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ* 䚸ᅜ㝿ኚືㄽ*

ᅜ㝿ᶵ㛵⫋ဨ

䠄㛤Ⓨἲᑓ㛛䠅

㛤Ⓨ⤒῭ㄽ* 䚸♫㛤Ⓨㄽ* 䚸㛤Ⓨ♫ㄪᰝㄽ*

㛤Ⓨຓ⣔ᶵ㛵

( J I C A ➼)

䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ* 䚸ᅜ㝿ຓᨻ⟇* 䚸ຓ⾜ᨻㄽ* 䚸Japanese ODA䠄㞟୰䠅 * 䚸⤒῭༠ຊㄽ* 䚸

ẚ㍑⾜ᨻ* 䚸㛤Ⓨ⤒῭ㄽ* 䚸♫㛤Ⓨㄽ* 䚸᪥ᮏ♫⤒῭ㄽ*

䞉 ⛉┠ྡᮎᑿ䛾* ༳䛿䚸䝥䝻䜾䝷䝮ᥦ౪⛉┠䜢♧䛩䚹

䞉 ᅜ㝿ᶵ㛵⫋ဨ䜢┠ᣦ䛩Ꮫ⏕䛻䛿䚸ⱥㄒ䝁䞊䝇㛵㐃⛉┠䛾ᒚಟ䜢ᙉ䛟່䜑䜛䚹

ᨻ࣭ᆅᇦ◊✲࣒ࣛࢢࣟࣉ ಟኈ㸦ᨻᏛ㸧取ᚓのሙྜのᒚಟࣔࣝࢹ

ᕼᮃ㐍㊰➼
1 ᖺḟ 2 ᖺḟ

๓ᮇ 16 ༢⛬ᗘ ᚋᮇ 14 ༢⛬ᗘ ㏻ᖺ 2- 6 ༢

䛂ᚲಟ䛃 ₇⩦        4 ₇⩦       4 ◊✲ᣦᑟ䠄ಟኈㄽᩥᇳ➹䠅

䝥䝻䜾䝷䝮᥎ዡ⛉┠ ᨻᏛ◊✲ධ㛛 2

ẚ㍑ᨻ     2

ᨻⓎᒎㄽ* *   2

ẚ㍑⾜ᨻ* *   2

ᨻᏛ᪉ἲㄽ* *   2

ẚ㍑ᨻᩥ* *   2

ẚ㍑Ẹ⩏ㄽ* *   2

ᑐእᨻ⟇ㄽ* *   2

P o l i t i c a l  D e v e l o p m e n t * *    2

J a p a n e s e  P o l i t i c s * *   2

L o c a l  G o v e r n m e n t   2

Sp e c i a l  L e c t u r e  o n  P o l i t i c a l  a n d  So c i a l  D e v e l o p m e n t   2

䠍ᖺḟ䛻㛤ㅮ䛥䜜䛺䛛䛳䛯㝸ᖺ

㛤ㅮ⛉┠䜢୰ᚰ䛻䛂㑅ᢥ䛃⛉┠

䜒ྵ䜑䛶 1- 3 ⛉┠  2- 6

䛂㑅ᢥ䛃⛉┠䠄ୗグཧ↷䠅 䠄5 ⛉┠⛬ᗘ䠅   10

ᕼᮃ㐍㊰ู䛂㑅ᢥ䛃⛉┠䛾ᒚಟ䝰䝕䝹

ᆅᇦ◊✲䞉䠪䠣䠫 䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅠ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅡ * 䚸ᅜ㝿ኚືㄽ * 䚸ᅜ㝿

ຓᨻ⟇* 䚸䜰䝣䝸䜹ᨻ䞉⤒῭ㄽ* 䚸⎔ኴᖹὒ㏆⌧௦ྐ* 䚸ⱥㄒ䝁䞊䝇⛉┠䛛䜙 5- 7 ⛉┠

ᅜᐙබົဨ䞉ᆅ᪉බ

ົဨ

䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅠ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅡ * 䚸ᅜ㝿ኚືㄽ * 䚸ᅜ㝿

ຓᨻ⟇* 䚸㛤Ⓨேᶒἲ* 䚸ἲᩚഛᨭㄽ* 䚸ⱥㄒ䝁䞊䝇⛉┠䛛䜙 5- 7 ⛉┠

䝬䝇䝁䝭 䝖䝷䞁䝇䝘䝅䝵䝘䝹㛵ಀㄽ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅠ * 䚸䜾䝻䞊䝞䝹ᨻㄽⅡ * 䚸ᅜ㝿ኚືㄽ * 䚸ᅜ㝿

ຓᨻ⟇* 䚸ⱥㄒ䝁䞊䝇⛉┠䚸䝆䝱䞊䝘䝸䝈䝮ㅮᗙ䠄ἲᏛ◊✲⛉䠅⛉┠䛛䜙 5- 7 ⛉┠

࣭⛉┠ྡᮎᑿ䛾* ༳䛿䝥䝻䜾䝷䝮ᥦ౪⛉┠䜢䚸* * ༳䛿㝸ᖺ㛤ㅮ⛉┠䜢♧䛩䚹

࣭ಟᚲせ༢ᩘ䛿 30 ༢䛷䛒䜛䛜䚸ୖグ䝰䝕䝹䛾䜘䛖䛻 32 ༢௨ୖ䜢ಟᚓ䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
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ู⾲㹃 ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ ࠒಟኈㄽᩥ㸦㸰年㸧のሙྜࠑ

ึᖺᗘ ㄽᩥ௨እ䛾䛺ᥦฟ≀

䠐䠉䠕᭶ ㄽᩥ䛾㢟ᮦ䛾Ỵᐃ䛾䛯䜑䛾ሗ㞟  䠐᭶ ᣦᑟᩍဨ䛾ᕼᮃᒆ䜢ᥦฟ

䠐᭶୰᪪ ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫

䠐᭶ᮎ  ◊✲ᣦᑟィ⏬᭩䛾☜ㄆ

䠑᭶    ◊✲ィ⏬᭩䛾ᥦฟ

䠔᭶୰᪪ ᣦᑟᩍဨ䛾ኚ᭦䜢ᕼᮃ䛩䜛ሙྜ䛿ᣦᑟᩍဨ

ኚ᭦㢪䜢ᥦฟ

䠍䠌᭶䠉䠏᭶ ᣦᑟᩍဨ䛸┦ㄯ 䠍䠌᭶୰᪪ ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫

ㄽᩥ䛾ᵓᡂ䠄┠ḟ䠅䞉ᴫせసᡂ㛤ጞ

➨䠎ᖺᗘ

䠐䠉䠒᭶ ㄽᩥ䛾ᵓᡂ䠄┠ḟ䠅䞉ᴫせ䛾ᡂ 䠐᭶୰᪪ ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫

㈨ᩱ㞟䞉ศᯒ䚸ᩥ⊩䝸䝇䝖䛾సᡂ㛤ጞ        ಟせ௳30༢ᒚಟ

ᣦᑟᩍဨ䛸┦ㄯ                       ◊✲㐍ᤖሗ࿌᭩䛾ᥦฟ

䠐᭶ᮎ  ◊✲ᣦᑟィ⏬᭩䛾☜ㄆ

䠑᭶    ◊✲ィ⏬᭩䛾ᥦฟ

䠓䠉䠕᭶ ศᯒ䚸ㄽᩥ䛾ᇳ➹㛤ጞ

ᣦᑟᩍဨ䛸┦ㄯ

䠍䠌᭶ ⮬䝊䝭➼䛷䚸୰㛫ሗ࿌ 䠍䠌᭶୰᪪ ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫

ㄽᩥ䛾䝔䞊䝬䠄㢟┠䠅䜢☜ᐃ

䠍䠌᭶ᮎ᪥ ㄽᩥ䛾䝔䞊䝬ᥦฟ䠄㢟┠ᒆ䠅䛾ᮇ㝈

䠍䠍䠉䠍䠎᭶ ㄽᩥᇳ➹䛾⥅⥆

䠍䠎᭶ୗ᪪  ㄽᩥⲡ✏䜢ᣦᑟᩍဨ䛻ᥦฟ

䠍᭶ᮎ᪥  ㄽᩥᥦฟ䛾ᮇ㝈 䠍᭶ᮎ᪥ ಟኈㄽᩥᥦฟᒆ䜢ᥦฟ

                               

                          

䠎᭶   ᭱⤊ヨ㦂䛾‽ഛ

   䊼

  ᭱⤊ヨ㦂䠄ཱྀ㢌ヨၥ䠅

䠏᭶    ಟ⪅Ⓨ⾲䞉㐍Ꮫ㈨᱁䛾᭷↓䜢࿌▱

䠏᭶ୖ᪪ 㐍Ꮫᒆ ᥦฟ

㐍Ꮫᕼᮃពᛮ☜ㄆ䚹

㢟┠ᒆ䜢ᥦฟ䛧䛺䛛䛳䛯⪅䛿䚸

ಟ䜢ᘏᮇ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹

㐍Ꮫᕼᮃពᛮ☜ㄆ䚹

䛯䛰䛧䚸ᣦᑟᩍဨ䛾ㄆ䜑䜛⌮⏤䛻䜘䜚䛣䛾ᮇ㝈䜎䛷䛻ㄽᩥ䜢ᥦ

ฟ䛧䛺䛛䛳䛯⪅ཪࡣᥦฟ䛧䛯䛜ㄽᩥᑂᰝཪ᭱ࡣ⤊ヨ㦂䛷ྜ

᱁䛸䛺䛳䛯⪅䛿䚸ḟᖺᗘ4᭶15᪥䜎䛷䛻㢟┠ᒆ䜢ฟ䛧䚸7᭶15

᪥䜎䛷䛻ㄽᩥ䜢ᥦฟ䛧䛶᭱⤊ヨ㦂䛻ྜ᱁䛩䜜䜀䚸9 ᭶䛻ಟ

䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸㐍Ꮫ㈨᱁䛒䜚䛸䛥䜜䛯ሙྜ䛿10᭶䛻㐍Ꮫ䛩䜛

䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

ϩ㸬༤ኈㄢ⛬ᚋᮇㄢ⛬

㸯㸬 Ꮫ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科( 日本ㄒࢫ࣮ࢥ) 後期ㄢ程で取得することのできる学

の⛠号は次のとおりである。

༤ኈ㸦学⾡㸧

༤ኈ㸦経῭学㸧

༤ኈ㸦ἲ学㸧

༤ኈ㸦政学㸧

㸰㸬 ༤ኈྕ取ᚓのᇶᮏⓗせ௳

後期ㄢ程において༤ኈの学を取得するためにはࠊ次の基本ⓗ要௳をみたさなけれ

ばならない。

ە 3 年間以ୖのᅾ学

ە    ≉Ṧ◊✲ 8 ༢のಟ得

ە ◊✲ሗ࿌Ϩࠊ◊✲ሗ࿌ϩࠊ◊✲ሗ࿌Ϫのྜ᱁

ە ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのྜ᱁

ە ༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂のྜ᱁

◊✲ሗ࿌Ϩࠊ◊✲ሗ࿌ϩࠊ◊✲ሗ࿌Ϫはࠊ◊✲科規則第 29 条に定める学ຊの฿㐩ᗘ

の☜認として行う。

㸱㸬 ᒚಟⓏ㘓に࡚࠸ࡘ

3-1㸬≉Ṧ◊✲のᒚಟにࡘいてはࠊ毎学期 4 月10ࠊ 月中᪪ࢁࡈに Web ୖでᒚಟⓏ㘓を行

。なければならないࢃ

3-2㸬◊✲ሗ࿌Ϩࠊ◊✲ሗ࿌ϩࠊ◊✲ሗ࿌Ϫにࡘいてはࠊ実施要項を☜認すること。

3-3㸬ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥにࡘいてはࠊ実施要項を☜認すること。ฟⓎ 1 ࣨ月前までにᒚಟ

Ⓩ㘓と海እΏ⯟ᡭ続きを教ົಀで行うこと。

3-4㸬㧗ᗘ海እ◊✲にࡘいては実施要項を☜認すること。ฟⓎ 1 ࣨ月前までにᒚಟⓏ㘓と

海እΏ⯟ᡭ続きを教ົಀで行うこと。

3-5㸬ᅜ㝿⤌⧊㐠Ⴀㄽのㅮ⩏が実施されるሙྜはᥖ♧ᯈに間割をᥖ♧するのでࠊᒚಟⓏ

㘓を行うこと。

3-6㸬ᣦᑟ教員からのᣦᑟによりୖࠊグ以እのಟ要௳に算ධできない本◊✲科前期ㄢ程

の科┠をᒚಟするሙྜはࠊWeb ୖでᒚಟⓏ㘓はできない。それらの科┠のᒚಟをᕼᮃ

するሙྜはࠊ前期ㄢ程の間割にグ㍕されたᒚಟⓏ㘓期間中に「ᒚಟⓏ㘓୍ぴ⾲」を

教ົಀまでᥦฟすること。

㸲㸬 ◊✲㸦༤ኈㄽᩥᥦฟ㸧࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ

㸺༤ኈㄽᩥస成࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ㸦ᣦ㔪㸧をཧ↷㸼

㸳㸬 ◊✲ᣦᑟィ⏬᭩࣭◊✲ィ⏬᭩࣭◊✲㐍ᤖሗ࿌᭩のస成

  「ᅜ㝿協ຊ◊✲科における◊✲ᣦᑟに関する申ྜࡏ」に定めるとおりࠊ各年次の 4
月末までにᣦᑟ教員がస成する◊✲ᣦᑟ計⏬書を☜認のୖࠊ◊✲計⏬書をస成しࠊ⩣

年 4 月に◊✲㐍ᤖሗ࿌書をᣦᑟ教員にᥦฟする。

㸴㸬 ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁取ᚓせ௳

༤ኈㄽᩥをᥦฟしࠊᑂᰝを受けるためにはࠊあらかじめ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪは
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ู⾲㹃 ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ ࠒಟኈㄽᩥ㸦㸰年㸧のሙྜࠑ

ึᖺᗘ ㄽᩥ௨እ䛾䛺ᥦฟ≀

䠐䠉䠕᭶ ㄽᩥ䛾㢟ᮦ䛾Ỵᐃ䛾䛯䜑䛾ሗ㞟  䠐᭶ ᣦᑟᩍဨ䛾ᕼᮃᒆ䜢ᥦฟ

䠐᭶୰᪪ ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫

䠐᭶ᮎ  ◊✲ᣦᑟィ⏬᭩䛾☜ㄆ

䠑᭶    ◊✲ィ⏬᭩䛾ᥦฟ

䠔᭶୰᪪ ᣦᑟᩍဨ䛾ኚ᭦䜢ᕼᮃ䛩䜛ሙྜ䛿ᣦᑟᩍဨ

ኚ᭦㢪䜢ᥦฟ

䠍䠌᭶䠉䠏᭶ ᣦᑟᩍဨ䛸┦ㄯ 䠍䠌᭶୰᪪ ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫

ㄽᩥ䛾ᵓᡂ䠄┠ḟ䠅䞉ᴫせసᡂ㛤ጞ

➨䠎ᖺᗘ

䠐䠉䠒᭶ ㄽᩥ䛾ᵓᡂ䠄┠ḟ䠅䞉ᴫせ䛾ᡂ 䠐᭶୰᪪ ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫

㈨ᩱ㞟䞉ศᯒ䚸ᩥ⊩䝸䝇䝖䛾సᡂ㛤ጞ        ಟせ௳30༢ᒚಟ

ᣦᑟᩍဨ䛸┦ㄯ                       ◊✲㐍ᤖሗ࿌᭩䛾ᥦฟ

䠐᭶ᮎ  ◊✲ᣦᑟィ⏬᭩䛾☜ㄆ

䠑᭶    ◊✲ィ⏬᭩䛾ᥦฟ

䠓䠉䠕᭶ ศᯒ䚸ㄽᩥ䛾ᇳ➹㛤ጞ

ᣦᑟᩍဨ䛸┦ㄯ

䠍䠌᭶ ⮬䝊䝭➼䛷䚸୰㛫ሗ࿌ 䠍䠌᭶୰᪪ ᒚಟⓏ㘓ᮇ㛫

ㄽᩥ䛾䝔䞊䝬䠄㢟┠䠅䜢☜ᐃ

䠍䠌᭶ᮎ᪥ ㄽᩥ䛾䝔䞊䝬ᥦฟ䠄㢟┠ᒆ䠅䛾ᮇ㝈

䠍䠍䠉䠍䠎᭶ ㄽᩥᇳ➹䛾⥅⥆

䠍䠎᭶ୗ᪪  ㄽᩥⲡ✏䜢ᣦᑟᩍဨ䛻ᥦฟ

䠍᭶ᮎ᪥  ㄽᩥᥦฟ䛾ᮇ㝈 䠍᭶ᮎ᪥ ಟኈㄽᩥᥦฟᒆ䜢ᥦฟ

                               

                          

䠎᭶   ᭱⤊ヨ㦂䛾‽ഛ

   䊼

  ᭱⤊ヨ㦂䠄ཱྀ㢌ヨၥ䠅

䠏᭶    ಟ⪅Ⓨ⾲䞉㐍Ꮫ㈨᱁䛾᭷↓䜢࿌▱

䠏᭶ୖ᪪ 㐍Ꮫᒆ ᥦฟ

㐍Ꮫᕼᮃពᛮ☜ㄆ䚹

㢟┠ᒆ䜢ᥦฟ䛧䛺䛛䛳䛯⪅䛿䚸

ಟ䜢ᘏᮇ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹

㐍Ꮫᕼᮃពᛮ☜ㄆ䚹

䛯䛰䛧䚸ᣦᑟᩍဨ䛾ㄆ䜑䜛⌮⏤䛻䜘䜚䛣䛾ᮇ㝈䜎䛷䛻ㄽᩥ䜢ᥦ

ฟ䛧䛺䛛䛳䛯⪅ཪࡣᥦฟ䛧䛯䛜ㄽᩥᑂᰝཪ᭱ࡣ⤊ヨ㦂䛷ྜ

᱁䛸䛺䛳䛯⪅䛿䚸ḟᖺᗘ4᭶15᪥䜎䛷䛻㢟┠ᒆ䜢ฟ䛧䚸7᭶15

᪥䜎䛷䛻ㄽᩥ䜢ᥦฟ䛧䛶᭱⤊ヨ㦂䛻ྜ᱁䛩䜜䜀䚸9 ᭶䛻ಟ

䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸㐍Ꮫ㈨᱁䛒䜚䛸䛥䜜䛯ሙྜ䛿10᭶䛻㐍Ꮫ䛩䜛

䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

ϩ㸬༤ኈㄢ⛬ᚋᮇㄢ⛬

㸯㸬 Ꮫ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科( 日本ㄒࢫ࣮ࢥ) 後期ㄢ程で取得することのできる学

の⛠号は次のとおりである。

༤ኈ㸦学⾡㸧

༤ኈ㸦経῭学㸧

༤ኈ㸦ἲ学㸧

༤ኈ㸦政学㸧

㸰㸬 ༤ኈྕ取ᚓのᇶᮏⓗせ௳

後期ㄢ程において༤ኈの学を取得するためにはࠊ次の基本ⓗ要௳をみたさなけれ

ばならない。

ە 3 年間以ୖのᅾ学

ە    ≉Ṧ◊✲ 8 ༢のಟ得

ە ◊✲ሗ࿌Ϩࠊ◊✲ሗ࿌ϩࠊ◊✲ሗ࿌Ϫのྜ᱁

ە ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのྜ᱁

ە ༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂のྜ᱁

◊✲ሗ࿌Ϩࠊ◊✲ሗ࿌ϩࠊ◊✲ሗ࿌Ϫはࠊ◊✲科規則第 29 条に定める学ຊの฿㐩ᗘ

の☜認として行う。

㸱㸬 ᒚಟⓏ㘓に࡚࠸ࡘ

3-1㸬≉Ṧ◊✲のᒚಟにࡘいてはࠊ毎学期 4 月10ࠊ 月中᪪ࢁࡈに Web ୖでᒚಟⓏ㘓を行

。なければならないࢃ

3-2㸬◊✲ሗ࿌Ϩࠊ◊✲ሗ࿌ϩࠊ◊✲ሗ࿌Ϫにࡘいてはࠊ実施要項を☜認すること。

3-3㸬ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥにࡘいてはࠊ実施要項を☜認すること。ฟⓎ 1 ࣨ月前までにᒚಟ

Ⓩ㘓と海እΏ⯟ᡭ続きを教ົಀで行うこと。

3-4㸬㧗ᗘ海እ◊✲にࡘいては実施要項を☜認すること。ฟⓎ 1 ࣨ月前までにᒚಟⓏ㘓と

海እΏ⯟ᡭ続きを教ົಀで行うこと。

3-5㸬ᅜ㝿⤌⧊㐠Ⴀㄽのㅮ⩏が実施されるሙྜはᥖ♧ᯈに間割をᥖ♧するのでࠊᒚಟⓏ

㘓を行うこと。

3-6㸬ᣦᑟ教員からのᣦᑟによりୖࠊグ以እのಟ要௳に算ධできない本◊✲科前期ㄢ程

の科┠をᒚಟするሙྜはࠊWeb ୖでᒚಟⓏ㘓はできない。それらの科┠のᒚಟをᕼᮃ

するሙྜはࠊ前期ㄢ程の間割にグ㍕されたᒚಟⓏ㘓期間中に「ᒚಟⓏ㘓୍ぴ⾲」を

教ົಀまでᥦฟすること。

㸲㸬 ◊✲㸦༤ኈㄽᩥᥦฟ㸧࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ

㸺༤ኈㄽᩥస成࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ㸦ᣦ㔪㸧をཧ↷㸼

㸳㸬 ◊✲ᣦᑟィ⏬᭩࣭◊✲ィ⏬᭩࣭◊✲㐍ᤖሗ࿌᭩のస成

  「ᅜ㝿協ຊ◊✲科における◊✲ᣦᑟに関する申ྜࡏ」に定めるとおりࠊ各年次の 4
月末までにᣦᑟ教員がస成する◊✲ᣦᑟ計⏬書を☜認のୖࠊ◊✲計⏬書をస成しࠊ⩣

年 4 月に◊✲㐍ᤖሗ࿌書をᣦᑟ教員にᥦฟする。

㸴㸬 ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁取ᚓせ௳

༤ኈㄽᩥをᥦฟしࠊᑂᰝを受けるためにはࠊあらかじめ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪは
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ᑂᰝにྜ᱁しなければならない。༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのෆᐜ及び実施にࡘ

いてはࠊ「༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝ」実施⣽則及び「༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝ」

実施要項に定めてあるのでࠊ⇍読すること。

㸵㸬 ༤ኈㄽᩥのᥦฟに࡚࠸ࡘ

  「༤ኈㄽᩥᥦฟ要㡿」にᚑいࠊᥦฟすること。

ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉にࡅ࠾る◊✲ᣦᑟに࡚࠸ࡘ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科における◊✲ᣦᑟに関する申ྜࡏに基づき，学生の◊✲

ᣦᑟにࡘいて次のとおりとする。

1. 本◊✲科における◊✲ᣦᑟにࡘいてはࠊ本◊✲科のࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࣮ࢩ࣏࣐ࣜࣟࣉࢹ

学ㄽᩥのస成等に関するᣦᑟの᪉㔪ࠊࡘࡘ学生の⮬ᛶをᑛ㔜しࠊにᚑい࣮ࢩ࣏࣒ࣜ

㸦以下◊✲ᣦᑟ計⏬㸧をయ⣔ⓗࠊ⤌⧊ⓗに策定してこれを行う。

2. ᣦᑟ教員はࠊ༤ኈㄢ程前期ㄢ程及び༤ኈㄢ程後期ㄢ程にᅾ学する学生にᑐして「◊✲

ᣦᑟ計⏬書」をస成しࠊ◊✲ᣦᑟの᪉ἲ及びෆᐜ୪びに㸯年間の◊✲ᣦᑟの᪉㔪をあら

かじめ明♧するものとする。「◊✲ᣦᑟ計⏬書」はᣦᑟする学生ࡈとにస成する。

3. 「◊✲ᣦᑟ計⏬書」は4ࠊ月ධ学学生にࡘいては4月末10ࠊ月ධ学学生にࡘいては10月

末及びᅾ学が1年経㐣するࡈとにస成する。ᅾ学㸰年┠からはࠊ「◊✲ᣦᑟ計⏬書」に基

づく◊✲の㐍ᤖ等も຺しࡘࡘస成する。

4. 学生はࠊᣦᑟ教員が明♧する「◊✲ᣦᑟ計⏬書」に基づきࠊ⮬㌟の◊✲ࢫ✲◊ࠊ࣐࣮ࢸ

学生ࠊᣦᑟ教員にᥦฟする。ຍえてࠊ等をグ㍕した「◊✲計⏬書」をస成し࣮ࣝࣗࢪࢣ

はࠊᣦᑟ教員が明♧する「◊✲ᣦᑟ計⏬書」及び⮬㌟がస成した「◊✲計⏬書」に基づ

く◊✲の㐍ᤖ≧ἣにࡘきࠊ㸯年毎に「㐍ᤖሗ࿌書」をグ㍕してࠊᣦᑟ教員にᥦฟする。

5㸬ᣦᑟ教員はࠊ学生毎の「◊✲ᣦᑟ計⏬書」をࠊ学生がస成する「◊✲計⏬書」及び「㐍

ᤖሗ࿌書」とඹにグ㘓しࠊ教ົಀにᥦฟする。

6㸬年ᗘの㏵中で「◊✲ᣦᑟ計⏬」をኚ᭦すき理由が生じたሙྜはࠊ改めて「◊✲ᣦᑟ計

⏬書」をస成するものとする。学生はࠊኚ᭦された「◊✲ᣦᑟ計⏬書」に基づきࠊ「◊✲

計⏬書」を改めてస成する。

7.教ົಀはࠊ「◊✲ᣦᑟ計⏬書」ࠊ「◊✲計⏬書」及び「㐍ᤖሗ࿌書」の୍ᘧを学生毎にಟ

後 3年間ಖ存し3ࠊ年を経㐣したⅬで◚Რするものとする。
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ᑂᰝにྜ᱁しなければならない。༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのෆᐜ及び実施にࡘ

いてはࠊ「༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝ」実施⣽則及び「༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝ」

実施要項に定めてあるのでࠊ⇍読すること。

㸵㸬 ༤ኈㄽᩥのᥦฟに࡚࠸ࡘ

  「༤ኈㄽᩥᥦฟ要㡿」にᚑいࠊᥦฟすること。

ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉にࡅ࠾る◊✲ᣦᑟに࡚࠸ࡘ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科における◊✲ᣦᑟに関する申ྜࡏに基づき，学生の◊✲

ᣦᑟにࡘいて次のとおりとする。

1. 本◊✲科における◊✲ᣦᑟにࡘいてはࠊ本◊✲科のࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࣮ࢩ࣏࣐ࣜࣟࣉࢹ

学ㄽᩥのస成等に関するᣦᑟの᪉㔪ࠊࡘࡘ学生の⮬ᛶをᑛ㔜しࠊにᚑい࣮ࢩ࣏࣒ࣜ

㸦以下◊✲ᣦᑟ計⏬㸧をయ⣔ⓗࠊ⤌⧊ⓗに策定してこれを行う。

2. ᣦᑟ教員はࠊ༤ኈㄢ程前期ㄢ程及び༤ኈㄢ程後期ㄢ程にᅾ学する学生にᑐして「◊✲

ᣦᑟ計⏬書」をస成しࠊ◊✲ᣦᑟの᪉ἲ及びෆᐜ୪びに㸯年間の◊✲ᣦᑟの᪉㔪をあら

かじめ明♧するものとする。「◊✲ᣦᑟ計⏬書」はᣦᑟする学生ࡈとにస成する。

3. 「◊✲ᣦᑟ計⏬書」は4ࠊ月ධ学学生にࡘいては4月末10ࠊ月ධ学学生にࡘいては10月

末及びᅾ学が1年経㐣するࡈとにస成する。ᅾ学㸰年┠からはࠊ「◊✲ᣦᑟ計⏬書」に基

づく◊✲の㐍ᤖ等も຺しࡘࡘస成する。

4. 学生はࠊᣦᑟ教員が明♧する「◊✲ᣦᑟ計⏬書」に基づきࠊ⮬㌟の◊✲ࢫ✲◊ࠊ࣐࣮ࢸ

学生ࠊᣦᑟ教員にᥦฟする。ຍえてࠊ等をグ㍕した「◊✲計⏬書」をస成し࣮ࣝࣗࢪࢣ

はࠊᣦᑟ教員が明♧する「◊✲ᣦᑟ計⏬書」及び⮬㌟がస成した「◊✲計⏬書」に基づ

く◊✲の㐍ᤖ≧ἣにࡘきࠊ㸯年毎に「㐍ᤖሗ࿌書」をグ㍕してࠊᣦᑟ教員にᥦฟする。

5㸬ᣦᑟ教員はࠊ学生毎の「◊✲ᣦᑟ計⏬書」をࠊ学生がస成する「◊✲計⏬書」及び「㐍

ᤖሗ࿌書」とඹにグ㘓しࠊ教ົಀにᥦฟする。

6㸬年ᗘの㏵中で「◊✲ᣦᑟ計⏬」をኚ᭦すき理由が生じたሙྜはࠊ改めて「◊✲ᣦᑟ計

⏬書」をస成するものとする。学生はࠊኚ᭦された「◊✲ᣦᑟ計⏬書」に基づきࠊ「◊✲

計⏬書」を改めてస成する。

7.教ົಀはࠊ「◊✲ᣦᑟ計⏬書」ࠊ「◊✲計⏬書」及び「㐍ᤖሗ࿌書」の୍ᘧを学生毎にಟ

後 3年間ಖ存し3ࠊ年を経㐣したⅬで◚Რするものとする。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉にࡅ࠾る成⦼ホ౯ᇶ‽➼に㛵ࡍるෆつ

令和 2 年 3 月 4 日ไ定

㸦㊃᪨㸧

第㸯条 このෆ規は，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 3 0 条の 2 に基づき，成⦼ホ౯基‽を定める。

㸦成⦼ホ౯㸧

第㸰条 本◊✲科における授業科┠の成⦼ホ౯は，⚽㸦100㹼90 Ⅼ㸧，ඃ㸦89㹼80 Ⅼ㸧，Ⰻ㸦79㹼70 Ⅼ㸧，

可㸦6 9㹼6 0 Ⅼ㸧及び可㸦6 0 Ⅼ未‶㸧によࡗて行い，⚽，ඃ，Ⰻ及び可をもࡗてྜ᱁とし，可を

ྜ᱁とする。

㸰 前項の成⦼ホ౯を行うにあたり，ホ౯基‽は次の各号のとおりとする。

(1) ⚽㸸学ಟの┠ᶆを㐩成し，≉にඃれた成ᯝを収めている。

(2) ඃ㸸学ಟの┠ᶆを㐩成し，ඃれた成ᯝを収めている。

(3 ) Ⰻ㸸学ಟの┠ᶆを㐩成し，Ⰻዲな成ᯝを収めている。

(4) 可㸸学ಟの┠ᶆを㐩成している。

(5) 可㸸学ಟの┠ᶆを㐩成していない。

㸦成⦼ホ౯の᪉ἲ㸧

第㸱条 各授業科┠の成⦼ホ౯の᪉ἲは，当該授業をᢸ当する教員が，ࢫࣂࣛࢩにおいて明♧するもの

とする。

附 則

このෆ規は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

成⦼ㄆᐃに㛵ࢃるࣥࣛࢻ࢞

ᅜ㝿協ຊ◊✲科授業科┠受ㅮ者 各

本◊✲科授業科┠の成⦼認定にࡘいてはࠊ以下のことにὀពしてください。

㸯㸧成⦼ㄆᐃに㛵ࢃるཷㅮ者のಶูに࡚࠸ࡘ

本◊✲科ではࠊ成⦼ホ౯に当たࡗては受ㅮ者のಶ別ⓗ事による㓄៖を୍ษ認めており

まࢇࡏ。ᚑࡗてࠊ以下のようなことは認められまࢇࡏ。

㹟㸬୍᪦認定された成⦼のኚ᭦。

㸦༤ኈ後期ㄢ程㐍学等を理由とするࠊⰋࠊ可等のホ౯を受けた成⦼の可のኚ᭦ࠊ等。㸧

㹠㸬成⦼ホ౯におけるࠊ類ఝ事項の຺。

㸦ඃ以እの成⦼のሙྜにࡘいてはࠊ可をࡘけてもらう᪨の要請ࠊ等。㸧

㸰㸧成⦼ホ౯に࡚࠸ࡘ

本◊✲科の成⦼ホ౯は相ᑐホ౯ではなくࠊ⤯ᑐホ౯です。ᚑࡗてࠊ授業によࡗてはࠊ⚽ࠊ

ඃࠊⰋࠊ可ࠊ可の割ྜがきく␗なります。ణしࠊಶࠎの授業にࡘいてのホ౯基‽にࡘ

いてはࠊ各教員によりཝ᱁な基‽により行ࢃれています。ホ౯基‽にࡘいてはࠊ各教員に

ㄝ明の⩏ົがありますのでࠊ明なⅬがありましたらࠊᢸ当教員に㐲៖なくおᑜࡡ下さい。

㸱㸧成⦼ホ౯にᑐࡍる⏦し❧࡚ᡭ⥆ࡁに࡚࠸ࡘ

本◊✲科ではࠊ成⦼බ⾲から 2 㐌間以ෆを申し❧て期間としてタ定します。㉁ၥ⚊は

教ົಀにഛえ付けࠊ各教員による 2 㐌間以ෆのᅇ⟅を⩏ົ付けています。しかしながらࠊ

ୖ㏙のようにࠊ成⦼ホ౯のኚ᭦はࠊ受ㅮ者ഃの事によࡗては可⬟ですのでࠊ成⦼ホ౯

のኚ᭦が認められるのはࠊ当該成⦼ホ౯に明らかなㄗりがあるሙྜに㝈られます。

᭱後にࠊ成⦼ホ౯はࠊあくまで各受ㅮ者の学業の⤖ᯝとしてえられるのでありࠊಶࠎ

ேの♫会ⓗࠊᡈいはࠊಶேⓗ事によりえられるヂではありまࢇࡏ。「Ⰻい成⦼」をとる

ための၏୍の᪉ἲはࠊ教員のᣦᑟ᪉㔪をよく理ゎしࠊそれにἢࡗてຮ学を✚ࡴことです。

このⅬに␃ពしてຮ学にບࢇでいただければᖾいです。

2014 年 10 月 22 日

ᅜ㝿協ຊ◊✲科 教ົ委員長
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

ࡏྜ⏦の࡚࠸ࡘにࠖࡁ⥆る⏦し❧࡚ᡭࡍの成⦼ホ౯にᑐࡽ⏕Ꮫࠕ

                         平成 25 年 11 月 6 日 教授会Ỵ定

ᅜ㝿協ຊ◊✲科において㛤ㅮしている授業科┠の成⦼ホ౯にࡘいてࠊ次のとおり申し❧てができるも

のとする。申し❧てᡭ続きにࡘいて以下のとおり定める。

㸦⏦し❧࡚の⌮⏤㸧

㸯㸬学生は受ㅮした授業科┠の成⦼ホ౯にࡘいてࠊ当該授業科┠の成⦼ホ౯基‽等に↷らして⩏があ

るሙྜはࠊ本◊✲科長に申し❧てを行いࠊ当該授業科┠のᢸ当教員にㄝ明をồめることができるもの

とする。

㸦⏦し❧࡚のᡭ⥆ࡁ㸧

㸰㸬成⦼ホ౯にᑐする申し❧てはࠊ成⦼Ⓨ⾲後ཎ則として㸰㐌間以ෆに行うこととしࠊ申し❧てを行う

授業科┠ྡࠊᢸ当教員ྡࠊ申し❧てのෆᐜ及びその理由等をᡤ定の⏝⣬にグධしࠊ本◊✲科教ົಀに

ᥦฟすることとする。

㸦⏦し❧࡚のᑐᛂ㸧

㸱㸬申し❧てを受け付けた本◊✲科教ົಀは当該授業科┠のᢸ当教員にᡤ定の⏝⣬を㏦付しࠊ当該授業

科┠のᢸ当教員は成⦼ホ౯にࡘいて㏿ࡸかにᡤ定の⏝⣬により本◊✲科教ົಀを㏻じࠊ申し❧てた学

生にᑐしᅇ⟅を行うものとする。

またࠊ本◊✲科教ົಀからᡤ定の⏝⣬をేࡏて本◊✲科長にᥦฟすることにより，その⤖ᯝをሗ࿌す

る。

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

㏣ヨ㦂に㛵ࡍるෆつ

2010 年 10 月 6 日ไ定

第㸯条 このෆ規は，本◊✲科授業科┠のヨ㦂㸦༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂をྵࡴ。㸧における㏣ヨ㦂に関す

る取り扱いにࡘいて定める。

第㸰条 ㏣ヨ㦂はཎ則として行ࢃないが，学生が次の各号の୍に該当し，◊✲科長，教ົ委員長及びᢸ

当教員が協議のୖ，教授会の議を経て行うものとする。ただし，教授会の議を経ることができないሙྜ

は事後ᢎ認とする。

(1) ぶ等以ෆのぶ᪘のṚஸによるᚷᘬき

(2) ᛴᛶの㔜いẼཪは㔜な㈇യ

(3 ) බඹ㏻ᶵ関の㐠ఇཪはᖜな㐜ᘏ

(4) ⅏ᐖ及び៖の事ᨾ

(5) その他ࡴࡸを得ない事由

㸰 前項第㸯号に規定するᚷᘬきの期間は，Ṛஸ日から࿌別ᘧの日までとする。

第㸱条 ㏣ヨ㦂の㢪いฟは，当該事実Ⓨ生後，┤ࡕにᅜ㝿協ຊ◊✲科教ົಀに㟁ヰ等により㐃⤡のୖ，

ཎ則として，当該ヨ㦂⤊後㸳日以ෆ㸦ᅵ᭙日，日᭙日及び⚃日を除く。㸧にᡤ定の㏣ヨ㦂㢪にデ᩿書

ཪはド明書等をῧ付して◊✲科長にᥦฟするものとする。

第㸲条 ㏣ヨ㦂実施の可ྰ及び実施期等にࡘいては，㏿ࡸかにᥖ♧等により㏻▱するものとする。

附 則

このෆ規は，2010 年 9 月 1 日から施行する。
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年  月  日

㏣ ヨ 㦂 㢪

⚄ᡞ学学㝔

ᅜ㝿協ຊ◊✲科長 Ẋ

༤ኈㄢ程 前期ㄢ程࣭後期ㄢ程

学⡠␒号

Ặ  ྡ             ༳

下 グ の と お り ㏣ ヨ 㦂 を ࡈ 許 可 㢪 い ま す。

グ

ヨ㦂日 年  月  日㸦   㸧      分 㹼      分

ヨ㦂の✀類 (1)༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂  (2)期末ヨ㦂  (3)その他㸦           㸧

ヨ㦂科┠ 㸦         教員㸧

理  由

       

ヨ㦂ᢸ当教員グධḍ

㏣ヨ㦂日 年  月  日㸦   㸧      分 㹼      分

                           ᢸ当教員               

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

ヨ㦂➼にࡅ࠾るṇ⾜Ⅽにᑐࡍるᥐ⨨に㛵ࡍる⏦ྜࡏ

2011 年 2 月 2 日 教授会Ỵ定

2015 年 3 月 4 日 教授会改正

Ϩ㸬本◊✲科授業科┠のヨ㦂࣭ 。等において正行ⅭがⓎ生したሙྜ，次のとおり取り扱うこととするࢺ࣮࣏ࣞ

㸦㸯㸧 正行ⅭをⓎぢした教員からのᑂᰝ౫㢗があࡗたሙྜࠊ教ົ委員長によࡗて㑅ฟされた

ᑂᰝ委員会によるᑂᰝをうけてࠊ教授会の議を経て以下のᥐ⨨を㐺⏝することができる。

ձ┬書をᥦฟさࡏる。

ղ当該学期の₇⩦を除く成⦼はࠊ༢をୖ㝈として可とする。

㸦㸰㸧 前項の㐺⏝は，⚄ᡞ学学生懲戒規則に基づく懲戒㸦カ࿌，学または懲戒㏥学㸧をጉ

。ないࡆ

ϩ㸬正行Ⅽの♧

以下の行Ⅽは正行Ⅽとみなされるがࠊこれに㝈定されない。

ձ 他ேになりすまして受㦂すること。そのように౫㢗すること。

ղ 。⏝をすることࡸ㎸みࡕのᣢ࣮ࣃ࣮࣭࣌ࢢࣥࢽࣥ࢝

ճ 受㦂者ྠኈで⟅⏝⣬のをすること。

մ ⏝が許可されていないཧ⪃書ࢺ࣮ࣀࡸなをཧ↷し，またはᮘୖ➹グをして受㦂に⮫ࡴ

こと。

յ 他科┠ですでに༢認定を受けたࣞࢺ࣮࣏等をᥦฟすること。

ն 。することࢇࡊを改ࢱ࣮ࢹ

շ 授業中に㝶ᥦฟするࣞࠊࢺ࣮࣏Ⓨ⾲ࣞࠊ࣓ࣗࢪ学期末ࣞࢺ࣮࣏なࠊ成⦼ホ౯のᑐ㇟と

なるあらࡺるᥦฟ≀においてࠊ他ேのㄽᩥࠊⴭసࢵࢿ࣮ࢱࣥࠊࢺࢧࣈ࢙࢘ࠊࢺ࣮࣏ࣞࠊ

。ない㸧の୍部または部を✼することࢃㅮ⩏㓄ᕸ≀等㸦බ⾲࣭未බ⾲をၥࠊ✏ᢞࢺ

Ϫ㸬学ㄽᩥにࡘいてもྠᵝの取扱いとする。
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年  月  日

㏣ ヨ 㦂 㢪

⚄ᡞ学学㝔

ᅜ㝿協ຊ◊✲科長 Ẋ

༤ኈㄢ程 前期ㄢ程࣭後期ㄢ程

学⡠␒号

Ặ  ྡ             ༳

下 グ の と お り ㏣ ヨ 㦂 を ࡈ 許 可 㢪 い ま す。

グ

ヨ㦂日 年  月  日㸦   㸧      分 㹼      分

ヨ㦂の✀類 (1)༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂  (2)期末ヨ㦂  (3)その他㸦           㸧

ヨ㦂科┠ 㸦         教員㸧

理  由

       

ヨ㦂ᢸ当教員グධḍ

㏣ヨ㦂日 年  月  日㸦   㸧      分 㹼      分

                           ᢸ当教員               

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

ヨ㦂➼にࡅ࠾るṇ⾜Ⅽにᑐࡍるᥐ⨨に㛵ࡍる⏦ྜࡏ

2011 年 2 月 2 日 教授会Ỵ定

2015 年 3 月 4 日 教授会改正

Ϩ㸬本◊✲科授業科┠のヨ㦂࣭ 。等において正行ⅭがⓎ生したሙྜ，次のとおり取り扱うこととするࢺ࣮࣏ࣞ

㸦㸯㸧 正行ⅭをⓎぢした教員からのᑂᰝ౫㢗があࡗたሙྜࠊ教ົ委員長によࡗて㑅ฟされた

ᑂᰝ委員会によるᑂᰝをうけてࠊ教授会の議を経て以下のᥐ⨨を㐺⏝することができる。

ձ┬書をᥦฟさࡏる。

ղ当該学期の₇⩦を除く成⦼はࠊ༢をୖ㝈として可とする。

㸦㸰㸧 前項の㐺⏝は，⚄ᡞ学学生懲戒規則に基づく懲戒㸦カ࿌，学または懲戒㏥学㸧をጉ

。ないࡆ

ϩ㸬正行Ⅽの♧

以下の行Ⅽは正行Ⅽとみなされるがࠊこれに㝈定されない。

ձ 他ேになりすまして受㦂すること。そのように౫㢗すること。

ղ 。⏝をすることࡸ㎸みࡕのᣢ࣮ࣃ࣮࣭࣌ࢢࣥࢽࣥ࢝

ճ 受㦂者ྠኈで⟅⏝⣬のをすること。

մ ⏝が許可されていないཧ⪃書ࢺ࣮ࣀࡸなをཧ↷し，またはᮘୖ➹グをして受㦂に⮫ࡴ

こと。

յ 他科┠ですでに༢認定を受けたࣞࢺ࣮࣏等をᥦฟすること。

ն 。することࢇࡊを改ࢱ࣮ࢹ

շ 授業中に㝶ᥦฟするࣞࠊࢺ࣮࣏Ⓨ⾲ࣞࠊ࣓ࣗࢪ学期末ࣞࢺ࣮࣏なࠊ成⦼ホ౯のᑐ㇟と

なるあらࡺるᥦฟ≀においてࠊ他ேのㄽᩥࠊⴭసࢵࢿ࣮ࢱࣥࠊࢺࢧࣈ࢙࢘ࠊࢺ࣮࣏ࣞࠊ

。ない㸧の୍部または部を✼することࢃㅮ⩏㓄ᕸ≀等㸦බ⾲࣭未බ⾲をၥࠊ✏ᢞࢺ

Ϫ㸬学ㄽᩥにࡘいてもྠᵝの取扱いとする。
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⚄ᡞᏛᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ ṇ⾜Ⅽ㜵Ṇࣥࣛࢻ࢞

                        ⚄ᡞᏛᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ᩍົጤဨ

㸯㸬ࡵࡌࡣに

学ၥのୡ⏺においてࠊ正行Ⅽとはࠊ他ேの◊✲成ᯝなを⮬分の◊✲成ᯝと偽ࡗてᥦฟ࣭Ⓨ⾲する

ことをᣦします。◊✲者としては᭱もずき行Ⅽでありࠊ㐪ἲ行Ⅽ㸦▱ⓗᡤ᭷ᶒのᐖ㸧とホ౯され

るሙྜもᑡなくありまࢇࡏ。

ᅜ㝿協ຊ◊✲科に学ࡪ学生ㅖྩにࡘいてもࠊ学ၥをᚿす者の基本ጼໃとしてࠊまたࠊ当◊✲科㸦ࡦい

ては⚄ᡞ学㸧の୍ᵓ成員としてࠊ正行Ⅽをཝに㑊けることがồめられます。

㸰㸬ṇ⾜Ⅽにᑐࡍるฎศ

正行ⅭがⓎぢされたሙྜはࠊ以下の㏻りࠊᅜ㝿協ຊ◊✲科の「ヨ㦂等における正行Ⅽにᑐするᥐ

⨨に関する申しྜࡏࢃ」および⚄ᡞ学の学生懲戒規則に基づきࠊ当該行Ⅽのែᵝࡸ正の程ᗘにᛂじ

たཝ㔜な処分が下されます。

ヨ㦂➼にࡅ࠾るṇ⾜Ⅽにᑐࡍるᥐ⨨に㛵ࡍる⏦ྜࡏ

Ϩ㸬ᮏ◊✲⛉授業⛉┠のヨ㦂࣭ࣞࢺ࣮࣏➼に࡚࠸࠾ṇ⾜ⅭࡀⓎ⏕したሙྜ㸪ḟの࠾り取

りᢅࡍࡇ࠺るࠋ

㸦㸯㸧ṇ⾜ⅭをⓎぢしたᩍဨࡽのᑂᰝ౫㢗ࡗ࠶ࡀたሙྜࠊᩍົጤဨ㛗に࡚ࡗࡼ㑅ฟされ

たᑂᰝጤဨにࡼるᑂᰝをࠊ࡚ࡅ࠺ᩍ授ࡣ௨ୗのᥐ⨨を㐺⏝ࡍるࡁ࡛ࡀࡇるࠋ

ձ┬᭩をᥦฟさࡏるࠋ

ղᙜヱᏛᮇの₇⩦を㝖ࡃ成⦼ࠊࡣ༢をୖ㝈し࡚可ࡍるࠋ

㸦㸰㸧๓㡯の㐺⏝ࡣ㸪⚄ᡞᏛᏛ⏕ᠬᡄつ則にᇶ࡙ࡃᠬᡄ㸦カ࿌㸪Ꮫࡲたࡣᠬᡄ㏥Ꮫ㸧を

ጉࠋ࠸࡞ࡆ

「申しྜࡏࢃ」の II.շにあるようにࠊ「授業୰に㝶ᥦฟࡍるࣞࠊࢺ࣮࣏Ⓨ⾲ࣞࠊ࣓ࣗࢪᏛ

ᮇᮎࣞࠊ࡞ࢺ࣮࣏成⦼ホ౯のᑐ㇟࡞るࡺࡽ࠶るᥦฟ≀にࠊ࡚࠸࠾ேのㄽᩥࠊⴭసࣞࠊ

㸧の࠸࡞ࢃㅮ⩏㓄ᕸ≀➼㸦බ⾲࣭ᮍබ⾲をၥࠊ✏ᢞࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥࠊࢺࢧࣈ࢙࢘ࠊࢺ࣮࣏

୍㒊ࡲたࡣ㒊を✼ࡍるࡇ」はすて処分のᑐ㇟となります。学ㄽᩥもᑐ㇟にྵまれます。

㸱㸬ṇ⾜Ⅽࡣఱ

他ேの◊✲成ᯝを⮬分のものと偽ࡗてᥦฟすることが✼㸦┐⏝㸧ですがࠊ「◊✲成ᯝ」とはࠊ❶ᩥࠊ

てはཱྀ㢌による◊✲Ⓨ⾲㸧のあらࡗⴭస≀㸦ሙྜによࠊᅗ⾲等ࠊ事実関ಀࠊࢱ࣮ࢹࠊ理ㄽࠊࢹ

ㄒを⏝ࡸ❶いᩥ▷ࠊさえ┐⏝しなければၥ㢟ないとかࢹの࣓ࣥ。る部分がᑐ㇟になりますࡺ

ᣏするのはၥ㢟ないとする⪃え᪉もありますがࠊ学ၥのୡ⏺ではࠊཎ則としてࠊ成ᯝ≀のての部分

にࡘいてࠊ✼は認められまࢇࡏ。

このことはࠊ✼をされるഃにもするഃにもࡕらにも当てはまります。ཎ則としてࠊ⮬分がᥦฟす

る成ᯝ≀㸦ሙྜによࡗてはཱྀ㢌での◊✲Ⓨ⾲㸧のあらࡺる部分にࡘいてࠊ他ேのᩥ❶等を⮬分のࢪࣜ࢜

。ࢇࡏであるかのように⾲⌧する行Ⅽをしてはいけまࣝࢼ

処分のᑐ㇟となる正行Ⅽとしてはࠊ以下のようなものがᣲࡆられます。

࣭他ேのస成した࣭ࣞࢺ࣮࣏࣭࣓ࣞࣗࢪㄽᩥなを⮬分の成ᯝ≀としてᥦฟする行Ⅽ㸦およびそのᖝຓ㸧。

యࡸ⣽部をከᑡኚ᭦しても許されまࢇࡏ。

⏝㐺ษなᘬ⏝᪉ἲによらないᘬࠊまたࠊฟを明♧しないࠊにおけるㄽᩥな࣭ࢺ࣮࣏࣭࣓ࣞࣗࢪ࣭ࣞ

および㐺ษなゝいえ㸦ࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃ㸧。

࣭他ேの◊✲成ᯝに♧された分ᯒ࣭ホ౯ෆᐜࡸ⚾ぢの要᪨を࣭ࢺ࣮࣏࣭࣓ࣞࣗࢪࣞࠊㄽᩥなにおいて

┐⏝すること。

㸲㸬✼ᅇ㑊᪉ἲ

基本ⓗにはࠊ◊✲とは⮬分の⪃えࡸⓎぢを⮬分のゝⴥで⾲⌧するものですがࠊ◊✲は他ேの成ᯝのୖ

に✚みୖࡆることでⓎᒎさࡏていくものですからࠊ⮬分の⪃えࡸⓎぢをᑟいたりᩚ理したりするうえでࠊ

他ேの◊✲成ᯝにゝ及することはḞかࡏないᡭ㡰です。それではࠊうすれば✼を㜵ࡄことができる

のでしࡻうか㸽基本はࠊㄡの࣭のⴭసの࣭の部分をᘬ⏝したかࠊを明♧することです。これらを明

♧していなければࠊ┐⏝するពᅗが↓かࡗたとしてもࠊ✼とぢされてしまいます。ពᅗのあるなし

にかかࢃらず✼とぢなされ⨩則のᑐ㇟となるのですからࠊᡭ続きにᚑうことは㠀ᖖに㔜要なことです。

したがࡗてࠊまずはࠊ

㸦㸯㸧ฟを明グする。

ேの書いたᩥ❶ࢹࡸ等をࠊㄡのものか明♧することなく⏝すれば✼とぢされるのです

からࠊฟを明グすることは✼ᅇ㑊の基本中の基本です。ฟを書く㝿にはࠊⴭ者ྡࠊ書ྡ࣭ㄽᩥ㢟

ὀをࠊの㝿にはࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃࡸ⏝ฟ∧♫ྡが必㡲ሗです。後㏙のᘬࠊᡤ収書ྡ࣭㞧ㄅྡࠊฟ∧年ࠊྡ

。号をグ㍕するのをᛀれないようにしてください␒❶ࡸ号␒ࢪ࣮࣌けてࡘ

また࣭ࢱ࣮ࢹࠊ事実関ಀ࣭ゎ㔘等を間᥋ⓗにᘬ⏝するࠊいࡺࢃるᏞᘬきのሙྜはࠊ┤᥋ཧ↷したᩥ⊩

だけでなくࠊそのᩥ⊩が౫ᣐしたཎを明グする必要があります。

ฟの書き᪉は学ၥ分㔝によࡗて㐪いがありますのでࠊヲしくはᣦᑟ教員ࡸ科┠ᢸ当教員に☜認して

ください。

✼を㑊けるためにはࠊฟを明グしただけでは༑分ではありまࢇࡏ。「の部分を」ཧ↷したのかも

明グする必要があります。そのためにはࠊ

－ 66 － － 67 －



⚄ᡞᏛᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ ṇ⾜Ⅽ㜵Ṇࣥࣛࢻ࢞

                        ⚄ᡞᏛᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ᩍົጤဨ

㸯㸬ࡵࡌࡣに

学ၥのୡ⏺においてࠊ正行Ⅽとはࠊ他ேの◊✲成ᯝなを⮬分の◊✲成ᯝと偽ࡗてᥦฟ࣭Ⓨ⾲する

ことをᣦします。◊✲者としては᭱もずき行Ⅽでありࠊ㐪ἲ行Ⅽ㸦▱ⓗᡤ᭷ᶒのᐖ㸧とホ౯され

るሙྜもᑡなくありまࢇࡏ。

ᅜ㝿協ຊ◊✲科に学ࡪ学生ㅖྩにࡘいてもࠊ学ၥをᚿす者の基本ጼໃとしてࠊまたࠊ当◊✲科㸦ࡦい

ては⚄ᡞ学㸧の୍ᵓ成員としてࠊ正行Ⅽをཝに㑊けることがồめられます。

㸰㸬ṇ⾜Ⅽにᑐࡍるฎศ

正行ⅭがⓎぢされたሙྜはࠊ以下の㏻りࠊᅜ㝿協ຊ◊✲科の「ヨ㦂等における正行Ⅽにᑐするᥐ

⨨に関する申しྜࡏࢃ」および⚄ᡞ学の学生懲戒規則に基づきࠊ当該行Ⅽのែᵝࡸ正の程ᗘにᛂじ

たཝ㔜な処分が下されます。

ヨ㦂➼にࡅ࠾るṇ⾜Ⅽにᑐࡍるᥐ⨨に㛵ࡍる⏦ྜࡏ

Ϩ㸬ᮏ◊✲⛉授業⛉┠のヨ㦂࣭ࣞࢺ࣮࣏➼に࡚࠸࠾ṇ⾜ⅭࡀⓎ⏕したሙྜ㸪ḟの࠾り取

りᢅࡍࡇ࠺るࠋ

㸦㸯㸧ṇ⾜ⅭをⓎぢしたᩍဨࡽのᑂᰝ౫㢗ࡗ࠶ࡀたሙྜࠊᩍົጤဨ㛗に࡚ࡗࡼ㑅ฟされ

たᑂᰝጤဨにࡼるᑂᰝをࠊ࡚ࡅ࠺ᩍ授ࡣ௨ୗのᥐ⨨を㐺⏝ࡍるࡁ࡛ࡀࡇるࠋ

ձ┬᭩をᥦฟさࡏるࠋ

ղᙜヱᏛᮇの₇⩦を㝖ࡃ成⦼ࠊࡣ༢をୖ㝈し࡚可ࡍるࠋ

㸦㸰㸧๓㡯の㐺⏝ࡣ㸪⚄ᡞᏛᏛ⏕ᠬᡄつ則にᇶ࡙ࡃᠬᡄ㸦カ࿌㸪Ꮫࡲたࡣᠬᡄ㏥Ꮫ㸧を

ጉࠋ࠸࡞ࡆ

「申しྜࡏࢃ」の II.շにあるようにࠊ「授業୰に㝶ᥦฟࡍるࣞࠊࢺ࣮࣏Ⓨ⾲ࣞࠊ࣓ࣗࢪᏛ

ᮇᮎࣞࠊ࡞ࢺ࣮࣏成⦼ホ౯のᑐ㇟࡞るࡺࡽ࠶るᥦฟ≀にࠊ࡚࠸࠾ேのㄽᩥࠊⴭసࣞࠊ

㸧の࠸࡞ࢃㅮ⩏㓄ᕸ≀➼㸦බ⾲࣭ᮍබ⾲をၥࠊ✏ᢞࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥࠊࢺࢧࣈ࢙࢘ࠊࢺ࣮࣏

୍㒊ࡲたࡣ㒊を✼ࡍるࡇ」はすて処分のᑐ㇟となります。学ㄽᩥもᑐ㇟にྵまれます。

㸱㸬ṇ⾜Ⅽࡣఱ

他ேの◊✲成ᯝを⮬分のものと偽ࡗてᥦฟすることが✼㸦┐⏝㸧ですがࠊ「◊✲成ᯝ」とはࠊ❶ᩥࠊ

てはཱྀ㢌による◊✲Ⓨ⾲㸧のあらࡗⴭస≀㸦ሙྜによࠊᅗ⾲等ࠊ事実関ಀࠊࢱ࣮ࢹࠊ理ㄽࠊࢹ

ㄒを⏝ࡸ❶いᩥ▷ࠊさえ┐⏝しなければၥ㢟ないとかࢹの࣓ࣥ。る部分がᑐ㇟になりますࡺ

ᣏするのはၥ㢟ないとする⪃え᪉もありますがࠊ学ၥのୡ⏺ではࠊཎ則としてࠊ成ᯝ≀のての部分

にࡘいてࠊ✼は認められまࢇࡏ。

このことはࠊ✼をされるഃにもするഃにもࡕらにも当てはまります。ཎ則としてࠊ⮬分がᥦฟす

る成ᯝ≀㸦ሙྜによࡗてはཱྀ㢌での◊✲Ⓨ⾲㸧のあらࡺる部分にࡘいてࠊ他ேのᩥ❶等を⮬分のࢪࣜ࢜

。ࢇࡏであるかのように⾲⌧する行Ⅽをしてはいけまࣝࢼ

処分のᑐ㇟となる正行Ⅽとしてはࠊ以下のようなものがᣲࡆられます。

࣭他ேのస成した࣭ࣞࢺ࣮࣏࣭࣓ࣞࣗࢪㄽᩥなを⮬分の成ᯝ≀としてᥦฟする行Ⅽ㸦およびそのᖝຓ㸧。

యࡸ⣽部をከᑡኚ᭦しても許されまࢇࡏ。

⏝㐺ษなᘬ⏝᪉ἲによらないᘬࠊまたࠊฟを明♧しないࠊにおけるㄽᩥな࣭ࢺ࣮࣏࣭࣓ࣞࣗࢪ࣭ࣞ

および㐺ษなゝいえ㸦ࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃ㸧。

࣭他ேの◊✲成ᯝに♧された分ᯒ࣭ホ౯ෆᐜࡸ⚾ぢの要᪨を࣭ࢺ࣮࣏࣭࣓ࣞࣗࢪࣞࠊㄽᩥなにおいて

┐⏝すること。

㸲㸬✼ᅇ㑊᪉ἲ

基本ⓗにはࠊ◊✲とは⮬分の⪃えࡸⓎぢを⮬分のゝⴥで⾲⌧するものですがࠊ◊✲は他ேの成ᯝのୖ

に✚みୖࡆることでⓎᒎさࡏていくものですからࠊ⮬分の⪃えࡸⓎぢをᑟいたりᩚ理したりするうえでࠊ

他ேの◊✲成ᯝにゝ及することはḞかࡏないᡭ㡰です。それではࠊうすれば✼を㜵ࡄことができる

のでしࡻうか㸽基本はࠊㄡの࣭のⴭసの࣭の部分をᘬ⏝したかࠊを明♧することです。これらを明

♧していなければࠊ┐⏝するពᅗが↓かࡗたとしてもࠊ✼とぢされてしまいます。ពᅗのあるなし

にかかࢃらず✼とぢなされ⨩則のᑐ㇟となるのですからࠊᡭ続きにᚑうことは㠀ᖖに㔜要なことです。

したがࡗてࠊまずはࠊ

㸦㸯㸧ฟを明グする。

ேの書いたᩥ❶ࢹࡸ等をࠊㄡのものか明♧することなく⏝すれば✼とぢされるのです

からࠊฟを明グすることは✼ᅇ㑊の基本中の基本です。ฟを書く㝿にはࠊⴭ者ྡࠊ書ྡ࣭ㄽᩥ㢟

ὀをࠊの㝿にはࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃࡸ⏝ฟ∧♫ྡが必㡲ሗです。後㏙のᘬࠊᡤ収書ྡ࣭㞧ㄅྡࠊฟ∧年ࠊྡ

。号をグ㍕するのをᛀれないようにしてください␒❶ࡸ号␒ࢪ࣮࣌けてࡘ

また࣭ࢱ࣮ࢹࠊ事実関ಀ࣭ゎ㔘等を間᥋ⓗにᘬ⏝するࠊいࡺࢃるᏞᘬきのሙྜはࠊ┤᥋ཧ↷したᩥ⊩

だけでなくࠊそのᩥ⊩が౫ᣐしたཎを明グする必要があります。

ฟの書き᪉は学ၥ分㔝によࡗて㐪いがありますのでࠊヲしくはᣦᑟ教員ࡸ科┠ᢸ当教員に☜認して

ください。

✼を㑊けるためにはࠊฟを明グしただけでは༑分ではありまࢇࡏ。「の部分を」ཧ↷したのかも

明グする必要があります。そのためにはࠊ
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㸦㸰㸧ᘬ⏝のሙྜ㸸㖋ᣓᘼࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣮࢛ࢡ࣭ࢡࢵࣟࣈࡸでᘬ⏝部分を明♧したうえでࢪ࣮࣌ࠊ␒号㸦ሙ

ྜによࡗては行␒号㸧を付す。

▷いᩥ❶をᘬ⏝するሙྜには㖋ᣓᘼ㸦「」㸧でᣓります。またࠊᘬ⏝をྵࢇだᩥ❶をᘬ⏝するሙྜにはࠊ

ཎෆᘬ⏝部分を㔜㖋ᣓᘼ㸦ࠗ 㸧࠘でࠊᘬ⏝部యを㖋ᣓᘼでᣓります。長いᘬ⏝㸦和ᩥのሙྜඵ行以

ୖが┠Ᏻとされていますがࠊ分㔝ࡸⴭ㏙ෆᐜによࡗて␗なります㸧のሙྜはࠊᣓᘼでᣓらずにࠊ行㢌か

らᏐⴠࡕさࡏてまとめてᘬ⏝します㸦これをࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣮࢛ࢡ࣭ࢡࢵࣟࣈとびます㸧。

୍ㄒࡸ࣭୕ㄒでᵓ成された▷い⾲⌧でもࠊその⾲⌧がⴭ者⊂⮬のものであࡗたりࠊ᪂規で⊂ⓗな

ᴫᛕであࡗたりするሙྜにはࠊᘬ⏝➢をࡘける必要があります。ᖖ㆑ⓗ୍࣭⯡ⓗにඹ᭷されているㄒྃ

のሙྜはその必要はありまࢇࡏがࠊఱが୍⯡ⓗであるかఱが≉Ṧであるかはᑓ㛛分㔝ࡸⴭసのෆᐜによ

。うࡻὀពしましࠊて␗なるのでࡗ

㸦㸱㸧ࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃ㸦ゝいえ㸧のሙྜ㸸⮬分のゝⴥでまとめてࠊཎの該当⟠ᡤのࡸࢪ࣮࣌❶を明グ

しࠊ必要ならᘬ⏝➢を⏝いる。

他ேのⓎ⾲≀のᩥ❶ࡸゝⴥを┤᥋ᘬ⏝する㝿には前項で㏙たᡭ続きをとりますがࠊグ㏙ෆᐜをあな

たなりのᵓ成と⾲⌧でまとめるሙྜにもࠊそのෆᐜをこから取ࡗてきたかを明グする必要があります。

このሙྜに㑊けるきことはࠊ⮬分のゝⴥでまとめる㝿にࠊཎの⾲⌧をᘬ⏝➢なしにそのままࡗ

てしまうことです。ཎの⾲⌧を⮬分のᩥ❶の୍部として↓⮬ぬに᥇⏝するとࠊ前項で㏙たᘬ⏝➢な

しのᘬ⏝にあたりࠊ✼とぢなされることがあります。したがࡗてࠊ⮬分のゝⴥでゝいえてෆᐜ要⣙

するሙྜにもࠊཎの⾲⌧をうならば「ᘬ⏝」に当たるのだとᚰ得ࠊᖖにᘬ⏝➢を⏝いるようにᚰが

けてください。ฟሗࠊ該当ࠊࢪ࣮࣌ᘬ⏝➢の୕Ⅼࢺࢵࢭでࠊ✼の༴㝤はほࡰ㑊けられます。

もࡗともࠊ実㝿にࡗࡸてみるとࠊཎᩥにᘬきずられるためࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃࠊする㝿にཎ⾲⌧ᩥࡸ❶ᵓ成

を↓⮬ぬに᥇⏝してしまうことはよくあることでࠊ✼にならないようにゝいえるのはពእと㞴しい

ものです。またࠊの程ᗘであれば✼とぢなされるかは༢⣧には୍⯡できまࣥࢸ࣮࢝。ࢇࡏᕤ科

学がⓎ行している学生ࢻ࢞では「ᩥ❶ࠊẁⴠࢹࠊのゝいえがཎに㏆すࡂること」は

✼にあたるとしています1。の程ᗘであれば「ཎに㏆すࡂ」に当たるのかは明☜ではありまࢇࡏがࠊ

ᩥ❶中の㔜要なㄒྃをࠊㄒ㡰そのままに⏝いてྠࠊじㄽ理ᵓ成でᩥ❶をᵓ成しているሙྜにはࠊ✼に

あたるとぢなされる可⬟ᛶが㧗いのでࠊὀពしましࡻう2。

㸳㸬ཧ⪃㈨料

1 Office of Assessment, Teaching and Learning Curtin University of Technology, Academic Integrity 
at Curtin: Student Guidelines for Avoiding Plagiarism, East Perth: Lamb Print, 2010, p.4. 
2 Indiana University Writing Tutorial Services,“Plagiarism: What It is and How to Recognize and 
Avoid It”
http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml (accessed in July 2010); 
Penn State University, “Plagiarism Tutorial for Students: Inappropriate Paraphrase” 
http://tlt.its.psu.edu/plagiarism/tutorial/paraphrase (accessed in July 2010);
Ụཱྀ⪽「ࣞࢺ࣮࣏の書き᪉(2) ✼を㑊ける」

http://melisande.cs.kyoto-wu.ac.jp/eguchi/memo/plagiarism.html (accessed in July 2010)。 実㝿にᥦ

ฟされた学生のࣞࢺ࣮࣏を㢟ᮦにࠊ㐺ษなࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃのとࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃのලయⓗ᪉ἲにࡘいてࢃ

かりࡸすくゎㄝしたグ事。他ேのⴭసࡸ⪃えを⮬分のゝⴥでまとめるࡸり᪉がよくࢃからないというே

にとࡗてࠊよいཧ⪃になるでしࡻう。

✼に関するሗはࠊฟ∧≀よりもୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥにከく存ᅾします。ࢫࢭࢡもᐜ᫆ですのでࠊ

以下のࢺࢧࣈ࢙࢘で✼にࡘいて学ࢇでください。

㸦㸯㸧ࢫ࣮ࢯࣜࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ

⚄ᡞ学経῭学部「࣭ࣞࢺ࣮࣏ㄽᩥస成の┐⏝࣭✼に関するὀព」

http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/insei/lectureplan_gs/test_gs/files/report-hyosetsu.pdf

ᮥᯘ学ᅜ㝿協ຊ◊✲科「ࠗ ㄽᩥ࠘ࠗ 「事項ࢡࢵ࢙ࢳのᥦฟにおける࠘ࢺ࣮࣏ࣞ✲◊

http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/graduate/international/student/check/pdf/check_sheet.pdf

ᮥᯘ学ᅜ㝿協ຊ◊✲科「◊✲ୖの␃ព事項」

http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/graduate/international/student/check/

᠕⩏ሿ学日ྜྷ࣓࣮ࢱࣥࢭࢹ「Keio Interactive Tutorial on Information Education (KITIE) ⴭ
సᶒを理ゎする」

http://project.lib.keio.ac.jp/kitie/cite/copyright/index.html

Ụཱྀ⪽「ࣞࢺ࣮࣏の書き᪉(2) ✼を㑊ける」

http://melisande.cs.kyoto-wu.ac.jp/eguchi/memo/plagiarism.html

Plagiarism.org, “Resources”
http://www.plagiarism.org/plag_resources.html

Office of Assessment, Teaching and Learning Curtin University of Technology, Academic Integrity at 
Curtin: Student Guidelines for Avoiding Plagiarism, East Perth: Lamb Print, 2010
㸦ࣥࣛࣥ࢜∧㸸http://academicintegrity.curtin.edu.au/global/studentbook.cfm㸧

Indiana University Writing Tutorial Services, “Plagiarism: What It is and How to Recognize and 
Avoid It”
http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml

Penn State University, “Plagiarism Tutorial for Students”
http://tlt.its.psu.edu/plagiarism/tutorial

University of Pittsburg English Literature Program, “Avoiding Plagiarism”
http://www.englishlit.pitt.edu/lit_plagiarism.html#A
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㸦㸰㸧ᘬ⏝のሙྜ㸸㖋ᣓᘼࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣮࢛ࢡ࣭ࢡࢵࣟࣈࡸでᘬ⏝部分を明♧したうえでࢪ࣮࣌ࠊ␒号㸦ሙ

ྜによࡗては行␒号㸧を付す。

▷いᩥ❶をᘬ⏝するሙྜには㖋ᣓᘼ㸦「」㸧でᣓります。またࠊᘬ⏝をྵࢇだᩥ❶をᘬ⏝するሙྜにはࠊ

ཎෆᘬ⏝部分を㔜㖋ᣓᘼ㸦ࠗ 㸧࠘でࠊᘬ⏝部యを㖋ᣓᘼでᣓります。長いᘬ⏝㸦和ᩥのሙྜඵ行以

ୖが┠Ᏻとされていますがࠊ分㔝ࡸⴭ㏙ෆᐜによࡗて␗なります㸧のሙྜはࠊᣓᘼでᣓらずにࠊ行㢌か

らᏐⴠࡕさࡏてまとめてᘬ⏝します㸦これをࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣮࢛ࢡ࣭ࢡࢵࣟࣈとびます㸧。

୍ㄒࡸ࣭୕ㄒでᵓ成された▷い⾲⌧でもࠊその⾲⌧がⴭ者⊂⮬のものであࡗたりࠊ᪂規で⊂ⓗな

ᴫᛕであࡗたりするሙྜにはࠊᘬ⏝➢をࡘける必要があります。ᖖ㆑ⓗ୍࣭⯡ⓗにඹ᭷されているㄒྃ

のሙྜはその必要はありまࢇࡏがࠊఱが୍⯡ⓗであるかఱが≉Ṧであるかはᑓ㛛分㔝ࡸⴭసのෆᐜによ

。うࡻὀពしましࠊて␗なるのでࡗ

㸦㸱㸧ࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃ㸦ゝいえ㸧のሙྜ㸸⮬分のゝⴥでまとめてࠊཎの該当⟠ᡤのࡸࢪ࣮࣌❶を明グ

しࠊ必要ならᘬ⏝➢を⏝いる。

他ேのⓎ⾲≀のᩥ❶ࡸゝⴥを┤᥋ᘬ⏝する㝿には前項で㏙たᡭ続きをとりますがࠊグ㏙ෆᐜをあな

たなりのᵓ成と⾲⌧でまとめるሙྜにもࠊそのෆᐜをこから取ࡗてきたかを明グする必要があります。

このሙྜに㑊けるきことはࠊ⮬分のゝⴥでまとめる㝿にࠊཎの⾲⌧をᘬ⏝➢なしにそのままࡗ

てしまうことです。ཎの⾲⌧を⮬分のᩥ❶の୍部として↓⮬ぬに᥇⏝するとࠊ前項で㏙たᘬ⏝➢な

しのᘬ⏝にあたりࠊ✼とぢなされることがあります。したがࡗてࠊ⮬分のゝⴥでゝいえてෆᐜ要⣙

するሙྜにもࠊཎの⾲⌧をうならば「ᘬ⏝」に当たるのだとᚰ得ࠊᖖにᘬ⏝➢を⏝いるようにᚰが

けてください。ฟሗࠊ該当ࠊࢪ࣮࣌ᘬ⏝➢の୕Ⅼࢺࢵࢭでࠊ✼の༴㝤はほࡰ㑊けられます。

もࡗともࠊ実㝿にࡗࡸてみるとࠊཎᩥにᘬきずられるためࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃࠊする㝿にཎ⾲⌧ᩥࡸ❶ᵓ成

を↓⮬ぬに᥇⏝してしまうことはよくあることでࠊ✼にならないようにゝいえるのはពእと㞴しい

ものです。またࠊの程ᗘであれば✼とぢなされるかは༢⣧には୍⯡できまࣥࢸ࣮࢝。ࢇࡏᕤ科

学がⓎ行している学生ࢻ࢞では「ᩥ❶ࠊẁⴠࢹࠊのゝいえがཎに㏆すࡂること」は

✼にあたるとしています1。の程ᗘであれば「ཎに㏆すࡂ」に当たるのかは明☜ではありまࢇࡏがࠊ

ᩥ❶中の㔜要なㄒྃをࠊㄒ㡰そのままに⏝いてྠࠊじㄽ理ᵓ成でᩥ❶をᵓ成しているሙྜにはࠊ✼に

あたるとぢなされる可⬟ᛶが㧗いのでࠊὀពしましࡻう2。

㸳㸬ཧ⪃㈨料

1 Office of Assessment, Teaching and Learning Curtin University of Technology, Academic Integrity 
at Curtin: Student Guidelines for Avoiding Plagiarism, East Perth: Lamb Print, 2010, p.4. 
2 Indiana University Writing Tutorial Services,“Plagiarism: What It is and How to Recognize and 
Avoid It”
http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml (accessed in July 2010); 
Penn State University, “Plagiarism Tutorial for Students: Inappropriate Paraphrase” 
http://tlt.its.psu.edu/plagiarism/tutorial/paraphrase (accessed in July 2010);
Ụཱྀ⪽「ࣞࢺ࣮࣏の書き᪉(2) ✼を㑊ける」

http://melisande.cs.kyoto-wu.ac.jp/eguchi/memo/plagiarism.html (accessed in July 2010)。 実㝿にᥦ

ฟされた学生のࣞࢺ࣮࣏を㢟ᮦにࠊ㐺ษなࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃのとࢬ࣮ࣞࣇࣛࣃのලయⓗ᪉ἲにࡘいてࢃ

かりࡸすくゎㄝしたグ事。他ேのⴭసࡸ⪃えを⮬分のゝⴥでまとめるࡸり᪉がよくࢃからないというே

にとࡗてࠊよいཧ⪃になるでしࡻう。

✼に関するሗはࠊฟ∧≀よりもୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥにከく存ᅾします。ࢫࢭࢡもᐜ᫆ですのでࠊ

以下のࢺࢧࣈ࢙࢘で✼にࡘいて学ࢇでください。

㸦㸯㸧ࢫ࣮ࢯࣜࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ

⚄ᡞ学経῭学部「࣭ࣞࢺ࣮࣏ㄽᩥస成の┐⏝࣭✼に関するὀព」

http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/insei/lectureplan_gs/test_gs/files/report-hyosetsu.pdf

ᮥᯘ学ᅜ㝿協ຊ◊✲科「ࠗ ㄽᩥ࠘ࠗ 「事項ࢡࢵ࢙ࢳのᥦฟにおける࠘ࢺ࣮࣏ࣞ✲◊

http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/graduate/international/student/check/pdf/check_sheet.pdf

ᮥᯘ学ᅜ㝿協ຊ◊✲科「◊✲ୖの␃ព事項」

http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/graduate/international/student/check/

᠕⩏ሿ学日ྜྷ࣓࣮ࢱࣥࢭࢹ「Keio Interactive Tutorial on Information Education (KITIE) ⴭ
సᶒを理ゎする」

http://project.lib.keio.ac.jp/kitie/cite/copyright/index.html

Ụཱྀ⪽「ࣞࢺ࣮࣏の書き᪉(2) ✼を㑊ける」

http://melisande.cs.kyoto-wu.ac.jp/eguchi/memo/plagiarism.html

Plagiarism.org, “Resources”
http://www.plagiarism.org/plag_resources.html

Office of Assessment, Teaching and Learning Curtin University of Technology, Academic Integrity at 
Curtin: Student Guidelines for Avoiding Plagiarism, East Perth: Lamb Print, 2010
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㸦㸰㸧書⡠

✼にࡘいてヲしく書かれた和書はṤありまࢇࡏがࠊẚ㍑ⓗධᡭしࡸすい以下のᩥ⊩にはࠊ✼に

。いてⱝᖸのゝ及がなされていますࡘ

᪂ᇼ ⪽ࠗホ౯される༤ኈ࣭ಟኈ༞業ㄽᩥの書き᪉࣭⪃え᪉࠘ ྠᩥ⯓ฟ∧ 2002 年

ᩧ⸨ Ꮥࠊすᒸ 㐩⿱ࠗ学⾡ㄽᩥのᢏἲ࠘᪂ゞ∧ 日本࣮ࣝࢡࢫ࣮ࢱࢹ࢚ฟ∧部 2005 年

  

㸴㸬ࢃ࠾りに

等をస成する事ࢺ࣮࣏㸧してࣞ࣌ࣆࢥ他ேのᩥ❶をᡭ㍍にษり㈞り㸦ࠊのⓎ㐩にకいࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ

が┠にࡘくようになࡗてきました。またࠊ㐺ษなᘬ⏝᪉ἲࡸゝいえの᪉ἲを▱らないがࡺえにࠊ⤖

ᯝⓗに他ேのᩥ❶を┐⏝する事もᑡなくありまࢇࡏ。しかしࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭ࢡࢵ࣑ࢹ࢝ࠊの୍員と

してࠊ「▱らなかࡗた」は㏻⏝しまࢇࡏ。

ただしࠊ本ᩥ中でもゐれたようにࠊᘬ⏝の᪉ࠊཧ↷ᩥ⊩の書き᪉等は分㔝によࡗて㐪いがあるのでࠊ

ᣦᑟ教員ࡸ科┠ᢸ当教員に☜認するようにしてください。またࠊఱをもࡗて✼と判᩿するかの理ゎも

教員によࡗて␗なるのでࠊ明なⅬは必ず教員にၥいあࡏࢃるようにしてください。

✼ᅇ㑊のດຊをするのは学㝔生の㈐௵とᚰ得ࠊ✼とぢなされる可⬟ᛶのある行Ⅽを㑊けること

とࠊ明なⅬは教員にၥいྜࡏࢃることを⩦័づけるようにしましࡻう。

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

ᾏ እ ᐇ ⩦ ᐇ  せ 㡯

㸯㸬⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則別⾲第㸯ࣁの規定による海እ実⩦とは，学生の教⫱◊✲に㈨す

るㄪᰝ࣭◊✲άືで，学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下，「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教員㸦以

下「ᢸ当教員」という。㸧のᣦᑟと┘╩の下，୍定期間，海እにおいて行うものである。

ᢸ当教員は，海እ実⩦を本◊✲科の授業科┠㸦2 ༢㸧として行うことができる。

㸰㸬ᢸ当教員は，海እ実⩦のෆᐜ，期間，ሙᡤ，༢認定᪉ἲを明グしたୖで，本◊✲科教ົ委員会に，

実施許可を申請する。申請はཎ則としてฟⓎ予定日の 2 ࣨ月前までに行う。

㸱㸬海እ実⩦は，教ົ委員会及び教授会の議を経て，本◊✲科の授業科┠として認定される。ణし，海

እ実⩦を実施する学期にಟཪは㏥学する者にࡘいては，下グ㸵に定める成⦼ホ౯の期日以㝆に᭱⤊

日があるሙྜは，本◊✲科の授業科┠としてはᒚಟを認めない。

㸲㸬海እ実⩦の期間にࡘいては，10 日間以ୖとする。㸦ణし，当該期間には，ᅜෆでの事前または事後

実⩦の期間をྵめることができる。㸧

㸳㸬海እ実⩦を受ㅮする学生は，海እ᪑行യᐖಖ㝤に必ずຍධするものとする。

㸴㸬海እ実⩦を受ㅮする学生は，教ົಀにおいて，␃学生༴ᶵ⟶理ไᗘ㸦 O S S M A 㸧のⓏ㘓ᡭ続きをฟ

Ⓨ 1 ࣨ月以ୖ前に行ない，そのไᗘにࡘいて理ゎするものとする。また，ᡤ定の事後ሗ࿌書をᖐᅜ後

1 㐌間以ෆにᥦฟするものとする。

㸵㸬海እ実⩦の成⦼ホ౯は，期間の᭱⤊日をྵࡴ学期にᒚಟされたものとして取り扱う。ణし，当該学

期においてಟཪは㏥学する者の成⦼ホ౯にࡘいては，ᢸ当教員は，ಟཪは㏥学する月の前月の教

ົ委員会の 7 日前㸦当該期日がఇ業日のሙྜは⩣業ົ日㸧までに教ົಀにᥦฟするものとする。

附 則

この要項は，2022 年 10 月 1 日から施行する。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

ᐇせ㡯ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ

㸦┠ⓗ㸧

㸯㸬⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則別⾲第 1 別⾲第，ࣁ 2 ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ及びࣟの規定による

とは，学生の教⫱◊✲ないしࢫࣃࣜࣕ࢟㛤ᣅに㈨するᑵປないし実ົయ㦂として，࣮ࣥࢱࣥ受ධ

ᶵ関࣭業等㸦以下「受ධඛ」という。㸧のᣦᑟと┘╩の下，୍定期間，学生が◊ಟを行うものであ

る。

  学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下，「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教員㸦以下「ᢸ当教員」とい

う。㸧は，ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを本◊✲科の授業科┠㸦2 ༢㸧として行うことができる。

㸦༠ᐃの⥾⤖㸧

㸰㸬ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥの実施に当たࡗては，ཎ則として受ධඛと本◊✲科との間でࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥに

関する協定を⥾⤖するものとする。当該協定には，下グ㸲㸬から㸵㸬に定める事項をྵめる。ただし，

事によりこれによりがたいሙྜには，教授会の議を経て，下グ㸱㸬のࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ実施計⏬書

のస成をもࡗてこれに௦えることができる。

㸦ᐇィ⏬᭩ᐇの許可㸧

㸱㸬本実施要項に基づきࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを行うሙྜには，ᢸ当教員は，ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを受ㅮする

学生㸦以下「受ㅮ生」という。㸧のẶྡ，受ධඛ，当該受ධඛにおいて受ㅮ生のᣦᑟ࣭┘╩をᢸ当す

る㈐௵者，◊ಟのලయⓗෆᐜ，実施期間，◊ಟのάືሙᡤ࣭άືෆᐜを明グしたලయⓗ日程及び必要

にᛂじて下グ㸲㸬から㸶㸬に関ࢃる事項を明グしたࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ実施計⏬書をస成し，本◊✲科

教ົ委員会に申請する。申請はཎ則としてࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ実施㛤ጞ日の 2 ࣨ月前までに行う。

本◊✲科の授業科┠として行うࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥの実施期間は，ཎ則として 2 㐌間㸦実ാ 10 日㸧以

ୖとする。

は，ୖグ実施計⏬書に基づき，教ົ委員会及び教授会の議を経て，本◊✲科の授ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ

業科┠としてᢎ認される。ణし，ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを実施する学期にಟཪは㏥学する者にࡘいては，

下グ㸷㸬に定める成⦼ホ౯の期日以㝆に᭱⤊日があるሙྜは，本◊✲科の授業科┠としてはᒚಟを認

めない。

㸦༴㝤ሗのุ᩿㸧

㸲㸬እົ┬の༴㝤ሗがࣞࣝ࣋㸰以ୖのሙྜは前項のᢎ認を行ࢃない。ࣞࣝ࣋㸯のሙྜはࠊ教ົ委員会

はᢸ当教員にࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥのᘏ期を່࿌する。ᢸ当教員がこの່࿌に関ࢃらずࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ

を実施するሙྜはࠊそのᏳᛶにࡘいて教ົ委員会ࠊ教授会において༑分なㄝ明を行う。

  ᢎ認の後に༴㝤ሗがࣞࣝ࣋㸰以ୖとなࡗたሙྜࠊᢸ当教員はࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥをṆする。教授

会のᢎ認の後にࣞࣝ࣋㸯の༴㝤ሗがฟたሙྜまたはΏ⯟ඛᅜのໃ等によりᕪし㏕ࡗた༴㝤が予

されるሙྜはࠊ教ົ委員会はᢸ当教員にࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥの中Ṇを່࿌する。ᢸ当教員がこの່࿌に

関ࢃらずࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを実施するሙྜはࠊそのᏳᛶにࡘいて教ົ委員会ࠊ教授会において༑分

なㄝ明を行う。

㸦ᶵᐦのಖᣢ㸧

㸳㸬受ㅮ生は，受ㅮ期間中に▱り得た受ධඛのᢏ⾡ୖ及び業ົୖのᶵᐦを第୕者に₃らしてはならない。

㸦Ᏻ⟶⌮࣭㈐௵のᡤᅾ➼㸧

㸴㸬ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥは受ㅮ生の⮬ᕫ㈐௵を᪨とする。受ㅮ生は⚄ᡞ学長にᑐしてㄋ⣙書をᥦฟする

とともにࠊᏳ⟶理に関するᏳᑐ策ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳを☜認する。受ㅮ生がㄋ⣙書に㐪したሙྜはࠊ

教授会の議を経てࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを⤊さࡏることができる。

╩┘受ධඛのᣦᑟ࣭ࠊ日ㄅにグ㍕しࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ毎日Ḟかさずࠊの実施中はࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ  

㈐௵者の⨫ྡを得るものとする。

  受ධඛの㈐によらない事ᨾ࣭⅏ᐖ等により受ㅮ生の受けたᦆᐖ及び受ㅮ生のᨾពཪは㐣ኻにより生

じた受ධඛのᦆᐖにࡘいては，受ㅮ生の㈐௵により処理するものとする。また，受ㅮ生は，必ず᪑行

യᐖಖ㝤㸦受ධඛがᅜෆのሙྜは，学生教⫱◊✲⅏ᐖയᐖಖ㝤及びࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥに関する㈺

ൾ㈐௵ಖ㝤㸧等にຍධしなければならない。

㸦ሗ࿌᭩のᥦฟ㸧

㸵㸬受ㅮ生は，別⣬ᵝᘧ㸯のࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥሗ࿌書を教ົ委員会にᥦฟしなければならない。

㸦ホᐃ᭩のᥦฟ㸧

㸶㸬受ධඛは，受ㅮ生がࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを⤊したときは，別⣬ᵝᘧ㸰のࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥホ定書を

教ົ委員会にᥦฟするものとする。ణし，当該ホ定書にࡘいては，受ධඛにᡤ定のᵝᘧがあるሙྜに

は，受ධඛのホ定書をもࡗて௦えることができる。

㸦成⦼ホ౯㸧

㸷㸬受ㅮ生の成⦼ホ౯にࡘいては，ᢸ当教員がୖグሗ࿌書及びホ定書に基づき行う。

学期にᒚಟされたものとして取り扱う。ణࡴの成⦼ホ౯は，期間の᭱⤊日をྵࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ

し，当該学期においてಟཪは㏥学する者の成⦼ホ౯にࡘいては，ᢸ当教員は，ಟཪは㏥学する

月の前月の教ົ委員会の 7 日前㸦当該期日がఇ業日のሙྜは⩣業ົ日㸧までに教ົಀにᥦฟするも

のとする。

㸦ࡑの㸧

㸯㸮㸬この要項に定めるもののほか，ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥの実施に関して必要な事項は，教ົ委員会の議

を経て，別に定める。

㸦␃Ꮫ⏕༴ᶵ⟶⌮ไᗘ㸧

㸯㸯㸬受ㅮ生はࠊ教ົಀにおいてࠊ␃学生༴ᶵ⟶理ไᗘ㸦OSSMA㸧のⓏ㘓ᡭ続きをฟⓎ 1 ࣨ月以ୖ前

に行ないࠊそのไᗘにࡘいて理ゎすること。またࠊᡤ定の事後ሗ࿌書をᖐᅜ後 1 㐌間以ෆにᥦฟす

ること。

附 則

この要項は，2007 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2018 年 12 月 5 日から施行する。

附 則

この要項は，2022 年 10 月 1 日から施行する。

附 則㸦令和 5年 3月 1日㸧

この要項は，2023 年 4 月 1 日から施行する。

㸦別⣬ᵝᘧ㸯㹼㸰 ⾲グ␎㸧
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

ᐇせ㡯ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ

㸦┠ⓗ㸧

㸯㸬⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則別⾲第 1 別⾲第，ࣁ 2 ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ及びࣟの規定による

とは，学生の教⫱◊✲ないしࢫࣃࣜࣕ࢟㛤ᣅに㈨するᑵປないし実ົయ㦂として，࣮ࣥࢱࣥ受ධ

ᶵ関࣭業等㸦以下「受ධඛ」という。㸧のᣦᑟと┘╩の下，୍定期間，学生が◊ಟを行うものであ

る。

  学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下，「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教員㸦以下「ᢸ当教員」とい

う。㸧は，ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを本◊✲科の授業科┠㸦2 ༢㸧として行うことができる。

㸦༠ᐃの⥾⤖㸧

㸰㸬ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥの実施に当たࡗては，ཎ則として受ධඛと本◊✲科との間でࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥに

関する協定を⥾⤖するものとする。当該協定には，下グ㸲㸬から㸵㸬に定める事項をྵめる。ただし，

事によりこれによりがたいሙྜには，教授会の議を経て，下グ㸱㸬のࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ実施計⏬書

のస成をもࡗてこれに௦えることができる。

㸦ᐇィ⏬᭩ᐇの許可㸧

㸱㸬本実施要項に基づきࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを行うሙྜには，ᢸ当教員は，ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを受ㅮする

学生㸦以下「受ㅮ生」という。㸧のẶྡ，受ධඛ，当該受ධඛにおいて受ㅮ生のᣦᑟ࣭┘╩をᢸ当す

る㈐௵者，◊ಟのලయⓗෆᐜ，実施期間，◊ಟのάືሙᡤ࣭άືෆᐜを明グしたලయⓗ日程及び必要

にᛂじて下グ㸲㸬から㸶㸬に関ࢃる事項を明グしたࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ実施計⏬書をస成し，本◊✲科

教ົ委員会に申請する。申請はཎ則としてࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ実施㛤ጞ日の 2 ࣨ月前までに行う。

本◊✲科の授業科┠として行うࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥの実施期間は，ཎ則として 2 㐌間㸦実ാ 10 日㸧以

ୖとする。

は，ୖグ実施計⏬書に基づき，教ົ委員会及び教授会の議を経て，本◊✲科の授ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ

業科┠としてᢎ認される。ణし，ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを実施する学期にಟཪは㏥学する者にࡘいては，

下グ㸷㸬に定める成⦼ホ౯の期日以㝆に᭱⤊日があるሙྜは，本◊✲科の授業科┠としてはᒚಟを認

めない。

㸦༴㝤ሗのุ᩿㸧

㸲㸬እົ┬の༴㝤ሗがࣞࣝ࣋㸰以ୖのሙྜは前項のᢎ認を行ࢃない。ࣞࣝ࣋㸯のሙྜはࠊ教ົ委員会

はᢸ当教員にࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥのᘏ期を່࿌する。ᢸ当教員がこの່࿌に関ࢃらずࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ

を実施するሙྜはࠊそのᏳᛶにࡘいて教ົ委員会ࠊ教授会において༑分なㄝ明を行う。

  ᢎ認の後に༴㝤ሗがࣞࣝ࣋㸰以ୖとなࡗたሙྜࠊᢸ当教員はࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥをṆする。教授

会のᢎ認の後にࣞࣝ࣋㸯の༴㝤ሗがฟたሙྜまたはΏ⯟ඛᅜのໃ等によりᕪし㏕ࡗた༴㝤が予

されるሙྜはࠊ教ົ委員会はᢸ当教員にࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥの中Ṇを່࿌する。ᢸ当教員がこの່࿌に

関ࢃらずࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを実施するሙྜはࠊそのᏳᛶにࡘいて教ົ委員会ࠊ教授会において༑分

なㄝ明を行う。

㸦ᶵᐦのಖᣢ㸧

㸳㸬受ㅮ生は，受ㅮ期間中に▱り得た受ධඛのᢏ⾡ୖ及び業ົୖのᶵᐦを第୕者に₃らしてはならない。

㸦Ᏻ⟶⌮࣭㈐௵のᡤᅾ➼㸧

㸴㸬ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥは受ㅮ生の⮬ᕫ㈐௵を᪨とする。受ㅮ生は⚄ᡞ学長にᑐしてㄋ⣙書をᥦฟする

とともにࠊᏳ⟶理に関するᏳᑐ策ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳを☜認する。受ㅮ生がㄋ⣙書に㐪したሙྜはࠊ

教授会の議を経てࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを⤊さࡏることができる。

╩┘受ධඛのᣦᑟ࣭ࠊ日ㄅにグ㍕しࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ毎日Ḟかさずࠊの実施中はࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ  

㈐௵者の⨫ྡを得るものとする。

  受ධඛの㈐によらない事ᨾ࣭⅏ᐖ等により受ㅮ生の受けたᦆᐖ及び受ㅮ生のᨾពཪは㐣ኻにより生

じた受ධඛのᦆᐖにࡘいては，受ㅮ生の㈐௵により処理するものとする。また，受ㅮ生は，必ず᪑行

യᐖಖ㝤㸦受ධඛがᅜෆのሙྜは，学生教⫱◊✲⅏ᐖയᐖಖ㝤及びࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥに関する㈺

ൾ㈐௵ಖ㝤㸧等にຍධしなければならない。

㸦ሗ࿌᭩のᥦฟ㸧

㸵㸬受ㅮ生は，別⣬ᵝᘧ㸯のࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥሗ࿌書を教ົ委員会にᥦฟしなければならない。

㸦ホᐃ᭩のᥦฟ㸧

㸶㸬受ධඛは，受ㅮ生がࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥを⤊したときは，別⣬ᵝᘧ㸰のࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥホ定書を

教ົ委員会にᥦฟするものとする。ణし，当該ホ定書にࡘいては，受ධඛにᡤ定のᵝᘧがあるሙྜに

は，受ධඛのホ定書をもࡗて௦えることができる。

㸦成⦼ホ౯㸧

㸷㸬受ㅮ生の成⦼ホ౯にࡘいては，ᢸ当教員がୖグሗ࿌書及びホ定書に基づき行う。

学期にᒚಟされたものとして取り扱う。ణࡴの成⦼ホ౯は，期間の᭱⤊日をྵࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ

し，当該学期においてಟཪは㏥学する者の成⦼ホ౯にࡘいては，ᢸ当教員は，ಟཪは㏥学する

月の前月の教ົ委員会の 7 日前㸦当該期日がఇ業日のሙྜは⩣業ົ日㸧までに教ົಀにᥦฟするも

のとする。

㸦ࡑの㸧

㸯㸮㸬この要項に定めるもののほか，ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥの実施に関して必要な事項は，教ົ委員会の議

を経て，別に定める。

㸦␃Ꮫ⏕༴ᶵ⟶⌮ไᗘ㸧

㸯㸯㸬受ㅮ生はࠊ教ົಀにおいてࠊ␃学生༴ᶵ⟶理ไᗘ㸦OSSMA㸧のⓏ㘓ᡭ続きをฟⓎ 1 ࣨ月以ୖ前

に行ないࠊそのไᗘにࡘいて理ゎすること。またࠊᡤ定の事後ሗ࿌書をᖐᅜ後 1 㐌間以ෆにᥦฟす

ること。

附 則

この要項は，2007 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2018 年 12 月 5 日から施行する。

附 則

この要項は，2022 年 10 月 1 日から施行する。

附 則㸦令和 5年 3月 1日㸧

この要項は，2023 年 4 月 1 日から施行する。

㸦別⣬ᵝᘧ㸯㹼㸰 ⾲グ␎㸧
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

◊✲ሗ࿌ᐇせ㡯

㸯㸫㸯㸬 ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第㸰㸷条の規定に定める学ຊの฿㐩ᗘの☜認として行う◊

✲ሗ࿌Ϩ及び◊✲ሗ࿌ϩとは，Ⓨ⾲ᢏ⾡をྵめた学生の◊✲⬟ຊをྥୖさࡏるために，学㝔ᅜ㝿協

ຊ◊✲科㸦以下ࠊ「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教員のᣦᑟの下，行うものである。

㸯㸫㸰㸬 ◊✲ሗ࿌Ϩ及び◊✲ሗ࿌ϩは，ᒚಟする学生のᣦᑟ教員がᢸ当する。ᣦᑟ教員の㈐௵の下で，

ホ౯を行う教員㸦以下「ᰝ」という。㸧ᑡなくとも㸯ே㸦༤ኈㄽᩥᑂᰝ委員ᰝೃ⿵者㸰ேをྵࡴ

ことがᮃましい㸧ฟᖍのୖ，୍⯡にබ㛤したᙧでᒚಟ学生に◊✲Ⓨ⾲を行ࡏࢃる。

   ᒚಟ学生は実施にあたࡗてᣦᑟ教員と分相ㄯのୖ，実施㸰㐌間前までに「◊✲ሗ࿌Ϩ，◊✲ሗ࿌

ϩ，◊✲ሗ࿌Ϫ受㦂申請書」を教ົಀにᥦฟするものとする。本◊✲科は◊✲ሗ࿌にࡘいて，ヲ⣽を

◊✲科ෆにබ♧する。

ᣦᑟ教員は，ᰝのホ౯ෆᐜをฟ᮶うる㝈りᑛ㔜し，ྜྰ判定を行う。

㸯㸫㸱㸬 ◊✲ሗ࿌Ϩは，ಟኈㄽᩥをはじめとする༤ኈㄢ程前期ㄢ程のまとめと⨨づけられ，༤ኈㄢ程

後期ㄢ程㸦以下「後期ㄢ程」という。㸧㸯年次での実施を┠Ᏻとする。◊✲ሗ࿌ϩは，༤ኈㄽᩥのⲡ

✏をලయⓗに‽ഛするためのものであり，後期ㄢ程㸰年次以㝆の実施を┠Ᏻとする。

㸰㸫㸯㸬 ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第㸰㸷条の規定に定める学ຊの฿㐩ᗘの☜認として行う◊

✲ሗ࿌Ϫとは，༤ኈㄽᩥのᥦฟ┤前における◊✲の⥲ᣓⓗ成ᯝሗ࿌をなෆᐜとし，㉁の㧗い༤ኈㄽ

ᩥの成を☜実なものにするためのものであり，༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸱年次前期㸦ཎ則として，༤ኈㄽ

ᩥをᥦฟする前の学期㸧でのྜ᱁を┠Ᏻとする。

㸰㸫㸰㸬 ◊✲ሗ࿌Ϫは，ᒚಟする学生のᣦᑟ教員がᢸ当する。ᣦᑟ教員の㈐௵の下で，ホ౯を行う教員

㸦以下「ᰝ」という。㸧ᑡなくとも㸯ே㸦༤ኈㄽᩥᑂᰝ委員ᰝೃ⿵者㸰ேをྵࡴことがᮃまし

い㸧ฟᖍのୖ，୍⯡にබ㛤したᙧでᒚಟ学生に◊✲Ⓨ⾲を行ࡏࢃる。㸦実施日の㸰㐌間前までに実施

要項を◊✲科ෆにබ♧するものとする。㸧

ᒚಟ学生は◊✲ሗ࿌Ϫ実施にあたࡗてはᣦᑟ教員と分相ㄯのୖ，実施㸰㐌間前までに「◊✲ሗ࿌

Ϩ，◊✲ሗ࿌ϩ，◊✲ሗ࿌Ϫ受㦂申請書」を教ົಀにᥦฟするものとする。本◊✲科は◊✲ሗ࿌Ϫに

。いて，ヲ⣽を◊✲科ෆにබ♧するࡘ

ᣦᑟ教員は，ᰝと協議のୖ，ྜྰ判定を行う。

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

㧗 ᗘ ᾏ እ ◊ ✲ ᐇ  せ 㡯

㸯㸬⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則別⾲第㸰及びࣟの規定による㧗ᗘ海እ◊✲とは，に༤ኈㄢ

程後期ㄢ程 2 年次に海እで，⮬ら計⏬を❧て実施するものである。㧗ᗘ海እ◊✲には，ࢻ࣮ࣝࣇ

ᶵ関での学⾡ⓗな◊ಟ，ᅜ㝿ᶵ関等での㧗ᗘな実ົ◊ಟ等がྵまれ，海እの◊✲者との✲◊ࡸࢡ࣮࣡

ὶを㏻じた◊㛑ࡸ，◊✲ᑐ㇟である㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡸᅜ㝿協ຊάືに関する▱ぢ及び各✀ࢱ࣮ࢹを収㞟

し，༤ኈㄽᩥのෆᐜの㧗ᗘ等にᙺ❧てさࡏることを┠ⓗとする。

学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教員は，㧗ᗘ海እ◊✲を本◊✲

科の授業科┠㸦2 ༢㸧として行うことができる。

㸰㸬㧗ᗘ海እ◊✲の実施をᕼᮃする学生は，㧗ᗘ海እ◊✲のෆᐜ，期間，ሙᡤ，及びྠ◊✲の実施が༤

ኈㄽᩥのෆᐜの㧗ᗘ等にいかに㈉⊩するかにࡘきグ㍕した「㧗ᗘ海እ◊✲実施計⏬書」をᣦᑟ教

員にᥦฟする。ᣦᑟ教員は，当該実施計⏬書が学生の◊✲ᣦᑟୖ᭷┈であると判᩿するሙྜには，

成⦼ホ౯の᪉ἲを㏣グしたୖで，本◊✲科教ົ委員会に，実施許可を申請する。申請はཎ則としてฟ

Ⓨ予定日の 2 ࣨ月前までに行う。

㸱㸬㧗ᗘ海እ◊✲は，教ົ委員会及び教授会の議を経て，本◊✲科の授業科┠として認定される。ణし，

㧗ᗘ海እ◊✲を実施する学期にಟཪは㏥学する者にࡘいては，下グ㸶に定める成⦼ホ౯の期日以㝆

に᭱⤊日があるሙྜは，本◊✲科の授業科┠としてはᒚಟを認めない。

㸲㸬㧗ᗘ海እ◊✲の期間にࡘいては，ཎ則として，10 日間以ୖとする。㸦ణし，当該期間には，ᅜෆで

の事前または事後実⩦の期間をྵめることができる。㸧

㸳㸬㧗ᗘ海እ◊✲を実施する学生は，海እ᪑行യᐖಖ㝤に必ずຍධするものとする。また，必要にᛂじ

て予㜵᥋✀も⮬ᕫ㈐௵࣭⮬ᕫ㈇ᢸで受けるものとする。

㸴㸬㧗ᗘ海እ◊✲を実施する学生は，教ົಀにおいて，␃学生༴ᶵ⟶理ไᗘ㸦 O S S M A 㸧のⓏ㘓ᡭ続き

をฟⓎ 1 ࣨ月以ୖ前に行ない，そのไᗘにࡘいて理ゎするものとする。また，ᡤ定の事後ሗ࿌書をᖐ

ᅜ後 1 㐌間以ෆにᥦฟするものとする。

㸵㸬㧗ᗘ海እ◊✲を実施した学生は，ᖐᅜ後 2 㐌間以ෆにሗ࿌書をᣦᑟ教員にᥦฟするものとする。

㸶㸬㧗ᗘ海እ◊✲の成⦼ホ౯は，期間の᭱⤊日をྵࡴ学期にᒚಟされたものとして取り扱う。ణし，当

該学期においてಟཪは㏥学する者の成⦼ホ౯にࡘいては，ᣦᑟ教員は，ಟཪは㏥学する月の前月

の教ົ委員会の 7 日前㸦当該期日がఇ業日のሙྜは⩣業ົ日㸧までに教ົಀにᥦฟするものとする。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

◊✲ሗ࿌ᐇせ㡯

㸯㸫㸯㸬 ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第㸰㸷条の規定に定める学ຊの฿㐩ᗘの☜認として行う◊

✲ሗ࿌Ϩ及び◊✲ሗ࿌ϩとは，Ⓨ⾲ᢏ⾡をྵめた学生の◊✲⬟ຊをྥୖさࡏるために，学㝔ᅜ㝿協

ຊ◊✲科㸦以下ࠊ「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教員のᣦᑟの下，行うものである。

㸯㸫㸰㸬 ◊✲ሗ࿌Ϩ及び◊✲ሗ࿌ϩは，ᒚಟする学生のᣦᑟ教員がᢸ当する。ᣦᑟ教員の㈐௵の下で，

ホ౯を行う教員㸦以下「ᰝ」という。㸧ᑡなくとも㸯ே㸦༤ኈㄽᩥᑂᰝ委員ᰝೃ⿵者㸰ேをྵࡴ

ことがᮃましい㸧ฟᖍのୖ，୍⯡にබ㛤したᙧでᒚಟ学生に◊✲Ⓨ⾲を行ࡏࢃる。

   ᒚಟ学生は実施にあたࡗてᣦᑟ教員と分相ㄯのୖ，実施㸰㐌間前までに「◊✲ሗ࿌Ϩ，◊✲ሗ࿌

ϩ，◊✲ሗ࿌Ϫ受㦂申請書」を教ົಀにᥦฟするものとする。本◊✲科は◊✲ሗ࿌にࡘいて，ヲ⣽を

◊✲科ෆにබ♧する。

ᣦᑟ教員は，ᰝのホ౯ෆᐜをฟ᮶うる㝈りᑛ㔜し，ྜྰ判定を行う。

㸯㸫㸱㸬 ◊✲ሗ࿌Ϩは，ಟኈㄽᩥをはじめとする༤ኈㄢ程前期ㄢ程のまとめと⨨づけられ，༤ኈㄢ程

後期ㄢ程㸦以下「後期ㄢ程」という。㸧㸯年次での実施を┠Ᏻとする。◊✲ሗ࿌ϩは，༤ኈㄽᩥのⲡ

✏をලయⓗに‽ഛするためのものであり，後期ㄢ程㸰年次以㝆の実施を┠Ᏻとする。

㸰㸫㸯㸬 ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第㸰㸷条の規定に定める学ຊの฿㐩ᗘの☜認として行う◊

✲ሗ࿌Ϫとは，༤ኈㄽᩥのᥦฟ┤前における◊✲の⥲ᣓⓗ成ᯝሗ࿌をなෆᐜとし，㉁の㧗い༤ኈㄽ

ᩥの成を☜実なものにするためのものであり，༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸱年次前期㸦ཎ則として，༤ኈㄽ

ᩥをᥦฟする前の学期㸧でのྜ᱁を┠Ᏻとする。

㸰㸫㸰㸬 ◊✲ሗ࿌Ϫは，ᒚಟする学生のᣦᑟ教員がᢸ当する。ᣦᑟ教員の㈐௵の下で，ホ౯を行う教員

㸦以下「ᰝ」という。㸧ᑡなくとも㸯ே㸦༤ኈㄽᩥᑂᰝ委員ᰝೃ⿵者㸰ேをྵࡴことがᮃまし

い㸧ฟᖍのୖ，୍⯡にබ㛤したᙧでᒚಟ学生に◊✲Ⓨ⾲を行ࡏࢃる。㸦実施日の㸰㐌間前までに実施

要項を◊✲科ෆにබ♧するものとする。㸧

ᒚಟ学生は◊✲ሗ࿌Ϫ実施にあたࡗてはᣦᑟ教員と分相ㄯのୖ，実施㸰㐌間前までに「◊✲ሗ࿌

Ϩ，◊✲ሗ࿌ϩ，◊✲ሗ࿌Ϫ受㦂申請書」を教ົಀにᥦฟするものとする。本◊✲科は◊✲ሗ࿌Ϫに

。いて，ヲ⣽を◊✲科ෆにබ♧するࡘ

ᣦᑟ教員は，ᰝと協議のୖ，ྜྰ判定を行う。

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

㧗 ᗘ ᾏ እ ◊ ✲ ᐇ  せ 㡯

㸯㸬⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則別⾲第㸰及びࣟの規定による㧗ᗘ海እ◊✲とは，に༤ኈㄢ

程後期ㄢ程 2 年次に海እで，⮬ら計⏬を❧て実施するものである。㧗ᗘ海እ◊✲には，ࢻ࣮ࣝࣇ

ᶵ関での学⾡ⓗな◊ಟ，ᅜ㝿ᶵ関等での㧗ᗘな実ົ◊ಟ等がྵまれ，海እの◊✲者との✲◊ࡸࢡ࣮࣡

ὶを㏻じた◊㛑ࡸ，◊✲ᑐ㇟である㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡸᅜ㝿協ຊάືに関する▱ぢ及び各✀ࢱ࣮ࢹを収㞟

し，༤ኈㄽᩥのෆᐜの㧗ᗘ等にᙺ❧てさࡏることを┠ⓗとする。

学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教員は，㧗ᗘ海እ◊✲を本◊✲

科の授業科┠㸦2 ༢㸧として行うことができる。

㸰㸬㧗ᗘ海እ◊✲の実施をᕼᮃする学生は，㧗ᗘ海እ◊✲のෆᐜ，期間，ሙᡤ，及びྠ◊✲の実施が༤

ኈㄽᩥのෆᐜの㧗ᗘ等にいかに㈉⊩するかにࡘきグ㍕した「㧗ᗘ海እ◊✲実施計⏬書」をᣦᑟ教

員にᥦฟする。ᣦᑟ教員は，当該実施計⏬書が学生の◊✲ᣦᑟୖ᭷┈であると判᩿するሙྜには，

成⦼ホ౯の᪉ἲを㏣グしたୖで，本◊✲科教ົ委員会に，実施許可を申請する。申請はཎ則としてฟ

Ⓨ予定日の 2 ࣨ月前までに行う。

㸱㸬㧗ᗘ海እ◊✲は，教ົ委員会及び教授会の議を経て，本◊✲科の授業科┠として認定される。ణし，

㧗ᗘ海እ◊✲を実施する学期にಟཪは㏥学する者にࡘいては，下グ㸶に定める成⦼ホ౯の期日以㝆

に᭱⤊日があるሙྜは，本◊✲科の授業科┠としてはᒚಟを認めない。

㸲㸬㧗ᗘ海እ◊✲の期間にࡘいては，ཎ則として，10 日間以ୖとする。㸦ణし，当該期間には，ᅜෆで

の事前または事後実⩦の期間をྵめることができる。㸧

㸳㸬㧗ᗘ海እ◊✲を実施する学生は，海እ᪑行യᐖಖ㝤に必ずຍධするものとする。また，必要にᛂじ

て予㜵᥋✀も⮬ᕫ㈐௵࣭⮬ᕫ㈇ᢸで受けるものとする。

㸴㸬㧗ᗘ海እ◊✲を実施する学生は，教ົಀにおいて，␃学生༴ᶵ⟶理ไᗘ㸦 O S S M A 㸧のⓏ㘓ᡭ続き

をฟⓎ 1 ࣨ月以ୖ前に行ない，そのไᗘにࡘいて理ゎするものとする。また，ᡤ定の事後ሗ࿌書をᖐ

ᅜ後 1 㐌間以ෆにᥦฟするものとする。

㸵㸬㧗ᗘ海እ◊✲を実施した学生は，ᖐᅜ後 2 㐌間以ෆにሗ࿌書をᣦᑟ教員にᥦฟするものとする。

㸶㸬㧗ᗘ海እ◊✲の成⦼ホ౯は，期間の᭱⤊日をྵࡴ学期にᒚಟされたものとして取り扱う。ణし，当

該学期においてಟཪは㏥学する者の成⦼ホ౯にࡘいては，ᣦᑟ教員は，ಟཪは㏥学する月の前月

の教ົ委員会の 7 日前㸦当該期日がఇ業日のሙྜは⩣業ົ日㸧までに教ົಀにᥦฟするものとする。
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㧗ᗘᾏእ◊✲ᐇィ⏬᭩

㸯㸬実施ᅜ࣭ሙᡤ

㸰㸬ゼၥ予定施タ࣭௳等

㸱㸬実施期間㸦予定㸧

㸲㸬本◊✲が༤ኈㄽᩥのෆᐜの㧗ᗘにいかに㈉⊩するかなࠊ実施の┠ⓗ

㸳㸬ᣦᑟ教員ྡ

㸴㸬成⦼ホ౯の᪉ἲ㸦ᣦᑟ教員がグධ㸧

ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉Ꮫ⏕の␃Ꮫに㛵ࡍる⏦ྜࡏ

2012 年 6 月 6 日 教授会Ỵ定

2012 年 9 月 5 日 教授会改正

2015 年 3 月 4 日 教授会改正

2019 年 3 月 6 日 教授会改正

㸯㸬この申ྜࡏは，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 22 条，第 22 条の 2，第 24 条及び第 25 条に規

定するእᅜの学㝔ཪは◊✲ᶵ関㸦以下「学㝔等」㸧の␃学に関し必要な事項を定めるものとする。

㸰㸬እᅜの学㝔等とは，学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「本◊✲科」という。㸧と協定している学授

ᶒを᭷する学㝔ཪはこれに相当する教⫱◊✲ᶵ関とする。ただし，協定していない学㝔等であࡗて

も，本教授会が㐺当と認めたሙྜは，␃学を認めることがある。

㸱㸬እᅜの学㝔等に␃学しようとする者は，次の書類をᥦฟしなければならない。ただし，必要にᛂじ

てその他の書類のᥦฟをồめることがある。

㸦㸯㸧 ␃学許可申請書

㸦㸰㸧 学㝔等のධ学許可書ཪはᢎㅙ書のし

㸦㸱㸧 ␃学計⏬書㸦協定が↓いሙྜ㸧

㸲㸬እᅜの学㝔等でಟ得した授業科┠の༢認定を受けようとする者は，次の申請書類を␃学期間⤊

後 2 㐌間以ෆに◊✲科長にᥦฟしなければならない。

㸦㸯㸧༢認定申請書

㸦㸰㸧ᒚಟ科┠ࣜࢺࢫ

㸦㸱㸧ಟ得した授業科┠のࢫࣂࣛࢩ

㸦㸰㸧及び㸦㸱㸧にࡘいて，ⱥㄒ以እのゝㄒでస成されたものは日本ㄒヂまたはⱥㄒヂをῧ付するこ

と。

なお，当該科┠の成⦼ド明書㸦学㝔等の長がస成したもの㸧がⓎ行され次第㏿ࡸかに，◊✲科長

にᥦฟしなければならない。成⦼ド明書のᥦฟがないሙྜ，༢は認定されない。

㸳㸬እᅜの学㝔等でಟ得した授業科┠の༢数は次の計算ᘧによࡗて，認定基♏༢数に算する。認

定基♏༢数を基に本◊✲科の₇⩦以እの授業科┠の༢数 8 ༢㸦࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹࣝࣈࢲに

よりಟ得した授業科┠の༢にあࡗては，10 ༢㸧を㝈ᗘとして୍ᣓ認定する。

࠙認定基♏༢数の計算ᘧࠚ

認定基♏༢数㸻1 ᅇの授業間数㸦分㸧�授業ᅇ数¹本◊✲科の基‽授業間

ͤ本◊✲科の基‽授業間

科┠✀別 基‽授業間

ㅮ ⩏ 6 75 分㸦1 ༢㸧

㸴㸬当該授業科┠ྡの⾲グは「他学㝔ಟ得科┠」または「࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹࣝࣈࢲಟ得科┠」と

し，成⦼は「認定」とする。

㸵㸬᪤にಟ得῭みの本◊✲科の授業科┠とእᅜの学㝔等の授業科┠の授業ෆᐜがྠ୍であると認められ

るሙྜは，ཎ則としてその授業科┠を除እして認定基♏༢数を算ฟする。

㸶㸬᪤ಟ得༢の認定を受けた授業科┠と，本◊✲科の授業科┠の授業ෆᐜがྠ୍であると認められるሙ

ྜは，本◊✲科において当該授業科┠をᒚಟし༢ಟ得してもಟ要௳༢数には算ධされない。

㸷㸬እᅜの学㝔等を中㏵㏥学㸦懲戒㏥学及び除⡠を除く。㸧したሙྜも，ಟ得した授業科┠の༢を認

定することができる㸦࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹࣝࣈࢲにより␃学したሙྜは，10 ༢を㝈ᗘとして認定

することができる㸧。

㸯㸮㸬እᅜの学㝔等でಟ得した授業科┠の༢認定は，教ົ委員会，ⱥㄒ委員会及び教授会の議を経て

行う。

㸯㸯㸬この申ྜࡏに基づき，እᅜの学㝔等でಟ得した༢の認定に関して必要な事項は，教ົ委員会及

びⱥㄒ委員会が別に定める。
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㸱㸬እᅜの学㝔等に␃学しようとする者は，次の書類をᥦฟしなければならない。ただし，必要にᛂじ
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なお，当該科┠の成⦼ド明書㸦学㝔等の長がస成したもの㸧がⓎ行され次第㏿ࡸかに，◊✲科長
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㸴㸬当該授業科┠ྡの⾲グは「他学㝔ಟ得科┠」または「࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹࣝࣈࢲಟ得科┠」と

し，成⦼は「認定」とする。

㸵㸬᪤にಟ得῭みの本◊✲科の授業科┠とእᅜの学㝔等の授業科┠の授業ෆᐜがྠ୍であると認められ

るሙྜは，ཎ則としてその授業科┠を除እして認定基♏༢数を算ฟする。

㸶㸬᪤ಟ得༢の認定を受けた授業科┠と，本◊✲科の授業科┠の授業ෆᐜがྠ୍であると認められるሙ

ྜは，本◊✲科において当該授業科┠をᒚಟし༢ಟ得してもಟ要௳༢数には算ධされない。

㸷㸬እᅜの学㝔等を中㏵㏥学㸦懲戒㏥学及び除⡠を除く。㸧したሙྜも，ಟ得した授業科┠の༢を認

定することができる㸦࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹࣝࣈࢲにより␃学したሙྜは，10 ༢を㝈ᗘとして認定

することができる㸧。

㸯㸮㸬እᅜの学㝔等でಟ得した授業科┠の༢認定は，教ົ委員会，ⱥㄒ委員会及び教授会の議を経て

行う。

㸯㸯㸬この申ྜࡏに基づき，እᅜの学㝔等でಟ得した༢の認定に関して必要な事項は，教ົ委員会及

びⱥㄒ委員会が別に定める。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉㜰ᏛᏛ㝔ᅜ㝿බඹᨻ⟇◊✲⛉

る༠ᐃ᭩ࡍる༢の┦ㄆᐃに㛵ࡅ࠾の㛫に

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科と㜰学学㝔ᅜ㝿බඹ政策◊✲科との間において，୧◊✲科の学

生が相ᡭ学学㝔前期ㄢ程㛤ㅮの授業科┠を⫈ㅮし，༢を取得することを相に認めることにྜព

したので，ここに協定書を取りࢃす。

㸯㸬ᒚಟできる授業科┠及び༢数は，༤ኈ前期ㄢ程㛤ㅮの科┠とし，10 ༢以ෆとする。

㸰㸬ᒚಟできる授業科┠は，ཎ則としてㅮ⩏によࡗて行う科┠のみとし，₇⩦，◊✲ᣦᑟ等はྵま

ない。

㸱㸬学生の㌟分は，≉別⫈ㅮ学生とする。

㸲㸬受けධれ≉別⫈ㅮ学生の授業料，ධ学料及び᳨定料は徴収しないものとする。

㸳㸬この協定に関する事ົ取扱要㡿にࡘいては，別に定める。

㸴㸬この協定の改ᗫにࡘいては，その㒔ᗘ協議する。

㸵㸬この協定は，平成 16 年 4 月 1 日から実施する。

ୖグ協定⥾⤖のドかしとして，協定書 2 ㏻をస成し，各 1 ㏻をᡤᣢするものとする。

平成 16 年 4 月 1 日

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長

∦ ᒣ   ⿱

㜰学学㝔ᅜ㝿බඹ政策◊✲科長

㧗 㜰   ❶

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ྂྡᒇᏛᏛ㝔ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲⛉

る༠ᐃ᭩ࡍる༢の┦ㄆᐃに㛵ࡅ࠾の㛫に

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科とྡྂᒇ学学㝔ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲科との間において，୧◊✲科の学生

が相ᡭ学学㝔前期ㄢ程㛤ㅮの授業科┠を⫈ㅮし，༢を取得することを相に認めることにྜពし

たので，ここに協定書を取りࢃす。

㸯㸬ᒚಟできる授業科┠及び༢数は，༤ኈ前期ㄢ程㛤ㅮの科┠とし，10 ༢以ෆとする。

㸰㸬ᒚಟできる授業科┠は，ཎ則としてㅮ⩏によࡗて行う科┠のみとし，₇⩦，◊✲ᣦᑟ等はྵま

ない。

㸱㸬学生の㌟分は≉別⫈ㅮ学生とする。

㸲㸬受けධれ≉別⫈ㅮ学生の授業料，ධ学料及び᳨定料は徴収しないものとする。

㸳㸬この協定に関する事ົ取扱要㡿にࡘいては，別に定める。

㸴㸬この協定の改ᗫにࡘいては，その㒔ᗘ協議する。

㸵㸬この協定は，平成 16 年 4 月 1 日から実施する。

ୖグ協定⥾⤖のドかしとして，協定書 2 ㏻をస成し，各 1 ㏻をᡤᣢするものとする。

平成 16 年 4 月 1 日

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長

∦ ᒣ   ⿱

ྡྂᒇ学学㝔ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲科長

中 す ஂ ᯞ
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉㜰ᏛᏛ㝔ᅜ㝿බඹᨻ⟇◊✲⛉

る༠ᐃ᭩ࡍる༢の┦ㄆᐃに㛵ࡅ࠾の㛫に

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科と㜰学学㝔ᅜ㝿බඹ政策◊✲科との間において，୧◊✲科の学

生が相ᡭ学学㝔前期ㄢ程㛤ㅮの授業科┠を⫈ㅮし，༢を取得することを相に認めることにྜព

したので，ここに協定書を取りࢃす。

㸯㸬ᒚಟできる授業科┠及び༢数は，༤ኈ前期ㄢ程㛤ㅮの科┠とし，10 ༢以ෆとする。

㸰㸬ᒚಟできる授業科┠は，ཎ則としてㅮ⩏によࡗて行う科┠のみとし，₇⩦，◊✲ᣦᑟ等はྵま

ない。

㸱㸬学生の㌟分は，≉別⫈ㅮ学生とする。

㸲㸬受けධれ≉別⫈ㅮ学生の授業料，ධ学料及び᳨定料は徴収しないものとする。

㸳㸬この協定に関する事ົ取扱要㡿にࡘいては，別に定める。

㸴㸬この協定の改ᗫにࡘいては，その㒔ᗘ協議する。

㸵㸬この協定は，平成 16 年 4 月 1 日から実施する。

ୖグ協定⥾⤖のドかしとして，協定書 2 ㏻をస成し，各 1 ㏻をᡤᣢするものとする。

平成 16 年 4 月 1 日

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長

∦ ᒣ   ⿱

㜰学学㝔ᅜ㝿බඹ政策◊✲科長

㧗 㜰   ❶

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ྂྡᒇᏛᏛ㝔ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲⛉

る༠ᐃ᭩ࡍる༢の┦ㄆᐃに㛵ࡅ࠾の㛫に

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科とྡྂᒇ学学㝔ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲科との間において，୧◊✲科の学生

が相ᡭ学学㝔前期ㄢ程㛤ㅮの授業科┠を⫈ㅮし，༢を取得することを相に認めることにྜពし

たので，ここに協定書を取りࢃす。

㸯㸬ᒚಟできる授業科┠及び༢数は，༤ኈ前期ㄢ程㛤ㅮの科┠とし，10 ༢以ෆとする。

㸰㸬ᒚಟできる授業科┠は，ཎ則としてㅮ⩏によࡗて行う科┠のみとし，₇⩦，◊✲ᣦᑟ等はྵま

ない。

㸱㸬学生の㌟分は≉別⫈ㅮ学生とする。

㸲㸬受けධれ≉別⫈ㅮ学生の授業料，ධ学料及び᳨定料は徴収しないものとする。

㸳㸬この協定に関する事ົ取扱要㡿にࡘいては，別に定める。

㸴㸬この協定の改ᗫにࡘいては，その㒔ᗘ協議する。

㸵㸬この協定は，平成 16 年 4 月 1 日から実施する。

ୖグ協定⥾⤖のドかしとして，協定書 2 ㏻をస成し，各 1 ㏻をᡤᣢするものとする。

平成 16 年 4 月 1 日

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長

∦ ᒣ   ⿱

ྡྂᒇ学学㝔ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲科長

中 す ஂ ᯞ
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ᗈᓥᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

る༠ᐃ᭩ࡍる༢の┦ㄆᐃに㛵ࡅ࠾の㛫に

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科とᗈᓥ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科との間において，୧◊✲科の学生が

相ᡭ学学㝔前期ㄢ程㛤ㅮの授業科┠を⫈ㅮし，༢を取得することを相に認めることにྜពした

ので，ここに協定書を取りࢃす。

㸯㸬ᒚಟできる授業科┠及び༢数は，༤ኈ前期ㄢ程㛤ㅮの科┠とし，10 ༢以ෆとする。

㸰㸬ᒚಟできる授業科┠は，ཎ則としてㅮ⩏によࡗて行う科┠のみとし，₇⩦，◊✲ᣦᑟ等はྵま

ない。

㸱㸬学生の㌟分は≉別⫈ㅮ学生とする。

㸲㸬受けධれ≉別⫈ㅮ学生の授業料，ධ学料及び᳨定料は徴収しないものとする。

㸳㸬この協定に関する事ົ取扱要㡿にࡘいては，別に定める。

㸴㸬この協定の改ᗫにࡘいては，その㒔ᗘ協議する。

㸵㸬この協定は，平成 17 年 4 月 1 日から実施する。

ୖグ協定⥾⤖のドかしとして，協定書 2 ㏻をస成し，各 1 ㏻をᡤᣢするものとする。

平成 17 年 3 月 1 日

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長

∦ ᒣ   ⿱

ᗈᓥ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長

㰺 ⸨ බ ⏨

ᶚ
ֶ
Ґ
関  

係
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ᗈᓥᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

る༠ᐃ᭩ࡍる༢の┦ㄆᐃに㛵ࡅ࠾の㛫に

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科とᗈᓥ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科との間において，୧◊✲科の学生が

相ᡭ学学㝔前期ㄢ程㛤ㅮの授業科┠を⫈ㅮし，༢を取得することを相に認めることにྜពした

ので，ここに協定書を取りࢃす。

㸯㸬ᒚಟできる授業科┠及び༢数は，༤ኈ前期ㄢ程㛤ㅮの科┠とし，10 ༢以ෆとする。

㸰㸬ᒚಟできる授業科┠は，ཎ則としてㅮ⩏によࡗて行う科┠のみとし，₇⩦，◊✲ᣦᑟ等はྵま

ない。

㸱㸬学生の㌟分は≉別⫈ㅮ学生とする。

㸲㸬受けධれ≉別⫈ㅮ学生の授業料，ධ学料及び᳨定料は徴収しないものとする。

㸳㸬この協定に関する事ົ取扱要㡿にࡘいては，別に定める。

㸴㸬この協定の改ᗫにࡘいては，その㒔ᗘ協議する。

㸵㸬この協定は，平成 17 年 4 月 1 日から実施する。

ୖグ協定⥾⤖のドかしとして，協定書 2 ㏻をస成し，各 1 ㏻をᡤᣢするものとする。

平成 17 年 3 月 1 日

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長

∦ ᒣ   ⿱

ᗈᓥ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長

㰺 ⸨ බ ⏨

ᶚ
ֶ
Ґ
関  

係
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⚄ᡞᏛᏛつ⛬

(平成16年4月1日ไ定)

改正 平成16年12月28日 平成17年12月20日

平成19年3月20日 平成20年3月18日

平成21年3月18日 平成22年3月23日

平成23年11月24日 平成25年4月23日

平成25年10月29日 平成27年3月31日

平成27年9月29日

平成29年3月21日

令和 3年 3月30日

令和 5年3月28日

平成28年3月22日

平成30年3月30日

令和 4年 3月29日

(㊃ ᪨)

第1条 学規則(和28年ᩥ部┬令第9号)第13条第1項の規定により，⚄ᡞ学(以下「本学」という。)が授する

学にࡘいては，⚄ᡞ学教学規則(平成16年4月1日ไ定。以下「教学規則」という。)に定めるもののほか，この

規程の定めるとこࢁによる。

(Ꮫ )

第2条 本学において授する学は，学ኈ，ಟኈ，༤ኈ及びᑓ㛛⫋学とする。

(ᏛኈのᏛの授のせ௳)

第3条 学ኈの学は，本学を༞業した者に授する。

(ಟኈのᏛの授のせ௳)

第4条 ಟኈの学は，次の各号のいずれかに該当する者に授する。

(1) 本学学㝔◊✲科(以下「◊✲科」という。)のಟኈㄢ程をಟした者

(2) ◊✲科の༤ኈㄢ程の前期ㄢ程をಟした者

(༤ኈのᏛの授のせ௳)

第5条 ༤ኈの学は，◊✲科の༤ኈㄢ程をಟした者に授する。

2 ༤ኈの学は，次の要௳を‶たす者にも授する。

(1) ◊✲科において前項に該当する者とྠ等以ୖの学ຊがあると☜認されたこと。(この☜認を以下「学ຊの☜認」とい

う。)

(2) ◊✲科において行う༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及びヨ㦂にྜ᱁したこと。

(ᑓ㛛⫋Ꮫの授のせ௳)

第6条 ᑓ㛛⫋学は，次の各号のいずれかに該当する者に授する。

(1) ◊✲科のᑓ㛛⫋学㝔のㄢ程(次号のㄢ程を除く。)をಟした者

(2) ◊✲科のἲ科学㝔のㄢ程をಟした者

(◊✲⛉のᅾᏛ者のㄽᩥ➼ᥦฟᡭ⥆)

第7条 ◊✲科にᅾ学する者の学ㄽᩥཪは教学規則第67条に規定する≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝは，当該◊✲科

長にᥦฟするものとする。

2 ༤ኈㄽᩥは，学ㄽᩥᑂᰝ㢪，ㄽᩥ┠㘓及びᒚṔ書とともにᥦฟしなければならない。

3 学ㄽᩥは，ಟኈのሙྜは1⦅，1㏻を，༤ኈのሙྜは1⦅，3㏻をᥦฟするものとする。ただし，ཧ⪃として他のㄽ

ᩥを付ຍしてᥦฟすることをጉࡆない。

4 ᑂᰝのため必要があるときは，ᥦฟㄽᩥの数をቑຍし，ཪはㄽᩥのヂ本，ᶍᆺⱝしくはᶆ本等の㈨料その他をᥦฟさࡏ

ることがある。

5 第1項に定める◊✲の成ᯝ(以下「◊✲の成ᯝ」という。)のᥦฟに関することは，各◊✲科において別に定める。
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⚄ᡞᏛᏛつ⛬

(平成16年4月1日ไ定)

改正 平成16年12月28日 平成17年12月20日

平成19年3月20日 平成20年3月18日

平成21年3月18日 平成22年3月23日

平成23年11月24日 平成25年4月23日

平成25年10月29日 平成27年3月31日

平成27年9月29日

平成29年3月21日

令和 3年 3月30日

令和 5年3月28日

平成28年3月22日

平成30年3月30日

令和 4年 3月29日

(㊃ ᪨)

第1条 学規則(和28年ᩥ部┬令第9号)第13条第1項の規定により，⚄ᡞ学(以下「本学」という。)が授する

学にࡘいては，⚄ᡞ学教学規則(平成16年4月1日ไ定。以下「教学規則」という。)に定めるもののほか，この

規程の定めるとこࢁによる。

(Ꮫ )

第2条 本学において授する学は，学ኈ，ಟኈ，༤ኈ及びᑓ㛛⫋学とする。

(ᏛኈのᏛの授のせ௳)

第3条 学ኈの学は，本学を༞業した者に授する。

(ಟኈのᏛの授のせ௳)

第4条 ಟኈの学は，次の各号のいずれかに該当する者に授する。

(1) 本学学㝔◊✲科(以下「◊✲科」という。)のಟኈㄢ程をಟした者

(2) ◊✲科の༤ኈㄢ程の前期ㄢ程をಟした者

(༤ኈのᏛの授のせ௳)

第5条 ༤ኈの学は，◊✲科の༤ኈㄢ程をಟした者に授する。

2 ༤ኈの学は，次の要௳を‶たす者にも授する。

(1) ◊✲科において前項に該当する者とྠ等以ୖの学ຊがあると☜認されたこと。(この☜認を以下「学ຊの☜認」とい

う。)

(2) ◊✲科において行う༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及びヨ㦂にྜ᱁したこと。

(ᑓ㛛⫋Ꮫの授のせ௳)

第6条 ᑓ㛛⫋学は，次の各号のいずれかに該当する者に授する。

(1) ◊✲科のᑓ㛛⫋学㝔のㄢ程(次号のㄢ程を除く。)をಟした者

(2) ◊✲科のἲ科学㝔のㄢ程をಟした者

(◊✲⛉のᅾᏛ者のㄽᩥ➼ᥦฟᡭ⥆)

第7条 ◊✲科にᅾ学する者の学ㄽᩥཪは教学規則第67条に規定する≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝは，当該◊✲科

長にᥦฟするものとする。

2 ༤ኈㄽᩥは，学ㄽᩥᑂᰝ㢪，ㄽᩥ┠㘓及びᒚṔ書とともにᥦฟしなければならない。

3 学ㄽᩥは，ಟኈのሙྜは1⦅，1㏻を，༤ኈのሙྜは1⦅，3㏻をᥦฟするものとする。ただし，ཧ⪃として他のㄽ

ᩥを付ຍしてᥦฟすることをጉࡆない。

4 ᑂᰝのため必要があるときは，ᥦฟㄽᩥの数をቑຍし，ཪはㄽᩥのヂ本，ᶍᆺⱝしくはᶆ本等の㈨料その他をᥦฟさࡏ

ることがある。

5 第1項に定める◊✲の成ᯝ(以下「◊✲の成ᯝ」という。)のᥦฟに関することは，各◊✲科において別に定める。
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(◊✲⛉のᅾᏛ者のㄽᩥ➼ᑂᰝ)

第8条 ◊✲科長は，前条の規定による༤ኈㄽᩥのᥦฟがあࡗたときは，教授会において当該◊✲科の教授のうࡕから2

ே以ୖのᑂᰝ委員を㑅定して，༤ኈㄽᩥのᑂᰝを行ࡏࢃるものとする。

2 ◊✲科長は，前条の規定によるಟኈㄽᩥཪは◊✲の成ᯝのᥦฟがあࡗたときは，教授会において当該◊✲科の教授及び

教授のうࡕから2ே以ୖのᑂᰝ委員を㑅定して，ಟኈㄽᩥཪは◊✲の成ᯝのᑂᰝを行ࡏࢃるものとする。ただし，ᑡ

なくとも教授1ேをྵめなければならない。

3 教授会においてᑂᰝのため必要があると認めるときは，༤ኈㄽᩥのᑂᰝにあࡗては第1項のᑂᰝ委員のほか，当該◊✲

科の教授以እの◊✲科の教員ཪは他の学㝔ⱝしくは◊✲ᡤ等の教員等を，ಟኈㄽᩥཪは◊✲の成ᯝのᑂᰝにあࡗては

前項のᑂᰝ委員のほか，当該◊✲科の教授及び教授以እの◊✲科の教員ཪは他の学㝔ⱝしくは◊✲ᡤ等の教員等を

ᑂᰝ委員にຍえることができる。

4 教授会においてᑂᰝのため必要があると認めるときは，当該◊✲科の教授以እの者(ಟኈㄽᩥཪは◊✲の成ᯝのᑂᰝの

ため必要があると認めるときは，当該◊✲科の教授及び教授以እの者)にもㄪᰝを委კすることができる。

(◊✲⛉のᅾᏛ者の᭱⤊ヨ㦂)

第9条 ᑂᰝ委員及び前条第4項の規定によりㄪᰝを委კされた者は，学ㄽᩥཪは◊✲の成ᯝを中ᚰとして，これに関

㐃ある科┠にࡘいて，➹⟅ཪはཱྀ㢌により᭱⤊ヨ㦂を行う。

2 ᭱⤊ヨ㦂の期日は，その㒔ᗘබ♧する。

(༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者のᏛㄽᩥのᥦฟᡭ⥆)

第10条 第5条第2項の規定による学申請者の学ㄽᩥは，ㄽᩥᑂᰝ料57,000をῧえ，学申請書，ㄽᩥ┠㘓及び

ᒚṔ書とともに，その申請にᛂじた◊✲科長を経て学長にᥦฟするものとする。

2 本条の規定によるㄽᩥのᥦฟにࡘいては，第7条第3項及び第4項の規定を‽⏝する。

(༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者のㄽᩥᑂᰝཬࡧヨ㦂)

第11条 学長は，前条第1項の規定による学ㄽᩥのᥦฟがあࡗたときは，当該◊✲科長にそのㄽᩥのᑂᰝを付クし，◊

✲科長は，第8条の規定に‽じてㄽᩥのᑂᰝを，第9条の規定に‽じてヨ㦂を行ࡏࢃるものとする。

2 前項の学ㄽᩥは，それを受理した日から1年以ෆにᑂᰝを⤊するものとする。ただし，≉別の理由があるときは，

◊✲科長は，教授会の議を経てᑂᰝ期㝈をᘏ長することができる。

(༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者のᏛຊの☜ㄆ)

第12条 ◊✲科長は，前条第1項の規定により学長からㄽᩥᑂᰝを付クされたときは，教授会において学申請者の学ຊ

の☜認を行ࡏࢃるものとする。

2 学ຊの☜認は，➹⟅ཪはཱྀ㢌によるヨၥの⤖ᯝに基づいて行う。ただし，学申請者の学Ṕ，業⦼等に基づいて学ຊの

☜認を行うことができるሙྜは，ヨၥを┬␎することができる。

3 学ຊの☜認のため必要があるときは，学申請者にそのⴭ書，ㄽᩥその他をᥦฟさࡏることがある。

4 教授会が学ຊの☜認の議Ỵをするሙྜには，第15条第2項の規定を‽⏝する。

(㏥Ꮫ者のᏛㄽᩥのᥦฟᡭ⥆㸪ㄽᩥᑂᰝ㸪ヨ㦂ཬࡧᏛຊの☜ㄆ)

第13条 ◊✲科の༤ኈㄢ程においてᡤ定の期間ᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得し，かࡘ，必要な༤ኈㄽᩥのస成等にᑐするᣦ

ᑟを受けて㏥学した者が，ධ学しないで学の授を受けようとするときは，前3条の規定による。

2 前項に該当する者が，㏥学後5年以ෆに学ㄽᩥをᥦฟしてᑂᰝを受けるときは，第5条第1項に該当する者とྠ等以

ୖの学ຊを᭷するものとみなす。

(ㄽᩥཬࡧᑂᰝ料の㏉㑏)

第14条 ᥦฟされたಟኈㄽᩥཪは༤ኈㄽᩥ及び納ධしたᑂᰝ料は，その理由のいかࢇをၥࢃず㏉㑏しない。

2 ᥦฟされた◊✲の成ᯝの㏉㑏に関することは，各◊✲科において別に定める。

(ಟኈཬࡧ༤ኈのᏛ授のᑂ㆟)

第15条 ◊✲科長は，◊✲科にᅾ学する者にࡘいては，ㄽᩥᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂の⤖ᯝሗ࿌に基づいて，また第12条の規

定により学ຊを☜認された者及び第13条第2項に該当する者にࡘいては，ㄽᩥᑂᰝ及びヨ㦂の⤖ᯝሗ࿌に基づいて，

教授会において学を授すきかྰかのᑂ議を行ࡏࢃるものとする。

2 前項の教授会は，当該教授会ᵓ成員の3分の2以ୖのฟᖍがあることを要し，学を授すきものと議Ỵするには，

↓グྡᢞ⚊の᪉ἲにより，ฟᖍ者の3分の2以ୖの㈶成があることを要する。

(Ꮫ授の⏦ㄳ)

第16条 ◊✲科長は，ಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を授すきものにࡘいて，教授会の議を経て，学長に申

請するものとする。

2 前項の申請に当たࡗては，次にᥖࡆる事項をグ㍕した書類をῧえるものとする。

(1) 授しようとする学(ᑓᨷ分㔝のྡ⛠を付グしたもの)

(2) 授しようとする年月日

(3) ༤ኈのሙྜは，第5条第1項ཪは第2項のいずれの規定によるかの別

(4) ༤ኈのሙྜは，ㄽᩥᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂ཪはヨ㦂の⤖ᯝの要᪨

(5) ༤ኈのሙྜは，ㄽᩥᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂ཪはヨ㦂をᢸ当したᶵ関に関する事項

(6) 第5条第2項による༤ኈのሙྜは，学ຊの☜認の⤖ᯝ及び学ຊの☜認をᢸ当したᶵ関に関する事項

3 ◊✲科長は，ಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を授すきでない者にࡘいては，教授会の議を経て，その᪨を

学長に申請するものとする。

(Ꮫの授)

第17条 学長は，第3条に規定する者にᑐしては，学グを付して学ኈの学を授する。

2 学長は，前条に規定する申請に基づき，ಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学の授をすきかྰかをỴ定し，当該

学を授すきものとỴ定した者にᑐしては，学グを付して当該学を授し，当該学を授できないとỴ定

した者にᑐしては，その᪨を㏻▱する。

3 前項の規定により༤ኈの学を授したときは，学⡙にⓏ㘓し，ᩥ部科学⮧にሗ࿌する。

(ᑂᰝせ᪨のබ⾲)

第18条 本学は，༤ኈの学を授したときは，当該༤ኈの学を授した日から3月以ෆに，当該༤ኈの学の授に

ಀるㄽᩥのෆᐜの要᪨及びㄽᩥᑂᰝの⤖ᯝの要᪨をࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥの⏝によりබ⾲する。

(Ꮫㄽᩥのබ⾲)

第19条 ༤ኈの学を授された者は，当該༤ኈの学を授された日から1年以ෆに，当該༤ኈの学の授にಀるㄽ

ᩥのᩥをබ⾲しなければならない。ただし，当該༤ኈの学を授される前に᪤にබ⾲したときは，この㝈りではな

い。

2 前項の規定にかかࢃらず，༤ኈの学を授された者は，当該教授会の議を経て，ࡴࡸを得ない理由があると認められ

たሙྜは，当該༤ኈの学の授にಀるㄽᩥのᩥに௦えてそのෆᐜを要⣙したものをබ⾲することができる。このሙ

ྜにおいて，本学は，そのㄽᩥのᩥをồめにᛂじて㜀ぴに౪するものとする。

3 ༤ኈの学を授された者が行う前2項の規定によるබ⾲は，ཎ則として⚄ᡞ学学⾡成ᯝࣜࣜࢺࢪ࣏の⏝により行

うものとする。

(ᑓᨷศ㔝➼のྡ⛠➼)

第20条 学ኈの学を授するに当たࡗては，別⾲第1にᥖࡆるᑓᨷ分㔝のྡ⛠を付グするものとする。

2 ಟኈཪは༤ኈの学を授するに当たࡗては，別⾲第2にᥖࡆるᑓᨷ分㔝のྡ⛠を付グするものとする。

3 ᑓ㛛⫋学のྡ⛠は，別⾲第3にᥖࡆるとおりとする。

4 教学規則第65条第2項の規定に基づき，ඹྠの◊✲ᣦᑟを受けた者に༤ኈの学を授するに当たࡗては，༤ኈㄽᩥ

ඹྠᣦᑟにより授する᪨を付グするものとする。

(Ꮫのྡ⛠)
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(◊✲⛉のᅾᏛ者のㄽᩥ➼ᑂᰝ)

第8条 ◊✲科長は，前条の規定による༤ኈㄽᩥのᥦฟがあࡗたときは，教授会において当該◊✲科の教授のうࡕから2

ே以ୖのᑂᰝ委員を㑅定して，༤ኈㄽᩥのᑂᰝを行ࡏࢃるものとする。

2 ◊✲科長は，前条の規定によるಟኈㄽᩥཪは◊✲の成ᯝのᥦฟがあࡗたときは，教授会において当該◊✲科の教授及び

教授のうࡕから2ே以ୖのᑂᰝ委員を㑅定して，ಟኈㄽᩥཪは◊✲の成ᯝのᑂᰝを行ࡏࢃるものとする。ただし，ᑡ

なくとも教授1ேをྵめなければならない。

3 教授会においてᑂᰝのため必要があると認めるときは，༤ኈㄽᩥのᑂᰝにあࡗては第1項のᑂᰝ委員のほか，当該◊✲

科の教授以እの◊✲科の教員ཪは他の学㝔ⱝしくは◊✲ᡤ等の教員等を，ಟኈㄽᩥཪは◊✲の成ᯝのᑂᰝにあࡗては

前項のᑂᰝ委員のほか，当該◊✲科の教授及び教授以እの◊✲科の教員ཪは他の学㝔ⱝしくは◊✲ᡤ等の教員等を

ᑂᰝ委員にຍえることができる。

4 教授会においてᑂᰝのため必要があると認めるときは，当該◊✲科の教授以እの者(ಟኈㄽᩥཪは◊✲の成ᯝのᑂᰝの

ため必要があると認めるときは，当該◊✲科の教授及び教授以እの者)にもㄪᰝを委კすることができる。

(◊✲⛉のᅾᏛ者の᭱⤊ヨ㦂)

第9条 ᑂᰝ委員及び前条第4項の規定によりㄪᰝを委კされた者は，学ㄽᩥཪは◊✲の成ᯝを中ᚰとして，これに関

㐃ある科┠にࡘいて，➹⟅ཪはཱྀ㢌により᭱⤊ヨ㦂を行う。

2 ᭱⤊ヨ㦂の期日は，その㒔ᗘබ♧する。

(༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者のᏛㄽᩥのᥦฟᡭ⥆)

第10条 第5条第2項の規定による学申請者の学ㄽᩥは，ㄽᩥᑂᰝ料57,000をῧえ，学申請書，ㄽᩥ┠㘓及び

ᒚṔ書とともに，その申請にᛂじた◊✲科長を経て学長にᥦฟするものとする。

2 本条の規定によるㄽᩥのᥦฟにࡘいては，第7条第3項及び第4項の規定を‽⏝する。

(༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者のㄽᩥᑂᰝཬࡧヨ㦂)

第11条 学長は，前条第1項の規定による学ㄽᩥのᥦฟがあࡗたときは，当該◊✲科長にそのㄽᩥのᑂᰝを付クし，◊

✲科長は，第8条の規定に‽じてㄽᩥのᑂᰝを，第9条の規定に‽じてヨ㦂を行ࡏࢃるものとする。

2 前項の学ㄽᩥは，それを受理した日から1年以ෆにᑂᰝを⤊するものとする。ただし，≉別の理由があるときは，

◊✲科長は，教授会の議を経てᑂᰝ期㝈をᘏ長することができる。

(༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者のᏛຊの☜ㄆ)

第12条 ◊✲科長は，前条第1項の規定により学長からㄽᩥᑂᰝを付クされたときは，教授会において学申請者の学ຊ

の☜認を行ࡏࢃるものとする。

2 学ຊの☜認は，➹⟅ཪはཱྀ㢌によるヨၥの⤖ᯝに基づいて行う。ただし，学申請者の学Ṕ，業⦼等に基づいて学ຊの

☜認を行うことができるሙྜは，ヨၥを┬␎することができる。

3 学ຊの☜認のため必要があるときは，学申請者にそのⴭ書，ㄽᩥその他をᥦฟさࡏることがある。

4 教授会が学ຊの☜認の議Ỵをするሙྜには，第15条第2項の規定を‽⏝する。

(㏥Ꮫ者のᏛㄽᩥのᥦฟᡭ⥆㸪ㄽᩥᑂᰝ㸪ヨ㦂ཬࡧᏛຊの☜ㄆ)

第13条 ◊✲科の༤ኈㄢ程においてᡤ定の期間ᅾ学し，ᡤ定の༢をಟ得し，かࡘ，必要な༤ኈㄽᩥのస成等にᑐするᣦ

ᑟを受けて㏥学した者が，ධ学しないで学の授を受けようとするときは，前3条の規定による。

2 前項に該当する者が，㏥学後5年以ෆに学ㄽᩥをᥦฟしてᑂᰝを受けるときは，第5条第1項に該当する者とྠ等以

ୖの学ຊを᭷するものとみなす。

(ㄽᩥཬࡧᑂᰝ料の㏉㑏)

第14条 ᥦฟされたಟኈㄽᩥཪは༤ኈㄽᩥ及び納ධしたᑂᰝ料は，その理由のいかࢇをၥࢃず㏉㑏しない。

2 ᥦฟされた◊✲の成ᯝの㏉㑏に関することは，各◊✲科において別に定める。

(ಟኈཬࡧ༤ኈのᏛ授のᑂ㆟)

第15条 ◊✲科長は，◊✲科にᅾ学する者にࡘいては，ㄽᩥᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂の⤖ᯝሗ࿌に基づいて，また第12条の規

定により学ຊを☜認された者及び第13条第2項に該当する者にࡘいては，ㄽᩥᑂᰝ及びヨ㦂の⤖ᯝሗ࿌に基づいて，

教授会において学を授すきかྰかのᑂ議を行ࡏࢃるものとする。

2 前項の教授会は，当該教授会ᵓ成員の3分の2以ୖのฟᖍがあることを要し，学を授すきものと議Ỵするには，

↓グྡᢞ⚊の᪉ἲにより，ฟᖍ者の3分の2以ୖの㈶成があることを要する。

(Ꮫ授の⏦ㄳ)

第16条 ◊✲科長は，ಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を授すきものにࡘいて，教授会の議を経て，学長に申

請するものとする。

2 前項の申請に当たࡗては，次にᥖࡆる事項をグ㍕した書類をῧえるものとする。

(1) 授しようとする学(ᑓᨷ分㔝のྡ⛠を付グしたもの)

(2) 授しようとする年月日

(3) ༤ኈのሙྜは，第5条第1項ཪは第2項のいずれの規定によるかの別

(4) ༤ኈのሙྜは，ㄽᩥᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂ཪはヨ㦂の⤖ᯝの要᪨

(5) ༤ኈのሙྜは，ㄽᩥᑂᰝ及び᭱⤊ヨ㦂ཪはヨ㦂をᢸ当したᶵ関に関する事項

(6) 第5条第2項による༤ኈのሙྜは，学ຊの☜認の⤖ᯝ及び学ຊの☜認をᢸ当したᶵ関に関する事項

3 ◊✲科長は，ಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を授すきでない者にࡘいては，教授会の議を経て，その᪨を

学長に申請するものとする。

(Ꮫの授)

第17条 学長は，第3条に規定する者にᑐしては，学グを付して学ኈの学を授する。

2 学長は，前条に規定する申請に基づき，ಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学の授をすきかྰかをỴ定し，当該

学を授すきものとỴ定した者にᑐしては，学グを付して当該学を授し，当該学を授できないとỴ定

した者にᑐしては，その᪨を㏻▱する。

3 前項の規定により༤ኈの学を授したときは，学⡙にⓏ㘓し，ᩥ部科学⮧にሗ࿌する。

(ᑂᰝせ᪨のබ⾲)

第18条 本学は，༤ኈの学を授したときは，当該༤ኈの学を授した日から3月以ෆに，当該༤ኈの学の授に

ಀるㄽᩥのෆᐜの要᪨及びㄽᩥᑂᰝの⤖ᯝの要᪨をࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥの⏝によりබ⾲する。

(Ꮫㄽᩥのබ⾲)

第19条 ༤ኈの学を授された者は，当該༤ኈの学を授された日から1年以ෆに，当該༤ኈの学の授にಀるㄽ

ᩥのᩥをබ⾲しなければならない。ただし，当該༤ኈの学を授される前に᪤にබ⾲したときは，この㝈りではな

い。

2 前項の規定にかかࢃらず，༤ኈの学を授された者は，当該教授会の議を経て，ࡴࡸを得ない理由があると認められ

たሙྜは，当該༤ኈの学の授にಀるㄽᩥのᩥに௦えてそのෆᐜを要⣙したものをබ⾲することができる。このሙ

ྜにおいて，本学は，そのㄽᩥのᩥをồめにᛂじて㜀ぴに౪するものとする。

3 ༤ኈの学を授された者が行う前2項の規定によるබ⾲は，ཎ則として⚄ᡞ学学⾡成ᯝࣜࣜࢺࢪ࣏の⏝により行

うものとする。

(ᑓᨷศ㔝➼のྡ⛠➼)

第20条 学ኈの学を授するに当たࡗては，別⾲第1にᥖࡆるᑓᨷ分㔝のྡ⛠を付グするものとする。

2 ಟኈཪは༤ኈの学を授するに当たࡗては，別⾲第2にᥖࡆるᑓᨷ分㔝のྡ⛠を付グするものとする。

3 ᑓ㛛⫋学のྡ⛠は，別⾲第3にᥖࡆるとおりとする。

4 教学規則第65条第2項の規定に基づき，ඹྠの◊✲ᣦᑟを受けた者に༤ኈの学を授するに当たࡗては，༤ኈㄽᩥ

ඹྠᣦᑟにより授する᪨を付グするものとする。

(Ꮫのྡ⛠)
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第21条 本学において学の授を受けた者が，学のྡ⛠を⏝いるときは，⚄ᡞ学のᩥᏐを付グするものとする。

(ಟኈཬࡧ༤ኈのᏛ୪ࡧにᑓ㛛⫋Ꮫの取消し)

第22条 ಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を授された者が，正の᪉ἲにより当該学の授を受けた事実が判

明したときは，学長は，当該教授会及び教⫱◊✲ホ議会の議を経て，その学を取り消し，学グを㏉㑏さࡏ，かࡘ，

その᪨をබ⾲する。

2 ಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を授された者が，そのྡをởす行Ⅽがあࡗたときは，前項の規定に‽じて

その学を取り消すことができる。

3 教授会が前2項の規定による議Ỵをするሙྜには，第15条第2項の規定を‽⏝する。

(ᵝ ᘧ)

第23条 学グ，学⡙その他のᵝᘧは，別グᵝᘧのとおりとする。

(⿵ 則)

第24条 この規程の施行に必要な事項は，各学部ཪは各◊✲科においてこれを定める。

附 則

1 この規程は，平成16年4月1日から施行する。

2 ⚄ᡞ学教学規則㸦平成16年4月1日ไ定㸧㝃則第4項に規定する海事科学部のㄢ程を༞業した者に授する学に付グするᑓᨷ分㔝のྡ⛠は，別

⾲の規定にかかࢃらず，海事科学ཪはᕤ学とするものとする。

附 則(平成16年12月28日)

この規程は，平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年12月20日)

この規程は，平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日)

1 この規程は，平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成19年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学

する者にࡘいては，改正後の別⾲の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成20年3月18日)

1 この規程は，平成20年4月1日から施行する。

2 この規程施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下㺀ᅾ学者㺁という㹿)及び平成20年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する

者にࡘいては，改正後の別⾲の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成21年3月18日)

1 この規程は，平成21年4月1日から施行する。

2 ᩥ学◊✲科及びᩥ学◊✲科が存続する間，この規程による改正後の第8条第1項中「教授会」とあるの は「教授会ཪは◊✲科委員会(以下「教

授会等」という。)」と，ྠ条第3項及び第4項୪びに第11条から 第22条までの中「教授会」とあるのは「教授会等」と読み替えて㐺⏝する。

附 則(平成22年3月23日)

この規程は，平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月24日)

この規程は，平成23年11月24日から施行する。

附 則(平成25年4月23日)

1 この規程は，平成25年4月23日から施行する。

2 この規程による改正後の⚄ᡞ学学規程(以下「᪂学規程」という。)第18条の規定は，平成25年4月1日以後に༤ኈの学を授したሙྜ

にࡘいて㐺⏝し，ྠ日前に༤ኈの学を授したሙྜにࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 ᪂学規程第19条の規定は，平成25年4月1日以後に༤ኈの学を授された者にࡘいて㐺⏝し，ྠ 日前に༤ኈの学を授された者にࡘいては，

なおᚑ前のによる。

附 則(平成25年10月29日)

この規程は，平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日)

この規程は，平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月29日)

この規程は，平成27年9月29日から施行する。

附 則(平成28年3月22日)

この規程は，平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成 29年3月21日)

1  この規程は，平成29年4月1日から施行する。

2 この規程施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成29年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学

する者にࡘいては，改正後の別⾲第1の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成30年3月30日)

この規程は，平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年3月30日)

1  この規程は，令和3年4月1日から施行する。

2 この規程施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び令和3 年4 月1 日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学す

る者にࡘいては，改正後の別⾲第1 の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 4年3月29日)

1  この規程は，令和4年4月1日から施行する。

2 この規程施行の㝿⌧にEUࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ேᮦ㣴成࣒ࣛࢢࣟࣉをᒚಟしている者にࡘいては，改正後の第20条の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 5年3月28日)

この規程は，令和5年4月1日から施行する。

ู⾲第1(第20条第1㡯㛵係)

学ኈの学に付グするᑓᨷ分㔝のྡ⛠

学部ྡ等 ᑓᨷ分㔝のྡ⛠

ᩥ学部 ᩥ学

ᅜ㝿ே間科学部 学⾡ཪは教⫱学

ἲ学部 ἲ学

経῭学部 経῭学

経Ⴀ学部 経Ⴀ学ཪはၟ学

理学部 理学

་学部་学科 ་学

་学部ಖ学科 ┳ㆤ学，ಖ⾨生学ཪはಖ学

ᕤ学部 ᕤ学

㎰学部 ㎰学

海洋政策科学部 海洋政策科学ཪはၟ⯪学

ู⾲第2(第20条第2㡯㛵係)

ಟኈཪは༤ኈの学に付グするᑓᨷ分㔝のྡ⛠

◊✲科ྡ
ᑓᨷ分㔝のྡ⛠

ಟኈ ༤ኈ

ேᩥ学◊✲科 ᩥ学 ᩥ学ཪは学⾡

ᅜ㝿ᩥ学◊✲科 学⾡ 学⾡

ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科 学⾡，教⫱学ཪは理学 学⾡，教⫱学ཪは理学

ἲ学◊✲科 ἲ学ཪは政学 ἲ学ཪは政学

経῭学◊✲科 経῭学 経῭学

経Ⴀ学◊✲科 経Ⴀ学ཪはၟ学 経Ⴀ学ཪはၟ学

理学◊✲科 理学 理学ཪは学⾡

་学◊✲科 ཪは་ᕤ学ࢫ࢚ࣥࢧࣝ࢝ࢹ࣓࢜ࣂ ་学ཪは་ᕤ学

ಖ学◊✲科 ಖ学 ಖ学

ᕤ学◊✲科 ᕤ学 ᕤ学ཪは学⾡

ሗ学◊✲科࣒ࢸࢫࢩ ሗ学ཪはᕤ学࣒ࢸࢫࢩ ሗ学，ᕤ学，学⾡ཪは計算科学࣒ࢸࢫࢩ

㎰学◊✲科 ㎰学 ㎰学ཪは学⾡

海事科学◊✲科 海事科学 海事科学，ᕤ学ཪは学⾡

ᅜ㝿協ຊ◊✲科 ᅜ㝿学，経῭学，ἲ学ཪは政学 学⾡，ἲ学，政学ཪは経῭学

科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ

◊✲科
科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ 科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ

ู⾲第3(第20条第3㡯㛵係)

ᑓ㛛⫋学のྡ⛠

◊✲科ྡ 学のྡ⛠

ἲ学◊✲科 ἲົ༤ኈ(ᑓ㛛⫋)

経Ⴀ学◊✲科 経Ⴀ学ಟኈ(ᑓ㛛⫋)

㸦以下，⾲グ␎㸧
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第21条 本学において学の授を受けた者が，学のྡ⛠を⏝いるときは，⚄ᡞ学のᩥᏐを付グするものとする。

(ಟኈཬࡧ༤ኈのᏛ୪ࡧにᑓ㛛⫋Ꮫの取消し)

第22条 ಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を授された者が，正の᪉ἲにより当該学の授を受けた事実が判

明したときは，学長は，当該教授会及び教⫱◊✲ホ議会の議を経て，その学を取り消し，学グを㏉㑏さࡏ，かࡘ，

その᪨をබ⾲する。

2 ಟኈⱝしくは༤ኈの学ཪはᑓ㛛⫋学を授された者が，そのྡをởす行Ⅽがあࡗたときは，前項の規定に‽じて

その学を取り消すことができる。

3 教授会が前2項の規定による議Ỵをするሙྜには，第15条第2項の規定を‽⏝する。

(ᵝ ᘧ)

第23条 学グ，学⡙その他のᵝᘧは，別グᵝᘧのとおりとする。

(⿵ 則)

第24条 この規程の施行に必要な事項は，各学部ཪは各◊✲科においてこれを定める。

附 則

1 この規程は，平成16年4月1日から施行する。

2 ⚄ᡞ学教学規則㸦平成16年4月1日ไ定㸧㝃則第4項に規定する海事科学部のㄢ程を༞業した者に授する学に付グするᑓᨷ分㔝のྡ⛠は，別

⾲の規定にかかࢃらず，海事科学ཪはᕤ学とするものとする。

附 則(平成16年12月28日)

この規程は，平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年12月20日)

この規程は，平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日)

1 この規程は，平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成19年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学

する者にࡘいては，改正後の別⾲の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成20年3月18日)

1 この規程は，平成20年4月1日から施行する。

2 この規程施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下㺀ᅾ学者㺁という㹿)及び平成20年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学する

者にࡘいては，改正後の別⾲の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成21年3月18日)

1 この規程は，平成21年4月1日から施行する。

2 ᩥ学◊✲科及びᩥ学◊✲科が存続する間，この規程による改正後の第8条第1項中「教授会」とあるの は「教授会ཪは◊✲科委員会(以下「教

授会等」という。)」と，ྠ条第3項及び第4項୪びに第11条から 第22条までの中「教授会」とあるのは「教授会等」と読み替えて㐺⏝する。

附 則(平成22年3月23日)

この規程は，平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月24日)

この規程は，平成23年11月24日から施行する。

附 則(平成25年4月23日)

1 この規程は，平成25年4月23日から施行する。

2 この規程による改正後の⚄ᡞ学学規程(以下「᪂学規程」という。)第18条の規定は，平成25年4月1日以後に༤ኈの学を授したሙྜ

にࡘいて㐺⏝し，ྠ日前に༤ኈの学を授したሙྜにࡘいては，なおᚑ前のによる。

3 ᪂学規程第19条の規定は，平成25年4月1日以後に༤ኈの学を授された者にࡘいて㐺⏝し，ྠ 日前に༤ኈの学を授された者にࡘいては，

なおᚑ前のによる。

附 則(平成25年10月29日)

この規程は，平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日)

この規程は，平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月29日)

この規程は，平成27年9月29日から施行する。

附 則(平成28年3月22日)

この規程は，平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成 29年3月21日)

1  この規程は，平成29年4月1日から施行する。

2 この規程施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び平成29年4月1日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学

する者にࡘいては，改正後の別⾲第1の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(平成30年3月30日)

この規程は，平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年3月30日)

1  この規程は，令和3年4月1日から施行する。

2 この規程施行の㝿⌧にᅾ学する者(以下「ᅾ学者」という。)及び令和3 年4 月1 日以後においてᅾ学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学す

る者にࡘいては，改正後の別⾲第1 の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 4年3月29日)

1  この規程は，令和4年4月1日から施行する。

2 この規程施行の㝿⌧にEUࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ேᮦ㣴成࣒ࣛࢢࣟࣉをᒚಟしている者にࡘいては，改正後の第20条の規定にかかࢃらず，なおᚑ前のによる。

附 則(令和 5年3月28日)

この規程は，令和5年4月1日から施行する。

ู⾲第1(第20条第1㡯㛵係)

学ኈの学に付グするᑓᨷ分㔝のྡ⛠

学部ྡ等 ᑓᨷ分㔝のྡ⛠

ᩥ学部 ᩥ学

ᅜ㝿ே間科学部 学⾡ཪは教⫱学

ἲ学部 ἲ学

経῭学部 経῭学

経Ⴀ学部 経Ⴀ学ཪはၟ学

理学部 理学

་学部་学科 ་学

་学部ಖ学科 ┳ㆤ学，ಖ⾨生学ཪはಖ学

ᕤ学部 ᕤ学

㎰学部 ㎰学

海洋政策科学部 海洋政策科学ཪはၟ⯪学

ู⾲第2(第20条第2㡯㛵係)

ಟኈཪは༤ኈの学に付グするᑓᨷ分㔝のྡ⛠

◊✲科ྡ
ᑓᨷ分㔝のྡ⛠

ಟኈ ༤ኈ

ேᩥ学◊✲科 ᩥ学 ᩥ学ཪは学⾡

ᅜ㝿ᩥ学◊✲科 学⾡ 学⾡

ே間Ⓨ㐩⎔ቃ学◊✲科 学⾡，教⫱学ཪは理学 学⾡，教⫱学ཪは理学

ἲ学◊✲科 ἲ学ཪは政学 ἲ学ཪは政学

経῭学◊✲科 経῭学 経῭学

経Ⴀ学◊✲科 経Ⴀ学ཪはၟ学 経Ⴀ学ཪはၟ学

理学◊✲科 理学 理学ཪは学⾡

་学◊✲科 ཪは་ᕤ学ࢫ࢚ࣥࢧࣝ࢝ࢹ࣓࢜ࣂ ་学ཪは་ᕤ学

ಖ学◊✲科 ಖ学 ಖ学

ᕤ学◊✲科 ᕤ学 ᕤ学ཪは学⾡

ሗ学◊✲科࣒ࢸࢫࢩ ሗ学ཪはᕤ学࣒ࢸࢫࢩ ሗ学，ᕤ学，学⾡ཪは計算科学࣒ࢸࢫࢩ

㎰学◊✲科 ㎰学 ㎰学ཪは学⾡

海事科学◊✲科 海事科学 海事科学，ᕤ学ཪは学⾡

ᅜ㝿協ຊ◊✲科 ᅜ㝿学，経῭学，ἲ学ཪは政学 学⾡，ἲ学，政学ཪは経῭学

科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ

◊✲科
科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ 科学ᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ

ู⾲第3(第20条第3㡯㛵係)

ᑓ㛛⫋学のྡ⛠

◊✲科ྡ 学のྡ⛠

ἲ学◊✲科 ἲົ༤ኈ(ᑓ㛛⫋)

経Ⴀ学◊✲科 経Ⴀ学ಟኈ(ᑓ㛛⫋)

㸦以下，⾲グ␎㸧
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⚄ᡞᏛᏛつ⛬ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉⣽則

(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)

改正 平成 18 年 9 月 22 日 平成 19 年 3 月 30 日

平成 21 年 6 月 9 日 平成 24 年 12 月 6 日

平成 28 年 9 月 30 日 平成 29 年 9 月 22 日

(㊃᪨)

第 1 条 この⣽則は，⚄ᡞ学学規程㸦平成 16 年 4 月 1 日ไ定㹿以下「規程」という。㸧第 24 条の規定

に基づき，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「◊✲科」という。㸧において規程の施行に必要な事

項を定めるものとする。

(ಟኈㄽᩥཬ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜࡧのᥦฟᮇ㝈୪ࡧにㄽᩥ㢟┠のᒆฟ)

第 2 条 規程第 7 条第 1 項に規定するಟኈㄽᩥ及び≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝ㸦以下㺀࣮ࣜ࣌ࢳ࣮ࢧ

㺁という。㸧のᥦฟ期㝈は，1࣮ࣃ 月 3 1 日とする。ただし，㛤Ⓨ政策≉別ࢫ࣮ࢥの者，ᣦᑟ教員の認め

る理由によりᥦฟ期㝈までにಟኈㄽᩥཪは࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ㸦以下これらを「ಟኈㄽᩥ等㺁という。㸧を

ᥦฟしなかࡗた者及びಟኈㄽᩥ等のᑂᰝཪは᭱⤊ヨ㦂にྜ᱁しなかࡗた者は，次年ᗘの 7 月 15 日までに

ಟኈㄽᩥ等をᥦฟすることができる。

2   ಟኈㄽᩥ等をᥦฟしようとする者は，前項に規定するಟኈㄽᩥ等ᥦฟ期㝈の 3 月前までにᣦᑟ教員の

ᢎ認を経て，ಟኈㄽᩥ等の㢟┠をᅜ㝿協ຊ◊✲科長㸦以下「◊✲科長」という。㸧にᒆけฟなければな

らない。

(ᅾᏛ者の༤ኈㄽᩥのᥦฟཬࡧᥦฟᮇ㝈)

第 3 条 規程第 7 条第 1 項の規定により༤ኈㄽᩥをᥦฟしようとする者は，次の各号にᥖࡆる書類及び㈨

料等を◊✲科長にᥦฟするものとする。

(1) 学ㄽᩥᑂᰝ㢪

(2) ㄽᩥ┠㘓

( 3 ) 学ㄽᩥのෆᐜ要᪨

(4) 学ㄽᩥ

(5) ᒚṔ書

2 ༤ኈㄽᩥのᥦฟ期間は，4 月 1 日から 6 月 20 日まで及び 10 月 1 日から 12 月 20 日までとする。

(༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者のᏛㄽᩥのᥦฟ)

第 4 条 規程第 5 条第 2 項に規定する༤ኈㄢ程を経ない者の学ㄽᩥのᥦฟは，規程第 10 条に基づき行う

ものとする。

2 前項に定めるもののほか，༤ኈㄢ程を経ない者の学ㄽᩥのᥦฟに関し必要な事項は，別に定める。

(㏥Ꮫᚋ 5 年௨ෆの者のᏛㄽᩥのᥦฟ)

第 5 条 規程第 13 条第 2 項に規定する㏥学後 5 年以ෆの者の学ㄽᩥのᥦฟは，規程第 10 条に基づき行

うものとする。

2 前項に定めるもののほか，㏥学後 5 年以ෆの者の学ㄽᩥのᥦฟに関し必要な事項は，別に定める。

(ಟኈㄽᩥ➼のᑂᰝጤဨ)

第 6 条 規程第 8 条第 2 項及び第 3 項に規定するಟኈㄽᩥのᑂᰝ委員は，ᣦᑟ教員をྵめて 3 ேとし，ࣜ

のᑂᰝ委員は，ᣦᑟ教員をྵめて࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ 2 ேとする。

2 ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科教授会㸦以下「教授会」という。㸧においてᑂᰝのため必要があると

認めるときは，前項に規定するಟኈㄽᩥのᑂᰝ委員のうࡕの 1 ே㸦ᣦᑟ教員を除く。㸧を次の各号にᥖ

。る者に௦えることができるࡆ

(1) 本学の他の教⫱◊✲⤌⧊に㓄⨨された教授ཪは教授

(2) 他学の学㝔ཪは◊✲ᡤ等の教員等

(༤ኈㄽᩥのᑂᰝጤဨ)

第 7 条 規程第 8 条第 1 項に規定する༤ኈㄽᩥのᑂᰝ委員は，ᣦᑟ教員をྵめて 3 ேとする。

2 教授会においてᑂᰝのため必要があると認めるときは，ᣦᑟ教員が教授であるሙྜを除き，前項に

規定するᑂᰝ委員のうࡕの 1 ேを次の各号にᥖࡆる者を௦えることができる。

(1) 本◊✲科に㓄⨨された教授

(2) 本学の他の教⫱◊✲⤌⧊に㓄⨨された教授ཪは教授

( 3 ) 他学の学㝔ཪは◊✲ᡤ等の教員等

3 教授会においてᑂᰝのため必要があると認めるときは，第 1 項に規定するᑂᰝ委員に本◊✲科に㓄⨨

された教授ཪは前項各号に規定する者をຍえることができる。

4 規程第 11 条第 1 項に規定する༤ኈㄽᩥのᑂᰝ委員にࡘいては，別に定める。

(᭱⤊ヨ㦂のᐇᮇ日ཬࡧヨ㦂᪉ἲ)

第 8 条 規程第 9 条に規定するಟኈの᭱⤊ヨ㦂は，2 月 21 日から 3 月 10 日までの期間ෆに行うものとす

る。ただし，第 2 条第 1 項ただし書によりಟኈㄽᩥ等をᥦฟした者にࡘいては，8 月 10 日からྠ月 3 1
日までの期間ෆに行う。

2 規程第 9 条に規定する༤ኈの᭱⤊ヨ㦂は，ㄽᩥᑂᰝの⤊後 1 月以ෆに行う。

3 ᑂᰝ委員は，ㄽᩥを中ᚰとして，これに関㐃ある科┠にࡘいて，ཱྀ㢌により᭱⤊ヨ㦂を行う。

(༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者にᑐࡍるㄽᩥᑂᰝ㸪ヨ㦂ཬࡧᏛຊの☜ㄆ)

第 9 条 規程第 5 条第 2 項に規定する༤ኈㄢ程を経ない者(規程第 13 条第 2 項に規定する㏥学後 5 年以ෆ

の者をྵࡴ。以下ྠじ。)にᑐするㄽᩥᑂᰝ，ヨ㦂及び学ຊの☜認は，規程第 11 条，第 12 条及び第 13
条に基づき行うものとする。

2 前項に定めるもののほか，༤ኈㄢ程を経ない者のㄽᩥᑂᰝ，ヨ㦂及び学ຊの☜認に関し必要な事項は，

別に定める。

  附 則

この⣽則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 (平成 18 年 9 月 22 日)

1 この⣽則は，平成 18 年 10 月 1 日から施行する。

2 この⣽則則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 19 年 3 月 30 日)

この⣽則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 21 年 6 月 9 日)

この⣽則は，平成 21 年 6 月 9 日から施行する。

附 則(平成24年12月6日)

この⣽則は，平成24年12月 6 日から施行する。

附 則(平成28年9月30日)

この⣽則は，平成 28 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成29年9月22日)

この⣽則は，平成 29 年 10 月 1 日から施行する。
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⚄ᡞᏛᏛつ⛬ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉⣽則

(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)

改正 平成 18 年 9 月 22 日 平成 19 年 3 月 30 日

平成 21 年 6 月 9 日 平成 24 年 12 月 6 日

平成 28 年 9 月 30 日 平成 29 年 9 月 22 日

(㊃᪨)

第 1 条 この⣽則は，⚄ᡞ学学規程㸦平成 16 年 4 月 1 日ไ定㹿以下「規程」という。㸧第 24 条の規定

に基づき，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「◊✲科」という。㸧において規程の施行に必要な事

項を定めるものとする。

(ಟኈㄽᩥཬ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜࡧのᥦฟᮇ㝈୪ࡧにㄽᩥ㢟┠のᒆฟ)

第 2 条 規程第 7 条第 1 項に規定するಟኈㄽᩥ及び≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝ㸦以下㺀࣮ࣜ࣌ࢳ࣮ࢧ

㺁という。㸧のᥦฟ期㝈は，1࣮ࣃ 月 3 1 日とする。ただし，㛤Ⓨ政策≉別ࢫ࣮ࢥの者，ᣦᑟ教員の認め

る理由によりᥦฟ期㝈までにಟኈㄽᩥཪは࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ㸦以下これらを「ಟኈㄽᩥ等㺁という。㸧を

ᥦฟしなかࡗた者及びಟኈㄽᩥ等のᑂᰝཪは᭱⤊ヨ㦂にྜ᱁しなかࡗた者は，次年ᗘの 7 月 15 日までに

ಟኈㄽᩥ等をᥦฟすることができる。

2   ಟኈㄽᩥ等をᥦฟしようとする者は，前項に規定するಟኈㄽᩥ等ᥦฟ期㝈の 3 月前までにᣦᑟ教員の

ᢎ認を経て，ಟኈㄽᩥ等の㢟┠をᅜ㝿協ຊ◊✲科長㸦以下「◊✲科長」という。㸧にᒆけฟなければな

らない。

(ᅾᏛ者の༤ኈㄽᩥのᥦฟཬࡧᥦฟᮇ㝈)

第 3 条 規程第 7 条第 1 項の規定により༤ኈㄽᩥをᥦฟしようとする者は，次の各号にᥖࡆる書類及び㈨

料等を◊✲科長にᥦฟするものとする。

(1) 学ㄽᩥᑂᰝ㢪

(2) ㄽᩥ┠㘓

( 3 ) 学ㄽᩥのෆᐜ要᪨

(4) 学ㄽᩥ

(5) ᒚṔ書

2 ༤ኈㄽᩥのᥦฟ期間は，4 月 1 日から 6 月 20 日まで及び 10 月 1 日から 12 月 20 日までとする。

(༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者のᏛㄽᩥのᥦฟ)

第 4 条 規程第 5 条第 2 項に規定する༤ኈㄢ程を経ない者の学ㄽᩥのᥦฟは，規程第 10 条に基づき行う

ものとする。

2 前項に定めるもののほか，༤ኈㄢ程を経ない者の学ㄽᩥのᥦฟに関し必要な事項は，別に定める。

(㏥Ꮫᚋ 5 年௨ෆの者のᏛㄽᩥのᥦฟ)

第 5 条 規程第 13 条第 2 項に規定する㏥学後 5 年以ෆの者の学ㄽᩥのᥦฟは，規程第 10 条に基づき行

うものとする。

2 前項に定めるもののほか，㏥学後 5 年以ෆの者の学ㄽᩥのᥦฟに関し必要な事項は，別に定める。

(ಟኈㄽᩥ➼のᑂᰝጤဨ)

第 6 条 規程第 8 条第 2 項及び第 3 項に規定するಟኈㄽᩥのᑂᰝ委員は，ᣦᑟ教員をྵめて 3 ேとし，ࣜ

のᑂᰝ委員は，ᣦᑟ教員をྵめて࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ 2 ேとする。

2 ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科教授会㸦以下「教授会」という。㸧においてᑂᰝのため必要があると

認めるときは，前項に規定するಟኈㄽᩥのᑂᰝ委員のうࡕの 1 ே㸦ᣦᑟ教員を除く。㸧を次の各号にᥖ

。る者に௦えることができるࡆ

(1) 本学の他の教⫱◊✲⤌⧊に㓄⨨された教授ཪは教授

(2) 他学の学㝔ཪは◊✲ᡤ等の教員等

(༤ኈㄽᩥのᑂᰝጤဨ)

第 7 条 規程第 8 条第 1 項に規定する༤ኈㄽᩥのᑂᰝ委員は，ᣦᑟ教員をྵめて 3 ேとする。

2 教授会においてᑂᰝのため必要があると認めるときは，ᣦᑟ教員が教授であるሙྜを除き，前項に

規定するᑂᰝ委員のうࡕの 1 ேを次の各号にᥖࡆる者を௦えることができる。

(1) 本◊✲科に㓄⨨された教授

(2) 本学の他の教⫱◊✲⤌⧊に㓄⨨された教授ཪは教授

( 3 ) 他学の学㝔ཪは◊✲ᡤ等の教員等

3 教授会においてᑂᰝのため必要があると認めるときは，第 1 項に規定するᑂᰝ委員に本◊✲科に㓄⨨

された教授ཪは前項各号に規定する者をຍえることができる。

4 規程第 11 条第 1 項に規定する༤ኈㄽᩥのᑂᰝ委員にࡘいては，別に定める。

(᭱⤊ヨ㦂のᐇᮇ日ཬࡧヨ㦂᪉ἲ)

第 8 条 規程第 9 条に規定するಟኈの᭱⤊ヨ㦂は，2 月 21 日から 3 月 10 日までの期間ෆに行うものとす

る。ただし，第 2 条第 1 項ただし書によりಟኈㄽᩥ等をᥦฟした者にࡘいては，8 月 10 日からྠ月 3 1
日までの期間ෆに行う。

2 規程第 9 条に規定する༤ኈの᭱⤊ヨ㦂は，ㄽᩥᑂᰝの⤊後 1 月以ෆに行う。

3 ᑂᰝ委員は，ㄽᩥを中ᚰとして，これに関㐃ある科┠にࡘいて，ཱྀ㢌により᭱⤊ヨ㦂を行う。

(༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者にᑐࡍるㄽᩥᑂᰝ㸪ヨ㦂ཬࡧᏛຊの☜ㄆ)

第 9 条 規程第 5 条第 2 項に規定する༤ኈㄢ程を経ない者(規程第 13 条第 2 項に規定する㏥学後 5 年以ෆ

の者をྵࡴ。以下ྠじ。)にᑐするㄽᩥᑂᰝ，ヨ㦂及び学ຊの☜認は，規程第 11 条，第 12 条及び第 13
条に基づき行うものとする。

2 前項に定めるもののほか，༤ኈㄢ程を経ない者のㄽᩥᑂᰝ，ヨ㦂及び学ຊの☜認に関し必要な事項は，

別に定める。

  附 則

この⣽則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 (平成 18 年 9 月 22 日)

1 この⣽則は，平成 18 年 10 月 1 日から施行する。

2 この⣽則則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則(平成 19 年 3 月 30 日)

この⣽則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 21 年 6 月 9 日)

この⣽則は，平成 21 年 6 月 9 日から施行する。

附 則(平成24年12月6日)

この⣽則は，平成24年12月 6 日から施行する。

附 則(平成28年9月30日)

この⣽則は，平成 28 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成29年9月22日)

この⣽則は，平成 29 年 10 月 1 日から施行する。
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⚄ᡞᏛᏛつ⛬ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉⣽則に㛵ࢃるෆつ

୍ ⚄ᡞᏛᏛつ⛬ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉⣽則㸦௨ୗࠕ⣽則ࠖࠋ࠺࠸㸧第 4 条ࠕ༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者のᏛ

ㄽᩥのᥦฟࠖ㛵係

㸯 ⚄ᡞ学学規程㸦以下「規程」という。㸧第 5 条第 2 項の規定により༤ኈㄽᩥのᑂᰝを受けよう

とする者は，次の各号にᥖࡆる書類をᅜ㝿協ຊ◊✲科長㸦以下「◊✲科長」という。㸧にᥦฟするも

のとする。

(1) 学申請書

(2) ㄽᩥ┠㘓

( 3 ) 学ㄽᩥのෆᐜ要᪨

(4) 学ㄽᩥ

(5) ᒚṔ書

( 6 ) ◊✲業⦼書

(7) ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教員の᥎⸀書

㸰 前項に規定する学申請は，㝶行うことができる。

㸱 教授会は，ᥦฟされた学ㄽᩥの受理に関するᑂᰝのため，予ഛᑂᰝ委員会をタ⨨する。

㸲 予ഛᑂᰝ委員会は，当該学ㄽᩥを᥎⸀した教員をྵࡴ 3 ேの委員でᵓ成し，そのうࡕ，ᑡなくと

も 2 ேは本◊✲科に㓄⨨された教授とする。なお，教授会において予ഛᑂᰝのために必要があると認

めるときは，予ഛᑂᰝ委員に次の各号にᥖࡆる者をてることができる。

(1) 本◊✲科に㓄⨨された教授

(2) 本学の他の教⫱◊✲⤌⧊に㓄⨨された教授ཪは教授

( 3 ) 他学の学㝔ཪは◊✲ᡤ等の教授ཪは教授

㸳 教授会は，予ഛᑂᰝ委員会のᑂᰝ⤖ᯝに基づき，当該学ㄽᩥを受理すきかྰかをỴ定する。

 ⣽則第 5 条ࠕ㏥Ꮫᚋ 5 年௨ෆの者のᏛㄽᩥのᥦฟࠖ㛵係

㸯 規程第 13 条第 2 項の規定により༤ኈㄽᩥのᑂᰝを受けようとする者は，次の各号にᥖࡆる書類を◊

✲科長にᥦฟするものとする。

(1) 学申請書

(2) ㄽᩥ┠㘓

( 3 ) 学ㄽᩥのෆᐜ要᪨

(4) 学ㄽᩥ

(5) ᒚṔ書

( 6 ) ◊✲業⦼書

(7) 本◊✲科に㓄⨨された教員の᥎⸀書

㸰 前項の規定は，ᅾ学中に本◊✲科が実施する༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝにྜ᱁した者のみに㐺⏝する。

㸱 本条に規定する学申請は，本◊✲科㏥学後 5 年以ෆに㝶行うことができる。

୕ ⣽則第 7 条ࠕ༤ኈㄽᩥのᑂᰝጤဨࠖ㛵係

規程第 5 条第 2 項及び第 13 条第 2 項に基づきᥦฟされた༤ኈㄽᩥのᑂᰝ委員にࡘいては，当該学ㄽ

ᩥを᥎⸀した教員をྵめて 3 ே以ୖとする。

ᅄ ⣽則第 9 条ࠕ༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者(㏥Ꮫᚋ 5 年௨ෆの者をྵࠋࡴ)にᑐࡍるㄽᩥᑂᰝ㸪ヨ㦂ཬࡧᏛຊの

☜ㄆࠖ㛵係

㸯 ⣽則第 4 条及び第 5 条の規定に基づく学申請者にᑐする学ㄽᩥのᑂᰝ及びヨ㦂は，⣽則第 7 条

に規定するᑂᰝ委員が行う。なお，ᑂᰝ委員が必要と認めるときは，ᑂᰝ期間ෆにබ㛤の◊✲会を行

い，当該申請者に学ㄽᩥのෆᐜሗ࿌を行ࡏࢃることができる。

㸰 規程第 10 条第 2 項の規定による学ຊの☜認は，当該申請者の学Ṕ及び業⦼等に関するᑂᰝ委員の判

᩿に基づき，教授会が行う。なお，ᑂᰝ委員が必要と認めるときは，学申請者にᑐして➹⟅ཪはཱྀ

㢌によるヨၥを行うことができる。

㸱 前 2 項に規定するㄽᩥᑂᰝ，ヨ㦂及び学ຊの☜認は，教授会が学ㄽᩥの受理をỴ定してから 1 年

以ෆに⤊しなければならない。ただし，≉別な理由があるときは，教授会はᑂᰝ期㝈をᘏ長するこ

とができる。

附 則

このෆ規は，2004 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

このෆ規は，2007 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

このෆ規は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

⚄ᡞᏛᏛつ⛬第 14 条第 2 㡯に㛵ࡍるෆつ

ᥦฟされた≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝは，その理由のいかࢇをၥࢃず㏉㑏しない。

附 則

このෆ規は，2007 年 4 月 1 日から施行する。

◊✲⛉つ則第 28 条第 2 㡯に㛵ࡍるෆつ

㸫ᅜ㈝及びᅜ㈝に‽ずるእᅜே≉別学生のᒚಟ᪉ἲ㸫

༢は，ᒚಟした科┠に関するࣞࢺ࣮࣏をᥦฟさࡏ，それにࡘいてཱྀ㢌ヨ㦂を実施し，ྜ᱁したሙྜに

えるものとする。

附 則

このෆ規は，2004 年 4 月 1 日から施行する。
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⚄ᡞᏛᏛつ⛬ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉⣽則に㛵ࢃるෆつ

୍ ⚄ᡞᏛᏛつ⛬ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉⣽則㸦௨ୗࠕ⣽則ࠖࠋ࠺࠸㸧第 4 条ࠕ༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者のᏛ

ㄽᩥのᥦฟࠖ㛵係

㸯 ⚄ᡞ学学規程㸦以下「規程」という。㸧第 5 条第 2 項の規定により༤ኈㄽᩥのᑂᰝを受けよう

とする者は，次の各号にᥖࡆる書類をᅜ㝿協ຊ◊✲科長㸦以下「◊✲科長」という。㸧にᥦฟするも

のとする。

(1) 学申請書

(2) ㄽᩥ┠㘓

( 3 ) 学ㄽᩥのෆᐜ要᪨

(4) 学ㄽᩥ

(5) ᒚṔ書

( 6 ) ◊✲業⦼書

(7) ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教員の᥎⸀書

㸰 前項に規定する学申請は，㝶行うことができる。

㸱 教授会は，ᥦฟされた学ㄽᩥの受理に関するᑂᰝのため，予ഛᑂᰝ委員会をタ⨨する。

㸲 予ഛᑂᰝ委員会は，当該学ㄽᩥを᥎⸀した教員をྵࡴ 3 ேの委員でᵓ成し，そのうࡕ，ᑡなくと

も 2 ேは本◊✲科に㓄⨨された教授とする。なお，教授会において予ഛᑂᰝのために必要があると認

めるときは，予ഛᑂᰝ委員に次の各号にᥖࡆる者をてることができる。

(1) 本◊✲科に㓄⨨された教授

(2) 本学の他の教⫱◊✲⤌⧊に㓄⨨された教授ཪは教授

( 3 ) 他学の学㝔ཪは◊✲ᡤ等の教授ཪは教授

㸳 教授会は，予ഛᑂᰝ委員会のᑂᰝ⤖ᯝに基づき，当該学ㄽᩥを受理すきかྰかをỴ定する。

 ⣽則第 5 条ࠕ㏥Ꮫᚋ 5 年௨ෆの者のᏛㄽᩥのᥦฟࠖ㛵係

㸯 規程第 13 条第 2 項の規定により༤ኈㄽᩥのᑂᰝを受けようとする者は，次の各号にᥖࡆる書類を◊

✲科長にᥦฟするものとする。

(1) 学申請書

(2) ㄽᩥ┠㘓

( 3 ) 学ㄽᩥのෆᐜ要᪨

(4) 学ㄽᩥ

(5) ᒚṔ書

( 6 ) ◊✲業⦼書

(7) 本◊✲科に㓄⨨された教員の᥎⸀書

㸰 前項の規定は，ᅾ学中に本◊✲科が実施する༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝにྜ᱁した者のみに㐺⏝する。

㸱 本条に規定する学申請は，本◊✲科㏥学後 5 年以ෆに㝶行うことができる。

୕ ⣽則第 7 条ࠕ༤ኈㄽᩥのᑂᰝጤဨࠖ㛵係

規程第 5 条第 2 項及び第 13 条第 2 項に基づきᥦฟされた༤ኈㄽᩥのᑂᰝ委員にࡘいては，当該学ㄽ

ᩥを᥎⸀した教員をྵめて 3 ே以ୖとする。

ᅄ ⣽則第 9 条ࠕ༤ኈㄢ⛬を⤒࠸࡞者(㏥Ꮫᚋ 5 年௨ෆの者をྵࠋࡴ)にᑐࡍるㄽᩥᑂᰝ㸪ヨ㦂ཬࡧᏛຊの

☜ㄆࠖ㛵係

㸯 ⣽則第 4 条及び第 5 条の規定に基づく学申請者にᑐする学ㄽᩥのᑂᰝ及びヨ㦂は，⣽則第 7 条

に規定するᑂᰝ委員が行う。なお，ᑂᰝ委員が必要と認めるときは，ᑂᰝ期間ෆにබ㛤の◊✲会を行

い，当該申請者に学ㄽᩥのෆᐜሗ࿌を行ࡏࢃることができる。

㸰 規程第 10 条第 2 項の規定による学ຊの☜認は，当該申請者の学Ṕ及び業⦼等に関するᑂᰝ委員の判

᩿に基づき，教授会が行う。なお，ᑂᰝ委員が必要と認めるときは，学申請者にᑐして➹⟅ཪはཱྀ

㢌によるヨၥを行うことができる。

㸱 前 2 項に規定するㄽᩥᑂᰝ，ヨ㦂及び学ຊの☜認は，教授会が学ㄽᩥの受理をỴ定してから 1 年

以ෆに⤊しなければならない。ただし，≉別な理由があるときは，教授会はᑂᰝ期㝈をᘏ長するこ

とができる。

附 則

このෆ規は，2004 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

このෆ規は，2007 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

このෆ規は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

⚄ᡞᏛᏛつ⛬第 14 条第 2 㡯に㛵ࡍるෆつ

ᥦฟされた≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝは，その理由のいかࢇをၥࢃず㏉㑏しない。

附 則

このෆ規は，2007 年 4 月 1 日から施行する。

◊✲⛉つ則第 28 条第 2 㡯に㛵ࡍるෆつ

㸫ᅜ㈝及びᅜ㈝に‽ずるእᅜே≉別学生のᒚಟ᪉ἲ㸫

༢は，ᒚಟした科┠に関するࣞࢺ࣮࣏をᥦฟさࡏ，それにࡘいてཱྀ㢌ヨ㦂を実施し，ྜ᱁したሙྜに

えるものとする。

附 則

このෆ規は，2004 年 4 月 1 日から施行する。
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ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ Ꮫ授に㛵ࡍる᪉㔪㸦࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹ㸧

༤ኈㄢ⛬๓ᮇㄢ⛬

⚄ᡞ学ᅜ㝿協ຊ◊✲科はࠊ㧗ᗘのᑓ㛛ᛶがồめられる⫋業をᢸうために必要な⬟ຊを㌟に

。ᅜ㝿⯙ྎでά㌍できるேᮦを⫱てることを┠ⓗとしているࠊけࡘ

この┠ⓗを㐩成するためࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗてಟኈの学を授する。

Ꮫ䠖ಟኈ䠄ᅜ㝿Ꮫ䠅

⚄ᡞ学の࣐ࣟࣉࢹ㺃࣮ࢩ࣏ࣜに基づきࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗて当該学を授する。

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊಟኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊᅜ

㝿学に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭♫会において生じているᵝࠎな事㇟にᑐしてⓗ☜な判᩿を下すためࠊᅜ㝿学を基┙として

ㄽ理ⓗに分ᯒできる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖ಟኈ䠄⤒῭Ꮫ䠅

⚄ᡞ学の࣐ࣟࣉࢹ㺃࣮ࢩ࣏ࣜに基づきࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗて当該学を授する。

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊಟኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊ経

῭学に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭♫会において生じているᵝࠎな事㇟にᑐしてⓗ☜な判᩿を下すためࠊ経῭学を基┙として

ㄽ理ⓗに分ᯒできる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖ಟኈ䠄ἲᏛ䠅

⚄ᡞ学の࣐ࣟࣉࢹ㺃࣮ࢩ࣏ࣜに基づきࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗて当該学を授する。

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊಟኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊἲ

学に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭♫会において生じているᵝࠎな事㇟にᑐしてⓗ☜な判᩿を下すためࠊἲ学を基┙としてㄽ

理ⓗに分ᯒできる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖ಟኈ䠄ᨻᏛ䠅

⚄ᡞ学の࣐ࣟࣉࢹ㺃࣮ࢩ࣏ࣜに基づきࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗて当該学を授する。

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊಟኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊ政

学に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭♫会において生じているᵝࠎな事㇟にᑐしてⓗ☜な判᩿を下すためࠊ政学を基┙として

ㄽ理ⓗに分ᯒできる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。
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ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ Ꮫ授に㛵ࡍる᪉㔪㸦࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹ㸧

༤ኈㄢ⛬๓ᮇㄢ⛬

⚄ᡞ学ᅜ㝿協ຊ◊✲科はࠊ㧗ᗘのᑓ㛛ᛶがồめられる⫋業をᢸうために必要な⬟ຊを㌟に

。ᅜ㝿⯙ྎでά㌍できるேᮦを⫱てることを┠ⓗとしているࠊけࡘ

この┠ⓗを㐩成するためࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗてಟኈの学を授する。

Ꮫ䠖ಟኈ䠄ᅜ㝿Ꮫ䠅

⚄ᡞ学の࣐ࣟࣉࢹ㺃࣮ࢩ࣏ࣜに基づきࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗて当該学を授する。

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊಟኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊᅜ

㝿学に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭♫会において生じているᵝࠎな事㇟にᑐしてⓗ☜な判᩿を下すためࠊᅜ㝿学を基┙として

ㄽ理ⓗに分ᯒできる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖ಟኈ䠄⤒῭Ꮫ䠅

⚄ᡞ学の࣐ࣟࣉࢹ㺃࣮ࢩ࣏ࣜに基づきࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗて当該学を授する。

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊಟኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊ経

῭学に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭♫会において生じているᵝࠎな事㇟にᑐしてⓗ☜な判᩿を下すためࠊ経῭学を基┙として

ㄽ理ⓗに分ᯒできる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖ಟኈ䠄ἲᏛ䠅

⚄ᡞ学の࣐ࣟࣉࢹ㺃࣮ࢩ࣏ࣜに基づきࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗて当該学を授する。

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊಟኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊἲ

学に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭♫会において生じているᵝࠎな事㇟にᑐしてⓗ☜な判᩿を下すためࠊἲ学を基┙としてㄽ

理ⓗに分ᯒできる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖ಟኈ䠄ᨻᏛ䠅

⚄ᡞ学の࣐ࣟࣉࢹ㺃࣮ࢩ࣏ࣜに基づきࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗて当該学を授する。

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊಟኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊ政

学に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭♫会において生じているᵝࠎな事㇟にᑐしてⓗ☜な判᩿を下すためࠊ政学を基┙として

ㄽ理ⓗに分ᯒできる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。
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༤ኈㄢ⛬ᚋᮇㄢ⛬

⚄ᡞ学ᅜ㝿協ຊ◊✲科はࠊ⮬❧して◊✲άືを行うために必要な㧗次の⬟ຊを㌟にࡘけࠊ

ᅜ㝿♫会のⓎᒎに㈉⊩できるேᮦを⫱てることを┠ⓗとしている。

この┠ⓗを㐩成するためࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗて༤ኈの学を授する。

Ꮫ䠖༤ኈ䠄Ꮫ⾡䠅

⚄ᡞ学の࣭࣐ࣟࣉࢹ 。て当該学を授するࡗ以下に♧した᪉㔪にᚑࠊに基づき࣮ࢩ࣏ࣜ

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊ༤ኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊᅜ

㝿学࣭経῭学࣭ἲ学࣭政学等の学㝿ⓗな分㔝に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭ᚑ᮶の◊✲を乗り㉺えࠊ㐀ᛶの㧗い◊✲ㄢ㢟を⮬❧してタ定しࠊ◊✲を㐙行することが

できる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖༤ኈ䠄⤒῭Ꮫ䠅

⚄ᡞ学の࣭࣐ࣟࣉࢹ 。て当該学を授するࡗ以下に♧した᪉㔪にᚑࠊに基づき࣮ࢩ࣏ࣜ

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊ༤ኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊ㛤

Ⓨ経῭学を中ᚰとして経῭学に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭ᚑ᮶の◊✲を乗り㉺えࠊ㐀ᛶの㧗い◊✲ㄢ㢟を⮬❧してタ定しࠊ◊✲を㐙行することが

できる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖༤ኈ䠄ἲᏛ䠅

⚄ᡞ学の࣭࣐ࣟࣉࢹ 。て当該学を授するࡗ以下に♧した᪉㔪にᚑࠊに基づき࣮ࢩ࣏ࣜ

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊ༤ኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊἲ

学等♫会科学の理ㄽ及びᛂ⏝ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭ᚑ᮶の◊✲を乗り㉺えࠊ㐀ᛶの㧗い◊✲ㄢ㢟を⮬❧してタ定しࠊ◊✲を㐙行することが

できる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖༤ኈ䠄ᨻᏛ䠅

⚄ᡞ学の࣭࣐ࣟࣉࢹ 。て当該学を授するࡗ以下に♧した᪉㔪にᚑࠊに基づき࣮ࢩ࣏ࣜ

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊ༤ኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊ政

学等♫会科学の理ㄽ及びᛂ⏝ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭ᚑ᮶の◊✲を乗り㉺えࠊ㐀ᛶの㧗い◊✲ㄢ㢟を⮬❧してタ定しࠊ◊✲を㐙行することが

できる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。
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༤ኈㄢ⛬ᚋᮇㄢ⛬

⚄ᡞ学ᅜ㝿協ຊ◊✲科はࠊ⮬❧して◊✲άືを行うために必要な㧗次の⬟ຊを㌟にࡘけࠊ

ᅜ㝿♫会のⓎᒎに㈉⊩できるேᮦを⫱てることを┠ⓗとしている。

この┠ⓗを㐩成するためࠊ以下に♧した᪉㔪にᚑࡗて༤ኈの学を授する。

Ꮫ䠖༤ኈ䠄Ꮫ⾡䠅

⚄ᡞ学の࣭࣐ࣟࣉࢹ 。て当該学を授するࡗ以下に♧した᪉㔪にᚑࠊに基づき࣮ࢩ࣏ࣜ

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊ༤ኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊᅜ

㝿学࣭経῭学࣭ἲ学࣭政学等の学㝿ⓗな分㔝に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭ᚑ᮶の◊✲を乗り㉺えࠊ㐀ᛶの㧗い◊✲ㄢ㢟を⮬❧してタ定しࠊ◊✲を㐙行することが

できる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖༤ኈ䠄⤒῭Ꮫ䠅

⚄ᡞ学の࣭࣐ࣟࣉࢹ 。て当該学を授するࡗ以下に♧した᪉㔪にᚑࠊに基づき࣮ࢩ࣏ࣜ

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊ༤ኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊ㛤

Ⓨ経῭学を中ᚰとして経῭学に関するᑓ㛛ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭ᚑ᮶の◊✲を乗り㉺えࠊ㐀ᛶの㧗い◊✲ㄢ㢟を⮬❧してタ定しࠊ◊✲を㐙行することが

できる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖༤ኈ䠄ἲᏛ䠅

⚄ᡞ学の࣭࣐ࣟࣉࢹ 。て当該学を授するࡗ以下に♧した᪉㔪にᚑࠊに基づき࣮ࢩ࣏ࣜ

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊ༤ኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊἲ

学等♫会科学の理ㄽ及びᛂ⏝ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭ᚑ᮶の◊✲を乗り㉺えࠊ㐀ᛶの㧗い◊✲ㄢ㢟を⮬❧してタ定しࠊ◊✲を㐙行することが

できる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。

Ꮫ䠖༤ኈ䠄ᨻᏛ䠅

⚄ᡞ学の࣭࣐ࣟࣉࢹ 。て当該学を授するࡗ以下に♧した᪉㔪にᚑࠊに基づき࣮ࢩ࣏ࣜ

࣭本◊✲科にᡤ定の期間ᅾ学しࠊ本◊✲科および他◊✲科等により⦅成されたᑓ㛛教⫱を㏻じ

てಟに必要な༢をಟ得しࠊ༤ኈㄽᩥ等のᑂᰝおよびヨ㦂にྜ᱁すること。

࣭⚄ᡞ学の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹにຍえࠊಟまでにࠊ本◊✲科学生が㐩成すき┠ᶆは次

のとおりとする。

࣭♫会あるいは学⏺においてᣦᑟⓗなᙺ割をᢸえるようにࠊᖜᗈくࠊ㇏かな教㣴とඹにࠊ政

学等♫会科学の理ㄽ及びᛂ⏝ⓗ▱㆑を㌟にࡘける。

࣭ᚑ᮶の◊✲を乗り㉺えࠊ㐀ᛶの㧗い◊✲ㄢ㢟を⮬❧してタ定しࠊ◊✲を㐙行することが

できる。

ከ࣭ᵝなᩥ࣭ ౯್ほの理ゎにດめࠊᖜᗈいᅜ㝿ⓗなࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ⬟ຊをⓎできる。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ Ꮫㄽᩥ➼のホ౯ᇶ‽

平成㸰㸳年㸳月㸯日 教授会Ỵ定

平成㸰㸳年㸷月㸲日 教授会改正

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科はࠊ学ㄽᩥにࡘいてࠊ◊✲科の࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉࢹに基づ

きࠊ以下の基‽により⥲ྜⓗにホ౯する。

なおࠊこの基‽に定めるもののほかࠊᑓᨷ分㔝において必要なものは当該ᑓᨷが定める。

‽༤ኈㄽᩥのホ౯ᇶۑ

༤ኈㄽᩥのᑂᰝにあたࡗては，次にᥖࡆる各項┠をホ౯基‽として⪃៖する。

㸯 ᅜ㝿ⓗな学⾡ୖの㈉⊩

㸰 ᅜ㝿ⓗな学⾡Ỉ‽からぢたၥ㢟ព㆑の明☜さ

㸱 ᅜ㝿ⓗな学⾡Ỉ‽からぢたㄢ㢟タ定の㐺ษさ

㸲 ᅜ㝿ⓗな学⾡Ỉ‽からぢた⊂⮬の▱ぢࡸ╔║Ⅼの᪂さ

㸳 ᖜᗈく΅⊟した㈨料の取扱いの㐺ษさ

㸴 ᖜᗈく΅⊟したඛ行◊✲の取扱いの㐺ษさ

㸵 ㄽ᪨の明☜ᛶ୍࣭㈏ᛶ

㸶 ⾲⌧࣭⾲グἲの㐺ษさ

㸷 ᵓ成のయ⣔ᛶ

‽ಟኈㄽᩥのホ౯ᇶۑ

ಟኈㄽᩥのᑂᰝにあたࡗては，次にᥖࡆる各項┠をホ౯基‽として⪃៖する。

㸯 学⾡ୖのពᕤኵ

㸰 ၥ㢟ព㆑の明☜さ

㸱 ㄢ㢟タ定の㐺ษさ

㸲 ╔║Ⅼの᪂さ

㸳 ㈨料の取扱いの㐺ษさ

㸴 ඛ行◊✲の取扱いの㐺ษさ

㸵 ㄽ᪨の明☜ᛶ୍࣭㈏ᛶ

㸶 ⾲⌧࣭⾲グἲの㐺ษさ

㸷 ᵓ成のయ⣔ᛶ

‽のホ౯ᇶ(࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜ)の◊✲の成ᯝ࡚࠸ࡘᐃのㄢ㢟に≉ۑ

≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝのᑂᰝにあたࡗては，次にᥖࡆる各項┠をホ౯基‽として⪃

៖する。

㸯 学⾡ୖのពᕤኵ

㸰 ၥ㢟ព㆑の明☜さ

㸱 ㄢ㢟タ定の㐺ษさ

㸲 ╔║Ⅼの᪂さ

㸳 ㈨料の取扱いの㐺ษさ

㸴 ඛ行◊✲の取扱いの㐺ษさ

㸵 ㄽ᪨の明☜ᛶ୍࣭㈏ᛶ

㸶 ⾲⌧࣭⾲グἲの㐺ษさ

㸷 ᵓ成のయ⣔ᛶ

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

ಟ ኈ ㄽ ᩥ ᥦ ฟ せ 㡿

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 3 1条及び⚄ᡞ学学規程ᅜ㝿協ຊ◊✲科⣽則の規定に基づき，

ಟኈㄽᩥཪは≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝ㸦以下「࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ」という。㸧のᑂᰝを受けよう

とする者は，このᥦฟ要㡿にᚑࡗてస成しなければならない。

㸯㸬ㄽᩥᥦฟᮇ㝈

ㄽᩥᥦฟ期㝈にࡘいて，3 月ಟのሙྜは 1 月 3 1 日༗後 5 とし，9 月ಟのሙྜは 7 月 15 日༗後 5
とする。

なお，ᥦฟ期㝈日がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

また，ᥦฟ期㝈日以㝆は受け付けないのでཝᏲすること。

㸰㸬ㄽᩥ㢟┠のᒆฟᮇ㛫

ㄽᩥ㢟┠ᒆฟ期間にࡘいて，3 月ಟのሙྜは前年の 10 月 15 日㹼3 1 日とし，9 月ಟのሙྜは 4 月

1 日㹼4 月 15 日とする。いずれのሙྜもᡤ定の⏝⣬によりᅜ㝿協ຊ◊✲科長にᒆけฟること。

なお，ᒆฟ期㝈日がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

また，ᒆฟ期㝈日以㝆は受け付けないのでཝᏲすること。

㸱㸬ㄽᩥస成᪉ἲ

㸦1㸧ㄽᩥは，日本ㄒཪはⱥㄒでㄽ㏙すること。

㸦2㸧ㄽᩥのయ等㸸

A 4 ⏝⣬を⏝い，࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ等でࣉࢱᡴࡕし，それをฟຊしたものをᥦฟすること。

日本ㄒ㸸明ᮅయ࣭10. 5 を基‽とする，⦪⨨，ᶓ書き，1ࢺ࣏ࣥ 行 3 8 ᩥᏐ以ୖ，1 ࢪ࣮࣌ 3 0
行以ୖ

ⱥ ㄒ㸸T i m e s  N e w  R o m a n ࣭12 を基‽とする，⦪⨨，ᶓ書き，1ࢺ࣏ࣥ ࢪ࣮࣌ 27 行以ୖ

ᅗ⾲，ὀにࡘいては，ୖグのయにとらࢃれる必要はない。

㸦3 㸧ㄽᩥの分㔞は┠次࣭本ᩥ࣭ὀ࣭ᅗ⾲をྜࡏࢃて以下のとおりとする。

⾲⣬およびཧ⪃ᩥ⊩はྵまない。㸦ಟኈㄽᩥᵝᘧཧ↷㸧

ಟኈ㸦経῭学㸧のಟኈㄽᩥ及び࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ

日本ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 18 ᯛ以ୖ

ⱥ ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 20 ᯛ以ୖ

ಟኈ㸦ἲ学࣭政学࣭ᅜ㝿学㸧のಟኈㄽᩥ

日本ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 27 ᯛ以ୖ

ⱥ ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 3 0 ᯛ以ୖ

ಟኈ㸦ἲ学࣭政学࣭ᅜ㝿学㸧の࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ

日本ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 18 ᯛ以ୖ

ⱥ ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 20 ᯛ以ୖ

㸦4㸧ㄽᩥには，必ず要᪨をῧ付すること。要᪨の長さは，ୖグ㸦2㸧のయにより，1 以ෆとすࢪ࣮࣌

る。

㸲㸬ㄽᩥのཬࡧᥦฟෆᐜ

ㄽᩥは，ᥦฟ年月日，ㄽᩥ㢟┠，◊✲科ྡ，ᑓᨷྡ，ᣦᑟ教員ྡ，学⡠␒号及びẶྡを明グしたࣟࢡ

⣬を付し，௬⥛にして⾲ࢫ 1 部をᥦฟすること。あࡏࢃて，ಟኈㄽᩥは 3 部の࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜ，࣮ࣆࢥ

は࣮ࣃ 2 部の࣮ࣆࢥを，ࢫࣟࢡ⾲⣬を付けずに௬⥛にしてᥦฟすること。またㄽᩥ要᪨の࣮ࣆࢥにᑓᨷ

ྡ࣭学⡠␒号࣭Ặྡをグධのୖを 1 部ᥦฟすること。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ Ꮫㄽᩥ➼のホ౯ᇶ‽

平成㸰㸳年㸳月㸯日 教授会Ỵ定
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ಟኈㄽᩥཪは≉定のㄢ㢟にࡘいての◊✲の成ᯝ㸦以下「࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ」という。㸧のᑂᰝを受けよう

とする者は，このᥦฟ要㡿にᚑࡗてస成しなければならない。

㸯㸬ㄽᩥᥦฟᮇ㝈

ㄽᩥᥦฟ期㝈にࡘいて，3 月ಟのሙྜは 1 月 3 1 日༗後 5 とし，9 月ಟのሙྜは 7 月 15 日༗後 5
とする。

なお，ᥦฟ期㝈日がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

また，ᥦฟ期㝈日以㝆は受け付けないのでཝᏲすること。

㸰㸬ㄽᩥ㢟┠のᒆฟᮇ㛫

ㄽᩥ㢟┠ᒆฟ期間にࡘいて，3 月ಟのሙྜは前年の 10 月 15 日㹼3 1 日とし，9 月ಟのሙྜは 4 月

1 日㹼4 月 15 日とする。いずれのሙྜもᡤ定の⏝⣬によりᅜ㝿協ຊ◊✲科長にᒆけฟること。

なお，ᒆฟ期㝈日がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

また，ᒆฟ期㝈日以㝆は受け付けないのでཝᏲすること。

㸱㸬ㄽᩥస成᪉ἲ

㸦1㸧ㄽᩥは，日本ㄒཪはⱥㄒでㄽ㏙すること。

㸦2㸧ㄽᩥのయ等㸸

A 4 ⏝⣬を⏝い，࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ等でࣉࢱᡴࡕし，それをฟຊしたものをᥦฟすること。

日本ㄒ㸸明ᮅయ࣭10. 5 を基‽とする，⦪⨨，ᶓ書き，1ࢺ࣏ࣥ 行 3 8 ᩥᏐ以ୖ，1 ࢪ࣮࣌ 3 0
行以ୖ

ⱥ ㄒ㸸T i m e s  N e w  R o m a n ࣭12 を基‽とする，⦪⨨，ᶓ書き，1ࢺ࣏ࣥ ࢪ࣮࣌ 27 行以ୖ

ᅗ⾲，ὀにࡘいては，ୖグのయにとらࢃれる必要はない。

㸦3 㸧ㄽᩥの分㔞は┠次࣭本ᩥ࣭ὀ࣭ᅗ⾲をྜࡏࢃて以下のとおりとする。

⾲⣬およびཧ⪃ᩥ⊩はྵまない。㸦ಟኈㄽᩥᵝᘧཧ↷㸧

ಟኈ㸦経῭学㸧のಟኈㄽᩥ及び࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ

日本ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 18 ᯛ以ୖ

ⱥ ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 20 ᯛ以ୖ

ಟኈ㸦ἲ学࣭政学࣭ᅜ㝿学㸧のಟኈㄽᩥ

日本ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 27 ᯛ以ୖ

ⱥ ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 3 0 ᯛ以ୖ

ಟኈ㸦ἲ学࣭政学࣭ᅜ㝿学㸧の࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ

日本ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 18 ᯛ以ୖ

ⱥ ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃 20 ᯛ以ୖ

㸦4㸧ㄽᩥには，必ず要᪨をῧ付すること。要᪨の長さは，ୖグ㸦2㸧のయにより，1 以ෆとすࢪ࣮࣌

る。

㸲㸬ㄽᩥのཬࡧᥦฟෆᐜ

ㄽᩥは，ᥦฟ年月日，ㄽᩥ㢟┠，◊✲科ྡ，ᑓᨷྡ，ᣦᑟ教員ྡ，学⡠␒号及びẶྡを明グしたࣟࢡ

⣬を付し，௬⥛にして⾲ࢫ 1 部をᥦฟすること。あࡏࢃて，ಟኈㄽᩥは 3 部の࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜ，࣮ࣆࢥ

は࣮ࣃ 2 部の࣮ࣆࢥを，ࢫࣟࢡ⾲⣬を付けずに௬⥛にしてᥦฟすること。またㄽᩥ要᪨の࣮ࣆࢥにᑓᨷ

ྡ࣭学⡠␒号࣭Ặྡをグධのୖを 1 部ᥦฟすること。
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ಟ ኈ ㄽ ᩥ ᵝ ᘧ Format of Thesis  

                  

    ཧ⪃ S a m p l e  

ಟኈㄽᩥは，日本ㄒཪはⱥㄒでㄽ㏙し，ཎ則としてಟኈㄽᩥ㢟┠とྠ୍ゝㄒでస成すること。

㸦ཎⴭが他ゝㄒによるཧ⪃ᩥ⊩の⾲グは当該ゝㄒの⾲グを認める。㸧

ᵓ  成
Format

ಟኈㄽᩥ

㸦要᪨ྵࡴ㸧

㸯部
1 original 

of master’s
thesis

(including 
summary)

࣮ࣆࢥ

㸦要᪨ྵࡴ㸧

㸱部
3 copies of 
master’s

thesis
(including 

summary)

要᪨

㸯部
1 page of 
summary

ෆ  ᐜ
Contents

⾲⣬㸦ࢫࣟࢡ⾲⣬㸧
Front cover (hard cover)

○ ⣬にᡬとྠෆᐜの⣬を㈞ること⾲ࢫࣟࢡ

Paste the copy of title page.

ᡬ Title page ○ ○ ୖグᡬのグ㍕ෆᐜをてグ㍕すること

Refer to the sample above.
要᪨ Summary ○ ○   ○ͤ 㸯ࢪ࣮࣌以ෆでస成 within one page

┠次࣭本ᩥ࣭ὀ࣭

ᅗ⾲
table of contents,
text, footnotes, 
endnotes, 
diagrams

○ ○

㸺日本ㄒ㸼

経῭学㸸18 ᯛ以ୖ

ἲ学࣭政学࣭ᅜ㝿学㸸27 ᯛ以ୖ

㸨∦㠃༳ๅ

㸺ⱥㄒ English㸼
Economics: more than 20 pages
Laws, Political Science and
International Studies: more than 30 
pages
㸨Single-side printing

ཧ⪃ᩥ⊩ Reference ○ ○
⾲⣬㸦ࢫࣟࢡ⾲⣬㸧
Back cover (hard cover)

○ ㈞り⣬等は要。
There is no need to paste anything.

   ͤ 1 部ᥦฟする要᪨にࡘいては，ྑୖにᑓᨷྡ࣭学⡠␒号࣭Ặྡを㏣グしてᥦฟすること。
Regarding the summary, please write your department, student ID number and your name on
the upper right.

              ᑓᨷྡ

              Department of 㹼
            学⡠␒号

              Student ID Number
       Ặྡ
              Name

  要 ᪨ Summary

年 月 日ᥦฟ

Date of Submission

ㄽᩥ㢟┠ Title

ᅜ㝿協ຊ◊✲科
Graduate School of International 
Cooperation Studies 
ᑓ ᨷ Department
ᣦᑟ教員 Academic Adviser
学⡠␒号 Student ID Number
Ặ ྡ Name

年 月 日ᥦฟ

Date of Submission

ㄽᩥ㢟┠ Title

ᅜ㝿協ຊ◊✲科
Graduate School of International 
Cooperation Studies 
ᑓ ᨷ Department
ᣦᑟ教員 Academic Adviser
学⡠␒号 Student ID Number
Ặ ྡ Name

ᑓᨷ Department
ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ Department of Economic Development and Policies
ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ Department of International Cooperation Policy Studies
ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ Department of Regional Cooperation Policy Studies

ᣦᑟ教員の⫋
Job Title of
Academic Adviser

教授㸭教授 Professor / Associate Professor

ಟኈㄽᩥ㸦要᪨ྵࡴ㸧㸯部
1 original of master’s thesis

(including summary)

㸧㸱部ࡴ㸦要᪨ྵ࣮ࣆࢥ
3 copies of master’s thesis

(including summary)

要᪨ 㸯部

1 page of summary

࠙各項┠のグ㍕ෆᐜࠚ

ಟኈㄽᩥ㛵係➼のᡭ⥆ࡁに࡚࠸ࡘの⏦ྜࡏ

㸯㸬 ಟኈㄽᩥ㢟┠のኚ᭦は，ᣦᑟ教員のᣦᑟにしたがࡗてㄽᩥᥦฟに「ಟኈㄽᩥᥦฟᒆ」をᥦฟする

こと。

㸰㸬 ಟኈㄽᩥの取り下ࡆは，ᣦᑟ教員のᢎ認を得たୖ，᭱⤊ヨ㦂実施日の前日までに「ಟኈㄽᩥ取下ࡆ

㢪」をᥦฟすること。

㸱㸬 ಟኈㄽᩥは，᭱⤊ヨ㦂⤊までᕪし替えることができない。ただし，᭱⤊ヨ㦂でಟ正をᣦ♧された

部分にࡘいては，ᑂᰝ委員員のᢎ認を得たୖでㄽᩥの୍部をᕪし替えることができる。なお，ᕪし

替え期㝈は，᭱⤊ヨ㦂実施日から㸯㐌間以ෆとし，ᕪし替え部分「ಟኈㄽᩥᕪし替えᒆ」とあࡏࢃて

教ົಀにᣢཧしᕪし替えを行うこと。ᒆฟ期㝈日がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。
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3 copies of 
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(including 

summary)
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Front cover (hard cover)
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Paste the copy of title page.

ᡬ Title page ○ ○ ୖグᡬのグ㍕ෆᐜをてグ㍕すること
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  要 ᪨ Summary
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学⡠␒号 Student ID Number
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ㄽᩥ㢟┠ Title

ᅜ㝿協ຊ◊✲科
Graduate School of International 
Cooperation Studies 
ᑓ ᨷ Department
ᣦᑟ教員 Academic Adviser
学⡠␒号 Student ID Number
Ặ ྡ Name

ᑓᨷ Department
ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ Department of Economic Development and Policies
ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ Department of International Cooperation Policy Studies
ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ Department of Regional Cooperation Policy Studies

ᣦᑟ教員の⫋
Job Title of
Academic Adviser

教授㸭教授 Professor / Associate Professor

ಟኈㄽᩥ㸦要᪨ྵࡴ㸧㸯部
1 original of master’s thesis

(including summary)

㸧㸱部ࡴ㸦要᪨ྵ࣮ࣆࢥ
3 copies of master’s thesis

(including summary)

要᪨ 㸯部

1 page of summary

࠙各項┠のグ㍕ෆᐜࠚ

ಟኈㄽᩥ㛵係➼のᡭ⥆ࡁに࡚࠸ࡘの⏦ྜࡏ

㸯㸬 ಟኈㄽᩥ㢟┠のኚ᭦は，ᣦᑟ教員のᣦᑟにしたがࡗてㄽᩥᥦฟに「ಟኈㄽᩥᥦฟᒆ」をᥦฟする

こと。

㸰㸬 ಟኈㄽᩥの取り下ࡆは，ᣦᑟ教員のᢎ認を得たୖ，᭱⤊ヨ㦂実施日の前日までに「ಟኈㄽᩥ取下ࡆ

㢪」をᥦฟすること。

㸱㸬 ಟኈㄽᩥは，᭱⤊ヨ㦂⤊までᕪし替えることができない。ただし，᭱⤊ヨ㦂でಟ正をᣦ♧された

部分にࡘいては，ᑂᰝ委員員のᢎ認を得たୖでㄽᩥの୍部をᕪし替えることができる。なお，ᕪし

替え期㝈は，᭱⤊ヨ㦂実施日から㸯㐌間以ෆとし，ᕪし替え部分「ಟኈㄽᩥᕪし替えᒆ」とあࡏࢃて

教ົಀにᣢཧしᕪし替えを行うこと。ᒆฟ期㝈日がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。
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༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝࠖᐇ⣽則ࠕ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 29 条に規定する༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝにࡘいて，以下のとおり定め

る。

Ⅰ ༤ኈ㸦⤒῭Ꮫ㸧のሙྜ

㸯㸬㈨᱁ヨ㦂のෆᐜࡣḟの࠾りࡍるࠋ

  㸯㸧科┠ヨ㦂

      ヨ㦂科┠は，「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学」と「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学」の 2 科┠とする。ヨ㦂ၥ㢟は日本ㄒ及び

ⱥㄒの୧᪉，ཪは日本ㄒⱝしくはⱥㄒの୍᪉でฟ㢟する。ⱥㄒでゎ⟅することもできる。

      「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学」と「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学」の 2 科┠にྜ᱁すること。ただし，以下のとおり読替ᥐ

  ⨨を実施する。

ձ ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「本◊✲科」という。㸧༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸦以下「前期ㄢ程」という。㸧

ᅾ学中ཪは本◊✲科༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸦以下「後期ㄢ程」という。㸧にධ学࣭㐍学後に，「㛤Ⓨ࣑

㛤ㅮの「Microeconomics」をᒚಟし「⚽(S)」を取得した者は「㛤Ⓨࢫ࣮ࢥ経῭学Ϩ」ཪはⱥㄒࣟࢡ

㛤ㅮの「Macroeconomics」をᒚಟしࢫ࣮ࢥཪはⱥㄒ「経῭学Ϩࣟࢡ࣐㛤Ⓨ」，経῭学」をࣟࢡ࣑

「⚽(S)」を取得した者は「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学」を，それࡒれ「ྜ᱁」として読み替え，免除するこ

とができる。

なお，前期ㄢ程ᅾ学中にୖグ㛤ㅮ科┠をಟ得῭みで「ඃ(A )」，「Ⰻ(B )」ཪは「可(C )」を取得し

ているሙྜであࡗても，後期ㄢ程にධ学࣭㐍学後にྠ୍科┠をᗘᒚಟすることは可⬟とする。

ղ 2006 年ᗘ以前の前期ㄢ程ධ学者にࡘいては，前期ㄢ程ᅾ学中のಟ得῭み科┠による読替は行ࢃな

い。

ճ 他学㝔でձとྠ等の科┠をྠ等の成⦼で᪤に取得している者は，教授会の議を経て免除すること

ができる。

մ 前期ㄢ程に♫会ே≉別ධヨによりධ学した者が，経῭学◊✲科が㛤ㅮしている「基♏ࣟࢡ࣑経῭

学」，「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」を༢ಟ得しているሙྜ，「基♏ࣟࢡ࣑経῭学」で「⚽」を取得した

者は「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ」で「⚽」を取得した者として扱い，「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」で「⚽」を

取得した者は「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ」で「⚽」を取得した者として扱う。

なお，前期ㄢ程ᅾ学中にୖグ㛤ㅮ科┠をಟ得῭みで「ඃ」，「Ⰻ」ཪは「可」を取得しているሙ

ྜであࡗても，後期ㄢ程にධ学࣭㐍学後にྠ୍科┠をᗘᒚಟすることは可⬟とする。

յ  ୖグձմにおいて，2007㹼2010 年ᗘの前期ㄢ程ධ学者にࡘいては，読替ᑐ㇟科┠をᒚಟし「ඃ

(A)」かࡘホ౯Ⅼ「⚽(S)」相当を取得した者は，それࡒれ「⚽(S)」を取得した者として扱う。ホ౯

Ⅼが「⚽(S)」相当であるかうかにࡘいては，ᡤ定ᵝᘧにより教ົಀ❆ཱྀで↷会すること。

㈨᱁ヨ㦂㸪㛤ㅮ⛉┠ᑐᛂ⾲

㈨᱁ヨ㦂 2011 年ᗘ以㝆 2007㹼2010 年ᗘ

㛤Ⓨࣟࢡ࣑

経῭学

ྜ᱁ 㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ

ཪは

Microeconomics

⚽

⚽(S)

㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ

ཪは

Microeconomics

ඃかࡘ

「⚽」相当

ඃ(A) かࡘ

「⚽(S)」相当

㛤Ⓨࣟࢡ࣐

経῭学

ྜ᱁ 㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ

ཪは

Macroeconomics

⚽

⚽(S)

㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ

ཪは

Macroeconomics

ඃかࡘ

「⚽」相当

ඃ(A) かࡘ

「⚽(S)」相当

㸰㸬ヨ㦂ᮇ

    年 2 ᅇ。ᅾ学中であれば，のⅬでも受㦂可⬟である。申請期㝈がఇ日のሙྜは，その次の業ົ日と

する。

5 月第 3 Ỉ᭙日㸦受㦂申請期間 4 月 1 日㹼10 日㸧

11 月第 3 Ỉ᭙日㸦受㦂申請期間 10 月 1 日㹼10 日㸧

㸱㸬ཷ㦂ᅇᩘ

    受㦂ᅇ数はไ㝈しない。

Ⅱ ༤ኈ㸦Ꮫ⾡[⤒῭Ꮫ⣔]㸧のሙྜ

㸯㸬㈨᱁ヨ㦂のෆᐜࡣḟの࠾りࡍるࠋ

  㸯㸧科┠ヨ㦂

    ヨ㦂科┠は，「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学」，「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学」，「㛤Ⓨ経῭ㄽ」の 3 科┠とする。ヨ㦂

ၥ㢟は日本ㄒ及びⱥㄒの୧᪉，ཪは日本ㄒⱝしくはⱥㄒの୍᪉でฟ㢟する。ⱥㄒでゎ⟅することもできる。

  「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学」，「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学」，「㛤Ⓨ経῭ㄽ」のいずれか 2 科┠にྜ᱁すること。

ձ  前期ㄢ程ᅾ学中ཪは後期ㄢ程にධ学࣭㐍学後に「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ」ཪはⱥㄒࢫ࣮ࢥ㛤ㅮの

「Microeconomics」をᒚಟし「⚽(S)」ཪは「ඃ(A)」を取得した者は「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学」を，

「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ」ཪはⱥㄒࢫ࣮ࢥ㛤ㅮの「Macroeconomics」をᒚಟし「⚽(S)」ཪは「ඃ

(A)」を取得した者は「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学」を，「㛤Ⓨ経῭ㄽϨ」ཪはⱥㄒࢫ࣮ࢥ㛤ㅮの

「Economic development studies」をᒚಟし「⚽(S)」ཪは「ඃ(A)」を取得した者は「㛤Ⓨ経῭

ㄽ」を，それࡒれ「ྜ᱁」として読み替え，免除することができる。

なお，前期ㄢ程ᅾ学中にୖグ㛤ㅮ科┠をಟ得῭みで「Ⰻ(B )」ཪは「可(C )」を取得しているሙྜ

であࡗても，後期ㄢ程にධ学࣭㐍学後にྠ୍科┠をᗘᒚಟすることは可⬟とする。

ղ 2006 年ᗘ以前の前期ㄢ程ධ学者にࡘいては，前期ㄢ程ᅾ学中のಟ得῭み科┠による読替は行ࢃな

い。

ճ 他学㝔でձとྠ等の科┠をྠ等の成⦼で᪤に取得している者は，教授会の議を経て免除すること

ができる。

մ 前期ㄢ程に♫会ே≉別ධヨによりධ学した者が，経῭学◊✲科が㛤ㅮしている「基♏ࣟࢡ࣑経῭

学」，「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」を༢ಟ得しているሙྜ，それࡒれ，「基♏ࣟࢡ࣑経῭学」をᒚಟ

し「⚽」ཪは「ඃ」を取得した者は「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ」をᒚಟし「⚽」ཪは「ඃ」を取得し

た者として扱い，「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」をᒚಟし「⚽」ཪは「ඃ」を取得した者は「㛤Ⓨࣟࢡ࣐

経῭学Ϩ」をᒚಟし「⚽」ཪは「ඃ」を取得した者として扱う。

なお，前期ㄢ程ᅾ学中にୖグ㛤ㅮ科┠をᒚಟ῭みで「Ⰻ」ཪは「可」を取得しているሙྜであ

。ても，後期ㄢ程にධ学࣭㐍学後にྠ୍科┠をᒚಟすることは可⬟とするࡗ

㈨᱁ヨ㦂㸪㛤ㅮ⛉┠ᑐᛂ⾲

㈨᱁ヨ㦂 2007 年ᗘ以㝆

㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学 ྜ᱁ 㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ

ཪは

Microeconomics

⚽ཪはඃ

⚽(S)ཪはඃ(A)
㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学 ྜ᱁ 㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ

ཪは

Macroeconomics

⚽ཪはඃ

⚽(S)ཪはඃ(A)
㛤Ⓨ経῭ㄽ ྜ᱁ 㛤Ⓨ経῭ㄽϨ

ཪは

Economic development studies

⚽ཪはඃ

⚽(S)ཪはඃ(A)
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༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝࠖᐇ⣽則ࠕ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 29 条に規定する༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝにࡘいて，以下のとおり定め

る。

Ⅰ ༤ኈ㸦⤒῭Ꮫ㸧のሙྜ

㸯㸬㈨᱁ヨ㦂のෆᐜࡣḟの࠾りࡍるࠋ

  㸯㸧科┠ヨ㦂

      ヨ㦂科┠は，「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学」と「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学」の 2 科┠とする。ヨ㦂ၥ㢟は日本ㄒ及び

ⱥㄒの୧᪉，ཪは日本ㄒⱝしくはⱥㄒの୍᪉でฟ㢟する。ⱥㄒでゎ⟅することもできる。

      「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学」と「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学」の 2 科┠にྜ᱁すること。ただし，以下のとおり読替ᥐ

  ⨨を実施する。

ձ ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「本◊✲科」という。㸧༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸦以下「前期ㄢ程」という。㸧

ᅾ学中ཪは本◊✲科༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸦以下「後期ㄢ程」という。㸧にධ学࣭㐍学後に，「㛤Ⓨ࣑

㛤ㅮの「Microeconomics」をᒚಟし「⚽(S)」を取得した者は「㛤Ⓨࢫ࣮ࢥ経῭学Ϩ」ཪはⱥㄒࣟࢡ

㛤ㅮの「Macroeconomics」をᒚಟしࢫ࣮ࢥཪはⱥㄒ「経῭学Ϩࣟࢡ࣐㛤Ⓨ」，経῭学」をࣟࢡ࣑

「⚽(S)」を取得した者は「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学」を，それࡒれ「ྜ᱁」として読み替え，免除するこ

とができる。

なお，前期ㄢ程ᅾ学中にୖグ㛤ㅮ科┠をಟ得῭みで「ඃ(A )」，「Ⰻ(B )」ཪは「可(C )」を取得し

ているሙྜであࡗても，後期ㄢ程にධ学࣭㐍学後にྠ୍科┠をᗘᒚಟすることは可⬟とする。

ղ 2006 年ᗘ以前の前期ㄢ程ධ学者にࡘいては，前期ㄢ程ᅾ学中のಟ得῭み科┠による読替は行ࢃな

い。

ճ 他学㝔でձとྠ等の科┠をྠ等の成⦼で᪤に取得している者は，教授会の議を経て免除すること

ができる。

մ 前期ㄢ程に♫会ே≉別ධヨによりධ学した者が，経῭学◊✲科が㛤ㅮしている「基♏ࣟࢡ࣑経῭

学」，「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」を༢ಟ得しているሙྜ，「基♏ࣟࢡ࣑経῭学」で「⚽」を取得した

者は「㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ」で「⚽」を取得した者として扱い，「基♏ࣟࢡ࣐経῭学」で「⚽」を

取得した者は「㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ」で「⚽」を取得した者として扱う。

なお，前期ㄢ程ᅾ学中にୖグ㛤ㅮ科┠をಟ得῭みで「ඃ」，「Ⰻ」ཪは「可」を取得しているሙ

ྜであࡗても，後期ㄢ程にධ学࣭㐍学後にྠ୍科┠をᗘᒚಟすることは可⬟とする。

յ  ୖグձմにおいて，2007㹼2010 年ᗘの前期ㄢ程ධ学者にࡘいては，読替ᑐ㇟科┠をᒚಟし「ඃ

(A)」かࡘホ౯Ⅼ「⚽(S)」相当を取得した者は，それࡒれ「⚽(S)」を取得した者として扱う。ホ౯

Ⅼが「⚽(S)」相当であるかうかにࡘいては，ᡤ定ᵝᘧにより教ົಀ❆ཱྀで↷会すること。

㈨᱁ヨ㦂㸪㛤ㅮ⛉┠ᑐᛂ⾲

㈨᱁ヨ㦂 2011 年ᗘ以㝆 2007㹼2010 年ᗘ

㛤Ⓨࣟࢡ࣑

経῭学

ྜ᱁ 㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ

ཪは

Microeconomics

⚽

⚽(S)

㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学Ϩ

ཪは

Microeconomics

ඃかࡘ

「⚽」相当

ඃ(A) かࡘ

「⚽(S)」相当

㛤Ⓨࣟࢡ࣐

経῭学

ྜ᱁ 㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ

ཪは

Macroeconomics

⚽

⚽(S)

㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学Ϩ

ཪは

Macroeconomics

ඃかࡘ

「⚽」相当

ඃ(A) かࡘ

「⚽(S)」相当

㸰㸬ヨ㦂ᮇ

    年 2 ᅇ。ᅾ学中であれば，のⅬでも受㦂可⬟である。申請期㝈がఇ日のሙྜは，その次の業ົ日と

する。

5 月第 3 Ỉ᭙日㸦受㦂申請期間 4 月 1 日㹼10 日㸧

11 月第 3 Ỉ᭙日㸦受㦂申請期間 10 月 1 日㹼10 日㸧
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㸰㸬ヨ㦂ᐇ日

    年 2 ᅇ。ᅾ学中であれば，のⅬでも受㦂可⬟である。申請期㝈がఇ日のሙྜは，その次の業ົ日と

する。

5 月第 3 Ỉ᭙日㸦受㦂申請期間 4 月 1 日㹼10 日㸧

11 月第 3 Ỉ᭙日㸦受㦂申請期間 10 月 1 日㹼10 日㸧

㸱㸬ཷ㦂ᅇᩘ

    受㦂ᅇ数はไ㝈しない。

䊢 ༤ኈ㸦ἲᏛ㸪ᨻᏛ㸪ཪࡣᏛ⾡[㠀⤒῭Ꮫ⣔]㸧のሙྜ

㸯㸬㈨᱁ᑂᰝの┠ⓗ᪉ἲ

  㸯㸧㈨᱁ᑂᰝは，ཎ則として，㸰㸬のᡭ続きにᚑࡗて行ࢃれる。これによࡗて，࣐࣮ࢸの関㐃分㔝に関する

理ゎ，ㄽᩥのᵓの実ᗘ，及びㄽᩥస成の‽ഛ程ᗘを判定する。

  㸰㸧㈨᱁ᑂᰝは，㸱㸬の要㡿でస成されたㄽᩥ㸦以下，「㈨᱁ᑂᰝㄽᩥ」という。㸧及びཱྀ㏙ヨ㦂によࡗて

行う。ただし，㸰㸬の㸰㸧によりタ⨨されるᑂᰝ委員会が必要と認めるሙྜには，➹グヨ㦂をㄢすことが

できる。このሙྜ，ᑂᰝ委員会は，➹グヨ㦂のためのㄢ㢟ᩥ⊩ࣜࢺࢫを学生に㏻▱する。

㸰㸬㈨᱁ᑂᰝᡭ⥆ࡁ

㸯㸧㈨᱁ᑂᰝㄽᩥのㄢ㢟㸦以下，「ㄽᩥㄢ㢟」という。㸧は，学生がこれをỴ定し，ᣦᑟ教員のᢎ認を得な

ければならない。このᢎ認を受けた学生は，ཎ則として後期ㄢ程ධ学࣭㐍学後，༙年から 1 年༙のうࡕ

に，㈨᱁ᑂᰝㄽᩥ，ㄽᩥᴫ要㸦それࡒれ 3 部㸧とともに༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝ受㦂申請書㸦以下，「受

㦂申請書」という。㸧を教ົಀにᥦฟする。

㸰㸧受㦂申請書のᥦฟを受けて，教授会においてすみࡸかにᑂᰝ委員会をタ⨨する。ᑂᰝ委員会はᰝとな

るᣦᑟ教員をྵࡴ 3 ேでᵓ成され，㈨᱁ᑂᰝㄽᩥのᑂᰝとཱྀ㏙ヨ㦂を行う。ᑂᰝ委員会には，ᑡなくと

も 2 ே以ୖの本◊✲科に㓄⨨された教員がཧຍする。

㸱㸧ཱྀ㏙ヨ㦂は，受㦂申請書がᥦฟされた後，2 か月以ෆに行ࢃれるものとする。ཱྀ㏙ヨ㦂の日程は，ᑂᰝ

委員会がỴ定する。

㸲㸧㈨᱁ᑂᰝのྜྰは，ᑂᰝ委員会のពぢを受けて，教授会の議を経てỴ定する。

㸳㸧㈨᱁ᑂᰝのྜ᱁者は，ᣦᑟ教員のᣦᑟのもとに，㈨᱁ᑂᰝㄽᩥをᥦฟすることができる。ㄽᩥㄢ㢟

をኚ᭦するሙྜは，受㦂申請書をᥦฟしなければならない。

㸱㸬㈨᱁ᑂᰝㄽᩥཬࡧㄽᩥᴫせ

  㸯㸧ᣦᑟ教員は，㈨᱁ᑂᰝㄽᩥが༤ኈㄽᩥのయᵓ㐀を♧すものとなるか，ཪは༤ኈㄽᩥのᵓ成部分となる

ことを⪃៖しࡘࡘ，ㄽᩥㄢ㢟をỴ定する。

㸰㸧㈨᱁ᑂᰝㄽᩥの分㔞は，日本ㄒでは，本ᩥ 25,000㹼30,000 Ꮠ程ᗘ，ⱥㄒでは，本ᩥ 7,000㹼10,000
ㄒ程ᗘとする。また，ㄽᩥᴫ要の分㔞は，ᣦᑟ教員のᣦᑟのもとにỴ定する。これらのᵝᘧは，日本ㄒで

は A4 ⏝⣬ 40 Ꮠ�30 行，ⱥㄒでは A4 ⏝⣬ 12 27，ࢺ࣏ࣥ 行とする。

附 則

㸯 この実施⣽則は，2009 年㸲月 1 日から施行する。

㸰 この実施⣽則施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則

この実施⣽則は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この実施⣽則は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この実施⣽則は，2018 年 4 月 1 日から施行し，2018 年ᗘ以㝆に本◊✲科後期ㄢ程にධ学࣭㐍学する学生に㐺⏝する。前期ㄢ程の

ධ学年ᗘはၥࢃない。

附 則

㸯 この実施⣽則は，2018 年 10 月 1 日から施行し，改正後のϨ，ϩにࡘいては，2018 年ᗘ以㝆に本◊✲科後期ㄢ程にධ学࣭㐍学す

る学生に㐺⏝する。前期ㄢ程のධ学年ᗘはၥࢃない。改正後のϪにࡘいては，この実施⣽則施行Ⅼでᅾ⡠しているての本◊✲

科後期ㄢ程学生㸦㛤Ⓨ政策≉別ࢫ࣮ࢥ学生をྵࡴ㸧に㐺⏝する。

㸰 「⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科༤ኈㄢ程後期ㄢ程㛤Ⓨ政策≉別ࠗࢫ࣮ࢥ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝ࠘実施⣽則」は，2018 年 9 月 3 0
日をもࡗてᗫṆする。

るෆつࡍ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝࠖᐇ⣽則に㛵ࠕ

㸦1997 年 11 月 5 日 ◊✲科委員会㸧

「学に付グするᑓᨷの分㔝のྡ⛠」をኚ᭦しようとするሙྜは，必要なヨ㦂科┠を᪂たに受㦂し┤さなけ

ればならない。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝࠖᐇせ㡯ࠕ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 29 条に規定する༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝの受㦂申請ᡭ続き及び受㦂免除申請ᡭ続き

にࡘいて，以下のとおり定める。

Ⅰ ༤ኈ㸦⤒῭Ꮫ㸧ཪࡣ༤ኈ㸦Ꮫ⾡[⤒῭Ꮫ⣔]㸧のሙྜ

㸯㸬受㦂申請

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂を受けようとする者は，前もࡗてヨ㦂科┠の受㦂申請をしなければならない。

㸯㸧申 請 期 間㸸5 月ヨ㦂受㦂者は 4 月 1 日㹼10 日，11 月ヨ㦂受㦂者は 10 月 1 日㹼10 日の間にᡤ定の⏝⣬にグධの

うえ教ົಀにᥦฟすること。申請期㝈がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

㸰㸧申 請 ⏝ ⣬㸸別⣬ᵝᘧ 1 を⏝する。

㸰㸬ヨ㦂の実施

    㸯㸧ヨ㦂実施日㸸5 月第 3 Ỉ᭙日，11 月第 3 Ỉ᭙日とする。

㸰㸧ヨ 㦂  間㸸1 科┠にࡘき 2 間㸦120 分㸧とする。

㸱㸧ヨ 㦂 ⠊ ᅖ㸸ཎ則としてฟ㢟⠊ᅖ࣭ཧ⪃ᅗ書等はᣦ定しない。

㸱㸬ヨ㦂科┠

㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学，㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学，㛤Ⓨ経῭ㄽ

㸲㸬受㦂免除申請

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂の受㦂免除ᑂᰝを受けようとする者は，受㦂免除申請をしなければならない。

㸯㸧申 請 期 間㸸5 月ヨ㦂の受㦂免除申請は 4 月 1 日㹼10 日，11 月ヨ㦂の受㦂免除申請は 10 月 1 日㹼10 日の間にᡤ

定の⏝⣬にグධのうえ教ົಀにᥦฟすること。申請期㝈がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

㸰㸧申 請 ⏝ ⣬㸸別⣬ᵝᘧ 2 を⏝する。

㸱㸧申 請 ᪉ ἲ㸸申請にあたࡗては，ୖグ別⣬ᵝᘧ 2 とともに，受㦂免除申請にಀるಟ得῭み科┠の成⦼がグ㍕さ

れた成⦼ド明書をᥦฟすること。なお，他学㝔ಟ得科┠による免除申請を行うにあたࡗては，当

該科┠のࢫࣂࣛࢩをేࡏてᥦฟすること。

㸲㸧そ の 他㸸受㦂免除ᑂᰝ⤖ᯝが可であࡗたሙྜにഛえ，受㦂免除申請とྠに受㦂申請をすることはጉࡆ

ない。また，受㦂免除申請のᅇ数にไ㝈はない。

Ⅱ ༤ኈ㸦ἲᏛ㸪ᨻᏛཪࡣᏛ⾡㹙㠀⤒῭Ꮫ⣔㹛㸧のሙྜ

㸯㸬申請期

    申請期は，ཎ則として༤ኈㄢ程後期ㄢ程ධ学࣭㐍学後，༙年から 1 年༙の間とする。期は，申請

Ⅼ及びཱྀ㏙ヨ㦂の୧Ⅼにおいてᅾ学中であれば㝶とするが，༑分ᣦᑟ教員のᣦᑟを受けてỴ定すること。

㸰㸬申請⏝⣬

    申請は，別⣬ᵝᘧ 3 を⏝すること。

㸱㸬㈨᱁ᑂᰝㄽᩥ

受㦂申請書とྠに，㈨᱁ᑂᰝㄽᩥ，ㄽᩥᴫ要それࡒれ 3 部を教ົಀにᥦฟする。

㸲㸬申請にあたࡗては，ᣦᑟ教員のᣦᑟをうけ，ᢎ認を得ること。なお，申請をした後，ᑂᰝの中Ṇをồめる

ሙྜは，ᣦᑟ教員のᢎ認を得て，申請取り下ࡆ㢪㸦別⣬ᵝᘧ㸴㸧をᥦฟすること。

附 則

㸯 この要項は，2009 年㸲月 1 日から施行する。

㸰 この要項施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則

この要項は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2018 年 10 月 1 日から施行し，改正後のϨにࡘいては，2018 年ᗘ以㝆に本◊✲科後期ㄢ程にධ学࣭㐍

学する学生に㐺⏝する。前期ㄢ程のධ学年ᗘはၥࢃない。改正後のϩにࡘいては，この要項施行Ⅼでᅾ⡠している

ての本◊✲科後期ㄢ程学生㸦㛤Ⓨ政策≉別ࢫ࣮ࢥ学生をྵࡴ㸧に㐺⏝する。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂࣭ᑂᰝࠖᐇせ㡯ࠕ

⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 29 条に規定する༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝの受㦂申請ᡭ続き及び受㦂免除申請ᡭ続き

にࡘいて，以下のとおり定める。

Ⅰ ༤ኈ㸦⤒῭Ꮫ㸧ཪࡣ༤ኈ㸦Ꮫ⾡[⤒῭Ꮫ⣔]㸧のሙྜ

㸯㸬受㦂申請

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂を受けようとする者は，前もࡗてヨ㦂科┠の受㦂申請をしなければならない。

㸯㸧申 請 期 間㸸5 月ヨ㦂受㦂者は 4 月 1 日㹼10 日，11 月ヨ㦂受㦂者は 10 月 1 日㹼10 日の間にᡤ定の⏝⣬にグධの

うえ教ົಀにᥦฟすること。申請期㝈がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

㸰㸧申 請 ⏝ ⣬㸸別⣬ᵝᘧ 1 を⏝する。

㸰㸬ヨ㦂の実施

    㸯㸧ヨ㦂実施日㸸5 月第 3 Ỉ᭙日，11 月第 3 Ỉ᭙日とする。

㸰㸧ヨ 㦂  間㸸1 科┠にࡘき 2 間㸦120 分㸧とする。

㸱㸧ヨ 㦂 ⠊ ᅖ㸸ཎ則としてฟ㢟⠊ᅖ࣭ཧ⪃ᅗ書等はᣦ定しない。

㸱㸬ヨ㦂科┠

㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学，㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学，㛤Ⓨ経῭ㄽ

㸲㸬受㦂免除申請

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂の受㦂免除ᑂᰝを受けようとする者は，受㦂免除申請をしなければならない。

㸯㸧申 請 期 間㸸5 月ヨ㦂の受㦂免除申請は 4 月 1 日㹼10 日，11 月ヨ㦂の受㦂免除申請は 10 月 1 日㹼10 日の間にᡤ

定の⏝⣬にグධのうえ教ົಀにᥦฟすること。申請期㝈がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

㸰㸧申 請 ⏝ ⣬㸸別⣬ᵝᘧ 2 を⏝する。

㸱㸧申 請 ᪉ ἲ㸸申請にあたࡗては，ୖグ別⣬ᵝᘧ 2 とともに，受㦂免除申請にಀるಟ得῭み科┠の成⦼がグ㍕さ

れた成⦼ド明書をᥦฟすること。なお，他学㝔ಟ得科┠による免除申請を行うにあたࡗては，当

該科┠のࢫࣂࣛࢩをేࡏてᥦฟすること。

㸲㸧そ の 他㸸受㦂免除ᑂᰝ⤖ᯝが可であࡗたሙྜにഛえ，受㦂免除申請とྠに受㦂申請をすることはጉࡆ

ない。また，受㦂免除申請のᅇ数にไ㝈はない。

Ⅱ ༤ኈ㸦ἲᏛ㸪ᨻᏛཪࡣᏛ⾡㹙㠀⤒῭Ꮫ⣔㹛㸧のሙྜ

㸯㸬申請期

    申請期は，ཎ則として༤ኈㄢ程後期ㄢ程ධ学࣭㐍学後，༙年から 1 年༙の間とする。期は，申請

Ⅼ及びཱྀ㏙ヨ㦂の୧Ⅼにおいてᅾ学中であれば㝶とするが，༑分ᣦᑟ教員のᣦᑟを受けてỴ定すること。

㸰㸬申請⏝⣬

    申請は，別⣬ᵝᘧ 3 を⏝すること。

㸱㸬㈨᱁ᑂᰝㄽᩥ

受㦂申請書とྠに，㈨᱁ᑂᰝㄽᩥ，ㄽᩥᴫ要それࡒれ 3 部を教ົಀにᥦฟする。

㸲㸬申請にあたࡗては，ᣦᑟ教員のᣦᑟをうけ，ᢎ認を得ること。なお，申請をした後，ᑂᰝの中Ṇをồめる

ሙྜは，ᣦᑟ教員のᢎ認を得て，申請取り下ࡆ㢪㸦別⣬ᵝᘧ㸴㸧をᥦฟすること。

附 則

㸯 この要項は，2009 年㸲月 1 日から施行する。

㸰 この要項施行の㝿⌧にᅾ学する者にࡘいては，なおᚑ前のによる。

附 則

この要項は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2018 年 10 月 1 日から施行し，改正後のϨにࡘいては，2018 年ᗘ以㝆に本◊✲科後期ㄢ程にධ学࣭㐍

学する学生に㐺⏝する。前期ㄢ程のධ学年ᗘはၥࢃない。改正後のϩにࡘいては，この要項施行Ⅼでᅾ⡠している

ての本◊✲科後期ㄢ程学生㸦㛤Ⓨ政策≉別ࢫ࣮ࢥ学生をྵࡴ㸧に㐺⏝する。
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別⣬ᵝᘧ㸯 F o r m  1
年  月  日

D a t e :                      

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂受㦂申請書
A pp l i c a t i o n f or m  f o r t he D oc t or a l  Q ua l i f yi ng  E xa m i na t i on

⚄ᡞ学学㝔
ᅜ㝿協ຊ◊✲科長 Ẋ
T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S ,

          K o b e  U n i v e r s i t y

学⡠␒号/ S t u d e n t I D N u m b e r                     

Ặ  /ྡ N a m e                                   

下グのとおり༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂受㦂を申請します。
I  h e r e b y  a p p l y  f o r  t h e  d o c t o r a l  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n .

࠙受㦂科┠ E x a m i n a t i o n s u b j e c t s t o  b e  t a k e n ࠚ
受㦂科┠に✓をࡘけること

T i c k t h e  e x a m i n a t i o n s u b j e c t s
受 㦂 科 ┠

E x a m i n a t i o n  S u b j e c t s

㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学 㸭 M i c r o e c o n o m i c s

㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学 㸭 M a c r o e c o n o m i c s

㛤Ⓨ経῭ㄽ 㸭 E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s

࠙ᕼᮃ学ྡ D e g r e e t o  b e  o b t a i n e d ࠚ
ᕼᮃ学に✓をࡘけること

T i c k t h e d e g r e e
ᕼᮃする学ྡ⛠

D o c t o r a l  d e g r e e

༤ኈ㸦経῭学㸧 㸭 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  E c o n o m i c s

༤ኈ㸦学⾡㸧 㸭 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y

          ᣦᑟ教員⨫ /ྡ S i g n a t u r e  o f A p p l i c a n t ’ s  A c a d e m i c  A d v i s e r

                                                                                              
         

㸦2018㹼㸧

別⣬ᵝᘧ㸰 F o r m  2
年  月  日

D a t e :

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂受㦂免除申請書
A pp l i c a t i o n f or m  f or  t he  e xe m pt i o n of  D oc t or a l  Q ua l i f y i ng E x a m i na t i on

⚄ᡞ学学㝔
ᅜ㝿協ຊ◊✲科長 Ẋ
T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S , 

K o b e  U n i v e r s i t y

学⡠␒号/ S t u d e n t  I D  N u m b e r                         

Ặ  /ྡ N a m e                                      

下グのとおり༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂の免除を申請します。
   I  h e r e b y  a p p l y  f o r  t h e  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  d o c t o r a l  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n .

࠙免除申請科┠ E x a m i n a t i o n  s u b j e c t s  f o r  t h e  e x e m p t i o n ࠚ
受 㦂 科 ┠

E x a m i n a t i o n  S u b j e c t s
認定するヨ㦂࣭授業科┠等

S u b j e c t s  t o  b e  a p p r o v e d
その成⦼(別⣬ド明書のとおり) 

G r a d e  (a s  i n  t h e  t r a n s c r i p t )
㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学

M i c r o e c o n o m i c s
㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学

M a c r o e c o n o m i c s  
㛤Ⓨ経῭ㄽ

E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s

࠙ᕼᮃ学ྡ D e g r e e  t o  b e  o b t a i n e d ࠚ
ᕼᮃ学に✓をࡘけること

T i c k  t h e  d e g r e e
ᕼᮃする学ྡ⛠

D o c t o r a l  d e g r e e

༤ኈ㸦経῭学㸧 㸭 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  E c o n o m i c s

༤ኈ㸦学⾡㸧 㸭 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y

ᣦᑟ教員⨫ /ྡ S i g n a t u r e  o f  A p p l i c a n t ’ s  A c a d e m i c  A d v i s e r

                                               

㸦2018㹼㸧
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別⣬ᵝᘧ㸯 F o r m  1
年  月  日

D a t e :                      

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂受㦂申請書
A pp l i c a t i o n f or m  f or t he D oc t or a l  Q ua l i f yi ng  E xa m i na t i on

⚄ᡞ学学㝔
ᅜ㝿協ຊ◊✲科長 Ẋ
T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S ,

          K o b e  U n i v e r s i t y

学⡠␒号/ S t u d e n t I D N u m b e r                     

Ặ  /ྡ N a m e                                   

下グのとおり༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂受㦂を申請します。
I  h e r e b y  a p p l y  f o r  t h e  d o c t o r a l  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n .

࠙受㦂科┠ E x a m i n a t i o n s u b j e c t s t o  b e  t a k e n ࠚ
受㦂科┠に✓をࡘけること

T i c k t h e  e x a m i n a t i o n s u b j e c t s
受 㦂 科 ┠

E x a m i n a t i o n  S u b j e c t s

㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学 㸭 M i c r o e c o n o m i c s

㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学 㸭 M a c r o e c o n o m i c s

㛤Ⓨ経῭ㄽ 㸭 E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s

࠙ᕼᮃ学ྡ D e g r e e t o  b e  o b t a i n e d ࠚ
ᕼᮃ学に✓をࡘけること

T i c k t h e d e g r e e
ᕼᮃする学ྡ⛠

D o c t o r a l  d e g r e e

༤ኈ㸦経῭学㸧 㸭 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  E c o n o m i c s

༤ኈ㸦学⾡㸧 㸭 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y

          ᣦᑟ教員⨫ /ྡ S i g n a t u r e  o f A p p l i c a n t ’ s  A c a d e m i c  A d v i s e r

                                                                                              
         

㸦2018㹼㸧

別⣬ᵝᘧ㸰 F o r m  2
年  月  日

D a t e :

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂受㦂免除申請書
A pp l i c a t i o n f or m  f or  t he  e xe m pt i o n of  D oc t or a l  Q ua l i f y i ng E xa m i na t i on

⚄ᡞ学学㝔
ᅜ㝿協ຊ◊✲科長 Ẋ
T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S , 

K o b e  U n i v e r s i t y

学⡠␒号/ S t u d e n t  I D  N u m b e r                         

Ặ  /ྡ N a m e                                      

下グのとおり༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂の免除を申請します。
   I  h e r e b y  a p p l y  f o r  t h e  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  d o c t o r a l  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n .

࠙免除申請科┠ E x a m i n a t i o n  s u b j e c t s  f o r  t h e  e x e m p t i o n ࠚ
受 㦂 科 ┠

E x a m i n a t i o n  S u b j e c t s
認定するヨ㦂࣭授業科┠等

S u b j e c t s  t o  b e  a p p r o v e d
その成⦼(別⣬ド明書のとおり) 

G r a d e  (a s  i n  t h e  t r a n s c r i p t )
㛤Ⓨࣟࢡ࣑経῭学

M i c r o e c o n o m i c s
㛤Ⓨࣟࢡ࣐経῭学

M a c r o e c o n o m i c s  
㛤Ⓨ経῭ㄽ

E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s

࠙ᕼᮃ学ྡ D e g r e e  t o  b e  o b t a i n e d ࠚ
ᕼᮃ学に✓をࡘけること

T i c k  t h e  d e g r e e
ᕼᮃする学ྡ⛠

D o c t o r a l  d e g r e e

༤ኈ㸦経῭学㸧 㸭 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  E c o n o m i c s

༤ኈ㸦学⾡㸧 㸭 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y

ᣦᑟ教員⨫ /ྡ S i g n a t u r e  o f  A p p l i c a n t ’ s  A c a d e m i c  A d v i s e r

                                               

㸦2018㹼㸧

－ 104 － － 105 －



別⣬ᵝᘧ㸱 F o r m  3
年  月  日

D a t e :

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝ受㦂申請書

A p p l i c a t i o n  F o r m  f o r  D o c t o r a l  Q u a l i f y i n g  E x a m i n a t i o n  

⚄ᡞ学学㝔

ᅜ㝿協ຊ◊✲科長 Ẋ

T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S ,
K o b e  U n i v e r s i t y

学⡠␒号/ S t u d e n t  I D  N u m b e r
Ặ  /ྡ N a m e

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝ受㦂を申請します。

I  h e r e b y  s u b m i t  m y  p a p e r  f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  t o  b e c o m e  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e .

ㄽᩥ㢟┠㸦௬㢟㸧 T i t l e  o f  p a p e r :

                                                  

ᕼᮃする分㔝ྡ⛠  㸦ᕼᮃする分㔝に○をࡘけること㸧

C i r c l e  t h e  d e g r e e  t o  b e  o b t a i n e d

    ἲ学 D o c t o r  o f  L a w s
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別⣬ᵝᘧ㸱 F o r m  3
年  月  日

D a t e :

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝ受㦂申請書

A p p l i c a t i o n  F o r m  f o r  D o c t o r a l  Q u a l i f y i n g  E x a m i n a t i o n  

⚄ᡞ学学㝔

ᅜ㝿協ຊ◊✲科長 Ẋ

T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S ,
K o b e  U n i v e r s i t y

学⡠␒号/ S t u d e n t  I D  N u m b e r
Ặ  /ྡ N a m e

༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ᑂᰝ受㦂を申請します。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༤ ኈ ㄽ ᩥ ᣦ ᑟ せ 㡿

1995 年 12 月 6 日 ◊✲科委員会Ỵ定�

2007 年 4 月 1 日� 改正

2015 年 3 月 4 日� 改正�

2016 年 9 月 7 日� 改正�

㸯㸧ᣦᑟ教員は，༤ኈㄽᩥస成のᣦᑟ及びຓゝを行う。

㸰㸧ᣦᑟ教員の申しฟにより◊✲ᣦᑟ委員を 2 ேまで，教授会の議を経て㑅ฟすることができる。ᣦᑟ教

員及び◊✲ᣦᑟ委員によࡗて，◊✲ᣦᑟ委員会を⤖成する。

㸱㸧◊✲ᣦᑟ委員は，ᣦᑟ教員を⿵బする。

㸲㸧◊✲ᣦᑟ委員は，ᅜ㝿協ຊ◊✲科に㓄⨨された教授ཪは教授とする。なお，必要があるときは，本

学の他の教⫱◊✲⤌⧊に㓄⨨された教員ཪは，他学の学㝔ཪは◊✲ᡤ等の教員等に委კすることが

できる。

㸳㸧◊✲ᣦᑟ委員会は，༤ኈㄽᩥస成のᣦᑟにࡘいて協議する。

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༤ ኈ ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ せ 㡿

1995 年 12 月 6 日 ◊✲科委員会Ỵ定�

2007 年 9 月 5 日� 改正

2015 年 3 月 4 日� 改正�

2016 年 9 月 7 日� 改正

2023 年 3 月 1 日� 改正

⚄ᡞ学学規程㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科⣽則第 7 条第 2 項の㐠⏝にࡘいて，以下のとおり定める。

㸯㸧ᣦᑟ教員が教授会において༤ኈㄽᩥのᑂᰝをồめたሙྜ，ᑂᰝ委員 3 ே以ୖ(ᰝ 1 ே，ᰝ 2 ே以

ୖ)を㑅ฟする。ᑂᰝ委員はᑂᰝ委員会を⤖成する。

㸰㸧ᑂᰝ委員のうࡕ，ᑡなくとも 2 ேは，ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教

授とする。

� なお，必要のあるときは，次の者にᑂᰝ委員を委კすることができる。

� 㸯㸬本◊✲科に㓄⨨された教授

� 㸰㸬本学の他の教⫱◊✲⤌⧊に㓄⨨された教授ཪは教授

� 㸱㸬他学の学㝔ཪは◊✲ᡤ等の教員等

㸱㸧前項の規定のうࡕ，本◊✲科以እにᡤᒓするᑂᰝ委員の委კにࡘいては，教授会の議を経ることと

する。

㸲㸧ᑂᰝ委員会は༤ኈㄽᩥの᭱⤊ヨ㦂(ㄽᩥᑂᰝ，ཱྀ㢌ヨ㦂)を行い，ヨ㦂⤖ᯝを教授会においてሗ࿌する。

ሗ࿌を受けた教授会は，༤ኈ号授の可ྰにࡘき，ᢞ⚊で議Ỵする。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༤ ኈ ㄽ ᩥ ᣦ ᑟ せ 㡿

1995 年 12 月 6 日 ◊✲科委員会Ỵ定�

2007 年 4 月 1 日� 改正

2015 年 3 月 4 日� 改正�

2016 年 9 月 7 日� 改正�

㸯㸧ᣦᑟ教員は，༤ኈㄽᩥస成のᣦᑟ及びຓゝを行う。

㸰㸧ᣦᑟ教員の申しฟにより◊✲ᣦᑟ委員を 2 ேまで，教授会の議を経て㑅ฟすることができる。ᣦᑟ教

員及び◊✲ᣦᑟ委員によࡗて，◊✲ᣦᑟ委員会を⤖成する。

㸱㸧◊✲ᣦᑟ委員は，ᣦᑟ教員を⿵బする。

㸲㸧◊✲ᣦᑟ委員は，ᅜ㝿協ຊ◊✲科に㓄⨨された教授ཪは教授とする。なお，必要があるときは，本

学の他の教⫱◊✲⤌⧊に㓄⨨された教員ཪは，他学の学㝔ཪは◊✲ᡤ等の教員等に委კすることが

できる。

㸳㸧◊✲ᣦᑟ委員会は，༤ኈㄽᩥస成のᣦᑟにࡘいて協議する。

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༤ ኈ ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ せ 㡿

1995 年 12 月 6 日 ◊✲科委員会Ỵ定�

2007 年 9 月 5 日� 改正

2015 年 3 月 4 日� 改正�

2016 年 9 月 7 日� 改正

2023 年 3 月 1 日� 改正

⚄ᡞ学学規程㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科⣽則第 7 条第 2 項の㐠⏝にࡘいて，以下のとおり定める。

㸯㸧ᣦᑟ教員が教授会において༤ኈㄽᩥのᑂᰝをồめたሙྜ，ᑂᰝ委員 3 ே以ୖ(ᰝ 1 ே，ᰝ 2 ே以

ୖ)を㑅ฟする。ᑂᰝ委員はᑂᰝ委員会を⤖成する。

㸰㸧ᑂᰝ委員のうࡕ，ᑡなくとも 2 ேは，ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦以下「本◊✲科」という。㸧に㓄⨨された教

授とする。

� なお，必要のあるときは，次の者にᑂᰝ委員を委კすることができる。

� 㸯㸬本◊✲科に㓄⨨された教授

� 㸰㸬本学の他の教⫱◊✲⤌⧊に㓄⨨された教授ཪは教授

� 㸱㸬他学の学㝔ཪは◊✲ᡤ等の教員等

㸱㸧前項の規定のうࡕ，本◊✲科以እにᡤᒓするᑂᰝ委員の委კにࡘいては，教授会の議を経ることと

する。

㸲㸧ᑂᰝ委員会は༤ኈㄽᩥの᭱⤊ヨ㦂(ㄽᩥᑂᰝ，ཱྀ㢌ヨ㦂)を行い，ヨ㦂⤖ᯝを教授会においてሗ࿌する。

ሗ࿌を受けた教授会は，༤ኈ号授の可ྰにࡘき，ᢞ⚊で議Ỵする。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༤ ኈ ㄽ ᩥ ᥦ ฟ せ 㡿

ᅜ㝿協ຊ◊✲科ᅾ学中に学ㄽᩥのᑂᰝを㢪いฟる者は，このస成要㡿にᚑࡗて書類をస成し，書類ᥦฟに当

たࡗては，あらかじめᣦᑟ教員にᥦฟ書類のⅬ᳨を受け，ᢎ認を得ること。

Ϩ㸬ㄽᩥᥦฟᮇ㛫

ㄽᩥᥦฟ期間にࡘいて，3 月ಟのሙྜは10 月1 日から12 月20 日までとし，9 月ಟのሙྜは4 月1 日から

6 月20 日までとする。

なお，ᥦฟ期㝈日がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

また，ᥦฟ期㝈日以㝆は受け付けないのでཝᏲすること。

ϩ㸬ᥦฟ᭩㢮

1㸬学ㄽᩥᑂᰝ㢪

2㸬ㄽᩥ┠㘓

3 㸬ᒚṔ書

4㸬学ㄽᩥ

5㸬ㄽᩥෆᐜの要᪨

6 㸬බ㛤ᘏ期申請書㸦බ㛤ᘏ期ᕼᮃ者のみ㸧

Ϫ㸬స成せ㡿

1㸬学ㄽᩥᑂᰝ㢪

1 ㏻స成すること。㸦ᡤ定の⏝⣬を付する。㸧

2㸬ㄽᩥ┠㘓

1 ㏻స成すること。㸦ᡤ定の⏝⣬を付する。ཧ⪃ㄽᩥがあればῧ付してもよい。㸧

3 㸬ㄽᩥෆᐜの要᪨

1㸧 1 ㏻స成すること。㸦ᡤ定の⏝⣬を付する。㸧

2㸧 グ㍕は，⦪⨨，ᶓ書きとする。

3 㸧 日本ㄒཪはⱥㄒでグ㏙し，࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ等を⏝すること。

4㸧 日本ㄒのሙྜ 3 ,000㹼6 ,000Ꮠ，ⱥㄒのሙྜは12ࢺ࣏ࣥで⣙1,000㹼2,000ㄒでまとめること。

4㸬学ㄽᩥ

1㸧 ඹⴭでないこと。ただし，学ㄽᩥの୍部にඹⴭのෆᐜがྵまれるሙྜには，学ㄽᩥがඹⴭである

かྰかにࡘいて，ᣦᑟ教員が判᩿する。

2㸧 日本ㄒཪはⱥㄒでグ㏙すること。ただし，≉に教授会の議を経て認めたሙྜは，この㝈りではない。

3 㸧 ㄽᩥのయ等㸸

A 4⏝⣬を⏝い，࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ等でࣉࢱᡴࡕし，それをฟຊしたものをᥦฟすること。

日本ㄒ㸸明ᮅయ࣭10. を基‽とする，⦪⨨，ᶓ書き，1行ࢺ࣏ࣥ5 3 5ᩥᏐ以ୖ，1 ࢪ࣮࣌ 3 5 行以ୖ

ⱥ ㄒ㸸T i m e s  N e w  R o m a n ࣭12 を基‽とする，⦪⨨，ᶓ書き，1ࢺ࣏ࣥ 27ࢪ࣮࣌ 行以ୖ

ᅗ⾲，ὀにࡘいては，ୖグのయにとらࢃれる必要はない。

4㸧 ㄽᩥの分㔞は┠次࣭本ᩥ࣭ὀ࣭ᅗ⾲をྜࡏࢃて以下のとおりとする。

⾲⣬，要᪨及びཧ⪃ᩥ⊩はྵまない。

༤ኈ㸦経῭学㸧のㄽᩥ

日本ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃80 以ୖ  ⱥࢪ࣮࣌ ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃100ࢪ࣮࣌以ୖ

༤ኈ㸦ἲ学࣭政学࣭学⾡㸧のㄽᩥ

日本ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃13 0 以ୖ  ⱥࢪ࣮࣌ ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃200ࢪ࣮࣌以ୖ

5㸧 ㄽᩥのᥦฟにࡘいて

ㄽ ᩥ ᥦ ฟ 㸸ㄽᩥは，ᥦฟ年月日，ㄽᩥ㢟┠，◊✲科ྡ，ᑓᨷྡ，ᣦᑟ教員ྡ，学⡠␒号及び

Ặྡを明グしたࢫࣟࢡ⾲⣬を付し，௬⥛にしたものを4 ᥦฟすること。

᭱⤊ヨ㦂⤊後㸸ㄽᩥは，ྠにより㏣ຍで1ཪは2 ᥦฟすること。ᥦฟ部数は別㏵ᣦ♧する。

学授Ỵ定後㸸ㄽᩥは，㟁Ꮚ፹యにより1部ᥦฟすること。

5㸬ᒚṔ書

1 ㏻స成すること。㸦ᡤ定の⏝⣬を付する。㸧

6 㸬බ㛤ᘏ期申請書㸦බ㛤ᘏ期ᕼᮃ者のみ㸧

1 ㏻స成すること。㸦ᡤ定の⏝⣬を付する。㸧

ϫ㸬༳ๅබ⾲の᪉ἲཬࡧᮇ

1㸬බ⾲は༢行の書⡠ཪは学⾡㞧ㄅ等のබห≀㸦以下「බห≀」という。㸧にᥖ㍕して行うこと。

2㸬බ⾲はཎ則として学ㄽᩥそのものをᩥබ⾲すること。

3 㸬⮬㈝ฟ∧等によるもので，㉎読できるものが㝈定されているฟ∧≀であࡗても，学，その他の学⾡ᶵ関

等に㓄ᕸされたものにࡘいては，බห≀として扱うことができる。

なお，学ㄽᩥのබ⾲にࡘいては，⚄ᡞ学学規程第19 条のとおり規定されている。

附 則

この要㡿は，2004年4月㸯日から施行する。

附 則

この要㡿は，2007年10月㸯日から施行する。

附 則

この要㡿は，2008年4月1日から施行する。

附 則

この要㡿は，2010年4月1日から施行する。

附 則

この要㡿は，2016年10月1日から施行する。

附 則

この要㡿は，2017年 4月 5日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科༤ኈㄽᩥᥦฟ要㡿は，2017年 4月 1日か

ら㐺⏝する。

⚄ᡞᏛᏛつ⛬ᢤ⢋

(Ꮫㄽᩥのබ⾲)

第 19条 ༤ኈの学を授された者は，当該༤ኈの学を授された日から1年以ෆに，当該༤ኈの学の授

にಀるㄽᩥのᩥをබ⾲しなければならない。ただし，当該༤ኈの学を授される前に᪤にබ⾲したときは，

この㝈りではない。

2 前項の規定にかかࢃらず，༤ኈの学を授された者は，当該教授会の議を経て，ࡴࡸを得ない理由があると

認められたሙྜは，当該༤ኈの学の授にಀるㄽᩥのᩥに௦えてそのෆᐜを要⣙したものをබ⾲することが

できる。このሙྜにおいて，本学は，そのㄽᩥのᩥをồめにᛂじて㜀ぴに౪するものとする。

3 ༤ኈの学を授された者が行う前 2項の規定によるබ⾲は，ཎ則として⚄ᡞ学学⾡成ᯝࣜࣜࢺࢪ࣏の⏝

により行うものとする。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༤ ኈ ㄽ ᩥ ᥦ ฟ せ 㡿

ᅜ㝿協ຊ◊✲科ᅾ学中に学ㄽᩥのᑂᰝを㢪いฟる者は，このస成要㡿にᚑࡗて書類をస成し，書類ᥦฟに当

たࡗては，あらかじめᣦᑟ教員にᥦฟ書類のⅬ᳨を受け，ᢎ認を得ること。

Ϩ㸬ㄽᩥᥦฟᮇ㛫

ㄽᩥᥦฟ期間にࡘいて，3 月ಟのሙྜは10 月1 日から12 月20 日までとし，9 月ಟのሙྜは4 月1 日から

6 月20 日までとする。

なお，ᥦฟ期㝈日がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

また，ᥦฟ期㝈日以㝆は受け付けないのでཝᏲすること。

ϩ㸬ᥦฟ᭩㢮

1㸬学ㄽᩥᑂᰝ㢪

2㸬ㄽᩥ┠㘓

3 㸬ᒚṔ書

4㸬学ㄽᩥ

5㸬ㄽᩥෆᐜの要᪨

6 㸬බ㛤ᘏ期申請書㸦බ㛤ᘏ期ᕼᮃ者のみ㸧

Ϫ㸬స成せ㡿

1㸬学ㄽᩥᑂᰝ㢪

1 ㏻స成すること。㸦ᡤ定の⏝⣬を付する。㸧

2㸬ㄽᩥ┠㘓

1 ㏻స成すること。㸦ᡤ定の⏝⣬を付する。ཧ⪃ㄽᩥがあればῧ付してもよい。㸧

3 㸬ㄽᩥෆᐜの要᪨

1㸧 1 ㏻స成すること。㸦ᡤ定の⏝⣬を付する。㸧

2㸧 グ㍕は，⦪⨨，ᶓ書きとする。

3 㸧 日本ㄒཪはⱥㄒでグ㏙し，࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ等を⏝すること。

4㸧 日本ㄒのሙྜ 3 ,000㹼6 ,000Ꮠ，ⱥㄒのሙྜは12ࢺ࣏ࣥで⣙1,000㹼2,000ㄒでまとめること。

4㸬学ㄽᩥ

1㸧 ඹⴭでないこと。ただし，学ㄽᩥの୍部にඹⴭのෆᐜがྵまれるሙྜには，学ㄽᩥがඹⴭである

かྰかにࡘいて，ᣦᑟ教員が判᩿する。

2㸧 日本ㄒཪはⱥㄒでグ㏙すること。ただし，≉に教授会の議を経て認めたሙྜは，この㝈りではない。

3 㸧 ㄽᩥのయ等㸸

A 4⏝⣬を⏝い，࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ等でࣉࢱᡴࡕし，それをฟຊしたものをᥦฟすること。

日本ㄒ㸸明ᮅయ࣭10. を基‽とする，⦪⨨，ᶓ書き，1行ࢺ࣏ࣥ5 3 5ᩥᏐ以ୖ，1 ࢪ࣮࣌ 3 5 行以ୖ

ⱥ ㄒ㸸T i m e s  N e w  R o m a n ࣭12 を基‽とする，⦪⨨，ᶓ書き，1ࢺ࣏ࣥ 27ࢪ࣮࣌ 行以ୖ

ᅗ⾲，ὀにࡘいては，ୖグのయにとらࢃれる必要はない。

4㸧 ㄽᩥの分㔞は┠次࣭本ᩥ࣭ὀ࣭ᅗ⾲をྜࡏࢃて以下のとおりとする。

⾲⣬，要᪨及びཧ⪃ᩥ⊩はྵまない。

༤ኈ㸦経῭学㸧のㄽᩥ

日本ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃80 以ୖ  ⱥࢪ࣮࣌ ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃100ࢪ࣮࣌以ୖ

༤ኈ㸦ἲ学࣭政学࣭学⾡㸧のㄽᩥ

日本ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃13 0 以ୖ  ⱥࢪ࣮࣌ ㄒ㸸ୖグのయで∦㠃200ࢪ࣮࣌以ୖ

5㸧 ㄽᩥのᥦฟにࡘいて

ㄽ ᩥ ᥦ ฟ 㸸ㄽᩥは，ᥦฟ年月日，ㄽᩥ㢟┠，◊✲科ྡ，ᑓᨷྡ，ᣦᑟ教員ྡ，学⡠␒号及び

Ặྡを明グしたࢫࣟࢡ⾲⣬を付し，௬⥛にしたものを4 ᥦฟすること。

᭱⤊ヨ㦂⤊後㸸ㄽᩥは，ྠにより㏣ຍで1ཪは2 ᥦฟすること。ᥦฟ部数は別㏵ᣦ♧する。

学授Ỵ定後㸸ㄽᩥは，㟁Ꮚ፹యにより1部ᥦฟすること。

5㸬ᒚṔ書

1 ㏻స成すること。㸦ᡤ定の⏝⣬を付する。㸧

6 㸬බ㛤ᘏ期申請書㸦බ㛤ᘏ期ᕼᮃ者のみ㸧

1 ㏻స成すること。㸦ᡤ定の⏝⣬を付する。㸧

ϫ㸬༳ๅබ⾲の᪉ἲཬࡧᮇ

1㸬බ⾲は༢行の書⡠ཪは学⾡㞧ㄅ等のබห≀㸦以下「බห≀」という。㸧にᥖ㍕して行うこと。

2㸬බ⾲はཎ則として学ㄽᩥそのものをᩥබ⾲すること。

3 㸬⮬㈝ฟ∧等によるもので，㉎読できるものが㝈定されているฟ∧≀であࡗても，学，その他の学⾡ᶵ関

等に㓄ᕸされたものにࡘいては，බห≀として扱うことができる。

なお，学ㄽᩥのබ⾲にࡘいては，⚄ᡞ学学規程第19 条のとおり規定されている。

附 則

この要㡿は，2004年4月㸯日から施行する。

附 則

この要㡿は，2007年10月㸯日から施行する。

附 則

この要㡿は，2008年4月1日から施行する。

附 則

この要㡿は，2010年4月1日から施行する。

附 則

この要㡿は，2016年10月1日から施行する。

附 則

この要㡿は，2017年 4月 5日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科༤ኈㄽᩥᥦฟ要㡿は，2017年 4月 1日か

ら㐺⏝する。

⚄ᡞᏛᏛつ⛬ᢤ⢋

(Ꮫㄽᩥのබ⾲)

第 19条 ༤ኈの学を授された者は，当該༤ኈの学を授された日から1年以ෆに，当該༤ኈの学の授

にಀるㄽᩥのᩥをබ⾲しなければならない。ただし，当該༤ኈの学を授される前に᪤にබ⾲したときは，

この㝈りではない。

2 前項の規定にかかࢃらず，༤ኈの学を授された者は，当該教授会の議を経て，ࡴࡸを得ない理由があると

認められたሙྜは，当該༤ኈの学の授にಀるㄽᩥのᩥに௦えてそのෆᐜを要⣙したものをබ⾲することが

できる。このሙྜにおいて，本学は，そのㄽᩥのᩥをồめにᛂじて㜀ぴに౪するものとする。

3 ༤ኈの学を授された者が行う前 2項の規定によるබ⾲は，ཎ則として⚄ᡞ学学⾡成ᯝࣜࣜࢺࢪ࣏の⏝

により行うものとする。
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༤ ኈ ㄽ ᩥ ᵝ ᘧ Format for Doctoral Dissertations

ͤ༤ኈㄽᩥは⡆᫆〇本してᥦฟすること。

* For submitting a doctoral dissertation in a simple bookbinding.

                  

    ཧ⪃ Sample

    

ᵓ成 Format ෆᐜ Contents

⾲⣬㸦ࢫࣟࢡ⾲⣬㸧
Front cover (hard cover)

⣬にᡬとྠෆᐜの⣬を㈞ること⾲ࢫࣟࢡ Glue a copy of title page to the front 
cover. The information written on the front cover and title page should be 
identical.

ᡬ Title page ୖグᡬのグ㍕ෆᐜをてグ㍕すること Refer to the sample above.

要᪨ Summary 日本ㄒ㸸3,000㹼6,000 Ꮠࠊⱥㄒ㸸12 で⣙ࢺ࣏ࣥ 1,000 ㄒ㹼2,000 ㄒ

About 1,000 to 2,000 words in 12point font

┠次࣭本ᩥ࣭ὀ࣭

ᅗ⾲

Table of contents,
text, footnotes, 
endnotes, diagrams

㸺日本ㄒ㸼

経῭学㸸80 以ୖࢪ࣮࣌

ἲ学࣭政学࣭学⾡㸸130 以ୖࢪ࣮࣌

㸨∦㠃༳ๅ

㸺ⱥㄒ English㸼
Doctor of Philosophy in Economics: more than 100 pages
Doctor of Laws, Doctor of Philosophy in Political Science and Doctor of 
Philosophy : more than 200 pages
㸨Single-side Printing

ཧ ⪃ ᩥ ⊩

References
⾲⣬㸦ࢫࣟࢡ⾲⣬㸧
Back cover (hard cover)

㈞り⣬等は要。There is no need to attach anything to the back cover.

年 月 日ᥦฟ

Submitted Date

ㄽᩥ㢟┠ Title

◊✲科 Faculty
ᑓ ᨷ Department
ᣦᑟ教員 Academic Adviser
学⡠␒号 Student No.
Ặ ྡ Name

年 月 日ᥦฟ

Date of Submission

ㄽᩥ㢟┠ Title

ᅜ㝿協ຊ◊✲科

Graduate School of International 
Cooperation Studies 
ᑓ ᨷ Department
ᣦᑟ教員 Academic Adviser
学⡠␒号 Student ID Number
Ặ ྡ Full Name

年 月 日ᥦฟ

Date of Submission

ㄽᩥ㢟┠ Title

ᅜ㝿協ຊ◊✲科

Graduate School of International 
Cooperation Studies 
ᑓ ᨷ Department
ᣦᑟ教員 Academic Adviser
学⡠␒号 Student ID Number
Ặ ྡ Full Name

ᑓᨷ Department
ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ Department of Economic Development and Policies
ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ Department of International Cooperation Policy Studies
ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ Department of Regional Cooperation Policy Studies

ᣦᑟ教員の⫋

Job Title of
Academic Adviser

教授㸭教授 Professor / Associate Professor

⾲⣬

Front Cover
ᡬ

Title Page

࠙各項┠のグ㍕ෆᐜ The correct written format for each section ࠚ

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༤ኈㄢ⛬๓ᮇㄢ⛬にࡅ࠾る᪩ᮇಟに㛵ࡍるෆつ

2011 年 1 月 5 日 教授会Ỵ定

2015 年 3 月 4 日 教授会改正

2016 年 9 月 7 日 教授会改正

2018 年 3 月 7 日 教授会改正

㸦㊃ ᪨㸧

第㸯条 このෆ規は，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 3 1条ただし書に定めるඃれた業⦼をୖࡆた者

にಀる༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸦以下「前期ㄢ程」という。㸧のᅾ学期間の▷⦰によるㄢ程のಟ㸦以下「᪩

期ಟ」という。㸧に関し，必要な事項を定めるものとする。

㸦᪩ᮇಟの✀㢮㸧

第㸰条 ᪩期ಟは，次の㸰✀類とする。

(1) 㸯年ಟ 㸦前期ㄢ程におけるᅾ学期間が㸯年㸧

(2) 㸯年༙ಟ㸦前期ㄢ程におけるᅾ学期間が㸯年༙㸧

㸦⏦ ㄳ㸧

第㸱条 ᪩期ಟをᕼᮃする者は，᪩期ಟの㐺⏝㈨᱁を得るため，「前期ㄢ程᪩期ಟ申請書」及び

「◊✲計⏬書」をᣦᑟ教員のᢎ認を得て，学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長㸦以下「◊✲科長」という。㸧申

請するものとする。

㸰 前項の規定にかかࢃらず，࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ࣭ࣝࣈࢲ協定学㸦以下「㹂㹂㹎協定学」とい

う。㸧からの受ධ学生にࡘいては，᪩期ಟの㐺⏝ではあるが申請ᡭ続を免除する。

㸱 㹂㹂㹎協定学のὴ㐵学生のうࡕ，授業料相徴収協定によりᅾ学中のままὴ㐵される学生にࡘ

いては，᪩期ಟの㐺⏝としないものとする。

㸲 第㸯項の申請期㝈は，㸱月᪩期ಟᕼᮃ者は前年の㸶月㸯㸮日，

㸷月᪩期ಟᕼᮃ者は㸰月㸯㸮日㸦申請期㝈日がఇ業日のሙྜは⩣業ົ日㸧とする。

㸦㐺⏝㈨᱁ุᐃ㸧

第㸲条 ᪩期ಟの㐺⏝㈨᱁の᭷↓の判定は，教授会の議を経て行う。

㸰 ᪩期ಟの㐺⏝㈨᱁判定の⤖ᯝは，㸱月᪩期ಟᕼᮃ者は前年の㸷月中᪪，㸷月᪩期ಟᕼᮃ者は㸱

月中᪪に，申請者に㏻▱する。

㸦Ꮫᑂᰝㄽᩥのᥦฟ㸧

第㸳条 ᪩期ಟの㐺⏝㈨᱁が᭷りと判定された者は，◊✲科長にಟኈㄽᩥ㸦ཪは࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ㸧を

ᥦฟすることができる。

㸦᪩ᮇಟのせ௳㸧

第㸴条 ᪩期ಟの認定を受けることができる者は，次に各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ㄢ程のಟに必要なᒚಟ༢をඃ⚽な成⦼でಟ得㸦ಟ得༢の75%以ୖが「ඃ」ཪは「⚽」である

こと㸧し，ಟኈㄽᩥ㸦ཪは࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ㸧のホⅬが80Ⅼ以ୖある者

(2) ◊✲に関したㄽᩥࡸ学会Ⓨ⾲等で㢧ⴭな業⦼をあࡆているとᣦᑟ教員が認めた者

  なお，ୖグ(1)及び(2)のいずれのሙྜにおいても，᪩期ಟ後，༤ኈㄢ程後期ㄢ程に㐍学するため

には，ಟኈㄽᩥのホⅬが90Ⅼ以ୖあることを要する。

㸰 㹂㹂㹎協定学のὶ学生㸦ὴ㐵学生࣭受ධ学生㸧にಀる᪩期ಟの要௳にࡘいては，前項の規定に

かかࢃらず，別に定める。

㸦᪩ᮇಟᕼᮃの取消し㸧

第㸵条 ᪩期ಟの㐺⏝㈨᱁が᭷りと判定された者が，申請を取り消すሙྜには，㏿ࡸかにᒆけฟなけれ

ばならない。

㸦雑 則㸧

第㸶条 このෆ規に定めるもののほか，᪩期ಟに関して必要な事項は，別に定める。

附 則  このෆ規は，2011年4月1日から施行する。

附 則  このෆ規は，2015年4月1日から施行する。

附 則  このෆ規は，2016年10月1日から施行する。

附 則  このෆ規は，2018年4月1日から施行する。
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༤ ኈ ㄽ ᩥ ᵝ ᘧ Format for Doctoral Dissertations

ͤ༤ኈㄽᩥは⡆᫆〇本してᥦฟすること。

* For submitting a doctoral dissertation in a simple bookbinding.

                  

    ཧ⪃ Sample

    

ᵓ成 Format ෆᐜ Contents

⾲⣬㸦ࢫࣟࢡ⾲⣬㸧
Front cover (hard cover)

⣬にᡬとྠෆᐜの⣬を㈞ること⾲ࢫࣟࢡ Glue a copy of title page to the front 
cover. The information written on the front cover and title page should be 
identical.

ᡬ Title page ୖグᡬのグ㍕ෆᐜをてグ㍕すること Refer to the sample above.

要᪨ Summary 日本ㄒ㸸3,000㹼6,000 Ꮠࠊⱥㄒ㸸12 で⣙ࢺ࣏ࣥ 1,000 ㄒ㹼2,000 ㄒ

About 1,000 to 2,000 words in 12point font

┠次࣭本ᩥ࣭ὀ࣭

ᅗ⾲

Table of contents,
text, footnotes, 
endnotes, diagrams

㸺日本ㄒ㸼

経῭学㸸80 以ୖࢪ࣮࣌

ἲ学࣭政学࣭学⾡㸸130 以ୖࢪ࣮࣌

㸨∦㠃༳ๅ

㸺ⱥㄒ English㸼
Doctor of Philosophy in Economics: more than 100 pages
Doctor of Laws, Doctor of Philosophy in Political Science and Doctor of 
Philosophy : more than 200 pages
㸨Single-side Printing

ཧ ⪃ ᩥ ⊩

References
⾲⣬㸦ࢫࣟࢡ⾲⣬㸧
Back cover (hard cover)

㈞り⣬等は要。There is no need to attach anything to the back cover.

年 月 日ᥦฟ

Submitted Date

ㄽᩥ㢟┠ Title

◊✲科 Faculty
ᑓ ᨷ Department
ᣦᑟ教員 Academic Adviser
学⡠␒号 Student No.
Ặ ྡ Name

年 月 日ᥦฟ

Date of Submission

ㄽᩥ㢟┠ Title

ᅜ㝿協ຊ◊✲科

Graduate School of International 
Cooperation Studies 
ᑓ ᨷ Department
ᣦᑟ教員 Academic Adviser
学⡠␒号 Student ID Number
Ặ ྡ Full Name

年 月 日ᥦฟ

Date of Submission

ㄽᩥ㢟┠ Title

ᅜ㝿協ຊ◊✲科

Graduate School of International 
Cooperation Studies 
ᑓ ᨷ Department
ᣦᑟ教員 Academic Adviser
学⡠␒号 Student ID Number
Ặ ྡ Full Name

ᑓᨷ Department
ᅜ㝿㛤Ⓨ政策ᑓᨷ Department of Economic Development and Policies
ᅜ㝿協ຊ政策ᑓᨷ Department of International Cooperation Policy Studies
ᆅᇦ協ຊ政策ᑓᨷ Department of Regional Cooperation Policy Studies

ᣦᑟ教員の⫋

Job Title of
Academic Adviser

教授㸭教授 Professor / Associate Professor

⾲⣬

Front Cover
ᡬ

Title Page

࠙各項┠のグ㍕ෆᐜ The correct written format for each section ࠚ

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༤ኈㄢ⛬๓ᮇㄢ⛬にࡅ࠾る᪩ᮇಟに㛵ࡍるෆつ

2011 年 1 月 5 日 教授会Ỵ定

2015 年 3 月 4 日 教授会改正

2016 年 9 月 7 日 教授会改正

2018 年 3 月 7 日 教授会改正

㸦㊃ ᪨㸧

第㸯条 このෆ規は，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科規則第 3 1条ただし書に定めるඃれた業⦼をୖࡆた者

にಀる༤ኈㄢ程前期ㄢ程㸦以下「前期ㄢ程」という。㸧のᅾ学期間の▷⦰によるㄢ程のಟ㸦以下「᪩

期ಟ」という。㸧に関し，必要な事項を定めるものとする。

㸦᪩ᮇಟの✀㢮㸧

第㸰条 ᪩期ಟは，次の㸰✀類とする。

(1) 㸯年ಟ 㸦前期ㄢ程におけるᅾ学期間が㸯年㸧

(2) 㸯年༙ಟ㸦前期ㄢ程におけるᅾ学期間が㸯年༙㸧

㸦⏦ ㄳ㸧

第㸱条 ᪩期ಟをᕼᮃする者は，᪩期ಟの㐺⏝㈨᱁を得るため，「前期ㄢ程᪩期ಟ申請書」及び

「◊✲計⏬書」をᣦᑟ教員のᢎ認を得て，学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科長㸦以下「◊✲科長」という。㸧申

請するものとする。

㸰 前項の規定にかかࢃらず，࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ࣭ࣝࣈࢲ協定学㸦以下「㹂㹂㹎協定学」とい

う。㸧からの受ධ学生にࡘいては，᪩期ಟの㐺⏝ではあるが申請ᡭ続を免除する。

㸱 㹂㹂㹎協定学のὴ㐵学生のうࡕ，授業料相徴収協定によりᅾ学中のままὴ㐵される学生にࡘ

いては，᪩期ಟの㐺⏝としないものとする。

㸲 第㸯項の申請期㝈は，㸱月᪩期ಟᕼᮃ者は前年の㸶月㸯㸮日，

㸷月᪩期ಟᕼᮃ者は㸰月㸯㸮日㸦申請期㝈日がఇ業日のሙྜは⩣業ົ日㸧とする。

㸦㐺⏝㈨᱁ุᐃ㸧

第㸲条 ᪩期ಟの㐺⏝㈨᱁の᭷↓の判定は，教授会の議を経て行う。

㸰 ᪩期ಟの㐺⏝㈨᱁判定の⤖ᯝは，㸱月᪩期ಟᕼᮃ者は前年の㸷月中᪪，㸷月᪩期ಟᕼᮃ者は㸱

月中᪪に，申請者に㏻▱する。

㸦Ꮫᑂᰝㄽᩥのᥦฟ㸧

第㸳条 ᪩期ಟの㐺⏝㈨᱁が᭷りと判定された者は，◊✲科長にಟኈㄽᩥ㸦ཪは࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ㸧を

ᥦฟすることができる。

㸦᪩ᮇಟのせ௳㸧

第㸴条 ᪩期ಟの認定を受けることができる者は，次に各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ㄢ程のಟに必要なᒚಟ༢をඃ⚽な成⦼でಟ得㸦ಟ得༢の75%以ୖが「ඃ」ཪは「⚽」である

こと㸧し，ಟኈㄽᩥ㸦ཪは࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ㸧のホⅬが80Ⅼ以ୖある者

(2) ◊✲に関したㄽᩥࡸ学会Ⓨ⾲等で㢧ⴭな業⦼をあࡆているとᣦᑟ教員が認めた者

  なお，ୖグ(1)及び(2)のいずれのሙྜにおいても，᪩期ಟ後，༤ኈㄢ程後期ㄢ程に㐍学するため

には，ಟኈㄽᩥのホⅬが90Ⅼ以ୖあることを要する。

㸰 㹂㹂㹎協定学のὶ学生㸦ὴ㐵学生࣭受ධ学生㸧にಀる᪩期ಟの要௳にࡘいては，前項の規定に

かかࢃらず，別に定める。

㸦᪩ᮇಟᕼᮃの取消し㸧

第㸵条 ᪩期ಟの㐺⏝㈨᱁が᭷りと判定された者が，申請を取り消すሙྜには，㏿ࡸかにᒆけฟなけれ

ばならない。

㸦雑 則㸧

第㸶条 このෆ規に定めるもののほか，᪩期ಟに関して必要な事項は，別に定める。

附 則  このෆ規は，2011年4月1日から施行する。

附 則  このෆ規は，2015年4月1日から施行する。

附 則  このෆ規は，2016年10月1日から施行する。

附 則  このෆ規は，2018年4月1日から施行する。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༠ᐃᏛの࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ࣭ࣝࣈࢲ

ὶᏛ⏕に係る᪩ᮇಟに㛵ࡍる⏦ྜࡏ

2011 年 1 月 5 日 教授会Ỵ定

2014 年 3 月 5 日 教授会改正

2016 年 9 月 7 日 教授会改正

㸦㊃ ᪨㸧

第㸯条 この申ྜࡏは，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科༤ኈㄢ程前期ㄢ程における᪩期ಟに関するෆ規

第㸴条第㸰項に基づき，࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ࣭ࣝࣈࢲ協定学㸦以下「㹂㹂㹎協定学」とい

う。㸧のὶ学生にಀる᪩期ಟのලయⓗ事項を申しྜࡏࢃるものである。

㸦ᐃ ⩏㸧

第㸰条 この申ྜࡏにおいて「ὶ学生」とは，㹂㹂㹎協定学ὴ㐵するὴ㐵学生㸦授業料相徴収

協定により，ᅾ学中のままὴ㐵される学生を除く。㸧及び㹂㹂㹎協定学から受けධれをする受ධ学生

をいう。

㸦ὴ㐵Ꮫ⏕㸧

第㸱条 ὴ㐵学生は，㹂㹂㹎協定学での◊✲⤊後，┤ࡕに本◊✲科に学し，༙年間以ୖᅾ⡠し，ಟ

ኈㄽᩥ㸦ཪは࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ㸧をᥦฟしなければならない。㸦当該学生は，その᪨を␃学前に書㠃に

てㄋ⣙しなければならない。㸧

㸦᪩ᮇಟのせ௳㸧

第㸲条 ὴ㐵学生にࡘいては，㹂㹂㹎協定学での学業成⦼，本◊✲科での学業成⦼，ಟኈㄽᩥ㸦ཪはࣜ

ているとᣦᑟ教員が認めた者ࡆ学会Ⓨ⾲等で㢧ⴭな業⦼をあࡸ㸧及び◊✲に関したㄽᩥ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ

㸰 受ධ学生にࡘいては，本◊✲科での学業成⦼，ಟኈㄽᩥ㸦ཪは࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ㸧及び◊✲に関した

ㄽᩥࡸ学会Ⓨ⾲等で㢧ⴭな業⦼をあࡆているとᣦᑟ教員が認めた者

附 則

この申ྜࡏは，2011 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この申ྜࡏは，2014 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この申ྜࡏは，2016 年 10 月 1 日から施行する。

‶ᮇ㏥Ꮫ㸭༢ಟᚓ㏥Ꮫᚋ㸳年௨ෆの༤ኈㄽᩥᥦฟᡭ⥆ࡁに࡚࠸ࡘ

༤ኈㄢ程後期ㄢ程ᅾ学後，‶期㏥学または༢ಟ得㏥学をした者は，㏥学後㸳年以ෆであれば，「学ຊの☜

認」㸦⚄ᡞ学学規定第㸳条㸰項㸦㸯㸧かࡗこ書き㸧を経た者として，学ㄽᩥᥦฟ࣭学授申請をする

ことができる㸦⚄ᡞ学学規程第㸯㸱条，学規程◊✲科⣽則第㸳条㸧。そのᑂᰝ等のᡭ続に関してはㄢ程

༤ኈに‽ずる。なお，「学ຊの☜認」にࡘいては，学規程㸯㸯㹼㸯㸱条に基づいて行う㸦学規程◊✲科⣽

則第㸷条㸧。

ͤᑂᰝ᪉ἲなㄢ程༤ኈㄽᩥのᡭ続とᴫྠࡡじ㸦ただし，ㄽᩥᑂᰝ料が必要㸧だが，授される学は༤

ኈㄢ程を経ない者とྠじ㸦いࡺࢃるㄽᩥ༤ኈ㸧となる。

㸺ᑐ㇟者㸼 次の㸯ཪは㸰に該当する者。

㸯㸬‶期㏥学者㸸㸰㸮㸮㸴年㸯㸮月以前に༤ኈㄢ程後期ㄢ程にධ学/㐍学した者のうࡕ，ᅾ学中に下グの条௳

をたした者

࣭ 㸱年間以ୖのᅾ学

࣭ ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのྜ᱁

㸰㸬༢ಟ得㏥学者

㸦㸯㸧㸰㸮㸮㸵年㸲月㹼㸰㸮㸮㸶年㸯㸮月に༤ኈㄢ程後期ㄢ程にධ学/㐍学した者のうࡕ，ᅾ学中に下グの条

௳をたした者

࣭ 㸱年間以ୖのᅾ学

࣭ ≉Ṧ◊✲㸶༢の取得

࣭ の中からྜ計㸲༢の取得ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ，ϩࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡，Ϩࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡

࣭ ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのྜ᱁

㸦㸰㸧㸰㸮㸮㸷年㸲月㹼㸰㸮㸯㸷年㸯㸮月に༤ኈㄢ程後期ㄢ程にධ学/㐍学した者のうࡕ，ᅾ学中に下グの条

௳をたした者

࣭ 㸱年間以ୖのᅾ学

࣭ ≉Ṧ◊✲㸶༢の取得

࣭ ≉Ṧ◊✲ሗ࿌㸰༢の取得

࣭ 㧗ᗘ海እ◊✲，ᅜ㝿⤌⧊㐠Ⴀㄽの中か，ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ，ϩࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡，Ϩࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡

らྜ計㸲༢の取得

࣭ ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのྜ᱁
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

༠ᐃᏛの࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ࣭ࣝࣈࢲ

ὶᏛ⏕に係る᪩ᮇಟに㛵ࡍる⏦ྜࡏ

2011 年 1 月 5 日 教授会Ỵ定

2014 年 3 月 5 日 教授会改正

2016 年 9 月 7 日 教授会改正

㸦㊃ ᪨㸧

第㸯条 この申ྜࡏは，⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科༤ኈㄢ程前期ㄢ程における᪩期ಟに関するෆ規

第㸴条第㸰項に基づき，࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭࣮ࣜࢢࢹ࣭ࣝࣈࢲ協定学㸦以下「㹂㹂㹎協定学」とい

う。㸧のὶ学生にಀる᪩期ಟのලయⓗ事項を申しྜࡏࢃるものである。

㸦ᐃ ⩏㸧

第㸰条 この申ྜࡏにおいて「ὶ学生」とは，㹂㹂㹎協定学ὴ㐵するὴ㐵学生㸦授業料相徴収

協定により，ᅾ学中のままὴ㐵される学生を除く。㸧及び㹂㹂㹎協定学から受けධれをする受ධ学生

をいう。

㸦ὴ㐵Ꮫ⏕㸧

第㸱条 ὴ㐵学生は，㹂㹂㹎協定学での◊✲⤊後，┤ࡕに本◊✲科に学し，༙年間以ୖᅾ⡠し，ಟ

ኈㄽᩥ㸦ཪは࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ㸧をᥦฟしなければならない。㸦当該学生は，その᪨を␃学前に書㠃に

てㄋ⣙しなければならない。㸧

㸦᪩ᮇಟのせ௳㸧

第㸲条 ὴ㐵学生にࡘいては，㹂㹂㹎協定学での学業成⦼，本◊✲科での学業成⦼，ಟኈㄽᩥ㸦ཪはࣜ

ているとᣦᑟ教員が認めた者ࡆ学会Ⓨ⾲等で㢧ⴭな業⦼をあࡸ㸧及び◊✲に関したㄽᩥ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ

㸰 受ධ学生にࡘいては，本◊✲科での学業成⦼，ಟኈㄽᩥ㸦ཪは࣮ࣜࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧ㸧及び◊✲に関した

ㄽᩥࡸ学会Ⓨ⾲等で㢧ⴭな業⦼をあࡆているとᣦᑟ教員が認めた者

附 則

この申ྜࡏは，2011 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この申ྜࡏは，2014 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この申ྜࡏは，2016 年 10 月 1 日から施行する。

‶ᮇ㏥Ꮫ㸭༢ಟᚓ㏥Ꮫᚋ㸳年௨ෆの༤ኈㄽᩥᥦฟᡭ⥆ࡁに࡚࠸ࡘ

༤ኈㄢ程後期ㄢ程ᅾ学後，‶期㏥学または༢ಟ得㏥学をした者は，㏥学後㸳年以ෆであれば，「学ຊの☜

認」㸦⚄ᡞ学学規定第㸳条㸰項㸦㸯㸧かࡗこ書き㸧を経た者として，学ㄽᩥᥦฟ࣭学授申請をする

ことができる㸦⚄ᡞ学学規程第㸯㸱条，学規程◊✲科⣽則第㸳条㸧。そのᑂᰝ等のᡭ続に関してはㄢ程

༤ኈに‽ずる。なお，「学ຊの☜認」にࡘいては，学規程㸯㸯㹼㸯㸱条に基づいて行う㸦学規程◊✲科⣽

則第㸷条㸧。

ͤᑂᰝ᪉ἲなㄢ程༤ኈㄽᩥのᡭ続とᴫྠࡡじ㸦ただし，ㄽᩥᑂᰝ料が必要㸧だが，授される学は༤

ኈㄢ程を経ない者とྠじ㸦いࡺࢃるㄽᩥ༤ኈ㸧となる。

㸺ᑐ㇟者㸼 次の㸯ཪは㸰に該当する者。

㸯㸬‶期㏥学者㸸㸰㸮㸮㸴年㸯㸮月以前に༤ኈㄢ程後期ㄢ程にධ学/㐍学した者のうࡕ，ᅾ学中に下グの条௳

をたした者

࣭ 㸱年間以ୖのᅾ学

࣭ ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのྜ᱁

㸰㸬༢ಟ得㏥学者

㸦㸯㸧㸰㸮㸮㸵年㸲月㹼㸰㸮㸮㸶年㸯㸮月に༤ኈㄢ程後期ㄢ程にධ学/㐍学した者のうࡕ，ᅾ学中に下グの条

௳をたした者

࣭ 㸱年間以ୖのᅾ学

࣭ ≉Ṧ◊✲㸶༢の取得

࣭ の中からྜ計㸲༢の取得ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ，ϩࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡，Ϩࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡

࣭ ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのྜ᱁

㸦㸰㸧㸰㸮㸮㸷年㸲月㹼㸰㸮㸯㸷年㸯㸮月に༤ኈㄢ程後期ㄢ程にධ学/㐍学した者のうࡕ，ᅾ学中に下グの条

௳をたした者

࣭ 㸱年間以ୖのᅾ学

࣭ ≉Ṧ◊✲㸶༢の取得

࣭ ≉Ṧ◊✲ሗ࿌㸰༢の取得

࣭ 㧗ᗘ海እ◊✲，ᅜ㝿⤌⧊㐠Ⴀㄽの中か，ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ，ϩࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡，Ϩࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡

らྜ計㸲༢の取得

࣭ ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのྜ᱁
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㸦㸱㸧㸰㸮㸰㸮年㸲月以㝆に༤ኈㄢ程後期ㄢ程にධ学/㐍学した者のうࡕ，ᅾ学中に下グの条௳をたした者

࣭ 㸱年間以ୖのᅾ学

࣭ ≉Ṧ◊✲㸶༢の取得

࣭ ◊✲ሗ࿌Ϩ，◊✲ሗ࿌ϩ，◊✲ሗ࿌Ϫのྜ᱁

࣭ ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのྜ᱁

㸺ᥦฟ期㸼

㏥学後㸳年以ෆ㸦㝶㸧

ͤᥦฟ期㝈は下グの㏻り。

㸱月㏥学者͐㏥学㸳年後の㸰月㸯㸮日まで。

㸷月㏥学者͐㏥学㸳年後の㸶月㸯㸮日まで。

なお，ᥦฟ期㝈日がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

㸺ᥦฟ書類㸦ᵝᘧは教ົಀにၥいྜࡏࢃること㸧㸼

࣭ 学申請書㸦◊✲科長ᐄ㸯㏻，学長ᐄ㸯㏻㸧

࣭ ㄽᩥ┠㘓㸦㸯㏻㸧

࣭ ᒚṔ書㸦㸯㏻㸧

࣭ ㄽᩥෆᐜの要᪨㸦㸯㏻㸧

࣭ ᑂᰝ請ồのための༤ኈㄽᩥᥦฟ᥎⸀書㸦㸯㏻㸧

࣭ ༤ኈㄽᩥᩥのබ⾲ᘏ期申請書㸦ᕼᮃ者のみ㸧

࣭ ◊✲業⦼書㸦㸯㏻ ͤᵝᘧ௵ព㸧

࣭ 学ㄽᩥ㸦㸲㸧

㸺ᑂᰝ料㸦ୖグᥦฟ書類にῧえてᥦฟすること㸧㸼

57,000 

ᶛ
ֶ
ੜ
関  

係

－ 116 －



㸦㸱㸧㸰㸮㸰㸮年㸲月以㝆に༤ኈㄢ程後期ㄢ程にධ学/㐍学した者のうࡕ，ᅾ学中に下グの条௳をたした者

࣭ 㸱年間以ୖのᅾ学

࣭ ≉Ṧ◊✲㸶༢の取得

࣭ ◊✲ሗ࿌Ϩ，◊✲ሗ࿌ϩ，◊✲ሗ࿌Ϫのྜ᱁

࣭ ༤ኈㄽᩥᥦฟ㈨᱁ヨ㦂ཪはᑂᰝのྜ᱁

㸺ᥦฟ期㸼

㏥学後㸳年以ෆ㸦㝶㸧

ͤᥦฟ期㝈は下グの㏻り。

㸱月㏥学者͐㏥学㸳年後の㸰月㸯㸮日まで。

㸷月㏥学者͐㏥学㸳年後の㸶月㸯㸮日まで。

なお，ᥦฟ期㝈日がఇ業日のሙྜは，その次の業ົ日とする。

㸺ᥦฟ書類㸦ᵝᘧは教ົಀにၥいྜࡏࢃること㸧㸼

࣭ 学申請書㸦◊✲科長ᐄ㸯㏻，学長ᐄ㸯㏻㸧

࣭ ㄽᩥ┠㘓㸦㸯㏻㸧

࣭ ᒚṔ書㸦㸯㏻㸧

࣭ ㄽᩥෆᐜの要᪨㸦㸯㏻㸧

࣭ ᑂᰝ請ồのための༤ኈㄽᩥᥦฟ᥎⸀書㸦㸯㏻㸧

࣭ ༤ኈㄽᩥᩥのබ⾲ᘏ期申請書㸦ᕼᮃ者のみ㸧

࣭ ◊✲業⦼書㸦㸯㏻ ͤᵝᘧ௵ព㸧

࣭ 学ㄽᩥ㸦㸲㸧

㸺ᑂᰝ料㸦ୖグᥦฟ書類にῧえてᥦฟすること㸧㸼

57,000 

ᶛ
ֶ
ੜ
関  

係
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⚄ᡞᏛにࡅ࠾る授業料㸪ධᏛ料㸪᳨ᐃ料ཬࡧᐤᐟ料の㢠に㛵ࡍるつ⛬

(平成 16年 4月 1 日ไ定)

改正 平成 17 年 3月 31 日  平成 19年 3月 30日

平成 20 年 3月 18 日  平成 21年 3 月 25 日

平成 23 年 6月 28 日  平成 25年 3 月 27 日

平成 26 年 3月 26 日  平成 26年 9 月 30 日

平成 27 年 3月 31 日  平成 30年 3 月 30 日

平成 30 年 9月 20 日  令和 2 年 3 月 24 日

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規程は，ᅜ❧学ἲே⚄ᡞ学会計規則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)第 52 条の規定に基づき，

⚄ᡞ学(以下「本学」という。)における授業料，ධ学料，᳨定料及びᐤᐟ料の額に関し必要な事項を定

めるものとする。

(授業料㸪ධᏛ料ཬ᳨ࡧᐃ料の㢠)

第 2 条 本学において徴収する授業料(ᗂ⛶ᅬにあࡗては，ಖ⫱料。以下ྠじ。)，ධ学料(ᗂ⛶ᅬにあࡗ

ては，ධᅬ料。以下ྠじ。)及び᳨定料の額は，次の⾲のとおりとする。

༊分 授業料 ධ学料 ᳨定料

学部 年額 53 5,800  282,000  17,000 

学㝔の◊✲科(ἲ学◊✲科実ົἲᚊᑓ

ᨷを除く。)
年額 53 5,800  282,000  3 0,000 

ἲ学◊✲科実ົἲᚊᑓᨷ 年額 804,000  282,000  3 0,000 

乗⯪実⩦科 6 か月にࡘき 26 7,900  16 9,200  18,000 

ᗂ⛶ᅬ 年額 73 ,200  3 1,200  1,6 00 

中等教⫱学ᰯの後期ㄢ程 年額 115,200  56 ,400  9,800 

≉別ᨭ学ᰯの㧗等部 年額 4,800  2,000  2,500 

科┠等ᒚಟ生࣭⫈ㅮ生 1 ༢にࡘき 14,800  28,200  9,800 

◊✲生 月額 29,700  84,6 00  9,800 

≉別⫈ㅮ学生 1 ༢にࡘき 14,800  㸭 㸭

≉別◊✲学生 月額 29,700  㸭 㸭

2 ⚄ᡞ学教学規則(以下「教学規則」という。)第 22 条第 4 項(教学規則第 72 条において‽⏝するሙྜ

をྵࡴ。)の規定により，本学のಟ業年㝈ཪはᶆ‽ಟ業年㝈を㉸えて୍定の期間にࢃたり計⏬ⓗに教⫱ㄢ

程をᒚಟして༞業ཪはㄢ程をಟすることを認められた者から徴収する授業料の年額は，当該ᅾ学を認め

られた期間(以下「長期ᅾ学期間」という。)に㝈り，前項の規定にかかࢃらず，ྠ項に規定する授業料の

年額に本学のಟ業年㝈ཪはᶆ‽ಟ業年㝈に相当する年数を乗じて得た額を長期ᅾ学期間の年数で除した

額(その額に 10 未‶の➃数があるときは，これをษりୖࡆるものとする。)とする。

[⚄ᡞ学教学規則(以下「教学規則」という。)第 22 条第 4 項]

3 学部において，ฟ㢪書類等による㑅ᢤ(以下「第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤ」という。)を行い，そのྜ᱁者に㝈

り学ຊ᳨ᰝその他による㑅ᢤ(以下「第ẁ㝵┠の㑅ᢤ」という。)を行うሙྜの᳨定料の額にࡘいては，

第 1 項の規定にかかࢃらず，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は 4,000 とし，第ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は

13,000 とする。

4 ἲ学◊✲科実ົἲᚊᑓᨷにおいて，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤを行い，そのྜ᱁者に㝈り第ẁ㝵┠の㑅ᢤを

行うሙྜの᳨定料の額にࡘいては，第 1 項の規定にかかࢃらず，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は 7,000 と

し，第ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は 23,000 とする。

5 㸦␎㸧

6 㸦␎㸧
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⚄ᡞᏛにࡅ࠾る授業料㸪ධᏛ料㸪᳨ᐃ料ཬࡧᐤᐟ料の㢠に㛵ࡍるつ⛬

(平成 16年 4月 1 日ไ定)

改正 平成 17 年 3月 31 日  平成 19年 3月 30日

平成 20 年 3月 18 日  平成 21年 3 月 25 日

平成 23 年 6月 28 日  平成 25年 3 月 27 日

平成 26 年 3月 26 日  平成 26年 9 月 30 日

平成 27 年 3月 31 日  平成 30年 3 月 30 日

平成 30 年 9月 20 日  令和 2 年 3 月 24 日

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規程は，ᅜ❧学ἲே⚄ᡞ学会計規則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)第 52 条の規定に基づき，

⚄ᡞ学(以下「本学」という。)における授業料，ධ学料，᳨定料及びᐤᐟ料の額に関し必要な事項を定

めるものとする。

(授業料㸪ධᏛ料ཬ᳨ࡧᐃ料の㢠)

第 2 条 本学において徴収する授業料(ᗂ⛶ᅬにあࡗては，ಖ⫱料。以下ྠじ。)，ධ学料(ᗂ⛶ᅬにあࡗ

ては，ධᅬ料。以下ྠじ。)及び᳨定料の額は，次の⾲のとおりとする。

༊分 授業料 ධ学料 ᳨定料

学部 年額 53 5,800  282,000  17,000 

学㝔の◊✲科(ἲ学◊✲科実ົἲᚊᑓ

ᨷを除く。)
年額 53 5,800  282,000  3 0,000 

ἲ学◊✲科実ົἲᚊᑓᨷ 年額 804,000  282,000  3 0,000 

乗⯪実⩦科 6 か月にࡘき 26 7,900  16 9,200  18,000 

ᗂ⛶ᅬ 年額 73 ,200  3 1,200  1,6 00 

中等教⫱学ᰯの後期ㄢ程 年額 115,200  56 ,400  9,800 

≉別ᨭ学ᰯの㧗等部 年額 4,800  2,000  2,500 

科┠等ᒚಟ生࣭⫈ㅮ生 1 ༢にࡘき 14,800  28,200  9,800 

◊✲生 月額 29,700  84,6 00  9,800 

≉別⫈ㅮ学生 1 ༢にࡘき 14,800  㸭 㸭

≉別◊✲学生 月額 29,700  㸭 㸭

2 ⚄ᡞ学教学規則(以下「教学規則」という。)第 22 条第 4 項(教学規則第 72 条において‽⏝するሙྜ

をྵࡴ。)の規定により，本学のಟ業年㝈ཪはᶆ‽ಟ業年㝈を㉸えて୍定の期間にࢃたり計⏬ⓗに教⫱ㄢ

程をᒚಟして༞業ཪはㄢ程をಟすることを認められた者から徴収する授業料の年額は，当該ᅾ学を認め

られた期間(以下「長期ᅾ学期間」という。)に㝈り，前項の規定にかかࢃらず，ྠ項に規定する授業料の

年額に本学のಟ業年㝈ཪはᶆ‽ಟ業年㝈に相当する年数を乗じて得た額を長期ᅾ学期間の年数で除した

額(その額に 10 未‶の➃数があるときは，これをษりୖࡆるものとする。)とする。

[⚄ᡞ学教学規則(以下「教学規則」という。)第 22 条第 4 項]

3 学部において，ฟ㢪書類等による㑅ᢤ(以下「第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤ」という。)を行い，そのྜ᱁者に㝈

り学ຊ᳨ᰝその他による㑅ᢤ(以下「第ẁ㝵┠の㑅ᢤ」という。)を行うሙྜの᳨定料の額にࡘいては，

第 1 項の規定にかかࢃらず，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は 4,000 とし，第ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は

13,000 とする。

4 ἲ学◊✲科実ົἲᚊᑓᨷにおいて，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤを行い，そのྜ᱁者に㝈り第ẁ㝵┠の㑅ᢤを

行うሙྜの᳨定料の額にࡘいては，第 1 項の規定にかかࢃらず，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は 7,000 と

し，第ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は 23,000 とする。

5 㸦␎㸧

6 㸦␎㸧
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7 学部の㌿学，⦅ධ学ཪはධ学にಀる᳨定料の額は，第 1 項の規定にかかࢃらず，30,000 とする。

ただし，⦅ධ学において，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤを行い，そのྜ᱁者に㝈り第ẁ㝵┠の㑅ᢤを行うሙྜの᳨

定料の額にࡘいては，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は 7,000 とし，第ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は 23,000

とする。

8 ⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学をした者にಀる授業料の額は，当該者のᒓする年次のᅾ学者にಀる額とྠ

額とする。

9 学㝔タ⨨基‽(和 49 年ᩥ部┬令第 28 号)第 16 条ただし書の規定により，学㝔◊✲科のಟኈㄢ程

をಟし，ᘬき続き当該学学㝔◊✲科の༤ኈㄢ程に㐍学した者の授業料の額にࡘいては，当該者のᒓ

する年次のᅾ学者にಀる額とྠ額とする。

㸦ᐤᐟ料の㢠㸧

第 3 条 本学において徴収するᐤᐟ料の額は，次の⾲のとおりとする。

༊分 学生ᑅ等のྡ⛠ ᐤᐟ料

ᒃᐊが༢㌟⏝のሙྜ ఫྜྷᅜ㝿学生ᐟ⯋ 月額 4,700 

ⓑ㬑ᑅ 月額 5,900 

ఫྜྷᑅ，ዪᏊᑅ，ᅜ⥔ᑅ，ࢫࣥࢹࢪ࣭ࣞࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ(༢
㌟ᐊ ᗋ㠃✚ 15 ੍未‶), ᅜ㝿ὶ会㤋㸦ࣘࢺࢵࢽ༢㌟ᐊ㸧

月額 18,000 

༢㌟ᐊ)ࢫࣥࢹࢪ࣭ࣞࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ ᗋ㠃✚ 15 ੍以ୖ) 月額 21,000 

ᒃᐊがୡᖏ⏝のሙྜ ᅜ㝿ὶ会㤋(ኵ፬ᐊ) 月額 9,500 

ᅜ㝿ὶ会㤋(ᐙ᪘ᐊ) 月額 11,900 

(ኵ፬ᐊ)ࢫࣥࢹࢪ࣭ࣞࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ 月額 45,000 

(ᐙ᪘ᐊ)ࢫࣥࢹࢪ࣭ࣞࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ 月額 49,000 

2 この条に定めるもののほか，ᐤᐟ料の額に関し必要な事項は，別に定める。

  附 則
この規程は，平成 16年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 17 年 3 月 31 日)
この規程は，平成 17年 3月 31 日から施行し，平成 17 年ᗘにಀる授業料から㐺⏝する。

附 則(平成 19 年 3 月 30 日)
この規程は，平成 19年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 20 年 3 月 18 日)
この規程は，平成 20年 4月 1日から施行し，改正後の⚄ᡞ学における授業料，ධ学料，᳨定料及びᐤᐟ料の額

に関する規程の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から㐺⏝する。
附 則(平成 21 年 3 月 25 日)

この規程は，平成 21年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 23 年 6 月 28 日)

この規程は，平成 23年 6月 28 日から施行する。
附 則(平成 25 年 3 月 27 日)

この規程は，平成 25年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 26 年 3 月 26 日)

この規程は，平成 26年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 26 年 9 月 30 日)

この規程は，平成 26年 10 月 1 日から施行する。
附 則(平成 27 年 3 月 31日㸧

この規程は，平成 27年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 30 年 3 月 30 日)

この規程は，平成 30年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 30 年 9 月 20 日)

この規程は，平成 30年 10 月 1 日から施行する。
附 則(令和 2 年 3 月 24 日)

この規程は，令和 2 年 4月 1日から施行する。

㸦第 2 条第 5 項，第 6 項は，㝃ᒓ学ᰯに関する条項のため⾲グ␎㸧

⚄ᡞᏛ授業料ච㝖ཬࡧᚩ⊰ண取ᢅつ⛬

(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)

改正 平成 17年 3月 17 日 平成 19年 3 月 22 日

平成 20年 3月 18 日 平成 20年 7 月 15 日

平成 23年 3月 31 日 令和 2 年 3 月 24 日

令和 3 年 3月 31 日

第 1章 ⥲ 則

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規程は，⚄ᡞ学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定。以下「教学規則」という。)第 51 条第

2 項及び第 52 条第 2 項(教学規則第 72 条において‽⏝するሙྜをྵࡴ。)の規定に基づき，⚄ᡞ学(以下

「本学」という。)の授業料の免除୪びに徴収猶予及び月割分納(以下「授業料の免除等」という。)の取

扱いにࡘいて定めるものとする。

2 学等におけるಟ学のᨭに関するἲᚊ㸦令和ඖ年ἲᚊ第 8 号。以下「ἲ」という。㸧に基づく授業

料の免除等にࡘいては，関ಀἲ令の定めるとこࢁによる。

(ᑐ ㇟ 者)

第 2 条 授業料の免除等のᑐ㇟となる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)  本学の学部の学生(≉別⫈ㅮ学生，≉別◊✲学生，科┠等ᒚಟ生，⫈ㅮ生，◊✲生及びᑓᨷ生を除く。

以下ྠじ。)及び乗⯪実⩦科の学生のうࡕ，令和ඖ年ᗘ前期ཪは後期の授業料の免除等において，額ཪ

は༙額免除を受けた者で，ἲに基づくᨭไᗘ㸦以下「᪂ไᗘ」という。㸧に申請を行ࡗた者㸦᪂ไᗘに

よるᨭのᑐ㇟とならないことが明らかで申請を行ࢃなかࡗた者をྵࡴ。㸧のうࡕ，授業料の免除等をᕼ

ᮃする者

(2) 本学の学㝔の学生(≉別⫈ㅮ学生，≉別◊✲学生，科┠等ᒚಟ生，⫈ㅮ生，◊✲生及びᑓᨷ生を除

く。以下ྠじ。)本学の学部及び学㝔の学生(≉別⫈ㅮ学生，≉別◊✲学生，科┠等ᒚಟ生，⫈ㅮ生，◊

✲生及びᑓᨷ生を除く。以下ྠじ。)

(⏦ㄳཬࡧ許可)

第 3 条 授業料の免除等を受けようとする者(授業料の徴収猶予を受けようとするሙྜであࡗて，学生が

行᪉明であるときは，学生に௦ࢃる者)は，各期(教学規則第 50 条第 1 項に規定する前期及び後期をい

う。以下ྠじ。)ࡈとに学長に申請しなければならない。ただし，་学部(1 年次生を除く。)，海洋政策科

学部(1 年次生を除く。)，་学◊✲科，ಖ学◊✲科，海事科学◊✲科ཪは乗⯪実⩦科(以下「་学部等」

という。)にᡤᒓする者は，་学部等の長を経て学長に申請しなければならない。

2 学長は，前項の規定による申請があࡗたときは，⚄ᡞ学学生委員協議会(以下「学生委員協議会」と

いう。)の議を経て当該期分の授業料の免除等を許可することができる。

(ච㝖ᐇ可⬟㢠ཬࡧ㑅⪃ᇶ‽ཬࡧᐇせ㡯)

第 4 条 授業料の免除等の免除実施可⬟額及び㑅⪃基‽及び実施要項は，別に定める。

(⏦ㄳ者に係る授業料)

第 5 条 授業料の免除等の申請者は，授業料の免除等の許可ཪは許可のỴ定がなされるまでの間，当該

授業料の納付を要しない。

第 2章 授業料のච㝖

(⤒῭ⓗ⌮⏤にࡼるච㝖)

第 6 条 学生が経῭ⓗ理由により授業料を納付することがᅔ㞴であり，かࡘ，学業がඃ⚽であると認めら

れるሙྜは，授業料の額ཪは༙額を免除することができる。

2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期ࡈとのᡤ定の日までに次の書類をもࡗて

申請しなければならない。

(1) 授業料免除申請書
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7 学部の㌿学，⦅ධ学ཪはධ学にಀる᳨定料の額は，第 1 項の規定にかかࢃらず，30,000 とする。

ただし，⦅ධ学において，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤを行い，そのྜ᱁者に㝈り第ẁ㝵┠の㑅ᢤを行うሙྜの᳨

定料の額にࡘいては，第୍ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は 7,000 とし，第ẁ㝵┠の㑅ᢤにಀる額は 23,000

とする。

8 ⦅ධ学，㌿ධ学ཪはධ学をした者にಀる授業料の額は，当該者のᒓする年次のᅾ学者にಀる額とྠ

額とする。

9 学㝔タ⨨基‽(和 49 年ᩥ部┬令第 28 号)第 16 条ただし書の規定により，学㝔◊✲科のಟኈㄢ程

をಟし，ᘬき続き当該学学㝔◊✲科の༤ኈㄢ程に㐍学した者の授業料の額にࡘいては，当該者のᒓ

する年次のᅾ学者にಀる額とྠ額とする。

㸦ᐤᐟ料の㢠㸧

第 3 条 本学において徴収するᐤᐟ料の額は，次の⾲のとおりとする。

༊分 学生ᑅ等のྡ⛠ ᐤᐟ料

ᒃᐊが༢㌟⏝のሙྜ ఫྜྷᅜ㝿学生ᐟ⯋ 月額 4,700 

ⓑ㬑ᑅ 月額 5,900 

ఫྜྷᑅ，ዪᏊᑅ，ᅜ⥔ᑅ，ࢫࣥࢹࢪ࣭ࣞࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ(༢
㌟ᐊ ᗋ㠃✚ 15 ੍未‶), ᅜ㝿ὶ会㤋㸦ࣘࢺࢵࢽ༢㌟ᐊ㸧

月額 18,000 

༢㌟ᐊ)ࢫࣥࢹࢪ࣭ࣞࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ ᗋ㠃✚ 15 ੍以ୖ) 月額 21,000 

ᒃᐊがୡᖏ⏝のሙྜ ᅜ㝿ὶ会㤋(ኵ፬ᐊ) 月額 9,500 

ᅜ㝿ὶ会㤋(ᐙ᪘ᐊ) 月額 11,900 

(ኵ፬ᐊ)ࢫࣥࢹࢪ࣭ࣞࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ 月額 45,000 

(ᐙ᪘ᐊ)ࢫࣥࢹࢪ࣭ࣞࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ 月額 49,000 

2 この条に定めるもののほか，ᐤᐟ料の額に関し必要な事項は，別に定める。

  附 則
この規程は，平成 16年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 17 年 3 月 31 日)

この規程は，平成 17年 3月 31 日から施行し，平成 17 年ᗘにಀる授業料から㐺⏝する。
附 則(平成 19 年 3 月 30 日)

この規程は，平成 19年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 20 年 3 月 18 日)

この規程は，平成 20年 4月 1日から施行し，改正後の⚄ᡞ学における授業料，ධ学料，᳨定料及びᐤᐟ料の額
に関する規程の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から㐺⏝する。

附 則(平成 21 年 3 月 25 日)
この規程は，平成 21年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 23 年 6 月 28 日)

この規程は，平成 23年 6月 28 日から施行する。
附 則(平成 25 年 3 月 27 日)

この規程は，平成 25年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 26 年 3 月 26 日)

この規程は，平成 26年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 26 年 9 月 30 日)

この規程は，平成 26年 10 月 1 日から施行する。
附 則(平成 27 年 3 月 31日㸧

この規程は，平成 27年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 30 年 3 月 30 日)

この規程は，平成 30年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 30 年 9 月 20 日)

この規程は，平成 30年 10 月 1 日から施行する。
附 則(令和 2 年 3 月 24 日)

この規程は，令和 2 年 4月 1日から施行する。

㸦第 2 条第 5 項，第 6 項は，㝃ᒓ学ᰯに関する条項のため⾲グ␎㸧

⚄ᡞᏛ授業料ච㝖ཬࡧᚩ⊰ண取ᢅつ⛬

(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)

改正 平成 17年 3月 17 日 平成 19年 3 月 22 日

平成 20年 3月 18 日 平成 20年 7 月 15 日

平成 23年 3月 31 日 令和 2 年 3 月 24 日

令和 3 年 3月 31 日

第 1章 ⥲ 則

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規程は，⚄ᡞ学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定。以下「教学規則」という。)第 51 条第

2 項及び第 52 条第 2 項(教学規則第 72 条において‽⏝するሙྜをྵࡴ。)の規定に基づき，⚄ᡞ学(以下

「本学」という。)の授業料の免除୪びに徴収猶予及び月割分納(以下「授業料の免除等」という。)の取

扱いにࡘいて定めるものとする。

2 学等におけるಟ学のᨭに関するἲᚊ㸦令和ඖ年ἲᚊ第 8 号。以下「ἲ」という。㸧に基づく授業

料の免除等にࡘいては，関ಀἲ令の定めるとこࢁによる。

(ᑐ ㇟ 者)

第 2 条 授業料の免除等のᑐ㇟となる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)  本学の学部の学生(≉別⫈ㅮ学生，≉別◊✲学生，科┠等ᒚಟ生，⫈ㅮ生，◊✲生及びᑓᨷ生を除く。

以下ྠじ。)及び乗⯪実⩦科の学生のうࡕ，令和ඖ年ᗘ前期ཪは後期の授業料の免除等において，額ཪ

は༙額免除を受けた者で，ἲに基づくᨭไᗘ㸦以下「᪂ไᗘ」という。㸧に申請を行ࡗた者㸦᪂ไᗘに

よるᨭのᑐ㇟とならないことが明らかで申請を行ࢃなかࡗた者をྵࡴ。㸧のうࡕ，授業料の免除等をᕼ

ᮃする者

(2) 本学の学㝔の学生(≉別⫈ㅮ学生，≉別◊✲学生，科┠等ᒚಟ生，⫈ㅮ生，◊✲生及びᑓᨷ生を除

く。以下ྠじ。)本学の学部及び学㝔の学生(≉別⫈ㅮ学生，≉別◊✲学生，科┠等ᒚಟ生，⫈ㅮ生，◊

✲生及びᑓᨷ生を除く。以下ྠじ。)

(⏦ㄳཬࡧ許可)

第 3 条 授業料の免除等を受けようとする者(授業料の徴収猶予を受けようとするሙྜであࡗて，学生が

行᪉明であるときは，学生に௦ࢃる者)は，各期(教学規則第 50 条第 1 項に規定する前期及び後期をい

う。以下ྠじ。)ࡈとに学長に申請しなければならない。ただし，་学部(1 年次生を除く。)，海洋政策科

学部(1 年次生を除く。)，་学◊✲科，ಖ学◊✲科，海事科学◊✲科ཪは乗⯪実⩦科(以下「་学部等」

という。)にᡤᒓする者は，་学部等の長を経て学長に申請しなければならない。

2 学長は，前項の規定による申請があࡗたときは，⚄ᡞ学学生委員協議会(以下「学生委員協議会」と

いう。)の議を経て当該期分の授業料の免除等を許可することができる。

(ච㝖ᐇ可⬟㢠ཬࡧ㑅⪃ᇶ‽ཬࡧᐇせ㡯)

第 4 条 授業料の免除等の免除実施可⬟額及び㑅⪃基‽及び実施要項は，別に定める。

(⏦ㄳ者に係る授業料)

第 5 条 授業料の免除等の申請者は，授業料の免除等の許可ཪは許可のỴ定がなされるまでの間，当該

授業料の納付を要しない。

第 2章 授業料のච㝖

(⤒῭ⓗ⌮⏤にࡼるච㝖)

第 6 条 学生が経῭ⓗ理由により授業料を納付することがᅔ㞴であり，かࡘ，学業がඃ⚽であると認めら

れるሙྜは，授業料の額ཪは༙額を免除することができる。

2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期ࡈとのᡤ定の日までに次の書類をもࡗて

申請しなければならない。

(1) 授業料免除申請書

－ 118 － － 119 －



(2) 学生ཪは当該学生の学㈨をとして㈇ᢸしている者(以下「学㈨㈇ᢸ者」という。)のᒃఫᆅのᕷ༊

⏫ᮧ長のᡤ得ド明書

(3) その他本学において必要と認める書類

(るච㝖ࡼに࡞ู≉)

第7条 学生が次の各号のいずれかに該当する≉別な事により授業料を納付することがⴭしくᅔ㞴であ

ると認められるሙྜは，当該理由のⓎ生した日のᒓする期の⩣期に納付すき授業料の額ཪは༙額を免

除することができる。ただし，当該理由Ⓨ生の期が当該期の授業料の納付期㝈以前であり，かࡘ，当該

学生が当該期分の授業料を納付していないときは，当該期分の授業料の額ཪは༙額を免除することがで

きる。

(1) 各期ࡈとの授業料の納期前 6 月以ෆ(ධ学した日のᒓする期分の授業料の免除にಀるሙྜは，ධ学前

1 年以ෆ)において学㈨㈇ᢸ者がṚஸし，ཪは学生ⱝしくは学㈨㈇ᢸ者が㢼Ỉᐖ等の⅏ᐖ(以下「⅏ᐖ」と

いう。)を受けたሙྜ

(2) 前号に‽ずるሙྜであࡗて，本学が相当と認める理由があるとき。

2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期ࡈとのᡤ定の日までに次の書類をもࡗて

申請しなければならない。

(1) 授業料免除申請書

(2) 学生ཪは学㈨㈇ᢸ者のᒃఫᆅのᕷ༊⏫ᮧ長のᡤ得ド明書

(3) 学㈨㈇ᢸ者のṚஸをド明する書類(学㈨㈇ᢸ者がṚஸしたことにより免除を受けようとする者に㝈

る。)

(4) 学生ཪは学㈨㈇ᢸ者のᒃఫᆅのᕷ༊⏫ᮧ長の⨯⅏ド明書(⅏ᐖを受けたことにより免除を受けよう

とする者に㝈る。)

(5) その他本学において必要と認める書類

第 3章 授業料のᚩ⊰ணཬࡧ月ศ⣡

(ᚩ  ⊰ ண)

第 8 条 学生が次の各号のいずれかに該当するሙྜは，授業料の徴収を猶予することができる。

(1) 経῭ⓗ理由により納付期㝈までに授業料を納付することがᅔ㞴であり，かࡘ，学業がඃ⚽であると

認められるሙྜ

(2) 行᪉明のሙྜ

(3) 学生ཪは学㈨㈇ᢸ者が⅏ᐖを受け，納付期㝈までに授業料を納付することがᅔ㞴であると認められ

るሙྜ

(4) その他ࡴࡸを得ない事により納付期㝈までに授業料を納付することがᅔ㞴であると認められるሙ

ྜ

2 前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者は，各期ࡈとのᡤ定の日までに次の書類をも

。て申請しなければならないࡗ

(1) 授業料徴収猶予申請書

(2) 学生ཪは学㈨㈇ᢸ者のᒃఫᆅのᕷ༊⏫ᮧ長のᡤ得ド明書

(3) その他本学において必要と認める書類

3 授業料の徴収猶予の期間は，前期分にࡘいては 8 月末日まで，後期分にࡘいては 2 月末日までとする。

(月  ศ ⣡)

第 9 条 前条第 1 項第 1 号，第 3 号ཪは第 4 号に該当するሙྜであࡗて，≉別の事のあるときは，授業

料を月割分納さࡏることができる。

2 前項の規定により授業料の月割分納をしようとする者は，各期ࡈとのᡤ定の日までに次の書類をもࡗ

て申請しなければならない。

(1) 授業料月割分納申請書

(2) 学生ཪは学㈨㈇ᢸ者のᒃఫᆅのᕷ༊⏫ᮧ長のᡤ得ド明書

(3) その他本学において必要と認める書類

3 授業料の月割分納額は，授業料の年額の 12 分の 1 に相当する額(以下「月割計算額」という。)とし，

毎月 5 日までに納付するものとする。

第 4章 許可の取消し

(許可の取消し)

第 10 条 授業料の免除等を許可されている者が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，学生委

員協議会の議を経て授業料の免除等の許可を取り消すことができる。

(1) 授業料の免除等の理由が消滅したことが判明したとき。

(2) 申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明したとき。

(3) 教学規則第 55 条の 2 に規定する懲戒処分を受けたとき。

(許可を取り消された者に係る授業料)

第 11 条 前条の規定により授業料の免除等の許可を取り消された者は，次の各号に定める授業料を納付

しなければならない。

(1) 授業料の免除の許可を取り消された者は，月割計算額に，その許可を取り消された月からその期の

末月までの月数を乗じて得た額の授業料。ただし，申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明した

ことにより免除の許可を取り消された者は，当該期分の授業料

(2) 授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は，当該期分の授業料

(3) 授業料の月割分納の許可を取り消された者は，未納の授業料

第 5章 雑 則

(雑 則)

第 12 条 この規程に定めるもののほか，授業料の免除等の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成 16年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 17 年 3 月 17 日)

この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 19 年 3 月 22 日)

この規程は，平成 19年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 20 年 3 月 18 日)

この規程は，平成 20年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 20 年 7 月 15 日)

この規程は，平成 20年 7月 15 日から施行する。

附 則(平成 23 年 3 月 31 日)

この規程は，平成 23年 4月 1日から施行する。

附 則(令和 2 年 3 月 24 日)

この規程は，令和 2 年 4 月 1日から施行する。

附 則(令和 3 年 3 月 31 日)

1 この規程は，令和 3 年 4月 1 日から施行する。

2 海事科学部が存続する間，改正後の第 3 条第 1 項中「海洋政策科学部」とあるのは「海洋政策科学部及び海事科

学部」と読み替えるものとする。
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(2) 学生ཪは当該学生の学㈨をとして㈇ᢸしている者(以下「学㈨㈇ᢸ者」という。)のᒃఫᆅのᕷ༊

⏫ᮧ長のᡤ得ド明書

(3) その他本学において必要と認める書類

(るච㝖ࡼに࡞ู≉)

第7条 学生が次の各号のいずれかに該当する≉別な事により授業料を納付することがⴭしくᅔ㞴であ

ると認められるሙྜは，当該理由のⓎ生した日のᒓする期の⩣期に納付すき授業料の額ཪは༙額を免

除することができる。ただし，当該理由Ⓨ生の期が当該期の授業料の納付期㝈以前であり，かࡘ，当該

学生が当該期分の授業料を納付していないときは，当該期分の授業料の額ཪは༙額を免除することがで

きる。

(1) 各期ࡈとの授業料の納期前 6 月以ෆ(ධ学した日のᒓする期分の授業料の免除にಀるሙྜは，ධ学前

1 年以ෆ)において学㈨㈇ᢸ者がṚஸし，ཪは学生ⱝしくは学㈨㈇ᢸ者が㢼Ỉᐖ等の⅏ᐖ(以下「⅏ᐖ」と

いう。)を受けたሙྜ

(2) 前号に‽ずるሙྜであࡗて，本学が相当と認める理由があるとき。

2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期ࡈとのᡤ定の日までに次の書類をもࡗて

申請しなければならない。

(1) 授業料免除申請書

(2) 学生ཪは学㈨㈇ᢸ者のᒃఫᆅのᕷ༊⏫ᮧ長のᡤ得ド明書

(3) 学㈨㈇ᢸ者のṚஸをド明する書類(学㈨㈇ᢸ者がṚஸしたことにより免除を受けようとする者に㝈

る。)

(4) 学生ཪは学㈨㈇ᢸ者のᒃఫᆅのᕷ༊⏫ᮧ長の⨯⅏ド明書(⅏ᐖを受けたことにより免除を受けよう

とする者に㝈る。)

(5) その他本学において必要と認める書類

第 3章 授業料のᚩ⊰ணཬࡧ月ศ⣡

(ᚩ  ⊰ ண)

第 8 条 学生が次の各号のいずれかに該当するሙྜは，授業料の徴収を猶予することができる。

(1) 経῭ⓗ理由により納付期㝈までに授業料を納付することがᅔ㞴であり，かࡘ，学業がඃ⚽であると

認められるሙྜ

(2) 行᪉明のሙྜ

(3) 学生ཪは学㈨㈇ᢸ者が⅏ᐖを受け，納付期㝈までに授業料を納付することがᅔ㞴であると認められ

るሙྜ

(4) その他ࡴࡸを得ない事により納付期㝈までに授業料を納付することがᅔ㞴であると認められるሙ

ྜ

2 前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者は，各期ࡈとのᡤ定の日までに次の書類をも

。て申請しなければならないࡗ

(1) 授業料徴収猶予申請書

(2) 学生ཪは学㈨㈇ᢸ者のᒃఫᆅのᕷ༊⏫ᮧ長のᡤ得ド明書

(3) その他本学において必要と認める書類

3 授業料の徴収猶予の期間は，前期分にࡘいては 8 月末日まで，後期分にࡘいては 2 月末日までとする。

(月  ศ ⣡)

第 9 条 前条第 1 項第 1 号，第 3 号ཪは第 4 号に該当するሙྜであࡗて，≉別の事のあるときは，授業

料を月割分納さࡏることができる。

2 前項の規定により授業料の月割分納をしようとする者は，各期ࡈとのᡤ定の日までに次の書類をもࡗ

て申請しなければならない。

(1) 授業料月割分納申請書

(2) 学生ཪは学㈨㈇ᢸ者のᒃఫᆅのᕷ༊⏫ᮧ長のᡤ得ド明書

(3) その他本学において必要と認める書類

3 授業料の月割分納額は，授業料の年額の 12 分の 1 に相当する額(以下「月割計算額」という。)とし，

毎月 5 日までに納付するものとする。

第 4章 許可の取消し

(許可の取消し)

第 10 条 授業料の免除等を許可されている者が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，学生委

員協議会の議を経て授業料の免除等の許可を取り消すことができる。

(1) 授業料の免除等の理由が消滅したことが判明したとき。

(2) 申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明したとき。

(3) 教学規則第 55 条の 2 に規定する懲戒処分を受けたとき。

(許可を取り消された者に係る授業料)

第 11 条 前条の規定により授業料の免除等の許可を取り消された者は，次の各号に定める授業料を納付

しなければならない。

(1) 授業料の免除の許可を取り消された者は，月割計算額に，その許可を取り消された月からその期の

末月までの月数を乗じて得た額の授業料。ただし，申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明した

ことにより免除の許可を取り消された者は，当該期分の授業料

(2) 授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は，当該期分の授業料

(3) 授業料の月割分納の許可を取り消された者は，未納の授業料

第 5章 雑 則

(雑 則)

第 12 条 この規程に定めるもののほか，授業料の免除等の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成 16年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 17 年 3 月 17 日)

この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 19 年 3 月 22 日)

この規程は，平成 19年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 20 年 3 月 18 日)

この規程は，平成 20年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 20 年 7 月 15 日)

この規程は，平成 20年 7月 15 日から施行する。

附 則(平成 23 年 3 月 31 日)

この規程は，平成 23年 4月 1日から施行する。

附 則(令和 2 年 3 月 24 日)

この規程は，令和 2 年 4 月 1日から施行する。

附 則(令和 3 年 3 月 31 日)

1 この規程は，令和 3 年 4月 1 日から施行する。

2 海事科学部が存続する間，改正後の第 3 条第 1 項中「海洋政策科学部」とあるのは「海洋政策科学部及び海事科

学部」と読み替えるものとする。
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⚄ᡞᏛᏛ⏕ᗣデ᩿つ⛬
(平成 16年 4月 1 日ไ定)

(㊃᪨)

第 1 条 この規程は，⚄ᡞ学の学生にᑐするᗣデ᩿及び事後ᥐ⨨等にࡘいて定めるものとする。

(ᐇᶵ㛵)

第2条 ᗣデ᩿は，࣮ࢱࣥࢭࢣࢫࣝ࣊&ࢫࣃࣥࣕ࢟ࣈࢩ࣮ࣝࢡࣥಖ⟶理部㛛(以下「ಖ⟶理部㛛」と

いう。)が行う。

(ᗣデ᩿の✀㢮)

第 3 条 ᗣデ᩿は，定期ᗣデ᩿及び⮫ᗣデ᩿とする。

2 定期ᗣデ᩿は，毎学年定期に行うものとする。

3 ⮫ᗣデ᩿は，࣮ࢱࣥࢭࢣࢫࣝ࣊&ࢫࣃࣥࣕ࢟ࣈࢩ࣮ࣝࢡࣥಖ⟶理部㛛長(以下「ಖ⟶理部㛛長」

という。)が必要と認めたときに行うものとする。

(ཷデの⩏ົ)

第 4 条 学生は，ᗣデ᩿を受けなければならない。

2 学生は，ᗣデ᩿を受けなかࡗたときは，ಖ⟶理部㛛長の定める期間ෆに，当該ᗣデ᩿とྠ等の実施

項┠をྵࡴᗣデ᩿ド明書をಖ⟶理部㛛にᥦฟしなければならない。

3 前項の規定によるᗣデ᩿ド明書をᥦฟできないときは，ಖ⟶理部㛛長に申しฟてᣦ♧を受けなければ

ならない。

(ᗣデ᩿の⤖ᯝの༊ศཬࡧ㏻▱)

第 5 条 ಖ⟶理部㛛長は，ᗣデ᩿の⤖ᯝを別⾲により༊分し，学部長等(各学部長及び各◊✲科長をいう。

以下ྠじ。)に㏻▱するとともに，学生に㏻▱するものとする。ただし，のない者にࡘいては，学生の

㏻▱を┬␎することができる。

(ᚋᥐ⨨)

第 6 条 学部長等は，ᗣデ᩿の⤖ᯝ，のため生ά規正ཪは⒪を要する者があるときは，ಖ⟶理部㛛

長と協議のୖ，当該学生のᗣᅇに必要なᣦᑟを行ࢃなければならない。

2 ᗣデ᩿の⤖ᯝ，のある者は，前項のᣦᑟにᚑࢃなければならない。

(Ꮫのཷデ)

第 7 条 のためఇ学中の者が学しようとするときは，学部長等を経て，ಖ⟶理部㛛長に申しฟて，

ᗣデ᩿を受けなければならない。

(ド᫂᭩のⓎ⾜)

第 8 条 第 3 条のᗣデ᩿を受けた者が，ᗣデ᩿ド明書を必要とするときは，これをⓎ行することがある。

附 則

この規程は，平成 16 年 4月 1 日から施行する。

㝃 則(令和4年3月30日)

この規程は，令和 4年 4 月 1日から施行する。

ู⾲

判定༊分

生

ά

規

正

の

㠃

A (要ఇ業) 授業をఇࡴ必要のあるもの

B (要㍍業) 授業にไ㝈をຍえる必要のあるもの

C (要ὀព) 授業をほࡰ平ᖖに行ࡗてもよいもの

D (ᗣ) く平ᖖの生άでよいもの

་

⒪

の

㠃

1 (要་⒪) ་ᖌによる┤᥋の་⒪行Ⅽを必要とするもの

2 (要ほᐹ) ་ᖌによる┤᥋の་⒪行Ⅽを必要としないが，定期ⓗに་ᖌのほᐹᣦᑟを必要とするもの

3 (ᗣ) ་ᖌによる┤᥋ཪは間᥋の་⒪行Ⅽをく必要としないもの
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⚄ᡞᏛᏛ⏕ᗣデ᩿つ⛬
(平成 16年 4月 1 日ไ定)

(㊃᪨)

第 1 条 この規程は，⚄ᡞ学の学生にᑐするᗣデ᩿及び事後ᥐ⨨等にࡘいて定めるものとする。

(ᐇᶵ㛵)

第2条 ᗣデ᩿は，࣮ࢱࣥࢭࢣࢫࣝ࣊&ࢫࣃࣥࣕ࢟ࣈࢩ࣮ࣝࢡࣥಖ⟶理部㛛(以下「ಖ⟶理部㛛」と

いう。)が行う。

(ᗣデ᩿の✀㢮)

第 3 条 ᗣデ᩿は，定期ᗣデ᩿及び⮫ᗣデ᩿とする。

2 定期ᗣデ᩿は，毎学年定期に行うものとする。

3 ⮫ᗣデ᩿は，࣮ࢱࣥࢭࢣࢫࣝ࣊&ࢫࣃࣥࣕ࢟ࣈࢩ࣮ࣝࢡࣥಖ⟶理部㛛長(以下「ಖ⟶理部㛛長」

という。)が必要と認めたときに行うものとする。

(ཷデの⩏ົ)

第 4 条 学生は，ᗣデ᩿を受けなければならない。

2 学生は，ᗣデ᩿を受けなかࡗたときは，ಖ⟶理部㛛長の定める期間ෆに，当該ᗣデ᩿とྠ等の実施

項┠をྵࡴᗣデ᩿ド明書をಖ⟶理部㛛にᥦฟしなければならない。

3 前項の規定によるᗣデ᩿ド明書をᥦฟできないときは，ಖ⟶理部㛛長に申しฟてᣦ♧を受けなければ

ならない。

(ᗣデ᩿の⤖ᯝの༊ศཬࡧ㏻▱)

第 5 条 ಖ⟶理部㛛長は，ᗣデ᩿の⤖ᯝを別⾲により༊分し，学部長等(各学部長及び各◊✲科長をいう。

以下ྠじ。)に㏻▱するとともに，学生に㏻▱するものとする。ただし，のない者にࡘいては，学生の

㏻▱を┬␎することができる。

(ᚋᥐ⨨)

第 6 条 学部長等は，ᗣデ᩿の⤖ᯝ，のため生ά規正ཪは⒪を要する者があるときは，ಖ⟶理部㛛

長と協議のୖ，当該学生のᗣᅇに必要なᣦᑟを行ࢃなければならない。

2 ᗣデ᩿の⤖ᯝ，のある者は，前項のᣦᑟにᚑࢃなければならない。

(Ꮫのཷデ)

第 7 条 のためఇ学中の者が学しようとするときは，学部長等を経て，ಖ⟶理部㛛長に申しฟて，

ᗣデ᩿を受けなければならない。

(ド᫂᭩のⓎ⾜)

第 8 条 第 3 条のᗣデ᩿を受けた者が，ᗣデ᩿ド明書を必要とするときは，これをⓎ行することがある。

附 則

この規程は，平成 16 年 4月 1 日から施行する。

㝃 則(令和4年3月30日)

この規程は，令和 4年 4 月 1日から施行する。

ู⾲

判定༊分

生

ά

規

正

の

㠃

A (要ఇ業) 授業をఇࡴ必要のあるもの

B (要㍍業) 授業にไ㝈をຍえる必要のあるもの

C (要ὀព) 授業をほࡰ平ᖖに行ࡗてもよいもの

D (ᗣ) く平ᖖの生άでよいもの

་

⒪

の

㠃

1 (要་⒪) ་ᖌによる┤᥋の་⒪行Ⅽを必要とするもの

2 (要ほᐹ) ་ᖌによる┤᥋の་⒪行Ⅽを必要としないが，定期ⓗに་ᖌのほᐹᣦᑟを必要とするもの

3 (ᗣ) ་ᖌによる┤᥋ཪは間᥋の་⒪行Ⅽをく必要としないもの
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⚄ᡞᏛᏛ⏕⾲ᙲつ⛬
(平成 17年 2月 17日ไ定)

改正 平成 23 年 3月 31 日 平成 25 年 6月 25 日

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規程は，⚄ᡞ学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)第 55 条第 2 項の規定に基づき，⚄ᡞ

学(以下「本学」という。)の学生及び学生ᅋయの⾲ᙲに関し必要な事項を定めるものとする。

(⾲ᙲのᇶ‽)

第2条 ⾲ᙲは，学生及び学生ᅋయのうࡕ，次の各号のいずれかに該当するものにࡘいて行うものとする。

(1) 学⾡◊✲άືにおいて，次のいずれかに該当すると認められるもの

 ᅜ㝿ⓗ規ᶍཪはᅜⓗ規ᶍの学会から㈹を受けたもの

ࣟ その他これらに‽ずる学会等から㧗いホ౯を受けたもの

(2) 本学බ認ㄢእάືᅋయのάືにおいて，次のいずれかに該当すると認められるもの

 ᅜ㝿ⓗ規ᶍの➇ᢏ会，බ₇会，ᒎぴ会等(以下「➇ᢏ会等」という。)においてඃ⚽な成⦼をಟめ，

ཪは㧗いホ౯を受けたもの

ࣟ ᅜⓗཪはᆅ༊ⓗ規ᶍの➇ᢏ会等においてඃ⚽な成⦼をಟめたもの

ࣁ බⓗᶵ関等から⾲ᙲを受ける等㧗いホ౯を受けたもの

ࢽ ༞業年ᗘに当たる者で，ᅾ学中のㄢእάືにおいて≉に㢧ⴭなຌປがあࡗたもの

(3) ♫会άືにおいて，次のいずれかに該当すると認められるもの

 άື等において，බⓗᶵ関等から⾲ᙲを受ける等♫会ⓗに≉に㧗いホ౯を受けたもࢸࣥࣛ࣎

の

ࣟ ேᩆຓ，≢⨥㜵Ṇ，⅏ᐖᩆຓ等に㈉⊩したことにより，බⓗᶵ関等から⾲ᙲを受ける等♫会ⓗ

に≉に㧗いホ౯を受けたもの

ࣁ その他♫会άືにおいて≉に㧗いホ౯を受けたもの

(4) 前各号にᥖࡆるもののほか，≉にඃれた業⦼，ຌ⦼等があࡗたと認められるもの

(⾲ᙲೃ⿵者の᥎⸀)

第 3 条 各学部長，各◊✲科長，各ㄢእάືᅋయの㢳ၥ教員等は，前条各号のいずれかに該当すると認め

られる学生ཪは学生ᅋయ(以下「⾲ᙲೃ⿵者」という。)があるሙྜは，別グᵝᘧ第 1 により学長に᥎⸀す

るものとする。

(⿕⾲ᙲ者の㑅⪃ཬࡧỴᐃ)

第 4 条 学長は，前条の規定に基づき᥎⸀された⾲ᙲೃ⿵者にࡘいて，学生委員協議会の議を経て，⾲ᙲ

される者(以下「⿕⾲ᙲ者」という。)をỴ定する。

(⾲ᙲの᪉ἲ)

第 5 条 ⾲ᙲは，学長が別グᵝᘧ第 2 の⾲ᙲ≧を授することにより行う。

2 前項の⾲ᙲ≧にῧえて，グᛕရを㉗࿊することができる。

(⾲ᙲのᮇ)

第 6 条 ⾲ᙲは，⿕⾲ᙲ者がỴ定された後，㏿ࡸかに行うものとする。ただし，第 2 条第 2 号に該当する

⾲ᙲにࡘいては，ཎ則として毎年 3 月に行うものとする。

( ົ)

第 7 条 ⾲ᙲに関する事ົは，学ົ部学生ᨭㄢにおいて処理する。

(雑 則)

第8条 この規程に定めるもののほか，学生及び学生ᅋయの⾲ᙲの実施に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成 17 年 4月 1 日から施行し，施行日以後の学生及び学生ᅋయのάືにࡘいて㐺⏝する。

附 則(平成 23 年 3 月 31 日)

この規程は，平成 23 年 4月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年 6 月 25 日)

この規程は，平成 25 年 7月 1 日から施行する。

㸦別グᵝᘧ ⾲グ␎㸧

⚄ᡞᏛᏛ⏕⾲ᙲに㛵ࡍる⏦ྜࡏ

                                 (平成 20 年 7 月 9 日学生委員協議会ไ定)

改正 平成 23 年 3 月 2 日学生委員協議会 平成 28 年 3 月 2 日学生委員協議会

令和 2 年 3 月 4 日学生委員協議会 令和  3 年 3 月 4 日学生委員協議会

令和 4 年 12 月 7 日学生委員協議会                

この申ྜࡏは，⚄ᡞ学学生⾲ᙲ規程㸦平成㸯㸵年㸰月㸯㸵日ไ定。以下「規程」という。㸧第㸶条の

規定に基づき，学生の⾲ᙲに関するලయⓗ事項を申しྜࡏࢃるものである。

㸯 ᥎⸀ᇶ‽

㸦㸯㸧規程第㸰条第㸯号㸦ᅜ㝿ⓗ規ᶍཪはᅜⓗ規ᶍの学会から㈹を受けたもの㸧の᥎⸀基‽は，   

次のձ，ղのすてを‶たすሙྜとする。

    ձ学会にࡘいて

  a ἲேされているᅜ規ᶍの学会であること。なお，海እの学会にࡘいてもᅜෆ学会とྠ等     

の要௳を‶たしていること。

     b  学会がㄽᩥ㈹㑅⪃委員会等をタ⨨しཝ正なᑂᰝを行ࡗていること。

    ղ⾲ᙲೃ⿵者にࡘいて

     a  学会が⾲ᙲしたㄽᩥ㈹等の受㈹者であること。

     b  受㈹を受けたㄽᩥの࣮ࢧ࣮࣭࢜ࢺࢫ࣮ࣇであること。

なお，学会が⾲ᙲする「࣮ࢱࢫ࣏㈹」ࡸ「ཱྀ㢌Ⓨ⾲㈹」ࠊᅜෆ会議に付㝶してタ⨨された「各✀

の㈹」及び各✀ᅋయが⾲ᙲする学⾡関ಀの㈹㸦えば㡢ᴦ࣮ࣝࢡࣥࢥでの㈹，㈈ᅋ࣭協会等の学

⾡㈹㸧はཎ則として該当しないが，受㈹が」数の࣑ࢥࢫ࣐等で⤂され♫会ⓗにホ౯されたもの

にࡘいてはࠊ別㏵⪃៖する。

㸦㸰㸧規程第㸰条第㸯号ࣟ㸦その他これらに‽ずる学会等から㧗いホ౯を受けたもの㸧の᥎⸀基‽は，    

次のとおりとする。

    ձ ㄽᩥが࣮ࣕࢳࢿ等のⴭྡな学⾡ㄅにᥖ㍕され，そのㄽᩥの࣮ࢧ࣮࣭࢜ࢺࢫ࣮ࣇであり，    

かࡘ，当該ㄽᩥが」数の࣑ࢥࢫ࣐等で⤂され♫会ⓗにホ౯されたものであること。

  㸦㸱㸧規程第㸰条第㸰号ࣟ㸦ᅜⓗཪはᆅ༊ⓗ規ᶍの➇ᢏ会等においてඃ⚽な成⦼をಟめたもの㸧の᥎

⸀基‽は次のձࠊղのいずれかの条௳を‶たすものとする。

   ձ ᅜ規ᶍの➇ᢏ会等においてධ㈹したものཪはそれに್する成⦼であること。ణしࠊฟሙ者࣭

㸱までにධ㈹したものをᑐ㇟とすࠊがᅜから㑅ᢤされたと明☜に判᩿できないሙྜ࣒࣮ࢳ

る。

   ղ ᆅ༊ⓗ規ᶍの➇ᢏ会等とはࠊ㏆␥ཪはす日本の➇ᢏ㐃┕ദの➇ᢏ会等でありࠊ下部࣮ࣜࢢ及

び㏆␥ᆅ༊ᅜ❧学య⫱会ၟ୕ࠊᡓは該当しないものとする。その➇ᢏ会等において㸱ま

でにධ㈹したものཪはそれに್する成⦼であること。

  㸦㸲㸧規程第㸰条第㸰号ࠊࢽࠊࣁࠊ第㸱号及び第㸲号の᥎⸀基‽はࠊ各号のとおりとする。

㸰 ᥎⸀ཬࡧᑐ㇟ᮇ㛫

㸦㸯㸧規程第㸱条の᥎⸀期間は，ཎ則として㸯㸰月㸯日から㸯㸰月㸯㸳日までとする。

㸦㸰㸧規程第㸰条各号のᑐ㇟期間は，ཎ則として᥎⸀期間前の㸯年間に受㈹または㧗いホ౯を受けた   

ものとする。

㸱 ⾲ᙲのᑐ㇟者

    ⾲ᙲのᑐ㇟者はࠊཎ則として᥎⸀期間のⅬで本学にᅾ⡠する学生とする。ただしࠊ᥎⸀期間のⅬ

において༞業等により学⡠を㞳れている者にࡘいてもྠࠊேがᑐ㇟期間ෆのᅾ学中になした業⦼により

受㈹ཪは㧗いホ౯等を受けたሙྜはࠊ⾲ᙲのᑐ㇟として⪃៖するものとする。
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⚄ᡞᏛᏛ⏕⾲ᙲつ⛬
(平成 17年 2月 17日ไ定)

改正 平成 23 年 3月 31 日 平成 25 年 6月 25 日

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規程は，⚄ᡞ学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)第 55 条第 2 項の規定に基づき，⚄ᡞ

学(以下「本学」という。)の学生及び学生ᅋయの⾲ᙲに関し必要な事項を定めるものとする。

(⾲ᙲのᇶ‽)

第2条 ⾲ᙲは，学生及び学生ᅋయのうࡕ，次の各号のいずれかに該当するものにࡘいて行うものとする。

(1) 学⾡◊✲άືにおいて，次のいずれかに該当すると認められるもの

 ᅜ㝿ⓗ規ᶍཪはᅜⓗ規ᶍの学会から㈹を受けたもの

ࣟ その他これらに‽ずる学会等から㧗いホ౯を受けたもの

(2) 本学බ認ㄢእάືᅋయのάືにおいて，次のいずれかに該当すると認められるもの

 ᅜ㝿ⓗ規ᶍの➇ᢏ会，බ₇会，ᒎぴ会等(以下「➇ᢏ会等」という。)においてඃ⚽な成⦼をಟめ，

ཪは㧗いホ౯を受けたもの

ࣟ ᅜⓗཪはᆅ༊ⓗ規ᶍの➇ᢏ会等においてඃ⚽な成⦼をಟめたもの

ࣁ බⓗᶵ関等から⾲ᙲを受ける等㧗いホ౯を受けたもの

ࢽ ༞業年ᗘに当たる者で，ᅾ学中のㄢእάືにおいて≉に㢧ⴭなຌປがあࡗたもの

(3) ♫会άືにおいて，次のいずれかに該当すると認められるもの

 άື等において，බⓗᶵ関等から⾲ᙲを受ける等♫会ⓗに≉に㧗いホ౯を受けたもࢸࣥࣛ࣎

の

ࣟ ேᩆຓ，≢⨥㜵Ṇ，⅏ᐖᩆຓ等に㈉⊩したことにより，බⓗᶵ関等から⾲ᙲを受ける等♫会ⓗ

に≉に㧗いホ౯を受けたもの

ࣁ その他♫会άືにおいて≉に㧗いホ౯を受けたもの

(4) 前各号にᥖࡆるもののほか，≉にඃれた業⦼，ຌ⦼等があࡗたと認められるもの

(⾲ᙲೃ⿵者の᥎⸀)

第 3 条 各学部長，各◊✲科長，各ㄢእάືᅋయの㢳ၥ教員等は，前条各号のいずれかに該当すると認め

られる学生ཪは学生ᅋయ(以下「⾲ᙲೃ⿵者」という。)があるሙྜは，別グᵝᘧ第 1 により学長に᥎⸀す

るものとする。

(⿕⾲ᙲ者の㑅⪃ཬࡧỴᐃ)

第 4 条 学長は，前条の規定に基づき᥎⸀された⾲ᙲೃ⿵者にࡘいて，学生委員協議会の議を経て，⾲ᙲ

される者(以下「⿕⾲ᙲ者」という。)をỴ定する。

(⾲ᙲの᪉ἲ)

第 5 条 ⾲ᙲは，学長が別グᵝᘧ第 2 の⾲ᙲ≧を授することにより行う。

2 前項の⾲ᙲ≧にῧえて，グᛕရを㉗࿊することができる。

(⾲ᙲのᮇ)

第 6 条 ⾲ᙲは，⿕⾲ᙲ者がỴ定された後，㏿ࡸかに行うものとする。ただし，第 2 条第 2 号に該当する

⾲ᙲにࡘいては，ཎ則として毎年 3 月に行うものとする。

( ົ)

第 7 条 ⾲ᙲに関する事ົは，学ົ部学生ᨭㄢにおいて処理する。

(雑 則)

第8条 この規程に定めるもののほか，学生及び学生ᅋయの⾲ᙲの実施に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成 17 年 4月 1 日から施行し，施行日以後の学生及び学生ᅋయのάືにࡘいて㐺⏝する。

附 則(平成 23 年 3 月 31 日)

この規程は，平成 23 年 4月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年 6 月 25 日)

この規程は，平成 25 年 7月 1 日から施行する。

㸦別グᵝᘧ ⾲グ␎㸧

⚄ᡞᏛᏛ⏕⾲ᙲに㛵ࡍる⏦ྜࡏ

                                 (平成 20 年 7 月 9 日学生委員協議会ไ定)

改正 平成 23 年 3 月 2 日学生委員協議会 平成 28 年 3 月 2 日学生委員協議会

令和 2 年 3 月 4 日学生委員協議会 令和  3 年 3 月 4 日学生委員協議会

令和 4 年 12 月 7 日学生委員協議会                

この申ྜࡏは，⚄ᡞ学学生⾲ᙲ規程㸦平成㸯㸵年㸰月㸯㸵日ไ定。以下「規程」という。㸧第㸶条の

規定に基づき，学生の⾲ᙲに関するලయⓗ事項を申しྜࡏࢃるものである。

㸯 ᥎⸀ᇶ‽

㸦㸯㸧規程第㸰条第㸯号㸦ᅜ㝿ⓗ規ᶍཪはᅜⓗ規ᶍの学会から㈹を受けたもの㸧の᥎⸀基‽は，   

次のձ，ղのすてを‶たすሙྜとする。

    ձ学会にࡘいて

  a ἲேされているᅜ規ᶍの学会であること。なお，海እの学会にࡘいてもᅜෆ学会とྠ等     

の要௳を‶たしていること。

     b  学会がㄽᩥ㈹㑅⪃委員会等をタ⨨しཝ正なᑂᰝを行ࡗていること。

    ղ⾲ᙲೃ⿵者にࡘいて

     a  学会が⾲ᙲしたㄽᩥ㈹等の受㈹者であること。

     b  受㈹を受けたㄽᩥの࣮ࢧ࣮࣭࢜ࢺࢫ࣮ࣇであること。

なお，学会が⾲ᙲする「࣮ࢱࢫ࣏㈹」ࡸ「ཱྀ㢌Ⓨ⾲㈹」ࠊᅜෆ会議に付㝶してタ⨨された「各✀

の㈹」及び各✀ᅋయが⾲ᙲする学⾡関ಀの㈹㸦えば㡢ᴦ࣮ࣝࢡࣥࢥでの㈹，㈈ᅋ࣭協会等の学

⾡㈹㸧はཎ則として該当しないが，受㈹が」数の࣑ࢥࢫ࣐等で⤂され♫会ⓗにホ౯されたもの

にࡘいてはࠊ別㏵⪃៖する。

㸦㸰㸧規程第㸰条第㸯号ࣟ㸦その他これらに‽ずる学会等から㧗いホ౯を受けたもの㸧の᥎⸀基‽は，    

次のとおりとする。

    ձ ㄽᩥが࣮ࣕࢳࢿ等のⴭྡな学⾡ㄅにᥖ㍕され，そのㄽᩥの࣮ࢧ࣮࣭࢜ࢺࢫ࣮ࣇであり，    

かࡘ，当該ㄽᩥが」数の࣑ࢥࢫ࣐等で⤂され♫会ⓗにホ౯されたものであること。

  㸦㸱㸧規程第㸰条第㸰号ࣟ㸦ᅜⓗཪはᆅ༊ⓗ規ᶍの➇ᢏ会等においてඃ⚽な成⦼をಟめたもの㸧の᥎

⸀基‽は次のձࠊղのいずれかの条௳を‶たすものとする。

   ձ ᅜ規ᶍの➇ᢏ会等においてධ㈹したものཪはそれに್する成⦼であること。ణしࠊฟሙ者࣭

㸱までにධ㈹したものをᑐ㇟とすࠊがᅜから㑅ᢤされたと明☜に判᩿できないሙྜ࣒࣮ࢳ

る。

   ղ ᆅ༊ⓗ規ᶍの➇ᢏ会等とはࠊ㏆␥ཪはす日本の➇ᢏ㐃┕ദの➇ᢏ会等でありࠊ下部࣮ࣜࢢ及

び㏆␥ᆅ༊ᅜ❧学య⫱会ၟ୕ࠊᡓは該当しないものとする。その➇ᢏ会等において㸱ま

でにධ㈹したものཪはそれに್する成⦼であること。

  㸦㸲㸧規程第㸰条第㸰号ࠊࢽࠊࣁࠊ第㸱号及び第㸲号の᥎⸀基‽はࠊ各号のとおりとする。

㸰 ᥎⸀ཬࡧᑐ㇟ᮇ㛫

㸦㸯㸧規程第㸱条の᥎⸀期間は，ཎ則として㸯㸰月㸯日から㸯㸰月㸯㸳日までとする。

㸦㸰㸧規程第㸰条各号のᑐ㇟期間は，ཎ則として᥎⸀期間前の㸯年間に受㈹または㧗いホ౯を受けた   

ものとする。

㸱 ⾲ᙲのᑐ㇟者

    ⾲ᙲのᑐ㇟者はࠊཎ則として᥎⸀期間のⅬで本学にᅾ⡠する学生とする。ただしࠊ᥎⸀期間のⅬ

において༞業等により学⡠を㞳れている者にࡘいてもྠࠊேがᑐ㇟期間ෆのᅾ学中になした業⦼により

受㈹ཪは㧗いホ౯等を受けたሙྜはࠊ⾲ᙲのᑐ㇟として⪃៖するものとする。
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㸲 㑅⪃ጤဨ

㸦㸯㸧規程第㸰条第㸯号，第㸱号及び第㸲号による⿕⾲ᙲ者の㑅⪃は，学生委員協議会にタ⨨の学生   

⾲ᙲ㑅⪃ᑠ委員会㸦以下「㑅⪃ᑠ委員会」という。㸧が行う。

㸦㸰㸧規程第㸰条第㸰号による⿕⾲ᙲ者の㑅⪃は，学生委員協議会にタ⨨のㄢእάືᑠ委員会が行う。

㸳 㑅⪃ᑠጤဨጤဨ

前項第㸯号の㑅⪃ᑠ委員会委員の㑅ฟは，次のとおりとする。

  ձ㸲学⾡⣔ิ◊✲分㔝㸦ேᩥ࣭ே間科学⣔ࠊ♫会科学⣔，⮬↛科学⣔，生࣭་学⣔㸧の学生委

員から各㸯ே

   ղ学ົ部長

   ճその他，㑅⪃ᑠ委員会委員長が必要と認めた関㐃分㔝の教員ⱝᖸே

㸴 ⿕⾲ᙲ者のேᩘ

㸦㸯㸧規程第㸰条第㸰号ࢽによる⿕⾲ᙲ者は，㸯㸮ே程ᗘとする。

㸦㸰㸧規程第㸰条第㸰号ࢽ以እの⿕⾲ᙲ者は，それࡒれⱝᖸேとする。

附則

㸯 この申ྜࡏは，平成㸰㸮年㸵月㸷日から施行する。

㸰 ⚄ᡞ学学生⾲ᙲの実施に関する申ྜࡏ㸦平成㸯㸵年㸯月㸯㸷日学生委員協議会Ỵ定㸧は，ᗫṆする。

附則

この申ྜࡏはࠊ平成㸰㸱年㸱月㸰日に施行しࠊ平成㸰㸰年㸯㸰月㸯日から㐺⏝する。

附則

この申ྜࡏはࠊ平成㸰㸶年㸱月㸰日に施行しࠊ平成㸰㸵年㸯㸰月㸯日から㐺⏝する。

附則

この申ྜࡏはࠊ令和㸰年㸱月㸲日に施行しࠊ令和ඖ年㸯㸰月㸯日から㐺⏝する。

附則

この申ྜࡏはࠊ令和㸱年㸱月㸱日に施行しࠊ令和㸰年㸯㸰月㸯日から㐺⏝する。

附則

この申ྜࡏはࠊ令和㸲年㸯㸰月㸵日に施行しࠊ令和㸲年㸯㸰月㸯日から㐺⏝する。

⚄ᡞᏛᏛ⏕ᠬᡄつ則
(平成 16年 4月 1 日ไ定)

改正 平成 17 年 3月 17 日 平成 19 年 12月 25日

平成 22 年 3月 23 日 平成 27 年 3月 31 日

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規則は，⚄ᡞ学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)第 55 条の 2(第 72 条において‽⏝する

ሙྜをྵࡴ。)に規定する学生の懲戒にࡘいて必要な事項を定めるものとする。

(ᠬ ᡄ)

第2条 懲戒は，本学の規定に㐪⫼し，学生としての本分をᏲらない者があるときに行ࢃれるものとする。

(ᠬᡄのෆᐜ)

第 3 条 懲戒のෆᐜは，次のとおりとする。

(1) カ࿌ ᩥ書によりὀពをえ，ᑗ᮶を戒めること。

(2) 学 ᭷期ཪは↓期とし，この間のⓏᰯ及び次の行Ⅽを⚗Ṇすること。

 本学の施タ及びタഛを⏝すること㸦本学がⓎ行したࢺࣥ࢘࢝を⏝いて，本学の⟶理する㟁Ꮚ

計算ᶵ及びሗࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᶵჾを⏝することをྵみ，≉に㏥ཤをࡐられない㝈り，本学の学

生ᑅཪはእᅜே␃学生ᐟ⯋にᒃఫすることを除く。㸧。

ࣟ 本学のබ認ㄢእάືᅋయのάືにཧຍすること。

(3) 懲戒㏥学 令により㏥学さࡏ，ධ学を認めないこと。

(ᠬᡄのⓎ㆟)

第 4 条 懲戒のᑐ㇟となりうる行Ⅽがあࡗたと認めるときは，当該行Ⅽを行ࡗた学生のᡤᒓ学部の教授会

(以下「教授会」という。)は，その事実関ಀをㄪᰝし，懲戒処分の要ྰ等にࡘいてᑂ議するものとする。

2 学長がᣦྡした理事は，前項のㄪᰝ及びᑂ議に㝿し，必要があると認めるときは，教授会にᑐしពぢ

を㏙ることができる。

3 教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関ಀにࡘいてのㄪᰝሗ࿌書及び懲戒処分を

స成し，学長に懲戒のⓎ議を行ࢃなければならない。

(」ᩘのᏛ㒊に係ࢃるሙྜのᠬᡄᡭ⥆)

第 5 条 懲戒のᑐ㇟となりうる行Ⅽが，␗なる学部ཪは◊✲科にᡤᒓする」数の学生によࡗてᘬき㉳こさ

れたሙྜは，教授会は，事実関ಀのㄪᰝ及びᑂ議に㝿して，相に㐃⤡し，ㄪᩚするものとする。

(ᘚ ᫂)

第 6 条 教授会は，第 4 条第 1 項の事実関ಀのㄪᰝを行うに当たり，当該学生にその᪨を࿌▱し，ཱྀ㢌ཪ

はᩥ書によるᘚ明のᶵ会をえなければならない。

2 当該学生は，ᘚ明の㝿，必要なドᣐをᥦฟし，ドேのႏၥをồめることができるとともに，⿵బேを

ᣦྡし，その⿵బを受けることができる。

3 ᘚ明のᶵ会をえられたにもかかࢃらず，正当な理由もなく当該学生がḞᖍし，ཪはᘚ明書をᥦฟし

なかࡗたሙྜは，このᶒをᨺᲠしたものとみなす。

(ᠬᡄฎศのỴᐃ)

第 7 条 学長は，第 4 条第 3 項により教授会からⓎ議があࡗたときは，教⫱◊✲ホ議会(以下「ホ議会」

という。)の議を経て，懲戒処分をỴ定する。

2 ホ議会は，前項のᑂ議において必要があると認め，改めて事実関ಀのㄪᰝ及びᑂ議を行うሙྜにおい

ては，前条の規定を‽⏝する。

(ᠬᡄฎศの㏻▱)

第 8 条 学長は，懲戒処分をỴ定したሙྜは，当該学生に㏻▱しなければならない。

2 懲戒処分の㏻▱は，処分理由をグ㍕した懲戒処分書を当該学生に付することにより行う。ただし，

付の可⬟なሙྜには，他の㐺当な᪉ἲにより㏻▱する。

(ᠬᡄのⓎຠ)

第 9 条 懲戒のⓎຠ日は，懲戒処分書の付日とする。ただし，ࡴࡸをえないሙྜは，この㝈りでない。

－ 126 － － 127 －



㸲 㑅⪃ጤဨ

㸦㸯㸧規程第㸰条第㸯号，第㸱号及び第㸲号による⿕⾲ᙲ者の㑅⪃は，学生委員協議会にタ⨨の学生   

⾲ᙲ㑅⪃ᑠ委員会㸦以下「㑅⪃ᑠ委員会」という。㸧が行う。

㸦㸰㸧規程第㸰条第㸰号による⿕⾲ᙲ者の㑅⪃は，学生委員協議会にタ⨨のㄢእάືᑠ委員会が行う。

㸳 㑅⪃ᑠጤဨጤဨ

前項第㸯号の㑅⪃ᑠ委員会委員の㑅ฟは，次のとおりとする。

  ձ㸲学⾡⣔ิ◊✲分㔝㸦ேᩥ࣭ே間科学⣔ࠊ♫会科学⣔，⮬↛科学⣔，生࣭་学⣔㸧の学生委

員から各㸯ே

   ղ学ົ部長

   ճその他，㑅⪃ᑠ委員会委員長が必要と認めた関㐃分㔝の教員ⱝᖸே

㸴 ⿕⾲ᙲ者のேᩘ

㸦㸯㸧規程第㸰条第㸰号ࢽによる⿕⾲ᙲ者は，㸯㸮ே程ᗘとする。

㸦㸰㸧規程第㸰条第㸰号ࢽ以እの⿕⾲ᙲ者は，それࡒれⱝᖸேとする。

附則

㸯 この申ྜࡏは，平成㸰㸮年㸵月㸷日から施行する。

㸰 ⚄ᡞ学学生⾲ᙲの実施に関する申ྜࡏ㸦平成㸯㸵年㸯月㸯㸷日学生委員協議会Ỵ定㸧は，ᗫṆする。

附則

この申ྜࡏはࠊ平成㸰㸱年㸱月㸰日に施行しࠊ平成㸰㸰年㸯㸰月㸯日から㐺⏝する。

附則

この申ྜࡏはࠊ平成㸰㸶年㸱月㸰日に施行しࠊ平成㸰㸵年㸯㸰月㸯日から㐺⏝する。

附則

この申ྜࡏはࠊ令和㸰年㸱月㸲日に施行しࠊ令和ඖ年㸯㸰月㸯日から㐺⏝する。

附則

この申ྜࡏはࠊ令和㸱年㸱月㸱日に施行しࠊ令和㸰年㸯㸰月㸯日から㐺⏝する。

附則

この申ྜࡏはࠊ令和㸲年㸯㸰月㸵日に施行しࠊ令和㸲年㸯㸰月㸯日から㐺⏝する。

⚄ᡞᏛᏛ⏕ᠬᡄつ則
(平成 16年 4月 1 日ไ定)

改正 平成 17 年 3月 17 日 平成 19 年 12月 25日

平成 22 年 3月 23 日 平成 27 年 3月 31 日

(㊃ ᪨)

第 1 条 この規則は，⚄ᡞ学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日ไ定)第 55 条の 2(第 72 条において‽⏝する

ሙྜをྵࡴ。)に規定する学生の懲戒にࡘいて必要な事項を定めるものとする。

(ᠬ ᡄ)

第2条 懲戒は，本学の規定に㐪⫼し，学生としての本分をᏲらない者があるときに行ࢃれるものとする。

(ᠬᡄのෆᐜ)

第 3 条 懲戒のෆᐜは，次のとおりとする。

(1) カ࿌ ᩥ書によりὀពをえ，ᑗ᮶を戒めること。

(2) 学 ᭷期ཪは↓期とし，この間のⓏᰯ及び次の行Ⅽを⚗Ṇすること。

 本学の施タ及びタഛを⏝すること㸦本学がⓎ行したࢺࣥ࢘࢝を⏝いて，本学の⟶理する㟁Ꮚ

計算ᶵ及びሗࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᶵჾを⏝することをྵみ，≉に㏥ཤをࡐられない㝈り，本学の学

生ᑅཪはእᅜே␃学生ᐟ⯋にᒃఫすることを除く。㸧。

ࣟ 本学のබ認ㄢእάືᅋయのάືにཧຍすること。

(3) 懲戒㏥学 令により㏥学さࡏ，ධ学を認めないこと。

(ᠬᡄのⓎ㆟)

第 4 条 懲戒のᑐ㇟となりうる行Ⅽがあࡗたと認めるときは，当該行Ⅽを行ࡗた学生のᡤᒓ学部の教授会

(以下「教授会」という。)は，その事実関ಀをㄪᰝし，懲戒処分の要ྰ等にࡘいてᑂ議するものとする。

2 学長がᣦྡした理事は，前項のㄪᰝ及びᑂ議に㝿し，必要があると認めるときは，教授会にᑐしពぢ

を㏙ることができる。

3 教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関ಀにࡘいてのㄪᰝሗ࿌書及び懲戒処分を

స成し，学長に懲戒のⓎ議を行ࢃなければならない。

(」ᩘのᏛ㒊に係ࢃるሙྜのᠬᡄᡭ⥆)

第 5 条 懲戒のᑐ㇟となりうる行Ⅽが，␗なる学部ཪは◊✲科にᡤᒓする」数の学生によࡗてᘬき㉳こさ

れたሙྜは，教授会は，事実関ಀのㄪᰝ及びᑂ議に㝿して，相に㐃⤡し，ㄪᩚするものとする。

(ᘚ ᫂)

第 6 条 教授会は，第 4 条第 1 項の事実関ಀのㄪᰝを行うに当たり，当該学生にその᪨を࿌▱し，ཱྀ㢌ཪ

はᩥ書によるᘚ明のᶵ会をえなければならない。

2 当該学生は，ᘚ明の㝿，必要なドᣐをᥦฟし，ドேのႏၥをồめることができるとともに，⿵బேを

ᣦྡし，その⿵బを受けることができる。

3 ᘚ明のᶵ会をえられたにもかかࢃらず，正当な理由もなく当該学生がḞᖍし，ཪはᘚ明書をᥦฟし

なかࡗたሙྜは，このᶒをᨺᲠしたものとみなす。

(ᠬᡄฎศのỴᐃ)

第 7 条 学長は，第 4 条第 3 項により教授会からⓎ議があࡗたときは，教⫱◊✲ホ議会(以下「ホ議会」

という。)の議を経て，懲戒処分をỴ定する。

2 ホ議会は，前項のᑂ議において必要があると認め，改めて事実関ಀのㄪᰝ及びᑂ議を行うሙྜにおい

ては，前条の規定を‽⏝する。

(ᠬᡄฎศの㏻▱)

第 8 条 学長は，懲戒処分をỴ定したሙྜは，当該学生に㏻▱しなければならない。

2 懲戒処分の㏻▱は，処分理由をグ㍕した懲戒処分書を当該学生に付することにより行う。ただし，

付の可⬟なሙྜには，他の㐺当な᪉ἲにより㏻▱する。

(ᠬᡄのⓎຠ)

第 9 条 懲戒のⓎຠ日は，懲戒処分書の付日とする。ただし，ࡴࡸをえないሙྜは，この㝈りでない。
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(↓ᮇᏛのゎ㝖)

第 10 条 教授会は，↓期学の学生にࡘいて，そのⓎຠ日から㉳算して 6 月を経㐣した後，学のゎ除

がጇ当であると認めたときは，学長に学のゎ除をⓎ議することができる。

2 学長は，前項のⓎ議に基づき，学をゎ除する。

(␗㆟⏦❧࡚)

第 11 条 懲戒処分を受けた者は，事実ㄗ認，᪂事実のⓎぢその他の正当な理由があるときは，懲戒のⓎ

ຠ日から㉳算して 14 日以ෆに，ᩥ書により学長に␗議申❧てを行うことができる。

2 学長は，前項の␗議申❧てがあࡗたときは，ᑂᰝの要ྰをホ議会に付議するものとする。

3 ホ議会がᑂᰝの必要があると認めたときは，学長は，教授会にᑂᰝを要請するものとする。

附 則

1 この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。

2 この規則の施行前に⚄ᡞ学学則等をᗫṆする規則(平成 16 年 4月 1 日ไ定)の規定によるᗫṆ前の⚄ᡞ学学生懲戒規則の規

定によりなされた処分その他の行Ⅽは，この規則の規定によりなされた処分その他の行Ⅽとみなす。

附 則(平成 17 年 3 月 17 日)

この規則は，平成 17 年 4月 1 日から施行する。

附 則(平成 19 年 12 月 25 日)

この規則は，平成 19 年 12月 25日から施行する。

附 則(平成 22 年 3 月 23 日)

この規則は，平成 22年 4月 1 日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学生懲戒規則の規定は，施行日以後に第 7 条第 1 項の規定によりỴ

定される懲戒処分から㐺⏝する。

  附 則(平成 27 年 3 月 31日)

この規則は，平成 27 年 4月 1 日から施行する。

⚄ᡞᏛᏛ⏕ᠬᡄつ則に㛵ࡍる⏦ྜࡏ

(平成 16年 4月 1 日教⫱◊✲ホ議会Ỵ定)

⚄ᡞ学学生懲戒規則に定めるᡭ続の㐺正，㏱明をᅗるに当たࡗては，懲戒処分に該当する行Ⅽそ

れ⮬యもあらかじめ明☜に≉定しておくことがᮃまれることから，次の申ྜࡏを行うものとする。

1 懲戒のᑐ㇟となりうる行Ⅽは，次の行Ⅽとする。

(1) 学生の本分にする㔜な≢⨥行Ⅽ

(2) 本学の教⫋員ཪは学生にᑐするᭀຊ行Ⅽ

(3) 本学の施タ࣭タഛの㔜な◚ቯ行Ⅽ

(4) 本学の教⫱࣭◊✲άືにᑐする㔜なጉᐖ行Ⅽ

(5) その他前各号に‽ずる行Ⅽ

2 教⫱◊✲ᶵ関としての学のなす懲戒は，教⫱ⓗな㓄៖からៅ㔜に行ࢃれなければならず，学生の⮬

ⓗなάືにᑐしては，≉にៅ㔜な㓄៖がຍえられなければならない。

3 申ྜࡏ第 1 項は，懲戒ᑐ㇟行Ⅽを㝈定し，その明☜をᅗることを᪨とし，ᚑ᮶ゎされてきたその

⠊ᅖをᣑするものではない。

ւ
֎

ߤ
ʹ

関
͢
Δ
͜
ͱ

Ⅴ（�）

－ 128 －



(↓ᮇᏛのゎ㝖)

第 10 条 教授会は，↓期学の学生にࡘいて，そのⓎຠ日から㉳算して 6 月を経㐣した後，学のゎ除

がጇ当であると認めたときは，学長に学のゎ除をⓎ議することができる。

2 学長は，前項のⓎ議に基づき，学をゎ除する。

(␗㆟⏦❧࡚)

第 11 条 懲戒処分を受けた者は，事実ㄗ認，᪂事実のⓎぢその他の正当な理由があるときは，懲戒のⓎ

ຠ日から㉳算して 14 日以ෆに，ᩥ書により学長に␗議申❧てを行うことができる。

2 学長は，前項の␗議申❧てがあࡗたときは，ᑂᰝの要ྰをホ議会に付議するものとする。

3 ホ議会がᑂᰝの必要があると認めたときは，学長は，教授会にᑂᰝを要請するものとする。

附 則

1 この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。

2 この規則の施行前に⚄ᡞ学学則等をᗫṆする規則(平成 16 年 4月 1 日ไ定)の規定によるᗫṆ前の⚄ᡞ学学生懲戒規則の規

定によりなされた処分その他の行Ⅽは，この規則の規定によりなされた処分その他の行Ⅽとみなす。

附 則(平成 17 年 3 月 17 日)

この規則は，平成 17 年 4月 1 日から施行する。

附 則(平成 19 年 12 月 25 日)

この規則は，平成 19 年 12月 25日から施行する。

附 則(平成 22 年 3 月 23 日)

この規則は，平成 22年 4月 1 日から施行し，改正後の⚄ᡞ学学生懲戒規則の規定は，施行日以後に第 7 条第 1 項の規定によりỴ

定される懲戒処分から㐺⏝する。

  附 則(平成 27 年 3 月 31日)

この規則は，平成 27 年 4月 1 日から施行する。

⚄ᡞᏛᏛ⏕ᠬᡄつ則に㛵ࡍる⏦ྜࡏ

(平成 16年 4月 1 日教⫱◊✲ホ議会Ỵ定)

⚄ᡞ学学生懲戒規則に定めるᡭ続の㐺正，㏱明をᅗるに当たࡗては，懲戒処分に該当する行Ⅽそ

れ⮬యもあらかじめ明☜に≉定しておくことがᮃまれることから，次の申ྜࡏを行うものとする。

1 懲戒のᑐ㇟となりうる行Ⅽは，次の行Ⅽとする。

(1) 学生の本分にする㔜な≢⨥行Ⅽ

(2) 本学の教⫋員ཪは学生にᑐするᭀຊ行Ⅽ

(3) 本学の施タ࣭タഛの㔜な◚ቯ行Ⅽ

(4) 本学の教⫱࣭◊✲άືにᑐする㔜なጉᐖ行Ⅽ

(5) その他前各号に‽ずる行Ⅽ

2 教⫱◊✲ᶵ関としての学のなす懲戒は，教⫱ⓗな㓄៖からៅ㔜に行ࢃれなければならず，学生の⮬

ⓗなάືにᑐしては，≉にៅ㔜な㓄៖がຍえられなければならない。

3 申ྜࡏ第 1 項は，懲戒ᑐ㇟行Ⅽを㝈定し，その明☜をᅗることを᪨とし，ᚑ᮶ゎされてきたその

⠊ᅖをᣑするものではない。

ւ
֎

ߤ
ʹ

関
͢
Δ
͜
ͱ

Ⅴ（�）

－ 128 －



ᾏእΏ⯟Ᏻᑐ⟇ࣝࣗࢽ࣐
                             

㸯㸬Ᏻᑐ策の基本ཎ則

学生の海እΏ⯟に㝿してはከᵝな༴㝤が予されうることからࠊ◊✲科としては᭱ၿの

事前ㄝ明㈐௵と事後ᑐᛂをᑾくすがࠊ基本ⓗにはΏ⯟する学生本ேが各✀༴㝤を⮬ぬした

うえで㐺ษな判᩿と行ືを㑅ᢥする⮬ᕫ㈐௵ཎ則を㔜どする。また各✀༴㝤にഛえたಖ㝤

の付ಖは可Ḟである。

本ࣝࣗࢽ࣐ではࠊ⾲㸯のようにࠊ学生の海እΏ⯟㸦本学がເ㞟する海እὴ㐵ࣛࢢࣟࣉ

れにࡒそれࠊを◊✲科の関のᗘྜいにᛂじて下グの㸱✀類に分類しࣉࢱを除く㸧の࣒

き事及び学生本ேに⩏ົないし᥎ዡすࠊ科として必要な事前ᑐᛂ㺃事後ᑐᛂ✲◊ࠊきࡘ

前ᑐᛂ࣭事後ᑐᛂにࡘいてࣝࣗࢽ࣐ࠊをᅗࡗている。

⾲㸯㸸海እΏ⯟のࣉࢱにᛂじた学生本ே及び◊✲科のᑐᛂ⥲ᣓ⾲

事前ᑐᛂ 事後ᑐᛂ

学生本ேのᑐᛂ ◊✲科のᑐᛂ 学生本ேのᑐᛂ ◊✲科のᑐᛂ

␃学生༴ᶵ⟶理

㸦OSSMAࢫࣅ࣮ࢧ

Plus㸧に基づく

海እΏ⯟

海እΏ⯟ᒆ࣭

OSSMA Plus Ⓩ

㘓

㺟㺈㺍㺖㺶㺛㺢㓄ᕸ࣭

OSSMA Plus Ⓩ

㘓ᨭ

⥭ᛴ㐃⤡ ⥭ᛴ㐃⤡యไ

ୖグ以እの学

事࣭◊✲Ώ⯟

海እΏ⯟ᒆ 㺟㺈㺍㺖㺶㺛㺢㓄ᕸ

⚾事Ώ⯟㸦海እ

᪑行୍ࠊᖐᅜ

等㸧

㸰㸬事前ᑐ策

㸰㸫㸯㸬学生による⩏ົⓗᑐᛂ

海እΏ⯟する学生はࠊ海እΏ⯟のࣉࢱに関ࢃらずࠊ⚄ᡞ学ࣝࣂ࣮ࣟࢢ教⫱⟶理ࢫࢩ

て⥭ᛴにおける⌧ᆅのሗᢕᥱࡗもࠊ㸦GEMs㸧による海እΏ⯟ᒆのᥦฟを⩏ົし࣒ࢸ

。ᅜෆの㐃⤡యไの㎿㏿にഛえるࡸ

ຍえてࠊ␃学生༴ᶵ⟶理ࢫࣅ࣮ࢧ㸦OSSMA Plus㸧に基づく海እΏ⯟をする学生にࡘいて

はࠊOSSMA Plus Ⓩ㘓ᡭ続きが必要である。

ͤ ฟ㌟ᅜに୍ᖐᅜする㝿もࠊ海እΏ⯟ᒆ୍ࠊᖐᅜᒆのᥦฟは必要なのでࠊὀពするこ

と。

㸰㸫㸰㸬◊✲科によるᑐᛂ

␃学生༴ᶵ⟶理ࢫࣅ࣮ࢧ㸦OSSMA Plus㸧に基づく㏻ᖖΏ⯟とその他の学事࣭◊✲Ώ⯟に

ࢡࢵ࢙ࢳ」。を㓄ᕸする「ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳ」別ῧ㸫㸯のࠊ科から学生にᑐして✲◊ࠊいてࡘ

ᛴ㐃⤡ඛの明グと⥭ࠊいての基本ⓗなሗᥦ౪ࡘ海እΏ⯟のᏳᑐ策にࠊは「ࢺࢫࣜ

⥭ᛴ㐃⤡の⩏ົࠊ海እ᪑行യᐖಖ㝤ຍධの⩏ົないし᥎ዡࠊ予㜵᥋✀のᙉい᥎ዡࠊ

要ᥦฟ書類のᵝᘧῧ付ࠊなのෆᐜをྵࢇでいる。
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別ῧ㸫1
学生の海እΏ⯟に関するᏳᑐ策ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳ

学生の海እΏ⯟は⮬ᕫ㈐௵ཎ則のもとで実施します。以下のࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳをཧ⪃にࠊ‽ഛがᛰりな

いか☜認のうえฟⓎしࠊៅ㔜かࡘ㐺ษな行ືにດめてください。

㸯㸬Ώ⯟ඛにࡘいてのᴫἣᢕᥱ

を‽ഛ(なࣇ࣮࢝ࢫ⏝ዪᛶ)の㐺ษなᑐᛂいて☜認しましたか㸽それࡘに࣮ࣈࢱΏ⯟ඛのᩥⓗ  ڧ

しましたか㸽

Ώ⯟ඛと日本とのṔྐⓗ関ಀをᢕᥱしていますか㸽  ڧ Ώ⯟ඛで᭱㏆ࠊᑐ日ឤはᝏしていまࢇࡏ

か㸽

Ώ⯟ඛの୍⯡ⓗな政ໃ࣭Ᏻືྥを☜認しましたか㸽  ڧ

Ᏻのᝏするおそれのある可⬟ᛶ教ⓗ年中行事な᐀ࠊのᅜ㝿ヨྜࢶ࣮࣏ࢫࠊΏ⯟期間中に㑅ᣲ  ڧ

はありまࢇࡏか㸽

ᅾ中のሗධᡭඛを☜認しましたか㸽ࠊいてࡘΏ⯟ඛのᏳືྥのኚに  ڧ

ڧ Ώ⯟ඛでᏳなᐟ⯋を☜ಖしましたか㸽

ڧ Ώ⯟ඛでᏳな⛣ືᡭẁを☜認しましたか㸽

ڧ Ώ⯟ඛでኪ間ฟṌかないࠊ༢⊂行ືしないࠊ㈗㔜ရをᣢࡕṌかないࠊ⛣ືඛからのᖐ㊰の☜ಖなࠊ

  基本ⓗなᏳᣦ㔪を☜認しましたか㸽

㸰㸬予㜵

ڧ Ώ⯟ඛのኳೃ(㞵Ꮨ࣭期࣭日本とのẼ ᕪࠊὥỈの᭷↓な)は☜認しましたか㸽

か㸽ࢇࡏΏ⯟ඛでὶ行しているឤᰁはありま  ڧ

A/Bࠊࣛࣞࢥࠊ⇕必要な予㜵᥋✀(㯤  ڧ ᆺ⫢⅖ࠊ日本⬻⅖ࠊ≬≟ࠊ◚യ㢼な)は῭まࡏましたか㸽

か㸽ࢇࡏධる可⬟ᛶはありまࡕ❧ởᰁᆅᇦに࣐࣭ࣜࣛ⇕ࢢࣥࢹ  ڧ

必要な⸆ရは‽ഛしましたか㸽予㜵⸆な࣐ࣜࣛࠊᢠ⳦  ڧ

㸱㸬海እ᪑行യᐖಖ㝤

のຍධは⩏ົⓗです。すでにຍධしましたか㸽海እ᪑行യᐖಖ㝤  ڧ

ಖ㝤の㐺⏝⠊ᅖが᪑行中およびᖐᅜ後72間以ෆに་ᖌのデᐹを受けたであることを☜認して  ڧ

いますか㸽

ڧ Ώ⯟ඛࡸ◊ಟ┠ⓗの必要にᛂじてಖ㝤に≉⣙をタけましたか㸽

㸲㸬⥭ᛴの㐃⤡ඛ࣭各✀ᒆฟ等

ڧ ⥭ᛴの◊✲科㐃⤡ඛ(事ົᐊ࣭ᣦᑟ教員)をᢕᥱしていますか㸽

ڧ ⥭ᛴの◊✲科㐃⤡ඛ(事ົᐊ࣭ᣦᑟ教員)を␃Ᏺᐙ᪘に▱らࡏてありますか㸽

ڧ Ώ⯟ඛ受ධᶵ関の㐃⤡ඛࠊおよびᐟἩඛの㐃⤡ඛをࠊ␃Ᏺᐙ᪘および◊✲科事ົᐊ࣭ᣦᑟ教員に▱

らࡏてありますか㸽

ڧ Ώ⯟ඛにある本㑥㤋(⥲㡿事㤋)の㐃⤡ඛをᢕᥱしていますか㸽

㸳㸬OSSMA Plus および事ົᡭ続き

ڧ ༴ᶵ⟶理ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜にཧຍしましたか㸽

ڧ ㄋ⣙書を教ົಀᥦฟしましたか㸽

ڧ OSSMA LOCATOR に「ࢺ࣮࣏ࢫࣃ関㐃ሗ」「ಖ㝤関㐃ሗ」はධຊしましたか㸽

ڧ OSSMA LOCATOR に␃Ᏺᐙ᪘をⓏ㘓しましたか㸽ࢺࣥ࢘࢝ࢺࢫࢤ

ڧ ᖐᅜ後にࠊ「事後ሗ࿌書」のᥦฟが⩏ົⓗです。

別ῧ㸫㸰

⥭ ᛴ  㐃 ⤡ య ไ

㸰ࣝ࣋ࣞ                          

                          以ୖ

㸰以ୖࣝ࣋ࣞ           㸯ࣝ࣋ࣞ

⥭ᛴ第୍ሗ

㸦教ົಀ or⥲ົಀ or教
ົ委員長 or 学生ᑵ⫋委

員長 or ᣦᑟ教員㸧

⥭ᛴᑐ策会議

㸦◊✲科長࣭◊✲科長࣭

教ົ委員長࣭学生ᑵ⫋委員

長࣭関ಀ教員࣭事ົㄢ長࣭

⥲ົಀ長࣭教ົಀ長㸧

学本部㏻ሗ

࣭学ົ部学ົㄢ

࣭学ົ部ᅜ㝿ὶㄢ

教ົಀ࣭教ົ委員長に

よるࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ

⥭ᛴᑐ策本部のタ⨨

ሗ⤫ᣓ⌜

受ධᶵ関࣭ᅾእබ㤋࣭ಖ㝤会♫等から

ሗ収㞟ࠊ学ෆ㐃⤡ㄪᩚ

学生ᐙ᪘ᑐ策⌜

学生ᐙ᪘との㐃⤡ㄪᩚࠊ学生࣭ᐙ᪘

のᚰ㌟のࠊࢣಖ⟶理࣮ࢱࣥࢭと

の㐃ᦠ

ᗈሗ⌜

ሗ㐨関ಀᶵ関との㐃⤡ࠊグ者会ぢ

⌧ᆅὴ㐵⌜
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␃Ꮫ⏕༴ᶵ⟶⌮ࢫࣅ࣮ࢧ㸦OSSMA Plus㸧にᇶ࡙ࡃᾏእΏ⯟

本学及び本◊✲科がເ㞟する下グの࣒ࣛࢢࣟࣉにཧຍする学生はࠊ␃学生༴

ᶵ⟶理ࢫࣅ࣮ࢧ㸦OSSMA Plus㸧のⓏ㘓が⩏ົ付けられておりࠊ必ず行う必要

がある。

Ⓩ㘓にあたࡗてはࠊ日本をฟᅜする 1ࣨ月前までに申請を行うこと。

࠙␃Ꮫ⏕༴ᶵ⟶⌮ࢫࣅ࣮ࢧ㸦OSSMA Plus㸧ᑐ㇟ࠚ࣒ࣛࢢࣟࣉ

ۑ 海እ実⩦

ۑ 海እࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ㸦本学及び本◊✲科がເ㞟するものに㝈る㸧

ۑ 㧗ᗘ海እ◊✲

ۑ 学⾡ὶ協定に基づく࣒ࣛࢢࣟࣉ࣮ࣜࢢࢹࣝࣈࢲ㸦ὴ㐵㸧

ۑ 学⾡ὶ協定に基づく␃学㸦ὴ㐵㸧

ۑ その他ࠊ本学がເ㞟する海እ࣒ࣛࢢࣟࣉ

大学プログラム（本学が企画・実施する海外派遣プログラム）で海外へ渡航する学生さんへ

To:  Students taking part in K obe U niversity study abroad programs

神戸大学理事（教育・グローバル）・副学長

大村 直人

From: Executive V ice President / In Charge of Education and Internationaliz ation

O M U RA Naoto

本学では、海外渡航中の危機管理対策として、日本エマージェンシーアシスタンス㈱（以下EAJ）と

契約し、大学プログラム（本学が企画・実施する海外派遣プログラム）で海外へ渡航する学生全員に、

「留学生危機管理サービス O verseas Student Safety M anagement Assistance Plus」（以下

O SSM A Plus）と、 O SSM A Plus会員専用上乗せ海外旅行保険に加入することを義務付けています。

O SSM A Plus や上乗せ海外旅行保険の概要については、別紙パンフレットをご覧ください。また、海

外渡航前の危機管理オリエンテーションを開催いたします。危機管理オリエンテーションへの参加は

義務ですので、担当係からの指示に従い出席してください。

  

As a risk-management measure, K obe U niversity signed a risk management assistance 

contract with Emergency Assistance Japan (EAJ). All students, participating in K obe U niversity 

study abroad programs, must subscribe to the “ O verseas Student Safety M anagement 

Assistance Plus (O SSM A Plus)”  of EAJ. For details about O SSM A Plus, please read the 

attached brochure. As a subscriber, it is mandatory for you to attend an orientation for risk 

management before leaving Japan. Please follow the instruction from the person in charge at 

your faculty/graduate school and attend the orientation.
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ㄋ ⣙ 書

⚄ᡞ学長 Ẋ

⚾㸦 学生Ặྡ 㸧はࠊこのᗘ⚄ᡞ学が実施する㸦 ὴ㐵ྡ࣒ࣛࢢࣟࣉ 㸧にて海እΏ⯟を

行うにあたりࠊ下グの事項を㑂Ᏺすることをㄋ⣙いたします。ㄋ⣙事項にしたሙྜはࠊ⚄ᡞ

学が࣒ࣛࢢࣟࣉのཧຍ㈨᱁取り消しࠊ次ᅇ以㝆の海እὴ㐵࣒ࣛࢢࣟࣉ等のᛂເ㈨᱁をえないࠊ

なのᑐᛂをとࡗても␗議申❧いたしまࢇࡏ。

グ

㸯㸬㸦 ὴ㐵ྡ࣒ࣛࢢࣟࣉ 㸧のὴ㐵ೃ⿵者として⚄ᡞ学の᥎⸀がỴ定した後もࠊὴ㐵ඛᶵ関の

事によࡗてはࠊ受ධが許可されないሙྜもあることをゎすること。

㸰㸬Ώ⯟に必要なㅖᡭ続きにࡘいては事前に༑分☜認しࠊ⮬らの㈐௵において行うこと。

㸱㸬Ώ⯟ඛᅜのἲᚊを㑂Ᏺすること。またࠊὴ㐵ඛᶵ関において当該ᶵ関のㅖ規則を㑂Ᏺしࠊ┘

╩యไにᚑうこと。

㸲㸬Ώ⯟ඛᅜのໃࡸὴ㐵ඛᶵ関の事ࠊあるいは⚄ᡞ学の判᩿によりࠊΏ⯟の中Ṇࠊᘏ期ࠊ

中᩿がỴ定されたሙྜは㏿ࡸかにᚑうこと。

㸳㸬⚄ᡞ学がዎ⣙する༴ᶵ⟶理会♫のࢫࣅ࣮ࢧࢫࣥࢱࢫࢩにຍධすること。またࠊຍධにあ

たࡗてのᡭ続き等にࡘいてはࠊ⚄ᡞ学のᣦ♧にᚑうこと。

㸴㸬Ώ⯟はて⮬ᕫ㈐௵のもとで行うཎ則をゎすること。

ͤΏ⯟期間中ࠊ⅏ᐖࠊᭀືࠊࣟࢸࠊ事ᨾࠊࠊ≢⨥な の事ែによるᦆᐖにࡘいてࠊ⚄ᡞ学および

ὴ㐵ඛᶵ関は୍ษ㈐௵を㈇いまࢇࡏ。

㸵㸬ὴ㐵ඛᶵ関で取得した成⦼ሗࠊ生ά㠃のሗなのಶேሗを海እὴ㐵࣒ࣛࢢࣟࣉの㐠Ⴀ

のためまたは学生のᏳをᏲるために⚄ᡞ学がὴ㐵ඛᶵ関からᥦ౪を受けることにྠពす

ること。

㸶㸬㸦 ὴ㐵ྡ࣒ࣛࢢࣟࣉ 㸧ཧຍにあたりᥦฟするಶேሗはࠊΏ⯟ᡭ続きࡸ༴ᶵ⟶理の┠ⓗの

ためࠊὴ㐵ඛᶵ関ࠊ᪑行会♫ࠊ⯟✵会♫ࠊಖ㝤会♫ࠊ༴ᶵ⟶理会♫とඹ᭷㺃⏝されるሙྜが

あることにྠពすること。またࠊ༴ᶵ⟶理会♫のࢫࣅ࣮ࢧࢫࣥࢱࢫࢩを⏝したሙྜにࠊ

༴ᶵ⟶理会♫にᥦ౪したࣝࣈࣛࢺࡸに関㐃するಶேሗにࡘいてもࠊ⚄ᡞ学ࡸ༴ᶵ⟶

理の関ಀ者にඹ᭷࣭⏝されるሙྜがあることにྠពすること。

年  月  日

学⡠␒号                 

学部/◊✲科                

学生Ặ 㸦ྡ⮬⨫㸧                 ༳

⚾はୖࠊグにྠពしࠊ学生本ேがㄋ⣙事項を㑂Ᏺすることをಖドいたします。

年  月  日

ಖドேẶ 㸦ྡ⮬⨫㸧           ༳

続                    

事 後 ሗ ࿌ 書

                      ᥦฟ㸸    年  月  日

Ặྡ㸸 Ώ⯟ඛ㸸

Ώ⯟期間㸸

Ώ⯟中に事ᨾ等の༴㝤に㐼㐝

しましたか

㸯㸬㐼㐝しなかࡗた

㸰㸬㐼㐝した

  Ѝᴫ␎を㏙てください㸸

Ώ⯟中になࢇらかのにか

かりましたか

㸯㸬かかࡗていない

㸰㸬かかࡗた

  Ѝᴫ␎を㏙てください㸸

⌧ᅾなࢇらかのᚰ㌟のㄪを

ឤじていますか

㸯㸬ឤじていない

㸰㸬ឤじている

   Ѝᴫ␎を㏙てください㸸

その他Ώ⯟中のᏳ⟶理にࡘ

いてẼの付いたことがあれば

⮬由にグ㍕してください

教ົಀ☜認༳㸸 教ົ委員長☜認༳㸸 学生ᑵ⫋委員長☜認༳㸸
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ㄋ ⣙ 書

⚄ᡞ学長 Ẋ

⚾㸦 学生Ặྡ 㸧はࠊこのᗘ⚄ᡞ学が実施する㸦 ὴ㐵ྡ࣒ࣛࢢࣟࣉ 㸧にて海እΏ⯟を

行うにあたりࠊ下グの事項を㑂Ᏺすることをㄋ⣙いたします。ㄋ⣙事項にしたሙྜはࠊ⚄ᡞ

学が࣒ࣛࢢࣟࣉのཧຍ㈨᱁取り消しࠊ次ᅇ以㝆の海እὴ㐵࣒ࣛࢢࣟࣉ等のᛂເ㈨᱁をえないࠊ

なのᑐᛂをとࡗても␗議申❧いたしまࢇࡏ。

グ

㸯㸬㸦 ὴ㐵ྡ࣒ࣛࢢࣟࣉ 㸧のὴ㐵ೃ⿵者として⚄ᡞ学の᥎⸀がỴ定した後もࠊὴ㐵ඛᶵ関の

事によࡗてはࠊ受ධが許可されないሙྜもあることをゎすること。

㸰㸬Ώ⯟に必要なㅖᡭ続きにࡘいては事前に༑分☜認しࠊ⮬らの㈐௵において行うこと。

㸱㸬Ώ⯟ඛᅜのἲᚊを㑂Ᏺすること。またࠊὴ㐵ඛᶵ関において当該ᶵ関のㅖ規則を㑂Ᏺしࠊ┘

╩యไにᚑうこと。

㸲㸬Ώ⯟ඛᅜのໃࡸὴ㐵ඛᶵ関の事ࠊあるいは⚄ᡞ学の判᩿によりࠊΏ⯟の中Ṇࠊᘏ期ࠊ

中᩿がỴ定されたሙྜは㏿ࡸかにᚑうこと。

㸳㸬⚄ᡞ学がዎ⣙する༴ᶵ⟶理会♫のࢫࣅ࣮ࢧࢫࣥࢱࢫࢩにຍධすること。またࠊຍධにあ

たࡗてのᡭ続き等にࡘいてはࠊ⚄ᡞ学のᣦ♧にᚑうこと。

㸴㸬Ώ⯟はて⮬ᕫ㈐௵のもとで行うཎ則をゎすること。

ͤΏ⯟期間中ࠊ⅏ᐖࠊᭀືࠊࣟࢸࠊ事ᨾࠊࠊ≢⨥な の事ែによるᦆᐖにࡘいてࠊ⚄ᡞ学および

ὴ㐵ඛᶵ関は୍ษ㈐௵を㈇いまࢇࡏ。

㸵㸬ὴ㐵ඛᶵ関で取得した成⦼ሗࠊ生ά㠃のሗなのಶேሗを海እὴ㐵࣒ࣛࢢࣟࣉの㐠Ⴀ

のためまたは学生のᏳをᏲるために⚄ᡞ学がὴ㐵ඛᶵ関からᥦ౪を受けることにྠពす

ること。

㸶㸬㸦 ὴ㐵ྡ࣒ࣛࢢࣟࣉ 㸧ཧຍにあたりᥦฟするಶேሗはࠊΏ⯟ᡭ続きࡸ༴ᶵ⟶理の┠ⓗの

ためࠊὴ㐵ඛᶵ関ࠊ᪑行会♫ࠊ⯟✵会♫ࠊಖ㝤会♫ࠊ༴ᶵ⟶理会♫とඹ᭷㺃⏝されるሙྜが

あることにྠពすること。またࠊ༴ᶵ⟶理会♫のࢫࣅ࣮ࢧࢫࣥࢱࢫࢩを⏝したሙྜにࠊ

༴ᶵ⟶理会♫にᥦ౪したࣝࣈࣛࢺࡸに関㐃するಶேሗにࡘいてもࠊ⚄ᡞ学ࡸ༴ᶵ⟶

理の関ಀ者にඹ᭷࣭⏝されるሙྜがあることにྠពすること。

年  月  日

学⡠␒号                 

学部/◊✲科                

学生Ặ 㸦ྡ⮬⨫㸧                 ༳

⚾はୖࠊグにྠពしࠊ学生本ேがㄋ⣙事項を㑂Ᏺすることをಖドいたします。

年  月  日

ಖドேẶ 㸦ྡ⮬⨫㸧           ༳

続                    

事 後 ሗ ࿌ 書

                      ᥦฟ㸸    年  月  日

Ặྡ㸸 Ώ⯟ඛ㸸

Ώ⯟期間㸸

Ώ⯟中に事ᨾ等の༴㝤に㐼㐝

しましたか

㸯㸬㐼㐝しなかࡗた

㸰㸬㐼㐝した

  Ѝᴫ␎を㏙てください㸸

Ώ⯟中になࢇらかのにか

かりましたか

㸯㸬かかࡗていない

㸰㸬かかࡗた

  Ѝᴫ␎を㏙てください㸸

⌧ᅾなࢇらかのᚰ㌟のㄪを

ឤじていますか

㸯㸬ឤじていない

㸰㸬ឤじている

   Ѝᴫ␎を㏙てください㸸

その他Ώ⯟中のᏳ⟶理にࡘ

いてẼの付いたことがあれば

⮬由にグ㍕してください

教ົಀ☜認༳㸸 教ົ委員長☜認༳㸸 学生ᑵ⫋委員長☜認༳㸸
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Ꮫ ⏕ の ᚰ ᚓ

㏻ᶵ㛵の㐠ఇ㸪Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲㸪㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ☜ಖのⓎ令にࡅ࠾る授業㸪ᐃᮇヨ㦂のఇㅮᥐ⨨

に࡚࠸ࡘ

1㸬㏻ᶵ関の㐠ఇのሙྜ 㸦භ⏥ྎᆅ༊において㛤ㅮする授業㸧

次の(1)ཪは(2)のいずれかに該当するሙྜ，当日のその後に㛤ጞする授業(定期ヨ㦂をྵࡴ)を

ఇㅮとする。

(1) JRす日本㸦⚄ᡞ⥺(㜰㥐㹼ጲ㊰㥐㸧㸧，㜰ᛴ㟁㕲㸦⚄ᡞ本⥺㸦㜰ᱵ⏣㥐㹼⚄ᡞ୕ᐑ㥐㸧㸧

及び㜰⚄㟁Ẽ㕲㐨㸦㜰⚄本⥺㸦㜰ᱵ⏣㥐㹼ඖ⏫㥐㸧㸧のう2ࡕ⥺がྠに㐠ఇしたሙྜ

(2) ⚄ᡞᕷ16ࢫࣂ⣔⤫及び36⣔⤫がྠに㐠ఇしたሙྜ

ただし，次のሙྜは授業を実施する。

ձ ༗前6までに，㏻ᶵ関が㐠行したሙྜは，1㝈┠の授業から実施する。

ղ ༗前10までに，㏻ᶵ関が㐠行したሙྜは，༗後1以㝆に㛤ጞする授業から実施する。

ճ ༗後2までに，㏻ᶵ関が㐠行したሙྜは，༗後5以㝆に㛤ጞする授業から実施する。

2㸬Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲のሙྜ

⚄ᡞᕷに㆙ሗ㸦ただしᭀ㢼，㞷，ᭀ㢼㞷に㝈る㸧ཪは≉別㆙ሗがⓎ⾲されたሙྜ，当日のその後

に㛤ጞする授業㸦定期ヨ㦂をྵࡴ㸧をఇㅮとする。

なお，Ẽ㇟㆙ሗがᗈᇦにⓎ⾲されたሙྜは，⚄ᡞᕷがྵまれているሙྜにこの取扱いを㐺⏝する。

ただし，次のሙྜは授業を実施する。

(1) ༗前6までに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除されたሙྜは，1㝈┠の授業から実施する。

(2) ༗前 10 までに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除されたሙྜは，༗後 1 以㝆に㛤ጞする授業から実施する。

(3) ༗後2までに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除されたሙྜは，༗後5以㝆に㛤ጞする授業から実施する。

3㸬㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ☜ಖのⓎ令のሙྜ

各ᆅ༊㸦භ⏥ྎᆅ༊，ᴋᆅ༊，ྡ㇂ᆅ༊，῝Ụᆅ༊㸧のᡤᅾᆅにᕷ⏫ᮧ等から㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ

☜ಖがⓎ令されたሙྜ，当該ᆅ༊で当日のその後に㛤ጞするての授業㸦定期ヨ㦂をྵࡴ㸧をఇ

ㅮとする。ただし，༗前6までに㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ☜ಖがゎ除されたሙྜは，㸯㝈┠の授業か

ら実施する。

4㸬ఇㅮの࿘▱᪉ἲ

㏻ᶵ関の㐠ఇ，Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲，㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ☜ಖのⓎ令が事前に予されるሙྜは，

学ෆᥖ♧ᯈ，うりࢺࢵࢿ࣮ࡰ，各学部及び各◊✲科のࢪ࣮࣒࣮࣌࣍等により，あらかじめ࿘▱する

ものとする。

(ὀ) 1.㏻ᶵ関の㐠ఇとは，事ᨾ，Ẽ㇟⌧㇟，ᆅ㟈，その他の理由により㕲㐨ࡸ㐨㊰が㐽᩿されて

㏻ᶵ関が㐠行ఇṆになり，㏻学がᅔ㞴なሙྜをいう。

2.Ẽ㇟㆙ሗは，「⚄ᡞᆅ᪉Ẽ㇟ྎがⓎ⾲する㆙ሗ」によるものとする。

3.Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲及びゎ除，㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ☜ಖのⓎ令及びゎ除の☜認は，ࢪ࣭ࣛࣅࣞࢸ

。等のሗ㐨によるࢺࢵࢿ࣮ࢱ࣭ࣥ࢜

4.₇⩦ཪは◊✲ᣦᑟ等のᑡே数の授業にࡘいては，授業を行うことがある。ただし，㑊㞴ᣦ♧

࣭⥭ᛴᏳ☜ಖのⓎ令のሙྜは除く。

5.このほか，必要な事項は各学部ཪは各◊✲科において別に定める。

6.この申ྜࡏは，ᑐ㠃授業及び୍部ᑐ㠃授業の実施にあたࡗて㐺⏝するものとする。

7.この申ྜࡏは，令和4年4月1日から㐺⏝する。
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Ꮫ ⏕ の ᚰ ᚓ

㏻ᶵ㛵の㐠ఇ㸪Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲㸪㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ☜ಖのⓎ令にࡅ࠾る授業㸪ᐃᮇヨ㦂のఇㅮᥐ⨨

に࡚࠸ࡘ

1㸬㏻ᶵ関の㐠ఇのሙྜ 㸦භ⏥ྎᆅ༊において㛤ㅮする授業㸧

次の(1)ཪは(2)のいずれかに該当するሙྜ，当日のその後に㛤ጞする授業(定期ヨ㦂をྵࡴ)を

ఇㅮとする。

(1) JRす日本㸦⚄ᡞ⥺(㜰㥐㹼ጲ㊰㥐㸧㸧，㜰ᛴ㟁㕲㸦⚄ᡞ本⥺㸦㜰ᱵ⏣㥐㹼⚄ᡞ୕ᐑ㥐㸧㸧

及び㜰⚄㟁Ẽ㕲㐨㸦㜰⚄本⥺㸦㜰ᱵ⏣㥐㹼ඖ⏫㥐㸧㸧のう2ࡕ⥺がྠに㐠ఇしたሙྜ

(2) ⚄ᡞᕷ16ࢫࣂ⣔⤫及び36⣔⤫がྠに㐠ఇしたሙྜ

ただし，次のሙྜは授業を実施する。

ձ ༗前6までに，㏻ᶵ関が㐠行したሙྜは，1㝈┠の授業から実施する。

ղ ༗前10までに，㏻ᶵ関が㐠行したሙྜは，༗後1以㝆に㛤ጞする授業から実施する。

ճ ༗後2までに，㏻ᶵ関が㐠行したሙྜは，༗後5以㝆に㛤ጞする授業から実施する。

2㸬Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲のሙྜ

⚄ᡞᕷに㆙ሗ㸦ただしᭀ㢼，㞷，ᭀ㢼㞷に㝈る㸧ཪは≉別㆙ሗがⓎ⾲されたሙྜ，当日のその後

に㛤ጞする授業㸦定期ヨ㦂をྵࡴ㸧をఇㅮとする。

なお，Ẽ㇟㆙ሗがᗈᇦにⓎ⾲されたሙྜは，⚄ᡞᕷがྵまれているሙྜにこの取扱いを㐺⏝する。

ただし，次のሙྜは授業を実施する。

(1) ༗前6までに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除されたሙྜは，1㝈┠の授業から実施する。

(2) ༗前 10 までに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除されたሙྜは，༗後 1 以㝆に㛤ጞする授業から実施する。

(3) ༗後2までに，Ẽ㇟㆙ሗがゎ除されたሙྜは，༗後5以㝆に㛤ጞする授業から実施する。

3㸬㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ☜ಖのⓎ令のሙྜ

各ᆅ༊㸦භ⏥ྎᆅ༊，ᴋᆅ༊，ྡ㇂ᆅ༊，῝Ụᆅ༊㸧のᡤᅾᆅにᕷ⏫ᮧ等から㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ

☜ಖがⓎ令されたሙྜ，当該ᆅ༊で当日のその後に㛤ጞするての授業㸦定期ヨ㦂をྵࡴ㸧をఇ

ㅮとする。ただし，༗前6までに㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ☜ಖがゎ除されたሙྜは，㸯㝈┠の授業か

ら実施する。

4㸬ఇㅮの࿘▱᪉ἲ

㏻ᶵ関の㐠ఇ，Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲，㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ☜ಖのⓎ令が事前に予されるሙྜは，

学ෆᥖ♧ᯈ，うりࢺࢵࢿ࣮ࡰ，各学部及び各◊✲科のࢪ࣮࣒࣮࣌࣍等により，あらかじめ࿘▱する

ものとする。

(ὀ) 1.㏻ᶵ関の㐠ఇとは，事ᨾ，Ẽ㇟⌧㇟，ᆅ㟈，その他の理由により㕲㐨ࡸ㐨㊰が㐽᩿されて

㏻ᶵ関が㐠行ఇṆになり，㏻学がᅔ㞴なሙྜをいう。

2.Ẽ㇟㆙ሗは，「⚄ᡞᆅ᪉Ẽ㇟ྎがⓎ⾲する㆙ሗ」によるものとする。

3.Ẽ㇟㆙ሗのⓎ⾲及びゎ除，㑊㞴ᣦ♧࣭⥭ᛴᏳ☜ಖのⓎ令及びゎ除の☜認は，ࢪ࣭ࣛࣅࣞࢸ

。等のሗ㐨によるࢺࢵࢿ࣮ࢱ࣭ࣥ࢜

4.₇⩦ཪは◊✲ᣦᑟ等のᑡே数の授業にࡘいては，授業を行うことがある。ただし，㑊㞴ᣦ♧

࣭⥭ᛴᏳ☜ಖのⓎ令のሙྜは除く。

5.このほか，必要な事項は各学部ཪは各◊✲科において別に定める。

6.この申ྜࡏは，ᑐ㠃授業及び୍部ᑐ㠃授業の実施にあたࡗて㐺⏝するものとする。

7.この申ྜࡏは，令和4年4月1日から㐺⏝する。
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ᥖ♧に࡚࠸ࡘ

いࢁいࢁな㏻▱ࡸ㐃⤡は，≉別なሙྜを除き，すてᥖ♧によࡗてなされます。ᥖ♧ᯈは，ᅜ㝿協ຊ◊

✲科Ჷ 1 㝵にあり，ฟ，࿌♧，㏻▱をはじめ，ዡ学㔠୪びにࢺࣂࣝのເ㞟等各✀のᥖ♧をするので，

Ⓩ࣭下ᰯの㝿は，ぢⴠしのないようὀពしてください。

ㅖド᫂に࡚࠸ࡘ

㸦1㸧学 生 ド

  付

学生ドの⣮ኻ，◚ᦆ及び改ጣཪはẶྡ₎Ꮠのኚ᭦等によるグ㍕事項のኚ᭦等があࡗたሙྜは，

付を教ົಀに申しฟてください。

㸦2㸧㏻学定期乗㌴ๆ

ձᑵ学学⯋に㏻学するሙྜ

㏻学定期乗㌴ๆは，ᐟᡤ㸦⌧ఫᡤ㸧の᭱ᐤり㥐から本学㸦ᑵ学学⯋㸧の᭱ᐤり㥐との間を㡰㊰に

より㏻学するሙྜに㉎ධできます。㉎ධにあたࡗては，まずド明書⮬ືⓎ行ᶵで「㏻学ド明書」

付㢪をⓎ行してください。次に必要事項をグධして，教ົಀにᥦฟしてください。

   㸦㕲㐨関ಀ㸧

     㜰ᛴ㟁㕲 㜰⚄㟁㕲 ி㜰㟁㕲 ᒣ㝧㟁㕲 ⚄ᡞ㟁㕲 ⚄ᡞ㧗㏿㕲㐨 J R す日本 ༡海㟁㕲

㏆␥日本㕲㐨 ி⚟㟁㕲 㜰ᛴ行㟁㕲 Ἠ㧗㏿㕲㐨 㜰ᕷႠᆅ下㕲 ⚄ᡞᕷႠᆅ下

㕲 ⚄ᡞ᪂㏻ ⚄ᛴ行㟁㕲

   㸦ࢫࣂ関ಀ㸧

⚄ᡞᕷࢫࣂ 㜰ᕷࢫࣂ ᑽᓮᕷࢫࣂ 明▼ᕷࢫࣂ ጲ㊰ᕷࢫࣂ 㜰ᛴࢫࣂ 㜰⚄ࢫࣂ ᒣ

㝧ࢫࣂ ⚄ጲࢫࣂ ༡海ࢫࣂ ㏆㕲ࢫࣂ

㸨ࢫࣂの定期ๆは，月༢になࡗているとこࢁもあるので，㉎ධの期をὀពし，┈にな

らないようにしてください。

ղᑵ学学⯋以እのሙᡤに㏻学するሙྜ

ᑵ学ୖ，ᑵ学学⯋以እのሙᡤ受ㅮ，実㦂及び実⩦のために㏻学するሙྜがあります。◊✲科長

がその必要を認めたときには，㏻学定期乗㌴ๆが㉎ධできます。申㎸期間ෆに教ົಀ㢪いฟてく

ださい。

なお，ㄢእάືのためには，㏻学定期乗㌴ๆは㉎ධできまࢇࡏ。

ճ㏻学定期乗㌴ๆが↓ຠとなるሙྜ

次のሙྜは，㏻学定期乗㌴ๆが↓ຠとなり，ᬑ㏻㐠㈤の 3 ಸに相当するቑ㐠㈤を徴収されるだけ

でなく，学及び他の学生にᑐし㏞ᝨがかかりますので，正は⤯ᑐに行ࢃないようにしてくださ

い。

 ⏝㈨᱁，Ặྡ，年令，༊間ཪは㏻学の事実を偽ࡗて㉎ධし⏝したとき

 ㏻学定期乗㌴ๆのๆ㠃に⾲♧された事項を消しཪは改ኚして⏝したとき

࢘ ⏝㈨᱁がなくなࡗてから⏝したとき

࢚ ㏻⏝期間の㛤ጞ前ཪは⤊後に⏝したとき

࢜ 学生ドをᦠ行していないとき

࢝ ༊間の㐃続していない 2 ᯛ以ୖの㏻学定期乗㌴ๆཪはᬑ㏻乗㌴ๆを⏝して，その各ๆ㠃に

⾲♧された༊間と༊間との間を↓ᮐで乗㌴したとき

࢟ その他正乗㌴のᡭẁとして⏝したとき

ͤ ㏻学定期乗㌴ๆⓎ行᥍の᭷ຠ期間は，当該年ᗘ㸯年間㝈りですので，年ᗘࡈとに付を受けてく

ださい。

㸦3㸧学生᪑ᐈ㐠㈤割ᘬド㸦学割ド㸧

学割ドは，割当ᯛ数の⠊ᅖෆで，学生ಶேの⮬由なᶒとして⏝することを前ᥦとしたもので

なく，ಟ学ୖの経῭ⓗ㈇ᢸを㍍ῶし，学ᰯ教⫱の⯆にᐤすることを┠ⓗとして実施されている

ไᗘです。

学割ドは，実⩦࣭ぢ学࣭ᖐ┬なで，∦㐨 100k m を㉸えて᪑行するሙྜ，ᬑ㏻乗㌴ๆに㝈ࡗて

⏝できます。

割ᘬ⋡は， J R ࣭㐃⤡♫⥺とも༊間の 2 割ᘬ，᭷ຠ期間は，Ⓨ行日から 3 か月間です。

申㎸み及び付

申㎸み及び付は，භ⏥ྎ第୕学⯋ 1 㝵の学生࣮ࢼ࣮ࢥにタ⨨している「ド明書⮬ືⓎ行☾」で

ᡤ定の᧯సを行ࡗてください。

付ᯛ数

付ᯛ数は，1 ே年間㸦4 月㹼⩣年 3 月㸧15 ᯛまでとなࡗていますので，計⏬をたてて⏝してく

ださい。㸦 乗㌴ๆを㉎ධするሙྜࠊ学割ドは 1 ᯛで῭みます㸧

㸦4㸧ᅾ学ド明書࣭成⦼ド明書

申㎸み及び付は，භ⏥ྎ第୕学⯋ 1 㝵の学生࣮ࢼ࣮ࢥにタ⨨している「ド明書⮬ືⓎ行ᶵ」で

ᡤ定の᧯సを行ࡗてください。

㸦5㸧ಟド明書

学㝔をಟしたሙྜは，学グが授されるとྠにࠊᑵ⫋ඛ等にᥦฟするためのಟド明書

をⓎ行します。

㸦 6 㸧ᅜ㈝እᅜே␃学生ド明書

᪑ๆの᭷ຠ期間ᘏ長，ᐙ᪘ᣍ請等に必要なᅜ㈝እᅜே␃学生ド明書の付をᕼᮃするሙྜは，教

ົಀ申し㎸ࢇでください。

㸦7㸧ᅜ㈝እᅜே␃学生ಖドド明書

ࢇ申し㎸ᘏ長申請に必要なᅜ㈝እᅜே␃学生ಖドド明書の付をᕼᮃするሙྜは，教ົಀࢨࣅ

でください。

授業料の⣡に࡚࠸ࡘ

授業料は年額を前期と後期に分け，それࡒれ次の期間ෆに，ཱྀᗙ替により納付することになります。

前 期  4 月 1 日㹼 4 月 30 日

後 期  10 月 1 日㹼10 月 31 日

授業料ච㝖➼に࡚࠸ࡘ

経῭ⓗな理由によࡗて授業料の納付がᅔ㞴で，かࡘ，学業成⦼がඃ⚽な者にࡘいては，本ேの申請に基

づき㑅⪃のうえ，授業料の額ཪは༙額が免除されるไᗘがあります。

免除者の㑅⪃は，学期ࡈとに行ࢃれ，申請に関するᡭ続き等のヲ⣽は，各◊✲科においてᥖ♧及び⚄ᡞ

学ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍でお▱らࡏします。

また，学㈨㈇ᢸ者のṚஸ，あるいは本ேཪは学㈨㈇ᢸ者が㢼Ỉᐖ等の⅏ᐖを受けたことにより，授業料

の納付がⴭしくᅔ㞴なሙྜも，免除を申請することができますので，該当者は，学生ᨭㄢ㸦学生ࣥࢭ

。㸧に申しฟてください࣮ࢱ

なお，授業料を納期までに額を納付することができないときは，徴収猶予等が許可されることがあり

ますので，学生ᨭㄢ㸦学生࣮ࢱࣥࢭ㸧でᡤ定のᡭ続により㢪いฟてください。
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ᥖ♧に࡚࠸ࡘ

いࢁいࢁな㏻▱ࡸ㐃⤡は，≉別なሙྜを除き，すてᥖ♧によࡗてなされます。ᥖ♧ᯈは，ᅜ㝿協ຊ◊

✲科Ჷ 1 㝵にあり，ฟ，࿌♧，㏻▱をはじめ，ዡ学㔠୪びにࢺࣂࣝのເ㞟等各✀のᥖ♧をするので，

Ⓩ࣭下ᰯの㝿は，ぢⴠしのないようὀពしてください。

ㅖド᫂に࡚࠸ࡘ

㸦1㸧学 生 ド

  付

学生ドの⣮ኻ，◚ᦆ及び改ጣཪはẶྡ₎Ꮠのኚ᭦等によるグ㍕事項のኚ᭦等があࡗたሙྜは，

付を教ົಀに申しฟてください。

㸦2㸧㏻学定期乗㌴ๆ

ձᑵ学学⯋に㏻学するሙྜ

㏻学定期乗㌴ๆは，ᐟᡤ㸦⌧ఫᡤ㸧の᭱ᐤり㥐から本学㸦ᑵ学学⯋㸧の᭱ᐤり㥐との間を㡰㊰に

より㏻学するሙྜに㉎ධできます。㉎ධにあたࡗては，まずド明書⮬ືⓎ行ᶵで「㏻学ド明書」

付㢪をⓎ行してください。次に必要事項をグධして，教ົಀにᥦฟしてください。

   㸦㕲㐨関ಀ㸧

     㜰ᛴ㟁㕲 㜰⚄㟁㕲 ி㜰㟁㕲 ᒣ㝧㟁㕲 ⚄ᡞ㟁㕲 ⚄ᡞ㧗㏿㕲㐨 J R す日本 ༡海㟁㕲

㏆␥日本㕲㐨 ி⚟㟁㕲 㜰ᛴ行㟁㕲 Ἠ㧗㏿㕲㐨 㜰ᕷႠᆅ下㕲 ⚄ᡞᕷႠᆅ下

㕲 ⚄ᡞ᪂㏻ ⚄ᛴ行㟁㕲

   㸦ࢫࣂ関ಀ㸧

⚄ᡞᕷࢫࣂ 㜰ᕷࢫࣂ ᑽᓮᕷࢫࣂ 明▼ᕷࢫࣂ ጲ㊰ᕷࢫࣂ 㜰ᛴࢫࣂ 㜰⚄ࢫࣂ ᒣ

㝧ࢫࣂ ⚄ጲࢫࣂ ༡海ࢫࣂ ㏆㕲ࢫࣂ

㸨ࢫࣂの定期ๆは，月༢になࡗているとこࢁもあるので，㉎ධの期をὀពし，┈にな

らないようにしてください。

ղᑵ学学⯋以እのሙᡤに㏻学するሙྜ

ᑵ学ୖ，ᑵ学学⯋以እのሙᡤ受ㅮ，実㦂及び実⩦のために㏻学するሙྜがあります。◊✲科長

がその必要を認めたときには，㏻学定期乗㌴ๆが㉎ධできます。申㎸期間ෆに教ົಀ㢪いฟてく

ださい。

なお，ㄢእάືのためには，㏻学定期乗㌴ๆは㉎ධできまࢇࡏ。

ճ㏻学定期乗㌴ๆが↓ຠとなるሙྜ

次のሙྜは，㏻学定期乗㌴ๆが↓ຠとなり，ᬑ㏻㐠㈤の 3 ಸに相当するቑ㐠㈤を徴収されるだけ

でなく，学及び他の学生にᑐし㏞ᝨがかかりますので，正は⤯ᑐに行ࢃないようにしてくださ

い。

 ⏝㈨᱁，Ặྡ，年令，༊間ཪは㏻学の事実を偽ࡗて㉎ධし⏝したとき

 ㏻学定期乗㌴ๆのๆ㠃に⾲♧された事項を消しཪは改ኚして⏝したとき

࢘ ⏝㈨᱁がなくなࡗてから⏝したとき

࢚ ㏻⏝期間の㛤ጞ前ཪは⤊後に⏝したとき

࢜ 学生ドをᦠ行していないとき

࢝ ༊間の㐃続していない 2 ᯛ以ୖの㏻学定期乗㌴ๆཪはᬑ㏻乗㌴ๆを⏝して，その各ๆ㠃に

⾲♧された༊間と༊間との間を↓ᮐで乗㌴したとき

࢟ その他正乗㌴のᡭẁとして⏝したとき

ͤ ㏻学定期乗㌴ๆⓎ行᥍の᭷ຠ期間は，当該年ᗘ㸯年間㝈りですので，年ᗘࡈとに付を受けてく

ださい。

㸦3㸧学生᪑ᐈ㐠㈤割ᘬド㸦学割ド㸧

学割ドは，割当ᯛ数の⠊ᅖෆで，学生ಶேの⮬由なᶒとして⏝することを前ᥦとしたもので

なく，ಟ学ୖの経῭ⓗ㈇ᢸを㍍ῶし，学ᰯ教⫱の⯆にᐤすることを┠ⓗとして実施されている

ไᗘです。

学割ドは，実⩦࣭ぢ学࣭ᖐ┬なで，∦㐨 100k m を㉸えて᪑行するሙྜ，ᬑ㏻乗㌴ๆに㝈ࡗて

⏝できます。

割ᘬ⋡は， J R ࣭㐃⤡♫⥺とも༊間の 2 割ᘬ，᭷ຠ期間は，Ⓨ行日から 3 か月間です。

申㎸み及び付

申㎸み及び付は，භ⏥ྎ第୕学⯋ 1 㝵の学生࣮ࢼ࣮ࢥにタ⨨している「ド明書⮬ືⓎ行☾」で

ᡤ定の᧯సを行ࡗてください。

付ᯛ数

付ᯛ数は，1 ே年間㸦4 月㹼⩣年 3 月㸧15 ᯛまでとなࡗていますので，計⏬をたてて⏝してく

ださい。㸦 乗㌴ๆを㉎ධするሙྜࠊ学割ドは 1 ᯛで῭みます㸧

㸦4㸧ᅾ学ド明書࣭成⦼ド明書

申㎸み及び付は，භ⏥ྎ第୕学⯋ 1 㝵の学生࣮ࢼ࣮ࢥにタ⨨している「ド明書⮬ືⓎ行ᶵ」で

ᡤ定の᧯సを行ࡗてください。

㸦5㸧ಟド明書

学㝔をಟしたሙྜは，学グが授されるとྠにࠊᑵ⫋ඛ等にᥦฟするためのಟド明書

をⓎ行します。

㸦 6 㸧ᅜ㈝እᅜே␃学生ド明書

᪑ๆの᭷ຠ期間ᘏ長，ᐙ᪘ᣍ請等に必要なᅜ㈝እᅜே␃学生ド明書の付をᕼᮃするሙྜは，教

ົಀ申し㎸ࢇでください。

㸦7㸧ᅜ㈝እᅜே␃学生ಖドド明書

ࢇ申し㎸ᘏ長申請に必要なᅜ㈝እᅜே␃学生ಖドド明書の付をᕼᮃするሙྜは，教ົಀࢨࣅ

でください。

授業料の⣡に࡚࠸ࡘ

授業料は年額を前期と後期に分け，それࡒれ次の期間ෆに，ཱྀᗙ替により納付することになります。

前 期  4 月 1 日㹼 4 月 30 日

後 期  10 月 1 日㹼10 月 31 日

授業料ච㝖➼に࡚࠸ࡘ

経῭ⓗな理由によࡗて授業料の納付がᅔ㞴で，かࡘ，学業成⦼がඃ⚽な者にࡘいては，本ேの申請に基

づき㑅⪃のうえ，授業料の額ཪは༙額が免除されるไᗘがあります。

免除者の㑅⪃は，学期ࡈとに行ࢃれ，申請に関するᡭ続き等のヲ⣽は，各◊✲科においてᥖ♧及び⚄ᡞ

学ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍でお▱らࡏします。

また，学㈨㈇ᢸ者のṚஸ，あるいは本ேཪは学㈨㈇ᢸ者が㢼Ỉᐖ等の⅏ᐖを受けたことにより，授業料

の納付がⴭしくᅔ㞴なሙྜも，免除を申請することができますので，該当者は，学生ᨭㄢ㸦学生ࣥࢭ

。㸧に申しฟてください࣮ࢱ

なお，授業料を納期までに額を納付することができないときは，徴収猶予等が許可されることがあり

ますので，学生ᨭㄢ㸦学生࣮ࢱࣥࢭ㸧でᡤ定のᡭ続により㢪いฟてください。
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ዡᏛไᗘに࡚࠸ࡘ

学業ඃ⚽であり経῭ⓗ理由によࡗてಟ学がᅔ㞴である者にᑐするዡ学ไᗘがあります。

㸦1㸧⊂❧行政ἲே日本学生ᨭᶵᵓ

⊂❧行政ἲே日本学生ᨭᶵᵓは，ேᮦの⫱成と教⫱のᶵ会ᆒ等の㊃᪨にᚑࡗて，ே≀࣭学業とも

ඃれた者であࡗて，経῭ⓗ理由によりಟ学がᅔ㞴な者にᑐしてዡ学㔠を㈚することにより，ಟ学の

ຓを行う⫱ⱥዡ学事業ᶵ関です。

㸦2㸧ᆅ᪉࣭Ẹ間等の⫱ⱥዡ学ᅋయ

ୖグ，日本学生ᨭᶵᵓのዡ学ไᗘのほかに，ᆅ᪉බඹᅋయࡸẸ間ዡ学㈈ᅋ等によるዡ学ไᗘがあ

ります。

なお，ヲ⣽にࡘいては「学生生άෆ」の経῭生ά等の項をཧ↷してください。

࣮ࢱࣥࢭᨭࣇࣛࢫࣃࣥࣕ࢟

㞀ᐖがあるなの理由によりࠊ日ᖖのຮ学ࡸ学生生άになࢇらかのᅔ㞴ࡸᏳをᢪえているሙྜの相ㄯ

必ࠊヨ㦂の㓄៖等ࠊᒚಟⓏ㘓のᨭࡸㅮ⩏にᑐする㓄៖ࠊています。ᑓ㛛ᐙが相ㄯにのりࡗㄪᩚを行ࡸ

要にᛂじたࢺ࣮࣏ࢧを᳨ウします。

                               㟁ヰ 078- 803- 5258

භ⏥ྎࢫࣃࣥࣕ࢟の㌴୧ධᵓつไに࡚࠸ࡘ

⌧ᅾ，භ⏥ྎࢫࣃࣥࣕ࢟では㏻Ᏻ及び㦁㡢㜵Ṇ等のために，許可者以እの㌴୧㸦⮬ື㌴㸧はධᵓ⚗

Ṇとなࡗております。㌴୧によるධᵓをᕼᮃする者は，භ⏥ྎᵓෆ㌴୧ᑐ策委員会の許可を受けなければ

なりまࢇࡏ。ᡭ続きは，ᡤ定の期㸦4 月下᪪㡭㸧に申請書を教ົಀᥦฟしてください。ただし，申請

は年 1 ᅇ㝈りで，許可基‽によりᢎ認されないሙྜもあります。ヲしくは，ᥖ♧により㏻▱します。

また，ㄢእάື等のための㈨ᮦ㐠ᦙ等⮫にධᵓする必要が生じたሙྜは，ධᵓする 3 日前までに教ົ

ಀ申しฟてください。

なお，㍯㌴のධᵓは㠃ⓗに⚗Ṇされておりますので，᭱ᐤりの㍯㌴⨨ሙに㥔㍯してください。

教ົಀཪは学生࣮ࢱࣥࢭでⓏ㘓書の㓄付と受付をしていますのでⓏ㘓をしてください。

⤒῭⤒Ⴀ◊✲ᡤᅗ᭩㤋の⏝ෆに࡚࠸ࡘ

㛤㤋間  月㹼㔠 8㸸45㹼12㸸15，13㸸00㹼17㸸00
ఇ 㤋 日  ᅵ࣭日，ᅜẸの⚃日，本学❧グᛕ日㸦5 月 15 日㸧，12 月 28 日㹼1 月 4 日，⮫ఇ㤋日

࡚࠸ࡘ⏝にە

書ᗜෆには͏͏͏⮬由におධりください。

。㐲៖くださいࡈ㎸みはࡕのᣢࣥࣂ࢝

㈚ ฟ は͏͏͏当日㈚ฟのみです。

グධください。㸦学生ドを㡸ります。㸧ࡈに「ࢻ࣮࢝当日㈚ฟ」で࣮ࢱࣥ࢘࢝

⤒῭⤒Ⴀ◊✲ᡤᅜ㐃ᐤクᅗ᭩㤋の⏝ෆに࡚࠸ࡘ

ᅜ㐃ᐤクᅗ᭩⯓ U n i t e d  N a t i o n s  D e p o s i t o r y  L i b r a r y
ᅜ㐃がその⢭⚄ࡸάື≧ἣをᗈくୡ⏺中のேࠎに▱らࡏるために，関ಀ㈨料をᐤク，↓料でබ㛤する

ᅗ書㤋です。ୡ⏺で 405 ࣨᡤ，日本では⌧ᅾ 14 ࣨᡤにタけられています。

ᅜ㐃の各ᑓ㛛ᶵ関もᐤクᅗ書㤋ไᗘをとࡗており，当◊✲ᡤは W T O㸦ୡ⏺㈠᫆ᶵ関㸧と I MO㸦ᅜ㝿

海事ᶵᵓ㸧のᐤクᅗ書㤋でもあります。

㛤㤋間  平日 8㸸45㹼12㸸15，13㸸00㹼17㸸00

࡚࠸ࡘ⏝にە

㈚ ฟ は͏͏͏当日㈚ฟのみです。

1 㝵࣮ࢱࣥ࢘࢝にて「当日㈚ฟࢻ࣮࢝」にࡈグධください。㸦学生ドを㡸る。㸧

ᅜ㝿協ຊ◊✲科学生学እὶάືሗ࿌書

このሗ࿌書は，本◊✲科㝔生の学እでのάື≧ἣをᤸᥱし，◊✲科యのືきとして生かしていくた

めに収㞟するものである。㸦▷期間のものもྵࡴ。㸧

学 ⡠ ␒ 号 Ặ ྡ ᣦᑟ教員

期間ཪは月日 年  月  日㹼     年  月  日

  ሙᡤ㸦行きඛ㸧

  ྡ ⛠ 等

   ദ 者 等

  ά ື ෆ ᐜ

㌟ 分   学生࣭◊✲員࣭◊ಟ員

  そ の 他

ᗈሗᥖ㍕   可࣭可                                               年   月   日
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ዡᏛไᗘに࡚࠸ࡘ
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教ົಀཪは学生࣮ࢱࣥࢭでⓏ㘓書の㓄付と受付をしていますのでⓏ㘓をしてください。

⤒῭⤒Ⴀ◊✲ᡤᅗ᭩㤋の⏝ෆに࡚࠸ࡘ
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海事ᶵᵓ㸧のᐤクᅗ書㤋でもあります。
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ᅜ㝿協ຊ◊✲科学生学እὶάືሗ࿌書

このሗ࿌書は，本◊✲科㝔生の学እでのάື≧ἣをᤸᥱし，◊✲科యのືきとして生かしていくた
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ᑵ⫋に㛵ࡍる┦ㄯ࣭ሗ㞟に࡚࠸ࡘ

㸦㸯㸧⚄ᡞᏛ࣮ࢱࣥࢭࣜࣕ࢟ 㹒㹃㹊 㸮㸵㸶㸫㸶㸮㸱㸫㸳㸰㸯㸵

㭯⏥第㸯ࢫࣃࣥࣕ࢟㸿Ჷの㸯㝵にありࠊᑓ㛛の⫋員が㓄⨨されࣂࢻࣜࣕ࢟ࠊ

࣑ࢭࡸࢫࣥࢲ࢞⫋でのᑵࢫ࣮࣋学ࠊによるಶ別相ㄯにᛂじています。また࣮ࢨ

及びᑵࣝࣇồே⚊のࠊを⏬࣭᥎㐍しています。またࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ及び࣮ࢼ

⫋ሗ᳨⣴⏝のࣥࢥࢯࣃ㸳ྎがタ⨨されています。

⏝間ᖏはࠊ月᭙㹼㔠᭙㸦⚃日除く㸧の㸶㸸㸱㸮㹼㸯㸵㸸㸯㸳です。

㸦㸰㸧භ⏥ྎᑵ⫋┦ㄯ࣮ࢱࣥࢭ  㹒㹃㹊 㸮㸵㸶㸫㸶㸮㸱㸫㸵㸰㸮㸰

ἲ࣭経῭࣭経Ⴀの学部生࣭学ࡕࢃ会科学⣔すな♫ࠊ㤋の㸰㝵にあり࣑ࢹ࢝   

㝔生及び学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科の学生をᑐ㇟にࠊᑵ⫋とࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥをᨭ

する業ົを᥎㐍しています。ಶ別相ㄯにはࠊ♫会科学⣔学部࣭学㝔のྠ❆会であ

る♫ᅋἲே㟖会会員が当たࡗておりࠊ⏝間ᖏはࠊ月᭙㹼㔠᭙㸦⚃日除く㸧の

㸯㸮㸸㸮㸮㹼㸯㸵㸸㸮㸮ࠊそのな業ົは次の㏻りです。

ۑ 学年をၥࢃず学生からのಶ別相ㄯにᛂじࠊその後の࣮࢛ࣟࣇも行う。

ۑ ᑵ⫋ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥࡸに関する書⡠࣭ࣝࣇをᩚഛし学生の㜀ぴに౪する。

ۑ 学生が᭷ຠに⏝できるࠊᶵがタ⨨されており࣮ࣆࢥࠊ࣮ࢱࣥࣜࣉࠊ㸱ྎࣥࢥࢯࣃ

ようᣦᑟする。

ۑ   ᑵ⫋ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥࠊに関する᭱᪂ሗの収㞟にດめࠊ学生のためにᥖ♧ならび

に㈨料㓄ᕸを行う。㸦࣑ࢹ࢝㤋㸰㝵ࣟࣇでࠊᥖ♧及び㈨料を㓄⨨しています㸧

  

  භ⏥ྎᑵ⫋相ㄯ࣮ࢱࣥࢭ㹆㹎 㸸 http://www.kobe-u.com/ryoso/student/job/

ࠝὀࠞࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥに࡚࠸ࡘ

    学生がᅾ学中にኟఇみなを⏝し業ࡸᐁබᗇにฟྥいてᑵ業య㦂を✚ࡴไᗘ

のこと。このయ㦂を㏻じてᑗ᮶の㐍㊰に関するၥ㢟ព㆑࣭┠ⓗព㆑がྥୖし以後の

学生生άの実を期するものです。භ⏥ྎᑵ⫋相ㄯ࣮ࢱࣥࢭではࠊ業が学ᰯ❆

ཱྀを㏻さずࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥで┤᥋ເ㞟するࢫ࣮ࢣでのࠊ学生からの相ㄯにᛂじཧຍ

のためのᨭをしています。ເ㞟の࣮ࣝࢺは他にࠊ各学部教ົಀが❆ཱྀとなるもの

㸦ᐁබᗇ関ಀ㸧及びୖグの࣮ࢱࣥࢭࣜࣕ࢟のものがあります。

㸦㸱㸧⚄ᡞᏛᮾிࢫࣇ࢜   㹒㹃㹊 㸮㸱㸫㸴㸰㸴㸷㸫㸷㸯㸱㸮

   ᮾிࢫࣇ࢜は㹈㹐᭷ᴦ⏫㥐前にあࡗて࣮ࢱࣥࢭࣜࣕ࢟ᮾி分ᐊをවࠊࡡ㤳㒔ᅪ

における学のࢫࣥࢮࣞࣉのྥୖを┠ᣦしࠊ༞業生のࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿづくりࡸ学生のᑵ

άᨭをົとしています。
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ᑵ⫋に㛵ࡍる┦ㄯ࣭ሗ㞟に࡚࠸ࡘ
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のこと。このయ㦂を㏻じてᑗ᮶の㐍㊰に関するၥ㢟ព㆑࣭┠ⓗព㆑がྥୖし以後の
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のためのᨭをしています。ເ㞟の࣮ࣝࢺは他にࠊ各学部教ົಀが❆ཱྀとなるもの
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉㝔⏕༠㆟つ⣙

᭱᪂改正 2016 年 6 月 16 日

第㸯章 ⥲則

㸦ྡ⛠㸧

第㸯条 本会はࠊ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㝔生協議会㸦以下ࠊ「㝔生協議会」とグす㸧と⛠す

る。

㸦ᡤᅾᆅ㸧

第㸰条 本会はࠊ事ົᒁを以下に⨨く。

ࠛ6 57- 8501 ⚄ᡞᕷℿ༊භ⏥ྎ⏫ 2- 1  ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦භ⏥ྎ第㸯ࢫࣃࣥࣕ࢟第学

⯋ෆ㸧

㸦┠ⓗ㸧

第㸱条 本会のάືはࠊ「ᅜ㝿協ຊ◊✲科学生間の㐃⤡をᐦにしࠊ◊✲⎔ቃの改ၿをᅗることࠊ及び

学に存ᅾするᵝࠎなၥ㢟にᑐしࠊ学生ഃのពぢをᫎさࡏることを┠ⓗとする。

㸦άືෆᐜ㸧

第㸲条 本会は前条の┠ⓗを㐩成するためにࠊ以下のάືを行う。

(1) 学ഃにᑐする学生ഃのពぢの㞟⣙と΅

(2) 各◊✲ᐊの⨾࣭Ύᤲ࣭ࣜࣝࢡࢧの᥎㐍

(3 ) ◊✲ᐊの⛣ືࠊᗙᖍの⛣ືの

(4) その他ࠊ┠ⓗ㐩成に必要なάື

第㸰章 ဨ

㸦ဨ㸧

第㸳条 㝔生協議会はࠊ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科学生をもࡗてᵓ成される。

㸦㈝㸧

第㸴条 会員はࠊධ学に 3 00 を会㈝として納ධしなければならない。ణしࠊ㠀正規生㸦◊✲生ࠊ

≉別⫈ㅮ学生等㸧はその㝈りではない。

㸰 会㈝の納ධはධ学年ᗘのみとしࠊそれ以㝆納ධの⩏ົはない。

㸱 納ධされた会㈝はいかなる事があࡗても㏉㑏しない。

㸲 会㈝の徴収に関する事項は⥲会でỴ定するものとする。

㸦ධ㸧

第㸵条 ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科のධ学とྠにධ会をゎしたものとみなす。

㸦㏥➼㸧

第㸶条 会員が次の各号の୍に該当するሙྜには㏥会したものとする。

(1) 正規生としてᅾ⡠する会員がㄢ程をಟしたሙྜ。

(2) 㠀正規生としてᅾ⡠する会員がᅾ⡠期間を⤊したሙྜ。

(3 ) 会員が㏥学等㞳⡠をしたሙྜ。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉㝔⏕༠㆟つ⣙

᭱᪂改正 2016 年 6 月 16 日

第㸯章 ⥲則

㸦ྡ⛠㸧

第㸯条 本会はࠊ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㝔生協議会㸦以下ࠊ「㝔生協議会」とグす㸧と⛠す

る。

㸦ᡤᅾᆅ㸧

第㸰条 本会はࠊ事ົᒁを以下に⨨く。

ࠛ6 57- 8501 ⚄ᡞᕷℿ༊භ⏥ྎ⏫ 2- 1  ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科㸦භ⏥ྎ第㸯ࢫࣃࣥࣕ࢟第学

⯋ෆ㸧

㸦┠ⓗ㸧

第㸱条 本会のάືはࠊ「ᅜ㝿協ຊ◊✲科学生間の㐃⤡をᐦにしࠊ◊✲⎔ቃの改ၿをᅗることࠊ及び

学に存ᅾするᵝࠎなၥ㢟にᑐしࠊ学生ഃのពぢをᫎさࡏることを┠ⓗとする。

㸦άືෆᐜ㸧

第㸲条 本会は前条の┠ⓗを㐩成するためにࠊ以下のάືを行う。

(1) 学ഃにᑐする学生ഃのពぢの㞟⣙と΅

(2) 各◊✲ᐊの⨾࣭Ύᤲ࣭ࣜࣝࢡࢧの᥎㐍

(3 ) ◊✲ᐊの⛣ືࠊᗙᖍの⛣ືの

(4) その他ࠊ┠ⓗ㐩成に必要なάື

第㸰章 ဨ

㸦ဨ㸧

第㸳条 㝔生協議会はࠊ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科学生をもࡗてᵓ成される。

㸦㈝㸧

第㸴条 会員はࠊධ学に 3 00 を会㈝として納ධしなければならない。ణしࠊ㠀正規生㸦◊✲生ࠊ

≉別⫈ㅮ学生等㸧はその㝈りではない。

㸰 会㈝の納ධはධ学年ᗘのみとしࠊそれ以㝆納ධの⩏ົはない。

㸱 納ධされた会㈝はいかなる事があࡗても㏉㑏しない。

㸲 会㈝の徴収に関する事項は⥲会でỴ定するものとする。

㸦ධ㸧

第㸵条 ⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科のධ学とྠにධ会をゎしたものとみなす。

㸦㏥➼㸧

第㸶条 会員が次の各号の୍に該当するሙྜには㏥会したものとする。

(1) 正規生としてᅾ⡠する会員がㄢ程をಟしたሙྜ。

(2) 㠀正規生としてᅾ⡠する会員がᅾ⡠期間を⤊したሙྜ。

(3 ) 会員が㏥学等㞳⡠をしたሙྜ。
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第㸱章 ᙺဨ

㸦ᙺဨの✀ู㸧

第㸷条 本会にࠊ以下のᙺ員を⨨く。

議長 㸯ே

議長 1 ே

会計 1 ே

ᇳ行委員 12 ே

␃学生ᇳ行委員 4 ே

㸦ᙺဨの㑅௵㸧

第㸯㸮条 前条に定めるᙺ⫋のうࠊࡕ議長ࠊ議長ࠊ会計は༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸯年次の学生から㑅ฟ

する。しかしࠊᙺ員の㑅ฟは༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸯年次の学生数にᕥྑされることからࠊ議長の⫋に

関してのみ✵ᖍを認めるものとする。

㸰 前条に定めるᙺ⫋のうࠊࡕ議長ࠊ議長ࠊ会計にᑐし他の学年より❧ೃ⿵があるሙྜࠊその㝈り

ではない。

㸱 議長ࠊ議長及びその他のᙺ員はࠊ相にවࡡることはできない。

㸲 他学からの༤ኈㄢ程後期ㄢ程の⦅ධ学者はࠊෆ部㐍学者とྠ等にᙺ員の㑅ฟを認められる。

そのሙྜࠊ⦅ධ学者がධ学しᙺ員に㑅ฟされるまでの間ࠊෆ部㐍学者から௬のᙺ員をỴ定するものと

する。

㸦ᙺဨの⫋ົ㸧

第㸯㸯条 議長はࠊ本会の௦⾲として会ົを⥲ᣓしࠊ学ഃとの΅を行う。またࠊᇳ行委員会の議

長をົめるものとする。

㸰 議長はࠊ議長を⿵బしࠊ議長に事ᨾがあるときཪは議長がḞけたときはࠊ議長にあらかじめᣦ

定された㡰ᗎによࡗてࠊその⫋ົを௦行する。

㸱 会計はࠊ㝔生協議会会員より納ධされた会㈝の⟶理を行う。

㸲 ᇳ行委員はࠊᇳ行委員会にཧຍしࠊその他のᙺ員の⿵బを行う。

(1)ᇳ行委員はࠊ༤ኈㄢ程前期ㄢ程の各学年より㸴ேずࡘ㑅௵された計㸯㸰ேによࡗてᵓ成される。

(2)ᇳ行委員はࠊཎ則として各◊✲ᐊの௦⾲をවࡡるものとする。

㸳 ␃学生ᇳ行委員はࠊ␃学生会員の❆ཱྀとしてࠊに㐃⤡事項のᚭᗏをᅗるᙺ割をᢸいࠊሗのඹ

᭷を行うとともにࠊᇳ行委員ྠᵝその他のᙺ員の⿵బを行う。

㸦ᙺဨの௵ᮇ㸧

第㸯㸰条 ᙺ員の௵期は後௵のᙺ員が㑅ฟされࠊᘬ⥅ࡂస業後から㸯年間とする。

(1)ᘬ⥅ࡂ期はࠊ༤ኈㄢ程後期ㄢ程のෆ部㐍学者がỴ定しࠊᙺ員ないし௬のᙺ員を㑅௵後とする。

(2)⌧ᙺ員が௵をᕼᮃしたሙྜࠊそれをጉࡆない。

(3 )ᇳ行委員の௵期はࠊཎ則としてࠊ༤ኈㄢ程前期ㄢ程にධ学した年の㸲月から⩣ࠎ年㸱月までの㸰年

間とする。

㸰 ᙺ員はࡴࡸࠊを得ない事によりその⫋ົをうすることがᅔ㞴となࡗたሙྜࡸ㏿ࠊかに議長に

㐃⤡しࠊ後௵者を㑅ฟし議長のᢎ認を得る⩏ົを᭷する。後௵者の௵期はࠊ前௵者のṧ௵期間とする。

㸱 ᙺ員はࠊ㎡௵ཪは௵期‶の後においてもࠊ後௵者がᑵ௵するまではࠊその⫋ົを行ࢃなければ

ならない。

第㸲章 ⥲

㸦⥲の✀ู㸧

第㸯㸱条 本会の⥲会はࠊ定期⥲会及び⮫⥲会とする。

㸦⥲のᵓ成㸧

第㸯㸲条 ⥲会はࠊ会員をもࡗてᵓ成する。

㸦⥲のᶵ⬟㸧

第㸯㸳条 ⥲会はࠊこの規⣙に定めるもののほかࠊ本会の㐠Ⴀに関する㔜要な事項を議Ỵしࠊ⥲会の

議Ỵはࠊての議Ỵにඃඛする。

㸦⥲の㛤ദ㸧

第㸯㸴条 定期⥲会はࠊ第㸷条に定めるᙺ員のうࠊࡕ議長ࠊ議長ࠊ会計の㑅ฟ後ࠊ㸲月以㝆前期学

期中に㛤ദする。

㸰 定期⥲会はࠊ次の各号をᑂ議しࠊᢎ認する。

(1)前年ᗘの業ົሗ࿌及び会計ሗ࿌

(2)᪂年ᗘᙺ員のሗ࿌

(3 )᪂年ᗘの業ົ計⏬

(4)その他㔜要事項

㸱 ⮫⥲会はࠊ次の各号の୍に該当するሙྜに㛤ദする。

(1)議長が必要と認めたとき

(2)ఇ学者を除く会員の 6 分の 1 以ୖから会議の┠ⓗたる事項を♧しࠊᑂ議請ồがあࡗたとき

㸦⥲のᣍ㞟㸧

第㸯㸵条 ⥲会はࠊ議長がᣍ㞟する。

㸰 議長はࠊ前条㸱項第㸰号の規定による請ồがあࡗたときはࠊその請ồがあࡗた日から㸯㸲日以ෆ

に⮫⥲会をᣍ㞟しなければならない。

㸱 ⥲会をᣍ㞟するときはࠊ会議の┠ⓗたる事項及びそのෆᐜ୪びに日及びሙᡤを♧してࠊ㛤会日

の㸵日前までにᩥ書をもࡗて㏻▱しなければならない。

㸦⥲の㆟㛗㸧

第㸯㸶条 ⥲会の議長はࠊᇳ行委員会の議長とする。

㸦⥲のᐃ㊊ᩘ㸧

第㸯㸷条 ⥲会はࠊఇ学者を除く会員の㸱分の㸯以ୖのฟᖍがなければࠊ㛤会することができない。

㸦⥲の㆟Ỵ㸧

第㸰㸮条 ⥲会の議事はࠊこの規⣙に定めるもののほかࠊฟᖍした会員の㐣༙数をもࡗてỴしࠊ可ྰ

ྠ数のときはࠊ議長のỴするとこࢁによる。

㸦ဨの㆟Ỵᶒ㸧

第㸰㸯条 会員はࠊ⥲会においてࠊ各୍ࠎ⟠の議Ỵᶒを᭷する。
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第㸱章 ᙺဨ

㸦ᙺဨの✀ู㸧

第㸷条 本会にࠊ以下のᙺ員を⨨く。

議長 㸯ே

議長 1 ே

会計 1 ே

ᇳ行委員 12 ே

␃学生ᇳ行委員 4 ே

㸦ᙺဨの㑅௵㸧

第㸯㸮条 前条に定めるᙺ⫋のうࠊࡕ議長ࠊ議長ࠊ会計は༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸯年次の学生から㑅ฟ

する。しかしࠊᙺ員の㑅ฟは༤ኈㄢ程後期ㄢ程㸯年次の学生数にᕥྑされることからࠊ議長の⫋に

関してのみ✵ᖍを認めるものとする。

㸰 前条に定めるᙺ⫋のうࠊࡕ議長ࠊ議長ࠊ会計にᑐし他の学年より❧ೃ⿵があるሙྜࠊその㝈り

ではない。

㸱 議長ࠊ議長及びその他のᙺ員はࠊ相にවࡡることはできない。

㸲 他学からの༤ኈㄢ程後期ㄢ程の⦅ධ学者はࠊෆ部㐍学者とྠ等にᙺ員の㑅ฟを認められる。

そのሙྜࠊ⦅ධ学者がධ学しᙺ員に㑅ฟされるまでの間ࠊෆ部㐍学者から௬のᙺ員をỴ定するものと

する。

㸦ᙺဨの⫋ົ㸧

第㸯㸯条 議長はࠊ本会の௦⾲として会ົを⥲ᣓしࠊ学ഃとの΅を行う。またࠊᇳ行委員会の議

長をົめるものとする。

㸰 議長はࠊ議長を⿵బしࠊ議長に事ᨾがあるときཪは議長がḞけたときはࠊ議長にあらかじめᣦ

定された㡰ᗎによࡗてࠊその⫋ົを௦行する。

㸱 会計はࠊ㝔生協議会会員より納ධされた会㈝の⟶理を行う。

㸲 ᇳ行委員はࠊᇳ行委員会にཧຍしࠊその他のᙺ員の⿵బを行う。

(1)ᇳ行委員はࠊ༤ኈㄢ程前期ㄢ程の各学年より㸴ேずࡘ㑅௵された計㸯㸰ேによࡗてᵓ成される。

(2)ᇳ行委員はࠊཎ則として各◊✲ᐊの௦⾲をවࡡるものとする。

㸳 ␃学生ᇳ行委員はࠊ␃学生会員の❆ཱྀとしてࠊに㐃⤡事項のᚭᗏをᅗるᙺ割をᢸいࠊሗのඹ

᭷を行うとともにࠊᇳ行委員ྠᵝその他のᙺ員の⿵బを行う。

㸦ᙺဨの௵ᮇ㸧

第㸯㸰条 ᙺ員の௵期は後௵のᙺ員が㑅ฟされࠊᘬ⥅ࡂస業後から㸯年間とする。

(1)ᘬ⥅ࡂ期はࠊ༤ኈㄢ程後期ㄢ程のෆ部㐍学者がỴ定しࠊᙺ員ないし௬のᙺ員を㑅௵後とする。

(2)⌧ᙺ員が௵をᕼᮃしたሙྜࠊそれをጉࡆない。

(3 )ᇳ行委員の௵期はࠊཎ則としてࠊ༤ኈㄢ程前期ㄢ程にධ学した年の㸲月から⩣ࠎ年㸱月までの㸰年

間とする。

㸰 ᙺ員はࡴࡸࠊを得ない事によりその⫋ົをうすることがᅔ㞴となࡗたሙྜࡸ㏿ࠊかに議長に

㐃⤡しࠊ後௵者を㑅ฟし議長のᢎ認を得る⩏ົを᭷する。後௵者の௵期はࠊ前௵者のṧ௵期間とする。

㸱 ᙺ員はࠊ㎡௵ཪは௵期‶の後においてもࠊ後௵者がᑵ௵するまではࠊその⫋ົを行ࢃなければ

ならない。

第㸲章 ⥲

㸦⥲の✀ู㸧

第㸯㸱条 本会の⥲会はࠊ定期⥲会及び⮫⥲会とする。

㸦⥲のᵓ成㸧

第㸯㸲条 ⥲会はࠊ会員をもࡗてᵓ成する。

㸦⥲のᶵ⬟㸧

第㸯㸳条 ⥲会はࠊこの規⣙に定めるもののほかࠊ本会の㐠Ⴀに関する㔜要な事項を議Ỵしࠊ⥲会の

議Ỵはࠊての議Ỵにඃඛする。

㸦⥲の㛤ദ㸧

第㸯㸴条 定期⥲会はࠊ第㸷条に定めるᙺ員のうࠊࡕ議長ࠊ議長ࠊ会計の㑅ฟ後ࠊ㸲月以㝆前期学

期中に㛤ദする。

㸰 定期⥲会はࠊ次の各号をᑂ議しࠊᢎ認する。

(1)前年ᗘの業ົሗ࿌及び会計ሗ࿌

(2)᪂年ᗘᙺ員のሗ࿌

(3 )᪂年ᗘの業ົ計⏬

(4)その他㔜要事項

㸱 ⮫⥲会はࠊ次の各号の୍に該当するሙྜに㛤ദする。

(1)議長が必要と認めたとき

(2)ఇ学者を除く会員の 6 分の 1 以ୖから会議の┠ⓗたる事項を♧しࠊᑂ議請ồがあࡗたとき

㸦⥲のᣍ㞟㸧

第㸯㸵条 ⥲会はࠊ議長がᣍ㞟する。

㸰 議長はࠊ前条㸱項第㸰号の規定による請ồがあࡗたときはࠊその請ồがあࡗた日から㸯㸲日以ෆ

に⮫⥲会をᣍ㞟しなければならない。

㸱 ⥲会をᣍ㞟するときはࠊ会議の┠ⓗたる事項及びそのෆᐜ୪びに日及びሙᡤを♧してࠊ㛤会日

の㸵日前までにᩥ書をもࡗて㏻▱しなければならない。

㸦⥲の㆟㛗㸧

第㸯㸶条 ⥲会の議長はࠊᇳ行委員会の議長とする。

㸦⥲のᐃ㊊ᩘ㸧

第㸯㸷条 ⥲会はࠊఇ学者を除く会員の㸱分の㸯以ୖのฟᖍがなければࠊ㛤会することができない。

㸦⥲の㆟Ỵ㸧

第㸰㸮条 ⥲会の議事はࠊこの規⣙に定めるもののほかࠊฟᖍした会員の㐣༙数をもࡗてỴしࠊ可ྰ

ྠ数のときはࠊ議長のỴするとこࢁによる。

㸦ဨの㆟Ỵᶒ㸧

第㸰㸯条 会員はࠊ⥲会においてࠊ各୍ࠎ⟠の議Ỵᶒを᭷する。
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㸦⥲のጤ௵ཧຍ➼㸧

第㸰㸰条 。議Ỵᶒを᭷するࠊ委௵≧によるฟᖍࠊを得ない理由のため⥲会にฟᖍできない会員はࡴࡸ

㸰 委௵ཧຍする会員はࠊ受௵者をᣦ定しなければならない。ᣦ定がなされていないሙྜࠊ議長は受

௵者として委௵されたものとみなす。

㸦⥲の㆟㘓㸧

第㸰㸱条 ⥲会の議事にࡘいては⥲会でᢎ認された事項をグ㍕した議事㘓をస成しࠊ㛤♧しなければ

ならない。

第㸳章 ᇳ⾜ጤဨ

㸦ᇳ⾜ጤဨのᵓ成㸧

第㸰㸲条 ᇳ行委員会はࠊ第㸷条で定めたᙺ員をもࡗてᵓ成する。

㸦ᇳ⾜ጤဨのᶵ⬟㸧

第㸰㸳条 ᇳ行委員会はࠊこの規⣙で別に定めるもののほかࠊ次のᶵ⬟を᭷する。

(1)㝔生協議会のᇳ行ᶵ関でありࠊୟࡘ⥲会が㛤ദされないሙྜにおける᭱⤊ⓗなពᛮỴ定ᶵ関である。

(2)⥭ᛴを要するỴ定を必要とするሙྜࠊ⮫⥲会の㛤ദをᚅたずに議長のᢎ認のもとࠊᇳ行委員会で

⥭ᛴ事項にᑐして᥇Ỵするᶒ㝈を᭷する。しかしࠊそのሙྜは当該事項のỴ定にࡘいて㛤♧しなけれ

ばならない。

(3 )その他⥲会の議Ỵを要しない会ົのᇳ行に関する事項をỴ定する。

㸦ᇳ⾜ጤဨのᣍ㞟➼㸧

第㸰㸴条 ᇳ行委員会はࠊ議長が必要と認めるときにᣍ㞟する。

㸦ᇳ⾜ጤဨのᐃ㊊ᩘ➼㸧

第㸰㸵条 ᇳ行委員会にはࠊ第㸯㸷条ࠊ第㸰㸮条ࠊ第㸰㸯条ࠊ及び第㸰㸰条の規定を‽⏝する。この

ሙྜにおいてࠊこれら規定中の「⥲会」は「ᇳ行委員会」ࠊ「会員」は「ᙺ員」と読み替えるものとす

る。

第㸴章 ィ

㸦㈨⏘のᵓ成㸧

第㸰㸶条 本会の㈨⏘はࠊ納ධされた会㈝によࡗてᵓ成される。

㸦⤒㈝のᨭᘚ㸧

第㸰㸷条 本会の経㈝はࠊ㈨⏘をもࡗてᨭᘚする。

㸰 㝔生協議会のάືのためにᙺ員及び会員がᨭᡶࡗた㏻㈝に関してはࠊබඹ㏻ᶵ関に関しての

みᨭᘚする。

㸱 必要経㈝としてࠊ議長のᢎ認を受けたᨭฟに関しては経㈝としてᨭᘚされる。

㸲 ᨭᘚを受ける者はࠊ会計に㏿ࡸかにሗ࿌しࠊᨭᘚを受けなければならない。

㸳 ᨭᘚに㝿して会計はࠊ会計ሗ࿌書にそのグ㍕の⩏ົを᭷する。

㸦㈨⏘のฎศ㸧

第㸱㸮条 本会の㈨⏘で前条に定めるもの以እの㈨⏘を処分するሙྜにはࠊ⥲会における議Ỵを要す

る。

㸦┘ᰝ㸧

第㸱㸯条 会計┘ᰝはࠊ᪂ᙺ員のᘬ⥅ࡂのに実施されࠊ会計がㄝ明㈐௵を㈇うものとする。

第㸱㸰条 本会の事業ሗ࿌及びỴ算はࠊ議長が事業ሗ࿌書ࠊ会計が収ᨭỴ算書をస成しࠊ毎会計年ᗘ

⤊後に後௵のᙺ員ᘬ⥅ࠊࡂ᪂年ᗘの⥲会でሗ࿌しなければならない。

㸦ィ年ᗘ㸧

第㸱㸱条 本会の会計年ᗘはࠊ後௵のᙺ員Ỵ定後ࠊᘬ⥅ࡂస業後としࠊ毎年ۑ月ۑ日にጞまりࠊ

。たことを会計ሗ࿌書にグさなければならないࡗࢃ⤊日にڹ年ڹ

第㸵章 つ⣙のኚ᭦ཬࡧᨵṇ

㸦つ⣙のኚ᭦㸧

第㸱㸲条 この規⣙のኚ᭦及び改正はࠊ⥲会における議Ỵを要する。

附則㸯 この規⣙は 2016 年 9 月 1 日から施行する。
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㸦⥲のጤ௵ཧຍ➼㸧

第㸰㸰条 。議Ỵᶒを᭷するࠊ委௵≧によるฟᖍࠊを得ない理由のため⥲会にฟᖍできない会員はࡴࡸ

㸰 委௵ཧຍする会員はࠊ受௵者をᣦ定しなければならない。ᣦ定がなされていないሙྜࠊ議長は受

௵者として委௵されたものとみなす。

㸦⥲の㆟㘓㸧

第㸰㸱条 ⥲会の議事にࡘいては⥲会でᢎ認された事項をグ㍕した議事㘓をస成しࠊ㛤♧しなければ

ならない。

第㸳章 ᇳ⾜ጤဨ

㸦ᇳ⾜ጤဨのᵓ成㸧

第㸰㸲条 ᇳ行委員会はࠊ第㸷条で定めたᙺ員をもࡗてᵓ成する。

㸦ᇳ⾜ጤဨのᶵ⬟㸧

第㸰㸳条 ᇳ行委員会はࠊこの規⣙で別に定めるもののほかࠊ次のᶵ⬟を᭷する。

(1)㝔生協議会のᇳ行ᶵ関でありࠊୟࡘ⥲会が㛤ദされないሙྜにおける᭱⤊ⓗなពᛮỴ定ᶵ関である。

(2)⥭ᛴを要するỴ定を必要とするሙྜࠊ⮫⥲会の㛤ദをᚅたずに議長のᢎ認のもとࠊᇳ行委員会で

⥭ᛴ事項にᑐして᥇Ỵするᶒ㝈を᭷する。しかしࠊそのሙྜは当該事項のỴ定にࡘいて㛤♧しなけれ

ばならない。

(3 )その他⥲会の議Ỵを要しない会ົのᇳ行に関する事項をỴ定する。

㸦ᇳ⾜ጤဨのᣍ㞟➼㸧

第㸰㸴条 ᇳ行委員会はࠊ議長が必要と認めるときにᣍ㞟する。

㸦ᇳ⾜ጤဨのᐃ㊊ᩘ➼㸧

第㸰㸵条 ᇳ行委員会にはࠊ第㸯㸷条ࠊ第㸰㸮条ࠊ第㸰㸯条ࠊ及び第㸰㸰条の規定を‽⏝する。この

ሙྜにおいてࠊこれら規定中の「⥲会」は「ᇳ行委員会」ࠊ「会員」は「ᙺ員」と読み替えるものとす

る。

第㸴章 ィ

㸦㈨⏘のᵓ成㸧

第㸰㸶条 本会の㈨⏘はࠊ納ධされた会㈝によࡗてᵓ成される。

㸦⤒㈝のᨭᘚ㸧

第㸰㸷条 本会の経㈝はࠊ㈨⏘をもࡗてᨭᘚする。

㸰 㝔生協議会のάືのためにᙺ員及び会員がᨭᡶࡗた㏻㈝に関してはࠊබඹ㏻ᶵ関に関しての

みᨭᘚする。

㸱 必要経㈝としてࠊ議長のᢎ認を受けたᨭฟに関しては経㈝としてᨭᘚされる。

㸲 ᨭᘚを受ける者はࠊ会計に㏿ࡸかにሗ࿌しࠊᨭᘚを受けなければならない。

㸳 ᨭᘚに㝿して会計はࠊ会計ሗ࿌書にそのグ㍕の⩏ົを᭷する。

㸦㈨⏘のฎศ㸧

第㸱㸮条 本会の㈨⏘で前条に定めるもの以እの㈨⏘を処分するሙྜにはࠊ⥲会における議Ỵを要す

る。

㸦┘ᰝ㸧

第㸱㸯条 会計┘ᰝはࠊ᪂ᙺ員のᘬ⥅ࡂのに実施されࠊ会計がㄝ明㈐௵を㈇うものとする。

第㸱㸰条 本会の事業ሗ࿌及びỴ算はࠊ議長が事業ሗ࿌書ࠊ会計が収ᨭỴ算書をస成しࠊ毎会計年ᗘ

⤊後に後௵のᙺ員ᘬ⥅ࠊࡂ᪂年ᗘの⥲会でሗ࿌しなければならない。

㸦ィ年ᗘ㸧

第㸱㸱条 本会の会計年ᗘはࠊ後௵のᙺ員Ỵ定後ࠊᘬ⥅ࡂస業後としࠊ毎年ۑ月ۑ日にጞまりࠊ

。たことを会計ሗ࿌書にグさなければならないࡗࢃ⤊日にڹ年ڹ

第㸵章 つ⣙のኚ᭦ཬࡧᨵṇ

㸦つ⣙のኚ᭦㸧

第㸱㸲条 この規⣙のኚ᭦及び改正はࠊ⥲会における議Ỵを要する。

附則㸯 この規⣙は 2016 年 9 月 1 日から施行する。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲則

平成 12 年 4 月 24 日ไ定

第 1 条㸦ྡ⛠㸧

本会は⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲会と⛠する。

第 2 条㸦┠ⓗ㸧

本会は学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科学生の学⾡◊✲のዡບ，及びその成ᯝのⓎ⾲を┠ⓗとする。

第 3 条㸦ဨ㸧

本会は，次に定める会員をもࡗて⤌⧊する。

(1) 本学ᅜ㝿協ຊ◊✲科にᅾ⡠する学㝔生

(2) 本学ᅜ㝿協ຊ◊✲科にᅾ⡠する◊✲生

( 3 ) その他，本会の⦅㞟委員会において，会員として㐺当であると認められた者。

第 4 条㸦㈝㸧

会員は会の㐠Ⴀに必要な会㈝を納めなければならない。

第 5 条㸦◊✲雑ㄅのⓎ⾜㸧

本会は，第 2 条の┠ⓗを㐩成するために，◊✲㞧ㄅࠗභ⏥ྎㄽ㞟㸫ᅜ㝿協ຊ◊✲⦅࠘㸦以下，ㄽ㞟とする㸧

を毎年ᗘ 1 ᅇ以ୖⓎ行する。

第 6 条㸦ㄽ㞟のᇳ➹㸧

第 3 条において定められた本会の会員は本会のⓎ行するㄽ㞟にᢞ✏することができ，ୟࡘ，その㓄ᕸを受け

る。

第 7 条㸦ㄽ㞟のᥖ㍕ᡭ⥆ࡁ㸧

(1) ㄽ㞟にᥖ㍕するㄽᩥは，本会の定めたᡭ続きに基づき，本規⣙第 3 条に該当する者よりこれをබເする。

(2) 前項のㄽᩥは，本学ᅜ㝿協ຊ◊✲科の教員のពぢを⪺き，㐺当と認められたものをᥖ㍕する。

第 8 条㸦⦅㞟ጤဨ㸧

(1) 本会は会員から⦅㞟委員会を㑅ฟする。

⦅㞟委員会は，◊✲会会長 1 ྡ，ྠ会長 ⱝᖸྡ，その他 ⱝᖸྡの⦅㞟委員からᵓ成される。

(2) ⦅㞟委員会は前項の⦅㞟委員をもࡗてᵓ成し，本会の㐠Ⴀ，ㄽ㞟の⦅㞟，会計⟶理にあたる。

( 3 ) ⦅㞟委員の௵期は 1 年とする。ణし，௵をጉࡆない。

第 9 条㸦⥲の㛤ദཬࡧ成❧㸧

第 8 条に定める⦅㞟委員会は⥲会を年 1 ᅇ㛤ദする。必要があるሙྜ，㝶㛤ദする。⥲会は，委௵≧をᥦ

ฟした会員をྵめた会員⥲数の㐣༙数のฟᖍをもࡗて成❧する。

第 10 条㸦⥲Ỵᐃ㡯㸧

次に定める各項のいずれかに該当する事項は，⥲会に付さなければならない。

(1) άືሗ࿌及び会計ሗ࿌

(2) ⦅㞟委員会の改㑅

( 3 ) 本規⣙の改正

(4) その他，本会の⤌⧊，㐠Ⴀに関ࢃる㔜要事項

第 11 条㸦Ỵ㆟᪉ἲ㸧

⥲会のỴ議は，ฟᖍ会員の㐣༙数による。⥲会にฟᖍしない会員は，書㠃により他のฟᖍ会員にその議Ỵᶒ

を委௵することができる。

第 12 条㸦ධ㸧

本会の㐠Ⴀ㈝は，会㈝及びᐤ㝃㔠，その他をもࡗてする。

第 13 条㸦ィ㸧

(1) 本会の会計年ᗘは，毎年 4 月 1 日にጞまり⩣年 3 月 3 1 日に⤊ࢃる。

(2) ⦅㞟委員会は，⥲会で会計ሗ࿌をしなければならない。

第 14 条㸦㢳ၥ㸧

本会は，本学ᅜ㝿協ຊ◊✲科の教員員に㢳ၥを委კし，ຓゝを受けることができる。

第 15 条㸦ົ㸧

本会に関する事ົは，本学ᅜ㝿協ຊ◊✲科ෆに⨨く。

第 16 条㸦つ⣙ᨵṇ㸧

本規⣙の改正は，⦅㞟委員会のⓎ議により⥲会において行い，会員⥲数の㐣༙数の㈶成をもࡗてする。

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

 Ꮫ 㝔 ⏕ ◊ ✲ ᐊ ୍ ぴ

ᐊ   ྡ ෆ⥺␒号 号␒ࣥࣝࣖࢲ

学㸱㸮㸯 㸵㸯㸱㸰 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸰

学㸱㸮㸰 㸵㸯㸱㸱 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸱

学㸱㸮㸱 㸵㸯㸱㸲 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸲

学㸱㸮㸳 㸵㸯㸱㸳 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸳

学㸱㸮㸴 㸵㸯㸱㸴 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸴

学㸱㸮㸵 㸵㸯㸱㸵 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸵

学㸱㸮㸶 㸵㸯㸱㸶 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸶

学㸱㸮㸷 㸵㸯㸱㸷 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸷

㤋㸳㸮㸰ࢸࣥࣟࣇ 㸵㸯㸴㸰 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸴㸰
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲則

平成 12 年 4 月 24 日ไ定

第 1 条㸦ྡ⛠㸧

本会は⚄ᡞ学学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲会と⛠する。

第 2 条㸦┠ⓗ㸧

本会は学㝔ᅜ㝿協ຊ◊✲科学生の学⾡◊✲のዡບ，及びその成ᯝのⓎ⾲を┠ⓗとする。

第 3 条㸦ဨ㸧

本会は，次に定める会員をもࡗて⤌⧊する。

(1) 本学ᅜ㝿協ຊ◊✲科にᅾ⡠する学㝔生

(2) 本学ᅜ㝿協ຊ◊✲科にᅾ⡠する◊✲生

( 3 ) その他，本会の⦅㞟委員会において，会員として㐺当であると認められた者。

第 4 条㸦㈝㸧

会員は会の㐠Ⴀに必要な会㈝を納めなければならない。

第 5 条㸦◊✲雑ㄅのⓎ⾜㸧

本会は，第 2 条の┠ⓗを㐩成するために，◊✲㞧ㄅࠗභ⏥ྎㄽ㞟㸫ᅜ㝿協ຊ◊✲⦅࠘㸦以下，ㄽ㞟とする㸧

を毎年ᗘ 1 ᅇ以ୖⓎ行する。

第 6 条㸦ㄽ㞟のᇳ➹㸧

第 3 条において定められた本会の会員は本会のⓎ行するㄽ㞟にᢞ✏することができ，ୟࡘ，その㓄ᕸを受け

る。

第 7 条㸦ㄽ㞟のᥖ㍕ᡭ⥆ࡁ㸧

(1) ㄽ㞟にᥖ㍕するㄽᩥは，本会の定めたᡭ続きに基づき，本規⣙第 3 条に該当する者よりこれをබເする。

(2) 前項のㄽᩥは，本学ᅜ㝿協ຊ◊✲科の教員のពぢを⪺き，㐺当と認められたものをᥖ㍕する。

第 8 条㸦⦅㞟ጤဨ㸧

(1) 本会は会員から⦅㞟委員会を㑅ฟする。

⦅㞟委員会は，◊✲会会長 1 ྡ，ྠ会長 ⱝᖸྡ，その他 ⱝᖸྡの⦅㞟委員からᵓ成される。

(2) ⦅㞟委員会は前項の⦅㞟委員をもࡗてᵓ成し，本会の㐠Ⴀ，ㄽ㞟の⦅㞟，会計⟶理にあたる。

( 3 ) ⦅㞟委員の௵期は 1 年とする。ణし，௵をጉࡆない。

第 9 条㸦⥲の㛤ദཬࡧ成❧㸧

第 8 条に定める⦅㞟委員会は⥲会を年 1 ᅇ㛤ദする。必要があるሙྜ，㝶㛤ദする。⥲会は，委௵≧をᥦ

ฟした会員をྵめた会員⥲数の㐣༙数のฟᖍをもࡗて成❧する。

第 10 条㸦⥲Ỵᐃ㡯㸧

次に定める各項のいずれかに該当する事項は，⥲会に付さなければならない。

(1) άືሗ࿌及び会計ሗ࿌

(2) ⦅㞟委員会の改㑅

( 3 ) 本規⣙の改正

(4) その他，本会の⤌⧊，㐠Ⴀに関ࢃる㔜要事項

第 11 条㸦Ỵ㆟᪉ἲ㸧

⥲会のỴ議は，ฟᖍ会員の㐣༙数による。⥲会にฟᖍしない会員は，書㠃により他のฟᖍ会員にその議Ỵᶒ

を委௵することができる。

第 12 条㸦ධ㸧

本会の㐠Ⴀ㈝は，会㈝及びᐤ㝃㔠，その他をもࡗてする。

第 13 条㸦ィ㸧

(1) 本会の会計年ᗘは，毎年 4 月 1 日にጞまり⩣年 3 月 3 1 日に⤊ࢃる。

(2) ⦅㞟委員会は，⥲会で会計ሗ࿌をしなければならない。

第 14 条㸦㢳ၥ㸧

本会は，本学ᅜ㝿協ຊ◊✲科の教員員に㢳ၥを委კし，ຓゝを受けることができる。

第 15 条㸦ົ㸧

本会に関する事ົは，本学ᅜ㝿協ຊ◊✲科ෆに⨨く。

第 16 条㸦つ⣙ᨵṇ㸧

本規⣙の改正は，⦅㞟委員会のⓎ議により⥲会において行い，会員⥲数の㐣༙数の㈶成をもࡗてする。

⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉

 Ꮫ 㝔 ⏕ ◊ ✲ ᐊ ୍ ぴ

ᐊ   ྡ ෆ⥺␒号 号␒ࣥࣝࣖࢲ

学㸱㸮㸯 㸵㸯㸱㸰 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸰

学㸱㸮㸰 㸵㸯㸱㸱 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸱

学㸱㸮㸱 㸵㸯㸱㸲 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸲

学㸱㸮㸳 㸵㸯㸱㸳 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸳

学㸱㸮㸴 㸵㸯㸱㸴 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸴

学㸱㸮㸵 㸵㸯㸱㸵 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸵

学㸱㸮㸶 㸵㸯㸱㸶 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸶

学㸱㸮㸷 㸵㸯㸱㸷 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸱㸷

㤋㸳㸮㸰ࢸࣥࣟࣇ 㸵㸯㸴㸰 㸶㸮㸱㸫㸵㸯㸴㸰
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ඹྠ㈨料ᐊ⏝せ㡯

                       2007年6月27日 㐠Ⴀ委員会ไ定

2013年6月26日 㐠Ⴀ委員会改正

      2013年7月12日 㐠Ⴀ委員会改正

㸯㸬ඹྠ㈨料ᐊ及びୡ⏺㖟行ሗ࣮ࢼ࣮ࢥを⏝できる者はࠊ本学の教員㸦㠀ᖖㅮᖌをྵࡴ㸧ࠊ

㝔生及び本◊✲科にて㛤ㅮされる授業にⓏ㘓している学生とする。

㸰㸬ඹྠ㈨料ᐊを⏝しようとするときはࠊ㌟分ド明書等をᥦฟする。

㸱㸬ඹྠ㈨料ᐊのᩥ⊩࣭㈨料の㈚ฟしは行ࢃない。ただし୍ࠊ部のᩥ⊩࣭㈨料を除きࠊ」及び

CD-ROM等の⏝の┠ⓗでのᖏฟを㢪いฟるものにࠊᖏฟ⚊にᡤ定の事項をグධのうえでࠊ当

日中かࡘ学ෆに㝈ࡗての୍ᖏฟを許可するほかࠊᣦ定された教科書類にࡘいてはࠊᖏฟ⚊

にᡤ定の事項をグධのうえでࠊࣨ月間の㈚ฟを行うことができる。㈚ฟにࡘいてはࠊ他の

⏝者の予⣙がない㝈りࠊ㈚ฟ期間をᘏ長できる。

㸲㸬ඹྠ㈨料ᐊには➹グ⏝ලࢺࢵࣞࣈࢱࠊࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀࠊ➃末または㟁Ꮚ㎡書等以እのᣢࡕ㎸

みを⚗Ṇする。

㸳㸬ඹྠ㈨料ᐊの㛤ᐊ間はࠊ毎日1030分から1145分まで12ࠊ45分から1715分までとす

る。ただしࠊᅵ᭙日ࠊ日᭙日ࠊᅜẸの⚃日ࠊ年末年ጞのఇ日ࠊその他ඹྠ㈨料ᐊの⟶理㐠Ⴀ

ୖで必要のときࠊ㛢ᐊとする。

㸴㸬この要項に㐪した者はࠊඹྠ㈨料ᐊの⏝をṆཪは⚗Ṇする。ඹྠ㈨料ᐊのᩥ⊩࣭㈨料

ཪはഛရ࣭施タを⣮ኻⱝしくは◚ᦆした者はࠊそのᦆᐖをᘚൾしなければならない。

附 則

この要項は2007ࠊ 年㸦平成 19 年㸧6 月 27 日から施行する。

附 則

この要項は2013ࠊ 年㸦平成 25 年㸧6 月 26 日から施行する。

附 則

この要項は2013ࠊ 年㸦平成 25 年㸧7 月 12 日から施行する。
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⚄ᡞᏛᏛ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ඹྠ㈨料ᐊ⏝せ㡯

                       2007年6月27日 㐠Ⴀ委員会ไ定

2013年6月26日 㐠Ⴀ委員会改正

      2013年7月12日 㐠Ⴀ委員会改正

㸯㸬ඹྠ㈨料ᐊ及びୡ⏺㖟行ሗ࣮ࢼ࣮ࢥを⏝できる者はࠊ本学の教員㸦㠀ᖖㅮᖌをྵࡴ㸧ࠊ

㝔生及び本◊✲科にて㛤ㅮされる授業にⓏ㘓している学生とする。

㸰㸬ඹྠ㈨料ᐊを⏝しようとするときはࠊ㌟分ド明書等をᥦฟする。

㸱㸬ඹྠ㈨料ᐊのᩥ⊩࣭㈨料の㈚ฟしは行ࢃない。ただし୍ࠊ部のᩥ⊩࣭㈨料を除きࠊ」及び

CD-ROM等の⏝の┠ⓗでのᖏฟを㢪いฟるものにࠊᖏฟ⚊にᡤ定の事項をグධのうえでࠊ当

日中かࡘ学ෆに㝈ࡗての୍ᖏฟを許可するほかࠊᣦ定された教科書類にࡘいてはࠊᖏฟ⚊

にᡤ定の事項をグධのうえでࠊࣨ月間の㈚ฟを行うことができる。㈚ฟにࡘいてはࠊ他の

⏝者の予⣙がない㝈りࠊ㈚ฟ期間をᘏ長できる。

㸲㸬ඹྠ㈨料ᐊには➹グ⏝ලࢺࢵࣞࣈࢱࠊࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀࠊ➃末または㟁Ꮚ㎡書等以እのᣢࡕ㎸

みを⚗Ṇする。

㸳㸬ඹྠ㈨料ᐊの㛤ᐊ間はࠊ毎日1030分から1145分まで12ࠊ45分から1715分までとす

る。ただしࠊᅵ᭙日ࠊ日᭙日ࠊᅜẸの⚃日ࠊ年末年ጞのఇ日ࠊその他ඹྠ㈨料ᐊの⟶理㐠Ⴀ

ୖで必要のときࠊ㛢ᐊとする。

㸴㸬この要項に㐪した者はࠊඹྠ㈨料ᐊの⏝をṆཪは⚗Ṇする。ඹྠ㈨料ᐊのᩥ⊩࣭㈨料

ཪはഛရ࣭施タを⣮ኻⱝしくは◚ᦆした者はࠊそのᦆᐖをᘚൾしなければならない。

附 則

この要項は2007ࠊ 年㸦平成 19 年㸧6 月 27 日から施行する。

附 則

この要項は2013ࠊ 年㸦平成 25 年㸧6 月 26 日から施行する。

附 則

この要項は2013ࠊ 年㸦平成 25 年㸧7 月 12 日から施行する。
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୍⯡♫ᅋἲே㟖ᐃḰ

第㸯章 ⥲則

㸦ྡ ⛠㸧

第㸯条 このἲேは୍ࠊ⯡♫ᅋἲே㟖会と⛠する。

㸦ົᡤ㸧

第㸰条 このἲேはࠊたる事ົᡤをරᗜ┴⚄ᡞᕷに⨨く。

㸦ᚑたるົᡤ㸧

第㸱条 このἲேはࠊ理事会のỴ議によࡗてᚑたる事ົᡤを必要なᆅに⨨くことができる。

第㸰章 ┠ⓗཬࡧ業

㸦┠ ⓗ㸧

第㸲条 このἲேはࠊ会員相の◊ಟを行いࠊぶ╬をᅗるとともにࠊᅜ❧学ἲே⚄ᡞ学㸦以

下「⚄ᡞ学」という。㸧経῭学部ࠊ経Ⴀ学部ࠊἲ学部及び学㝔経῭学◊✲科ࠊ経Ⴀ学◊

✲科ࠊἲ学◊✲科ࠊᅜ㝿協ຊ◊✲科୪びに経῭経Ⴀ◊✲ᡤにおける教⫱及び◊✲のຓ成

⯆をᅗりࠊもࡗて学⾡ࠊ教⫱ᩥࠊの⯆にᐤすることを┠ⓗとする。

㸦 業㸧

第㸳条 このἲேはࠊ前条の┠ⓗを㐩成するためࠊ次の事業を行う。

㸦㸯㸧 会員ྡ⡙のᩚഛと⥔ᣢ⟶理

㸦㸰㸧 会員相の㐃⤡及び◊ಟ

㸦㸱㸧 会ሗ及び㟁Ꮚ会ሗのⓎ行

  㸦㸲㸧 経῭ࠊ経Ⴀࠊἲᚊに関するㄪᰝ◊✲及びዡບにᑐするຓ成

㸦㸳㸧 経῭ࠊ経Ⴀࠊἲᚊに関する▱㆑のᬑ及ྥୖのためのㅮ⩦会及び◊✲会の㛤ദにᑐするຓ

成

   㸦㸴㸧 ⚄ᡞ学の教⫱施タのᩚഛᣑにᑐするຓ成

   㸦㸵㸧 前各号に定めるほかࠊこのἲேの┠ⓗを㐩成するために必要な事業

㸰 前項の事業はࠊ日本ᅜで行うものとする。

第㸱章  ဨ

㸦✀ ู㸧

第㸴条 このἲேの会員はࠊ正会員ࠊ‽会員ࠊ≉別会員及びྡ会員の㸲✀とする。

㸦ṇဨ㸧

第㸵条 正会員になる㈨᱁をもࡘ者はࠊ次のとおりである。

   㸦㸯㸧 ⚄ᡞ学の前㌟たるඖ⚄ᡞ㧗等ၟ業学ᰯの༞業者

   㸦㸰㸧 ⚄ᡞ学の前㌟たるඖ⚄ᡞၟ業学ྠࠊ㝃ᒓၟ学ᑓ㛛部の༞業者

   㸦㸱㸧 ⚄ᡞ学の前㌟たるඖ⚄ᡞ経῭学ྠࠊ第学部ྠࠊ㝃ᒓ経Ⴀ学ᑓ㛛部及びྠ経Ⴀ計㘓

ㅮ⩦ᡤ第୍本科の༞業者

   㸦㸲㸧 ⚄ᡞ学経῭学部ࠊ経Ⴀ学部及びἲ学部の༞業者

   㸦㸳㸧 ⚄ᡞ学学㝔経῭学◊✲科ࠊ経Ⴀ学◊✲科ࠊἲ学◊✲科及びᅜ㝿協ຊ◊✲科のಟ者

   㸦㸴㸧 前各号のㅖ学ᰯにᅾ学した者

㸦‽ဨ㸧

第㸶条 ‽会員になる㈨᱁をもࡘ者はࠊ次のとおりである。

       ⚄ᡞ学経῭学部ࠊ経Ⴀ学部及びἲ学部のᅾ学生୪びに⚄ᡞ学学㝔経῭学◊✲科ࠊ経

Ⴀ学◊✲科ࠊἲ学◊✲科及びᅜ㝿協ຊ◊✲科のᅾ学生

㸦≉ูဨ㸧

第㸷条 ≉別会員になる㈨᱁をもࡘ者はࠊ次のとおりである。

   㸦㸯㸧 ඖ⚄ᡞ㧗等ၟ業学ᰯの教⫋にあࡗた者

   㸦㸰㸧 ඖ⚄ᡞၟ業学ࠊ予科ྠࠊ㝃ᒓၟ学ᑓ㛛部の教⫋にあࡗた者

   㸦㸱㸧 ඖ⚄ᡞ経῭学ࠊ予科ྠࠊ㝃ᒓ経Ⴀ学ᑓ㛛部の教⫋にあࡗた者

   㸦㸲㸧 ⚄ᡞ学経῭学部ࠊ経Ⴀ学部及びἲ学部の教⫋にある者及び教⫋にあࡗた者

   㸦㸳㸧 ⚄ᡞ学学㝔経῭学◊✲科ࠊ経Ⴀ学◊✲科ࠊἲ学◊✲科及びᅜ㝿協ຊ◊✲科の教⫋に

ある者及び教⫋にあࡗた者

   㸦㸴㸧 ⚄ᡞ学経῭経Ⴀ◊✲ᡤの前㌟たるၟ業◊✲ᡤ及び経ႠᶵᲔ科◊✲ᡤの◊✲⫋員であࡗ

た者

   㸦㸵㸧 ⚄ᡞ学経῭経Ⴀ◊✲ᡤの◊✲⫋員及び◊✲⫋員であࡗた者

   㸦㸶㸧 前各号のㅖ学ᰯ及び◊✲ᡤにおいてࠊ前各号以እの教⫋員及び教⫋員であࡗた者

   㸦㸷㸧 ⚄ᡞ学♫会科学⣔学部等事ົ部の部長の⫋にある者

㸦ྡဨ㸧

第 10 条 ྡ会員はࠊ理事会の᥎⸀によりࠊ⥲会においてᢎ認された者である。

㸦ධ 㸧

第 11 条 正会員ࠊ‽会員及び≉別会員になࢁうとする者はࠊ理事会において定めるධ会申㎸書を

ᥦฟしࠊ理事会のᢎ認を受けなければならない。

㸦 ㈝㸧

第 12 条 正会員及び‽会員はࠊこのἲேの事業άືに経ᖖⓗに生じる㈝⏝にてるためࠊධ会し

た及び毎年ࠊ⥲会において別に定める会㈝をᨭᡶࢃなければならない。

     ྡ会員及び≉別会員はࠊ会㈝のᨭᡶい⩏ົを㈇ࢃない。

㸦௵ព㏥㸧

第 13 条 正会員ࠊ‽会員及び≉別会員は理事会において定める㏥会ᒆをᥦฟしてࠊ௵ពにいࡘで

も㏥会することができる。

㸦㝖 ྡ㸧

第 14 条 会員が次の各号の୍ࡘに該当するሙྜはࠊ⥲会のỴ議によࡗてࠊ当該会員を除ྡするこ

とができる。

   㸦㸯㸧 この定Ḱその他の規則に㐪したとき

   㸦㸰㸧 このἲேのྡをയࡘけࠊཪは┠ⓗにする行Ⅽをしたとき

   㸦㸱㸧 その他除ྡすき正当な事由があるとき

㸦ဨ㈨᱁の႙ኻ㸧

第 15 条 会員がࠊ前㸰条のሙྜのほかࠊ次の各号のいずれかに該当するሙྜにはࠊその㈨᱁を႙

ኻする。

  㸦㸯㸧 第㸯㸰条のᨭᡶい⩏ົを㸰年以ୖᒚ行しなかࡗたとき

   㸦㸰㸧 すての♫員がྠពしたとき

   㸦㸱㸧 当該会員がṚஸしࠊཪは会員であるἲேがゎᩓしたとき

㸰 前項第㸯号により㈨᱁を႙ኻした会員がࠊධ会申㎸書をᥦฟしࠊ会㈝を納ධしたときはࠊ会

員の㈨᱁をᅇする。

㸦第 16 条以下ࠊ⾲グ␎㸧
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୍⯡♫ᅋἲே㟖ᐃḰ

第㸯章 ⥲則

㸦ྡ ⛠㸧

第㸯条 このἲேは୍ࠊ⯡♫ᅋἲே㟖会と⛠する。

㸦ົᡤ㸧

第㸰条 このἲேはࠊたる事ົᡤをරᗜ┴⚄ᡞᕷに⨨く。

㸦ᚑたるົᡤ㸧

第㸱条 このἲேはࠊ理事会のỴ議によࡗてᚑたる事ົᡤを必要なᆅに⨨くことができる。

第㸰章 ┠ⓗཬࡧ業

㸦┠ ⓗ㸧

第㸲条 このἲேはࠊ会員相の◊ಟを行いࠊぶ╬をᅗるとともにࠊᅜ❧学ἲே⚄ᡞ学㸦以

下「⚄ᡞ学」という。㸧経῭学部ࠊ経Ⴀ学部ࠊἲ学部及び学㝔経῭学◊✲科ࠊ経Ⴀ学◊

✲科ࠊἲ学◊✲科ࠊᅜ㝿協ຊ◊✲科୪びに経῭経Ⴀ◊✲ᡤにおける教⫱及び◊✲のຓ成

⯆をᅗりࠊもࡗて学⾡ࠊ教⫱ᩥࠊの⯆にᐤすることを┠ⓗとする。

㸦 業㸧

第㸳条 このἲேはࠊ前条の┠ⓗを㐩成するためࠊ次の事業を行う。

㸦㸯㸧 会員ྡ⡙のᩚഛと⥔ᣢ⟶理

㸦㸰㸧 会員相の㐃⤡及び◊ಟ

㸦㸱㸧 会ሗ及び㟁Ꮚ会ሗのⓎ行

  㸦㸲㸧 経῭ࠊ経Ⴀࠊἲᚊに関するㄪᰝ◊✲及びዡບにᑐするຓ成

㸦㸳㸧 経῭ࠊ経Ⴀࠊἲᚊに関する▱㆑のᬑ及ྥୖのためのㅮ⩦会及び◊✲会の㛤ദにᑐするຓ

成

   㸦㸴㸧 ⚄ᡞ学の教⫱施タのᩚഛᣑにᑐするຓ成

   㸦㸵㸧 前各号に定めるほかࠊこのἲேの┠ⓗを㐩成するために必要な事業

㸰 前項の事業はࠊ日本ᅜで行うものとする。

第㸱章  ဨ

㸦✀ ู㸧

第㸴条 このἲேの会員はࠊ正会員ࠊ‽会員ࠊ≉別会員及びྡ会員の㸲✀とする。

㸦ṇဨ㸧

第㸵条 正会員になる㈨᱁をもࡘ者はࠊ次のとおりである。

   㸦㸯㸧 ⚄ᡞ学の前㌟たるඖ⚄ᡞ㧗等ၟ業学ᰯの༞業者

   㸦㸰㸧 ⚄ᡞ学の前㌟たるඖ⚄ᡞၟ業学ྠࠊ㝃ᒓၟ学ᑓ㛛部の༞業者

   㸦㸱㸧 ⚄ᡞ学の前㌟たるඖ⚄ᡞ経῭学ྠࠊ第学部ྠࠊ㝃ᒓ経Ⴀ学ᑓ㛛部及びྠ経Ⴀ計㘓

ㅮ⩦ᡤ第୍本科の༞業者

   㸦㸲㸧 ⚄ᡞ学経῭学部ࠊ経Ⴀ学部及びἲ学部の༞業者

   㸦㸳㸧 ⚄ᡞ学学㝔経῭学◊✲科ࠊ経Ⴀ学◊✲科ࠊἲ学◊✲科及びᅜ㝿協ຊ◊✲科のಟ者

   㸦㸴㸧 前各号のㅖ学ᰯにᅾ学した者

㸦‽ဨ㸧

第㸶条 ‽会員になる㈨᱁をもࡘ者はࠊ次のとおりである。

       ⚄ᡞ学経῭学部ࠊ経Ⴀ学部及びἲ学部のᅾ学生୪びに⚄ᡞ学学㝔経῭学◊✲科ࠊ経

Ⴀ学◊✲科ࠊἲ学◊✲科及びᅜ㝿協ຊ◊✲科のᅾ学生

㸦≉ูဨ㸧

第㸷条 ≉別会員になる㈨᱁をもࡘ者はࠊ次のとおりである。

   㸦㸯㸧 ඖ⚄ᡞ㧗等ၟ業学ᰯの教⫋にあࡗた者

   㸦㸰㸧 ඖ⚄ᡞၟ業学ࠊ予科ྠࠊ㝃ᒓၟ学ᑓ㛛部の教⫋にあࡗた者

   㸦㸱㸧 ඖ⚄ᡞ経῭学ࠊ予科ྠࠊ㝃ᒓ経Ⴀ学ᑓ㛛部の教⫋にあࡗた者

   㸦㸲㸧 ⚄ᡞ学経῭学部ࠊ経Ⴀ学部及びἲ学部の教⫋にある者及び教⫋にあࡗた者

   㸦㸳㸧 ⚄ᡞ学学㝔経῭学◊✲科ࠊ経Ⴀ学◊✲科ࠊἲ学◊✲科及びᅜ㝿協ຊ◊✲科の教⫋に

ある者及び教⫋にあࡗた者

   㸦㸴㸧 ⚄ᡞ学経῭経Ⴀ◊✲ᡤの前㌟たるၟ業◊✲ᡤ及び経ႠᶵᲔ科◊✲ᡤの◊✲⫋員であࡗ

た者

   㸦㸵㸧 ⚄ᡞ学経῭経Ⴀ◊✲ᡤの◊✲⫋員及び◊✲⫋員であࡗた者

   㸦㸶㸧 前各号のㅖ学ᰯ及び◊✲ᡤにおいてࠊ前各号以እの教⫋員及び教⫋員であࡗた者

   㸦㸷㸧 ⚄ᡞ学♫会科学⣔学部等事ົ部の部長の⫋にある者

㸦ྡဨ㸧

第 10 条 ྡ会員はࠊ理事会の᥎⸀によりࠊ⥲会においてᢎ認された者である。

㸦ධ 㸧

第 11 条 正会員ࠊ‽会員及び≉別会員になࢁうとする者はࠊ理事会において定めるධ会申㎸書を

ᥦฟしࠊ理事会のᢎ認を受けなければならない。

㸦 ㈝㸧

第 12 条 正会員及び‽会員はࠊこのἲேの事業άືに経ᖖⓗに生じる㈝⏝にてるためࠊධ会し

た及び毎年ࠊ⥲会において別に定める会㈝をᨭᡶࢃなければならない。

     ྡ会員及び≉別会員はࠊ会㈝のᨭᡶい⩏ົを㈇ࢃない。

㸦௵ព㏥㸧

第 13 条 正会員ࠊ‽会員及び≉別会員は理事会において定める㏥会ᒆをᥦฟしてࠊ௵ពにいࡘで

も㏥会することができる。

㸦㝖 ྡ㸧

第 14 条 会員が次の各号の୍ࡘに該当するሙྜはࠊ⥲会のỴ議によࡗてࠊ当該会員を除ྡするこ

とができる。

   㸦㸯㸧 この定Ḱその他の規則に㐪したとき

   㸦㸰㸧 このἲேのྡをയࡘけࠊཪは┠ⓗにする行Ⅽをしたとき

   㸦㸱㸧 その他除ྡすき正当な事由があるとき

㸦ဨ㈨᱁の႙ኻ㸧

第 15 条 会員がࠊ前㸰条のሙྜのほかࠊ次の各号のいずれかに該当するሙྜにはࠊその㈨᱁を႙

ኻする。

  㸦㸯㸧 第㸯㸰条のᨭᡶい⩏ົを㸰年以ୖᒚ行しなかࡗたとき

   㸦㸰㸧 すての♫員がྠពしたとき

   㸦㸱㸧 当該会員がṚஸしࠊཪは会員であるἲேがゎᩓしたとき

㸰 前項第㸯号により㈨᱁を႙ኻした会員がࠊධ会申㎸書をᥦฟしࠊ会㈝を納ධしたときはࠊ会

員の㈨᱁をᅇする。

㸦第 16 条以下ࠊ⾲グ␎㸧
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